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令和５年第３回沖縄県議会（定例会）会期日程

月･･日 曜日 日･････････････程 備･･･････考

１ 9月26日 火 本･ 会･ 議

（議席の変更）
（会議録署名議員の指名）
（会期の決定）
（知事提出議案の説明）
･･※･･休憩中に委員会審査

･先議案件付託･

２ 27日 水 本･ 会･ 議 （先議案件委員長報告、採決）（議員派遣の件） ･請願・陳情付託

３ 28日 木 議案研究 ･代表質問通告締切（正午）
４ 29日 金 議案研究 ･一般質問通告締切（正午）
５ 30日 ㊏ 休　　 会
６ 10月1日 ㊐ 休　　 会
７ 2日 月 議案研究 ･請願・陳情提出期限
８ 3日 火 本･ 会･ 議 （代表質問）
９ 4日 水 本･ 会･ 議 （代表質問）
10 5日 木 本･ 会･ 議 （一般質問）
11 6日 金 本･ 会･ 議 （一般質問）
12 7日 ㊏ 休　　 会
13 8日 ㊐ 休　　 会
14 9日 ㊊ 休　　 会
15 10日 火 本･ 会･ 議 （一般質問） ･請願・陳情付託（常任委員会）

16 11日 水
本･ 会･ 議 （一般質問）

･議案付託･
･請願・陳情付託（特別委員会）決算特別委員会設置

委･ 員･ 会 （常任委員会、特別委員会）
17 12日 木 議案研究
18 13日 金 委･ 員･ 会 （常任委員会）
19 14日 ㊏ 休　　 会
20 15日 ㊐ 休　　 会
21 16日 月 委･ 員･ 会 （常任委員会）
22 17日 火 委･ 員･ 会 （常任委員会）
23 18日 水 委･ 員･ 会 （特別委員会）
24 19日 木 休　　 会 （予備日）

25 20日 金
議案整理
委･ 員･ 会 （議会運営委員会）

26 21日 ㊏ 休　　 会
27 22日 ㊐ 休　　 会
28 23日 月 本･ 会･ 議 （委員長報告、採決）
（注）　９月26日開会日の途中から議会が空転し全ての日程を終了することができなかったため、同日の会議

を延会した上で、当初の日程を処理するため翌27日に会議を開いた。

会期28日間 自･令和５年９月26日
至･令和５年10月23日
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開会日に応招した議員

赤　嶺　　　昇　議長

照　屋　守　之　副議長

次呂久　成　崇　議員

喜友名　智　子　議員

島　袋　恵　祐　議員

玉　城　健一郎　議員

上　里　善　清　議員

大　城　憲　幸　議員

上　原　　　章　議員

小　渡　良太郎　議員

新　垣　淑　豊　議員

島　尻　忠　明　議員

仲　里　全　孝　議員

上　原　快　佐　議員

新　垣　光　栄　議員

國　仲　昌　二　議員

瀬　長　美佐雄　議員

山　里　将　雄　議員

当　山　勝　利　議員

當　間　盛　夫　議員

金　城　　　勉　議員

新　垣　　　新　議員

下　地　康　教　議員

石　原　朝　子　議員

仲　村　家　治　議員

平　良　昭　一　議員

仲　村　未　央　議員

玉　城　武　光　議員

比　嘉　瑞　己　議員

照　屋　大　河　議員

山　内　末　子　議員

西　銘　啓史郎　議員

座　波　　　一　議員

大　浜　一　郎　議員

呉　屋　　　宏　議員

花　城　大　輔　議員

又　吉　清　義　議員

仲宗根　　　悟　議員

崎　山　嗣　幸　議員

玉　城　ノブ子　議員

西　銘　純　恵　議員

渡久地　　　修　議員

瑞慶覧　　　功　議員

比　嘉　京　子　議員

末　松　文　信　議員

島　袋　　　大　議員

中　川　京　貴　議員

仲　田　弘　毅　議員
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令和５年９月26日

（第１号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第１号
令和５年９月26日（火曜日）

午前10時開議
第１･ 議席の変更
第２･ 会議録署名議員の指名
第３･ 会期の決定
第４･ 甲第１号議案から甲第５号議案まで、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４

号まで（知事説明）
･

本日の会議に付した事件
日程第１･ 議席の変更
日程第２･ 会議録署名議員の指名
日程第３･ 会期の決定
日程第４･ 甲第１号議案から甲第５号議案まで、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定

第４号まで
甲第１号議案･ 令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第２号議案･ 令和５年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案･ 令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第４号議案･ 令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）
甲第５号議案･ 令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案･ 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案･ 沖縄県ふるさと寄附金基金条例
乙第３号議案･ 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案･ 旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案･ 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
乙第６号議案･ 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第７号議案･ 農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第８号議案･ 水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第９号議案･ 水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第10号議案･ 通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第11号議案･ 農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第12号議案･ 農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第13号議案･ 那覇港管理組合規約の一部変更について
乙第14号議案･ 令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
乙第15号議案･ 令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第１号･ 令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第２号･ 令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第３号･ 令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
認定第４号･ 令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
･

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和５年９月26日（火曜日）午前10時開会
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出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員

23　番　　仲　村　家　治　議員
24　番　　平　良　昭　一　議員
25　番　　仲　村　未　央　議員
26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長

知　念　百　代
　　商 工 労 働 部

　　　　　　　　　産 業 振 興 統 括 監
宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長

前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
當　間　秀　史　　公安委員会委員長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
田　島　啓　己　　労働委員会公益委員
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
池　田　　　修　　人事委員会委員長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任
佐久田　　　隆　　政 務 調 査 課 長
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上　原　　　毅　　副 参 事
新　垣　伸　弥　　主 幹

平　良　典　子　　主 幹

･
○赤嶺　昇 議長　ただいまより令和５年第３回沖縄
県議会（定例会）を開会いたします。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
20件及び決算４件並びに補正予算説明書、令和４年
度沖縄県病院事業会計決算書、令和４年度沖縄県病院
事業会計決算審査意見書、令和４年度沖縄県水道事業
会計決算書及び同沖縄県工業用水道事業会計決算書、
令和４年度沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び同
沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書、令和４年
度沖縄県流域下水道事業会計決算書、令和４年度沖縄
県流域下水道事業会計決算審査意見書、県の出資等に
かかる法人の経営状況報告書、令和５年８月末現在の
令和５年度一般会計予算執行状況報告書及び同一般会
計繰越予算執行状況報告書の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願１件及
び陳情25件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　次に、説明員として出席を求めた藤田広美労働委
員会会長は、所用のため本日、10月３日から６日ま
で、10日及び11日の会議に出席できない旨の届出が
ありましたので、その代理として、本日の会議に田島
啓己労働委員会公益委員、10月３日から６日まで、
10日及び11日の会議に下地誠労働委員会事務局長の
出席を求めました。
　また、説明員として出席を求めた松永享商工労働部
長は、病気療養のため本日の会議に出席できない旨の
届出がありましたので、その代理として、知念百代産
業振興統括監の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第１　議席の変更を行います。
　照屋守之議員から、議席の変更の申出がありますの
で、会議規則第４条第３項の規定により議席の一部を
お手元に配付の変更議席表のとおりそれぞれ変更いた
します。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔変更議席表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――　
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時４分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　日程第２　会議録署名議員の指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　６番　大　城　憲　幸　議員　及び
　　　42番　瑞　慶　覧　功　議員
を指名いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第３　会期の決定を議題とい
たします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から10月23日までの28
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕　
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から10月23日までの28日間
と決定いたしました。　
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第４　甲第１号議案から甲第
５号議案まで、乙第１号議案から乙第15号議案まで
及び認定第１号から認定第４号までを議題といたしま
す。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和５年第３回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出いたしました議案の御説明の前に、御報告を
申し上げます。
　今般、土木建築部において、所管する特別会計で赤
字の状態が発生するという重大な不適正処理の事案が
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ございました。県民の皆様からの公務に対する信頼を
損ね、御心配をおかけする結果となってしまい、心よ
りおわび申し上げます。併せまして、議会への報告が
遅れたこと及び議会日程の変更を余儀なくされるなど
影響を生じさせていることにつきましても、重ねてお
わびを申し上げます。
　今後は、令和４年度決算の違法な赤字状態の解消に
向けて取り組むとともに、このような見落としや誤認
等の有無について、財務会計等における事務処理の内
容を総点検するよう指示をいたしました。その上で、
リスク管理の徹底と再発防止に向けた取組及び体制等
の強化を図り、全庁を挙げて公務の遂行に対する信頼
回復に努めてまいります。よろしくお願いいたしま
す。
　それでは、提出議案の概要及び提案理由を御説明申
し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案５件、条例
議案５件、議決議案10件、認定議案４件の合計24件
であります。
　まず初めに、予算議案について御説明申し上げま
す。
　甲第１号議案「令和５年度沖縄県一般会計補正予算
（第４号）」は、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金事業等に対応するため、緊急に予算計
上が必要な経費として、マイナス26億8108万3000
円を計上するものであります。
　甲第２号議案「令和５年度沖縄県下地島空港特別会
計補正予算（第１号）」は、台風第６号の影響により
被災した空港設備の修繕に対応するため、緊急に予算
計上が必要な経費として、365万2000円を計上する
ものであります。
　甲第３号議案「令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業
特別会計補正予算（第１号）」は、令和４年度決算に
おいて、歳出に対し歳入が不足したことに伴い、令和
５年度予算から繰上充用を行うため、緊急に予算計上
が必要な経費等を計上するものであります。
　甲第４号議案「令和５年度沖縄県中城湾港（新港地
区）整備事業特別会計」は、同じく、令和４年度決算
において、歳出に対し歳入が不足したことに伴い、令
和５年度予算から繰上充用を行うため、緊急に予算計
上が必要な経費等を計上するものであります。
　甲第１号議案から甲第４号議案までにつきまして
は、先議案件として御審議を賜りますよう、よろしく
お願いいたします。
　甲第５号議案「令和５年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、新型コロナウイルス感染症入院

病床確保支援事業補助金に係る返還を行うため、所要
額の補正を行うものであります。
　次に、乙第１号議案から乙第５号議案までの条例議
案５件のうち、主なものを御説明申し上げます。
　乙第２号議案「沖縄県ふるさと寄附金基金条例」
は、沖縄県を応援する個人または法人が行う寄附を活
用し、これらの寄附者が選定した県が行う事業の費用
の財源に充てるため、沖縄県ふるさと寄附金基金を設
置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定める必
要があることから、新たに条例を制定するものであり
ます。
　乙第３号議案「沖縄県使用料及び手数料条例の一部
を改正する条例」は、家畜人工授精所開設許可証書換
え交付手数料等の徴収根拠を定めるほか、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され
たことに伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請手数
料の額を改める等の必要があることから、条例を改正
するものであります。
　乙第４号議案「旅館業法施行条例の一部を改正する
条例」は、旅館業法の一部が改正され、事業を譲り受
けた者が知事の承認を受けたときは、新たに許可の取
得を行うことなく営業者の地位を承継するとされたこ
とに伴い、条例の規定を整理する等の必要があること
から、条例を改正するものであります。
　次に、乙第６号議案から乙第15号議案までの議決
議案10件は、負担金の徴収、那覇港管理組合規約の
一部変更等について、議会の議決を求めるものであり
ます。
　最後に、認定第１号から認定第４号までの議案につ
いては、地方公営企業法の規定により、令和４年度の
公営企業会計の決算について、議会の認定に付すもの
であります。
　以上、提出いたしました議案について、その概要及
び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事の提案理由の説明は終わりました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
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５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、この際、意見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔池田　修　人事委員会委員長登壇〕
○池田　修 人事委員会委員長　皆さん、おはようご
ざいます。
　本年８月に、人事委員会の委員長に就任した池田修
でございます。よろしくお願いいたします。
　ただいま議長より、地方公務員法の規定に基づき、
人事委員会の意見を求められましたので、当委員会の
意見を述べたいと思います。
　乙第１号議案「沖縄県職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例」につきましては、新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法の一部が改正され、感染症の蔓
延を防止するための措置として特定新型インフルエン
ザ等対策が設けられたことに伴い、特定新型インフル
エンザ等対策派遣手当の支給根拠などを定めるための
改正であり、適当であると考えます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　人事委員会委員長の意見の開陳は
終わりました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第１号議案
「令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）」、
甲第２号議案「令和５年度沖縄県下地島空港特別会計
補正予算（第１号）」、甲第３号議案「令和５年度沖
縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）」
及び甲第４号議案「令和５年度沖縄県中城湾港（新港
地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）」は、早
期に議決されたい旨の要望がありました。
　よって、甲第１号議案から甲第４号議案までについ
ては、これより直ちに質疑に入るのでありますが、た
だいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　照屋大河議員。　　
○照屋　大河 議員　この際、動議の提出を行いたい
と思います。
　ただいま議題となっております議案のうち、甲第３
号議案及び甲第４号議案については、先ほど知事から
特別に発言もありましたが、この２つについては委員
会に付託せず、議会において議決すべきものではない
との決定を求める動議を提出いたします。

○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　私は、ただいまの照屋大河議員の動議に賛成をいた
します。
○赤嶺　昇 議長　ただいま照屋大河議員から、甲第
３号議案及び甲第４号議案については、委員会に付託
せず、議会において議決すべきものではないとの決定
を求める動議が提出され、所定の賛成者がありますの
で動議は成立いたしました。
　よって、本動議を議題とし、採決いたします。
　お諮りいたします。
･･本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求
めます。
　　　〔賛成者起立〕
○赤嶺　昇 議長　起立全員であります。
　よって、甲第３号議案及び甲第４号議案について
は、委員会に付託せず、議会において議決すべきもの
ではないとの決定を求める動議は可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　ただいま議題となっております議
案のうち、甲第１号議案については総務企画委員会
に、甲第２号議案については土木環境委員会に、それ
ぞれ付託することとし、先ほど動議が可決された甲第
３号議案及び甲第４号議案については、議長において
議案を返付することにいたします。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午後４時30分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に総務企画委員会及び土木･･････。
○島袋　　大 議員　議長。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。　　
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時33分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　今後の対応を協議するため暫時休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後９時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に･･････。
○島袋　　大 議員　議長、議会再開するという前で
すけれども、これだけ今議会、開会して初日でありま
す。執行部に対しての説明責任を問うて、今、長時間
にわたる議会が空転していると思っておりますけれど
も、その中で、我々のほうにいろんな面で話が来まし
たけれども、この我々同士の県会議員の中で県議会の
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与党の皆さん方が、１つのこの会派の執務室の中で酒
盛りをし、飲酒をし、議会開会中の中で閉会もしても
いません。我々食事もしなくて、いろんな形でこうい
う諸問題の解決のために努力をしている中で、本会議
中に、その与党の皆さん方の一部が、そういうことが
起きているだろうというような話がありました。５階
の廊下から大声が聞こえるということで、いろんな形
で我々に話がありましたので、ここは、県議会の責任
者は議長でありますから、しっかりとした事実関係を
問うて、確認事項をしていただいて本会議に、私は再
開に臨むべきだと思っております。そうしないと、
我々議会は何なんですか。
　そういうことをしっかりと議長のほうから取り計ら
いをお願いしたいと思っております。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後９時14分休憩
　　　午後９時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　今後の対応を協議するため暫時休憩いたします。
　　　午後９時14分休憩
　　　午後11時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。

　この際、お諮りいたします。
　本日の会議は、都合により延会いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、本日はこれをもって延会することに決定い
たしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　この際、お諮りいたします。
　明９月27日の開議時刻は、議事の都合により午前
０時30分に繰り上げたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　次会は、明９月27日午前０時30分より会議を開き
ます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって延会いたします。
　　　午後11時50分延会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年９月27日

（第２号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第２号
令和５年９月27日（水曜日）

午前０時30分開議
第１　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第２　甲第２号議案（土木環境委員長報告）
第３　陳情第109号、第110号の５、第112号から第114号まで及び第128号の付託の件
第４　議員派遣の件（高校等出前講座）
第５　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2023）
第６　議員派遣の件（第23回都道府県議会議員研究交流大会）

･･
本日の会議に付した事件

日程第１　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
日程第２　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案･･令和５年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
日程第３　陳情第109号、第110号の５、第112号から第114号まで及び第128号の付託の件
日程第４　議員派遣の件（高校等出前講座）
日程第５　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2023）
日程第６　議員派遣の件（第23回都道府県議会議員研究交流大会）

･
 出　席　議　員（47名）

･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員

18　番　　當　間　盛　夫　議員
19　番　　金　城　　　勉　議員
20　番　　新　垣　　　新　議員
21　番　　下　地　康　教　議員
22　番　　石　原　朝　子　議員
23　番　　仲　村　家　治　議員
24　番　　平　良　昭　一　議員
25　番　　仲　村　未　央　議員
26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和５年９月27日（水曜日）午前０時32分開議
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･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　議員
･ 40　番　　西　銘　純　恵　議員
･ 41　番　　渡久地　　　修　議員
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　議員

43　番　　比　嘉　京　子　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
欠　席　議　員（１名） 

･ 45　番　　末　松　文　信　議員
･

説明のため出席した者の職、氏名
玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長

知　念　百　代
　　商 工 労 働 部

　　　　　　　　　産 業 振 興 統 括 監

宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長
宮　城　　　亮　　主 幹

比　嘉　太　一　　主 任
佐久田　　　隆　　政 務 調 査 課 長
平　良　典　子　　主 幹

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、総務企画委員会及び土木環境委員会に付託い
たしました甲第１号議案及び甲第２号議案について
は、両委員長からそれぞれお手元に配付の委員会審査
報告書が提出されました。
　この際、申し上げます。
　昨日、島袋大議員からありました申入れの件につき
まして、知事から発言の申出がありますので、これを
許可します。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　お疲れさまでございます。
　ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤等の流出について御報告
を申し上げます。
　令和５年６月18日日曜日、本庁舎行政棟に設置さ

れている泡消火設備が誤作動を起こし、ＰＦＯＳ等を
含む泡消火剤が地下２階駐車場に放出されました。
　今回、誤作動を起こした泡消火設備は、本体タンク
内については、ＰＦＯＳ等が含まれていない泡消火剤
に交換されておりましたが、配管内にＰＦＯＳ等を含
む泡消火剤が残留していたものとなっております。
　放出された泡消火剤については、一部は回収したも
のの、残りは地下２階の湧水槽に流れ込みましたが、
湧水槽内の水が建物外部へ排出されることは確認され
なかったため、後日回収することといたしました。当
該湧水槽には、雨水はほとんど流れ込まないものと認
識し、水の処分先や回収方法について点検業者と検討
していたところ、９月12日に槽内を確認すると、湧
水槽内の水位が低下しており、泡消火剤を含んだ水が
建物外部へ流出したことが判明いたしました。これに
ついては、雨水等の流入による自動排出機能が作動し
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たものと思われます。
　現在、周辺のＰＦＯＳ等の濃度調査を実施し、泡消
火剤の回収作業を進めているところです。
　この件については、期日を越えましたので、本日
27日に議会に対して記者会見と併せて御説明するこ
ととしておりましたが、御報告が遅れましたことを心
からおわびを申し上げます。また、県民の皆様には、
多大な不安を与えますこと、御報告が遅れましたこと
についても、重ねておわびを申し上げます。
　本庁舎行政棟の泡消火設備については、令和７年度
に庁舎改修事業に併せて取り替える予定としておりま
したが、今後、県の各施設に設置されている泡消火剤
設備も含めて、早期にＰＦＯＳ等の含有調査を進める
とともに、ＰＦＯＳ等を含まない泡消火剤に切り替え
てまいります。
　何とぞよろしくお願いいたします。
○島袋　　大 議員　知事のほうから今説明がありま
したけれども、これは本日、議会初日でありますの
で、代表質問、一般質問で細かい内容確認はしたいと
思っております。
　１点だけ、26日、まあ今日27日になりましたけれ
ども、26日が本会議初日でありました。冒頭、知事
は特別会計の件に関しましても、県民に説明が遅れた
こと、県議会に対しても遅れたこと、それを冒頭で
おわびがありました。本来なら、26日初日の本会議
で、併せてこの件に関しましても遅れた説明、そして
県民に対するおわび、そういったことをするのが、私
は行政のリーダーの仕事だと思っております。そこを
怠ったということは、私が今回、議会開会中の途中で
御指摘をしても、何も説明もなくいろんな面で引っ
張っておいて、隠蔽に近いような形で進んだのではな
いかというふうなことの考えも出てくるわけでありま
す。ましてや県政与党の皆さん方は、事前にこの説明
も受けている中で、私ども沖縄・自民党と公明党会
派、無所属会派、この３会派には全く理解を求める
こともなく、そういった形で昨日26日の本会議がス
タートしたと思っております。
　私は、知事は国連に行かれてＰＦＯＳの話もしなが
ら、ましてや米軍基地内でこういったことが起きた
ら、一分一秒を待たず、イの一番、抗議に行って、こ
の原因究明を求めているのが今までの知事のスタンス
であります。自分の足元の県庁の中で起きたことに関
して、何も説明もないような、我々が指摘がない中
で、こういった形で何度も言いますけれども、隠蔽に
近いようなやり方をするということは言語道断であり
ます。どうぞ、もう深夜議会になっておりますけれど

も、私どもはこれ以上言いませんけれども、なぜ知事
は、26日の初日の冒頭でこの説明をなさらなかった
のか。強く確認したいと思っておりますし、そこは
我々は、代表質問、一般質問等で確認したいと思って
おります。
　県民の生活と命を守る行政のリーダーが、自分の足
元の県庁内で起きたことを、ましてやＰＦＯＳとい
う、そういった問題を掲げている中で、また３か月も
放置したということはいかがなものかと思いますよ。
そしてそれを支える与党の県議団の皆さん方も分かり
ながらも、我々同士の県会議員に何ら一言もなく、議
会をスタートさせたということは、玉城デニー知事を
支える最大与党としてもいかがなものかと私は思って
おります。どうぞ、これは明確にこれから細かく質疑
をスタートしていきたいと思っておりますから、そこ
をしっかりと知事は御理解の上で、しっかりと執行部
の皆さん方は御説明を願いたいと思っております。
　議長。議会の長たる議長が、まさかこの状況の内容
を把握せずに、本会議を昨日スタートしたのか。私は
議会の長である議長にすら執行部がもし説明していな
いということになりましたら、大変な問題になると
思っております。ここはしっかりと、議長に対して答
弁を求めることはないですけれども、まあ答えるのな
ら答えてください。これ以上質疑等はしませんけれど
も、私どもは県民のことを考えて、今苦言を申してい
るわけでありますから、しっかりとその辺の御理解を
お願いしたいと思っております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前０時40分休憩
　　　午前０時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　ただいまの件につきましては、これ毎議会なんです
けれども、開会の10分、15分前に、池田副知事が議
長室に来て、議会がこれから始まるということで挨拶
をいただくんですけれども、今朝、特に――決算の不
正の件についてのおわびはあったんですけれども、Ｐ
ＦＯＳについての報告は受けておりません。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前０時41分休憩
　　　午前０時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　日程第１　甲第１号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　又吉清義総務企画委員長。
　　　――――――――――――――――――
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　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔又吉清義　総務企画委員長登壇〕
○又吉清義 総務企画委員長　ただいま議題となりま
した甲第１号議案の予算議案について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和５年度沖縄県一般会計補正予算
（第４号）」は、エネルギー・食料品価格等の物価高
騰の影響を受けた生活者や事業者に対する実情に即し
た必要な支援等の実施により、緊急に対応を要する経
費等について、補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ26億8108
万3000円の減額となっており、補正後の改予算額
は、8777億8599万3000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金、寄附金、繰入金、諸収
入及び県債である。
　歳出の内訳は、県内のＬＰガス料金及び電気料金の
高騰の影響を受けた県民及び事業者の負担軽減を図る
ための緊急的な対策の実施に要する経費、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止及び５類感染症移行後
の利用者増に対応するための公園施設の機能強化に要
する経費、県立高等学校における校舎等諸施設の改
築・改修に要する経費、県管理港湾における港湾施設
災害の早期復旧に要する経費、県管理公園内施設の復
旧に要する経費、県管理道路の道路施設における応急
対応に要する経費、県管理道路施設における災害の発
生予防・拡大防止対策に要する経費、新型コロナウイ
ルス感染症の５類感染症移行に伴う減額を行うための
補正などである。
　繰越明許費補正は、予算成立後の事由により年度内
に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保
するため、北部振興事業費（道路）などを計上するも
のである。
　債務負担行為補正は、庁舎公舎管理費（防災危機管
理センター（仮称）整備事業）の限度額を変更するも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の補正予算ではどこに重きを置い
たのか、また、今回の台風被害も含め、災害に対する
県の考え方について質疑がありました。
　これに対し、今回の補正予算については、特に物価
高騰等の影響を受ける県民及び事業者の皆様に必要な
支援を行うこと、また、物価高騰の原因及び電気料金

の軽減が図られるよう補正予算を編成した。
　今回の台風による被害については、緊急的な対策を
取る場合は、まず既決予算で対応し、国の災害査定基
準に満たない箇所は単独事業として補正予算を計上し
ている。また、国の災害査定の結果で国庫が活用でき
る見通しが立った場合は、国庫を活用した予算を編成
して復旧対策を行っていきたい。今後、災害に強い社
会インフラの整備を図るため、防災・減災・強靱化に
取り組んでいくとの答弁がありました。
　次に、沖縄電気料金高騰緊急対策事業について、関
係者や当事者の要望を聞いて補正しているのかとの質
疑がありました。
　これに対し、国が12月まで支援期間を延長したこ
と及び沖縄県経済団体会議による要請を受けたことを
踏まえ、支援期間を延長したとの答弁がありました。
　次に、新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業
について、全国的に第９波が懸念される中で、次年度
以降に継続しないのかとの質疑がありました。
　これに対し、医師会や病院長等の関係者と意見交換
を行い、各病院の状況なども聴取しながら連携して進
めていきたいとの答弁がありました。
　次に、名護市安和地区における道路冠水について
は、抜本的な対策をしないと同じことを繰り返すと思
うがどうかとの質疑がありました。
　これに対し、令和４年度から緊急自然災害防止対策
事業を活用した対策の検討に取り組んでおり、早期に
工事が着工できるよう進めているとの答弁がありまし
た。
　そのほか、沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事
業の支援対象、台風第６号に係る復旧費用の内容及び
被災した本部港岸壁の対応状況、クルーズ船受入・定
着化促進事業における県産食材の消費拡大の方策、モ
ズク消費拡大の取組状況及び中小企業経営改善支援事
業の支援見込み件数などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
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　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第２　甲第２号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　呉屋　宏土木環境委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔呉屋　宏　土木環境委員長登壇〕
○呉屋　宏 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した甲第２号議案の予算議案について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第２号議案「令和５年度沖縄県下地島空港特別会
計補正予算（第１号）」は、台風６号の影響により被
災した下地島空港進入灯保守管理通路橋の転落防止柵
を修繕するための経費として、365万2000円を追加
する補正予算を編成するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、今回の被災箇所は台風第６号が原因で
破損しているのか、もしくはもともと老朽化してメン
テナンスが不十分だった箇所なのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、もともと老朽化して応急措置をしてい
た箇所が被災した部分と純粋に台風により被災した部
分があるとの答弁がありました。
　次に、補正予算の財源は国庫補助事業の対象となる
かとの質疑がありました。
　これに対し、今回の補正予算の財源は一般財源で計
上している。老朽化による部分については通常の維持
工事で行うものとされており、国の災害復旧事業は対
象外となる。また、台風で被災した部分は同事業の適
用要件である120万円にも満たないことから、対象と
はならないとの答弁がありました。
　そのほか、下地島空港のその他の被害状況及び今回
の修繕対象以外に老朽化等による改修が必要な箇所な

どについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第２号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　なお、沖縄・自民党所属委員から、議案を詳細に把
握するための写真や図面など被災内容が分かる資料の
提供及び今後は提案理由の内容に正確を期すよう求め
る旨の意見がありました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第３　陳情第109号、第110
号の５、第112号から第114号まで及び第128号の付
託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情６件のうち、陳情第109号及び第
128号については米軍基地関係特別委員会に、第110
号の５及び第112号から第114号までについては新沖
縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会にそれぞれ
付託の上、審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕　
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。　
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　この際、日程第４、日程第５及び
日程第６の議員派遣の件を一括議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　お諮りいたします。
　ただいまの議員派遣の件３件は、それぞれお手元に
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配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を高校等出前
講座、地方議会活性化シンポジウム2023及び第23回
都道府県議会議員研究交流大会へ派遣することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　次に、お諮りいたします。
･･ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――

○赤嶺　昇 議長　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明９月28日から10月２日までの
５日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明９月28日から10月２日までの５日間休
会とすることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、10月３日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前０時55分散会

‒･24･‒



地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月３日

（第３号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第３号
令和５年10月３日（火曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

･
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員

23　番　　仲　村　家　治　議員
24　番　　平　良　昭　一　議員
25　番　　仲　村　未　央　議員
26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長

宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

令和５年10月３日（火曜日）午前10時開議
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前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者

金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた池田修人事委員会委員長
は、所用のため本日から６日まで、10日及び11日の
会議に出席できない旨の届出がありましたので、その
代理として、茂太強人事委員会事務局長の出席を求め
ました。
　この際、申し上げます。
　知事から発言の申出がありますので、これを許可し
ます。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和５年９月26日に、沖縄県議会に提出をいたし
ました、令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計
補正予算及び沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特
別会計補正予算の議案が、同日付で沖縄県議会から返
付されたことから、地方自治法第179条第１項の規定
に基づき、昨日専決処分により予算を補正するととも
に、繰上充用を行いましたので、御報告いたします。
○赤嶺　昇 議長　この際、念のため申し上げます。
　本日から６日まで、10日及び11日の６日間にわ
たって行われます代表質問並びに一般質問及び議案に
対する質疑につきましては、議会運営委員会において
決定されました質問要綱に従って行うことにいたしま
す。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　末松文信議員。
　　　〔末松文信　議員登壇〕

○末松　文信 議員　おはようございます。
　沖縄・自民党会派、末松文信、会派を代表いたしま
して、質問を行います。
　追加質問でありますけれども、宮古病院が25床休
止ということについては、質問通告後に報道された看
過できない重大な問題であり、議長と執行部にも連絡
を済ませておりますので、先例を踏まえ質問を行いま
す。
　ア、報道によると、宮古病院が25床休止とありま
すけれども、その実態と対策について伺います。
　イ、宮古病院以外の県立病院の実態についても伺い
たいと思います。
　それでは、通告の１、知事の政治姿勢について。
　(1)、次年度の沖縄関係予算について。
　沖縄振興予算の推移を見てみますと、平成26年
度、仲井眞知事時代の3501億円をピークに減額が続
き、平成27年、翁長知事時代から玉城知事に及んで
は減少し、令和４年度は10年ぶりに3000億円台を下
回る2684億円と減額されております。次年度の沖縄
振興予算概算要求額が2920億円計上され、前年より
増えたとはいえ、ピーク時の3500億円台からすると
大幅に減額となっており、県経済に大きな損失を与え
ていると言わざるを得ません。一括交付金の減額が市
町村財政を圧迫し、事業の推進に支障を来していると
いうことを聞いております。
　そこでア、沖縄振興予算の概算要求額と過年度３年
間の実績について伺います。
　イ、一括交付金の総額並びに県及び市町村の配分割
合について、過年度３年間の推移について伺います。
　ウ、市町村配分額の減少傾向に伴う事業への影響と
その対策について伺います。
　(2)、沖縄振興策の今後について。
　ア、玉城知事は、復帰60年以降の沖縄振興の在り
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方について、どのような考え方を持っておられるか伺
います。
　イ、県は、沖縄21世紀ビジョンの期間が終わる
2030年以降の沖縄県の将来像をどのように描いてい
く考えを持っているのか伺います。
　ウ、県は、沖縄の振興発展に係る構造的な問題とし
て何が残っていくと考えているか伺います。
　(3)、地域外交活動について。
　ア、本年度の地域外交の展開状況について伺いま
す。
　イ、地域外交に関する万国津梁会議について。
　(ｱ)、委員の人選はどのような考えの下で行われた
のか伺います。
　(ｲ)、万国津梁会議の運営について、支援業務を委
託事業としているのか伺います。
　(ｳ)、委託事業者の名称及び委託契約金額について
伺います。
　ウ、平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成
を図るとしておりますけれども、緊張と信頼について
の現状認識について伺います。
　エ、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画には、地域
協力外交という文言が散見されますけれども、なぜ、
地域外交と協力という文言を削ったのか、上位計画に
規定された文言を用いるべきではないか伺います。
　オ、海外事務所について。
　(ｱ)、海外事務所の在り方について、次年度以降ど
のような方針を取る考えか伺います。
　(ｲ)、世界のウチナーンチュネットワークを構築し
ていく意味では、現状はアジア地域に偏在していると
思われますけれども、歴史的に関係の深い南米地域へ
の事務所設置を進める考えはないか伺います。
　２、基地問題・安全保障について。
　(1)、米軍基地の整理縮小について。
　沖縄における米軍基地の整理縮小は、長年の懸案事
項であり、沖縄県特有の課題として県民がひとしく取
り組んできたものと理解しております。米軍基地の整
理縮小に向けて、平成８年12月のＳＡＣＯ最終報告
がまとめられ、市街地に存在する危険な普天間飛行場
の全面返還が日米両政府間で合意されてから、はや
27年の歳月を経て、今なお返還のめどが立たず普天
間飛行場の危険性は放置されたままであります。そも
そも公有水面の埋立許可は、その土地利用が公益に資
するかということで、これは必須条件であります。沖
縄県はこれを承認した以上、この事業を促進する立場
であり、阻止することなど、厳に慎むべきことと考え
ております。翻って知事の設計変更申請不承認に対

し、最高裁の判決により県が敗訴し、県は変更申請を
承認する義務を負うことになりました。その上で国土
交通大臣は、県に対し承認しないで放置することは、
公益を著しく害することが明らかであると指摘し、９
月27日までに承認するよう勧告されております。
　そこでア、普天間飛行場代替施設建設に伴う辺野古
埋立事業の進捗状況について伺います。
　イ、去る９月４日、国土交通大臣から９月27日ま
でに承認するようにとの勧告を受けて、知事は、県
民、行政法学者等から様々な意見の分析を行う必要が
あることから、同勧告の期限までに承認を行うことは
困難であると考えておりますと回答したようでありま
すけれども、では知事、いつ承認を行うのか伺いま
す。
　ウ、辺野古埋立てに係る訴訟の件数と訴訟に要した
直接、間接の費用総額について伺います。
　(2)、那覇軍港移設について。
　ア、那覇軍港移設工事の進捗状況について伺いま
す。
　イ、浦添埠頭埋立てについての考え方は、一貫して
変わらないかどうか伺います。
　ウ、今後の港湾整備の考え方として、カーボン
ニュートラルポート（ＣＮＰ）があるが、移設先の軍
港施設や那覇港湾全体における適用の考え方について
伺います。
　(3)、自衛隊・在沖米軍との関係構築について。
　ア、知事は、自衛隊・在沖米軍と良好な関係を築く
ために、公私を含めてどのような取組を行っておられ
るか伺います。
　イ、市町村や地元自治会等と自衛隊・在沖米軍との
交流について、県として具体的な取組について把握で
きているか伺います。
　(4)、北大東村へのレーダー監視施設整備につい
て。
　ア、施設整備の概要について伺います。
　イ、県として施設整備について、どのような認識を
持っておられるか伺います。
　ウ、国境離島を維持していることへの本県の貢献度
について、アピールすべきではないか伺います。
　(5)、重要土地等調査法の施行状況について。
　ア、県内における重要土地等調査法の対象地域につ
いて伺います。
　イ、民間の土地取引への影響についてどのようなこ
とを想定されているか伺います。また、その対策につ
いても伺います。
　３、県土強靱化・防災・減災について。
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　(1)、台風６号による災害について。
　ア、公共土木施設、農林水産物、その他、台風６号
による被災状況について伺います。
　イ、停電による被害状況と対策について伺います。
　エ、離島における飲料水の確保と食料品等の備蓄、
輸送手段について伺います。
　オ、罹災証明の適応範囲と申請及び交付状況につい
て伺います。
　カ、公設避難所で非常用電源がないために閉鎖した
事例があります。避難所の非常用電源の確保や民間施
設の指定避難所の指定により、緊急防災・減災事業債
を活用して早急に対策を講じるべきではないか伺いま
す。
　(2)、公共事業予算の確保等について。
　ア、次年度概算要求で事項要求として示された総合
的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備につい
て伺います。
　イ、県単独事業で行う事業のうち、地方債を活用し
た事業について、取組状況を伺います。
　ウ、本年８月末時点における公共事業予算の執行状
況について伺います。
　(3)、民間住宅建築に係る磁気探査申請について、
申請から許可までの期間が長期化しており、着工時期
を考慮して事業者自ら申請を取り下げる事例が多いと
聞いておりますけれども、状況の改善を図る考えはな
いか伺います。
　４、福祉保健・衛生医療・生活安全について。
　(1)、第８次沖縄県医療計画について。
　ア、琉大病院の移転を踏まえた地域医療圏再編につ
いての基本的な考え方について伺います。
　イ、琉大病院におけるＰＥＴ検査施設が逼迫してお
り新規の予約ができない事態となっているが、県内で
ＰＥＴ検査可能施設は琉大病院を含め３か所であり、
多数の受検困難者が予想されます。今後、県としてど
のような対応が必要と考えているか。これについて
は、今朝の新聞に委託事業者の関係も報道されており
ましたけれども、これも含めて答弁をお願いしたいと
思います。
　ウ、離島や僻地における医療体制の確保について
は、今後策定される第８次沖縄県医療計画で、どのよ
うな位置づけになるのか伺います。
　エ、遠隔医療技術、ドローンを用いた医薬品配送な
ど、新技術の活用についてどのような検討を行ってい
るか伺います。
　(2)、新型コロナウイルス、インフルエンザ等感染
症対策について。

　ア、９月補正予算で大幅にコロナ関連予算の組替え
が行われているが、庁内の業務体制については平時
モードへ移行するのか、考えを伺います。
　イ、インフルエンザが季節的に異例の流行を見せ始
めているが、医療体制の確保は万全であるか伺いま
す。
　ウ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金を活用した事業について、国から示された配分限
度額を使い切れず、未執行ないし返還が生じたもの
は、累計で幾らになるか伺います。
　(3)、健康長寿について。
　ア、シェアサイクルが那覇市内でも多く見かけられ
るようになっている一方で、歩行者の安全を守る観点
からも、自転車レーンや専用道の整備を推進する必要
があると考えるが、現況と今後の計画について伺いま
す。
　イ、歩道の拡張整備や雑草対策、日差しの緩和など
快適な歩行空間を確保するための整備について、どの
ような取組を行っているか伺います。
　ウ、スポーツ庁の調査によれば、沖縄県内の小中学
生の肥満率が全国平均と比べて高い傾向にあることが
判明いたしました。県としてその要因をどのように分
析し、子供たちの健康づくりをどのように進めていく
考えか伺います。
　(4)、小児医療体制について。
　ア、本県における小児医療の現状と課題について伺
います。
　イ、県立病院・民間病院との役割分担、小児救急電
話相談（＃8000）の在り方など、第８次医療計画策
定に当たっての基本的な考え方について伺います。
　ウ、市町村との連携をどのように図っていく考えか
伺います。
　(5)、北部医療組合が本年４月に発足し、新たな北
部地域の基幹病院である北部医療センター設立に向け
た動きがスタートしたところでありますが、その進捗
状況と今後のスケジュールについて伺います。
　(6)、県内大学への薬学部設置については、先日、
薬剤師会、医師会、歯科医師会、看護協会の４者が知
事へ財政支援の陳情書を手交したと聞いておりますけ
れども、その進捗状況と財政支援に対する考えを伺い
ます。
　５、農林水産行政について。
　(1)、農業振興について。
　ア、本県におけるスマート農業の推進について状況
を伺います。
　イ、県内製糖工場の現状について。
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　(ｱ)、老朽化が著しく、早期の建て替えが必要な箇
所があると聞いておりますけれども、ふるさと融資の
活用など公的な支援策を講じることができないか伺い
ます。
　(ｲ)、製糖会社の多くが働き方改革への対応とし
て、いわゆる2024年問題に直面しており、賃上げや
人手不足解消など経営改革への支援を求める声がある
が、県としてどのようなサポートができるか伺いま
す。
　ウ、農林水産物不利性解消事業について、補助要件
の見直し内容及び見直し後の事業者からの声について
伺います。
　エ、食品残渣やふん尿の堆肥化など、農業分野にお
けるサーキュラーエコノミーシステム構築の取組につ
いて伺います。
　オ、農地制度について。
　(ｱ)、県内の荒廃農地（耕作放棄地）の現状と対策
について、担い手確保の観点も踏まえ状況を伺いま
す。
　(ｲ)、農業振興地域の除外申請については、市町村
における処理が滞っており地権者の不利益につながる
ケースも多いと聞いているが、５年に１度の見直しと
いう時期の短縮や、その都度申請ができるよう改善を
図る考えはないか伺います。
　(ｳ)、農地転用については許可制となっているが、
処理期間が数か月に及ぶなど民間土地取引に弊害が生
じる例があるようだが、市街化区域と同様に届出制に
することなど、制度の簡素化を図ることはできないか
伺います。
　カ、渡り鳥が飛来するシーズンが秋口から始まる
が、野鳥を媒介とした鳥インフルエンザ発生防止対策
について、取組状況を伺います。
　キ、物価高が続く中で、飼料価格高騰にあえぐ畜
産・酪農家への支援策について伺います。
　(2)、県内漁業の振興策について。
　ア、安定した漁獲高を確保するため、良好な漁場の
確保は至上命題であるが、日中・日台漁業協定の見直
しについて、県としてどのような要請を行っているか
伺います。
　イ、北大東島においては、一括交付金を活用してヒ
ラメやアワビなど高付加価値な陸上養殖事業が展開さ
れているが、安定的な生産確保や販路拡大について、
県としてどのような支援策が考えられるか伺います。
　ウ、農業だけでなく漁業従事者の高齢化が進展して
いるが、若年者などの担い手確保についてどのような
取組を行っているか伺います。

　エ、労働集約的な側面がある一方で、生産性を高め
るために、漁業ＤＸ、スマート漁業の推進が必要と考
えるが、県の取組について伺います。
　オ、漁船・漁港等における冷蔵機能の高度化の観点
から、県内におけるナノバブル氷の導入状況について
伺います。
　６、人材育成・教育行政について。
　(1)、外国人留学生については、現在週28時間以内
という就労制限が課されておりますけれども、その緩
和を求める声が強くあります。労働力確保の点からし
ても国に求めていくべきと考えますが、県の見解を伺
います。
　(2)、本年度の小中学生の学力テストは、平均正答
率が全国平均を下回る結果となり、より一層の学力向
上の取組強化が必要だと考えるが、今後の対応につい
て伺います。
　(3)、教員確保については、様々な取組がなされて
いるものと承知しておりますけれども、これまでにど
のような取組を行い、どのような効果が表れているか
伺います。
　(4)、教員のメンタルヘルス対策について、那覇市
では副市長を筆頭に市長部局と教育委員会が連携して
おりますけれども、県においては知事部局と教育庁と
でどのような連携を図り、県全体の取組を講じている
のか伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○末松　文信 議員　すみません。
　３(1)ウ、台風等の被害を未然に防ぐための電線地
中化の推進について伺う。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　末松文信議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(3)の
オの(ｱ)、１の(3)のオの(ｲ)、海外事務所の在り方と南
米連絡事務所の設置についてお答えいたします。(ｱ)
と(ｲ)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　沖縄県としましては、引き続き地域外交の観点を踏
まえ、海外事務所の効果的な活動を通して、事務所所
在地域と沖縄の相互理解を醸成し、観光、経済、文
化、教育などの分野における多面的な交流の発展に努
めてまいります。
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　また、今年８月に照屋副知事がブラジルを訪問した
際、ブラジル沖縄県人会から、沖縄県と南米の県系人
の相互で情報を共有するための、南米連絡事務所の設
置に関する要望があったと報告を受けております。
　現在、沖縄と南米との相互のニーズの把握、交流促
進や経済発展につなげる可能性調査の実施を検討して
おり、南米連絡事務所の設置につきましては、庁内の
関係部局やＪＩＣＡ沖縄等関係機関で連携し、現地の
沖縄県人会と意見交換を重ねるとともに、調査の結果
を踏まえて対応を検討してまいります。
　次に、福祉保健・衛生医療・生活安全についての御
質問の中の(6)、薬学部設置の進捗状況と財政支援に
ついてお答えいたします。
　沖縄県は、令和５年２月に沖縄県内国公立大学薬学
部設置に関する基本方針を公表しております。また、
薬学部の設置を希望する大学の公募を本年９月１日か
ら12月８日までの期間で開始し、今年度中に有識者
等で構成された審査会において、沖縄県が支援する大
学の選定を行う予定としております。
　財政支援につきましては、同方針において、「薬学
部の設置に必要な施設整備にあたっては、大学は、既
存の施設整備に係る補助金等の活用を検討することを
前提とする。ただし、これにより難い合理的な理由が
ある場合、県は、必要に応じて国の交付金や補助制度
の中から必要かつ最小限度の財政支援を行うことを検
討する。」としておりまして、国への新たな財政支援
の要請も含めて、適切に対応してまいりたいと考えて
おります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)のア、沖縄振興予算の概算要求額等についてお
答えいたします。
　内閣府の令和６年度沖縄振興予算の概算要求額は、
2920億円となっております。過去３年間の沖縄振興
予算額については、令和３年度が3010億円、令和４
年度が2684億円、令和５年度が2679億円となってお
ります。
　同じく１の(1)のイのうち、過去３年間の一括交付
金の推移についてお答えいたします。
　沖縄振興一括交付金の予算額は、令和３年度約981
億円、令和４年度約762億円、令和５年度約759億円
となっております。そのうち沖縄振興公共投資交付金
は、総額は減少傾向にあり、令和３年度約477億円、

うち県分約320億円、市町村分約157億円、令和４年
度約368億円、うち県分約210億円、市町村分約158
億円、令和５年度約368億円、うち県分約200億円、
市町村分約168億円となっております。･
　同じく１の(1)のウのうち、市町村配分額の減少に
伴う影響と対策についてお答えいたします。
　沖縄振興一括交付金、特に沖縄振興公共投資交付金
の減額により、市町村事業の進捗に遅れが生じ、地域
の発展等に影響が出ているものと認識しております。
令和４年度の沖縄振興公共投資交付金の予算額は、令
和３年度に比べ約109億円の減となったことから、市
町村事業への影響が小さくなるよう、県事業で減額し
て対応したところです。また、令和５年度は令和４年
度と同額の予算額となる中、前年度と同様に、市町村
事業を前年度以上の額とするよう各部局と調整したと
ころです。
　次に３、県土強靱化・防災・減災についての(2)の
イ、地方債を活用した県単独事業についてお答えいた
します。
　県では、地方財政措置のない通常の県債について
は、上限額を設け、発行抑制に取り組んでおります
が、一方で、地方財政措置の有利な県債については、
積極的な活用を推進し、県単独の公共事業の規模の拡
充に努めております。主な事業は、今年度新設された
省エネルギー化に係る脱炭素化推進事業、拡充した事
業としては、道路防災に係る緊急自然災害防止対策事
業、河川に係る緊急浚渫推進事業、防災危機管理セン
ター棟整備事業などがあり、令和５年度の当初予算額
は前年度と比較して、53億円増の244億円の県単独
の公共事業費を計上しております。
　同じく３の(2)のウ、公共事業予算の執行状況につ
いてお答えいたします。
　国直轄事業負担金や市町村補助金等を除いた令和５
年度の公共事業予算の８月末時点の執行状況について
は、現年分・繰越分を合わせ、予算額約1364億円に
対し、契約額約814億円、契約率は59.7％となってお
ります。なお、全国と比較できる６月末時点では、全
国平均が46.8％に対して、沖縄県は50.3％と3.5ポイ
ント上回っている状況にあります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)のイ、一括交付金の総額並びに県及び市町村の
割合の推移についてお答えいたします。
　ソフト交付金に係る県と市町村間の配分割合につい
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ては、令和３年度は総額504億円を県と市町村で５対
３の割合で配分した上で、県分から市町村分へ調整額
36億円を措置しております。令和４年度は総額394
億円を、令和５年度は総額390億円をそれぞれ県と市
町村で11対９の割合で配分しております。
　同じく１の(2)、2030年以降の沖縄県の将来像につ
いて。１の(2)アと１の(2)イは関連しますので、一括
してお答えいたします。
　2030年以降の沖縄県の将来像については、新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画の成果指標の達成状況や
新たな課題等に係る検証を行った上で、検討してまい
りたいと考えております。2030年以降の沖縄振興に
おいては、国連ＳＤＧsサミット等の国際社会の動向
を踏まえ、持続可能な沖縄の発展並びに誰一人取り残
すことのない優しい社会の実現を目指すとともに、
2050年カーボンニュートラルの実現やデジタル化の
進展など本県を取り巻く時代潮流に対応し、世界に誇
れる島嶼型環境モデル地域の形成やデジタルトランス
フォーメーション・イノベーション創出による県民所
得の向上等、発展した沖縄県の姿が想定されるところ
です。
　同じく１の(2)のウ、振興発展でなお残る構造的な
問題についてお答えいたします。
　県では、本土復帰後、これまでの５次にわたる沖縄
振興計画等により、沖縄振興に取り組んでおり、社会
資本の整備等による本土との格差是正や、観光関連産
業や情報通信関連産業の成長、雇用情勢の改善など、
着実に成果を上げてまいりました。その一方で、我が
国唯一の島嶼県として、県経済は規模の不経済性、市
場の狭小性、資源の乏しさ等の構造的な不利性が指摘
されております。そのため、デジタルトランスフォー
メーションを積極的に展開するほか、国内の大都市か
らの遠隔性についても、成長著しいアジアへの我が国
の結節点として優位性に転化し、本県の潜在力を最大
限に引き出すよう取り組んでまいります。
　次に２、基地問題・安全保障についての(5)のイ、
民間の土地取引への影響と対策についてお答えいたし
ます。
　国は、本法は不動産の取引自体を規制するものでは
なく、機能阻害行為が確認された場合に、その行為を
やめるよう勧告・命令する等の措置を行う制度であ
り、一般的な生活や事業活動に影響はないとしていま
す。
　県としては、土地取引や地価に影響が生じることが
ないか、引き続きその動向を注視してまいります。
　次に４、福祉保健・衛生医療・生活安全についての

(2)のウ、地方創生臨時交付金の未執行額についてお
答えいたします。
　令和５年４月に、国へ実績報告を行った新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の配分額は約
1986億円、そのうち返還額を含めた未執行額は約55
億円で、配分額に占める割合は約2.8％となっており
ます。未執行額は、主に飲食店等への協力金や病床確
保の繰越額に対する実績額の減によるものとなってお
ります。
　県としては、引き続き庁内各部局で連携を図り、臨
時交付金の有効な活用と適切な執行に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○金城　敦 企画部長　失礼しました。答弁漏れがご
ざいましたので……。
　１、知事の政治姿勢についての(2)のウ、振興発展
でなお残る構造的な問題についてお答えいたします。
　県では、本土復帰後、これまでの５次にわたる沖縄
振興計画により沖縄振興に取り組んでおり、社会資本
の整備等による本土との格差是正や……。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○金城　敦 企画部長　失礼しました。
　１、知事の政治姿勢についての(1)のウ、ソフト交
付金の市町村配分額の減少傾向に伴う影響と対策につ
いてお答えいたします。
　平成29年度以降ソフト交付金は減額傾向にあり、
市町村においては、充当率の引下げや事業計画の見直
し等により対応しているところです。
　県としては、各市町村の執行状況の把握の徹底に努
めるなど、市町村との連携を強化しており、また、過
不足調査により各市町村の不用見込みを早期に確認し
た上で、活用予定のない予算を不足が生じている団体
に再配分するなど、機動的に対応することで、市町村
の取組を支援してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
て、(3)ア、地域外交の展開状況についてお答えいた
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します。
　県では、海外関連事業を部局横断的に展開していく
ため、本年度は沖縄県地域外交基本方針（仮称）の策
定や庁内の推進体制の構築などに取り組んでおりま
す。また、地域外交室では、三役等の海外出張に際し
ては、関係部局が連携して効果的に取り組めるよう、
総合調整を担っております。今後は、新たに設置した
沖縄県の地域外交に関する万国津梁会議での議論や、
県民の皆様からの御意見も参考にさせていただきなが
ら基本方針を取りまとめ、本年度中に本県の地域外交
の方向性や目標等を示すこととしております。
　同じく１の(3)イの(ｱ)、地域外交に関する万国津梁
会議の委員の人選についてお答えいたします。
　沖縄県の地域外交に関する万国津梁会議の委員の人
選に当たっては、経済、歴史・学術、平和、国際協
力、外交等の各分野の専門家で、関係機関・団体、大
学等で活躍されている方をリストアップし、年齢構
成、男女比率、県内・県外比率など全体のバランスも
考慮して選定しており、現在10名の委員に就任いた
だいております。
　次に１の(3)イの(ｲ)と(ｳ)、地域外交に関する万国津
梁会議の運営及び委託事業者についてお答えいたしま
す。１の(3)のイ(ｲ)と１の(3)イ(ｳ)は関連いたします
ので、一括してお答えさせていただきます。
　沖縄県の地域外交に関する万国津梁会議の運営に当
たっては、委員との連絡調整、会場確保、会議録作成
などの支援業務のほか、議論の土台となる国際情勢や
国内外の政府機関等の主要施策に関する情報収集業務
などを外部に委託して実施しております。委託事業者
は、株式会社エマエンタープライズと株式会社野村総
合研究所の共同事業体であり、委託契約額は約1300
万円であります。
　同じく１の(3)ウ、緊張緩和と信頼醸成についてお
答えいたします。
　県では、アジア太平洋地域の安全保障環境は、より
厳しさを増しており、特に、軍事面における緊張関係
と経済面における緊密な結びつきが併存していること
が特徴であると認識しております。この地域の持続的
発展のためには、平和的な外交・対話によって軍事的
な緊張関係を緩和するとともに、これまで積み重ねて
きた経済交流や多様な国際交流などをさらに強化して
いくことにより、国・地域間の揺るぎない信頼関係を
構築していくことが重要であると考えております。
　同じく１の(3)のエ、地域外交という名称について
お答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画でいう地域協力

外交は、アジア太平洋地域の平和発信拠点の形成や沖
縄戦の実相・教訓の次世代継承に取り組むこととして
おります。これに対して、現在取り組んでいる地域外
交は、これらの平和分野に加えて、経済、環境などの
様々な分野において、国境を越えて、国際交流、技術
協力などが展開されることと認識しています。なお、
地域外交の明確な定義を定めたものはありませんが、
例えば、静岡県では、友好的互恵・互助に基づく善隣
外交を基本理念として、地域レベルの国際交流・国際
貢献を柱とする地域外交を展開するとしております。
　県としては、他県の事例も参考にしながら、今年度
中に沖縄県独自の地域外交の定義を整理したいと考え
ております。
　次に２、基地問題・安全保障についての中の(1)の
ウ、訴訟件数と費用についてお答えいたします。
　辺野古新基地建設に関連し、県と国との間で生じた
訴訟は13件であり、訴訟に要した費用の総額は２億
4275万9475円となっております。訴訟費用の内訳と
して、弁護士委託料及び訴訟提起の際に貼付する印
紙代などの直接経費は１億1181万9335円、国地方係
争処理委員会への審査申立てなどの間接経費は１億
3094万140円となっております。
　同じく２の(2)のア、那覇港湾施設移設工事の進捗
についてお答えいたします。
　令和４年10月に開催された第29回那覇港湾施設移
設に関する協議会において、防衛省が提示した代替施
設の位置及び形状に基づいて、日米合意に向けた米軍
との調整作業を進めることが確認されたことを受け、
今年３月に那覇港港湾計画が改訂され、４月には日米
合同委員会において、那覇港湾施設代替施設の位置・
形状及びマスタープランが合意されております。現在
は環境影響評価と並行して、基本検討業務、基本設計
業務、測量調査・地質調査等の手続が進められている
とのことです。
　次に２の(3)のア、自衛隊や米軍との関係構築の取
組についてお答えします。
　県は、日頃から意見交換や懇親会の機会を通して、
米軍や自衛隊との良好な関係の構築に努めているとこ
ろです。在沖の自衛隊や米軍の司令官等が着任または
離任する際には、県を訪問することも多く、沖縄にお
ける生活について意見を交換するなどしているところ
です。また、司令官の交代式や周年行事に出席した
り、意見交換を兼ねた食事会等の機会を設けるなどし
ているところです。
　同じく２の(3)のイ、市町村等と自衛隊や米軍との
交流についてお答えいたします。
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　基地所在市町村や地元住民、地元自治会等と自衛隊
員や米軍人との間では、スポーツやビーチ清掃活動、
音楽祭、英語教育プログラム、お祭り等様々な交流活
動が行われているものと承知しております。一例とし
て、キャンプ・シュワブは辺野古区第11班として地
元住民と共に辺野古ハーリー、辺野古運動会などにも
積極的に参加して、地元との親交を深めているものと
承知しております。
　同じく２の(4)のアと２の(4)のイ、北大東村への
レーダー配備の概要及び県の認識についてお答えいた
します。２の(4)アと２の(4)イは関連しますので、一
括してお答えいたします。
　防衛省によると、北大東島の北東部と南部の村有地
約８ヘクタールを取得し、北東部には移動式警戒管制
レーダーや隊庁舎、火薬庫を、南部には地上電波測定
装置等を配置することとしており、その要員として
30名程度の配置を検討しているとのことです。自衛
隊の配備については、我が国の安全保障や地域の振
興、住民生活への影響をめぐって、様々な意見がある
ものと承知しております。このため県は、去る６月９
日、防衛大臣に対し、今後の自衛隊配備の予定及び検
討状況等について、地元の十分な理解が得られるよ
う、事前に丁寧に説明を行うこと等を要請したところ
です。
　同じく２の(4)のウ、国境離島を抱える本県の貢献
についてお答えいたします。
　離島県である本県は、我が国の領空・領海、排他的
経済水域の保全に大きく貢献しており、また、島々が
持つ貴重な自然環境や独自の文化、豊かな生物資源等
は、本県のみならず我が国の魅力や多様性の一部を支
える重要な役割を担っているものと認識しておりま
す。
　同じく２の(5)のア、重要土地等調査法の対象地域
についてお答えいたします。
　去る７月12日、県内において重要土地等調査法に
基づき、32か所の注視区域と７か所の特別注視区域
が指定されております。具体的には、注視区域として
石垣島、宮古島など16の離島の一部及び石垣海上保
安部、宮古島海上保安部、陸上自衛隊知念高射教育訓
練場等の周辺が指定されております。また、特別注視
区域として、自衛隊石垣駐屯地の周辺など６か所並び
に竹富町の外離島及び内離島の全域が指定されており
ます。
　次に３、県土強靱化・防災・減災についての３(1)
のアの中の台風第６号による被災状況についてお答え
いたします。

　台風第６号については、建物一部倒壊による死者１
名のほか、重傷者３名及び軽傷者80名の人的被害が
報告されております。お亡くなりになられた方に対
し、お悔やみを申し上げます。
　また、住家で全壊３件、半壊23件及び一部破損
167件、非住家においても店舗の全壊や公共施設の一
部損壊などの建物被害が報告されております。
　県においては、引き続き、台風接近時の不要不急の
外出は控えていただくよう、知事メッセージの発出等
により呼びかけていくとともに、今後とも市町村等と
連携し、災害復旧支援に努めてまいります。
　同じく３(1)のエの中の離島の食料品等の備蓄と輸
送手段についてお答えいたします。
　県では、沖縄県地域防災計画において、食料供給計
画及び生活必需品供給計画を策定しており、市町村か
ら食料及び生活必需品の要請があったときは、備蓄物
資等から緊急輸送することとしております。今回の台
風第６号においては、伊平屋村から高齢者施設で不足
した生活物資の輸送要請を受け、県災害対策本部に設
置したヘリ運用調整会議において、輸送方法を調整
し、航空自衛隊のヘリコプターにより県の備蓄物資を
輸送したところです。
　次に３(3)、住宅等開発磁気探査支援事業に係る申
請の改善についてお答えいたします。
　民間住宅建築に係る磁気探査につきましては、平成
24年度に住宅等開発磁気探査支援事業を創設してお
ります。磁気探査費用の補助金交付に当たっては、事
前に申請が必要であり、申請された書類の内容確認
等、慎重に審査を行い、補助金の交付を決定しており
ます。
　県としましては、決裁に係る事務手続を簡素化した
ほか、磁気探査の関係団体と意見交換を行っておりま
す。今後とも民間工事への補助金交付決定が、可能な
限り早期に行えるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、基地問題・安全保障
について(1)のア、普天間飛行場代替施設建設事業の
進捗状況についてお答えいたします。
　令和２年４月に沖縄防衛局から提出された変更承認
申請書によると、埋立てに関する工事に要する費用
の額は約7200億円となっております。また、沖縄防
衛局によると、令和４年度末までの支出済額は、約
4312億円との回答があったことから、仮に変更後の
埋立工事に要する費用に対する発注事業費の比率を算
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定すると、約59.9％と推計されます。一方、投入土
砂量を確認したところ、８月末時点における埋立ての
進捗は、埋立全体に必要な土砂量に対して約15.2％
と推定されます。
　次に同じく２の(1)のイ、公有水面埋立変更承認申
請の承認の時期についてお答えいたします。
　令和５年９月19日付で、変更承認申請を承認せよ
と勧告があり、その後、９月28日付で指示があった
ところであります。県は、最高裁判所の判決を受けて
どのような対応が取れるか検討している段階であり、
当該指示も踏まえながら、今後対応してまいります。
　次に同じく２の(2)のイ、浦添埠頭地区埋立てにつ
いてお答えいたします。
　那覇港では船舶大型化や取扱貨物量の増加に対し
て、施設の規模が小さく逼迫している状況となってお
り、将来にわたって県産業の持続的な成長ができるよ
う、物流施設の拡充が必要となっております。そのた
め、那覇港管理組合によると、アジアの中継拠点とし
ての物流空間の形成、臨空・臨港型産業の育成、富裕
層の獲得に資する交流・にぎわい空間の形成等によ
り、自立型経済の構築や観光の高付加価値化等を図る
ためには、浦添埠頭を含めた臨海部の用地造成が必要
とのことであります。
　次に同じく２の(2)のウ、那覇港におけるカーボン
ニュートラルポートの考え方についてお答えいたしま
す。
　国が2050年、温室効果ガス排出量実質ゼロを目指
すことを表明したことを踏まえ、那覇港管理組合で
は、那覇港港湾脱炭素化推進計画の策定に向けて那覇
港港湾脱炭素化推進協議会を設置し、去る７月に第１
回協議会を開催したとのことであります。同計画の具
体的な内容については、今後、推進協議会の中で検討
する予定とのことであります。
　次に３、県土強靱化・防災・減災について(1)のア
のうち、公共土木施設等の台風被害状況についてお答
えいたします。
　台風６号により、道路、河川、海岸、港湾、空港、
公園等、公共土木施設全般に多くの被害が発生いたし
ました。主な被害としては、各地の道路において土砂
崩れ等が多数発生したほか、港湾施設では岸壁や防波
堤等の損傷、公園では倒木や施設の浸水・破損等の被
害が生じました。これらの被害箇所については、応急
措置等を行っており、引き続き、速やかな復旧に向
け、取り組んでまいります。
　次に同じく３の(1)のウ、無電柱化の推進について
お答えいたします。

　無電柱化については、防災性の向上や良好な景観
の形成等を目的としております。新・沖縄21世紀ビ
ジョン実施計画においては、令和６年度までの整備目
標約180キロメートルに対して、令和４年度末までに
約172キロメートルが完了しており、無電柱化率は全
国８位、九州では１位となっております。整備に当
たっては、電線管理者等関係者の理解・協力が不可欠
であることから、引き続き、関係者との合意形成に努
め、無電柱化を推進していきたいと考えております。
　次に同じく３の(2)のア、防衛体制強化に資するイ
ンフラ整備についてお答えいたします。
　国土交通省の令和６年度予算概算要求において、国
民保護・総合的な防衛体制の強化等に資する公共イン
フラ整備に必要な経費については、事項要求を行う旨
が記載されております。この経費については、今後の
関係省庁間での検討状況等を踏まえつつ、予算編成過
程で検討することとされております。
　県としては、今後とも国の動向を注視してまいりま
す。
　次に４、福祉保健・衛生医療・生活安全について
(3)のア、自転車通行空間の整備状況についてお答え
いたします。
　県では、自転車が安全・安心・快適に通行すること
を目的として、自転車通行空間の整備を行っておりま
す。県管理道路における自転車通行空間の整備状況に
ついては、各市町村が地域の実情に応じて策定する自
転車ネットワーク計画等に基づき、名護本部線ほか７
路線で整備を行っております。県においても、令和５
年３月に自転車ネットワーク計画等を策定しており、
引き続き、各市町村と連携して、自転車通行空間の整
備に取り組んでまいります。
　次に同じく４の(3)のイ、快適な歩行空間の確保に
ついてお答えいたします。
　歩道の拡張整備については、利用状況等を踏まえ、
歩行者の安全確保が必要な箇所において実施しており
ます。また、雑草対策については沖縄県沿道景観向上
技術ガイドラインに基づき、性能規定方式による除草
管理を導入し、雑草の草丈が低い状態を維持する取組
等を実施しております。引き続き、効率的・効果的な
道路の整備及び維持管理に取り組み、快適な歩行空間
の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、県土強靱化・防災・
減災についての中の(1)のア、台風６号による農林水
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産業の被害状況についてお答えいたします。
　台風６号による農林水産業関係の被害額は、約20
億4800万円となっており、基幹作物であるサトウキ
ビ等の農作物や水産業施設等で被害が生じておりま
す。このため、農家に対する支援として、営農相談窓
口の設置、農業共済、収入保険等による補償、さとう
きび増産基金を活用した生産回復支援等を行っている
ほか、被災した農林漁業施設の復旧については、災害
復旧事業等により対応しているところであります。ま
た、クルマエビや海ブドウ養殖等については、本議会
で支援に必要な所要額を補正予算で措置したところで
あります。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携を図り
ながら、各種支援に取り組んでまいります。
　次に５、農林水産行政についての中の(1)のア、本
県におけるスマート農業の推進についてお答えいたし
ます。
　生産者の高齢化や労働力不足への対応、農林水産業
の成長化に当たり、スマート農業の推進は不可欠であ
ると認識しております。一方で、推進上の課題として
は、導入コストや機械の維持管理体制、ＩＴ技術者の
育成・確保のほか、他府県と異なる台風や塩害、高温
多湿などの気象特性や栽培品目、離島地域における通
信環境など、他府県の成果の活用の困難さが挙げられ
ます。
　県としましては、引き続き、各種実証及び本県の地
域特性を踏まえたスマート農業の推進に向けた環境整
備に取り組んでまいります。
　同じく５の(1)のイの(ｱ)、製糖工場の建て替えに係
る支援についてお答えいたします。
　県内９つの分蜜糖製糖工場のうち、老朽化が著しい
ゆがふ製糖、北大東製糖及び石垣島製糖の３工場につ
いては、工場建て替えの意向があります。一方、工場
建て替えについては、多額の建設費用を要することか
ら、事業実施主体の費用負担や財源確保等が大きな課
題となっております。
　このため、県としましては、引き続き、市町村や製
糖事業者等関係機関と連携し、工場整備に係る具体的
な支援策について検討を進めてまいります。
　同じく５の(1)のイの(ｲ)、働き方改革への対応につ
いてお答えいたします。
　製糖業の働き方改革への対応については、産地生産
基盤パワーアップ事業やその他国の事業を活用し、製
糖工場の省力化設備や労働力確保、季節工等の宿舎整
備等への支援が講じられています。具体的な支援内容
につきましては、前処理施設や自動制御設備の整備に

よる労働生産性の向上及び離島８町村における宿舎整
備による労働力確保などが図られています。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、働
き方改革を踏まえた工場の適正な操業に向け、対応し
てまいります。
　同じく５の(1)のウ、農林水産物条件不利性解消事
業についてお答えします。
　新たな事業では、補助対象品目の拡充や市町村事業
及び一次加工品の出荷補助等を新設し、実施しており
ます。補助単価については、顧客のニーズ、品質保持
と物流コストのバランスを踏まえ、出荷者自身が輸送
方法を選択できる１つの単価としております。生産者
団体等の声としましては、補助単価の見直し等につい
て求められております。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に説明し
てまいります。
　同じく５の(1)のエ、農業分野におけるサーキュ
ラーエコノミー構築についてお答えします。
　家畜排せつ物の堆肥化等による循環型社会の構築
は、持続可能な農林水産業を振興する上で、重要と認
識しております。そのため県では、令和５年３月に国
のみどりの食料システム戦略に基づく県計画を県内市
町村と共同で策定し、環境保全型農業の推進や地域・
未利用資源の活用に取り組むこととしております。
　県としましては、同計画に基づき、畜産と耕種の連
携強化を基軸とした資源循環型農業の促進等に取り組
んでまいります。
　同じく５の(1)オの(ｱ)、耕作放棄地の現状と対策に
ついてお答えします。
　令和３年の沖縄県の耕作放棄地面積は、3617ヘク
タールとなっております。県では耕作放棄地への対策
として、荒廃農地利用加速化事業等の活用や農業委員
会の利用意向調査等により、農地の再生・利活用を支
援しているところであります。あわせて、担い手の育
成を図るため、農地中間管理事業の推進により担い手
への農地の集積を支援しており、今後とも市町村及び
関係機関と連携の上、耕作放棄地の解消に取り組んで
まいります。
　同じく５の(1)オの(ｲ)、農業振興地域整備計画の見
直しについてお答えいたします。
　農業振興地域整備計画の見直しについては、農振法
第12条の２及び第13条の規定により、市町村がおお
むね５年ごとに行う基礎調査の結果に基づき実施され
ることとなっております。なお、基礎調査はおおむね
５年ごととされていることから、市町村の実情に応じ
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てその期間の短縮は可能であると考えております。ま
た、経済事情の変動やその他情勢の推移により必要が
生じた場合には、基礎調査の結果に基づかない計画変
更も可能となっております。
　同じく５の(1)のオの(ｳ)、農地転用許可制度につい
てお答えいたします。
　農地法第４条で、農地転用を行う者は、都道府県知
事の許可を受けなければならないとされております。
一方、同条ただし書で、都市計画法に基づく協議が
整った市街化区域の農地を転用する場合は、あらかじ
め農業委員会に届け出ることにより許可を要しないと
されております。なお、他法令に係る許可見込みの確
認など、時間を要することが想定される申請について
は、事前にその旨を申請者に伝達し、理解が得られる
よう対応しているところであります。
　同じく５の(1)のカ、高病原性鳥インフルエンザの
発生防止対策についてお答えします。
　県では、養鶏農家の防疫対策意識向上のため、毎
年、高病原性鳥インフルエンザ緊急防疫対策会議の開
催、異常家禽の早期発見・早期通報、野生動物の侵入
防止対策、農場での消毒徹底など、指導を強化してお
ります。さらに、隣国や他県での発生状況について、
ホームページや通知等により、農家への注意喚起を
図っております。また、今年度より、時期を早めて、
本県に野鳥が飛来する前の10月下旬に緊急消毒命令
を告示し、11月１日に養鶏農家への消石灰配付を開
始することで発生防止に努めてまいります。
　同じく５の(1)のキ、飼料価格高騰に対する支援策
についてお答えいたします。
　県内の畜産農家につきましては、ウクライナ情勢等
による飼料価格の高騰により、非常に厳しい経営状況
にあります。そのため、県では、畜産農家の飼料費負
担の緩和を目的とし、令和４年11月補正予算及び令
和５年６月補正予算において配合飼料価格差補助緊急
対策事業を実施し、飼料購入費の一部補助を行ってい
るところであります。
　県としましては、引き続き、国の動向を注視しなが
ら、関係者及び生産者団体等と意見交換を行いなが
ら、畜産農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく５の(2)のア、日中漁業協定・日台漁業取決
めについてお答えいたします。
　県では、本県漁業者の漁業権益を確保するため、平
成25年以降、漁業関係団体とともに、日中漁業協定
及び日台漁業取決めの見直し等に関する要請を行って
おります。去る２月にも農林水産省、外務省等に対
し、①、日中漁業協定第６条の見直し及び外務大臣書

簡の破棄、②、日台漁業取決め適用水域のうち、八重
山北方三角水域等の撤廃及び操業ルールの改善等の要
請を行ったところであります。
　県としましては、漁業関係団体と連携し、日中漁業
協定及び日台漁業取決めの見直し等について、引き続
き、国に対し強く求めてまいります。
　同じく５の(2)のイ、北大東村の陸上養殖への支援
策についてお答えいたします。
　北大東村における陸上養殖においては、安定生産の
面では餌代と電気代の高騰に加え、輸送コストや施設
の老朽化が問題となっており、販路拡大の面では、現
状の那覇以外への出荷を検討していきたいと聞いてお
ります。
　県としましては、引き続き、村との意見交換を行い
ながら、補助事業による施設の整備や新たな出荷先の
模索など、可能な支援策を検討してまいります。
　同じく５の(2)のウ、水産業における担い手確保の
取組についてお答えいたします。
　県では、水産業を支える人材の確保・育成のため、
沖縄県地域漁業担い手確保・育成支援協議会等におい
て、国の漁業人材育成総合支援事業を活用した、長期
研修支援に取り組んでいるところであります。また、
水産業成長産業化沿岸地域創出事業において、リース
方式による漁船や漁具等の導入支援を行っておりま
す。
　県としましては、引き続き、漁業関係団体等と連携
し、新規漁業者の確保・育成の施策を積極的に推進し
てまいります。
　同じく５の(2)のエ、漁業ＤＸ、スマート漁業につ
いてお答えいたします。
　水産海洋技術センターでは、市場で水揚げされた漁
獲情報の電子的収集のほか、ＩＣＴを活用した環境及
び空撮データの取得による、藻類養殖の漁場環境のモ
ニタリング体制を構築しております。これにより、水
産物の資源量把握や魚類保護区設定に加え、モズクや
アーサ養殖漁場の評価、育成予測などによる生産性の
安定・向上が期待されております。
　県としましては、引き続きデジタル技術等を活用し
たスマート水産技術の実証と普及による水産業の振興
に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)のオ、ナノバブル氷の導入状況につ
いてお答えいたします。
　ナノバブルとは、直径１マイクロメートル未満の泡
で、窒素ナノバブルと低温管理を合わせることで、細
菌増殖や酸化を抑制する鮮度保持方法であります。ナ
ノバブルとシャーベットアイス等の液状氷を併用する

‒･38･‒



ことで、水産物を急速かつ均一に冷却し、鮮度の維持
向上が期待されております。国頭漁業協同組合では、
この方法により、鮮度を長時間維持することが可能と
なり、生鮮水産物の高付加価値化が図られておりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　３、県土強靱化・防災・
減災についての(1)のイ、停電の被害状況と対策につ
いてお答えします。
　沖縄電力によりますと、今回の台風６号の影響によ
り、最大で県内全域の約34.1％に当たる21万5800戸
が停電したということです。また、停電の期間が最も
長かったのは、渡嘉敷村で、日数は約6.9日とのこと
です。沖縄電力では台風対策として、樹木等の接触に
強い電線や風の影響を受けにくい電線等への取替え、
送電線路の２回線化、補助柱取付け等による電柱強化
などに取り組んでいるところです。
　６、人材育成・教育行政についての(1)、外国人留
学生の就労制限の緩和についてお答えします。
　外国人留学生の在留資格は、留学として位置づけら
れていることから、原則としては就労することができ
ませんが、出入国在留管理局長の許可を受けた上で、
週28時間までの就労が可能となっております。この
ため、就労時間数の拡大につきましては、学業と就労
のバランスを考慮した上で、慎重に検討する必要があ
ると考えております。
　県としましては、国の動向を注視するとともに、県
内における外国人留学生の状況や、企業が外国人労働
者を雇用する上での課題等を把握しながら検討してま
いります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企業局長。
　　　〔松田　了　企業局長登壇〕
○松田　了 企業局長　３、県土強靱化・防災・減災
についての(1)のエの御質問のうち、離島における飲
料水の確保についてお答えします。
　台風第６号の影響で企業局が管理する伊是名浄水場
が８月１日から約102時間停電したことにより給水が
停止し、740戸で断水が発生しました。企業局では、
離島における給水確保と断水を防止するため、水道広

域化を実施する離島８村に約３日分の給水量を貯留で
きる調整池を建設する方針であります。伊是名村につ
いては、今年度建設工事に着手し、令和６年度末の完
成を目指して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　３、県土強靱化・
防災・減災についての御質問の中の(1)のオ、罹災証
明の適用範囲と交付状況等についてお答えいたしま
す。
　市町村長は、災害対策基本法第90条の２の規定に
基づき、被災者から申請があったときは、住家の被害
等の状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなら
ないとされております。罹災証明書は、災害救助法に
基づく住家の応急修理のほか、見舞金制度など、各種
被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用され
ております。台風６号による住家被害の罹災証明書に
ついては、令和５年９月22日現在、25市町村で343
件の申請に対し、302件の交付となっております。
　同じく(1)のカ、避難所における非常用電源の確
保、民間施設の活用等についてお答えいたします。
　県では、指定避難所における非常用発電機を含む防
災機能設備等の強化を推進するよう、各市町村に対し
改めて通知をしております。これらの防災機能設備等
を保有しない場合には、近隣の公共施設や民間事業者
と協定を締結し、災害時に必要な協力が得られるよう
促すとともに、民間施設等の活用も可能であることを
周知しております。また、避難所の機能強化に活用で
きる財政支援として、緊急防災・減災事業債等の活用
も促しており、引き続き周知を図ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　４、福祉保健・衛生医
療・生活安全についての(1)のア、地域医療圏の再編
についてお答えします。
　琉球大学病院は、令和７年度に、南部医療圏の西原
町から、中部医療圏の宜野湾市に移転する予定です。
琉大病院は、県内唯一の特定機能病院として、県内全
域の患者に高度な医療を提供する役割を担っており、
移転により、各医療圏の医療提供体制に大きな変化は
生じないことから、県内の２次医療圏に影響はないも
のと考えております。
　同じく(1)のイ、琉球大学病院のＰＥＴ検査につい
てお答えします。
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　主にがんの検査として行われるポジトロン断層法、
いわゆるＰＥＴ検査について、琉球大学病院において
は、運営委託事業者の運営面に安全管理上の懸念が生
じ、契約解除に至ったことから、10月半ばまで新規
予約を停止することとなっております。
　県としましては、今回のＰＥＴ検査停止により、県
内におけるＰＥＴ検査の提供体制が逼迫することも予
想されるため、琉大病院をはじめ、関係機関と密に情
報共有、意見交換を行うなど、必要な対応を行ってま
いります。なお、県は、今年１月に、池田副知事から
同大学学長及び病院長に対し、移転により県内のＰＥ
Ｔ検査体制に影響が出ることがないよう適切な対応を
要請したところです。
　同じく(1)のウ、医療計画における離島・僻地医療
の位置づけと新技術活用の検討状況についてお答えし
ます。４の(1)のウと４の(1)のエは関連しますので、
一括してお答えします。
　離島及び僻地における医療提供体制については、第
８次沖縄県医療計画の僻地医療分野において記載する
予定であり、令和５年度中の策定に向け、有識者によ
る部会を開催し検討しているところであります。具体
的には、医師確保に向けた取組、代診医・代替看護師
の派遣、巡回診療による特定診療科目の医療の確保、
僻地診療所の施設整備及び運営費の支援等について検
討しております。また、新たな取組として、オンライ
ン診療を含む遠隔医療の活用についても検討している
ところです。ドローンを用いた医薬品配送について
は、厚生労働省作成のドローンによる医薬品配送に関
するガイドラインに基づき、医薬品の品質や安全性の
確保等を踏まえ、慎重に検討してまいりたいと考えて
おります。
　同じく４の(2)のア、新型コロナ対策の庁内の体制
についてお答えします。
　新型コロナの５類感染症への移行に伴い、令和５年
５月８日をもって、新型インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく新型コロナ対策本部は廃止となっており
ます。しかしながら、新型コロナの発生は継続してお
り、感染状況の変化や新たな変異株の発生等、状況の
変化に迅速に対応する必要があるため、対策本部会議
の基本的な役割を引き継ぐ新たな会議体として、知事
を筆頭とした沖縄県新型インフルエンザ等対策会議を
設置し、全庁的な体制を維持しているところです。
　同じく(2)のイ、医療体制の確保についてお答えし
ます。
　インフルエンザの流行状況は、令和５年第36週
（９月４日から10日）に定点当たり13.43人となり注

意報発令基準値となる10人を超えたため、県では注
意報を発令し、県民に注意喚起を行っているところで
す。直近第38週時点では、定点当たり22.46人で注意
報が継続されています。
　インフルエンザのワクチン接種については、例年
10月から接種開始となっていることから、県としま
しては、今後、高齢者等に対して接種を呼びかけると
ともに、医療現場の逼迫回避に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく(4)のア、本県の小児医療の現状と課題につ
いてお答えします。
　本県の小児医療については、初期救急患者が多いこ
とや小児科医師の確保等が課題であると認識しており
ます。小児救急医療体制については、休日夜間急患セ
ンターや在宅当番医制を実施していないほか、初期救
急医療に対応する診療所が少ないことから、軽症を含
む多くの患者が２次及び３次救急医療機関を受診する
ことにより、特に中部医療圏において、入院治療を必
要とする患者や比較的重症な患者に対応する医療に影
響を与えております。
　県としましては、市町村、医療機関及び医師会等の
関係者と連携して、小児医療体制の課題解決に向け取
り組んでまいります。
　同じく(4)のイ、小児医療提供体制の基本的な考え
方と市町村との連携についてお答えします。４の(4)
のイと４の(4)のウは関連しますので、一括してお答
えします。
　本県では小児医療提供体制を確保するため、子ども
医療電話相談事業（＃8000）に加え、重症度に応じ
て、民間の診療所、公立または民間の病院、高度な小
児専門医療を行う中核病院があり、各医療機関の機能
と相互の連携体制について協議しております。第８次
医療計画の策定に当たっては、引き続き小児科医の確
保や、かかりつけ医と専門医療機関の連携体制の構築
等について取り組んでまいります。また、比較的軽症
で入院を伴わない救急患者に対応する初期救急医療体
制の整備についても検討してまいります。これらの医
療機関の利用の仕方等について、各市町村と連携して
住民への広報・周知を図ってまいります。
　次に４の(5)、北部医療センターの整備の進捗等に
ついてお答えします。
　公立沖縄北部医療センターの整備につきましては、
今年６月に基本設計を完了し、現在、財源確保のため
の国との調整、北部医療組合による組合議会の開催、
実施設計の事業者公募等に取り組んでおります。ま
た、病院の運営主体となる財団法人の令和７年度設立
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を目指し、基本財産や組織体制等について、協議して
おります。
　今後のスケジュールとしましては、令和６年度にか
けて実施設計を行い、令和７年度から建築工事に着手
し、令和10年度の開院を予定しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、福祉保健・衛生医療・生活
安全についての中の(3)のウ、小中学生の肥満率が高
い要因等についてお答えいたします。
　肥満率の増加の要因については、コロナによる部活
動や体育の授業の活動制限、スマホ・タブレット等の
長時間使用による運動量の減少が考えられます。小中
学生の生活習慣の改善を図るため、学校での一校一運
動の取組のさらなる充実や、家庭で週３回30分間、
体を動かすというがんじゅうアップチャレンジ330運
動の取組等により体力向上を図り、肥満解消に努めて
まいります。
　続きまして６、人材育成・教育行政についての中の
(2)、学力向上の今後の取組についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会では、本県児童生徒の学力向上に向
け、これまで授業改善に重点を置き、学校支援訪問や
研修会の実施等の取組を推進してまいりました。今回
の調査結果においても、昨年に引き続き、コロナ禍の
影響等により、特に各学年の学習内容の積み重ねが重
要な設問に課題が見られたことから、定着が不十分な
内容について、授業や家庭学習等を通した学び直しを
さらに推進してまいります。また、思考力・判断力・
表現力等のさらなる育成に向け、ＩＣＴを活用した個
別最適な学びや協働的な学びなど、新たな授業改善に
取り組んでまいります。
　同じく(3)、教員確保の取組と効果についてお答え
いたします。
　県教育委員会では教員の確保に向け、教員選考試験
の制度改革やペーパーティーチャーセミナー及び臨任
教員スタート支援講習会等の実施に加えて、県外での
移住相談会における教員募集活動等、様々な取組を
行っております。その結果、令和５年度実施の教員候
補者選考試験の受験者数は前年度と比べて128人増加
し、また、ペーパーティーチャーセミナー等の参加者
から、令和５年９月現在84人を臨時的任用教員等と
して新たに任用したところです。
　県教育委員会としましては、引き続き教員の確保に
全庁体制で取り組んでまいります。

　同じく(4)、教員のメンタルヘルス対策に関する知
事部局との連携についてお答えいたします。
　県教育委員会では、知事と教育委員で構成される総
合教育会議において、教員の働き方改革をテーマと
し、課題共有や意見交換などを行ったところです。ま
た、教員のメンタルヘルス対策を担う保健スタッフの
知事部局からの配置や知事部局主催の研修会への参
加、対応手法等に係る情報共有などの取組を行ってお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き、知事部局や
市町村教育委員会等と連携し、教職員が心身の健康を
維持し、教育活動に専念できる環境の確保に努めてま
いります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　質問７、宮古病院の病床
休止及び他の県立病院の状況についてお答えします。
７の(1)、(2)は関連しますので、一括してお答えしま
す。
　県立宮古病院では、看護師の退職や休職による人員
不足により、令和５年10月１日から当面の間、回復
期の患者を受け入れる地域包括ケア病床を休床するこ
ととしております。外来及び救急受入れは通常どおり
対応することとしており、また、当初、緊急ではない
手術及び検査は１か月程度の制限を行うこととしてお
りましたが、体制の確保ができたことから、制限は行
わないこととしております。現時点で、他の県立病院
において宮古病院と同様の状況は生じておりません
が、病院事業局としましては、不足する看護師を確保
するため、民間派遣会社及び介護士の活用等、早期の
病床再開に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　末松文信議員。
○末松　文信 議員　議長、休憩中にちょっと確認さ
せてください。確認。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○末松　文信 議員　今、辺野古の設計変更に対する
国土交通大臣からの指示が出されていて、明日が期限
というふうに聞いておりますけれども、先ほどの答弁
を聞きましたら、まだ検討中ということですが、これ
は勧告を受けて検討中、指示を受けて検討中。一体ど
ういうことなのか、ちょっと答弁をお願いします。

‒･41･‒



○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　９月28日付で指示があったところでございます。
県は、最高裁判所の判決を受けて、どのような対応を
取れるか現在検討している段階というところでござい
まして、当該指示も踏まえながら今後対応してまいり
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　末松文信議員。
○末松　文信 議員　先ほどの――これは、県はいい
として、琉大のＰＥＴ検査の件ですけれども、これは
先ほど答弁を聞きましたら、池田副知事も琉大へ伺っ
たということですけれども、これについて御答弁があ
ればお願いします。
○赤嶺　昇 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　お答えします。
　私が今年１月に伺ったのは、琉球大学――ＰＥＴ検
査は10年ほどとまだ浅いんですけれども、この移転
に伴って２年後に今の西原での診断が終わると。それ
で、医療関係者から西普天間での検査まで空白期間が
できるのではないかという懸念の声が県に寄せられま
して、そのようなことがないよう琉大へお邪魔して意
見交換を行いました。琉大としても、そのようなこと
がないよう取り組むという回答をいただいたところで
ございます。
○末松　文信 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
　　　〔仲村家治　議員登壇〕
○仲村　家治 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○仲村　家治 議員　仲村家治でございます。
　沖縄・自民党の代表質問をさせていただきます。
　その前に、昨日、大リーグで日本人初のホームラン
王を大谷翔平選手が獲得しました。大谷選手は日ハム
に在籍中、名護市でキャンプもしております。大変う
れしいニュースであります。
　それでは、代表質問をさせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、ジュネーブ国連人権理事会への出席につい
て。
　ア、人権理事会及び一連のサイドイベントへの出席
は、県の公務か知事の政務か、どのように整理されて

いるのか伺う。
　イ、出席に係る渡航費用は全体で幾ら要したのか、
概算を伺う。
　ウ、渡航費用の負担は県費か、あるいは別の団体が
負担したのか。
　エ、県職員の随行者は何人だったのか。
　オ、行程全体の調整業務は誰が行ったのか。
　カ、予定していたスピーチが実施できなかったとの
報道があるが、具体的な経緯について伺う。
　キ、知事は今回の訪問の成果を強調するが、時間切
れでスピーチができなかった。今回の訪問の大きな目
的は、知事自らが持論を述べることではなかったの
か。客観的に見て時間を空費したとしか思えないが、
知事の考えを伺う。
　(2)、７月に知事も参加した国貿促訪中団につい
て。
　ア、琉球に関する中国国内での報道が加熱化し、中
国側の意図が明らかに透けて見えているが、知事はこ
の状況をどのように理解しているのか。
　イ、尖閣諸島の領有権について、知事は主張をすべ
きときに主張をしていないが、地域外交を標榜する知
事の行動は、ダブルスタンダードではないか伺う。
　(3)、知事を支える政策参与について。
　ア、現在委嘱されている政策参与の人数、氏名、そ
れぞれの担当業務について。
　イ、令和４年度及び令和５年度現時点までの、勤務
状況及び知事への助言実績について。
　ウ、担当業務を所管する部局として、知事への助言
を踏まえ、どのような政策立案を行うことができたの
か、具体的に問う。
　２、行財政運営について。
　(1)、２特別会計の赤字決算問題について。
　ア、赤字解消のため、知事から提案された補正予算
について、先日県議会は全会一致で議決しないという
意思決定を行った。二元代表制の一翼を担う知事とし
て、どのように責任を取る考えか伺う。
　イ、違法な赤字状態を解消するために、今後どのよ
うな手続を進める考えなのか問う。
　ウ、企業会計を除く令和４年度決算について、監査
委員による監査、議会への提案スケジュールはどうな
るのか。
　(2)、人事管理について。
　ア、時間外勤務縮減の取組について、これまでの実
績、課題と対策について。
　イ、県職員のメンタルヘルス対策について。
　ウ、役職定年制の運用について、職名や処遇はどの
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ような取扱いとなるのか。
　エ、先月公表された人事院勧告では、在宅勤務に対
する手当の措置が盛り込まれているが、全国の自治体
及び本県における検討状況について伺う。
　(3)、自治体ＤＸについて。
　エ、政府が進める地方へのデータセンター移転につ
いて、県の取組を伺う。
　オ、特別会計赤字決算問題において、業務効率化の
ために導入した新しい手法が、結果的に重大な問題を
引き起こすこととなった。ＤＸを推進する職員一人一
人のＤＸリテラシーそのものが問われているのではな
いか伺う。
　(4)、企業版ふるさと納税について。
　ア、これまでの受入れ実績について。
　イ、どういった事業を実施しているのか。
　ウ、９月議会に提案されている基金条例の目的と意
義について。
　(5)、県庁舎からのＰＦＯＳ流出事案について。
　この件は９月26日の本会義において、まず赤字決
算の謝罪を知事は行いました。その前日に、与党にこ
の問題を報告したということであります。赤字決算の
謝罪をした舌の根も乾かないうちに、この問題が露呈
し、空転を重ね、深夜に及ぶ本会議になったわけであ
ります。また、この問題を隠蔽するがごとく、与党の
皆さんも責任を感じていらっしゃると思います。ぜひ
とも猛省を促す意味で、この問題は、本９月定例会で
も与党の皆様は当局を追及すべきだと思います。
　それでは、質問いたします。
　ア、先日の記者発表まで対応が後手後手になってき
た経緯について伺う。
　イ、本庁地下駐車場の管理が適切になされていな
かったことに加え、老朽化対策が行われていなかった
ことが事の本質にあるが、県の公共施設管理、計画的
な長寿命化、更新計画は信頼に値するものなのか伺
う。
　３、離島振興について。
　(1)、離島における電気、食料輸送、通信インフラ
などの定住条件整備を促進させるためにどのような取
組が必要と考えているのか。
　(2)、小規模離島航路については、住民の移動手段
を確保する必要がある一方で、多額の維持コストがか
かるという構造的な問題もある。航路の維持を持続可
能にするための支援策について伺う。
　(3)、小規模離島における特別養護老人ホームでの
人材確保が逼迫している状況が生じていると聞くが、
対策としてどのようなことができるか、県の見解を伺

う。
　(4)、南北大東島については、超高速インターネッ
トケーブルが本島等の間で敷設されたが、島内のイン
ターネット回線網については整備が遅れている。県内
どこでもインターネットに快適にアクセスできる環境
整備は公の責任だと考えるが、取組について伺う。
　(5)、久米島における海洋深層水の活用について
は、民間企業や大学の参入の話もある一方で、巨額の
投資が必要であったり、取水棟周辺の企業立地環境の
整備、開発品の販路拡大などの課題があるが、こう
いった課題への県の支援策について伺う。
　(6)、ガソリン価格の高騰が続いており、そのあお
りを受けて離島におけるガソリン価格は上昇の一途を
たどっているが、本島－離島間のガソリン価格差をど
のように是正を図るか、県の考えを伺う。
　(7)、伊是名・伊平屋両島の振興について。
　ア、架橋事業の進捗、今後のロードマップについ
て。
　イ、伊平屋空港整備事業の進捗、今後のロードマッ
プについて。
　４、子ども・子育て支援について。
　(1)、待機児童について。
　ア、令和５年４月１日時点の本県待機児童の現状に
ついて。
　イ、待機児童が下げ止まりの傾向を見せており、解
消に向けて抜本的な政策転換が迫られていると考える
が、県当局の見解を伺う。
　ウ、新子育て安心プラン実施計画に基づく、今後の
就学前児童数について伺う。
　エ、保育士確保策のため、処遇改善の実態把握、地
域限定保育士の一般化について。
　(2)、ヤングケアラー支援について。
　ア、昨年度実施し、４月に公表された実態調査を踏
まえ、県は本年度以降ヤングケアラー支援の具体策を
どのように描いているのか。
　イ、庁内に設置しているヤングケアラー・コーディ
ネーターへの相談件数など、活用実績について。
　(3)、令和６年度以降の子ども・子育て支援体制に
ついて。
　ア、昨年度から検討を進めていると聞いている子ど
も・子育て支援の庁内体制だが、どのような検討状況
なのか。
　イ、次元の異なる少子化対策がうたわれているが、
地方財政措置についてはどのような考え方を国は示し
ているのか。
　ウ、先月、給食費の無償化について、第３子以降に
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ついて全面無償化を2025年度から検討しているとの
一部報道があったが、事実であるか。
　エ、通学バス無償化の進捗状況について。
　(5)、医療的ケア児・病児保育について。
　ア、医療的ケアを必要とする幼児、児童生徒への支
援策について。
　イ、病児保育サービスの提供に当たって、医療機関
との連携をどのように図っているのか。
　(6)、子供の貧困問題について、基金の造成・延長
を含めて、これまで多額の予算が投じられてきている
が、一向に改善の兆しが見えないどころか、玉城県政
になってから状況は悪化しているが、その背景・分
析、今後の取組をどのように図っていくのか、知事の
本気度を伺う。
　５、産業振興・総合交通政策について。
　(2)、総合的な交通体系について。
　ア、沖縄モノレール完全３両化へのスケジュールに
ついて。
　イ、鉄軌道導入の可能性、ロードマップについて。
　ウ、ＬＲＴ・ＢＲＴをはじめとする新しい交通シス
テムについて、県はどのような研究を行っているの
か。
　(3)、那覇空港の状況について。
　ア、ターミナル運営は観光客数の増加に対応できて
いるのか、現状と課題について。
　イ、台風６号被災時における空港ターミナルの利活
用について。
　ウ、第２滑走路の需要増に伴うターミナル増設への
考えについて。
　エ、海外の空港では、モノレール駅でのチェックイ
ンや手荷物預けができるようなシステムが構築されて
いるところがあるが、那覇空港機能の高度化につい
て、こういった取組を行う考えはないのか。
　オ、空港駐車場の拡張整備や屋内エレベーター狭小
性の改善といった、ターミナル内の施設改修を進める
必要があると考えるが、県の取組を伺う。
　カ、航空機が遅延した場合、モノレールの始発・終
発に間に合わず、空港からの移動に大きな支障が生じ
ていると聞いているが、モノレール社とターミナル会
社が協議して、相互接続運用ができるようにしていく
べきではないか、県の考えを伺う。
　(4)、物価高対策について。
　ア、民間住宅建設に係る資材高騰の結果、離島等に
おいて住宅供給が難しく、定住環境が整わず、移住者
を受け入れられない状況が発生しているが、公立住宅
の整備により、問題解決を図っていくべきではない

か、県の考えを伺う。
　イ、物価高が家計に与える影響を抑えるべく、水道
料金や給食費などの公的負担を減免する県独自の施策
を打ち出すべきではないか、県の考えを伺う。
　ウ、県内企業の賃上げの状況と課題について。
　(5)、産業支援について。
　ア、県内スタートアップ支援策について。
　イ、全産業において人手不足が深刻な問題となって
久しいが、現在の状況と講じている対策について。
　ウ、人手不足は事業承継の分野にも影響を与えてお
り、のれんや技術の断絶が懸念されているが、公的な
支援策がどのように講じられているのか伺う。
　(6)、ビルメンテナンスに係る公共調達について
は、最低制限価格が低く設定されており、県内企業の
落札へ影響を与えているとの声が聞こえてきている
が、県として改善する方策を取るべきだと考えるが、
見解を伺う。
　６、文化観光スポーツ行政について。
　(3)、観光業の現状について。
　ア、入域観光客数、観光消費額について、最新の統
計値及び本年度の見込みはどのようになっているか。
　イ、旺盛な観光需要に対応する供給サイドの継続的
かつ安定的な人手・物資の確保について、県はどのよ
うに取り組んでいるのか。
　ウ、台風６号の際に観光客の方々が、宿泊場所の確
保に相当な不便を強いられることになったようだが、
観光政策当局として、台風時の観光危機管理をどのよ
うに捉え、今回実践できたと考えているのか伺う。
　エ、観光振興基金活用事業の令和４年度の実績と効
果、令和５年度事業について伺う。
　(4)、国立自然史博物館の誘致について。
　ア、本年度の取組の進捗状況について。
　イ、誘致事業は誰が主体となり、ロードマップを展
開していくべきなのか伺う。
　ウ、国への要請活動及び国の誘致に向けた動きはど
のようになっているか。
　(5)、沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整
備運営等事業について。
　ア、６月に条例が成立したが、供用開始に至る今後
のロードマップについて。
　イ、ＰＰＰ／ＰＦＩ方式で事業を推進するに当たっ
て、県が負うリスクはどのような整理をしているの
か。
　ウ、マリンタウンＭＩＣＥエリア周辺の交通アクセ
ス計画について伺う。
　(6)、海の安全・安心について。

‒･44･‒



　ア、沖縄県の水難事故の現状が全国と比べてどのよ
うな状況にあるか、また、その中でも死者数につい
て、交通事故の死者数と比べてどのような状況にある
のか。過去３年間のデータも含めて伺う。
　イ、全国と比較した沖縄県の水難事故の現状につい
て、また、どのようにすれば水難事故を減少できると
考えるのか、自然海岸の責任者である知事の見解と今
後の方針と目標を伺う。
　ウ、水難事故防止に向けた施策を推進することを目
的とした沖縄県水難事故防止に係るワーキンググルー
プについて、発足以降どのような施策を進めてきたの
か伺う。
　エ、日本ライフセービング協会が普及を進めている
ＡＩカメラによる海辺のみまもりシステムについて、
県として沖縄県に設置を進める意思があるのか。６月
議会では検討するとの返答だったが、その進捗状況を
伺う。
　オ、石垣市において実証実験が行われた海洋アウト
ドアＧＰＳトラッカーについて、県はこういった取組
を把握しているのか伺う。
○赤嶺　昇 議長　ただいまの仲村家治議員の質問に
対する答弁は時間の都合もありますので、午後に回し
たいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後１時20分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前の仲村家治議員の質問に対する答弁を願いま
す。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲村家治議員の御質問にお答え
いたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
キ、国連訪問の成果についてお答えいたします。
　今回の国連訪問において、国連人権理事会本会議に
出席し、沖縄に米軍基地が集中している状況や県民の
平和を希求する思いなどをスピーチしたほか、米軍基
地による人権・自治・環境問題をテーマにした講演会
を開催し、沖縄の過重な基地負担や辺野古新基地建設
問題などについて、私が直接、国際社会に訴えること
ができたことは、大きな意義があったと考えておりま
す。また、国連関係者との面談では、私から米軍基地
から派生する様々な問題が人権や環境、自治、暮らし
や文化などを侵害していることを説明し、面談したほ
とんどの方々から、私の考えに賛同していただき、さ

らに、国連への調査依頼の方法など具体的な助言をい
ただいております。予定していた３つの会議のうち、
２つの会議でスピーチができなかったことは残念であ
りますが、各国の代表や世界のＮＧＯ等、多くの方々
へ沖縄が置かれている状況を伝えることができたこと
や、特別報告者など国連関係者との面談を通して、人
権や民主主義、課題解決のための対話の重要性などを
改めて確認することができたことは、大変有意義なも
のであったと考えております。
　次に、子ども・子育て支援についての御質問の中の
４の(3)のア、子ども・子育て支援の組織体制につい
てお答えいたします。
　国は、子供の最善の利益を第一に考え、子供に関す
る取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて強力に進
めるため、今年４月にこども家庭庁を設置するととも
に、６月には、次元の異なる少子化対策を推進するた
め、こども未来戦略方針を打ち出したところです。
　沖縄県としましては、全ての子供たちが、夢や希望
を持って成長できる社会の実現、また、若者たちが、
結婚、妊娠・出産、子育てに夢や希望を感じられる社
会の実現を目指し、子供、若者、女性に関する施策が
より一層推進できる新たな部局の創設に向け、現在調
整を行っているところです。
　次に４の(6)、子供の貧困問題についてお答えいた
します。
　高校生を対象に実施した子ども調査における困窮
世帯の割合は、平成28年度が29.3％、令和元年度は
20.4％と8.9ポイント減少したものの、令和４年度調
査では前回から5.9ポイント増加して26.3％となって
おります。困窮世帯の６割近くが新型コロナウイルス
拡大前と比べて収入が減少したと回答しており、コロ
ナ禍における影響が強く出ているものと考えておりま
す。社会経済活動の正常化が進みつつある今、支援を
必要とする子供に必要な支援が行き届くよう、部局横
断的な取組をより強化するため、令和５年度には子ど
も施策調整班を設置するとともに、令和６年度の部の
再編に向けても取組を進めております。また、沖縄子
どもの未来県民会議と連携して、子供の貧困解消に向
けた県民運動の機運をより一層高め、取り組んでいく
こととしております。
　沖縄県としましては、社会の一番の宝である子供た
ちが、その生まれ育った環境によって左右されること
なく、夢や希望を持って成長していける誰一人取り残
さない優しい社会の実現を目指し、引き続き全庁体制
で子供の貧困対策を推進してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
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せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)のア、国連訪問の位置づけについてお答
えいたします。
　今回の国連訪問は、国際社会に対し、沖縄に基地が
集中している現状、県が辺野古新基地建設に反対する
理由や基地から派生する諸問題の解決の必要性などを
幅広く発信することを目的としており、公務として実
施しております。
　同じく１(1)のイとウとエ、渡航費用及び随行者に
ついて。１(1)イから１(1)エまでは関連しますので、
一括してお答えします。
　今回の国連訪問に係る知事及び県職員の旅費につい
ては、概算で約482万円となっており、県費で支出す
ることとしております。また、国連訪問に係る業務を
委託しており、委託契約額は、約690万円であり、合
計で約1172万円となっております。今回の国連訪問
における知事の随行者は、５名となっています。
　同じく１(1)オ、国連訪問の調整業務についてお答
えいたします。
　今回の国連訪問に係る業務については、プロポーザ
ル方式で公募を行い、民間事業者へ委託を行っており
ます。行程全体の総括や国連人権高等弁務官事務所等
との調整は県が行い、国連人権理事会への出席に係る
国連側との調整や国連特別報告者との面談等の設定に
ついては、委託業者が行っております。
　同じく１(1)のカ、国連人権理事会におけるスピー
チについてお答えいたします。
　国連人権理事会では３つの会議において知事のス
ピーチを予定しておりましたが、そのうち有害物質に
関する会議及び一般討論に関する会議については、国
連関係者や各国代表者による討論の時間が延びたこと
などにより、ＮＧＯの発言枠の時間が短くなったた
め、発言の機会を得ることはできませんでした。な
お、発言できなかったスピーチの内容については、知
事が講演会や特別報告者等との面談の場において、丁
寧に説明を行っております。また、有害物質に関する
会議において発言を予定していたスピーチ原稿につい
ては、会議に出席していた米国政府代表に提出したと
ころであります。
　同じく１(2)のア、琉球に関する中国での報道につ
いてお答えいたします。
　去る６月４日の人民日報において、習近平主席の琉
球に関する発言が報じられ、また、７月には玉城知事

が日本国際貿易促進協会の訪中団の一員として北京を
訪問し、その後、福建省を訪れたことが中国国内でも
報道されたことは承知しております。知事の中国訪問
に関する一連の報道については、沖縄と中国のこれま
での交流の歴史など、沖縄に対する理解と関心が中国
国内で高まったものと受け止めております。
　同じく１の(2)のイ、尖閣諸島と地域外交について
お答えいたします。
　日本政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるこ
とは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであ
り、現に我が国はこれを有効に支配しているとの立場
を取っております。また、平成26年の日中関係の改
善に向けた話合いにおいて、双方は尖閣諸島等におい
て近年緊張状態が生じていることについて異なる見解
を有していると認識し、対話と協議等を通じて、不測
の事態の発生を回避することで意見が一致したとされ
ております。
　県としては、日本政府の見解を支持するものであり
ます。
　一方、地域外交については、国家間の外交を補完す
るものとして、自治体、企業、ＮＧＯ、市民など様々
な主体が、国境を越えて、国際交流、技術協力など多
分野で活動を展開することにより、地域の緊張緩和と
信頼醸成に寄与するものと考えております。
　同じく１(3)のア、今年度の政策参与についてお答
えいたします。
　政策参与は、県政における重要課題の解決の促進に
資するため、知事が特に命ずる事項について調査研究
し、知事に進言することを職務とし、現在２名を委嘱
しております。亀濱玲子政策参与は、離島振興や女性
の地位向上の分野、齋藤勁政策参与は、地方自治や行
財政全般の分野を担当しております。
　同じく１(3)のイ、政策参与の勤務及び面談実績に
ついてお答えいたします。
　令和４年度は、亀濱政策参与は175日の勤務、うち
知事面談５回、金城実政策参与は29日の勤務、うち
知事面談４回、高山義浩政策参与は19日の勤務、う
ち知事面談18回であります。令和５年度は、８月末
時点で、亀濱政策参与は68日の勤務、うち知事面談
３回、齋藤政策参与は35日の勤務、うち知事面談３
回であります。
　同じく１(3)ウ、政策参与の助言についてお答えい
たします。
　亀濱政策参与には、離島医療の拡充や女性の地位向
上、子供の居場所における支援などについて進言をい
ただいております。また、齋藤政策参与には、地方自
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治や行財政全般について、本県の抱える諸課題の解決
に向けて、幅広く進言をいただいております。令和４
年度末に任期を満了しました金城政策参与には、予防
医療の観点から県民の健康維持や長寿復活のための企
業の健康経営等について、進言をいただきました。同
じく、高山政策参与には、新型コロナウイルス感染症
対策に係る県の医療提供体制や検査体制の拡充などに
ついて、進言をいただきました。知事は、各政策参与
からの進言等を踏まえ、新型コロナウイルス対策、県
民の健康増進や企業の健康経営、離島支援、女性の地
位向上、経済対策等に取り組まれているところであり
ます。
　次に６、文化観光スポーツ行政についての中の(6)
のウ、水難事故防止ワーキンググループについてお答
えいたします。
　水難事故の未然防止に資する施策を関係部局で連携
しながら行うことが重要との観点から、ワーキンググ
ループを設置し、施策の検討を行ってまいりました。
現在、海のセーフティーマップの作成や市町村におけ
る防災行政無線を活用した離岸流等への注意喚起の依
頼、教育委員会との共催による高校生への着衣泳、い
わゆるういてまて講習、八重山圏域における観光客等
避難訓練など、水難事故防止に向けた多方面への取組
を行っております。引き続き、沖縄ライフセービング
協会等から専門的な意見をいただきながら、先進的な
取組等の情報収集を行い、関係機関と連携して水難事
故防止の有効な取組を検討してまいります。
　同じく６(6)のオ、海洋アウトドアＧＰＳトラッ
カーについてお答えいたします。
　海洋用ＧＰＳトラッカーは、水難事故防止のため、
マリンレジャー等をする者が救命胴衣に発信器、いわ
ゆるビーコンをつけ、漂流した場合、呼出しコールに
より位置情報が表示される、いわゆる見守りサービス
と承知しております。令和５年９月21日、22日に、
石垣島沖合において、実証実験が行われたと聞いてお
ります。
　県としては、引き続き、ワーキンググループにおい
て、こうした水難事故防止の取組に有効的な情報の収
集を行い、施策に生かしてまいりたいと考えておりま
す。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、行財政運営について
の(1)のア、赤字決算に係る責任についてお答えいた
します。

　土木建築部所管の特別会計で赤字の状態が発生する
という重大な不適切処理の事案がありました。県民の
皆様からの公務に対する信頼を損ね、御心配をおかけ
する結果となってしまい、心よりおわび申し上げま
す。二度とこのようなことが生じないよう、徹底した
再発防止に取り組んでまいります。
　土木建築部としては、赤字状態の治癒を最優先と考
え、手続を進めており、部内の責任については、関係
部局と調整の上、適切な時期に判断してまいりたいと
考えております。
　次に同じく２の(1)のイ、赤字決算に係る手続につ
いてお答えいたします。
　特別会計の補正予算案については、既に専決処分を
行い、赤字状態を治癒したところです。今後、専決処
分については、地方自治法の規定に基づき議会に承認
の議案を提出することとしております。
　次に３、離島振興についての(7)のア、伊平屋・伊
是名架橋の進捗等についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題
が明らかとなっており、建設工事費の縮減等につい
て、調査研究に取り組んでおります。現在、建設工事
費の精度向上を目的に、架橋検討位置の水深を把握す
るための深浅測量及び具志川島の海域において、土質
ボーリング調査を実施しているところであります。令
和６年度以降、これまでの調査結果等を踏まえ、事業
化の可能性を検討してまいりたいと考えております。
　次に同じく３の(7)のイ、伊平屋空港整備事業につ
いてお答えいたします。
　伊平屋空港については、就航見込みのある航空会社
との意見交換や需要予測などの確認・検証及び関係機
関との調整に取り組んでいるところであります。引き
続き、意向取付けや需要予測、費用対効果の確保な
ど、事業化の課題解決に向け、伊平屋村、伊是名村と
連携し、早期事業化に向け取り組んでいきたいと考え
ております。
　次に５、産業振興・総合交通政策についての(2)の
ア、モノレール３両化スケジュールについてお答えい
たします。
　３両化については、現在、予定している９編成のう
ち、令和５年８月10日にモノレール開業20周年記念
式典とあわせて２編成分の運行が開始されたところで
あります。令和６年度早期には２編成分を追加し、合
わせて４編成分の３両編成車両が運行する予定となっ
ております。残りの５編成分については、必要な予算
の確保に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく５の(4)のア、離島等における公立住宅
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の整備についてお答えいたします。
　県では、離島市町村の若年層の定住促進や地域活性
化を図る観点から予算の重点配分を行うなど、市町村
営住宅の整備を促進することとしております。また、
市町村営住宅のほか、地域優良賃貸住宅や移住定住促
進住宅など、地域の実情に応じて市町村が実施できる
補助事業があります。
　県は、市町村の住宅支援策について、必要な情報収
集や助言を行ってまいります。
　次に６、文化観光スポーツ行政についての(6)の
イ、水難事故の減少に向けた今後の方針及び目標につ
いてお答えいたします。
　本県の水難事故発生件数が全国ワーストとなってい
る状況については、海岸管理者としても重く受け止め
ております。新・沖縄21世紀ビジョン実施計画にお
いて、令和６年度に水難事故発生件数を90件に減少
させることとしており、これまでの取組の効果検証を
行うとともに、関係部局等と連携して、さらなる水難
事故の未然防止対策の強化、迅速な救助を可能とする
体制の強化等に取り組んでまいります。
　次に同じく６の(6)のエ、海辺のみまもりシステム
についてお答えいたします。
　海辺のみまもりシステムについては、現在、恩納村
が管理する海岸への設置に向けて、調整が進められて
おります。
　県としては、恩納村での効果等を検証するととも
に、市町村や関係部局とも連携しながら、引き続き、
沖縄県水難事故防止に係る検討会議において協議を重
ねてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　２、行財政運営についての(1)
のウ、令和４年度決算スケジュールについてお答えい
たします。
　県では、赤字の状態で出納を閉鎖した令和４年度宜
野湾港整備事業特別会計と中城湾港（新港地区）整備
事業特別会計の繰上充用を行ったところであり、決算
書を監査委員の審査に付すこととなります。その後、
60日以内に審査意見書が知事に提出されますので、
議会への決算書等の提出は、11月定例会になるもの
と思われます。
　２の(2)のア、時間外勤務縮減の取組についてお答
えいたします。
　知事部局の令和４年度における職員１人当たりの時
間外勤務は、月平均13.7時間で、前年度の15.1時間

から1.4時間減少しております。一方、ノー残業デー
の設定や終礼で退庁の呼びかけを行っておりますが、
時間外勤務が月100時間を超える職員がおります。そ
のため、総務部から毎月、長時間勤務職員の情報提供
を行い、各部において業務分担の見直し等に取り組ん
でおります。そのほか、８月から９月までキャンペー
ン期間として、県庁ライトダウンを実施し、定時退庁
を促しております。
　同じく２の(2)のイ、県職員のメンタルヘルス対策
についてお答えいたします。
　知事部局におけるメンタルヘルス対策については、
ストレスチェックやセルフケア、ラインケア等の研修
会を行うとともに、不調を抱える職員等に対するメン
タルヘルス相談を実施しております。実施に当たって
は、産業医や臨床心理士が毎週相談を受けるほか、精
神科医も対応できる体制を整備しております。また、
令和２年度からは新採用職員を対象にメンタルヘルス
に係るアンケート及び相談を実施しており、その結果
を各所属長に周知することにより、働きやすい職場環
境づくりに取り組んでいるところです。
　同じく２の(2)のウ、役職定年制の運用についてお
答えいたします。
　組織の新陳代謝を確保し、活力を維持する観点から
役職定年制を導入し、管理監督者にある職員の職位は
班長級とすることとしております。職名については、
これまでの知識や経験が生かされる職などに配置する
ことを踏まえ、その役割に応じたものとなるよう現在
検討しているところです。また、当該職員の処遇につ
いては、国との均衡を踏まえ、給料月額を60歳前の
７割水準とすることとしております。
　同じく２の(2)のエ、在宅勤務手当の検討状況につ
いてお答えいたします。
　令和５年人事院勧告においては、１か月当たり10
日を超えて在宅勤務する際の手当を新設することとさ
れております。現在、知事部局においては労務管理上
の課題等があることから、まずは１か月当たり５日を
上限とした在宅勤務を試験的に運用しているところで
あり、今後、運用実績を踏まえ、日数を見直す際に
は、手当導入の必要性についても検討してまいりたい
と考えております。なお、全国の状況は把握しており
ませんが、九州各県に確認したところ、現時点で手当
導入を予定している団体はございません。
　同じく２の(4)のウ、基金条例の目的と意義につい
てお答えいたします。
　本条例は、本県を応援する個人または法人からのふ
るさと納税制度による寄附を活用し、寄附者が選定し
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た県が行う事業の財源に充てるため、基金を設置する
ことを目的としております。本条例の基金に係る取組
の一つであるガバメントクラウドファンディングを活
用し、県の魅力を発信することで、本県の事業を県内
外の多くの方に知ってもらい、応援してもらうことに
より、本県の抱える課題解決などの後押しになるもの
と考えております。
　同じく２の(5)のア、記者発表までの経緯について
お答えいたします。
　まず初めに、今回のＰＦＯＳ等を含む泡消火剤等の
流出事案は、私をはじめ担当する職員の危機意識の欠
如により生じたもので、ずさんな庁舎の管理が行われ
たものであります。議員の皆様、県民の皆様に対する
公表が遅れましたこと、また多大な不安を与えました
こと、深くおわび申し上げます。
　記者発表までの経緯についてですが、令和５年６月
18日日曜日、本庁舎に設置されている泡消火設備が
誤作動を起こし、ＰＦＯＳ等を含む消火剤が地下２階
駐車場に放出されました。放出された消火剤の一部は
回収したものの、残りは地下２階の湧水槽へ流れ込み
ましたが、当該湧水槽には、雨水はほとんど流れ込ま
ないものと認識していたことや、槽内の水が建物外部
へ排出されたことは確認できなかったため、後日回収
することといたしました。回収方法や処分先を検討
していたところ、９月12日に槽内の水位が低下した
ことが分かり、泡消火剤を含んだ水が建物外部へ流出
したことが判明したことから、公表に至ったところで
す。
　しかしながら、県民生活に影響を及ぼすおそれがあ
る事象については、速やかな三役への報告及び関係機
関と情報共有をするとともに、議会、そして県民の皆
様に速やかに公表すべきであったと深く反省しており
ます。
　同じく２の(5)のイ、公共施設の維持管理、更新計
画についてお答えいたします。
　沖縄県公共施設等総合管理計画では、県の公共施設
全体の状況を把握し、計画的な更新や長寿命化を図る
取組を推進しています。各施設においては、今後の中
長期的な設備更新・軀体改修の時期等を盛り込んだ個
別施設計画を策定し、実際の劣化度合いを勘案しなが
ら、更新・改修を行ってきたところです。本庁舎の泡
消火設備は令和７年度の庁舎改修事業に併せて取り替
える予定でしたが、今後、県の各施設に設置されてい
る泡消火設備も含めて、早期にＰＦＯＳ等の含有調査
を進めるとともに、ＰＦＯＳ等を含まない泡消火剤に
取り替えてまいります。

　次に５、産業振興・総合交通政策についての(6)、
ビルメンテナンスに係る最低制限価格についてお答え
いたします。
　本庁舎及び本島内各合同庁舎の建物管理業務委託に
ついては、国土交通省が監修している建築保全業務共
通仕様書や建築保全業務積算基準等を参考の上、積算
価格を算出しており、最低制限価格については、沖縄
県財務規則及び沖縄県の契約に関する取組方針に基づ
き、定めているところです。最低制限価格について
は、競争性、公平性を踏まえて慎重に対応しておりま
すが、人件費等が年度当初の想定を上回った場合は、
双方協議の上、単価の見直しを行う旨の条項を契約書
に明記し対応しているところであります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　２、行財政運営について
の(3)のエ、地方へのデータセンター移転についてお
答えします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画等に基
づき、データセンターや研究開発拠点など、企業の重
要なビジネス機能を誘致することにより、ビッグデー
タやテクノロジーの集積を図ることとしております。
このため、県では、政府の取組を踏まえながら、情報
通信産業振興地域・特別地区制度をはじめとした沖縄
の優位性や、ビジネス環境に関するプロモーション活
動等により、データセンターや県内にない高度な技術
を有する情報通信関連企業等の誘致に取り組んでいる
ところです。
　５、産業振興・総合交通政策についての(4)のウ、
県内企業の賃上げの状況と課題についてお答えしま
す。
　民間調査会社の公表資料によりますと、県内企業
において、全国平均の84.9％を6.6ポイント上回る
91.5％が賃上げを実施しておりますが、本県では、
人材確保の動きが強く、全国より賃上げ実施率が高く
出たものと分析されているところです。一方、同資料
では、物価高騰による価格転嫁が十分ではなく、収益
が圧迫されるケースも少なくないとの報告があること
から、企業が継続して賃上げに取り組むためには、適
切な価格転嫁による利益の確保等が課題になっている
ものと考えております。
　同じく５の(5)のア、沖縄県のスタートアップ支援
についてお答えします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げ
るスタートアップ・エコシステムの構築に向け、各種
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施策を推進しております。具体的には、起業人材の育
成やビジネス開発への補助、投資家とのマッチングに
よる資金調達の支援など、産学官金の関係機関と連携
して取り組んでいるところです。また、今年９月には
スタートアップ総合支援拠点を設置し、創業に関する
ワンストップ相談窓口を開設するなど、企業の成長段
階に応じたきめ細かな支援を行っているところです。
　同じく５の(5)のイ、人手不足の現状と対応策につ
いてお答えします。
　令和５年８月の有効求人倍率は1.19倍で、多くの
分野において人手不足となっており、特に、観光、医
療、福祉、運輸、建設分野等においては、有資格者等
の専門人材が慢性的に不足している状況にあります。
このため、県では、各分野特有の課題やニーズを踏ま
え、分野ごとの人手不足対策の強化を図るとともに、
働きやすい環境づくりや正規雇用の促進などの人材定
着に資する取組のほか、外国人材やＵＪＩターン人材
などの新たな人材確保に取り組んでいるところです。
　同じく５の(5)のウ、事業承継に係る支援策につい
てお答えします。
　県経済の持続的な成長に向けては、中小企業等の価
値ある経営資源を次世代に承継していくことが重要で
あることから、県では、事業承継の推進に取り組んで
いるところです。具体的な取組としましては、事業承
継の重要性を啓発する広報活動、商工会や専門家等に
よる相談体制の構築、事業承継計画の策定支援、事業
承継に要する費用の補助などを実施しております。
　県としましては、引き続き、国や支援機関等と緊密
に連携しながら、事業承継の支援に取り組んでまいり
ます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、行財政運営についての(3)
のオ、職員のＤＸリテラシーについてお答えいたしま
す。
　県では、職員のＤＸリテラシーの向上に向けて、所
属や職員に応じたデジタルの知識・技術を身につけ、
職員全体の能力の底上げを図るとともに、技術を適切
に活用できるＤＸ推進のキーパーソンとなる人材の育
成に取り組んでおります。令和５年度には、デジタル
に係る階層別研修を強化したほか、管理者及び一般職
員を対象としたＤＸ人材育成研修を実施しているとこ
ろです。引き続き、ＤＸの適切な推進に向けた職員研
修に取り組んでまいります。
　同じく２の(4)のア、企業版ふるさと納税の受入れ

実績についてお答えいたします。
　県における企業版ふるさと納税の受入れ実績は、
令和２年度は１件、100万円、令和３年度は５件、
1600万円、令和４年度は15件、494万円となってお
ります。また、令和５年度につきましては、８月末時
点で９件、3081万1000円の寄附をいただいておりま
す。
　同じく２の(4)のイ、企業版ふるさと納税の活用状
況についてお答えいたします。
　これまでにいただいた寄附金については、主に首里
城に象徴される歴史・文化の継承、子供の貧困対策の
推進及びスタートアップ創業支援等に関する事業に活
用しております。
　次に３、離島振興についての(1)、離島における定
住条件の整備についてお答えいたします。
　県では、離島における定住条件の整備に当たって
は、条件不利性の克服と安心で豊かな暮らしを支える
生活環境の実現に向けて、交通・生活コストの低減、
航路・航空路の維持、医療提供体制の確保のほか、都
市部と同等の情報通信環境の確保などの取組が必要と
考えております。
　県としては、引き続き、離島市町村等とも意見交換
を行いながら、こうした取組を実施することで、離島
の定住条件の整備を図ってまいります。
　同じく３の(2)、小規模離島航路の支援策について
お答えいたします。
　離島の航路・航空路は、離島住民の日常生活や経済
活動に、必要不可欠な交通インフラと考えておりま
す。このため県では、沖縄離島住民等交通コスト負担
軽減事業において、離島住民や観光客の運賃を低減す
ることで、航路・航空路の利用促進を図っているとこ
ろです。また、航路・航空路については、収入に比
べ、固定費が大きいという構造的な課題があることか
ら、国や関係市町村と協調して運航に係る欠損額に補
助しており、これにより航路・航空路の確保・維持に
努めているところです。
　同じく３の(4)、南北大東島内の回線網整備につい
てお答えいたします。
　南北大東島内の超高速ブロードバンド整備について
は、令和２年度に事業着手し、現在、島内の約半数の
世帯について、整備が完了しております。現在、両村
及び通信事業者と連携し、残された地域の整備手法や
運営方針について意見交換を行っているところであり
ます。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携を図り
ながら、島内のインターネット回線網の整備に取り組
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んでまいります。
　同じく３の(5)、久米島の海洋深層水活用に対する
県の支援についてお答えいたします。
　久米島町が事業主体として取り組んでいる海洋深層
水取水施設の新設については、離島の特色ある資源を
活用した地域振興という観点で重要であると認識して
おります。久米島町は、現在、防衛省補助金を活用
し、施設新設に係る全体計画を策定することとしてお
り、その中で事業化に向けた課題を精査するものと聞
いております。
　県としましては、町が策定する全体計画の内容を確
認し、様々な観点から意見交換を行うなど、技術的な
支援を行ってまいります。
　同じく３の(6)、本島－離島間のガソリン価格差の
是正についてお答えいたします。
　県では、揮発油税等の軽減措置を前提に、石油価格
調整税を課税し、同税収を財源として離島への石油製
品の輸送費補助を行っております。
　県としては、離島における石油製品の価格の安定に
は、輸送費補助を継続することが重要なものと認識し
ており、その前提となる揮発油税等軽減措置の延長に
取り組んでまいります。また、価格差の縮小に向けて
は、離島市町村や石油販売事業者と意見交換を行いな
がら今後の方策を検討しているところです。
　次に５、産業振興・総合交通政策についての(2)の
イ、鉄軌道導入の可能性、ロードマップについてお答
えいたします。
　県が提案する構想段階のルート案では、費用便益比
が１を超えるケースの確認や、ＪＲ在来線と比較して
も高い１日１万5000人の需要があると試算しており
ます。県が提案する特例制度が認められれば、導入の
可能性はあるものと考えております。今後は、構想段
階の次の計画段階において、国が具体的なルートや駅
位置、交通システム等の整備計画を決定し、さらに、
概略設計、工事着手、開業へと進むロードマップを想
定しております。
　同じく５の(2)のウ、ＬＲＴ・ＢＲＴをはじめとす
る新しい交通システムについてお答えいたします。
　県では、ＬＲＴやＢＲＴなど多様な都市内交通につ
いての事例研究を行っております。具体的には、国内
の路線のうち、速度が速く輸送量が県内中南部の需要
に近い路線を選定し、構想から運行までの経緯、自動
車利用からの転換策、路線バスとの連携などの情報収
集を行っております。これらの情報を各圏域の市町村
連携交通会議において共有し、交通システムと連携し
たまちづくり等、市町村と協働した取組を進めてまい

ります。
　同じく５の(3)のア、那覇空港の現状と課題につい
てお答えいたします。
　現在、那覇空港では、観光客等の増加に伴い、ピー
ク時間帯における保安検査場の一部混雑は見られるも
のの、通常の時間帯は順調であると聞いており、空港
内での旅客の流れは一定程度円滑であると考えており
ます。一方、ターミナル前の乗降場においては、レン
タカーの受渡し等による混雑等が課題となっておりま
す。このため、国や県、那覇空港ビルディング株式会
社、レンタカー協会等で構成する那覇空港構内道路関
係連絡調整会議において、利用環境の改善に取り組ん
でいるところです。
　同じく５の(3)のイ、台風被災時の那覇空港の利活
用についてお答えいたします。
　那覇空港ビルディング株式会社によると、台風来襲
時の那覇空港ターミナルビルの利活用については、航
空保安上の課題があることから、航空機の離発着がな
い限り、閉鎖していると聞いております。このため、
県では、同社の意向も踏まえながら、関係部局と連携
し、国や航空会社など関係機関と意見交換をしてまい
ります。
　同じく５の(3)のウ、那覇空港旅客ターミナルビル
の増設についてお答えいたします。
　現在、那覇空港の旅客数はコロナ前の約８割まで回
復しております。今後、第２滑走路を最大限に活用
し、航空需要が増加することにより、現在のターミナ
ル施設では、中長期的に狭隘化すると考えておりま
す。このため、ターミナル施設の増設については、国
内外の旅客のニーズを踏まえた上で、国や那覇空港ビ
ルディング株式会社等の関係機関と連携し、検討を進
めてまいります。
　同じく５の(3)のエ、那覇空港機能の高度化につい
てお答えします。
　空港機能の高度化については、国において、最先端
の技術・システムの導入を支援することで、手続を円
滑化し、旅客の負担を軽減する取組を推進していると
ころです。この取組を活用し、航空会社等はスマート
レーンの導入、各航空会社共通の予約端末の導入等を
実施しております。
　県としては、最先端の技術・システムの導入支援の
活用について航空会社等と意見交換し、那覇空港の利
便性向上に努めていきたいと考えております。
　同じく５の(3)のオ、那覇空港駐車場の拡張整備等
についてお答えいたします。
　現在、那覇空港においては、利用客の増加に伴い駐
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車場不足が課題となっております。このため、国と那
覇空港ビルディング株式会社においては、令和６年度
から新たな駐車場整備が開始できるよう取り組んでお
ります。また、屋内エレベーターを含めた那覇空港内
の施設については、那覇空港ビルディング株式会社に
おいて、空港利用者の意見等を踏まえ、利用環境の改
善に向けて取り組んでいると聞いております。
　同じく５の(3)のカ、航空便遅延時の移動手段確保
についてお答えいたします。
　県では、航空機の最終便が遅延した場合における、
旅客の移動手段確保に課題があることは認識している
ことから、那覇空港ビルディング株式会社や沖縄都市
モノレール株式会社等で構成する会議体において意見
交換を実施しております。その中で、モノレールにつ
いては、夜間の保守点検が必要であること等から対応
は困難であると聞いております。このため県では、引
き続き、モノレールの代替手段について関係機関等と
意見交換してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　３、離島振興につ
いての御質問の中の(3)、小規模離島における介護人
材確保についてお答えいたします。
　小規模離島の特別養護老人ホームにおいては、介護
人材の確保が困難な状況にあり重要な課題となってお
ります。このため、県では、島外から介護専門職を確
保するために必要な移転費用等を補助するとともに、
今年度から外国人介護人材の活用に向けて、介護事業
所における受入れ体制の整備やマッチングの支援など
を実施しております。今後も離島住民が住み慣れた島
で安心して暮らし続けることができるよう、引き続き
介護人材確保の支援に取り組んでまいります。
　４、子ども・子育て支援についての御質問の中の
(1)のア、待機児童の現状についてお答えいたしま
す。
　令和５年４月１日時点における本県の待機児童数は
411人となっており、前年度から28人減少し、８年
連続で減少しております。年齢別では、１歳児が最も
多く246人、次いで２歳児が90人、３歳児が45人、
ゼロ歳児が18人、４歳児以上が12人となっておりま
す。
　同じく(1)のイ、今後の待機児童対策についてお答
えいたします。
　待機児童の解消を図るためには、保育士の確保が重
要と考えております。県では、新規保育士を確保する

ため、市町村が行う保育士試験対策講座への支援等に
加え、令和４年度から地域限定保育士試験を実施して
おります。また、保育士の定着を図るため、現場の
ニーズを踏まえ、保育補助者の配置等、業務負担の軽
減や働きやすい環境を整備する事業の実施により、保
育士の仕事や職場の魅力を高め、人材の確保につなげ
る環境づくりに取り組んでいます。こうした取組を一
層推進することにより、早期の待機児童解消に努めて
まいります。
　同じく(1)のウ、今後の就学前児童数についてお答
えいたします。
　新子育て安心プランの実施方針に基づく市町村実施
計画において、令和５年４月１日時点の就学前児童数
は８万9181人となっており、令和６年度まで横ばい
で推移するものと見込んでおります。全国的に出生数
は減少傾向にありますが、国による少子化対策の加速
化により、今後どのように推移するのか注視する必要
があると考えております。
　同じく(1)のエ、保育士の処遇改善等についてお答
えいたします。
　保育士の処遇改善については、１人当たり３％程度
の加算や平均勤続年数に応じた加算、キャリアアップ
研修の受講による技能取得に対する加算が行われてお
ります。これら処遇改善加算が保育士の給与に確実に
充てられているか、市町村において施設ごとに確認を
しているところです。また、県では、令和４年度から
国家戦略特区制度に基づく地域限定保育士試験を実施
しており、92人が合格しております。地域限定保育
士制度の全国展開については、国において検討が行わ
れているところです。
　同じく(2)のア、ヤングケアラーの具体的な支援策
についてお答えいたします。
　県では、福祉・医療・介護・教育等の関係機関職員
向けの研修や困難を抱える家庭を訪問し、必要な支援
を届ける寄り添い支援を実施しているところです。ま
た、今年度から、ヤングケアラー・コーディネーター
の配置や、ヤングケアラー本人や保護者などから悩み
を相談できる窓口設置など、新たな取組を実施してい
ます。これらの支援策の取組内容や今後の方向性等に
ついて有識者等から意見を聴取することも予定してお
り、引き続き、ヤングケアラーを的確に把握し、必要
な支援につなげる取組を強化してまいります。
　同じく(2)のイ、ヤングケアラー・コーディネー
ターの活動実績についてお答えいたします。
　県では、令和５年４月にヤングケアラー・コーディ
ネーター１名を配置しており、これまで市町村や学
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校等の関係機関から計23件の相談に対応しておりま
す。このほか、ヤングケアラー関係研修の講師対応、
関係機関との連携体制構築に向けた各種調整、ヤング
ケアラーに対する正しい理解を促すための広報啓発等
に取り組んでいるところです。引き続き、ヤングケア
ラー・コーディネーターの活用に向けて、県ホーム
ページ等による情報発信や関係機関等への周知を図っ
てまいります。
　同じく(3)のイ、少子化対策の財源についてお答え
いたします。
　国が６月に決定したこども未来戦略方針では、３年
間の集中取組期間において実施すべき加速化プランを
明らかにしており、歳出改革等による財源確保や経済
社会の基盤強化を行うなど、2028年度までに安定財
源を確保することとしています。
　県としましては、国が全国一律で行う施策や地方独
自の施策を実施することに伴い生じる地方の財政負担
について、国において所要の財源を確保いただき、国
と連携して少子化対策に取り組んでまいりたいと考え
ております。
　同じく(5)のア、医療的ケア児への支援策について
お答えいたします。
　県は、医療的ケア児が地域で安心して生活できる
よう、去る７月28日に沖縄県医療的ケア児支援セン
ターを開所し、医療的ケア児やその家族からの相談へ
の対応のほか、関係機関との連携、多機関にまたがる
支援の総合調整等を行っております。また、国庫補助
事業を活用し、医療的ケア児の受入れを行う保育施設
への看護師配置等の支援を実施しております。引き続
き、市町村等と連携して、個々の医療的ケア児の状況
に応じた、切れ目のない支援体制の構築に取り組んで
まいります。
　同じく(5)のイ、病児保育事業における医療機関と
の連携についてお答えいたします。
　保育所など病院や診療所以外で病児保育事業を実施
する施設は、指導助言を行う医師を事前に選定し、緊
急時の対応についてあらかじめ文書で取り決めてお
り、これにより児童の病態の変化にも適切な対応が図
られる体制を整えております。また、市町村は地域の
医師会に対して、これら連携に対する協力を依頼し、
事業の円滑な実施に努めております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、子ども・子育て支援につい
ての中の(3)のウ、給食費の無償化についてお答えい

たします。
　県教育委員会においては、７月から８月にかけて、
保護者を対象に学校給食に関するアンケートを行うと
ともに、学校給食の実施状況や課題について市町村と
意見交換を行ったところであります。今後は、それを
踏まえ、沖縄県学校給食費無償化に関する制度設計委
員会において、予算規模、財源及び実施時期について
検討してまいりたいと考えております。
　同じく(3)のエ、通学バス無料化の進捗状況につい
てお答えいたします。
　県は、令和２年度から子供の貧困対策として高校生
のバス・モノレール通学費無料化を実施したところで
す。これまで、通学区域が全県域の中学校及び要件を
満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し、令和
４年度には約5000名を認定しております。令和５年
度は、高額通学費が原因で進学等を断念することがな
いよう、中間所得層までの生徒の通学費の一部補助を
開始しております。引き続き、生徒が安心して学業に
励むことができるよう、教育環境の整備に取り組んで
まいります。
　同じく(5)のア、学校における医療的ケア児への支
援策についてお答えいたします。
　医療的ケアを必要とする児童生徒は、令和５年５月
現在、特別支援学校10校に96名在籍しており、39名
の看護師を配置し、喀たん吸引や経管栄養等の医療的
ケアを行っております。あわせて、教員を対象に医療
的ケアに係る基礎的な研修も実施しているところで
す。
　県教育委員会としましては、引き続き安全・安心な
医療的ケアの体制整備に向けて、学校、保護者、主治
医等との連携の下、一人一人の教育的ニーズに応じた
支援に努めてまいります。
　続きまして５、産業振興・総合交通政策についての
中の(4)のイ、物価高における給食費の負担軽減につ
いてお答えいたします。
　昨今の原材料価格の高騰により、学校給食における
食材費の価格も高騰しております。
　県教育委員会としましては、物価高騰の中、保護者
に新たな負担を課すことなく、これまでどおりの栄養
バランスや量の学校給食が提供できるよう、昨年度に
引き続き、各県立学校の給食食材費高騰分に対して、
国庫事業を活用し補助を行っております。また、県内
市町村においては、６月時点で15市町村が臨時交付
金を活用する予定と聞いております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
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　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　５、産業振興・総合交通
政策についての(4)のイのうち、水道料金の減免につ
いてお答えします。
　水道料金については、水道法に基づき、受益者負担
の原則にのっとった独立採算制を基本に、各水道事業
者において金額が設定されております。県は、各水道
事業者に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援地方交付金の活用を促しており、今後とも健全な経
営が確保できる公正妥当な水道料金の設定を助言して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　６、文化観光ス
ポーツ行政についての(3)のア、入域観光客数等につ
いてお答えします。
　本年度４月から８月までの入域観光客数の累計は
348万5500人で、対前年度同期と比べ98万2600人、
39.3％の増となっており、これまで21か月連続で対
前年同月を上回っております。また、本年４月から６
月期の国内客の１人当たり観光消費額は速報値で９万
1101円であり、高い水準となっております。これに
入域観光客数を乗じた国内客の観光収入は1607億
円、対前年度同期と比べ368億円、29.7％の増となっ
ております。本年度は入域観光客数を843万人と推計
した上で、観光収入7908億円を目標としており、引
き続き回復基調が続くものと見込んでおります。
　同じく６の(3)のイ、人手確保等の取組についてお
答えします。
　沖縄観光は、コロナ禍における離職と需要の回復に
伴う人手不足や、物価高騰等による影響を受けている
と考えております。このため県では、観光事業者に対
し、今後の観光需要に対応する前向き投資等の受入れ
体制の再構築を支援しております。また、観光人材の
確保・定着を図るため、事業者の労働生産性向上に資
する取組を支援するとともに、職場訓練や就職説明会
の開催を通じた観光事業者と求職者とのマッチングの
促進、観光現場における様々な取組を伝える広報、就
職イベントの周知に取り組んでおります。
　同じく６の(3)のウ、台風時の危機管理についてお
答えします。
　台風６号では影響が長期化したため、多くの観光客
が帰宅困難となりました。このため、県では、沖縄観
光コンベンションビューローをはじめとした関係団体
と連携し、台風時観光客対策協議会を設置し、情報収

集の上、観光客に向けて台風・交通情報等を発信する
とともに、旭橋の観光案内所を暴風警報発令中でも稼
働する等の対応を行ったところです。今後は、観光客
が速やかに滞在先を確保できるよう、ウェブ上でホテ
ル等の空室情報を掲載するとともに、市町村や関係団
体と意見交換を行いながら、一時待機所の設置、備蓄
支援等について検討してまいります。
　同じく６の(3)のエ、沖縄県観光振興基金の活用に
ついてお答えします。
　本県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
を図る取組を長期的、安定的に実施するために沖縄県
観光振興基金を設置しております。令和４年度は、同
基金を活用し、観光客のマリンレジャー事故防止に係
る取組や、人材の確保に向けた観光現場における様々
な取組を伝える広報など、４事業を実施しました。こ
れによりマリンレジャーのハザードマップ及びポータ
ルサイトの構築や観光業界で働くことの魅力発信など
が図られました。令和５年度は、観光人材の確保、観
光２次交通の利用促進、文化観光コンテンツの創出、
サステーナブルツーリズムの推進など、計11事業を
実施しております。
　同じく６の(5)のア、大型ＭＩＣＥ施設のロード
マップについてお答えします。
　本県では、沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示
場の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例を
今年７月28日に公布し、８月25日には実施方針を10
月に公表する見通しであることを示しました。令和５
年度は、実施方針の策定・公表や特定事業の選定の手
続等を進め、令和６年度以降の入札公告、事業者の選
定、事業契約締結に向けて取り組んでまいります。契
約締結後、設計１年、施工2.5年を要する見込みであ
り、施設の完成後は開業準備期間を経て、供用開始と
なる予定です。
　同じく６の(5)のイ、ＰＦＩ事業におけるリスク整
理についてお答えします。
　大型ＭＩＣＥ施設の整備運営等に当たっては、国の
ガイドラインを参考に、リスクを最もよく管理するこ
とができる者が当該リスクを分担することで、より質
の高いサービスの提供を目指すとの考えの下、原則と
して事業者が負うものとしております。ただし、不可
抗力や法令の変更など、県が負うべき合理的な理由が
あるリスクについては、県が責任を負うものと考えて
おります。予想されるリスクと県及び事業者の責任分
担は、実施方針において示すこととしております。
　同じく６の(5)のウ、交通アクセス計画についてお
答えします。
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　那覇市内や空港等からの交通アクセスは、整備が進
められている南風原バイパス、与那原バイパス、小禄
道路等の利用を想定しております。また、大型ＭＩＣ
Ｅ施設の開業後は、公共交通機関の利用促進や、中南
部地域からのシャトルバスの運行による交通渋滞の緩
和に努めることとしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　６、文化観光スポーツ行政
についての(4)のア、国立自然史博物館の誘致に関す
る取組の進捗状況についてお答えします。
　国立自然史博物館の設立誘致に向けて、県では、企
画展として、県立博物館・美術館や美ら海水族館で常
設展示を行うとともに、八重瀬町役場で巡回展を行っ
たところであり、今後も、うるま市、久米島町など４
市町で巡回展を実施する予定としております。加え
て、８月に開催した山の日全国大会においても、式典
会場入り口にブースを設け、誘致ＰＲを行っておりま
す。また、シンポジウムについては、今月14日に名
護市民会館で開催するほか、東京での開催に向けて調
整を進めているところです。
　県としては、今後とも、機運醸成を図りながら県民
会議の設立を促進するとともに、国等への働きかけ等
を強化することとしております。　
　同じく６の(4)のイ、国立自然史博物館の誘致の主
体についてお答えいたします。
　県では、平成29年からシンポジウム開催などの機
運醸成や国への要請等を行っており、令和４年に策定
した新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、国
立沖縄自然史博物館については、今後あらゆる機会を
捉えて県内誘致に努めることとしたところです。国立
自然史博物館の誘致については、県が主体となり取り
組んでいるところですが、県だけではなく､市町村や
県民、経済界、学識経験者、議会等、県全体が一丸と
なった取組を推進することが重要と考えております。
　今後とも、県民会議の設立を促進するなどして、国
立自然史博物館の設立誘致の早期実現に向けて取り組
んでまいります。
　同じく６の(4)のウ、国への要請活動等についてお
答えいたします。
　県では、これまで国立自然史博物館の設立誘致につ
いて、沖縄担当大臣へ６回、衆議院、参議院の沖縄及
び北方問題に関する特別委員会へ５回、要請を行って
おります。今年度においては、４月の骨太の方針に係
る要請、５月の自民党沖縄振興調査会における要望、

７月の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会委
員長への要望を行うとともに、先日、新たに就任され
ました自見沖縄及び北方対策担当大臣へも要望したと
ころであります。
　国におきましては、国立自然史博物館の設立や所管
省庁も決まっていない状況にあることから、県として
は、今後とも、あらゆる機会を捉えて、国立自然史博
物館の県内誘致に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　６、文化観光スポーツ行政
についての御質問のうち(6)のア、県内の水難事故の
状況と交通事故死者数との比較についてお答えをいた
します。
　まず県内の水難事故の状況について、全国統計の
ある令和４年中では、発生件数及び罹災者数は106件
143人で、いずれも全国ワースト、死者数は40人で
全国２番目に多い数となっております。また、本年中
は暫定値として、８月末現在で、発生件数は73件で
前年同期比５件増加、罹災者数115人で、同じく22
人増加。死者数は35人で、同じく８人増加となって
おります。
　次に、県内における過去３年間の水難事故と交通事
故の死者数の比較についてですが、令和２年水難事故
死者数42人、交通事故死者数22人、令和３年がそれ
ぞれ45人、26人、令和４年が40人、34人、令和５年
８月末現在が35人、25人となっており、いずれも水
難事故死者数が交通事故死者数を上回る状況となって
おります。
　このような状況から県警察といたしましては、遊泳
者等への注意喚起や空港でのリーフレットの配布な
ど、広報啓発活動を推進するとともに、本年６月に
結成しました立入調査強化チームにより、マリンレ
ジャー事業者に対する安全指導及び立入調査の強化を
図っております。さらに本年７月末から約２か月間、
他県警察からの特別派遣を受け、この派遣部隊により
本島中北部、宮古島地区、八重山地区における海浜警
らを強化したほか、離島における事故発生時には、行
方不明者の捜索活動を行うなどの取組を実施いたしま
した。今後も、関係機関、団体と連携を密にし、水難
事故防止に向けた取組を推進してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　時間切れになると思って、再質
問は特に通告をしてないんですけれども、答弁の範囲
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でお答えできるような質問をさせていただきます。
　まず、県庁からＰＦＯＳの流出事案が出て、いろい
ろ慌てていろんな形で情報が錯綜し、また急遽、記者
会見もなさったということなんですけれども、時系列
を聞いたんですけれども、いつの段階で記者会見をし
て、県民の皆様にこの事実を発表する――当初です
ね。いつ、何月何日に発表する予定だったのか教えて
もらえますか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　まず、記者会見をするかどう
か決めた日は、９月15日、那覇市の職員と立会いを
したときに、これは県が自ら公表するので、情報の取
扱いについては注意してくださいということで先方に
申し上げました。それで具体的な日付は９月27日に
行ったわけですが、もう通告前までにはやろうという
ことは決めておりました。ただ、前日の26日に委員
会等があったものですから、それらの対応があったも
のですから、翌日の27日になったというところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　発表する予定ではあったけれど
も――９月25日に、与党連絡協議会ですか、そこで
この事故の件を与党の皆様に説明したという事実は本
当でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　県民の皆様にも公表していな
い事案ではございましたが、口頭で、こういう事案が
発生した、一両日中に記者会見を行う、それに合わせ
て議員の皆様に資料を用いて御説明をするということ
を申し上げました。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　せめて、私は、議長には一言報
告をすべきであったと。そうすれば個人的には、少し
は納得をするんですけど、議長も知らなかった。まし
てや与党の皆様は、25日に聞いていたと。本来なら
ば、その時点で早急に記者会見して、県民にお知らせ
をしなさいというのが僕は筋だと思うんですけれど
も、これは一般質問で我が会派が話を聞くと思います
ので、これ以上聞きませんけれども、知事は、この経
緯の中で早急に記者会見をして発表すべきだという指
示を出すべきだったと思いますが、どうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今般の件に関しましては、議会
への報告、そして県民の皆様への公表が遅れましたこ
とを深くおわびを申し上げたいと思います。
　私が９月15日にまず口頭で報告を受けまして、た

だ、いわゆるそのＰＦＯＳの含有の調査ですとか、ま
だ詳細について明らかになっていないということでし
たので、そのような調査を進めて、これは公表するよ
うにというように指示を出していたものであります。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　細かいのはまた一般質問でやる
と思いますけど、知事、久茂地川に流出して、当該市
町村、那覇市に、記者発表した後に、説明はしました
でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　那覇市に対しましては、水質
汚濁防止法上の届出の義務がございまして、９月14
日に私が報告を受けて、翌15日に那覇市の関係課と
総務部の担当課で協議を進めてきたところでございま
す。近いうちに私のほうから那覇市のほうに、また改
めて状況を報告しに行きたいと考えているところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　本来ならば、記者会見した翌日
にでも那覇市長に説明すべきだったと思うんですけれ
ども、これはいまだにやっていないということですの
で、しようがないと思います。ただ、久茂地川の河口
に壺川漁港があるんですけれども、漁港の皆様にも説
明すべきじゃないでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　水質の分析の結果は34ナノグ
ラムで基準値以下ではあったんですが、お騒がせした
という点で、少し落ち着きましたら、私のほうからお
わびにまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　大変、ＰＦＯＳに関しては、知
事も国連でいろんなお話をなさっているし、一番危機
感を持つべき県が、こういった形で関係者にまだ説明
もしていないということは、大変遺憾なことですけれ
ども、後は一般質問で我が会派の皆さんがやると思い
ますので、今日は終わります。
○赤嶺　昇 議長　照屋大河議員。
　　　〔照屋大河　議員登壇〕
○照屋　大河 議員　ハイサイ　皆さん、こんにち
は。　
　会派てぃーだ平和ネットの照屋大河です。
　通告に従い、会派代表質問を行います。
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　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古新基地建設について。
　辺野古新基地建設をめぐり、防衛省が申請した設計
変更を知事が不承認にした後、国がこの不承認処分を
取り消したのは違法などとして、県が国を訴えた２つ
の訴訟の上告審で、県の敗訴が確定いたしました。一
連の訴訟を通じて、司法は都道府県知事の裁量権を認
めず、県側の主張に対する判断を一切示すことなく、
また、県民投票で７割が辺野古埋立てに反対した民意
にすら触れられませんでした。国の強権的な手法の追
認機関に成り下がった最高裁判決は、地方分権に逆行
し、自治権と民主主義をゆがめる不当判決であると糾
弾せざるを得ません。最高裁の不当判決をもってして
も、軟弱地盤や莫大な建設費用と工期がかかる経済的
合理性など、県が不承認とした公有水面埋立法上の問
題は何一つ解決していません。辺野古新基地建設は、
今なお民意に背く無理筋な事業であることを強く指摘
すると同時に、辺野古新基地建設阻止のために県民の
先頭で頑張る知事を、これからも会派一同、支え続け
る決意と覚悟を申し上げて質問に入ります。
　ア、最高裁判決を受けての知事の所感と今後の対応
について伺います。
　イ、スイス・ジュネーブで開かれた国連人権理事会
での発言やサイドイベントでの講演の意義、国連特別
報告者との会談などで得た成果について伺います。
　ウ、沖縄防衛局は、辺野古埋立てに使う岩ズリの含
有率の変更を行いました。変更理由について、沖縄防
衛局から県にどのような説明があったのかについて伺
います。
　(2)、次年度沖縄関連予算概算要求について。
　内閣府は、2024年度沖縄関係予算概算要求につい
て、2920億円を計上いたしました。うち、一括交付
金は785億円を要求しています。いずれも今年度当初
比で微増しているものの、県の要望額とは程遠い状況
です。伺います。
　ア、概算要求額は、物価上昇率を考慮した場合、内
閣府の実質要求額として今年度当初比で増額と言える
ものか、県の認識について伺います。
　イ、年末の次年度予算編成に向けて、県が目指す総
額3000億円台、一括交付金1000億円台を勝ち取るた
めの知事の決意と県の具体的戦略について伺います。
　ウ、一括交付金の減額傾向に歯止めがかからない
中、ハード交付金の減額が県や市町村のインフラ整備
の重大な足かせとなっています。ハード交付金の増額
に比重を置いた国との折衝も、戦術の一つとして考え
られるのではないか。知事の見解を伺います。

　エ、概算要求では、金額を示さない事項要求に防衛
体制強化のための空港・港湾などの公共インフラ整備
費を盛り込んだ。政府が突き進む南西諸島防衛強化の
一環で、事実上の軍民共用のためのインフラ整備であ
ります。振興と防衛のリンク論を地でいくものであ
り、償いの心や沖縄の特殊事情に端を発する沖縄振興
特別措置法の趣旨から逸脱していると考えるが、知事
の認識を伺います。
　(3)、南西諸島防衛について。
　ア、防衛省が決定した2024年度概算要求では、宮
古島駐屯地と保良訓練場に約65億円、石垣駐屯地に
約131億円、与那国駐屯地に約１億円のほか、久米島
のレーダー更新、北大東島へのレーダー配備計画など
が計上された。また、防衛省は今年度中に勝連分屯地
にも南西諸島各地の地対艦ミサイル部隊を統括する連
隊本部を設置し、沖縄市池原の陸自訓練場にミサイル
備蓄用の弾薬庫を建設しようとしています。このよう
な軍事増強は、本土決戦を遅らせるための捨て石と
なった沖縄戦をほうふつとさせる。今また、沖縄の
島々を軍事要塞化することは絶対に許されないと考え
るが、知事の見解を伺います。
　イ、南西諸島防衛強化に関連して、民間港である石
垣港への米軍艦入港、陸上自衛隊と米海兵隊との共同
訓練レゾリュート・ドラゴン（ＲＤ）への陸自オスプ
レイ新石垣空港飛来について、県は自粛を求めている
が、日米両政府にことごとく無視されている格好だ。
知事の見解について伺います。
　ウ、敵基地攻撃能力保有に向け、地対艦ミサイル部
隊の配備が予定されている陸上自衛隊勝連分屯地にお
いて、県指定の保安林の一部が開発された状態となっ
ている問題で、県森林管理課は、市民団体ミサイル配
備から命を守るうるま市民の会の要請メンバーに対
し、弁護士から保安林の指定を解除するのが相当との
意見を受けていることを明らかにしましたが、県の対
応は固まっているのか伺います。
　２、米軍基地関連について。
　(1)、嘉手納基地から派生する諸問題について。
　ア、Ｆ15戦闘機退役に伴う新機種の暫定配備で、
昨年秋以降、嘉手納基地周辺の爆音被害が騒音回数、
騒音レベルともに悪化している。県は騒音被害の状況
をどのように捉え、認識しているか。
　イ、かねてより嘉手納町は、ＭＣ130の一時駐機な
ど、住民地域に近接するパパループ地区での米軍機使
用に反対してきたが、最近はこれまでになかった軍用
ヘリの運用が見られ常態化が懸念されるが、パパルー
プ地区におけるヘリの運用実態を県はどのように把握
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し、認識しているか。
　(2)、米軍ＰＣＢの処分問題について。
　ア、県内の米軍基地で使われていたＰＣＢ廃棄物を
防衛省が引き取り、国内で処分していたことが明らか
になった。県内米軍基地のＰＣＢ廃棄物を防衛省が引
き取るようになった時期と、未処理のまま県内で保管
されている理由について伺う。
　イ、当該ＰＣＢ廃棄物は、いつまでに県外へ搬出さ
れる予定か、沖縄防衛局から県に届けられた保有量や
保管状況と併せて伺う。
　ウ、防衛省に引き取られることなく、未処理のま
ま、いまだ県内米軍基地に保管されているＰＣＢはど
れほどあるのか、県として把握しているか伺います。
　(3)、環境保全共同声明について。
　ア、日米両政府が、ユネスコ世界自然遺産に登録さ
れた本島北部の自然環境保全に向け、協力して取り組
むとした共同声明を発表した。県として共同声明をど
う評価しているか、見解を伺う。
　イ、北部訓練場返還跡地で、2016年の返還以降に
回収された廃棄物が、空砲類約５万2000発、大型鉄
板263枚（１万4000キログラム）に上ることが沖縄
防衛局のまとめで分かった。深刻な環境汚染が懸念さ
れる。基地内立入りの実現など、共同声明の実効性が
問われるところだが、県として、国に対しどうアプ
ローチしていくつもりか伺います。
　３、第１次産業について。
　(1)、肉用子牛の取引価格急落について。
　ア、取引価格の下落に歯止めがかからない主因はど
こにあると考えるか、県の見解を伺います。
　イ、価格下落を受け、国と県の補助事業が発動し、
農水省は、12月までの臨時措置としてさらなる支援
策の拡充を打ち出したが、価格の下落幅の大きさに支
援策が追いついていないのではないか。とりわけ、県
内離島の畜産農家は、離島の離島の輸送コストが飼料
高騰や燃料高騰の影響と相まって、飼料代や子牛の輸
送費として重くのしかかる。県としても、さらなる支
援策の拡充を検討するべきではないか、対応を伺う。
　ウ、コロナ禍や物価高もあり、肥育農家が育てた枝
肉が売れない状況にある。国内需要が頭打ちとされる
中、中国をはじめアジアの市場を開拓する販路拡大に
県としても率先して取り組むべきではないか。
　(2)、畜産業における獣医師不足について。
　県内離島における産業医不足の現状を認識している
か。安定的な産業医供給の方策と併せて伺う。
　(3)、福島第一原発の処理水海洋放出に伴う風評被
害について。

　ア、県近海漁獲物の売行きに影響が生じるなど、県
内でも同様の風評被害は出ているか伺う。
　イ、風評被害対策として、国は総額1007億円の水
産業者支援策を取りまとめた。全国が対象だが、県と
しても国に積極的な支援を求めていくべきではないか
伺う。
　ウ、中国観光客のキャンセル状況、迷惑電話の件
数、不買運動の具体的な事例と影響等について伺いま
す。
　４、台風６号について。
　(1)、人的被害、家屋やインフラ等の物的被害、断
水や停電などの被害状況と農林水産業や観光業などの
被害状況、支援や対応について伺います。
　(2)、空港閉鎖時の観光客の受皿も課題として浮か
び上がった。改善策について伺う。
　(3)、うるま市川田における高齢者施設裏の崖崩
れ、宮城島桃原の県道10号線付近の土砂崩れについ
て、県の対応は可能かについて伺います。
　５、マウイ島火災について。
　米ハワイ・マウイ島の山火事で、観光地ラハイナが
壊滅的な打撃を受けた。ハワイには多くの県系人が暮
らしています。大変心を痛めています。心からのお見
舞いを申し上げ、一日も早い復旧・復興を願うもので
あります。
　復旧・復興に関する県の取組について伺います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　照屋大河議員の御質問にお答え
いたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
ア、最高裁判決の受け止めと今後の対応についてお答
えいたします。
　最高裁判所は、去る９月４日、沖縄県が主張した公
有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断
せず、訴えを退ける判決を言い渡しております。最高
裁判所には、憲法が託した法の番人としての矜持と責
任の下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決
を最後まで期待していただけに、極めて残念でありま
す。現在、判決内容の精査や、行政法学者等から寄せ
られた様々な意見について分析を進めているところで
あります。
　私は、辺野古新基地建設問題については、これまで
も国に対して対話による解決の必要性と重要性を重ね
て申し上げてきたところであります。引き続き、政府
に対しては県との対話に応じるよう粘り強く求めてま
いります。また、国際社会に対して、人権、自主自立
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の観点、環境への懸念、住民の暮らしや文化の継承な
どに影響を及ぼしている沖縄の過重な米軍基地負担の
軽減や辺野古新基地建設問題のほか、基地から派生す
る諸問題の解決の必要性を訴えるとともに、国連関係
者の沖縄への招聘など、沖縄県の取組を後押しする国
際世論の形成に取り組んでまいりたいと思います。
　次に(1)のイ、国連訪問の意義と成果についてお答
えいたします。
　今回の国連訪問において、国連人権理事会本会議に
出席し、沖縄に米軍基地が集中している状況や県民の
平和を希求する思いなどをスピーチしたほか、米軍基
地による人権・自治・環境問題をテーマにした講演会
を開催し、沖縄の過重な基地負担や辺野古新基地建設
問題などについて、私が直接、国際社会に訴えること
ができたのは、大きな意義があったと思っておりま
す。また、国連関係者との面談では、私から、米軍基
地から派生する様々な問題が人権、環境、自治、暮ら
し、文化などを侵害していることを説明し、面談した
ほとんどの方々から私の考えに賛同していただき、さ
らに、国連への調査依頼の方法などについても御意見
を伺うことができました。今回の国連訪問で、各国の
代表や世界のＮＧＯ等、多くの方々へ沖縄が置かれて
いる状況を伝えることができたことや、国連関係者と
の面談を通して人権、民主主義、課題解決のための対
話の重要性を改めて確認することができたことは、や
はり大変有意義なものであったと考えております。
　次に、マウイ島火災についての御質問の中の、マウ
イ島支援に関する県の取組についてお答えいたしま
す。
　今年８月８日に発生したハワイ・マウイ島の火災で
は、これまでに97人が死亡し、被害総額が8000億円
を超えるなど、甚大な被害をもたらしております。亡
くなられた方々にお悔やみを申し上げ、被災された
方々に心からお見舞いを申し上げます。
　沖縄県では、マウイ島の一日も早い復旧・復興を願
い、私からハワイ州知事等へ見舞文を送付し、沖縄ハ
ワイ協会との共同記者会見や、県ホームページ等の広
報媒体を活用して寄附を呼びかけております。また、
沖縄県ハワイ州マウイ島支援募金活動事務局を設置い
たしまして、口座を開設し幅広く募金を募っており、
今後、公費で見舞金を贈ることとしております。引
き続き、沖縄ハワイ協会等関係機関と連携し、早期
の復旧・復興に向け、支援してまいりたいと思いま
す。･
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。

○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のウ、仮置き土砂の細粒分含有率の変更に
ついてお答えいたします。
　令和５年８月に沖縄防衛局が事業者と契約した土砂
を仮置きする工事の仕様書において、仮置きする岩ズ
リの細粒分含有率が40％以下と示されていることは
承知しております。県は、当該工事の内容は、平成
25年に承認された工事の内容とは認められないこと
から、令和５年８月29日に工事に着手しないよう求
める文書を送付したところです。しかし、その後、沖
縄防衛局からは特に説明等はありません。
　次に４、台風６号についての(3)のうち、うるま市
川田の崖崩れについてお答えいたします。
　令和５年８月６日に発生した台風６号による崖崩れ
については、９月14日付で、うるま市から県に斜面
の安全対策に関する要請書が提出されております。
　県においては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に
関する法律に基づく詳細な現場調査を実施する予定で
あり、事業化に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)のア、物価上昇を考慮した概算要求額について
お答えいたします。
　内閣府によると、令和６年度の沖縄振興予算の概算
要求に当たり、物価高騰等を勘案したのは、沖縄振興
一括交付金及び健康医療拠点整備事業とのことであり
ます。沖縄振興一括交付金については、前年度より
26億円、3.5％の増額要求にとどまっており、近年の
平均で２割を超える主な建築資材の上昇率と比べる
と、物価高騰の影響を十分に考慮した要求額になって
いるとは言い難いと考えております。
　同じく１の(2)のイ、沖縄振興予算の確保について
お答えいたします。
　内閣府は、令和６年度沖縄振興予算の概算要求額
2920億円に加え、防災・減災、国土強靱化に必要な
経費等として金額を示さない事項要求を行っておりま
す。
　県としましては、今後、概算要求額の満額確保、一
括交付金の概算要求額以上の増額確保の要請を考えて
おり、沖縄担当大臣や関係要路に対して、沖縄振興の
現状等を丁寧に説明し、沖縄県及び市町村の要望が実
現するよう、知事を先頭にしっかりと取り組んでまい
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ります。
　同じく１の(2)のウ、ハード交付金増額に比重を置
いた要請についてお答えいたします。
　沖縄振興公共投資交付金の減額が続いてきたことか
ら、県事業や市町村事業の進捗に遅れが生じ、地域の
発展等に影響が出ているものと認識しております。そ
のため、本年７月に、ハード交付金を含む沖縄振興一
括交付金に絞った形で、市長会会長、町村会会長との
連名により、内閣府沖縄担当大臣宛てに増額要請を
行ったところですが、内閣府の令和６年度概算要求額
は、本県が求める水準には達しておりません。
　県としましては、今後、ハード交付金を含む一括交
付金の概算要求額以上の増額確保の要請を考えてお
り、沖縄県及び市町村の要望が実現するよう、知事を
先頭にしっかりと取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)のエ、振興と防衛のリンク論への認識について
お答えいたします。
　沖縄振興特別措置法の目的については、第１条にお
いて、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措
置を講ずることにより、沖縄の自立的発展や豊かな住
民生活の実現に寄与することを目的とすると規定され
ております。このことから、沖縄振興予算について
は、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に資す
る予算が措置されるものと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての(3)ア、県内における自衛隊配備についてお答え
いたします。
　防衛省の令和６年度概算要求においては、本島、宮
古、石垣等の駐屯地における施設整備等、防衛力の技
術的強化のための予算が計上されていることは承知し
ております。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念
しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは、決
してあってはならないと考えております。このため、
県は、去る６月９日、防衛大臣に対し、今後の自衛隊
配備の予定及び検討状況等について、地元の十分な理
解が得られるよう、事前に丁寧に説明を行うこと等を

要請しております。
　同じく１の(3)イ、米軍艦船の石垣港入港等につい
てお答えいたします。
　船舶の円滑な定期運航及び安全性を確保するため、
米軍による民間港湾の使用は、緊急時以外は自粛すべ
きというのが県の一貫した方針であります。このた
め、米軍艦船の石垣港使用については、８月23日の
渉外知事会の要請活動において、知事から外務省に対
し自粛を求めました。それにもかかわらず、同艦船が
石垣港に入港したことは、大変遺憾であります。ま
た、陸上自衛隊のオスプレイの新石垣空港の使用計画
について、県としては、昨年からオスプレイの墜落事
故が相次ぐ中、県民に不安を生じさせるものである
と考えていることから、９月13日、沖縄防衛局に対
し、使用を自粛するよう要請しました。木原防衛大臣
は、９月15日の記者会見で計画の変更はないと発言
しておりますが、今後とも使用自粛を粘り強く求めて
まいります。
　次に２、米軍基地関連についての中の(1)のイ、パ
パループにおけるヘリコプターの運用についてお答え
いたします。
　嘉手納町からの情報提供によると、パパループにお
いては、ＭＨ60、ＵＨ１、ＡＨ１等のヘリコプター
が運用されているとのことです。特に、今年５月には
ＭＨ60が深夜早朝の時間帯に70デシベルを超える騒
音を発生させたとのことであり、負担軽減と逆行する
状況にあると言わざるを得ないと認識しております。
　県は、去る９月14日、沖縄防衛局、米軍等に対
し、パパループにおける航空機の使用を行わないこと
を含め、航空機騒音の軽減について要請したところで
す。
　次に４、台風６号についての中の(1)の中の台風第
６号による被害状況についてお答えいたします。
　台風第６号については、建物一部倒壊による死者１
名のほか、重傷者３名及び軽傷者80名の人的被害が
報告されております。お亡くなりになられた方に対し
お悔やみを申し上げます。
　また、住家で全壊３件、半壊23件及び一部破損
167件、非住家においても店舗の全壊や公共施設の一
部損壊などの建物被害が報告されております。インフ
ラ関係では、県管理道路８件をはじめ、多数の道路損
壊やのり面崩壊等が報告されているほか、河川では３
つの河川で溢水、６つの河川で護岸等の一部破損等が
報告されています。断水は８月１日から８日までの間
に、県内13市町村、３万3419世帯、停電被害は８月
２日の10時頃に最多となり、約21万5800戸の停電が
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発生しました。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)のウ、保安林の対処方針についてお答えい
たします。
　陸上自衛隊勝連分屯地内の保安林については、過去
の空中写真や現地調査結果等から、戦後の米軍統治下
において、米軍により改変されたものと認識しており
ます。
　県では、現在、法律相談等の結果や日米地位協定等
の確認事項も踏まえ、当該保安林の対処方針について
検討を続けているところであります。
　次に３、第１次産業についての中の(1)のア、子牛
取引価格下落に関する県の見解についてお答えいたし
ます。
　肉用牛は、繁殖農家が生産した子牛を肥育農家が購
買し、約20か月間の肥育期間を経て、牛肉として流
通しております。昨今の牛肉流通の状況としまして
は、物価上昇の影響により、国民の消費活動が減退し
ているため、国内における牛肉消費量が減少し、牛肉
取引価格の低下が続いております。
　県としましては、このような牛肉流通状況の変化や
飼料価格高騰により、肥育農家の経営が悪化し、子牛
の買い控えや導入意欲の低下を招いたことが、取引価
格の下落に至った要因と考えております。
　同じく３の(1)のイ、子牛取引価格下落に関する県
の支援についてお答えいたします。
　国では、肉用子牛の価格安定対策として、肉用子牛
生産者補給金制度に加え、臨時措置として、和子牛生
産者臨時経営支援事業を実施しております。さらに、
本県では全国に比べ雌子牛の価格下落幅が大きいこと
から、県独自の支援策として、県内の雌子牛平均価格
が基準価格を下回った場合、その差額の９割を補塡す
る沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業を実施してお
ります。また、県では離島地域から出荷される子牛の
輸送コスト低減を図るため、輸送費補助を実施してお
ります。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しながら
肉用牛農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく３の(1)のウ、県産牛肉の輸出拡大について
お答えいたします。
　県では、県産畜産物の輸出拡大を図るため、生産者
を輸出につなげる取組や、販促活動を行う事業者を支
援する県産農林水産物輸出体制構築事業を実施してお

ります。また、令和４年には八重山食肉センターが、
タイ、マカオ向けの輸出牛肉取扱施設認定を受け、今
年３月にタイ向けに初出荷したところであります。今
年度は、輸出事業計画の策定や商流の確保に向けた取
組等を支援するＧＦＰグローバル産地づくり推進事業
を実施しております。
　県としましては、引き続き県産畜産物の輸出拡大に
努めてまいります。
　同じく３の(2)、県内離島における産業動物獣医師
不足の現状と対策についてお答えいたします。
　産業動物獣医師の不足については、本県を含め、全
国的な課題となっており、特に離島地域において不足
していると認識しております。そのため、県では産業
動物獣医師の確保に向け、①、獣医大学生を対象とし
た修学資金の給付、②、獣医大学訪問による説明会の
開催、③、インターンシップの受入れなどを実施して
おります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、産業
動物獣医師の確保・育成に努めてまいります。
　同じく３の(3)のア、３の(3)のウ、福島第一原子力
発電所処理水海洋放出に伴う県内水産物への風評被害
等についてお答えいたします。３の(3)のアと３の(3)
のウは関連しますので、一括してお答えします。
　内閣府沖縄総合事務局公表資料によると、近年、本
県から輸出されている水産物の主な品目は、モズク類
や魚介類となっております。県内の輸出事業者等への
処理水放出後の聞き取り調査によると、中国向けで
は、既に輸出していた塩蔵モズクの在庫の一部が、現
地で販売できない状況と聞いております。迷惑電話や
不買運動に関しては、現時点では報告を受けておりま
せんが、香港向け魚介類の輸出において、一部、商談
中止や延期となるような影響が生じているとのことで
あります。
　同じく３の(3)のイ、福島第一原子力発電所処理水
海洋放出に関する国への支援要求についてお答えいた
します。
　福島第一原子力発電所処理水海洋放出に伴う県内水
産物への風評被害に関して、現在、県では、輸出事業
者等への聞き取り調査により、その影響把握に努めて
いるところであります。
　県としましては、具体的な影響を整理し、輸出事業
者等の要望を踏まえた上で、国の支援策の適用など、
県内水産業界への風評被害の影響が最小限にとどまる
よう、適切に対応してまいります。
　４、台風６号についての中の(1)、農林水産業の被
害状況と支援についてお答えいたします。
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　台風６号による農林水産業関係の被害額は、約20
億4800万円となっており、基幹作物であるサトウキ
ビ等の農作物や水産業施設等で被害が生じておりま
す。このため、農家に対する支援として、営農相談窓
口の設置、農業共済、収入保険等による補償、さとう
きび増産基金を活用した生産回復支援等を行っている
ほか、被災した農林漁業施設の復旧については、災害
復旧事業等により対応しているところであります。ま
た、クルマエビや海ブドウ養殖等については、本議会
で支援に必要な所要額を補正予算で措置したところで
あります。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携を図り
ながら、各種支援に取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、宮城島桃原の土砂崩れについてお
答えいたします。
　令和５年台風６号の豪雨により、うるま市与那城桃
原の斜面が崩壊し土砂が農道へ流出したことから、通
行不能となっております。農道管理者のうるま市にお
いて、災害復旧事業により復旧する予定であり、査定
前着工制度を活用し、応急対策として土砂を撤去し道
路開放に向け取り組んでいるところであります。
　県としましては、災害査定に向けてうるま市と調整
を行い、早期の道路開放に向けて連携して進めてまい
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、米軍基地関連について
の(1)のア、嘉手納基地周辺の騒音被害の状況につい
てお答えいたします。
　嘉手納飛行場にＦ22戦闘機等の外来機が暫定配備
された後の令和４年11月から令和５年８月までの10
か月間について、前年同期間における騒音測定結果と
比較したところ、１日当たりの騒音発生回数は、屋良
Ａ局で64.0回から70.6回と6.6回増加しております。
また、最大騒音ピークレベルについては、砂辺局で
113.1デシベルから117.9デシベルと4.8デシベル高く
なっております。これらのことから、外来機の暫定配
備による騒音が嘉手納飛行場周辺の生活環境に大きな
影響を与えているものと考えております。
　同じく２の(2)のア、米軍基地のＰＣＢ廃棄物に係
る防衛省の処理についてお答えいたします。
　沖縄防衛局が米軍基地内で実施する解体工事等によ
りＰＣＢ廃棄物が確認された場合には、同局が我が国
のＰＣＢ特措法に基づき届出を行うことになります。
米軍の実施した解体工事等からのＰＣＢ廃棄物を沖縄

防衛局が引き取っているかどうかについては承知して
おりませんが、同局が県に提出したＰＣＢ廃棄物等の
保管及び処分状況等届出書によると、解体工事により
発見されたためとの保管理由が記載されております。
なお、同法に基づき沖縄防衛局から届出がなされてい
るのは平成27年度以降となっております。
　同じく２の(2)のイ、沖縄防衛局が保管しているＰ
ＣＢ廃棄物の保管状況等についてお答えいたします。
　令和５年度に沖縄防衛局から県に提出された届出書
によると、ＰＣＢ廃棄物の保管状況は、米軍基地５施
設においてＰＣＢ含有機器3977個及びＰＣＢを含む
油442キログラムとなっております。このうち蛍光灯
安定器3960個については、10月２日にＪＥＳＣＯ北
九州事業所へ搬入されたと聞いております。低濃度Ｐ
ＣＢ含有機器等15個については、ドラム缶に入れて
保管しており、今年度末までに処分する予定と記載さ
れております。なお、ＰＣＢ含有機器２個及びＰＣＢ
を含む油442キログラムについては、令和４年度内に
処分が完了したと記載されております。
　同じく２の(2)のウ、米軍におけるＰＣＢ廃棄物の
保管状況についてお答えいたします。
　米軍基地内のＰＣＢ廃棄物について、米軍自ら処分
を行う場合は、日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）に基づ
き処理を行うこととされております。ただし、ＪＥＧ
Ｓでは県への届出について規定されていないため、米
軍が保管するＰＣＢ廃棄物の情報を把握することは困
難となっております。そのため、県は、これまで軍転
協や渉外知事会等を通して、米軍が適切かつ計画的に
ＰＣＢ廃棄物を処分すること等を国に求めてきてお
り、引き続き国に対して求めてまいります。
　同じく２の(3)のア、自然環境保全に関する共同声
明についてお答えいたします。
　今年７月26日に環境省より世界自然遺産に隣接す
る北部訓練場を含む沖縄島北部一帯における自然環境
の保全について、在日米軍との協力に関する共同声明
が発表されたところです。当該共同声明は、日米両政
府の協力体制の下、ヤンバルクイナ等の希少種の生息
状況調査やマングース等の外来種防除など生物多様性
に係る必要な措置が講じられる内容となっておりま
す。
　県としては、当該共同声明により、米国の協力も得
ながら、沖縄島北部一帯の自然環境の保全がより進め
られるものと期待しております。
　同じく２の(3)のイ、共同声明を踏まえた国へのア
プローチについてお答えいたします。
　在日米軍との協力に関する共同声明では、北部訓練
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場における自然及び文化資源管理計画の維持において
両政府で協力する旨も定められていることから、北部
訓練場において米軍が廃棄物への対応を強化すること
が期待されるところです。一方、県は、令和３年度に
北部訓練場返還跡地における廃棄物の適正処理につい
て沖縄防衛局に要請をしたところですが、北部訓練場
内における米軍の演習・訓練等について、世界遺産区
域に影響を及ぼさないようにすることも求めたところ
です。
　県としては、北部訓練場を含む沖縄島北部一帯の自
然環境の保全について適切に対応するよう、必要に応
じ、国に求めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　３、第１次産業
についての(3)のウのうち、中国人観光客のキャンセ
ル状況についてお答えします。
　本県の北京事務所及び上海事務所等からの情報によ
ると、福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出が始
まって以降、中国本土と那覇間の路線における航空便
や旅行会社の予約数が鈍化していると聞いておりま
す。
　県としては、運航への再開支援や中国本土の航空会
社及び旅行会社とのタイアッププロモーションに加
え、沖縄の魅力ある観光コンテンツを視察してもらう
ことにより、中国市場での旅行商品の造成を促進し、
搭乗率の増加につなげてまいります。
　次に４、台風６号についての(1)及び(2)、観光業へ
の影響等と空港閉鎖時の観光客の受皿についてお答え
します。４の(1)と４の(2)は関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えします。
　台風６号は、沖縄地方で長期間滞留したため、航空
便の欠航やそれに伴う空港の閉鎖、停電、断水、建物
の破損等により、観光業に大きな影響を与えるととも
に、多くの観光客が帰宅困難となりました。このた
め、県では、沖縄観光コンベンションビューローをは
じめとした関係団体と連携し、台風時観光客対策協議
会を設置し、情報収集の上、観光客に向けて台風・交
通情報等を発信するとともに、旭橋の観光案内所を暴
風警報発令中でも稼働する等の対応を行ったところで
す。引き続き、観光事業者に受入れ体制再構築を支援
する事業の活用を促してまいります。また、観光客が
速やかに滞在先を確保できるよう、ウェブ上でホテル
等の空室情報を掲載するほか、市町村や関係団体と意
見交換を行いながら、一時待機所の設置、備蓄支援等

について検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　照屋大河議員。
○照屋　大河 議員　知事、答弁ありがとうございま
した。そして、皆さん答弁ありがとうございました。
　知事、９月４日に最高裁の判決が示されて、明日で
ちょうど１か月。そして、指示の期限の日でもありま
す。毎日、毎日、知事を心配し期待をしてきた。こん
なにも長い時間、知事のことばかりを考えていたこと
はないというふうに思っています。昨日、与党全体
で、承認をしないでほしい、しない決断をという要請
をさせていただきました。そして、支えていくんだ
と、一緒に闘うという決意を表明させていただきまし
た。国連に行き、そして何度も沖縄の課題を訴え続け
ていますが、ぜひ今回の判断については、沖縄県民の
誇りと尊厳を守る知事の決断を期待を申し上げて、質
問を終わりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　玉城健一郎議員。
　　　〔玉城健一郎　議員登壇〕
○玉城　健一郎 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後３時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　皆さん、こんにちは。
　てぃーだ平和ネットの玉城健一郎です。
　本日は会派の代表質問をさせていただきます。
　その前に本日、辺野古新基地建設に反対し、沖縄の
自治の底力を発揮する自治体議員有志の会の皆さん
が、議場に見に来ております。この知事の辺野古新基
地建設に対する反対の意思を示す、この知事の姿勢を
しっかり後押ししながら、我々与党議員と一緒になっ
て、県民の民意をしっかり体現していくメンバーです
ので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。
　それでは、１、ＦＩＢＡバスケットボールワールド
カップについて質問させていただきます。
　ＦＩＢＡのホームページで、沖縄について誤った記
述がございました。このことを指摘すると、すぐに修
正をしていただきました。担当課の職員並びに日本バ
スケットボール協会の皆様には感謝を申し上げます。
　８月25日から９月５日まで沖縄県内で行われたＦ
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ＩＢＡワールドカップは、大成功に終わりました。欧
州勢に初めて勝ったフィンランド戦を皮切りにアジ
ア最高位となり、48年ぶりに日本の自力でのオリン
ピック出場を決めた。沖縄の奇跡、沖縄の歓喜と言わ
れた今大会、メイン会場だけでなく那覇市、宜野湾
市、北谷町、沖縄市ではパブリックビューイングも行
われ、会場には１万人の子供たちが招待され、日本代
表はもとより世界から集まった選手たちを応援いたし
ました。
　そこで伺います。
　(1)、バスケワールドカップを終えての知事の所見
を伺います。
　(2)、今後の国際大会誘致について伺います。
　２、知事の政治姿勢について。
　(1)、宜野湾市の騒音苦情件数が８月時点で対前年
度比132%に増えている。そのような市民の声から宜
野湾市議会も普天間飛行場の外来機飛来と夜間飛行に
対する抗議決議・意見書を全会一致で決議した。外来
機飛来や、もともと認められていない夜間飛行は即刻
やめるべきだと考えるが、知事の見解を伺う。
　(2)、オスプレイの緊急着陸が相次いで起こってい
るが、緊急着陸をしなければならないような機体を県
民の上空を飛ばすべきではないと考えます。県知事の
見解をお伺いします。
　(3)、地域外交室のこれまでの取組と今後の方向性
を伺います。
　３、子育て政策について。
　(1)、待機児童が全国でもトップクラスの本県にお
いて、保育士不足がその原因と言われております。県
として保育士養成など確保策を実施していますが、県
内の市町村間において保育士の労働環境に差があり、
保育士の取り合いをしているというお話を伺います。
県としてどのように考え、対応していくのかお伺いい
たします。
　(2)、給食費無償化について進捗状況をお伺いいた
します。
　４、物価高騰対策について。
　食料品をはじめとする生活必需品の上昇が続いてお
り、国民の生活を圧迫しております。県と国による電
気料金及びＬＰガス料金に対する支援の延長について
お伺いいたします。
　５、雇用について。
　10月８日から沖縄県の最低賃金が896円となりま
す。経営者と労働者の努力により、最低賃金は上がっ
てきておりますが、物価高分を賃金上昇が上回ること
ができず、現実的な生活は厳しい状況にございます。

消費者マインドを上げ、域内循環をよくしていくため
にも、さらなる賃金の上昇が必要だと考えます。そん
な中、国、県、経済団体、金融機関、労働者団体が発
出した、適切な価格転嫁及び賃金の引上げの推進によ
り地域経済の活性化に取り組む共同宣言は非常に意義
深いものであり、宣言を生かしていく必要があると考
えております。
　そこでお伺いします。
　(1)、適切な価格転嫁及び賃金の引上げの推進によ
り地域経済の活性化に取り組む共同宣言について、そ
の周知方法をお伺いします。
　(2)、沖縄県所得向上応援企業認証制度の効果とそ
の周知についてお伺いいたします。
　６、経済について。
　県の海外事務所では、県産品の販路拡大に取り組ん
でおります。
　そこでお伺いいたします。
　(1)、県産品の国外輸出についてお伺いします。
　(2)、泡盛の国外輸出について、現状と課題をお伺
いします。
　(3)、観光の復活について、現状と課題をお伺いい
たします。
　７、海外との交流について。
　(1)、次世代キャラバン、南米訪問の成果をお伺い
いたします。
　(2)、南米では沖縄県南米連絡事務所に関する要望
があったが、県の見解をお伺いいたします。
　(3)、韓国、中国への知事、副知事訪問について、
成果をお伺いいたします。
　(4)、日中韓の首脳会談が12月に韓国で行われま
す。現在の日中韓の関係を鑑みると、平和の発信や経
済交流を進める沖縄県での開催は、大変大きな意義が
あると考えます。日本で開催する際の開催地として、
立候補してはどうか。県の見解をお伺いします。
　(5)、台湾基隆のウミンチュの像への支援について
県の見解をお伺いいたします。
　８、教育について。
　(1)、教員の多忙化解消に向け、働き方改革推進課
が設置されたが、その取組状況をお伺いいたします。
　９、大麻の乱用について。
　(1)、県内での大麻取締法違反の推移とその傾向と
県警の取組をお伺いします。
　(2)、教育委員会での取組、事件があってからの対
応と児童へのケアについてお伺いいたします。
　10、育児休業について。
　男性の育児休業について、育児休業の仕組みが拡
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充、緩和されることで取得しやすい環境づくりが進ん
でいます。一部大企業では、公表が義務づけられるこ
ともあり、大企業や公務員では取得が増えることが予
想されますが、一方で、体力的に厳しい中小企業で厳
しい状況がございます。沖縄県中小企業家同友会の会
員企業へのアンケートによると、男性の育児休業を取
得したことがないが約75％、そのうち制度を整備し
ていないが約60％、整備をしたいがやり方が分から
ないが20％だった。このような結果から、整備した
いがやり方が分からない会社への支援やサポートが重
要だと考えます。
　そこでお伺いいたします。　
　(1)、育児休業制度整備を進める会社への支援やサ
ポートについて、県の取組状況をお伺いいたします。
　(2)、人員不足や中小企業への支援など根本的な対
策を国に求めていく必要があると考えるが、県の見解
をお伺いいたします。
　11、公園の整備について。
　(1)、障害がある子もない子も利用できるインク
ルーシブ遊具の導入を求めるが、県の見解をお伺いい
たします。
　12、鉄軌道導入について。
　(1)、鉄軌道の検討状況と現状の課題をお伺いいた
します。
　13、ＰＦＡＳについて。
　(1)、ＰＦＡＳの流出について、事故発生から３か
月以上たっての発表は非常に遅いと思います。どのよ
うな経緯だったのか、再発防止策や情報公開、内部統
制の在り方についてお伺いいたします。
　よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　玉城健一郎議員の御質問にお答
えいたします。
　ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップについて
の御質問の中の、大会後の所見についてお答えいたし
ます。
　ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ2023沖
縄グループステージは、10日間、全20試合、延べ12
万5000人以上が会場で観戦していただきました。本
大会では、日本代表チームがアジア１位となり、パリ
オリンピックの出場権を獲得するなど、その活躍は、
大変喜ばしいことでありました。また、会場内外で、
日本代表だけでなく各国の選手に対しても大きな声援
を送っていただき、大会を盛り上げてくださった皆様
や運営をサポートしていただいたボランティアの皆様

に対し、心から感謝を申し上げます。日本代表選手か
らも、沖縄ブースターの後押しが非常に心強かったと
のコメントをいただいています。県と沖縄市をはじめ
とする関係市町で構成する開催地支援協議会では、会
場周辺の渋滞対策、シャトルバスの運行、ファンゾー
ン等の設置、子供たちとトップアスリートとの交流や
離島を含めた子供たちの招待など、様々な取組を実施
し、機運の醸成、子供たちが世界に目を向けるきっか
けの創出などにより、大会の成功に寄与したものと考
えております。ＦＩＢＡ（国際バスケットボール連
盟）の幹部からも、沖縄グループステージの雰囲気、
ホスピタリティー、運営体制はトップレベルであった
との評価をいただいております。
　次に、知事の政治姿勢についての御質問の中の２の
(3)、地域外交室の取組と方向性についてお答えいた
します。
　沖縄県では、海外関連事業を部局横断的に展開して
いくため、本年度は沖縄県地域外交基本方針（仮称）
の策定や、庁内の推進体制の構築などに取り組んでお
ります。また、地域外交室では、三役等の海外出張に
際しては、関係部局が連携して効果的に取り組めるよ
う、総合調整を担っております。今後は、新たに設置
した沖縄県の地域外交に関する万国津梁会議での議論
や県民の皆様からの御意見も参考にさせていただきな
がら基本方針を取りまとめ、本年度中に沖縄県の地域
外交の方向性や目標等を示すこととしております。ま
た、令和６年度には、地域外交室を課に格上げし、推
進体制をさらに強化することにしております。
　次に、物価高騰対策についての御質問の中の４の
(1)、電気料金及びＬＰガス料金の支援延長について
お答えいたします。
　沖縄県では、今年６月の沖縄電力の電気料金値上げ
以降、県民及び県内事業者の負担軽減のため、県独自
の電気料金の支援を行ってまいりました。直近の電気
料金につきましては、値下がり傾向にあるものの、依
然として高い水準にあることに加え、国の電気・ガス
価格激変緩和対策事業の支援期間が12月まで延長さ
れたことや、沖縄県経済団体会議からの要請を受けた
ことなどを踏まえ、当初９月までとしていた支援期間
を12月まで延長することとしております。
　電気料金及びガス料金の高騰は、県民及び県内産業
に与える影響が非常に大きいことから、沖縄県としま
しては、引き続き、県民生活や産業活動への負担軽減
に取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
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○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
　　　〔照屋義実　副知事登壇〕
○照屋義実 副知事　玉城健一郎議員の御質問にお答
えいたします。
　海外との交流についての御質問の中の７の(1)、南
米キャラバンの成果についてお答えをいたします。
　沖縄県では、第７回世界のウチナーンチュ大会の成
果を踏まえ、ウチナーネットワークを次世代に継承
し、さらに発展させるため海外キャラバンを実施して
おり、今年８月には、私がブラジルを訪問しました。
現地において、記念式典への出席や移住功労者への感
謝状贈呈により県系人をねぎらうとともに、県人会や
県系企業との交流・意見交換を行ったところ、若者同
士の交流の拡充、次世代担い手の育成、ビジネス交流
の促進などの御意見がありました。これらの御意見に
ついては、ウチナーネットワークの継承・発展に係る
今後の施策に生かしてまいりたいと考えております。
　また、エドアルド・リーデル南マットグロッソ州知
事やアドリア・ロペスカンポ・グランデ市長と、南米
の関係国で進められている２大洋結節回廊プロジェク
トの進捗や今後の見通しについても、意見交換を行い
ました。将来的にプロジェクトが進展した場合、沖縄
と南米との物流及び人の往来が活発になることが期待
されるために、相互のニーズの把握、交流促進や経済
発展につなげる可能性調査の実施を検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　１、ＦＩＢＡバ
スケットボールワールドカップについての(2)、今後
の国際大会誘致についてお答えします。
　県では、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカッ
プ2023の開催を通じ、会場周辺における渋滞対策、
シャトルバスなど観客の輸送手段の確保、ボランティ
アによる運営サポート、沖縄の未来を担う子供たちと
選手との交流や県内外での機運の醸成等、多くのノウ
ハウを培うことができました。今後は、大会成功の実
績を国内外にアピールするとともに、大会で得たノウ
ハウ、構築されたレガシーを活用して、新たな国際大
会の誘致に向けて取り組んでまいります。
　次に６、経済についての(3)、沖縄観光の現状と課
題についてお答えします。
　本県の入域観光客数は、今年８月まで21か月連続
で前年同月を上回っており、国内客はコロナ禍前の水
準まで回復し、外国客も航空路線の復便やクルーズ寄

港の再開に伴い段階的に増加しております。また、今
年４月から６月期の国内客の１人当たり観光消費額
は、速報値で９万1101円と引き続き高い水準となっ
ております。一方で、観光業においては、コロナ禍に
おける離職と需要の回復に伴う人手不足や、物価高騰
等による影響が課題となっております。
　県では、観光事業者に対する受入れ体制再構築や労
働生産性向上に資する取組を支援するなど、観光産業
を支える人材の確保・持続的発展を図ってまいりま
す。
　次に７、海外との交流についての(2)、南米連絡事
務所の設置についてお答えします。
　今年８月に照屋副知事が海外キャラバンでブラジル
を訪問した際に、ブラジル沖縄県人会から、沖縄県と
南米の県系人の相互で情報を共有するための南米連絡
事務所の設置に係る要望がありました。現在、沖縄と
南米との相互のニーズの把握、交流促進や経済発展に
つなげる可能性調査の実施を検討しており、南米連絡
事務所の設置につきましては、庁内関係部局やＪＩＣ
Ａ沖縄等関係機関と連携し、現地の沖縄県人会と意見
交換を重ねるとともに、調査の結果を踏まえて対応を
検討してまいります。
　同じく７の(5)、ウミンチュの像についてお答えし
ます。
　台湾基隆市にある琉球ウミンチュの像は、豊かな海
で漁業をなりわいとしていた台湾と沖縄の市民たちの
平和的交流の時代に立ち返り、お互いの歴史文化の接
点、共有点のシンボルとして、平成23年12月に琉球
ウミンチュの像建立期成会によって設置されたものと
承知しております。この像が劣化により破損しており
管理が課題となっていることから、今後は関係者から
の情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)、普天間飛行場における外来機の飛来及
び夜間飛行についてお答えいたします。
　県が実施した令和５年８月の航空機騒音測定結果に
よると、普天間飛行場においては騒音発生回数が前月
と比較し2258回、約44％増加し、うち22時から６時
までの夜間・早朝が104回、約32％増加しており、
負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを得ませ
ん。
　県は、去る９月14日、沖縄防衛局、米軍等に対
し、航空機騒音規制措置の厳格な運用や外来機の飛来
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制限等を要請したところであり、引き続き、騒音をは
じめとする周辺住民の負担軽減が図られるよう取り組
んでまいります。
　次に同じく２の(2)、オスプレイの緊急着陸につい
てお答えいたします。
　オスプレイについては、昨年から事故が相次いでお
り、８月27日にオーストラリアで発生した３人が死
亡した事故については、いまだ事故の状況や原因等の
詳細が明らかになっておりません。このような中、９
月14日から21日にかけて、普天間飛行場所属のオス
プレイ計６機が新石垣空港等に緊急着陸したことは、
米軍の安全管理体制に強い疑念を抱かざるを得ず、大
変遺憾であります。このため、県は、先月21日、在
沖海兵隊及び沖縄防衛局に対し、原因の究明とその公
表、実効性のある再発防止策等を要請したところで
す。
　次に７、海外との交流についての(3)の中の副知事
の韓国訪問の成果についてお答えいたします。
　今回の韓国訪問では、済州フォーラムでの基調講演
において、平和を希求する「沖縄のこころ」を世界に
発信するとともに、沖縄県が地域外交に積極的に取り
組む決意を示すことができました。済州特別自治道の
オ・ヨンフン知事との面談では、済州と沖縄が連携を
深めることの意義を改めて確認し、済州特別自治道が
主導するグローバル平和都市連帯への加入意向書を提
出したところであり、その後、済州特別自治道から加
入を了承する旨の連絡を受けたところです。
　県としては、アジア太平洋地域等の自治体との連携
強化に向けたネットワークが得られたことは大きな成
果であり、今回の韓国訪問は、本県の地域外交のキッ
クオフとして大きな意義があったと考えております。
　同じく７(4)、日中韓の首脳会談開催地への立候補
についてお答えいたします。
　外務省に確認したところ、日本、中国、韓国の首脳
会談である日中韓サミットの次回の開催については、
現時点で確定していないとのことでした。
　県としては、沖縄で日中韓サミットが開催されるこ
とは、平和を希求する「沖縄のこころ」の発信等を通
じて、アジア太平洋地域における平和発信拠点として
の沖縄の国際社会への認知を深めることにつながると
考えることから、今後、引き続き情報収集をしなが
ら、開催地への立候補について検討してまいりたいと
考えております。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕

○宮平道子 子ども生活福祉部長　３、子育て政策に
ついての御質問の中の(1)、保育士の労働環境の向上
についてお答えいたします。
　市町村は、それぞれの実情に応じて補助事業の活用
や独自事業の実施等により、保育士の労働環境の向上
に努めております。
　県では、保育士の業務負担の軽減や働きやすい環境
を整備する事業の実施により、市町村の取組を支援し
ております。また、沖縄県保育士・保育所総合支援セ
ンターにおいて、保育士の労働環境の向上を目的とし
た研修の実施や、保育所等からの求めに応じた社会保
険労務士による相談支援等を実施しております。引き
続き、市町村と連携して、県内保育所等の労働環境の
向上に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、子育て政策についての中の
(2)、給食費無償化の進捗状況についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会においては、７月から８月にかけて、
保護者を対象に学校給食に関するアンケートを行うと
ともに、学校給食の実施状況や課題について市町村と
意見交換を行ったところであります。今後はそれを踏
まえ、沖縄県学校給食費無償化に関する制度設計委員
会において、予算規模、財源及び実施時期について検
討してまいりたいと考えております。
　続きまして８、教育について、教員の多忙化解消の
取組状況についてお答えいたします。
　県教育委員会では、年度初めに実施した県内公立学
校の全教職員を対象としたアンケートの結果等を踏ま
えて、「私たちのピース・リスト2023」と題した短
期の取組目標を設定し、各学校へ周知したところであ
ります。また、４月から市町村教育委員会や各校種の
校長会、ＰＴＡ等の関係団体と意見交換等を行ってき
ており、より実効性のある取組を推進するため、７月
には沖縄県公立学校働き方改革推進本部を設置したと
ころであります。今後、中長期の取組目標も設定し、
教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる
環境の確保に努めてまいります。
　続きまして９、大麻の乱用についての中の(2)、事
件後の対応についてお答えいたします。
　今般、中学生が大麻事犯で逮捕されたことは大きな
衝撃であり、重く受け止めております。その対応とし
て、県教育委員会では公立小中学校緊急校長会を開催
し、薬物乱用の低年齢化に対する危機感を共有すると
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ともに、学校においては、特設授業を緊急に実施いた
しました。また、臨時の沖縄県教育庁・警察本部等連
絡協議会を開催したほか、県社会教育関係団体等連絡
会による緊急アピールが宣言されております。当該生
徒のケアについては、教職員とスクールカウンセラー
が連携し、生徒に寄り添った支援を行っております。
引き続き、地域、保護者及び警察等関係機関と連携
し、児童生徒の薬物乱用防止に向け、一丸となって取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　５、雇用についての(1)、
共同宣言の周知方法についてお答えします。
　県では、適切な価格転嫁と賃金の引上げの推進に係
る機運の醸成を図るため、今年８月に、国、県、経済
団体、労働者団体及び金融機関による16団体の連名
で共同宣言を発出しました。共同宣言の取組を効果的
に推進するためには、業種を問わず、その機運を全県
的に高めていくことが重要だと考えております。
　そのため県では、関係団体のホームページへの掲
載、リーフレットやＳＮＳを活用した情報発信、宣言
団体と連携したシンポジウムやセミナーの開催など、
本宣言の周知啓発に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)、沖縄県所得向上応援企業認証制度
の効果と周知についてお答えします。
　本県が実施したアンケートでは、85％以上の認証
企業から企業イメージや従業員によい影響があったと
いう回答がありました。今年度は、昨年度を上回る申
請を受け付けており、企業が所得向上に取り組む契機
として、徐々に本制度の効果が現れてきたものと考え
ております。なお、令和４年12月分給与の対前年同
月比は、県平均0.7％増に対し、認証企業は4.2％増と
なっております。今後もメディア等の活用に加え、経
済団体等とも連携し、さらなる制度の周知に取り組ん
でまいります。
　６、経済についての(1)、県産品の国外輸出につい
てお答えします。
　令和４年沖縄地区税関管内貿易統計によりますと、
本県からの飲食料品等の輸出額は約43億4000万円
で、前年と比較して11.8％増加しております。県産
品の輸出拡大における主な課題としましては、認知度
の向上や定番化の促進、各国の輸入規制への対応が挙
げられます。
　県としましては、これらの課題解決に向け、企業に
おける現地での販売促進活動や、輸入規制の対応に必

要な商品改良の取組への支援に加え、航空輸送費の支
援などを実施しているところです。
　同じく６の(2)、泡盛の国外輸出の現状と課題につ
いてお答えします。
　令和４年の泡盛の海外輸出量は70キロリットル
で、平成29年の29キロリットルと比較して2.4倍に増
加しております。泡盛の海外展開に当たっては、認知
度の向上や他の酒類との差別化、市場に合わせたブラ
ンディング等が課題と認識しているところです。
　県では、市場ニーズに対応した商品開発や海外見本
市への出展支援等を行うとともに、現地飲食店と連携
し、泡盛と県産食材とを組み合わせたプロモーション
を実施するなど、泡盛のさらなる輸出拡大に向け取り
組んでいるところです。
　７、海外との交流についての(3)、知事の訪中の成
果についてお答えします。
　日本国際貿易促進協会訪中団の一員として訪問した
北京市におきましては、中国政府関係者や企業関係者
等との面談を通して、定期航空路線の復便、ビザ申請
手続の簡素化などを提案したところです。その後、那
覇―北京路線が復便したこと、また、中国政府が指定
する旅行社を通じてビザを申請する場合、県民が福岡
総領事館に出向く必要がなくなったことにつきまして
は、訪中の大きな成果と受け止めているところでござ
います。また、福建省におきましては、観光、経済、
文化、人的交流など幅広い分野で交流を推進していく
ことをお互いで確認したところです。これらの成果等
を踏まえ、今後、沖縄と中国の多面的な交流がさらに
発展するよう取り組んでまいります。
　10、育児休業についての(1)、育児休業制度の整備
を進める会社に対する支援等についてお答えします。
　県では、仕事と子育てを両立し、働きやすい環境を
整えることを目的として、ワーク・ライフ・バランス
に取り組む企業に対し専門家を派遣し、男性の育休制
度等の整備を支援しているところです。また、企業向
けに男性の育休制度等に関する講座を実施するととも
に、各種経済団体とも連携し、同制度の周知啓発に努
めているところです。
　県としましては、引き続き、男性の育休取得等を促
進し、男女ともに育児と仕事が両立できる環境整備に
積極的に取り組んでまいります。
　同じく10の(2)、人員不足等の対策を国に求めるこ
とについてお答えします。
　人手不足への対応につきましては、沖縄県雇用対策
推進協議会により、公労使が一体となって人手不足へ
の対応に関する共同宣言を発出したところです。同宣
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言におきましては、労働力の確保と定着、人材育成、
企業の生産性向上、経済の好循環の構築などに取り組
み、さらにアクションプランを策定することとしてお
ります。一方、人手不足への対応につきましては、国
の支援が欠かせないことから、全国知事会等を通し、
人手不足対策を強化するよう国に要望しているところ
です。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　９、大麻の乱用についての
御質問のうち、(1)県内での大麻取締法違反の推移と
その傾向と県警の取組についてお答えをいたします。
　県内の過去３年間における大麻取締法違反の検挙人
員は、令和２年中147人、令和３年中149人、令和４
年中173人となっており、高い水準で推移しておりま
す。令和５年８月末現在では93人となっており、前
年同期と比較しますと19人の減少となりますが、依
然として厳しい状況であると認識しております。傾向
として、若年層に係る検挙が増加しており、検挙人員
に占める10代の割合は、平成30年では約8.6％であり
ましたが、令和５年８月末現在では93人中18人で約
19.4％となっております。
　県警察におきましては、薬物の社会的な広がりや若
年層における乱用拡大等の実態を踏まえて、引き続き
末端乱用者の徹底検挙、密輸・密売組織の摘発の強
化、積極的な広報啓発活動など、総合的な対策を講じ
てまいります。また、青少年に対する薬物乱用防止に
関しましては、各学校に警察職員を派遣し、非行防止
教室、薬物乱用防止教室などの啓発活動を推進してい
るところであり、今後も教育委員会などの関係機関と
連携を強化してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　11、公園の整備につい
て、インクルーシブ遊具の導入についてお答えいたし
ます。
　県営都市公園では、今年度、沖縄県総合運動公園、
浦添大公園及び海軍壕公園において大型遊具の設置を
予定しており、その中には、車椅子がそのまま乗れる
スイング遊具や大きな籠が体をしっかり支える籠型ブ
ランコなどのインクルーシブ遊具も含まれておりま
す。今後も遊具の設置や更新の際には、関係者の意見
を伺いながら、インクルーシブ遊具の導入を推進して
まいります。

　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　12、鉄軌道の導入についての
(1)、鉄軌道の検討状況と現状の課題についてお答え
いたします。
　鉄軌道の導入については、国の調査において採算性
や費用便益比などが課題として示されております。こ
のため県では、国等が整備主体となることを前提にし
た特例制度の創設や、県独自のルート案による１を超
える費用便益比のケースを提案する等、国と意見交換
しているところです。また、国においても、県が提案
する特例制度について調査検討が継続されておりま
す。引き続き、鉄軌道導入の必要性を国に対し丁寧に
説明しながら、早期導入に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　13、ＰＦＡＳについての(1)、
流出の経緯及び再発防止策等についてお答えいたしま
す。
　令和５年６月18日日曜日、本庁舎に設置されてい
る泡消火設備が誤作動を起こし、ＰＦＡＳ等を含む消
火剤が地下２階駐車場に放出されました。放出された
消火剤の一部は回収したものの、残りは地下２階の湧
水槽へ流れ込みましたが、槽内の水が建物外部へ排出
されたことは確認できなかったため、後日、回収す
ることとしました。回収方法や処分先を検討してい
たところ、９月12日に槽内の水位が低下したことが
分かり、泡消火剤を含んだ水が建物外部へ流出したこ
とが判明したことから、公表に至ったところです。今
後は、内部統制の取組の強化として、誤作動が生じた
場合の庁内での連絡体制、情報の共有、県民等への公
表、ＰＦＡＳ等の取扱いができる事業者等を盛り込ん
だ対応マニュアルを急ぎ作成し、適切な初期対応を
図ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時30分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　じゃ、金城先輩からもありま
したけれども、ワールドカップについてですけれど
も、開催地であります沖縄県、そして沖縄市で一緒に
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やっていましたけれども、沖縄市が誘致について頑
張ってきたことに対して、県の評価等も教えていただ
ければ、お願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど私からも、サポートして
いただいた方々、ボランティアの皆様、そして関係者
の方々には、心からのお礼を申し上げたつもりです
が、当然、沖縄市をはじめとする関係市町村で構成い
たしました開催地支援協議会、わけてもその開催地で
ある沖縄市におかれては、そのシャトルバスの運行
等々についても、非常にその場所の提供等についても
御協力をいただきました。重ねて関係者の方々、全て
の皆様に、心から感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　よろしくお願いします。
　それでは、質問なんですけれども、まずはちょっと
ＰＦＯＳについてですけれども、最初に話を伺ったと
きにもう本当に啞然として言葉に出なかったんです
ね。なぜこれが起きたのかというところと、県知事も
含めて環境部も企業局もＰＦＯＳの対策にしっかり取
り組んでいる中で、そういったところがお膝元の県庁
で起きた。その事態というのを重く考えないといけま
せん。そういう中で、この６月に発生した時点で、
しっかり情報を公開していれば、ここまで大きな問題
にはならなかったはずなんですよ。３か月後の、この
公表が遅れた理由というのをお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　泡消火剤が流出しまして、庁
内の湧水槽に貯留されたままであるというところも
あって、これを適切に処分すれば法的にも問題ないと
いうところで、三役への報告を怠り、関係機関との情
報共有も図らなかったということで、強く反省してい
るところでございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　それについて、あそこに行く前に、海外に行く前の
15日に、知事も知ったわけですよ。その時点で知事
もやはり公表について、しっかり言うべきだったのか
なと思いますけれども、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　９月15日、私がスイスへ立つ前
に、総務部長から口頭で説明を受けました。そのとき
には、実はこう――ＰＦＯＳがどのくらいの値の含有
量があるのかということの調査がまだできていなく
て、情報を公開するにはまだ十分ではないということ

もありましたので、急ぎ、それを調査をし、判明次
第、早く公表するようにという指示を出しておりまし
た。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　分かりました。本当にしっか
り情報というのを適切に早く公表しなければ、不信に
つながっていきますので、その辺りは、今後ないよう
に、しっかり気をつけていただきたいと思います。今
回、川に流出したことによって、事件そのものが公表
されたのではないかという指摘がございます。事故が
起きなければＰＦＯＳが、この泡消火剤が、地下に出
てきたということは公表されなかったのではないか、
事故そのものが公表されなかったのではないかという
指摘がありますけど、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　繰り返しになりますが、公共
水域に流出していないということであれば、通報する
必要もないというふうに考えておりましたので、流出
というよりも庁内に放出された、これを回収したとい
う認識でございました。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　分かりました。しっかりそこ
については、やっぱり情報をしっかり公表していくと
いう道筋をつくってほしいというのが要望です。県が
所管する建物でのＰＦＯＳの保有量だったりとか、今
回の事故のように配管の中に残っているものはない
か、お伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県有施設内におきますＰＦＯＳ等の保有量につきま
しては、環境部のほうで県管理者に確認して取りまと
めたデータがございます。令和３年９月の時点で９
施設で9570リットル、令和５年２月の調査の時点で
は、５施設、5920リットルというような状況になっ
ております。ただしこれにつきましては、保有量とい
う形で調査しておりまして、配管も含めているものか
どうかというものについては不明という形になってお
ります。
○赤嶺　昇 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ぜひ調べてほしいと思いま
す。今後の再発防止と情報公開もしっかり行っていた
だきたいと思いますし、本当に今後こういった事件・
事故が起きないように、気を引き締めてやっていただ
きたいと思います。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　以上で本日の代表質問は終わりま
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した。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明４日定刻より会議を開きます。

　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時36分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月４日

（第４号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第４号
令和５年10月４日（水曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

･
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員

23　番　　仲　村　家　治　議員
24　番　　平　良　昭　一　議員
25　番　　仲　村　未　央　議員
26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長

宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和５年10月４日（水曜日）午前10時開議
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前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者

金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　玉城武光議員。
　　　〔玉城武光　議員登壇〕
○玉城　武光 議員　おはようございます。
　日本共産党の玉城武光でございます。
　代表質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古新基地建設に伴う設計変更申請をめぐ
る最高裁判所の判決について。
　防衛省が出した設計変更申請は、新基地建設予定地
の北側にある大浦湾の埋立予定海域で見つかった軟弱
地盤の改良工事を行うためでした。これに対して沖縄
県は、設計変更申請を不承認といたしました。これに
対し、沖縄防衛局は国民の権利救済を目的にした行政
不服審査制度を濫用して、国土交通省に審査請求を
し、国土交通省は、知事の不承認を取り消す裁決と、
知事に承認を求める是正の指示を出した。知事はこれ
らを違法として提訴しましたが、最高裁は沖縄県の訴
えを退ける判決を言い渡した。
　ア、沖縄県の訴えを退けた最高裁判所の判決は、憲
法が託した法の番人としての誇りと責任を放棄し、県
民投票で示された民意も切り捨て、地方自治を踏みに
じる不当な判決です。見解を伺います。
　イ、知事は不承認の理由として、地盤改良工事の安
全性に懸念がある、絶滅危惧種ジュゴンをはじめ環境
への影響が大きい、工期の長期化によって普天間飛行
場の危険性の早期除去につながらない等を挙げて不承
認といたしました。それから、公有水面埋立法の承認
要件が満たされていないことを県が具体的に示したに
もかかわらず、それらについての何の判断も示しませ
んでした。最高裁は沖縄県のこれらの訴えを審理して

いないのではないか、見解を伺います。
　ウ、県民投票では、投票総数の71.7％、43万4273
人の圧倒的多数の方が辺野古埋立てに反対の民意を示
しました。県はこの結果をどのように受け止めている
のか、見解を伺います。
　エ、国土交通大臣は、国による代執行を視野に、設
計変更申請の承認を求める指示を出しました。知事は
沖縄の民意を力に、毅然と立ち向かうべきです。知事
の決意を伺います。
　(2)、辺野古新基地建設について。
　政府は軟弱地盤改良の設計変更承認を迫っている
が、膨らむ事業費、地盤改良が可能なのか、工期の長
期化によって遠のく普天間飛行場の返還など問題山積
の事業です。
　ア、辺野古新基地は1800メートルの滑走路が２
本、弾薬搭載エリア、大型軍艦が接岸される軍港が造
られ、辺野古弾薬庫と一体となった耐用年数200年の
基地です。オスプレイが100機、ステルス戦闘機も配
備される新基地建設は到底容認できるものではありま
せん。見解を問います。
　イ、新基地建設が進められている大浦湾の海底には
軟弱地盤が水深90メートルまで広がっている。新基
地建設は技術的にも不可能と言われています。県の見
解を問います。
　ウ、我が党県議団の政府要請の中で、辺野古関連事
業の支出が既に約4312億円となったことが明らかに
なりました。総事業費は、当初の約3500億円から約
9300億円と公表されております。現在まで投入され
た埋立ての土砂量は、事業全体の何％なのか。これま
での進捗状況を考えれば、総事業費はさらに増えるの
は必至であります。総事業費は幾らになると見込まれ
るのか、伺います。
　エ、政府は、辺野古が唯一の解決策と強調するが、
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設計変更申請でも辺野古新基地建設は完成までには
12年かかり、しかも不確実性を持っています。世界
一危険な普天間基地は即時運用を停止し、閉鎖・撤去
すべきです。知事の見解を問います。
　(3)、国連人権理事会での訴えについて。
　知事は、沖縄が抱える様々な困難を国際社会に訴
え、理解を求めるために国連人権理事会へ出席し沖縄
の現状を訴えています。
　ア、知事の国連人権理事会での訴えと成果を伺いま
す。
　イ、国連人権理事会出席の成果を生かし、今後も継
続的な取組を行うべきです。見解を伺います。
　２、物価高騰、台風被害対策などについて。
　(1)、･電気料金、ＬＰガス料金の高騰などの影響を
受けた県民及び事業者への支援の取組を伺います。ま
た、支援策の拡充と１月以降の継続も国に求めるべき
です。見解を伺います。
　(2)、･台風被害を受けた県民への支援策を伺いま
す。
　(3)、･インボイス制度は、小規模事業者には実質的
な増税となり、免税事業者が取引から排除され廃業に
つながる懸念の声も出ております。インボイス制度の
反対署名は52万余も集まっています。制度の中止を
求めるべきです。県内中小企業数とインボイス制度の
影響について伺います。
　３、食料・農業・農村政策の新たな展開方向につい
て伺います。
　我が国の食料自給率は年々下がり続け、現在
38％、併せて農業の担い手も減り続けています。
1991年に280万人いた基幹産業従事者は減り続けて
います。日本の農業が衰退を続ける背景には、食料は
安い海外から買えばいいとした際限のない輸入自由
化、小規模・家族農業切捨てを進めてきた自民党農政
があります。天候不順やロシアのウクライナ侵略など
で小麦粉が高騰するなど、安い食料を輸入すればいい
という発想は、過去のものになっております。加え
て、気候危機で食料不安が募る下、日本の食料自給率
を引き上げることは待ったなしの課題となっていま
す。
　(1)、･国は食料自給率向上の目標を国政の中心課題
に据えるべきです。県の食料自給率向上を推進する目
標値と施策を問います。
　(2)、･食料主権を回復するには、ＷＴＯ農業協定や
二国間ＥＰＡ（経済連携協定）、多国間ＴＰＰ（環太
平洋経済連携協定）などの輸入自由化路線を見直すべ
きです。食料主権を回復することへの県の所見を問い

ます。
　(3)、･価格保障・所得保障など、営農を続け、農村
で暮らせる土台の整備を政府の責任で行うべきと考え
ます。県は、国内生産力の増大につながる農産物の価
格保障・所得保障をどのように推進していくのか、伺
います。
　４、ＰＦＡＳを含む泡消火剤の漏出事故について。
　県総務部は、泡消火剤の外部流出が判明した日に公
表する方針だったと説明をしておりますが、地下駐車
場は一般市民も利用しています。
　(1)、･泡消火剤の漏出事故が発生した時点で公表す
べきであったと思います。教訓と改善策を伺います。
　以上。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　玉城武光議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
イ、最高裁判所の審理に対する見解についてお答えい
たします。
　沖縄県は、Ｂ27地点の力学的試験の必要性や工事
の実施がジュゴンに及ぼす影響及び地盤改良に伴う海
底面の改変範囲の拡張が環境に及ぼす影響について、
専門技術的な知見に基づいた私の判断に、何ら裁量の
逸脱濫用はないことを主張してまいりました。また、
工期の長期化によって普天間飛行場の危険性の早期除
去につながらないことを考慮した私の判断に、何ら事
実の基礎を欠いたり、社会通念に照らし明らかに妥当
性を欠いたりする点はなく、埋立変更不承認処分は、
技術的にも法律的にも正しいことを強く主張してまい
りました。最高裁判所の判決は、沖縄県の主張につい
て何ら判断を示すことなく、沖縄県の訴えを退けたも
のであり、極めて残念であります。
　次に１の(3)のアと１の(3)のイ、国連での訴えと成
果、今後の取組についてお答えいたします。１の(3)
のアと１の(3)のイは関連しますので、恐縮ですが一
括してお答えいたします。
　今回の国連訪問において、国連人権理事会本会議に
出席し、沖縄に米軍基地が集中している状況や県民の
平和を希求する思いなどをスピーチしたほか、米軍基
地による人権・自治・環境問題をテーマにした講演会
を開催し、沖縄の過重な基地負担や辺野古新基地建設
問題などについて、私が直接、国際社会に訴えること
ができたことは、大きな意義があったと考えておりま
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す。また、国連関係者との面談では、私から、米軍基
地から派生する様々な問題が人権、環境、自治、私た
ちの暮らしや文化なども侵害していることを説明し、
面談したほとんどの方々から、私の考えに賛同してい
ただき、さらに、国連への調査依頼の方法など具体的
な助言もいただいたところであります。
　沖縄県としましては、引き続き、国際社会に対し
て、沖縄の基地負担の軽減や辺野古新基地建設問題、
基地から派生する諸問題の解決の必要性を訴えるとと
もに、国連関係者の沖縄への招聘など、沖縄県の取組
を後押しする国際世論の形成に取り組んでまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
て(1)ア、最高裁判決に対する見解についてお答えい
たします。
　県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性
について、何ら判断せずに訴えを退けた最高裁判所の
判決は、県民投票で示された辺野古新基地建設のため
の埋立てに反対する県民の民意や県の主体的な判断を
無にし、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲
法が定める地方自治の本旨をもないがしろにしかねな
いものであります。知事は、この判決について、最高
裁判所には、憲法が託した法の番人としての矜持と責
任の下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決
を最後まで期待していただけに極めて残念であります
と述べたところであります。
　次に１の(1)のウ、県民投票の結果の受け止めにつ
いてお答えいたします。
　平成31年２月の県民投票では、投票総数の７割を
超える圧倒的多数の辺野古埋立てに反対する県民の民
意が明確に示されました。県民投票により県民の民意
が直接確認されたことは、重要な意義があるものと考
えております。なお、同年３月に知事と面談した安倍
元総理は、県民投票の結果を真摯に受け止めると述べ
ており、政府においては直ちに工事を中止し、問題解
決に向けて、県との対話に応じていただきたいと考え
ております。
　同じく１(2)ア、辺野古新基地建設に対する見解に
ついてお答えいたします。
　政府が推進する辺野古新基地建設計画においては、
弾薬搭載エリア、係船機能付護岸、２本の滑走路の新
設など、現在の普天間飛行場と異なる機能等を備える

こととされており、単純な代替施設ではないと認識し
ております。
　同じく１(2)のエ、普天間基地の危険性除去につい
てお答えいたします。
　政府が唯一の解決策とする普天間飛行場の辺野古移
設は、軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了まで
に約12年を要するとされており、さらなる工期の延
伸も懸念されます。
　県としては、普天間飛行場の危険性の除去は、普天
間移設に関わりなく実現されるべき喫緊の課題である
と考えており、日米両政府に対し、あらゆる機会を捉
えて、同飛行場の早期閉鎖・返還を求めております。
日米両政府においては、辺野古が唯一の解決策との固
定観念にとらわれることなく、普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去、県外、国外移設及び早期閉鎖・返
還に取り組んでいただきたいと考えております。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のエ、公有水面埋立変更承認申請に係る指
示への対応についてお答えいたします。
　令和５年９月28日付で国土交通大臣から変更承認
申請を承認せよと指示があったところであります。県
は、最高裁判所の判決を受けてどのような対応が取れ
るか検討している段階であり、当該指示も踏まえなが
ら、今後対応してまいります。
　次に同じく１の(2)のイ、普天間飛行場代替施設建
設事業の軟弱地盤についてお答えいたします。
　県では、変更承認申請書について、軟弱地盤の最深
部が位置するＢ27地点において、必要な力学的試験
を実施していないため、地点周辺の性状等が適切に考
慮されていないことが、公有水面埋立法第４条第１項
第２号で規定する災害防止要件に適合しないと判断し
たこと等から、令和３年11月に不承認とする処分を
行ったところであります。しかしながら、国土交通大
臣により、令和４年４月８日付で当該申請を不承認と
した処分を取り消す裁決が行われ、令和４年４月28
日付で当該申請について承認するよう是正の指示が
あったところであります。
　次に同じく１の(2)のウ、普天間飛行場代替施設建
設事業の進捗等についてお答えいたします。
　令和２年４月に沖縄防衛局が公表した資金計画に
よると、全体経費が約9300億円、埋立工事に要する
費用が約7200億円とされております。また、沖縄防
衛局によると、令和４年度末までの支出済額は、約
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4312億円との回答があったことから、仮に変更後の
埋立工事に要する費用に対する発注事業費の比率を算
定すると、約59.9％と推計されます。一方、投入土
砂量を確認したところ、８月末時点における埋立ての
進捗は、埋立全体に必要な土砂量に対して約15.2％
と推定されます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　２、物価高騰、台風被害
対策などについての(1)、電気料金及びＬＰガス料金
の支援等についてお答えします。
　電気料金及びＬＰガス料金の支援につきましては、
支援期間を12月まで延長することとしております。
電気料金は、国及び県独自の支援により、標準的な家
庭で一月当たり1300円の軽減となります。また、Ｌ
Ｐガス料金は、県独自の支援により、10月から12月
までの３か月分で、１戸当たり最大900円の軽減とな
ります。１月以降の支援につきましては、世界的な燃
料価格の高騰や円安の影響、国の動向等を踏まえ、県
民及び県内産業に与える影響や支援ニーズ等を把握し
ながら、県として適切に対応してまいります。
　同じく２の(3)、県内中小企業者数とインボイス制
度の影響についてお答えします。
　2023年版中小企業白書によりますと、県内の中小
企業者数は約４万7000者となっております。インボ
イス制度につきましては、正確な適用税率や消費税額
を把握する必要性から導入されるものです。一方、制
度導入により、インボイスが発行できない場合、取引
先の税負担の増加や取引先との関係悪化等を懸念する
声があることは承知しております。
　県としましては、引き続き、国における事業者支援
の検討状況を注視しながら、関係機関と連携し、周知
等により事業者の制度への理解促進に努めるととも
に、インボイス対応ソフトの導入支援を実施するな
ど、事業者の負担軽減に取り組んでまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　２、物価高騰、台
風被害対策についての御質問の中の(2)、台風被害を
受けた県民への支援策についてお答えいたします。
　台風６号による被災者に対しては、災害救助法に基
づく応急救助として、住宅の応急修理等の支援を実施
しており、各種被災者支援制度の申請に必要な罹災証
明書については、令和５年９月22日現在、25市町村

で302件の交付を行っております。また、県独自の支
援策として、沖縄県災害見舞金制度による弔慰金や見
舞金を支給しており、９月29日現在、３市町12件の
支給実績となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、物価高騰、台風被害
対策などについての(2)、農林水産業の被害状況と支
援についてお答えいたします。　
　台風６号による農林水産業関係の被害額は、約20
億4800万円となっており、基幹作物であるサトウキ
ビ等の農作物や水産業施設等での被害が生じておりま
す。このため、農家に対する支援として、営農相談窓
口の設置、農業共済、収入保険等による補償、さとう
きび増産基金を活用した生産回復支援等を行っている
ほか、被災した農林漁業施設の復旧については、災害
復旧事業等により対応しているところであります。ま
た、クルマエビや海ブドウ養殖等については、本議会
で支援に必要な所要額を補正予算で措置したところで
あります。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携を図り
ながら、各種支援に取り組んでまいります。
　次に３、食料・農業・農村政策の新たな展開方向に
ついての(1)、食料自給率の目標値と施策についてお
答えいたします。
　県では、令和13年度の食料自給率の目標値をカロ
リーベースで45％と設定し、各種施策に取り組んで
いるところであります。なお、食料自給率の向上には
生産量の拡大が必要であることから、県としまして
は、引き続き、①、経営感覚に優れた担い手や多様な
新規就農者の育成・確保、②、自然災害や気象変動に
対応した耐候性ハウス等の整備、③、農業用水源の確
保やかんがい施設等の生産基盤整備などの各種施策の
取組により、食料自給率の向上に努めてまいります。
　同じく３の(2)、輸入自由化路線の見直しについて
お答えいたします。
　ＴＰＰ11等経済連携協定については、牛肉や豚肉
等の輸入量の増加等、本県の農林水産業に対し中長期
的に様々な影響が懸念されるところであります。これ
まで、県では国に対し、ＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰ
Ａの両協定を上回る水準や新たな輸入枠の設定につい
て要求があっても断固拒否することなどについて要請
するとともに、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱関連予
算を活用し、生産体質の強化に取り組んできたところ
であります。
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　県としましては、引き続き、国の動向を注視しなが
ら、時期を逸しないよう対応してまいります。
　同じく３の(3)、農産物の価格保障と所得補償につ
いてお答えいたします。
　現在、国においては、食料・農業・農村基本法の検
証作業において、農産物の価格保障や所得補償などの
議論がされており、県としましても国の動向を注視し
対応してまいります。また、県では、農家経営の安定
と生産供給体制を確保するため、野菜や肉用牛等の価
格安定対策、収入保険への加入促進などの経営安定対
策に取り組むとともに、担い手の経営力強化に向け
て、災害に強い施設整備の導入や農地の集積・集約化
など、各種施策を総合的に推進してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　４、泡消火剤を含むＰＦＡＳ
漏出事故についての(1)、教訓と改善策についてお答
えいたします。
　今回の事案については、消火剤が漏出した時点で関
係機関への連絡及び情報の共有を図らなかったこと
が、公表の遅れ、対応の遅れにつながったと深く反省
しております。そのため、県民生活に影響を及ぼすお
それがある事象が生じた場合は、直ちに三役へ報告
し、関係機関と情報共有するとともに、県民の皆様等
への速やかな公表を図ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城武光議員。
○玉城　武光 議員　答弁漏れがあるんです。総事業
費の試算、幾らですかということをお聞きしたいんだ
けど、答弁がありませんでした。再質問をいたしま
す。
　辺野古新基地建設の進捗状況は先ほどの答弁のよう
に、埋立全体の15.2％との答弁でした。15.2％しか
進んでいないにもかかわらず、4312億円もの支出を
したということを認めております。再質問いたしま
す。公室長。
　沖縄県は、2018年、辺野古新基地建設の総事業費
を２兆5500億円と試算したことがあります。現時点
の15.2％の進捗状況から見て、総事業費はさらに大
幅に膨れ上がることは明らかではありませんか。現時
点における総事業費を試算すると幾らになりますか。
答弁を求めます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県は、平成30年に承認願書の資金計画書で示され

た額等を基に、辺野古新基地完成までの埋立工事に要
する費用を概略で試算し、最大２兆5500億円かかる
ものと試算しております。現在、県として新たな試算
をしておりませんが、近年の建設工事費の急激な上昇
等や、議員御指摘の、埋立工事の進捗状況とこれまで
の国の支出額等を踏まえますと、総事業費は県が平成
30年に試算した額を相当程度上回るものと見込まれ
ております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　玉城武光議員。
○玉城　武光 議員　沖縄県が試算した２兆5500億円
を上回ることが大体予想されると、試算されると。あ
る新聞の報道にありましたけど、約３兆円近くにもな
るんじゃないかと、こういう事業予算の規模となる
だろうということが言われております。あの、この
……。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時35分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほどの再質問に対する答
弁を修正させていただきます。
　県は、平成30年に最大２兆5500億円かかるものと
いうふうに試算したところですが、これは国から出さ
れた資料に基づいて機械的に出したというものでござ
います。現在としましては、先ほど申し上げたとお
り、新たな試算はしていないところでございます。た
だ、近年の建設工事費の急激な上昇、あるいは埋立工
事の進捗状況を踏まえると、国が今示している9300
億を超えるというものは想定されますけれども、今後
また分析を進める必要があろうかというふうに考えて
おります。
　失礼いたしました。
○赤嶺　昇 議長　玉城武光議員。
○玉城　武光 議員　私、今現在時点で、埋立土砂量
が15.2％しか進捗していないと。そのことを踏まえ
たら、この事業費はもっと膨らむ。２兆5500億円ど
ころじゃないということが予想されます。そういうこ
の辺野古の新基地建設は、税金の無駄遣い。それか
ら、県民に過大な負担を強いるそういうものには、こ
の新基地建設は絶対に容認できない、断念をさせる、
そういう取組で知事も一緒になって頑張っていただき
たいと思います。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
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　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　先ほど私の答弁で、玉城武
光議員の１の(2)のアの答弁の中で、政府が推進する
辺野古新基地建設計画という答弁をしましたが、政府
が推進しておりますのは、辺野古飛行場代替施設建設
計画でございますので、おわびして修正いたします。
　大変申し訳ございません。政府が推進する、普天間
飛行場代替施設建設計画に修正いたします。おわびし
て修正いたします。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
　　　〔島袋恵祐　議員登壇〕
○島袋　恵祐 議員　日本共産党の島袋恵祐です。
　日本共産党県議会議員団を代表して質問を行いま
す。
　１、基地問題について。
　岸田政権が閣議決定した安保関連３文書は、日米軍
事同盟を一層強化し、戦争国家づくりの道をさらに突
き進む暴挙であり、断じて許されません。沖縄島の勝
連半島、宮古島市、石垣市、与那国町へのミサイル配
備、沖縄市への弾薬庫建設等の計画には、沖縄を標的
の島にするなと怒りの声が広がっています。政府は軍
事対軍事の緊張を高めるのではなく、憲法第９条を生
かした平和的な対話外交による緊張緩和、信頼醸成に
取り組むべきです。以下、伺います。
　(1)、･南西諸島へのミサイル配備、弾薬庫建設、陸
上自衛隊第15旅団の師団化や司令部等の地下化など
は台湾有事を口実とした軍備増強です。沖縄を再び戦
場にさせてはなりません。県の見解を伺います。
　(2)、･10月14日から31日まで全国で日米共同訓練
（レゾリュート・ドラゴン）が実施されます。沖縄で
は、新石垣空港や与那国空港といった民間空港でオ
スプレイやＣＨ47ヘリを使用しての訓練、ホワイト
ビーチ地区や嘉手納基地などを使用した輸送訓練等が
計画されています。安保３文書で南西諸島への軍事要
塞化が進む中での共同訓練は、沖縄を戦場に想定した
訓練であり、認めるわけにはいきません。県として反
対をすべきです。見解を伺います。
　(3)、･安保３文書の国家安全保障戦略には、「空
港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政
府横断的な仕組みを創設する。あわせて、有事の際の
対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関す
るルール作り等を行う」と明記されています。軍事利

用を目的とした民間空港、港湾の使用を県として反対
すべきです。見解を伺います。
　(4)、･欠陥機オスプレイのこれまでの事故について
伺います。オスプレイの配備撤回を日米両政府に強く
求めるべきです。見解を伺います。
　(5)、･沖縄市池原地域への陸上自衛隊の弾薬庫建設
は来年度、設計や調査費として23億円の予算が計上
され、弾薬庫５棟の設計をすることが明らかになって
います。弾薬庫について国からの説明はありました
か。危険な弾薬庫建設を県として反対すべきです。見
解を伺います。
　(6)、･米軍外来機の飛来が相次いでいます。昼夜を
問わない飛来により騒音が激化し、住民生活に多大な
悪影響を与えています。外来機の飛来についての状
況、被害の実態と県の対応について伺います。
　(7)、･県としてＰＦＡＳの土壌調査を開始しまし
た。調査の進捗と今後の展開について伺います。ま
た、住民が求めている血中濃度調査を、県として実施
すべきではありませんか。見解を伺います。
　(8)、･嘉手納基地の防錆整備格納庫の移設計画を県
として反対をすべきです。見解を伺います。
　２、県の地域外交について。
　(1)、･沖縄の過重な基地負担などを独自の自治体外
交を通じて平和の大切さを訴えていく地域外交室に大
きな期待が寄せられています。これまでの成果と今後
の取組について伺います。
　３、沖縄振興予算について。
　(1)、･沖縄は、78年前の沖縄戦で焦土と化し、多く
の生命が奪われ、壊滅的な打撃を受けました。そし
て、戦後は27年間の米軍統治の異民族支配下に置か
れました。沖縄振興特別措置法の原点は、復帰時の沖
縄県民への償いの心で当たるということではありませ
んか。見解を伺います。
　(2)、･沖縄振興予算の一括交付金について、県が政
府に求めた要求額と内閣府が示した概算要求額につい
て伺います。また、県の要求額が満たないことで起こ
る事業の具体的影響を伺います。内閣府の概算要求額
について、県にはどのような説明がありましたか、伺
います。
　(3)、･一括交付金の増額に向けて、全力を挙げるべ
きです。見解を伺います。
　４、マイナンバー保険証について。
　(1)、･マイナンバー保険証のトラブルが続出してい
ます。保険証の確認等に不備があり、受診ができない
ケースも発生し、生命に関わる重大事態につながりか
ねません。マイナンバー保険証は中止をし、従来の紙
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の保険証を残すべきではありませんか。見解を伺いま
す。
　５、新型コロナ、インフルエンザ等の感染症対策に
ついて。
　(1)、･新型コロナ、インフルエンザ等の感染状況は
どうですか。流行を捉え、注意喚起などを徹底する必
要があると考えますが、見解を伺います。
　(2)、･コロナの流行に備えて検査体制、医療体制の
確保、拡充は、引き続き必要と考えますが、県の見解
を伺います。
　(3)、･学校内の感染症についての実態はどうです
か。教室内の換気徹底、空気清浄機の設置など感染予
防対策についての対応を伺います。
　６、教育行政について。
　(1)、･教員の正規雇用を増やすようにと、日本共産
党県議団はこれまでも求め続けてきました。教員の正
規雇用を増やすために、県は抜本的計画を策定すると
のことでしたが、進捗はどのようになっているのか伺
います。
　(2)、･学校給食費の無償化実施に向けての県の取組
の進捗を伺います。学校給食費の無償化については本
来、国の責任で行うべきであり、県としても国に対し
給食費無償化を求めるべきです。見解を伺います。
　７、ジェンダー平等について。
　(1)、･同性パートナーシップ制度について、６月の
議会で知事が、先進事例等も含めて検討したいと答弁
をいたしました。同性パートナーシップ制度導入に向
けて、県の取組を強化すべきです。見解と対応を伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　島袋恵祐議員の御質問にお答え
いたします。
　県の地域外交についての御質問の中の２の(1)、地
域外交室の成果と今後の取組についてお答えいたしま
す。
　沖縄県では、海外関連事業を部局横断的に展開して
いくため、本年度は、沖縄県地域外交基本方針（仮
称）の策定や庁内の推進体制の構築などに取り組んで
おります。また、地域外交室では、三役等の海外出張
に際しては、関係部局が連携して効果的に取り組める
よう総合調整を担っており、これまで知事、副知事が
韓国、中国、アメリカ、カナダ、ブラジル、スイス等
を訪問し、現地における情報発信や交流促進等の成果
があったと考えております。今後は、新たに設置いた
しました沖縄県の地域外交に関する万国津梁会議での

議論等を踏まえて基本方針を取りまとめ、本年度中に
沖縄県の地域外交の方向性や目標等を示すこととして
おります。また、令和６年度には、現在の地域外交室
を課に格上げし、さらなる推進体制を強化することと
しております。
　次に、沖縄振興予算についての御質問の中の３の
(1)、沖縄振興特別措置法の原点についてお答えいた
します。
　昭和46年10月のいわゆる沖縄国会で沖縄振興開発
特別措置法案が提案された際、山中貞則総理府総務長
官の同法案の趣旨説明において「多年にわたる忍耐と
苦難の中で生き抜いてこられた沖縄県民の方々の心情
に深く思いをいたし、県民への償いの心をもって事に
当たるべきである」との考えが示されました。このよ
うな考え方の下、国においては、沖縄県の地理的、社
会的事情等の特殊事情を踏まえ、沖縄振興策を実施し
てきたものと考えております。
　次に３の(2)、内閣府の概算要求の考え方について
お答えいたします。
　内閣府の令和６年度沖縄振興一括交付金の概算要
求額は約785億円、県からは1271億円を要望してお
り、その差額の影響としては、新規事業の先送り、継
続事業の規模の縮減など各分野における影響が懸念さ
れています。内閣府によりますと、一括交付金の要求
額については、現行の沖縄振興計画開始後の令和４年
度と同水準の事業を実施できるように、物価高騰等を
勘案した額と聞いております。
　沖縄県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画の目標を達成するためには、一括交付金の大幅な増
額が必要と考えておりますが、内閣府の令和６年度概
算要求額は、沖縄県及び市町村が求めてきた要望額と
は大きくかけ離れており、大変残念であります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、基地問題についての中
の(1)、沖縄を再び戦場にさせないための県の見解に
ついてお答えいたします。
　政府は、南西地域の防衛力強化のためとして、平成
28年以降、那覇基地に第９航空団を、宮古島駐屯地
に地対艦誘導弾部隊等を配備したほか、今年３月に
は、石垣駐屯地を開設しております。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念
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しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは、決
してあってはならないと考えております。このため、
去る６月９日、防衛大臣に対し、今後の自衛隊配備の
予定及び検討状況等について、地元の十分な理解が得
られるよう、事前に丁寧に説明を行うこと等を要請し
ております。
　同じく１(2)、日米共同訓練レゾリュート・ドラゴ
ンへの見解について。
　県としては、かねてから自衛隊の配備等について
様々な意見があり、また、昨年からオスプレイの墜落
事故が相次ぐ中、今回の陸上自衛隊のオスプレイを使
用する日米の大規模な訓練の実施は、県民に不安を生
じさせるものであると考えております。このため県
は、去る９月13日に沖縄防衛局に対し、県内におけ
る陸上自衛隊のオスプレイの使用自粛のほか、訓練の
実施に当たっては、県民生活や事業活動への影響を最
小限とすること、そのために必要な情報を関係地方公
共団体及び住民に提供することなどを求めたところで
す。
　同じく１(3)、自衛隊等の民間空港・港湾の使用等
についてお答えいたします。
　県としては、自衛隊等の利用により、離島の空港・
港湾の民間利用に支障があってはならないと考えてお
ります。このため、６月９日、防衛大臣等に対し、地
元に与える影響が大きい自衛隊の運用については、速
やかに県・関係市町村及び住民に情報を提供するとと
もに、地元が意見表明できるよう、必要な協議を行う
こと等を要請したところです。
　同じく１(4)、オスプレイの事故及び配備撤回につ
いてお答えいたします。
　オスプレイについては、８月27日にオーストラリ
アで３人が死亡する事故や、県内では平成28年に名
護市安部で墜落事故を起こすなど、これまで県が把握
している墜落等の重大事故件数は22件で、死亡者は
55名となっております。
　県としては、これまで建白書の精神に基づき、オス
プレイ配備に反対しており、引き続き米軍及び日米両
政府に対して、オスプレイの配備撤回を求めてまいり
たいと考えております。
　同じく１(5)、沖縄訓練場への火薬庫の建設につい
てお答えいたします。
　沖縄防衛局に照会したところ、沖縄訓練場の敷地内
に新編予定の補給処支処については、隊庁舎、倉庫、
コンテナヤード、火薬庫５棟、燃料施設等を整備する
計画であるとの回答がありましたが、これ以上の詳細
な説明はございません。自衛隊の配備については、我

が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影響をめ
ぐって、様々な意見があるものと承知しております。
このため県は、去る６月９日、防衛大臣に対し、今後
の自衛隊配備の予定及び検討状況等について、地元の
十分な理解が得られるよう、事前に丁寧に説明を行う
こと等を要請したところです。
　同じく１(6)、外来機の飛来状況等についてお答え
いたします。
　沖縄防衛局の調査によると、本年４月から７月まで
の嘉手納飛行場及び普天間飛行場における外来機の離
着陸回数は6014回で、昨年の同じ時期に比べて587
回の増となっております。また、昨年11月からは、
嘉手納飛行場においてＦ15戦闘機の退役に伴う暫定
配備が開始され、現在、特に騒音が激しいとされるＦ
35Ａ戦闘機も飛来しており、周辺住民への負担は増
大しております。このため県は、去る９月14日、沖
縄防衛局、米軍等に対し、外来機の飛来制限を含め、
航空機騒音の軽減について要請したところです。
　同じく１(8)、防錆整備格納庫移設計画についてお
答えいたします。
　去る４月に政府から伝えられた、防錆整備格納庫を
当初計画どおりパパループに建設するとの方針につい
て、嘉手納町からは、政府が日米の外相会談や防衛相
会談をはじめとした様々なレベルで鋭意協議を重ね、
施設の必要性や安全性、そして地元の懸念に応え、影
響を最小限にするための措置を確認した上で出したも
のであることから、尊重すべきであるとの意見があり
ます。一方で、大規模な施設が民間地域の近くに建設
されることへの地元住民の懸念が残されております。
このため県は、去る９月28日、自見沖縄担当大臣に
対し、安全面や環境面の対策に万全を期すなど、地元
住民が抱く懸念を払拭するための確実な措置を講ずる
ことを求めたところでございます。
　以上でございます。　
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、基地問題についての(7)
の中の、ＰＦＡＳの土壌調査の進捗と今後の展開につ
いてお答えいたします。
　県が今年度から開始したＰＦＯＳ等に係る全県的な
土壌調査については、市町村と調査地点の調整を行
い、去る８月21日から検体採取を開始したところで
あります。今後は、11月末までに全市町村で検体採
取を終了し、分析後の調査結果については、市町村と
調整した上で今年度末に公表する予定としておりま
す。
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　県としましては、次年度もＰＦＯＳ等に係る全県的
な土壌調査を実施する予定としており、これらの調査
結果も踏まえて、国に対し土壌に関する基準値の設定
等を求めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　１、基地問題についての
(7)のうち、ＰＦＡＳの血中濃度調査についてお答え
いたします。
　環境省のＰＦＡＳに対する専門家会議が今年７月末
に公表したＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集によ
ると、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握す
ることは困難であることが示されています。血中濃度
の基準に加え、基準を超過した場合の対処方法が定
まっていないこと、人を対象とする研究に関する倫理
指針にのっとった倫理的妥当性、合理性についての十
分な議論が必要であることなどから、現時点で県が主
体となって独自の血中濃度調査を実施するには課題が
あるものと考えております。
　続きまして４、マイナンバー保険証についての
(1)、保険証の中止等についてお答えします。
　国においては、現在の健康保険証について、令和６
年秋に廃止を目指すこととしております。一方で、マ
イナンバーカードと健康保険証とのひもづけに係る誤
登録や医療機関窓口でのマイナ保険証を使用できない
などのトラブルも発生しております。そのため、同
カードの安全・安定的な運用が図られるよう、全国知
事会を通じ国に要請を行っているところであります。
　県としては、医療を必要としている人が必要な医療
を受けられることが大切であると考えており、国の動
向を注視してまいります。
　続きまして５、新型コロナ、インフルエンザ等の感
染症対策についての(1)、新型コロナ、インフルエン
ザの感染状況等についてお答えします。
　新型コロナとインフルエンザの９月18日から24日
までの１週間の定点当たりの感染者数は、新型コロナ
が11.56人、インフルエンザが22.46人となっており
ます。インフルエンザは、発令基準である10人を超
えているため注意報を発令し、新型コロナについて
は、注意報に相当する感染状況であることについて広
報を行い、感染予防の呼びかけを行っております。
　県としましては、引き続き、感染状況に応じた注意
報や警報発令など、県民に対する注意喚起を行ってま
いります。
　同じく(2)、新型コロナウイルス感染症の医療提供

体制についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症については、冬の感染拡
大に対応しつつ、通常の医療提供体制への段階的な移
行を進めるため、今月から来年３月までの間を引き続
き移行期間として、公費支援が継続されることが国か
ら示されました。
　県としては、10月以降も感染状況を踏まえた高齢
者施設等への定期検査、コロナ患者受入れ医療機関へ
の設備整備補助等を実施することとしており、幅広い
医療機関による通常の対応への段階的な移行を進めな
がら、県民が安心できる医療提供体制の確保に努めて
まいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　３、沖縄振興予算についての
(3)、一括交付金の増額に向けた取組についてお答え
いたします。
　沖縄振興一括交付金の増額確保は、県及び市町村の
切実な要望となっていることから、県としましては、
今後、一括交付金の概算要求額以上の増額確保の要請
を考えており、沖縄担当大臣や関係要路に対して、沖
縄振興の現状等を丁寧に説明し、沖縄県及び市町村の
要望が実現するよう、知事を先頭にしっかりと取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　５、新型コロナ、インフルエン
ザ等の感染症対策についての中の(3)、学校における
感染症対策等についてお答えいたします。
　令和５年８月28日から９月23日までの期間におい
て、新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖は小学
校４学級、中学校２学級、高等学校１学級となってお
ります。また、インフルエンザによる学校閉鎖は高等
学校１校、特別支援学校１校、学年閉鎖は小学校15
学年、中学校４学年、学級閉鎖は小学校38学級、中
学校21学級、高等学校17学級となっております。国
が実施した調査によると、本県の公立学校における換
気対策設備の設置状況は、令和５年１月時点で、Ｃ
Ｏ₂モニター49.5％、サーキュレーター68.9％、ＨＥ
ＰＡフィルター付空気清浄機40.8％となっており、
６月時点においては、ＣＯ₂モニター53％、サーキュ
レーター66.5％、ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機
55.9％となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き、基本的な感

‒･82･‒



染症対策の徹底に努めてまいります。
　続きまして６、教育行政についての中の(1)、教員
の正規雇用を増やすための計画についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会では、児童生徒数の推移、学級数の増
減、定年引上げの影響などを踏まえ、今後の正規率改
善に向けた小中学校正規率改善計画を令和５年９月に
策定したところです。同計画においては、特別選考に
よる採用などを加味し、新規採用者数をこれまでの
350名から80名増の430名とし、令和12年度までに
正規率を全国並みの90％台とする予定としておりま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き正規率の向上
に取り組んでまいります。
　同じく(2)、学校給食費無償化の進捗と国への要請
についてお答えいたします。
　県教育委員会においては、７月から８月にかけて、
保護者を対象に学校給食に関するアンケートを行うと
ともに、学校給食の実施状況や課題について市町村と
意見交換を行ったところであります。今後はそれを踏
まえ、沖縄県学校給食費無償化に関する制度設計委員
会において、予算規模、財源及び実施時期について検
討してまいりたいと考えております。また、国に対し
ては、去る２月に玉城知事から学校給食費の支援につ
いて要請を行ったところであります。引き続き、全国
都道府県教育委員会連合会や九州地方教育長協議会を
通して、学校給食費の支援を国へ要請してまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　７、ジェンダー平
等についての(1)、パートナーシップ制度の導入につ
いてお答えいたします。
　県では、令和３年３月に発表した沖縄県性の多様性
尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）及び今年３月に制定
した沖縄県差別のない社会づくり条例に基づき、多様
な性を理由とする困難を解消するため、啓発活動や相
談支援に取り組んでいるところです。パートナーシッ
プ制度の導入に向けては、引き続き、先進自治体の取
組事例を調査・研究しながら、県内市町村と情報を共
有し、意見交換をしてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時22分再開

○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　答弁ありがとうございました。
　まず、学校における感染症予防対策について、教育
長に再度お聞きします。
　先ほど答弁もありましたとおり、これだけ今、学
級・学校閉鎖が出ている状況、コロナやインフルエン
ザの感染状況は、平時ではなく流行期ではないかと思
うんですが、県教育委員会としての認識、見解はどう
でしょうか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、県保健医療部よりインフルエン
ザ注意報が発令されていることから、インフルエンザ
については流行状況にあるというふうに認識をしてお
ります。新型コロナウイルス感染につきましては、学
校に限って申し上げますと、新型コロナウイルスの感
染による学級閉鎖等は、インフルエンザに比べては少
ない状況にございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　コロナ、インフルエンザとも
に、感染者がいるという状況でやっぱり学校内でのこ
ういった感染予防対策というのは、引き続き強化が必
要だというふうに思います。
　そこで伺いますけれども、文部科学省による学校に
おける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
ニュアルには、感染流行時のマスクや出席停止の取扱
い、また、オンライン授業の活用などが示されていま
すが、マニュアルにのっとった感染予防対策を、教育
委員会としても学校に徹底する必要があると考えます
が、見解を伺います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、５類感染症の移行後の学校にお
ける新型コロナウイルス感染症対策につきまして、各
市町村教育委員会及び各県立学校に対しまして、国の
衛生管理マニュアル及び学校の臨時休業のガイドライ
ンについて周知をしておりまして、学校流行時におけ
る感染状況の対策、あるいは出席停止期の取扱い、あ
るいはオンライン授業について周知を図っているとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　ぜひ、学校で安心して学べる環
境、感染予防対策を引き続き対策強化して取り組んで
いただくようお願いをしたいと思います。
　それでは、沖縄振興予算について聞きますけれど
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も、一括交付金が県の概算要求額と内閣府が示した概
算要求額にやっぱり差があるということで、私たち沖
縄県議団、先日、政府交渉で振興予算についても交渉
してきたんですけれども、内閣府としても、これから
も沖縄県と一緒になって一括交付金増額に向けて頑張
りたいということを言っていたので、ぜひ内閣府とも
しっかりと協力をして、交付金増額に向けて頑張って
ほしいんですけれども、再度伺います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　一括交付金の減額に伴う影響
については、個別の事業も含めて内閣府あるいは県選
出国会議員等々に対して丁寧に説明してきたところ
でございます。昨年、補正予算でハード交付金29億
円、予算措置していただきました。今回、岸田総理が
補正予算を編成するということを明言されましたの
で、今後、また昨年のように補正予算の確保に向け
て、内閣府と協議を詰めたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　ぜひ頑張ってください。
　それでは、基地問題について再質問します。
　ミサイル配備、弾薬庫建設、自衛隊施設の今、強靱
化など南西諸島への軍事要塞が進む中での日米共同訓
練、レゾリュート・ドラゴンですね。まさに沖縄を戦
場にすることを想定した軍事訓練だと思います。事故
が相次いでいる欠陥機オスプレイも使用されるなど、
本当、言語道断です。県民の命と暮らし、人権を守る
のであれば、この日米共同訓練の中止を県として求め
るべきではないでしょうか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県としましては、かねてから自衛隊の配備等につい
て様々な意見があるという中で、今回の日米の大規模
な訓練というものについては、県民に不安を生じさせ
るものであるというふうに考えております。また、民
間空港の利用等につきましては、民間の利用に支障が
あってはならないというふうな考えの下、米軍、自衛
隊等については使用自粛を求めているというところで
ございます。ですので引き続き、政府、米軍、自衛隊
等については、訓練の空港等の使用自粛等について求
めていきたいというふうに考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　県として、県民の命、暮らし、
財産を守る立場で毅然とした対応を強く求めたいと思
います。
　それで、嘉手納基地の防錆整備格納庫建設について

ですけれども、去る７月、県として衆院沖縄特別委員
長宛てへの要望では、この防錆整備格納庫の計画を撤
回すべきと要望をしています。引き続き、その立場で
日米両政府に臨むべきだと思いますが、見解を伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県といたしましては、再三にわたって計画の見直し
を求めてきたにもかかわらず、当初の計画どおり進め
るとの決定がなされたことについて残念であるという
ふうに受け止めております。また、嘉手納町について
は、払拭されない不安が少しでもある限り容認するこ
とはできず、万全の措置が講じられることが必要と考
えているものと承知しております。
　このため、県としては、政府に対して安全面や環境
面の対策に万全を期すなど、地元住民が抱く不安を払
拭するための確実な措置を引き続き求めていきたいと
いうふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
○島袋　恵祐 議員　最後、知事にお伺いをいたしま
す。
　昨年の復帰50周年の新たな建議書には、「アジア
太平洋地域において、武力による抑止が国・地域間の
緊張を過度に高め、不測の事態が起こることのないよ
う最大限の努力を払うとともに、平和的な外交・対話
により緊張緩和と信頼醸成を図ることで同地域の平和
の構築に寄与するなど、我が国が国際社会において名
誉ある地位を占めるべく積極的な役割を果たすこと。
その際、独自の歴史や多様性を持つ沖縄を最大限活用
すること。」と、政府に建議をしています。その立場
で知事は、今年度、地域外交室も立ち上げ、取組を強
化していると思います。沖縄を二度と戦場にさせな
い、そしてこの沖縄を平和の発信地にしていくという
知事の決意を最後に確認したいと思います。お願いし
ます。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県は住民を巻き込んだ苛烈
な地上戦の経験でありますとか、戦後も軍事優先の中
で県民の基本的な権利が侵害されてきたという、そう
いう歴史を有しています。二度と沖縄を戦場にしては
ならないという思いは、全ての沖縄県民の切実な願い
であるということは間違いございません。このため、
沖縄県では、沖縄のいわゆる歴史、自然、文化、伝統
など、いわゆるソフトパワーを活用した地域間外交を
積極的に推進するとともに、平和を希求する「沖縄の
こころ」を世界に向けて発信するなど、アジア太平洋
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地域の平和構築に貢献する県独自の地域外交を展開す
ることとしておりまして、本年４月に地域外交室を設
置したところであります。私は、このような沖縄独自
の地域外交の取組を今後さらに強化していくことによ
り、アジア太平洋地域――沖縄県も事務所を設置し、
駐在員を置いているという、そういうこれまでの経験
も踏まえながら、地域における緊張緩和と信頼醸成に
寄与してまいりたいというように考えております。
○島袋　恵祐 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
　　　〔仲村未央　議員登壇〕
○仲村　未央 議員　こんにちは。
　代表質問を行います。
　１、辺野古新基地建設問題について。
　知事が一貫して求め続けている対話なきまま承認を
迫る政府のやり方からは、民意や地方自治を尊重する
姿勢はみじんも感じられません。国連での活動を経
て、知事は今、何を思うか。所見と展望を伺います。
　２、沖縄市への弾薬庫建設について。
　報道によると、防衛省は2024年度、沖縄市の沖縄
訓練場において５棟の弾薬庫建設に着手する。以下伺
います。
　(1)、･沖縄訓練場に弾薬庫を建設する目的は何か。
　(2)、･建設スケジュール、形状、大きさを伺いま
す。
　(3)、･県内に弾薬庫は何か所あるか。計画中も含め
自衛隊、米軍それぞれ伺います。
　(4)、･有事の際に攻撃対象となるおそれがあるた
め、弾薬の種類や数量は公表されないのか。使用する
部隊名は公表されるのか。
　(5)、･弾薬庫建設に際し、県や自治体、周辺住民に
政府は説明するのか、いつ説明するのか伺います。
　(6)、･弾薬庫を抱える自治体は、当該施設が攻撃対
象となるおそれを想定して住民避難計画を作成するの
か伺います。
　３、日米合同訓練レゾリュート・ドラゴン23につ
いて。
　(1)、･目的、規模、参加する部隊、施設、使用され
る公道や民間施設、実施期間等を伺います。
　(2)、･ホワイト・ビーチ、嘉手納基地、嘉手納弾薬
庫を使用する訓練の目的と内容を伺います。
　(3)、･今回の訓練で米軍オスプレイ、自衛隊オスプ
レイは使用されるのか。どのルートで使用されるのか
伺います。
　(4)、･激化、常態化する日米合同訓練について県の
認識と対応を伺います。

　４、国家安全保障戦略に基づく公共インフラ整備に
ついて。
　(1)、･特定重要拠点の考え方や制度設計を伺いま
す。
　(2)、･平時から自衛隊の訓練を認めることが予算措
置の条件になるのか。公共インフラ整備を求める自治
体には、平時における自衛隊の使用を盛り込む規定等
の整備が必要になるのか伺います。
　５、ハード交付金の減額問題について。
　(1)、･土木建築部予算において、事業区分別のピー
ク時比較を示されたい。
　(2)、･ハード交付金の減額が続き、県事業の進捗に
深刻な影響がある。事業が停滞し長期化を余儀なくさ
れる中で、副次的な課題も惹起している。沖縄振興の
理念にのっとった予算措置が求められるが、政府の対
応はどうか。見通しを伺います。
　６、企業局の経営状況について。
　(1)、･浄水場における15名の欠員は解消されたか伺
います。
　(2)、･ハード交付金の措置状況とインフラ改修への
影響を伺う。
　(3)、･水道料金の値上げについて検討状況を伺う。
　７、教員不足への対応について。
　(1)、･最新の充足率と正規率、また病休率と実数を
伺います。
　(2)、･少人数学級の実施状況はどうか。
　(3)、･免許外教員は何人いるのか。人材確保に関
し、どのような課題があるのか伺います。
　(4)、･働き方の改善に向け、労使協議会は設置しな
いのか。早急に設置し、現場の実情を踏まえた業務削
減に本気で取り組む必要があると考えるがどうか。
　(5)、･過重な時間外労働の改善に向け教職員が相談
できる体制づくり、産業医の配置が求められていま
す。対応を伺います。
　８、不登校児童生徒の支援について。
　(1)、･県内の不登校児童生徒の数と推移を伺いま
す。
　(2)、･不登校児童生徒のうちフリースクールに通う
児童生徒の数。うち出席扱いとなっている児童生徒の
数と割合を伺います。
　(3)、･出席扱いとなる際の判断基準や現場の対応に
ついて伺います。
　９、バス運転手不足への対応について。
　(1)、･現在どれぐらいの運転手不足が生じているの
か。数と経済活動への影響を伺います。
　(2)、･今補正の対応について伺います。支援額、対
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象、件数など事業内容を伺います。
　10、タグボート専用バースの整備について。
　物流拠点の那覇港には、大型船を曳航するタグボー
トの専用バースがいまだ整備されていません。大型ク
ルーズ船の入港も再開しており、出入港の安全環境整
備は待ったなしです。どのような方策を検討している
のか、対応と見通しを伺います。
　11、沖縄文化・芸術・伝統等の発信撮影支援事業
の創設について伺います。
　沖縄を題材とする映画、映像制作に関わる人材の育
成を図り、その独自性、優位性を確保する産業支援の
仕組みづくりが関係者から求められています。現状や
課題を把握しているか。支援の在り方について伺いま
す。
　12、公文書管理条例の制定について。
　(1)、･県民への説明責任を規定する公文書管理条例
制定の取組、進捗状況を伺います。
　(2)、･有識者懇談会の設置、役割、構成等について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲村未央議員の御質問にお答え
いたします。
　辺野古新基地建設問題についての御質問の中の１、
辺野古新基地建設問題の所見と展望についてお答えい
たします。
　私は、かねてから、辺野古新基地建設問題は、司法
ではなく対話によって解決策を求めていくことが重要
であると考えており、沖縄の過重な基地負担の軽減を
図るためには、政府に対し申し上げるべきことは申し
上げ、問題点を指摘しながら、必要に応じて連携して
取り組むことが重要であると考えております。今回、
国連関係者との面談では本当に多くの示唆をいただき
ましたが、私が最も心に残っているのが、多くの方々
が、国際社会において、課題解決のために最も重要な
ことは対話であるとおっしゃっていたことです。対話
によって新しいルールをつくり、新しい方向性を見つ
けていくこと、そのためには何回でも対話を重ねてい
くことが必要なんだ、重要なんだということでした。
これは、私がいつも述べさせていただいていますが、
対話による解決と共通する重要な考えだと受け止めて
おり、大変意を強くしているところであります。
　沖縄県としては、引き続き、政府に対しては、あら
ゆる機会を捉えて沖縄県との対話の場を設けるよう求
めるとともに、対話によって解決策を求めていく民主
主義の姿勢を粘り強く訴えてまいりたいと思います。

　次に、日米合同訓練レゾリュート・ドラゴン23に
ついての御質問の中の(4)、激化する日米共同訓練に
対する県の認識等についてお答えいたします。
　今年１月の２プラス２の共同発表では、「キーン・
ソード23、レゾリュート・ドラゴン22、オリエン
ト・シールド22及びＭＶ－22低空飛行訓練等の実践
的な訓練及び演習の着実な進展を歓迎した。」、「日
本の南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同
使用を拡大し、共同演習・訓練を増加させることにコ
ミットした。」などが示されております。
　沖縄県としては、かねてから米軍基地の整理縮小、
さらなる基地の返還を求めている中、日米共同訓練等
の増加により、これ以上の基地負担が生じることは
あってはならないと考えており、引き続き、情報収集
を行い適切に対応してまいります。
　次に、沖縄文化・芸術・伝統等の発信撮影支援事業
の創設についての御質問の中の(1)、撮影支援事業に
ついてお答えいたします。
　沖縄県では、沖縄観光コンベンションビューロー内
にフィルムオフィスを設置し、現地ロケにおける相談
対応、ロケの受入れ側となる市町村などの理解促進に
向けた体制の整備、国内外で開催される映画祭におけ
る沖縄のＰＲ、動画配信サイト等での上映機会の創出
を行うことで沖縄での撮影支援に取り組んでおりま
す。また、文化芸術団体等の人材育成や組織づくりに
関する取組等を支援するとともに、琉球の歴史・文化
資源をテーマとした新たなコンテンツを制作する取組
を支援しております。引き続き、関係者と意見交換を
行いながら、支援の在り方を検討してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、沖縄市への弾薬庫建設
についての中の(1)、火薬庫建設の目的についてお答
えいたします。
　沖縄防衛局によると、沖縄訓練場の敷地内に新編予
定の補給処支処について、事態生起時において、平素
から南西地域に配備されている部隊や南西地域に展開
した部隊の活動を迅速かつ継続的に支援するため、隊
庁舎、倉庫、コンテナヤード、火薬庫５棟、燃料施設
等を整備するとのことです。
　同じく２(2)、火薬庫建設のスケジュール、形状等
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、令和５年度は、火薬庫等の施
設配置に係る基本検討を行うとのことです。また、令
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和６年度概算要求においては、火薬庫等を整備するた
めの調査・設計に係る経費として、約23億円が計上
されていることから、火薬庫の形状や大きさは、今後
決まっていくものと考えております。
　同じく２(3)と(4)、県内の弾薬庫及び弾薬の種類等
についてお答えいたします。２の(3)と２の(4)は関連
しますので、一括してお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、県内における火薬庫の所在す
る自衛隊の施設数は、計画中のものを含め17施設で
あり、米軍については、嘉手納弾薬庫地区及び辺野古
弾薬庫に所在すること以外は承知していないとのこと
です。また、自衛隊施設の火薬庫に保管する弾薬の数
量及び種類については、その詳細を示すことにより、
自衛隊の能力が明らかになるおそれがあるため、具体
的に示すことは困難であるとのことであります。
　同じく２の(5)、火薬庫建設に係る政府の説明につ
いてお答えいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。このため県は、去る６月
９日、防衛大臣に対し、今後の自衛隊配備の予定及び
検討状況等について、地元の十分な理解が得られるよ
う、事前に丁寧に説明を行うこと等を要請したところ
です。一方、今年１月、防衛省は沖縄市長に対し、同
訓練場の整備計画について説明しておりますが、地元
説明会については、現時点で未定とのことでありま
す。なお、沖縄訓練場への火薬庫の整備に関しては、
関連する資料が沖縄防衛局から県に提供されておりま
すが、対面での県への説明は現在のところございませ
ん。
　同じく２の(6)、住民避難計画の策定についてお答
えいたします。
　国民保護法において、市町村は、国民保護事案発生
時に、市町村国民保護計画に定めるところにより避難
実施要領を定め、住民避難を誘導する役割を担ってお
り、国民の保護に関する基本指針により、避難実施要
領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めるも
のとされております。弾薬庫への攻撃を想定した住民
避難計画について、具体的に義務づけられてはおりま
せんが、沖縄市においては、北部地区周辺、嘉手納弾
薬庫地区の地域における避難実施要領のパターンを自
主的に作成しております。
　次に３、日米合同訓練レゾリュート・ドラゴン23
についての中の(1)、目的、規模等についてお答えい
たします。
　今回の陸上自衛隊と米海兵隊の共同訓練は、日米の

連携強化及び共同対処能力の向上を図ることを目的と
して、10月14日から31日にかけて実施される予定で
す。県内では、６か所の自衛隊施設と８か所の米軍
施設において、陸上自衛隊第15旅団や米海兵隊第３
海兵師団など、約1400名余りが参加するとのことで
す。また、人員・物資の輸送訓練等では、新石垣空港
や与那国空港を使用した航空機の離発着のほか、大型
車両がホワイト・ビーチ地区から嘉手納飛行場へ、那
覇港湾施設から牧港補給地区へそれぞれ公道を走行す
る計画があるとのことです。
　同じく３(2)、ホワイト・ビーチ地区等を使用する
目的等について。
　ホワイト・ビーチ地区においては、大分分屯地から
輸送した陸上自衛隊のコンテナを日米の大型車両に積
載し、嘉手納飛行場まで陸上輸送する共同兵たん訓練
が実施されるとのことです。また、嘉手納飛行場及び
嘉手納弾薬庫地区においては、ホワイト・ビーチ地区
から輸送した陸上自衛隊の補給品を嘉手納飛行場から
嘉手納弾薬庫地区へ陸送し、陸上自衛隊のＣＨ47や
米軍のＭＶ22等に積み替えて、瀬戸内分屯地に輸送
する共同兵たん訓練が実施されるとのことでありま
す。
　同じく３(3)、オスプレイの使用についてお答えい
たします。
　今回の共同訓練において米海兵隊のオスプレイは、
嘉手納飛行場から瀬戸内分屯地まで補給品を輸送する
共同兵たん訓練及び出砂島射爆撃場における統合火力
の誘導訓練に使用される計画となっております。ま
た、陸上自衛隊のオスプレイは、新石垣空港から患者
を島外に搬送する患者後送訓練に使用される計画との
ことです。
　県としては、昨年からオスプレイの墜落事故が相次
ぐ中、今回の陸上自衛隊によるオスプレイの使用は、
県民に不安を生じさせるものであると考えていること
から、９月13日、沖縄防衛局に対し、県内での陸上
自衛隊オスプレイの使用自粛などを求めたところで
す。
　次に４、国家安全保障戦略に基づく公共インフラ整
備についての中の(1)と(2)、特定重要拠点の考え方及
び予算措置の条件についてお答えいたします。４(1)
と４の(2)は関連しますので、一括してお答えさせて
いただきます。
　政府は、８月の関係閣僚会議で、南西諸島を中心と
して、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機が平時から
円滑に空港・港湾等を利用できるよう特定重要拠点空
港・港湾（仮称）を指定するとし、今後、地元との調
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整を進めていくとしておりますが、この件について、
県への説明は現在のところございません。
　県としては、自衛隊等の利用により、離島の空港、
港湾の民間利用に支障があってはならないと考えてお
り、引き続き情報収集を図りながら、適切に対応して
まいります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　５、ハード交付金の減額
問題についての(1)、土木建築部予算における事業区
分別のピーク時比較についてお答えいたします。
　土木建築部における令和５年度のハード交付金
の配分額は、約197億円となっており、ピーク時の
平成26年度の約611億円と比較しますと、414億円
67.8％減少しております。また、主な事業区分別の
減少額及び減少率は、道路事業が約227億円83.1％、
港湾事業が約16億円80.4％、治水事業が約17億円
70.3％、海岸事業が約１億円48.2％、下水道事業が
約20億円80.2％、都市公園事業が約２億円70.8％と
なっております。
　次に10、タグボート専用バースの整備について、
那覇港におけるタグボート用係留施設についてお答え
いたします。
　那覇港管理組合によると、令和５年３月に改訂した
那覇港港湾計画において、タグボートが係留可能な施
設を新港埠頭地区及び浦添埠頭地区に位置づけている
とのことであります。当該施設の整備については、関
係者と調整の上、対応していきたいとのことでありま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　５、ハード交付金の減額問題
についての(2)、内閣府の対応についてお答えいたし
ます。
　沖縄振興公共投資交付金の減額が続いてきたことか
ら、県事業や市町村事業の進捗に遅れが生じ、地域の
発展等に影響が出ていることから、県としては、ハー
ド交付金の大幅な増額が必要と考えております。しか
しながら、内閣府の令和６年度概算要求額は、令和５
年度当初予算から約13億円増の約381億円となって
おり、沖縄県及び市町村が求めてきた要望額と大きく
かけ離れております。
　県としましては、今後、ハード交付金を含む一括交
付金の概算要求額以上の増額確保の要請を考えてお

り、沖縄担当大臣や関係要路に対して、沖縄振興の現
状等を丁寧に説明し、沖縄県及び市町村の要望が実現
するよう、知事を先頭にしっかりと取り組んでまいり
ます。
　次に12、公文書管理条例の制定についての(1)、条
例制定の取組、進捗状況についてお答えいたします。
　県では、現在及び将来の県民に対する説明責任を強
化するため、公文書管理条例の制定に向けて取り組ん
でいるところであります。去る５月には、庁内に公文
書管理の在り方検討会を設置し、電子決裁の導入や検
索性に優れた文書分類への見直しなどについて関係部
局等と意見交換し、全庁的な取組を進めているところ
であります。
　同じく12の(2)、有識者懇談会の設置、役割、構成
等についてお答えいたします。
　公文書管理条例の制定に向けた課題や制度設計等を
検討するに当たり、有識者の意見を聞くため、令和５
年度内には、有識者の会議を立ち上げたいと考えてお
ります。会議の構成員としては、国や他の自治体の公
文書管理や県の公文書作成等の実務等に精通している
方、県民が公文書を利用する場合の観点から意見して
いただける方を考えており、それぞれの視点から御意
見を頂戴したいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企業局長。
　　　〔松田　了　企業局長登壇〕
○松田　了 企業局長　６、企業局の経営状況につい
て(1)、欠員の解消についてお答えします。
　企業局では、今年度生じた欠員15名について、再
任用フルタイム勤務職員６名、他事業体交流職員１
名、臨時的任用職員８名を配置し対応したところであ
ります。次年度は、９名以上の職員を採用する準備を
進めており、再任用フルタイム勤務職員を含めると欠
員は解消する見込みとなっております。引き続き、適
正数の職員を採用するとともに、適切な人事配置に努
めてまいります。
　同じく(2)、ハード交付金の措置状況と影響につい
てお答えします。
　沖縄振興公共投資交付金の当初予算額は、平成26
年度の932億円をピークに令和５年度は368億円に減
少しており、それに伴って、企業局の当初予算額も平
成26年度の107億円から令和５年度は42億円に減少
しております。この減少により、水道施設の更新・耐
震化事業に遅れが生じる状況となっております。
　同じく(3)、企業局の料金改定の検討状況について
お答えします。
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　企業局では、平成５年度の料金改定以降、約30年
にわたって料金を維持してまいりましたが、施設の更
新等に伴う費用の増や電気料金の上昇による経営状況
の急激な悪化が見込まれることから、料金改定の検討
を行っているところであります。これまで、外部有識
者で構成する企業局経営評価委員会を３回、受水事業
体説明会を２回開催し、料金改定の必要性、改定幅及
び実施時期などについて説明を行っており、引き続
き、検討を進めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　７、教員不足への対応について
の中の(1)、最新の充足率等についてお答えいたしま
す。
　文部科学省が、公立小中学校等を対象として実施
した全国調査では、令和４年５月１日時点で、沖縄
県の教員充足率は98.4％、全国平均値は101.2％。沖
縄県の教員正規率は81.2％、全国平均値は92.2％と
なっております。また、令和３年５月１日時点におけ
る沖縄県の公立小中学校の通常学級担任の正規率は
75.6％、特別支援学級担任の正規率は63.9％となっ
ております。教育職員の病気休職者数につきまして
は、令和４年度は381人であり、在職者に占める割合
は、2.41％となっております。
　同じく(2)、少人数学級の実施状況についてお答え
いたします。
　県教育委員会では、小学校１・２年生で30人学
級、小学校３年生から中学校３年生まで35人学級を
実施しております。令和５年度の少人数学級実施状
況については、教員不足または教室不足により実施
できなかった学級が42学級ありましたが、実施率は
99.1％となっております。
　同じく(3)、免許外で任用されている教員について
お答えいたします。
　県教育委員会では、必要な校種・教科の教員を確保
できない場合に、他の教員免許を持っている方を助教
諭として任用しており、令和５年５月現在の助教諭の
人数は、小中学校が211人、県立学校が61人となっ
ております。人材確保の課題としましては、各教科の
教員数に偏りがあり、教員を配置できないことも生じ
ております。
　県教育委員会としましては、引き続き、教員選考試
験の制度改革や、県内大学での説明会等のリクルート
活動を強化し、教員の人材確保に努めてまいります。
　同じく(4)、働き方の改善に向けた労使協議会の設

置等についてお答えいたします。
　県教育委員会では、７月に沖縄県公立学校働き方改
革推進本部を設置し、その外部連携部会において、職
員団体等の関係団体と意見交換等を行うなど、連携・
協働を進めております。引き続き、県内公立学校の全
教職員に対して実施したアンケートの結果等を踏ま
え、実効性のある取組を推進することにより、教職員
が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる環境の
確保に努めてまいります。
　同じく(5)、教職員の相談体制や産業医の配置につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校職員に対し、保健師に
よる健康相談ホットラインの設置や、公認心理師等に
よる相談を行うとともに、全ての県立学校に産業医を
配置しております。また、市町村立学校については、
服務監督権者である市町村教育委員会に対して体制整
備について通知するとともに、担当者を対象とした研
修会を実施する等の支援を行っております。
　県教育委員会としましては、引き続き、教職員が心
身の健康を維持し、教育活動に専念できる環境の確保
に努めてまいります。
　続きまして８、不登校児童生徒の支援についての中
の(1)、不登校児童生徒数の推移についてお答えいた
します。
　文部科学省が実施する問題行動等調査によると、沖
縄県の国公私立小・中・高等学校の不登校児童生徒数
は、令和元年度4630人、令和２年度4495人、令和３
年度5286人となっており、増加傾向にあることから
喫緊の課題と捉えております。
　同じく(2)、フリースクールに通う児童生徒の数と
出席扱いについてお答えいたします。
　フリースクールについては、その規模や活動内容が
多種多様であり、明確な設置基準がないことから、そ
の数は把握できていない状況にあります。今後、フ
リースクールに通う児童生徒の実態把握については、
市町村教育委員会と連携し、その調査の在り方につい
て検討してまいりたいと考えております。
　同じく(3)、出席扱いの判断基準や現場の対応につ
いてお答えいたします。
　出席扱いの判断基準については、文部科学省からの
通知において、保護者と学校との間に十分な連携・協
力関係が保たれていること等の要件を満たした場合、
校長が指導要録上、出席扱いとすることができると示
されております。学校においては、フリースクールに
おける指導等の状況を把握し、個々の児童生徒にとっ
て適切かどうかについて、教育委員会と連携し判断す
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ることとなります。
　県教育委員会としましては、引き続き関係機関と連
携した取組を推進してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　９、バス運転手不足への対応
についての(1)のうち、路線バスの運転手不足の数と
経済活動への影響についてお答えいたします。
　県内路線バス主要４社によると、バスの運転手はコ
ロナ前の令和元年度末の861名から、令和４年度末で
758名となっており、100名程度減少しているとのこ
とです。このため、バス事業者では、効率的なダイヤ
改定により、通勤や通学など利用者の経済・社会活動
に影響が出ないよう努めていると聞いております。
　県においても、運転手を確保するため、求人広報活
動や第二種免許取得を支援しており、引き続き公共交
通のサービス維持に向けた支援を実施してまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　９、バス運転手
不足への対応についての(1)及び(2)、貸切りバス運転
手不足と補正予算での対応についてお答えします。９
の(1)と９の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括し
てお答えします。
　バス会社によると、現在、県外から修学旅行を受
け入れる貸切りバスの未手配の件数は約1200件であ
り、これを解消するためには、約50人の運転手の確
保が必要と試算しております。貸切りバスの未手配が
続けば、沖縄への修学旅行が敬遠されるとともに、訪
問先を変更されるおそれがあります。このため、今議
会において約4000万円の補正予算を計上し、緊急的
に県外からバスの運転手等を確保する貸切りバス事業
者を支援することとしております。具体的には、県外
から運転手及びバスガイドを確保するため、１人当た
り最大40万円の補助金を交付することとしておりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　教育長のほうからお尋ねをいた
したいと思います。
　先ほど、病休者、病休率も含めてお尋ねをしました
が、前年比でどのような傾向があるのか、それから、
うち精神的疾患の状況、実数、傾向はどうなのかお尋

ねをいたします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　令和４年度における公立学校教職員の精神疾患によ
る病気休職者数は229人となっておりまして、令和３
年度199人に対して30人の増加となっております。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　先ほど、現場の実態を踏まえて
体制を取ってほしいということをお願いをしました。
この増加傾向、歯止めがかかっておりませんので、ぜ
ひ聞きっ放しにしないで、具体的な取組を推進いただ
きたいと思います。
　休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後０時９分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○仲村　未央 議員　同じく、不登校の児童生徒の支
援に関してお尋ねをしました。今日も大きく報道等
で、全国過去最多の29万人という深刻な記事が載っ
ておりましたけれども、先ほど教育長、答弁をいただ
いた5200余りというのは、これは過去最多の更新状
況にあるのか、どのような状況でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　答弁では、令和３年度について
申し上げましたが、令和４年度も、本日の新聞で全国
の数が公表されていました。令和４年度につきまして
も、沖縄県の不登校については過去最高となっており
ます。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　令和４年度の数値は分かります
か。数は。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和４年度につきましては、国
公立、私立を含んだ小中学校についてでありますけれ
ども5762人、高校につきましては、国公立、私立高
等学校で1091人となっております。
○仲村　未央 議員　ちょっと休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
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○半嶺　満 教育長　お答えいたします。
　先ほどの答弁では、沖縄県の国公私立小・中・高の
数でございました。これが5286人であります。令和
４年度につきましては、同じく沖縄県の国公私立小・
中・高等学校を合わせて6853人となっております。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　今日の今日の数値なので、今、
増加の大きさに非常に驚いております。このフリース
クールに通うということを、今回あえて取り出してお
尋ねしたところですけれども、これについてはまだそ
の実数の把握なり、状況が十分に把握されていないと
いうことで調整がありましたので、それはこれから具
体的な取組の中で調査把握をされていく必要があるん
だろうと思いますけれども、そこら辺はどのように考
えていらっしゃいますか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　答弁で申し上げましたが、フ
リースクールの定義がまだまだはっきりしていない部
分がございますので、その辺しっかりと国の動きも確
認しながら、また市町村とも連携しながら、しっかり
把握の在り方については検討してまいりたいと考えて
おります。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　ただ、今、文科省の方針につい
ても、この不登校の支援の在り方についても、学校に
登校するという結果のみに目標を置くのではなくて、
その子が自らの進路、これを主体的に捉えて、その自
立をしていくということですね。ところが今、現場で
どのようなことがあるかというと、フリースクールに
通うその児童生徒に、県内の学校の事例ですけれど
も、診断書を提出しなければ出席扱いと認めないとい
うような事例が発生しておりますけれども、診断書が
ないと出席扱いにならないという、このような何か条
件、基準などがあるんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　フリースクールに通う児童生徒
の出席扱いについてでありますけれども、文部科学省
の通知によりますと、この出席扱いの判断をする上
で、診断書の提出は求められておりません。
　したがいまして、県としても、この診断書の提出は
必要ないというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　それは明快に今お答えいただい
たので、当該児童生徒も聞いていると思います。それ
で、なぜこの診断書の話が唐突に出てくるのかという
ことについては、まだ確認中ではあるんですけれど

も、一つにこういうことがあるんですね。例えば、
今、学校に行けない、何かしらの理由があって、登校
に至っていないけれども、今、中学３年生。高校受験
目指して、高校には行きたい、進学をしたいという具
体的な希望があって頑張ってフリースクールで勉強し
ているんですよね。その子が受験をするに当たって、
別室で――もし学校になかなか行けないということ
は、受験の場というのも非常に大変なストレスを伴う
ものですから、配慮をもらって別室で受験をするとい
うやり方を県立高校は取っていますね。その配慮願の
中に、診断書の添付が必ず必要だということがありま
すか。診断書がないと、その配慮願が出せないんで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　高校入試の際に、診断書を求める場合がございま
す。その場合につきましては、障害のある生徒の受験
における配慮願というのがございまして、出願前に、
障害のある生徒の学力検査等に関しての配慮願書を記
入しまして、障害、疾病等に係る診断書、もしくは身
体障害者手帳等の写しを添付して提出することとなっ
ております。このような場合にのみ、診断書等は求め
ている状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　今回のケースでは、心理的にあ
るいは身体的に何らかの疾患がある、病気であるとい
うことではないんですよね。ほかの理由で今不登校に
なっちゃっているという状況の中で、自立に向けて頑
張っているという。そういう子に対して、診断書を出
せ、そうでなければ出席扱いにしません。あるいは、
そうでなければ受験を認めませんというような現場で
の対応。これについては、非常にその子に対して、よ
り深刻な、進路等々に今重大な影響を与えかねないと
いうところにあるんです。出席日数が足りなければ、
進学にも非常に影響します。けれども、実際にはその
ような、この子の状況を見る限りにおいては、しっか
りとフリースクールを選択しながら頑張っていると。
その学校のカリキュラムも含めて、むしろ学校のほう
が具体的にその状況を把握し、前向きに自立に向けて
歩ませるということが必要だと思うんですけれども、
今の診断書の取扱いに関しては、条件ではないこと、
むしろそれを求めるということではないということに
ついて、もう一度具体的に、はっきりとおっしゃって
いただければと思います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず確認させていただきます。
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フリースクールに通っている生徒の出席扱いの際の判
断基準として、診断書を求めるということはございま
せん。
　また、入試につきましても、先ほど申し上げました
障害のある児童生徒の受験の配慮について、そういう
ことに限っての提出でありますので、例えば不登校の
状況で、どうしても別室でしか受験できないという場
合に、その状況を把握してそういった配慮を行ってい
るところであります。このことにつきましては、ま
ず、フリースクール等の取扱いにつきましては、しっ
かりと生徒指導の担当者、あるいは学校長の研修会等
でしっかり確認していきたいと思いますし、また入試
につきましても、中学校に対する事前の説明会がござ
いますので、しっかりと周知徹底を図っていきたいと
いうふうに思います。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　休憩をお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時19分休憩
　　　午後０時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○仲村　未央 議員　４点目の特定重要拠点、この考
え方についてお尋ねをしました。今、政府のほうで
は、自衛隊の訓練、平時からの利用、これが認められ
るという状況が確認されれば、公共インフラ整備につ
いてしていくという方針を示していますけれども、こ
れについては、既にリストアップがあるということな
んですが、リストアップをして９月下旬以降、その自
治体への説明をしていくということなんですけれど
も、これ、県には何か連絡はありましたか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時20分休憩
　　　午後０時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほども申し上げたとお
り、特定重要拠点の空港・港湾を指定するということ
とはしておりますけれども、まだこの件について、県
への説明等はございません。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　通常は、県は、先ほど答弁に
あったように、軍事利用への拡大を認めない立場であ
るということは、はっきりしているわけですね。そう
なると、県がそれを認めない限り、要は平時からの自
衛隊の利用、これについてよしとしない限りは、この
ようなインフラ整備は進まない、進められないという

ことで理解してよろしいでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　これにつきまして県として
は、自衛隊等の利用により離島の空港・港湾の民間利
用に支障があってはならないというのが基本的なスタ
ンス。一方、離島市町村については、国民保護に関し
て、例えば石垣とか与那国町などは、政府に対して港
湾や空港の整備を求める要請等がなされているという
ことも承知しております。
　このため、県としては、様々な観点から情報収集を
行いながら、適正に対応していきたいというふうに考
えております。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　要は、県が直接管理する空港が
ありますよね。それについて、軍事への利用拡大、平
時からの利用を県が認めないという姿勢を持つ限りに
おいては、その整備はできないですよねということで
す。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時23分休憩
　　　午後０時23分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　政府におきましては、今回
の整備方針について、平時から円滑に空港・港湾等の
利用ができるようインフラ管理者との間で円滑な利用
に関する枠組を設けるとしておりますけれども、具体
的な内容が明確ではありませんので、引き続き適正に
判断していきたいというふうに考えているところで
す。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　はっきりと答弁になっていない
んですけれども、政府としては、平時においても自衛
隊が軍事的に利用する、そのことの確認が取れれば整
備をしましょうということなんですよね。そうなって
初めて整備費をつけると。その確認が取れないのに、
それは従来の公共事業とは全く違う方針なわけですか
ら、それについて自治体、その当該管理者がそれを認
めない限りはということが前提ですよねということで
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　申し訳ございませんが、ま
ず、国の考え等がまだ明確ではないと考えております
ので、どのような考えの下で整備を進めるのかという
ことを、まずは精査したいというふうに考えておりま
す。
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○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　非常に気にしているのは、例え
ば、国際人権法、ジュネーブ法の枠組の中において
も、その軍民の分離ということは明確にうたわれてい
ますけれども、平時から軍に供している、軍事から見
ても利用価値があるというふうに他国から見た場合
に、それが判断されるときというのは、これは軍事標
的になる可能性というのは否定されないというような
状況になっているわけですよね。国際法の基準で。で
すので、そのことを言っています。
　もう一度、今の捉え方、このハード整備方針に関し
て、インフラ整備方針に関して、県が管理を認めない
とある限りにおいては、このような、なし崩しに軍備
の拡大を利用目的とする、その公共事業の整備という
のは進まないということで、しっかりと方針を示して
いただきたいんですけれども、公室長が無理であれ
ば、知事、副知事の答弁をいただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　公室長が先ほど来答えています
ように、まだ政府から具体的な方針が示されてござい
ません。
　県としては、どのような方針が示されるのかしっか
りと確認した上で、きちんと対応していきたいと考え
ております。
○仲村　未央 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時27分休憩
　　　午後１時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、代表質問を行います。
　上原　章議員。
　　　〔上原　章　議員登壇〕
○上原　　章 議員　ちょっと休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時51分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上原　　章 議員　おはようございます。こんにち
はでしたね、すみません。
　公明党会派の上原章でございます。
　代表質問をさせていただきます。
　まず初めに、１、知事の政治姿勢についてお尋ねし
ます。
　(1)、･名護市辺野古の埋立変更申請をめぐり、最高
裁は国の是正指示を適法とし、県の上告を棄却しまし
た。知事は是非判断について、期日を含め今後どう対

応するのか伺います。
　(2)、･県庁地下２階の駐車場から、発がん性などが
指摘される有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）を含む泡消
火剤が流出し、知事は県民の皆様に、多大な不安を与
え、報告が遅れたことをおわびすると謝罪しました。
今回の事案は、県民に大きな衝撃と不信を招き、特に
流出して３か月余りも公表しなかったことは、県行政
の透明性、危機管理に極めて深刻な事態だと言わざる
を得ません。報告が遅れた理由、対応について知事の
見解を伺います。
　(3)、･県は来年２月までに地域外交基本方針（仮
称）を策定するとのこと。構成案及び沖縄振興計画
（新・沖縄21世紀ビジョン）に盛り込まれている国
際機関の誘致も含める考えはないか。
　(4)、･県が目指すアジア太平洋地域の平和構築に向
け、明年開催予定の第10回太平洋・島サミットの本
県開催を国に求めてはどうか。
　(5)、･電気料金及びＬＰガス料金の高騰対策事業の
支援期間延長は高く評価いたします。内容と電気料金
について、８月並みの金額に引き上げることはできな
いか。
　(6)、･給食費無償化の実施は、物価高騰で深刻な影
響を受けている子育て世帯に早急に必要な政策であ
り、最優先の知事公約と思うがどうか。前倒しで実施
できないか伺います。
　次に２、経済・雇用行政について伺います。
　(1)、･公・労・使で組織する県雇用対策推進協議会
が開催され、人手不足への対応に関する共同宣言が発
表されました。内容と効果及び県の予算を含めた支援
策を伺います。
　(2)、･視覚障害者のヘルスキーパーの県庁を含め行
政機関における採用について伺います。
　(3)、･那覇空港でのレンタカ－の送迎車混雑解消は
急務です。具体的な対策及びモノレールてだこ浦西駅
パ－ク・アンド・ライド駐車場のカーシェア実証実験
について伺います。
　(4)、･国際旅客船の拠点港に指定されている本部港
のクルーズ船対応バースが台風６号の影響で損壊し、
船が入港できない状態が続いています。早急な対応が
必要と思うがどうか。
　(5)、･県内の製糖工場の老朽化に伴う建て替え計画
はどうなっているか。
　次に３、福祉、医療行政についてお尋ねします。
　(1)、･国民健康保険制度の財政健全化について。
　ア、県は赤字解消にどう取り組んでいるのか。実態
と効果を伺います。
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　イ、前期高齢者交付金等の公費確保はどうなってい
るか。
　ウ、医療・所得格差など特殊事情による財政負担を
市町村のみに負担させるのではなく、県は財政運営の
主体者として政策的繰入れを検討するなど責任を果た
すべきとの声があるがどうか。
　(2)、･骨髄バンクドナー助成事業補助金について、
内容と効果を伺います。本県はドナー登録が人口比で
全国一。特に若い世代が多いと聞きます。勤務する事
業所に対する補助制度も必要と思うがどうか。
　(3)、･がんの治療や手術に伴う外見の変化を補完す
るため、医療用ウイッグなどの購入費助成ができない
か。
　次に４、教育行政についてお尋ねします。
　(1)、･国は、不登校特例校の名称を学びの多様化学
校に改称し、当面は２つの名称を併記するとしまし
た。県内の開校はどうか。
　(2)、･公立の夜間中学は現在、17都道府県に44校
が設置されています。再来年度には28都道府県58校
まで広がります。本県の設置はどうか。
　(3)、･学校現場におけるトイレの洋式化の取組・設
置状況を伺います。
　次に５、台風６号の被害及び対策について。
　(1)、･被害状況及び支援策はどうなっているか。
　(4)、･観光客の支援について、課題・対策を伺いま
す。
　最後に、南大東村の水利施設整備事業、旧東第２地
区の進捗が大幅に遅れているが、原因と対策を伺いま
す。
　よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時56分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上原　　章 議員　すみません、ちょっと抜けてお
りました。
　３、福祉、医療行政の国民健康保険制度の財政健全
化のうち、エ、医療費水準・財政赤字等の課題が解消
されないまま、保険料水準の統一に向けた環境整備を
図るとしているが、市町村との協議はどうなっている
か。お願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　上原章議員の御質問にお答えい
たします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(3)、

地域外交基本方針と国際機関の誘致についてお答えい
たします。
　沖縄県では、現在、地域外交基本方針（仮称）の策
定に向けた取組に着手したところであり、去る９月
21日に第１回目の沖縄県の地域外交に関する万国津
梁会議を開催し、同基本方針の構成案について、委員
から御意見を伺ったところです。今後は、引き続き万
国津梁会議を開催するとともに、県民の皆様からの御
意見等も踏まえて、沖縄県が目指すべき地域外交の方
向性を示していきたいと考えておりますが、議員御提
案の国際機関の誘致につきましても、この基本方針の
中で検討してまいりたいと思います。
　次に、経済・雇用行政についての御質問の中の２の
(1)、人手不足への対応に関する共同宣言の内容等に
ついてお答えいたします。
　人手不足への対応につきましては、公・労・使29
団体で構成する沖縄県雇用対策推進協議会幹事会の意
見を取りまとめ、現状、課題、取組方針を盛り込んだ
共同宣言を作成し、９月14日に開催した協議会にお
いて同宣言を発出したところです。同宣言に基づき、
国、県、労働団体、経済団体が一体となり、効果的な
雇用施策を継続的に協議し推進していくことにより、
その機運が全県的に広がり、県経済のさらなる成長に
つながるものと考えております。
　沖縄県としましては、喫緊の課題への対応として、
観光事業者や交通事業者の人材確保支援など、庁内
各部局において今年度予算に総額で約60億円を計上
し、人手不足対策に取り組んでいるところです。さら
に、企業の生産性向上への支援、経済の好循環の構築
のため、適切な価格転嫁及び賃金の引上げの推進によ
り地域経済の活性化に取り組む共同宣言に掲げる取組
を併せて推進してまいります。
　次に２の(5)、製糖工場の建て替えについてお答え
いたします。
　老朽化が著しい分蜜糖工場については、工場建屋や
製糖工程の中核となるボイラー設備などが築60年以
上経過していることから、工場の老朽化対策の緊急性
は高いと認識しております。一方、工場の建て替えに
ついては、建設費用が多額になることに加え、事業実
施主体の費用負担や財源確保等が大きな課題となって
おります。
　沖縄県としましては、工場の老朽化の現状を踏ま
え、工場整備に係る早期の課題解決に向け、引き続
き、国、市町村等関係機関と検討を進めてまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
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せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、公有水面埋立変更承認申請への対応につ
いてお答えいたします。
　令和５年９月４日付で、是正の指示を適法とする最
高裁判決が示されたところであります。県は、最高裁
判所の判決を受けてどのような対応が取れるか検討し
ている段階であり、当該是正の指示も踏まえながら、
今後、対応してまいります。
　次に２、経済・雇用行政についての(3)のうち、て
だこ浦西駅パーク・アンド・ライド駐車場のカーシェ
ア実証実験についてお答えいたします。
　今年７月、一般社団法人沖縄県レンタカー協会か
ら、同駐車場におけるカーシェア実証実験について要
請がありました。今後、同駐車場の指定管理者から、
レンタカー協会の要請を踏まえた事業計画が提案され
る予定であると聞いております。
　県としては、提案内容を踏まえて、関係法令や施設
の管理運営上の課題について整理し、実施の可能性も
含めて検討していきたいと考えております。
　次に同じく２の(4)、本部港のクルーズ船対応バー
スの早急な復旧についてお答えいたします。
　本部港（本部地区）において、クルーズ船対応岸壁
が台風６号によって被災しており、現在、使用を禁止
しております。県は、岸壁の早期復旧に向けて、国庫
事業である港湾関係公共土木施設災害復旧事業の災害
査定の申請を進めております。当該岸壁については、
クルーズ船などの寄港予定があることから、復旧まで
の暫定的な使用について検討しているところです。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)、報告が遅れた理由と対応についてお答えいた
します。
　令和５年６月18日日曜日、本庁舎に設置されてい
る泡消火設備が誤作動を起こし、ＰＦＯＳ等を含む消
火剤が地下２階駐車場に放出されました。放出された
消火剤の一部は回収したものの、残りは地下２階の湧
水槽へ流れ込みましたが、当該湧水槽には、雨水はほ
とんど流れ込まないものと認識していたことや、槽内
の水が建物外部へ排出されたことは確認できなかった
ため、後日、回収することといたしました。回収方法
や処分先を検討していたところ、９月12日に槽内の

水位が低下したことが分かり、泡消火剤を含んだ水が
建物外部へ流出したことが判明したことから公表に
至ったところです。しかしながら、県民生活に影響を
及ぼすおそれがある事象については、速やかな三役へ
の報告及び関係機関との情報共有を図るとともに、議
会、県民の皆様に速やかに公表すべきであったと深く
反省しております。
　２、経済・雇用行政についての(2)、あんま等ヘル
スキーパーの採用についてお答えいたします。
　現在、知事部局には、あんま・マッサージ・鍼灸を
担当する職がないため、ヘルスキーパーを対象とする
職員の採用は行っておらず、また、他の行政機関にお
ける状況も不明であります。一方、県においては、障
害者の雇用を計画的に行うとともに、障害のある職員
がその能力を発揮して生き生きと活躍できる職場環境
の整備に取り組んでいるところです。今後も他の都道
府県の事例を研究しながら、障害者雇用の在り方を検
討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　１、知事の政治
姿勢についての(4)、太平洋・島サミットの沖縄開催
についてお答えします。
　太平洋・島サミットは、太平洋諸国が直面する諸課
題について意見交換を行い、地域の安定と繁栄に貢献
すること等を目的に、平成９年から３年ごとに日本で
開催されている首脳会議です。これまで９回行われ、
３回は沖縄県で開催されております。県においては、
沖縄21世紀ビジョンに掲げる「世界に開かれた交流
と共生の島」の実現に向け、太平洋島嶼国との交流を
深めることは大変重要であると考えております。太平
洋・島サミットは、国が主体となり、関係自治体と協
力しながら開催のおおむね２年前から準備をする必要
があります。今後の開催については、国の動向等、情
報収集に努めてまいります。
　次に２、経済・雇用行政についての(3)のうち、那
覇空港におけるレンタカー送迎車両の混雑についてお
答えします。
　那覇空港において、送迎バス等を運行するレンタ
カー会社の増加に伴い、１階に設置されている送迎バ
ス乗り場で混雑が発生しております。現在、国が実施
している那覇空港の高架道路延伸工事により、レンタ
カーの送迎バス乗り場を含む１階ターミナル前の乗降
場についても延伸されることから、延伸後は混雑が緩
和すると考えております。
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　県では、引き続き、関係機関と連携しながらレンタ
カーを含む観光二次交通の利便性向上に取り組んでま
いります。
　次に５、台風６号の被害及び対策についての(4)、
観光客への支援についてお答えします。
　台風６号では影響が長期化したため、多くの観光客
が帰宅困難となりました。このため、県では、沖縄観
光コンベンションビューローをはじめとした関係団体
と連携し、台風時観光客対策協議会を設置し、情報収
集の上、観光客に向けて台風・交通情報等を発信する
とともに、旭橋の観光案内所を暴風警報発令中でも稼
働する等の対応を行ったところです。今後は、観光客
が速やかに滞在先を確保できるよう、ウェブ上でホテ
ル等の空室情報を掲載するとともに、市町村や関係団
体と意見交換を行いながら、一時待機所の設置、備蓄
支援等について検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)、電気料金及びＬＰガス料金の支援等につ
いてお答えします。
　電気料金に対する支援単価につきましては、燃料費
等調整単価の下落による電気料金値下げを考慮すると
ともに、国の支援の状況等を踏まえ、10月以降の支
援単価を９月と同額としたところです。また、ＬＰガ
ス料金に対する支援につきましては、同料金の推移に
顕著な変化が見られないことから、これまでと同額の
支援を10月以降も継続してまいります。
　電気料金及びガス料金の高騰は、県民及び県内産業
に与える影響が非常に大きいことから、県としまして
は、引き続き、県民生活や産業活動への負担軽減に取
り組んでまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事の政治姿勢についての
中の(6)、学校給食費無償化の実施についてお答えい
たします。
　県教育委員会においては、７月から８月にかけて、
保護者を対象に学校給食に関するアンケートを行うと
ともに、学校給食の実施状況や課題について市町村と
意見交換を行ったところであります。今後はそれを踏
まえ、沖縄県学校給食費無償化に関する制度設計委員
会において、予算規模、財源及び実施時期について検
討してまいりたいと考えております。

　続きまして４、教育行政についての中の(1)、学び
の多様化学校についてお答えいたします。
　本県の不登校の現状については喫緊の課題と捉えて
おり、その対策として校内自立支援室事業を実施し、
居場所づくりや学習支援等に取り組んでいるところで
す。学びの多様化学校については、現在全国で24校
設置されており、本県では未設置となっております。
　県教育委員会としましては、これまで学校設置者で
ある市町村教育委員会に対し、学びの多様化学校の設
置等について周知しております。引き続き、不登校児
童生徒の支援に取り組むとともに、先進事例の情報収
集に取り組んでまいります。
　同じく(2)、公立夜間中学の設置についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、夜間中学について、通学の利便
性等の観点から、まずは市町村に対し、設置検討を依
頼しているところであり、現在、各市町村において検
討が行われているところであります。
　県教育委員会としましては、今後、市町村の取組状
況について取りまとめ、対応を検討してまいります。
　同じく(3)、学校現場におけるトイレの洋式化につ
いてお答えいたします。
　県内全ての公立学校に洋式トイレは設置されてお
り、令和５年度に実施された文部科学省等の調査によ
ると、設置率は、小学校83.2％、中学校78.0％、高
等学校71.4％、特別支援学校95.6％となっておりま
す。公立学校におけるトイレの洋式化については、校
舎等増改築及びトイレ改修に係る事業において、学校
等の要望を踏まえ、整備を進めているところでありま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き、市町村と連
携し、教育環境の改善に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　３、福祉、医療行政につ
いての(1)のア、国保の財政健全化に係る赤字解消の
取組と効果及び公費確保についてお答えします。３の
(1)アと３の(1)イは関連しますので、一括してお答え
いたします。
　本県市町村国保の財政については、前期高齢者の加
入割合に重点を置いて算定される前期高齢者交付金が
少ないこと、また低所得者や負担能力のない子供の加
入割合が高いこと等、本県の特殊事情が主な要因とな
り、赤字を抱えております。県では、これまで市町村
及び国保連合会など６団体で、国に対し、本県の特殊
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事情に配慮した財政支援の要請を行ってきたところで
あり、特別調整交付金メニューを活用し、令和４年度
までに累計で約520億円が交付されたところでありま
す。
　県としては、今後も引き続き市町村等と連携し、国
に対して財政支援を求めていきたいと考えておりま
す。
　同じく(1)のウ、県が政策的に繰入れすることにつ
いてお答えします。
　県が政策的に繰入れを行うことにつきましては、全
国知事会の合意事項、市町村間の公平性、国に求めて
いる財政支援の意義に照らし合わせてみた場合、適当
ではないと考えております。
　同じく(1)のエ、保険料水準の統一に向けた、市町
村との協議状況についてお答えします。
　保険料水準の統一については、第２期国保運営方針
において、令和６年度からの実施を目指すとして、こ
れまで市町村と協議を続けてきたところであります。
しかし、保険料水準統一の前提となる、医療費水準、
財政赤字等の課題が解消されていないことから、去る
２月に市町村長の了承を得た上で、令和６年度からの
保険料水準の統一については、実施を見送ることとし
たところであります。一方で、令和４年度の法改正
で、統一への取組が義務化されたことから、統一に向
けた環境整備を図るため、令和６年度から新たな取組
を実施してまいります。
　続きまして３の(2)、骨髄バンクドナー助成事業に
ついてお答えします。
　県では、ドナー休暇制度のない骨髄提供者に助成金
を支給した市町村に対して、その助成額の２分の１を
補助する沖縄県骨髄バンクドナー助成事業を令和２年
度から実施しております。令和４年度までの３年間
で４市、11件の補助を行っております。実施市町村
は、開始前の１市から、現在は８市町村となってお
り、同事業のさらなる拡大及び制度の周知を図ってま
いります。ドナー休暇を付与した事業所に対する助成
については、他県の状況等を参考に検討していきたい
と考えております。
　同じく(3)、アピアランスケア用具購入費助成につ
いてお答えします。
　抗がん剤治療による脱毛や、手術等による外見（ア
ピアランス）の変化に悩む患者を心理的・経済的に支
援することは重要であると考えております。がん患者
のアピアランスケア用具の購入費助成について、本県
においては、令和５年10月から、浦添市と糸満市で
新たに事業が実施されております。

　県としては、市町村がアピアランスケア支援事業に
ついて前向きに検討し、実施が促進されるよう、具体
的な取組を検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　５、台風６号の被害及び対
策についての(1)の中の、台風第６号による被害状況
についてお答えいたします。
　台風６号については、建物一部倒壊による死者１名
のほか、重傷者３名及び軽傷者80名の人的被害が報
告されております。お亡くなりになられた方に対しお
悔やみを申し上げます。
　また、住家で全壊３件、半壊23件及び一部破損
167件、非住家においても店舗の全壊や公共施設の一
部損壊などの建物被害が報告されております。
　県においては、引き続き、台風接近時の不要不急の
外出は控えていただくよう知事メッセージの発出等に
より呼びかけていくとともに、今後とも市町村等と連
携し、災害復旧支援に努めてまいります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　５、台風６号の被
害及び対策についての御質問の中の(1)、災害救助法
の対象となる支援策についてお答えいたします。
　台風６号による被災者に対しては、災害救助法に基
づく応急救助として、住宅の応急修理等の支援策を実
施しております。また、県独自の支援策として、沖縄
県災害見舞金制度による弔慰金や見舞金を支給してお
り、令和５年９月29日現在、３市町12件の支給実績
となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、台風６号の被害及び
対策についての(1)、農林水産業の被害状況と支援策
についてお答えいたします。
　台風６号による農林水産業関係の被害額は、約20
億4800万円となっており、基幹作物であるサトウキ
ビ等の農作物や水産業施設等で被害が生じておりま
す。このため、農家に対する支援として、営農相談窓
口の設置、農業共済、収入保険等による補償、さとう
きび増産基金を活用した生産回復支援等を行っている
ほか、被災した農林漁業施設の復旧については、災害
復旧事業等により対応しているところであります。ま
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た、クルマエビや海ブドウ養殖等については、本議会
で支援に必要な所要額を補正予算で措置したところで
あります。
　県としましては、引き続き、関係機関等と連携を図
りながら、各種支援に取り組んでまいります。
　次に６、南大東村の水利施設整備事業、旧東第２地
区の進捗についての(1)、旧東第２地区の進捗状況に
ついてお答えいたします。
　旧東第２地区については、平成23年度に事業採択
され、当初計画では平成30年度完了予定でありまし
たが、基礎地盤の処理に時間を要したことやハード交
付金の減額による安定的な予算確保に課題があり、事
業進捗に遅れが生じております。令和４年度末におい
て、事業の進捗率は約76％であります。
　県としましては、引き続き所要額の確保に努め、令
和７年度完了を目指し、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　まず、幾つか再質問させていただきたいのですが、
辺野古の承認についてなんですが、知事は、勧告につ
いて、期限内の承認は困難ということで示さなかった
んですけど、今日がまたその指示の期日ということ
で、こちらも承認、不承認の態度を示さないという方
向でよろしいんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　令和５年９月19日付で変更承認申請を承認せよと
勧告があり、その後、９月28日付で指示があったと
ころでございます。県は、最高裁判所の判決を受けて
どのような対応が取れるか検討している段階であり、
当該指示も踏まえながら今後対応してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　知事、今日、この後どうされる
かは知事の御判断だと思いますけど、承認の是非をや
る中で、今日もし、その態度が示されない場合、この
埋立てはどうなるんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時24分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますが、県は、最高裁判所の判決を受けてどのような

対応が取れるか検討している段階であり、今後対応し
てまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　今日が指示の期日ということで
すから、ちょっと今後、どうされるかまた注視してい
きたいと思います。
　次に、ＰＦＡＳの流出についてですが、６月18日
に放出されたことが判明し、翌19日に管財課が現場
を確認したと。それで、３日後の22日に部長に報告
があり、適切に処理するよう指示を出したと。この放
出された６月18日というのは、この５日前は６月議
会の初日で、20日から代表質問もスタートしている
んですね。これだけの重要な事案を、知事を中心に
我々議会も一緒に６月議会をしている中で、全く三役
にこの報告がなかったということを改めて確認したい
んですが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　ＰＦＯＳが放出されて、公共
水域に流出していなかったということから、報告せず
に、適切に回収すべしという指示を出したところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これは、じゃ、部長の御判断
で、この事案はあの時点では三役に報告する必要はな
いという判断をしたということですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　今となっては危機意識の欠け
た、認識のないことではありますが、その当時はそう
いう処理をすれば足りるという判断でございました。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　現場の責任者とはいえ、部長の
御判断ということで、これ本当、私は県三役に対して
も、この今の県の置かれている体質というか危機管理
ということを、本来、県民の命、健康を守るべき県行
政が、このような本当に残念としか言いようがないん
ですが、知事、部長があの時点で判断したことは適切
だと知事は理解しているんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　本庁舎地下２階の泡消火設備が
誤作動を起こし、ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤が放出し
たこと、また、泡消火剤を含んだ水が建物の外部にも
流出したことにつきまして、まず県議会及び県民の皆
様へ報告が遅れましたこと及び不安を与えてしまった
ことについては、心からおわびを申し上げたいと思い
ます。また、私も、９月15日にまず口頭でその件に
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ついて部長から報告を受けました。そして、至急、係
るその公表に向けての必要な調査を行い、可及的速や
かにそれを公表するようにということを指示をしてお
りましたけれども、今後はこの案件について深く反省
をして、いま一度、点検等についてルーチンなどを
しっかりさせた上で再発防止に努めてまいりたいとい
うように思っております。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　今、９月15日に初めて報告を口
頭で受けたと。それから10日余りたって、今回の９
月議会でも議長をはじめ、我々野党議員、中立もそう
ですけど、９月議会の初日にも、このことが知事のお
話にもないということがもう本当に残念で、知事はこ
の影響がどのぐらいあるか数字でまだ調査段階だった
から、なかなか公表するタイミングを逸したという、
昨日の答弁でもありましたけど、私はおかしいと思
うんですよ。知事が15日にこの報告を受けた以上、
しっかり県民や議会に私は説明する責任があったかな
と思います。本当に、この点は内部統制を含めてしっ
かり襟を正していかなくちゃいけないのかなと思って
おります。
　次に、給食費の無償化。
　知事、国に要望しているとか、国の支援を待つとい
うことは、今これだけ物価高騰の中で、多くの市町村
が厳しい財政の中でこの給食費無償化に踏み切ってい
るんです。そして、１年かけてアンケート調査をし
て、市町村と連絡を取り合うという、こんな悠長なこ
とではないと思うんです。知事の給食費無償化、こ
れ、本当に重要な公約なんですよね。知事の英断が必
要じゃないかなと。市町村にとっては、２分の１でも
県がやってくれれば、大きな支援になるとおっしゃっ
ているんですが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、議員お話のあったとおり、
家庭の経済的負担軽減等、子育て支援の一環として、
学校給食費無償化の支援の取組を行っていくことは重
要であるというふうに考えております。
　県教育委員会としまして、まずどのような制度でス
タートするか、これが重要だというふうに考えており
まして、様々なその制度設計についてシミュレーショ
ンも行っているところであります。先ほど申し上げま
した、保護者へのアンケートの結果、市町村との意見
交換等踏まえて、制度設計等について速やかに検討し
ていきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　ぜひ、加速していただきたいと

思います。
　次に、人手不足への対応に関する共同宣言。
　ぜひ、実効性ある取組にしていただきたいんです
が、アクションプランはいつまでに策定する予定です
か。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　今回の共同宣言に基づき
まして、具体的な取組方針としましては、労働力の確
保と定着でありますとか、人材育成、あるいは企業の
生産性向上などに重点的に取り組んでいくということ
で考えてございます。それで、実効性の確保に向けま
して、今度具体的な取組を網羅したアクションプラ
ン――今、議員からありましたアクションプランを今
後策定していく予定にしてございますが、今後、幹事
会の御意見も聞きながら、可能な限り早いタイミング
で策定していきたいというふうに考えてございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
　もう一点、地域外交基本方針。
　先ほど国際機関、国連機関誘致のゴール、目標を目
指して検討するという、非常に評価したいと思いま
す。非常に重要な取組でございますので、この点は要
望としてお願いします。
　次に、ヘルスキーパーの採用の件。
　これ、県の盲学校を卒業して、こういったいろんな
資格を取っても、県のほうで採用がないということが
やっぱり非常に多くの生徒さんたちにとっては、自分
たちが一生懸命学んできたものを社会に出て発揮した
いという声があるんですが、これは採用に向けてしっ
かり検討すべきじゃないかなと思うんですが、いかが
ですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　ヘルスキーパーという位置づ
けになるとしたら、どのような時間帯に、どのような
サービスをするのかということで、そのサービスを受
ける職員の職務専念義務違反とも関わってきますの
で、どのような仕組みができるのかどうか、いろいろ
難しいところはあると考えております。ほかの県の状
況も勘案しながら、研究を進めたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　神奈川県等も事例がありますの
で、よろしくお願いします。
　次に、カーシェア実証実験。
　部長、関係法令、施設の管理運営上の課題等を整
理する。これは６月議会でも同じ答弁だったんです
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よね。それは早めに、この関係者とどういった方向
で――協会から要望が出ているわけですから、しっか
りテーブルに着いて、意見交換する必要があると私は
思うんですが、これはされたんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　カーシェアの実証実験についての要請はございまし
たが、事業計画のほうが提案がまだでございまして、
事業計画の内容を精査し、実施の可能性も含めて検討
していきたいと考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
　本部港のクルーズ船バースの改修なんですが、強い
台風ではあったんですけど、私も現場を見てきました
けど、あれだけコンクリートが剝離されるというの
は、構造上、問題ないのかと。今回破損した原因、そ
れから今後改修するに当たって強度をどう高めるかと
いうのが非常に重要だと思うんですが、この辺の構造
上含めてお答えください。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該箇所の復旧工法につ
きましては、ただいま設計中でございます。被災のメ
カニズムも踏まえまして、どのような形での復旧が望
ましいか検討してまいりたいと考えているところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これ、供用開始して１年にも
なっていないと思うんですが、ぜひこの強度を――も
し同じような規模の台風が来て、また破損すると、こ
れはちょっと違うと思いますので、よろしくお願いし
ます。
　あと、製糖工場の建て替えについて、製糖工場は安
定操業、サトウキビ生産は地域経済における重要な役
割を持っております。この老朽化による建て替えは喫
緊の課題なんですが、現在、県内において建て替えを
必要とするのは何か所で、どこですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県内の分蜜糖製糖工場で建て替えの要望がある工場
ということで、ゆがふ製糖、そして北大東製糖、石垣
島製糖、この３社が建て替えの要望のある工場でござ
います。

○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　知事、私、８月に北大東工場を
視察させていただきました。本当にコンクリートの剝
離、あと工場内の――先ほどボイラーの件もありまし
たけど、階段等も本当に危険なところで、それでも毎
年、出荷時にしっかり売る、作動をさせていかなく
ちゃいけない。そういうところは、私はもう早めに、
この３か所やっていただかなくちゃいけないかなと思
うんですが、予算面の確保、これは国としっかり信頼
関係の中で県や市町村の負担も含めて、しっかり交渉
していただきたいんですが、知事は現場は見られたん
でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　先月、見てまいりました。北大
東の製糖工場につきましては、実は昨年の春頃から国
とも意見交換をしておりまして、その早急な対策につ
いては認識をしていたわけですけれども、私も現地に
行ってみまして、これは大変だなというふうなことを
切実に認識してまいったところです。コンクリートの
剝離が柱状部の基礎のほうに暴露といいますか、して
いるところがたくさんありまして、地震が来たら、こ
れちょっと一気に崩壊に結びつくんじゃないかなとい
うふうなぐらいに危機意識を持って帰ってきたところ
でありまして、帰ってまいりまして早速、農林水産省
のほうとも交渉に入っているところであります。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
　あと、骨髄バンクドナーについてなんですが、令和
２年度からスタートしているんですけど、令和２年度
の実績が５件、令和３年度が５件、令和４年度が１件
と、本当に県内のドナー登録は若い人も含めて全国一
だと聞いているんですけど、この補助金をもっとしっ
かりとした活用をしないといけないんですが、この少
ない理由はどう分析していますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　令和２年度から事業を始めたところでございますけ
れども、これまで沖縄県、人口当たりの登録者は多い
んですけれども、なかなか移植に至らなかった、その
当時に伺った理由については、やはり健康上の理由、
あるいは仕事が休めない、休暇が取りづらいというふ
うなところがありましたので、県としましては、市町
村とともに助成をする仕組みを活用しているところで
す。
　それから、今幾つかの県で事業所に対しても助成を
行っている自治体がありますので、そちらの先行的な
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事例も研究して、さらに増えるように働きかけていき
たいと思っております。
○赤嶺　昇 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　徳島県が24市町村全てで実施し
ていて、事業所にも１人当たり５万円の補助をしてい
るという。また、静岡県でも事業所への補助をやって
いるという。やっぱり、この方々が提供したいという
中で、職場環境も含めて、私はしっかり進んでいくに
は事業所への補助も必要かなと思いますので、先ほど
検討するとおっしゃっていましたが、よろしくお願い
します。
　あと、ちょっと休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上原　　章 議員　最後に、台風被害の支援につい
てですけど、今回、観光客、また地元沖縄でも長期の
停電や、クーラーが止まり、電化製品が止まりと、大
変厳しい中で延泊――観光客もそうだったんですけ
ど、私は、民間宿泊施設と協力した災害時避難所運営
体制を強化すべきだと思うんです。県がリードして、
いざこういったことが起きた場合、県民もそれから沖
縄に来ていただいている方も、こういった宿泊を平時
から民間宿泊施設と提携を結んで、いざそういったと
きにはしっかりコンベンションビューロー等が間に
入って案内をしたり、またその宿泊支援の――これ
は、私は金銭的な支援も、沖縄の場合検討する必要が
あると思います。そして、大事なのは、そういった取
組の中で、その支援の割引クーポン券とか、私は県独
自でつくれると思うんですが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　台風６号の影響
が長期化したことによりまして、帰宅困難となった観
光客が数多くいたというところで、一部の観光客が市
町村の避難所を利用したというような課題もありまし
た。こうした課題を踏まえまして、空港の近くにある
那覇市を中心とした市町村、それから関係団体と意見
交換も行いながら、避難所としてのホテルの活用、公
共施設を活用した一時待機所、備蓄支援等について検
討したいと思います。
○上原　　章 議員　どうもありがとうございまし
た。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
　　　〔當間盛夫　議員登壇〕
○當間　盛夫 議員　議長、休憩をお願いします。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○當間　盛夫 議員　それでは、無所属の会派、代表
質問を行いたいと思いますが、まずは知事の政治姿勢
についてであります。
　土建部長の答弁は、今日までにこの設計変更の指示
を決めないといけないと。もう承認するか、不承認に
するかと。このどちらかだというふうに思うんです
が、全くその判断を示さないということは、私は行政
上の、いつもされている皆さんからすると、全く無責
任な話だというふうにも思っております。そしてま
た、知事も、このことに関して、本来知事がこれま
で――国連にも行かれました。これまでの答弁、いろ
いろな判決に関するコメント等々を読んでも、知事
は、本来、承認というのはないはずなんです。不承認
のはずですよ。それを全く明言――そのことを代表質
問の中でも全く発言もしないということは、私は、知
事はこの県議会を軽視しているというふうにしか思い
ませんので、その対応方もまたひとつよろしくお願い
をいたします。
　それでは、質問を行います。
　(1)、･今回の埋立変更承認申請に対して、是正の指
示を求めた関与取消訴訟の最高裁判決を受けまして、
その判決の中では「裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり判決する。」ということがありますが、知事の
見解をお伺いいたします。
　(2)、･これまで13の訴訟が行われております。弁護
士費用等を含めて予算総額は、せんだって自民党の答
弁のほうで約２億5000万円ということがありました
が、知事も弁護団も、敗訴を覚悟の上で税金を使って
の訴訟ではなかったと思いますが、結果的には敗訴と
なった。その責任を、県はどう捉えているのかをお教
えください。
　(3)、･辺野古が唯一の解決策という日本政府に、岸
田総理と胸襟を開いて対話をするという希望、その政
治環境を知事はどのようにつくられているのか、具体
策をお持ちかお伺いをいたします。
　次に(5)、基幹作物でありますサトウキビについ
て。
　本島唯一のゆがふ製糖工場の建て替えについての進
捗と県の対応についてお伺いいたします。
　(6)、･財政健全化とインフラ整備、そして公共サー
ビスの維持向上の両方からも、官民連携でのＰＰＰ／
ＰＦＩを国も推し進めております。中央卸売市場再整
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備は、もう５年も調査研究事業だけであります。早急
に具体策を示す時期ではないか、見解を伺います。
　(7)、･デジタル化に向け進んでおりますが、平成27
年に供用開始いたしました沖縄情報通信センターの利
用状況と今後の取組についてお伺いをいたします。
　２、令和６年度沖縄振興予算概算要求についてであ
ります。
　(1)、･公共事業関係費等で事項要求（防災・減災、
国土強靱化計画のための必要経費）ということであり
ますが、県はこの事業にどのような要求を行ったのか
をお伺いいたします。
　(2)、･新規事業であります、持続可能な国際観光景
観モデル事業は、魅せる沿道景観の整備、維持管理体
制の構築等でありますが、官民連携をどのように取り
組んでいくのかをお伺いをいたします。
　(3)、･この鉄軌道、もう10年以上調査事業ばっかり
であります。そして交通環境構築、バスはますます運
転士不足、そして減少しているという状況であります
が、県人口の８割を占める本島中南部都市圏のマス
タープランを早急に策定し、都市計画と公共交通転換
そして利用改善を、県は市町村と一緒になり、取り組
む政策を早急に構築すべきであると考えますが、見解
を伺います。
　(4)、･15の春の解消に向けたＩＣＴを活用した離島
における高校教育の可能性調査事業が、今回新規で組
み込まれております。県はこの事業に対して、どのよ
うに取り組んでいくのかをお伺いいたします。
　３、電気料金高騰についてであります。
　(1)、･電気料金の値上げは、家庭、企業、公共施設
など沖縄経済に大きな負担を与えております。本県が
所有する、または管理する全ての公共施設等で、令和
４年と比較して今年度の電気料金の負担額の見通しと
節電対策をどのように実施しているのかをお伺いいた
します。
　(2)と(3)は公共施設に関してでございますので、よ
ろしくお願いをいたします。
　(2)、･省エネの第一歩は照明のＬＥＤ化でありま
す。2019年には蛍光灯の生産も中止、そして半導体
不足等の影響でＬＥＤ照明資材も供給不足とありま
す。その中で、国や他府県でもＬＥＤ化に取り組んで
おりますが、本県の対策と取組状況をお伺いいたしま
す。
　(3)、･財政的に厳しい本県の予算ではありますが、
短期的にＬＥＤ化を促進するには、民間のリース方式
を活用した財政の平準化で行財政改革を検討すべきで
あると考えますが、見解を伺います。

　最後に４、離島振興についてであります。
　(1)、･沖縄も人口減少傾向にあります。その中で
も、離島の人口減少は、離島活性化からも最も懸案事
項であると思いますが、現状と対策を伺います。
　(2)、･久米島航路への民間企業の高速船新規参入に
ついて、県の捉え方と支援策をお伺いいたします。
　(3)、･国際エネルギー機関は、2030年までに再生
可能エネルギーの設備容量を３倍に拡大する提言を
行っております。離島においての太陽光と大型蓄電池
の組合せで、エネルギーの地産地消を促進すべきであ
ると考えますが、検討状況をお伺いします。
　よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　當間盛夫議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、最高
裁判決に対する見解についてお答えいたします。
　今回の最高裁判所の判決は、沖縄県が主張した公有
水面埋立法の承認要件の不充足性について何らの判断
もせず、裁判官の意見も付されることなく裁判官全員
一致の意見で沖縄県の訴えを退けるものでありまし
た。過去には、沖縄県と国との間で生じた訴訟につい
て、最高裁判所は、令和３年のサンゴ類特別採捕に係
る訴訟の最高裁判所判決においては、結論において沖
縄県の訴えを退けましたが、５名のうち２名の裁判官
が、沖縄県の主張に沿った内容の反対意見を述べてお
ります。また、平成７年の代理署名訴訟の最高裁判所
判決においては、結論においては全員一致で沖縄県の
訴えを退けましたが、15名のうち７名の裁判官が、
司法権の限界に言及し、そのうち６名が沖縄の基地負
担集中への対応を求める補足意見を述べておりまし
た。
　私は、最高裁判所には、公平中立な判断が示される
ということを期待しておりましたが、今回の判決は、
沖縄県の主張についての判断が示されず、また、裁判
官の補足意見もなかったことは、極めて残念と受け止
めております。
　次に、令和６年度沖縄振興予算概算要求についての
御質問の中の(2)、持続可能な国際観光景観モデル事
業の官民連携の取組についてお答えいたします。
　持続可能な国際観光景観モデル事業は、沖縄らしい
世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成
を図り、観光振興に資する事業となっております。
　沖縄県においては、令和４年９月に公表した「～美
ら島沖縄～花と樹木の沿道景観計画」に基づき、本事
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業を活用した魅せる沿道景観の整備を行うとともに、
地域やボランティア及び企業等と連携した体制を構築
してまいります。引き続き、持続可能な観光地の景観
形成に取り組んでまいります。
　次に、離島振興についての御質問の中の４の(1)、
離島の人口減少の現状と対策についてお答えいたしま
す。
　沖縄県の人口については、復帰以降、県全体で大
幅に増加している一方、離島では昭和60年の約13
万1000人をピークに、令和２年の約12万6000人ま
で減少しております。また、平成30年に国立社会保
障・人口問題研究所が公表した2045年の将来推計人
口によりますと、離島においては、今後も人口減少が
見込まれております。このような状況を踏まえ、沖縄
県では、次代を拓く持続可能な島づくり計画に基づ
き、交通や生活コストの負担軽減などの生活基盤の整
備のほか、移住促進、関係人口の創出、ＩＣＴを活用
したテレワーカー等の人材育成、離島の魅力を生かし
た産業振興などに取り組んでおります。
　沖縄県としては、引き続き、離島市町村等とも意見
交換を行いながら、離島住民が安心して暮らし続ける
ことができるよう離島の定住条件の整備を図ってまい
ります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、訴訟費用額と訴訟結果の責任について
お答えいたします。
　弁護士費用を含む辺野古新基地建設に関する訴訟に
要した費用の総額は、２億4275万9475円となってお
ります。今回の、国土交通大臣による是正の指示の取
消しを求める関与取消訴訟において、結果として県の
主張が認められなかったことは残念であります。これ
までの一連の裁判は、県が公有水面埋立法その他関係
法令に基づき、厳正に判断した処分等に対して国が
行った裁決など関与の適法性について、司法による判
断を求めるために提起したものであり、必要な対応で
あると考えております。
　同じく１(3)、総理との対話についてお答えいたし
ます。
　県は、かねてから辺野古新基地建設問題は、対話に
より解決を求めていくことが重要であると考えており
ます。県はこれまで、国に対する要請などあらゆる機
会を捉えて、知事と総理との対話の場を設けるよう求

めてきたところです。
　県としては、普天間飛行場負担軽減推進会議などの
既存の会議体に加えて、知事が総理と直接面談し、対
話による解決を引き続き求めてまいりたいと思いま
す。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(5)、ゆがふ製糖工場の建て替えについて
お答えいたします。
　老朽化が著しいゆがふ製糖工場につきましては、本
島地域のサトウキビ生産振興や製糖工場の安定操業が
重要であることから、工場の老朽化対策の緊急性は高
いと認識しております。一方、製糖工場の建て替えに
おいては、多額の建設費用を要することに加え、事業
実施主体の費用負担や財源確保等が大きな課題となっ
ております。
　県としましては、ゆがふ製糖工場の老朽化の現状も
踏まえ、工場整備に係る早期の課題解決に向け、引き
続き、国や市町村等関係機関と検討を進めてまいりま
す。
　同じく１の(6)、中央卸売市場再整備についてお答
えいたします。
　中央卸売市場の再整備に向けた検討については、市
場のコンセプトや活性化の方向性、施設の規模、機
能、施設使用料、整備手法などについて合意形成を
図っていくことが重要であると考えております。令和
５年度の調査事業では、これまでの調査事業を踏まえ
つつ、民間資本の活用も視野に入れた上で、施設の規
模や機能の在り方を反映した大規模改修や現地建て替
えなどの整備手法の検討や、想定される施設使用料の
試算等を行い、再整備の方針策定に向けて、現在、合
意形成に取り組んでおります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、沖縄情報通信センターの利用状況等につ
いてお答えします。
　沖縄情報通信センターでは、民間や自治体の情報シ
ステムやデータを預かり、管理・運営するサービス
等を提供しております。現在、同センターの利用状
況は、サーバーラック設置スペースの約33％にとど
まっておりますが、今後は、全国的なＤＸ推進の動き
などにより、利用需要が増えていくものと見込んでお
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ります。
　県としましては、引き続き、国や自治体、企業等の
データ集積を図るため、データセンター事業者と連携
し、同センターの利用促進に取り組んでまいります。
　４、離島振興についての(3)、離島のエネルギー地
産地消の検討状況についてお答えします。
　県では、再エネ導入効果の早期発現が期待できる離
島を対象に、太陽光発電事業の展開に係る補助を行う
ほか、離島での水素利活用促進に向けた可能性調査に
取り組んでいるところです。また、次年度以降の新た
な取組として、風力発電事業者の発掘に向けた風況観
測等の支援事業を検討しているところでございます。
　県としましては、大型蓄電池を活用した地域マイク
ログリッド技術の普及促進を図るなど、離島における
地産地消の再生可能エネルギーへの転換に加速的に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　２、令和６年度沖縄振興予算
概算要求についての(1)、公共事業関係費等の事項要
求についてお答えいたします。
　県は、８月に行われた令和６年度沖縄振興予算に係
る国庫要請において、概算要求可能額を最大限活用し
た総額3000億円台の概算要求を行っていただくこと
に加え、防災・減災、国土強靱化に資する予算を反映
いただくことを要望いたしました。これを受けて内閣
府は、2920億円に加え、金額を示さない事項要求を
行っておりますが、その事項要求において、県が要望
した防災・減災、国土強靱化に資する経費が盛り込ま
れております。
　次に３、電気料金高騰についての(1)及び(2)、県有
施設の電気料金負担額の見通しと節電対策及びＬＥＤ
化について、３の(1)と(2)は関連いたしますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　県では、令和５年度一般会計当初予算において、前
年度比8.8億円増の38.4億円の光熱水費を計上してお
ります。電気料金については、予算の不足が生じる見
込みの施設に対しては、補正予算等により適切に予算
措置を行っていきたいと考えております。本庁舎にお
ける節電対策として、これまで昼休みの消灯、蛍光灯
の間引き及び不快指数を参考にした冷房運転を実施し
ているところです。また、沖縄県公共施設等総合管理
計画において、ＳＤＧｓ等への取組を方針に掲げ、脱
炭素化を推進し、県有施設の省エネルギー化に取り組
んでおります。県有施設の大規模改修・緊急修繕等事

業の際に、ＬＥＤ化を図ることとしており、令和４年
度までに８施設を完了し、令和５年度は５施設でＬＥ
Ｄ化に着手する予定です。
　同じく３の(3)、照明ＬＥＤ化リース方式活用の検
討についてお答えいたします。
　総務部では、高騰する電気料金及び脱炭素化への対
策としてＬＥＤ化を推進していくため、従来の手法と
リース等の手法について費用対効果や整備期間等を比
較検証し、導入手法の検討を進めていきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、令和６年度沖縄振興
予算概算要求についての(3)、沖縄本島中南部都市圏
のマスタープラン策定についてお答えいたします。
　県では、令和５年10月から11月に、沖縄本島中南
部都市圏17市町村にお住まいの方を対象に、人の動
きを把握する目的で、パーソントリップ調査を実施い
たします。調査結果から、現在の交通実態を把握・分
析した上で、令和７年度に、おおむね20年後の沖縄
本島中南部都市圏における、総合的な都市交通の在り
方を提案する都市交通マスタープランの策定を予定し
ております。引き続き、関係部局や市町村と連携して
取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、令和６年度沖縄振興予算概
算要求についての中の(4)、ＩＣＴを活用した離島に
おける高校教育の可能性調査事業についてお答えいた
します。
　当該事業については国の直轄事業として、令和６年
度の概算要求がなされているところです。内閣府の資
料によりますと、事業の内容として、ＩＣＴを活用し
た高等学校教育の可能性について、関係者の認識や課
題等を整理し、離島におけるＩＣＴ教育の方向性を議
論・検討するための調査研究事業となっております。
今後、詳細については、国により検討がなされること
から、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　４、離島振興についての(2)、
久米島高速船に対する県の考え方についてお答えいた
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します。
　県としては、高速船の新規参入により、町民や観光
客の移動の選択肢が増えることから、交通サービスの
向上につながるものと考えております。現在、当該高
速船事業者は、新規参入に向けて、国や地元久米島
町、関係機関等とどのような連携が図られるか協議を
進めていると聞いております。
　県では、引き続き情報を収集するとともに、町や当
該高速船事業者と支援の在り方についても意見交換し
てまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　答弁ありがとうございました。
　まず、今日も午前中にやったんですが、この辺野古
の、皆さん県の認識は、この辺野古は代替施設なんで
すか、新基地なんですか。改めて御答弁願えますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　公有水面埋立法に基づきます公有水面埋立ての手続
におきましては、普天間飛行場代替施設という記述が
ございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　これ公室長なのか、今度皆さ
ん、担当大臣に要望書を出されているんですが、この
中で辺野古移設計画の断念という分で、本県は、辺野
古に新基地を造らせないということを県政運営の柱と
して取り組んでおりますということなんですが、この
代替施設と皆さんが言う新基地ってどのように違うん
ですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　当該計画におきましては、弾薬搭載エリア、係船機
能付護岸、２本の滑走路の新設など、現在の普天間飛

行場と異なる機能等を備えていることとされており、
単純な代替施設ではないという認識を持っておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど申し上げましたよう
に、単純な代替施設ではないという認識がありまし
て、辺野古新基地建設というふうな認識を持っており
ます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　このことを議論しても仕方がな
いですので。知事、今日が期限なんですよね。知事の
これまでのコメント、この判決が出て極めて残念だ
と。その判決に至っては、我々のことも全く無視して
いるというような部分だとか、知事のコメント、国連
の人権委員会に行かれてのコメントを判断すると、知
事は承認というのはあり得ないはずなんです。知事が
この２期目を当選した部分に関しても、辺野古――こ
の要望書にもあるように、辺野古は絶対造らさないと
いうのが知事の公約であるはずなんですよ。何で、こ
の期に及んで、知事は承認も不承認もしないという判
断に至るんですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県は、最高裁判所の判決
を受けて、どのような対応が取れるか検討している段
階であり、今後対応してまいります。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事はどう考えますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　土木建築部長が答弁をさせてい
ただいておりますが、どのような対応が取れるか検討
しているという段階であります。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事、政治判断のはずですよ、
もう。勧告されて、もう最終的に指示が出されて、皆
さんが今日判断を示さないということになれば、明日
にでも国は代執行を含めた部分での提訴をしてくるわ
けですよ。これ、もう知事判断になっているはずなん
です。そのことを明確に答えられたほうがいいんじゃ
ないですか、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国においての判断は、国におい
てなされるものというように思料いたしますが、我々
は現在どのような対応が取れるか検討しているという
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段階であります。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　僕は、行政上、国から勧告・指
示がありました。例えばこれ逆として、県がそういう
企業なり、市町村なりに勧告・指示を出して、相手が
そういうことを全くやらないと。反応も何も示してこ
ないということが、これから起こるということになっ
てくると思うんですよ。だって県も、国がやっている
ことを無視するわけですから。同じことを企業なり、
市町村がやってくるということになってきたら、部
長、あなたどう責任取るんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますが、県は、最高裁判所の判決を受けて、どのよう
な対応が取れるか検討している段階であり、今後対応
してまいります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになって恐縮です
けれども、現在、裁判所の判決を受けてどのような対
応が取れるのかという検討をしている段階でございま
す。ですので、今後どのような状況になるかというと
ころを現在説明するというのは、なかなか難しいのか
なというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　あなたたちは、判断を示さない
ということが賢明な策だと思っているんでしょうけ
ど、これもう無責任なやり方。結果的に判断を示さな
いということで、国はその不承認ということを捉え
て、代執行の手続を取ってくるわけです。あなたたち
は結果的に不承認という方向性を、自らは判断しない
けど、それを国にさせているということになる。その
中で、全く判断も示さない、承認もやらない、不承認
もやらないということで、あなたたち県政は、県政の
安定的な運営を図っていく、これから本当に皆さんそ

ういう態度で、県政の安定的な運営ってどう図るんで
すか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　地域における行政を主体的
かつ総合的に実施する役割を広く担うものである地方
公共団体としての県としましては、常に県民の身近な
行政を、県の自主性及び自立性を十分に発揮しなが
ら、安定的に実施しなければならないというふうに認
識しているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　じゃ皆さんが今回その判断を示
さないというのは、県政の安定的な運営が図れるとい
う判断なんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時20分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　申し訳ございませんが、県
は現在、最高裁判所の判決を受けて、どのような対応
が取れるのか検討している段階であるということです
ので、今後、適切に対応していくということでござい
ます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事、職員を苦しめたら駄目で
すよ。これはもう知事、政治判断なんですよ。知事の
これまでのコメント、知事の立ち位置からすると、承
認はあり得ない。誰もがそう思っていますよ。それで
あれば、知事は不承認ということを明確にもう示すと
きじゃないですか。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しになりますけれども、
現在どのような対応が取れるかということについて、
検討している段階であります。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　じゃ、改めて、承認もしない、
不承認もしないという中で、知事は岸田総理とどのよ
うな形で対話を望むという政治環境をつくられるんで
すか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　対話の環境が整えられるという
ことであれば、その中で対話に付せられる様々な課

‒･106･‒



題・提案などもあろうかと思います。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　だからもう再三――知事には具
体策がないんですよ、政治環境をつくる部分での。知
事、何か与党議員からも、知事が面談の中で――新聞
記事にもあったんですけど、私は、知事、知事を支え
ている皆さんは、知事はもう不承認だということを望
んでいるわけです。当然だと思っているんですよ。そ
うであれば、知事は不承認をして、岸田総理と本当に
対話をするという政治環境をつくるためには、知事、
不承認ということを出して、辞職をして、知事を辞職
して、もう一度ワンイシューで、その辺野古に関する
選挙をするということの要望はどうなんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのような御意見も私のところ
には届いておりますので、あらゆることを含めて検討
中であります。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　政治環境をつくるんだったら、
知事、その不承認ということをもう明確に出して、も
う一度、再度、私の信を問うということで、選挙をす
る。選挙をして後、間髪入れずにもう一度、その辺野
古の、皆さんが言う新基地、代替施設がどうなのかと
いうことの県民投票を問うのが、知事がつくる政治環
境だというふうに思っていますので、當間盛夫の提言
だと思って聞いておいてください。よろしくお願いい
たします。終わります、この分は。あともう明日から
一般質問ですので、また自民党の皆さんがたくさんや
られるはずですので、よろしくお願いします。
　平成27年にできた情報通信センターなんですが、
70億、80億で造ってやった。で、利用率、もうこれ
だけの期間がたっているのに利用率は33％。令和２
年から令和５年のその伸び率にしても３％でしかない
ということは、僕はこの市町村もまだまだ活用してい
ない――市町村も活用していないんですけど、県も活
用していない。そういったことを考えると、やっぱり
先に県がしっかりとその通信センター、データセン
ターを活用するという方向性を持つべきだと思うんで
すけど、これ総務部長が答えられたほうがいいと思う
んですけど、どうなんですか。利用率がこれだけしか
ないよと、県は何もしないのかという話ですので、ど
うですか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　沖縄情報通信センターの利用促進に向けた取組とい
うところだと思いますが、県としましては、データセ

ンター事業者と連携しまして、国内外の企業誘致セミ
ナー、あるいは県内外の展示会等において、企業そし
て自治体に向けたＰＲ活動を行っているところでござ
います。あわせまして、データセンター視察を盛り込
んだ企業誘致ツアーを開催するなど、この沖縄情報通
信センターの利用拡大に向けて、誘致活動に取り組ん
でいるところでございます。
　県としましては、引き続き、同センターの利用促進
に向けて取り組んでまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　僕は、広報がちょっと足りてい
ないと思うんですよね。我々議会でも、この通信セン
ターが今利用がどうなっているかっていうことを、ま
だまだ我々も、ちょっと認識不足だった。やっぱりＤ
Ｘでこれだけデータが大事だということがあるわけで
すから、これはもっと告知をして、もっとコマーシャ
ルをして利用促進をぜひ図っていってもらいたいと思
います。
　次に、概算要求なんですが、私今回、鉄軌道だとか
交通環境。鉄軌道もこれだけずっと調査をして、もう
ウン十億、調査ばっかり使ってるんですよね。そうい
う形ではなく、企画部のその交通政策、実施するのは
土建部ということで、交通だとか都市計画ばらばらな
んですよね。交通政策はもうそろそろ企画の分と土木
のものが一緒になって、県の交通局ということで、鉄
軌道からバス、タクシーからを含めて、沖縄の交通の
在り方ということを一体となって、県交通局というの
を設置して進めていくべきだと、促進していくべきだ
と思うんですが、この考え、どうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　交通政策については、土木建築部と役割分担をして
おりまして、九州各県を調べても、交通政策について
は企画部のほうで、また細かい交通政策、土木に関す
る部分については建設部門で担当しているということ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　分かってるよ。だから、だから
重要政策ということであれば、交通局ということでこ
の交通政策はつくるべきだと、これは検討してくださ
い。よろしくお願いします。
　電気料金なんですが、いろいろとこのＬＥＤ化進め
ていますよというのがあるんですけど、部長、県庁の
本庁舎、これはＬＥＤ化されていますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
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　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　本庁も含めてということにな
りますけれども、病院とか学校とか公営住宅を除いた
200平米以上の建物のＬＥＤ化につきましては、延べ
床面積ベースで34％、31万平米がＬＥＤ化している
状況にございます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　先ほど2019年には蛍光灯の製造
も中止しているということであって、今まだ30％台
ということになってくると、あと何年かかるのかな
と。その間ずっと電気料金が安くなるという目安はな
いはずなんです。ずっと電気料金が高騰していった
ら、結果的にこの年間38億のその電気料金を、税金
を、無駄に支出しているということになってくるわけ
ですから、やっぱりそれは――先ほど民間のそのリー
ス方式を活用してでも、早急にやっぱりＬＥＤ化すべ
きだというふうに考えております。部長のお家はＬＥ
Ｄ化されてますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時29分再開

○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　一部ＬＥＤ化を図っていると
ころでございます。
○赤嶺　昇 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　大概、民間だとか企業というの
は、ほとんどもうＬＥＤ化にしてきていると思うんで
すよね。だから県も、その分では、既存のものがＬＥ
Ｄ化されていないと、節電していないと。これ学校に
おいてもそうだと思うんですよ。改築する、新築する
ときには機器を取り替えてＬＥＤ化をしているという
ことではなくて、やはり全体的にもうこれだけ電気料
金が高騰しているということであれば、節電対策をど
うするのかと。民間のそういう知恵を借りてどうして
いくのかということを、ぜひ検討してもらいたいと思
います。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　以上をもって代表質問は終わりま
した。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明５日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後３時30分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月５日

（第５号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第５号
令和５年10月５日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで

甲第５号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県ふるさと寄附金基金条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第７号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第８号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第９号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第10号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第11号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第12号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第13号議案　那覇港管理組合規約の一部変更について
乙第14号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
乙第15号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第１号　令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第２号　令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第３号　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
認定第４号　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員

８　番　　小　渡　良太郎　議員
９　番　　新　垣　淑　豊　議員
10　番　　島　尻　忠　明　議員
11　番　　仲　里　全　孝　議員
12　番　　上　原　快　佐　議員
13　番　　新　垣　光　栄　議員
14　番　　國　仲　昌　二　議員
15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
16　番　　山　里　将　雄　議員

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和５年10月５日（木曜日）午前10時開議
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･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員
･ 23　番　　仲　村　家　治　議員
･ 24　番　　平　良　昭　一　議員
･ 25　番　　仲　村　未　央　議員
･ 26　番　　玉　城　武　光　議員
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
･ 28　番　　照　屋　大　河　議員
･ 29　番　　山　内　末　子　議員
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　議員
･ 32　番　　座　波　　　一　議員

33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第５号議案、乙第１号議案から乙第
15号議案まで及び認定第１号から認定第４号までを
議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　おはようございます。
　自民党の島袋大です。
　質問に入る前に一言あります。

　知事、相当悩んだと思っております。しかし、出た
結論は今後大きな禍根を残すでしょう。行政のトップ
である沖縄県知事が最高裁判所の判決を受け入れない
ということは、すなわち我が国の法律を全否定するこ
とになります。この影響は計り知れないと思っており
ます、知事。今後、部下である県庁の職員たちは、
様々な行政事務、行政指導をしなければならないとき
に、相手から最高裁の判決を守らない沖縄県に言われ
たくないという現場が多発すると思っております。辺
野古問題は、いろんな思いがあると思っております。
知事も、私どももであります。それでも我が国の法を
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守っていく最高機関である最高裁判所の判断が出た
ら、それに従うことで秩序が守られてきたわけであり
ます。いろいろな思い、政治的な思惑があっても、結
果が出たらノーサイド。特に沖縄県のような行政機関
は、粛々と法の判決に従うのが民主主義の根幹である
と思っております。知事、あなたは行政の長としてで
はなく、政治家として自らの保身を最優先したわけで
あります。これから沖縄県庁の職員は法律に基づく行
政事務を執行できなくなると思っておりますよ。沖縄
県庁は最高裁判決を無視した無法者というレッテルを
貼られ、歴史に名を残すことになることが非常に残念
に私は思っております。
　質問に移りたいと思っております。当初、質問を予
定していましたけれども、今回はＰＦＡＳの隠蔽問題
について質問したいと思っております。
　知事、本来であれば、電気料金の延長を私は高く評
価して始まって、概算要求の議論を穏やかにやりた
かったんですけれども、今回のＰＦＡＳの隠蔽問題
は、当局をチェックする県議会としては、これは見過
ごせません。政策論争したかったのが、とても残念だ
と思っております。
　９月27日に総務部長が記者会見した時系列を見て
愕然としました。１つずつ確認します。
　総務部長、６月18日に地下駐車場に流出したと
き、報告を受けていますよね。そのときはなぜ知事に
報告しなかったんですか。ＰＦＯＳを含んだ消火剤が
駐車場に流出したんでしょう。こんな大事なことをな
ぜ知事に上げていないんですか、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　ＰＦＯＳが漏出して、地下駐
車場内の湧水槽、そこに囲い込みといいますか、貯留
されている、外部に流出されていることが確認されな
かったことから、これを回収すれば足りるということ
で、三役への報告を怠ったところでございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　その後、その消火剤60リットル
を回収して水槽に保管したわけですよね。そして業者
と処分方法を検討したということでありますけれど
も、それが７月の末に１度確認して、その後、９月
12日に確認したら消火剤が外部に流出した。地下の
駐車場だから雨の心配もないということで放置したと
いうふうに言っておりましたけれども、なぜ、こんな
重要なことを最重要課題として処理できなかったんで
すか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　その点、危機管理意識がな

かった。庁舎管理の、私、責任者でございますが、そ
の認識が甘かった、なかった不明を恥じているところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　余りにもずさん。あなたたち、
こんなずさんな対応は、批判していた米軍がうるま市
で起こしたのとほぼ同じ状況じゃないですか。総務
部長、６月22日に適切に処理するようにと指示をし
て、その後どうなったんですか。この問題をどう処理
したんですか。事後確認はちゃんとしなかったんです
か。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　その点も含めまして、危機意
識に欠けていて、もう回収は済んでいるという誤った
認識の下に、９月になってこれが外部に流出したとい
うところで、この点深く反省しているところでござい
ます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　部長、陣頭指揮を執って処理す
べきでしょう。６月22日に報告を受けて、９月12日
に外部に流出するまで、総務部長、どういう行動をし
てきたんですかって問いたくなりますよ。適切に処理
するようにという指示を出して、後は担当者任せです
か。どうなんですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　おっしゃるとおり、担当に任
せっきりで、私のほうから改めてその事後処理につい
て確認も怠ったところでございます。深く反省してお
ります。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　本当に情けない話であります。
はっきり言わせてもらいますけれども、知事。知事の
足元の県庁がこんなずさんな対応をして、どんな顔を
して米軍批判できるんですか。これからＰＦＯＳで米
軍を批判しても何の説得力もないですよ、知事。何か
言うことありますか。
　ましてや今回、県議会始まりましたけれども、代表
質問、一般質問、通告を見ますけれども、知事、あな
たを支える与党の議員団。冒頭の大項目の１番にＰＦ
ＯＳ問題が来ると思ったら、ＰＦＯＳ問題を取り上げ
ることさえしない議員がいるんですよ。米軍基地で発
生したら、朝から晩まで何やかんや何やかんや抗議活
動をしておいて、知事、あなたの足元で出たらこんな
対応ですか。県民は命をさらされているんですよ、知
事。何か言うことないですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。

‒･113･‒



○玉城デニー 知事　本庁舎地下２階の泡消火剤が誤
作動を起こし、ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤が噴出した
こと、また、泡消火剤を含む水が建物の外部に流れ出
たことにつきましては、県議会及び県民の皆様に報告
が遅れ、多大な不安を与えてしまったことについて
は、本当に心から深くおわびを申し上げたいと思いま
す。その上で県知事として、県の事務の総括的な、包
括的な執行管理権限を持っている私としては、深く反
省をし、二度とこのようなことが生じることがないよ
う、もちろん私自身を含め、県庁全体で危機管理を徹
底し、県民の生活環境に影響を与えるおそれのある事
務については、速やかな報告体制の整備と県民への公
表に取り組むこととし、沖縄県庁の公務に対する信頼
の回復にしっかり努めてまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　話を進めます。そして、９月12
日に外部にＰＦＯＳが流出したわけですよね。久茂
地川に流れたわけですよ。そして、２日後の14日に
部長に報告。そして、15日に部長から知事に報告と
あるわけですけれども、知事、知事は報告を受けた
上で、18日にジュネーブに行ったわけですよね。そ
して、ジュネーブで米軍による土壌汚染が広がってい
る、立入調査をさせなさいと米軍批判したわけです
よ、知事は。知事、報告を受けたんですよね、行く前
に。このＰＦＯＳの件は。久茂地川に流出している可
能性があるということでの報告を受けたんですよね。
県民、那覇市民にＰＦＯＳの影響が出るかもしれない
のに、なぜ速やかに県民に注意喚起しなかったんです
か。隠蔽したかったんですか。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　９月15日に私が総務部長から口
頭でこの状況について報告を受けたときには、まだそ
の全体像、つまりどの経路で、どのポイントでこのＰ
ＦＯＳが流れたかということについても調査中ですと
いう報告をいただきました。ですから、速やかに調査
結果を出して公表すべきであるということの指示をし
たものであります。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、知事は2021年６月、うる
ま市の米軍からＰＦＯＳが漏れたときに、発生から１
日遅れで報告した米軍を何て批判したか覚えています
か、知事。新聞にも書かれていますから分かると思っ
ておりますが、何て批判したんですか、言ってみてく
ださい。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　全容については、記憶は定かで

はありませんが、恐らく一日も早い報告体制を取るよ
うにという内容ではなかったかと思います。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　私が言いますよ、調べました。
知事、知事は、米軍が１日報告が遅れたということ
で、危機管理の観点から通報体制は不十分だったと言
わざるを得ないと言って批判したんですよ。違います
か、知事。今の県庁と知事の今の立場はどうですか。
危機管理の意識も通報体制もずさん。はっきり言って
１日遅れの米軍のほうが、まだきちんと報告できたと
思っておりますよ。知事、今の沖縄県の現状、どう認
識しているんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しになりますけれども、
県庁全体でそのような危機管理を徹底するというこ
と、私を含め速やかな報告体制とそれに対応する迅速
な対処についても、いま一度引き締めてまいりたいと
思っております。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、先ほどこのジュネーブに
行く前に報告を受けた話でしたけれども、私からしま
すと、よくジュネーブに行けたもんだなと思っており
ますよ。県民に知らせなくてもいいと思ったんです
か。早急に調べなさいと言った結果どうなんだと。こ
ういうことがあったら、ジュネーブでＰＦＯＳとか、
米軍とかの話できませんよ、普通なら。どういう思い
でジュネーブに行ったんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄におけるＰＦＯＳ等の汚染
の問題については、沖縄県は米軍に対して、その汚染
源を調査させていただきたいということを繰り返し求
めているにもかかわらず実現できていないこと、そし
てそのことについてやはり沖縄のみならず、多くの米
軍基地が所在する場所でも環境汚染の問題が広がって
いることなどについての意識の共有を図りたいという
ことで話をさせていただきました。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、９月14日に報告を受けた
ら、知事、ＰＦＯＳですよ。これが久茂地川に流れた
ら、那覇市民の健康に影響が出るかもしれないんです
よ。県民に事実を公表しつつ、その上で現在早急に調
査していると発表すべきだったでしょう。なぜそれを
やらなかったんですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　15日の段階でまだ水質の検査
が出ていなかったというところと、ポイント、ポイン
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トでどの程度の濃度なのかという確認をしてからとい
う考えでございましたが、こういう県民生活に重大な
支障を及ぼすおそれがある事象につきましては、まず
は速やかに公表をし、その後詳細が分かり次第、随時
公表していくということにしたいというふうに考えて
いるところでございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　少しテクニカルなことを聞きま
す。環境省所管の水質汚濁防止法がありますよね。把
握されていると思っていますけれども、抜粋して確認
します。ＰＦＯＳ等が公共用水域などに排出された場
合には、直ちに応急措置を講じ、事故の状況及び講じ
た処置の概要を都道府県知事に届け出なければならな
いとあります。
　この３日間というのは、法律に書かれている、直ち
に知事に報告すべきとの趣旨に合致しない、すなわち
遅いと思うけれども、どう考えているんですか。応急
の措置を講じなければならないというふうに書かれて
おりますけれども、県民への注意喚起も行わないで、
応急措置って何をやったんですか。皆さん、水濁法に
明確に違反しているんじゃないですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　15日には那覇市の担当部局の
職員に報告をいたしまして、届出が必要である、そし
てどのような善後策を取ったかというような点も含
めて、届出の内容の調整をしていたところでござい
ます。まずは回収をすべきというところで、９月26
日、まずは建物外にあります汚水ます、雨水ます、こ
れをまず回収し、そして30日の土曜日に湧水槽内の
水を回収し、この事後処理も含めて那覇市に届出をし
たところでございます。15日からこの間、いろいろ
調整をいたしまして、その記載の状況等についても調
整をした上で届出をするというところで、記載内容に
ついて最終の調整を行っているところでございます。
○島袋　　大 議員　議長、休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時17分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　（パネルを掲示）　知事、この
ビラ覚えていますか。命の水をＰＦＯＳなどから守
る。あなたはこのビラを県民に配って知事選に勝って
いるんですよ。それが何ですか、このずさんな対応
は。沖縄県民に対する裏切り行為ですよ、知事。恥ず
かしくないですか。このビラを見て何か言うことない

ですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回の件に関しては、先ほど来
申し上げておりますが、議会への報告、県民への公表
が遅れましたことを深くおわびし、これからも、この
県民生活に直結するような事象については速やかに私
に報告を上げ、私も先頭に立ってその対応に努めてま
いりたいというように思います。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ところで知事、こんなずさんな
対応を誰がどう責任取るんですか。誰かが責任を取ら
ないといけないでしょう。どうけじめをつけるんです
か。首里城のときもそうであります。責任の所在を曖
昧にして、誰も責任を取らない。今回は総務部長に責
任があるんですか。今回、総務部長の答弁を見て、総
務部長が全責任を負うような雰囲気ですよ。知事を含
めて三役は何をフォローしているんですか。最終的に
県庁のトップは知事でしょう。あたかも全責任を総務
部長に負わすような、この対応の仕方、何なんです
か。誰が責任取るんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は県庁の事務の総括を担って
おります。そしてそれを執行する義務を負っておりま
すので、最終的には私がしっかり責任を取るべきであ
ろうと思います。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　まさしくそうですよ。知事、
しっかりと責任を取ってください。知事、申し訳ない
ですけれども、今の県庁に県民の命を守る資格もない
し、米軍のＰＦＯＳを批判する資格もないですよ。本
当に情けない。この危機意識のなさ、通報体制は非常
に厳しい状況――通報が遅い。そして現状をしっかり
認識した上で、今後このようなことがないように総括
と対策を講じていただきたいと思っています。
　議長、休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　26日に定例会開会しましたけれ
ども、25日に知事のほうで、与党の議員の皆さん方
とこの問題について議論をした。そして、26日に定
例会が開会して、冒頭でこの特別会計のおわびだけし
て、その後何もせずに、26日の夜中までかかって知
事は説明をする。こんなずさんなことはないですよ。
我々県議会は、何も分からないままですか。与党だけ
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分かればいいんですか。そこで新聞に載りました。与
党の一部が、県執行部が、要するに流出のこの問題に
ついて、野党より先に与党に説明したことに、与野党
関係なく問題だと考える案件だと。うそ言いなさい
よ。そしてもう一つ、25日の与党説明会は非公式で
やったにもかかわらず、26日に野党まで漏れたこと
について、危機管理ができない組織に、本当に危機管
理ができるのか。大丈夫ですか、あなたを支える議員
団は。命に関わることは、明確に与野党関係なしに
26日に言うべきだろう。何かね、与党の議員も責任
転嫁して、大丈夫ですか、この県政は。
　そして、那覇市議会から昨日ＰＦＯＳに対する決議
文が出ました。多数だそうです。反対は日本共産党那
覇市議団が反対したそうです。大丈夫ですか。那覇市
民の命を守る抗議決議に、共産党は反対した。まさか
我々県議会もこれを抗議決議して、共産党は反対する
んですかね。こんなやり方でいいんですか、知事。
しっかりと御自分を中心に、御自分を支える議員団と
明確に、密に話合いをして、この決着をどうするかっ
ていうのは考えてください。
　議長、休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　次、がらっと変わります。畜産
業についてであります。
　６月議会で質問した、県単独での支援が実現してい
るけれども――安定基金ですね。現時点で52万7000
円を下回った頭数と申請された金額は幾らですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では独自の支援策として、沖縄県和牛子牛価格安
定特別対策事業を実施しておりまして、事業におい
て、令和５年４月から７月までに出荷された雌子牛
3395頭を対象に、総額１億6984万円の補塡金が契約
農家へ交付されております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　全国では、雄、雌関係なく補塡
されていますけれども、本県では雌のみであります。
畜産農家からは、全国並みに雄、雌関係なく補塡すべ
きという意見が数多いんですけれども、県の考え方は
どうですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　国の事業のほうでは雄、

雌一緒なんですけれども、県の独自の支援策の、この
沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業でございますけ
れども、雌子牛は去勢子牛に比べて肥育期間が長くな
りまして、また、生産コストが増加する傾向にありま
す。そのため、肥育に向けられる雌子牛の平均販売価
格は、去勢子牛に比べ10万円ほど安くなり、肉用牛
繁殖経営に与える影響は大きいと認識しております。
　県としましては、肉用牛繁殖経営に与える影響を緩
和し、経営の安定化を図るため、雌子牛の価格下落に
対し支援を行っているところであります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　和牛繁殖農家は、雄だけ出荷す
る人もいれば、雌だけ出荷する人もいます。また、両
方出荷する人たちもいるんですよね。雄、雌では販売
価格が違うので、両方の平均価格を補塡することでは
なくて、別々に査定して補塡してほしいという要望が
あるんです。国は関係なく。また、今回は県独自の補
塡する金額、安定基金なんですから、県の考え方で決
めることができると思っています。農家に手厚い補塡
をするのが行政の役目だと思っています、知事、どう
ですか。実際は、安定基金は、雌は登録して１頭当た
り3000円くらい出している。県が１頭当たり3000円
補塡している。雌だけですよ。じゃあ、雄に対して
も同じように3000円入れた場合、同等に補塡します
か、県は。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　繰り返しになるんですけ
れども、雌子牛は去勢子牛に比べて肥育期間が長くな
ります。生産コストも増加する傾向にあります。です
ので、雌と雄を平均した場合、下落幅の激しい雌子牛
の補塡の部分が薄くなりますので、どうしても肥育
に――雌子牛の部分を沖縄県としては支援していると
ころであります。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　いや、だから担当部署の考えは
分かるけれども、やはり、雄、雌区別するというのも
何だけれども、やはり県独自の安定基金なんだから、
やり方によってはいろんな面で救える策はあると思っ
ていますから、ここはやっぱり農家の声を聞くという
のが大事ですから――この繁殖農家の皆さん方の声で
すね、現場に行ってもらいたいと思うんですけれど
も、どうですか。部長。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　県としましては、子牛の
価格下落の影響を強く受ける雌子牛を対象に支援を実
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施することが、肉用牛の繁殖農家の経営安定につなが
ると考えております。
○島袋　　大 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時26分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　現場の農家の意見、市町
村、そして関係団体等の声も聞きながら、どういった
部分が、意見があるかというのは聞いていきたいと思
います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　現場の声は大事ですから、ひと
つよろしくお願いしたいと思ってます。
　次です。
　６月議会の粗飼料の助成、基金等について、関係機
関と検討したいという答弁があったんですが、進捗状
況について伺いたい。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時27分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　本県は、他県と比較して
牧草の生産性が高いことから、草地整備等を行う畜産
担い手育成総合整備事業を推進しているところであり
ますが、本事業について、繁殖牛農家から要望があっ
たことから、９月13日に中部の和牛改良組合への事
業説明会を開催しまして、農家、市町村、関係団体に
対し、事業内容等の説明を行い、本島内の広域的な連
携による新規地区採択に向けて意見の交換会を行った
ところであります。
　県としましては、当該事業を活用し、粗飼料の自給
率向上に向けた支援を行ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　こういう話は、また設備投資
の、要するに牧草を植えるような話合いじゃないよ
ね。きちんとこの粗飼料のいろんな面で、助成的な面
はできるかっていうことを考えていただきたいなと
思っているんです。そこはどうですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　草地整備等を行う畜産担
い手育成総合整備事業というのがありますので、その
事業を使いまして、本島内の、特に中南部、自前でな

かなか草地が持てなかったりとか、持てたとしても
ちょっと面積が他地区と比べて小さいところに関しま
しては、北部も含めた、広域的な草地整備事業につい
て、現在検討しているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ですから、草地整備するとき
に、このパイが小さい農家は大変だということで、和
牛農家は大変なんですよ。そこを酌み取ってもらいた
いということだから、その辺は話合いの中で、各農家
の現場を見ながら、その辺の声も聞いてほしいと思っ
ております。
　議長、休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　知事は６月議会で、多良間村の
子牛生産農家との話合いで、支援についてしっかりと
検討していきたいと答弁していますけれども、その後
の支援設計はどうなっているんですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　知事の多良間村の視察の後、県の畜産課のほうで
は、令和５年の７月７日に多良間村の肉用牛繁殖農家
と村関係者、また関係機関を集めまして、多良間村に
おける畜産業の振興について意見交換を行ってまいり
ました。農家からは、下落している子牛取引価格への
対策ですとか、あと高騰している飼料等生産資材の輸
送費等への支援、また牧草の生産性向上につながる取
組、県有種雄牛を活用した子牛のブランド化について
の要望がございました。
　県としましては、子牛価格下落に対する補塡金の交
付を早急に行い、飼料基盤による島内の飼料自給率の
向上や、魅力ある種雄牛の造成等により、肉用牛繁殖
農家の経営安定に努めてまいりたいと思います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　だから部長、今、部長が言った
ことは、私が今１～５まで言っていることと内容一緒
でしょう。どうするかの話なんだから、ここはもう
ちょっと踏み込んでお願いしたいと思っていますよ。
知事、その辺、何かないですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私が視察をさせていただいた現
場においては、例えばＩＣＴを活用した、子牛の出産
に関するそのようなデータなども構築をしているとい
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う、非常に先進的な取組も進めているということもあ
りました。他方で、やはり飼料基盤の整備による島内
の飼料の自給率向上などについては、先ほど部長から
答弁がありましたとおり、やはり離島における支援策
についても、さらなる検討を進めていくということに
ついても意見交換をさせていただいております。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　次、８月の競りの平均価格が42
万円と過去10年間で最低金額となっております。繁
殖農家への給付金などの支援が必要ではないかと思い
ますけれども、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　国では、肉用子牛の価格安定対策として、肉用子牛
生産者補給金制度に加え、臨時措置としまして、和子
牛生産者臨時経営支援事業を実施しております。さら
に、本県では全国に比べ、雌子牛の価格下落幅が大き
いことから、県独自の支援策として、県内の雌子牛平
均価格が基準価格を下回った場合、その差額の９割を
補塡する沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業を実施
しております。また、県では離島地域から出荷される
子牛の輸送コスト低減を図るため、輸送費補助を実施
しております。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しながら
肉用牛農家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　この件については、次、質問す
るのでまとめて再質問したいと思っております。
　現在、畜産農家は物価高騰、飼料高騰により大変苦
しんでいる現状であります。生活が著しく苦しく、仕
方なく出荷しなければならない状況の中、今後、和牛
の出荷頭数が多くなると予想しますけれども、このま
ま競り価格が戻らないときに、県はどういう対応をす
るんですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　子牛取引価格の下落は、国内における牛肉消費量の
減少と牛肉取引価格の低下が要因であると認識してお
ります。子牛取引価格の回復のためには、全国的な取
組が必要なことから、国に対し、子牛価格安定対策制
度の拡充と牛肉消費拡大への支援について、全国の主

要な肉用牛生産県と共に要請を行う予定となっており
ます。
　また、県としましては、子牛価格の下落に対する補
塡金の交付を行い、飼料基盤の整備による飼料自給率
の向上や、魅力ある種雄牛の造成等により、肉用牛農
家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、ひとつ頼みたいんですけ
れども、今、この２つの質問の中で、和牛繁殖農家は
もう競り価格も低い。多良間村に行かれて分かると思
いますけれども、低いんですよ。低い金額でも出さな
いといけない。なぜなら金を回さないといけないんで
すよ、いろんな面で。要するに乾燥草を食べさせても
飼料が高い、その分でも競りに出しても赤字なんです
よ。これがどんどんどんどん出荷だけして、自分の生
活費まで手を突っ込んで、苦しく、廃業になるおそれ
があるんですよ。知事、ここを酌み取るためにも、各
農家の皆さん方に給付金なり、あるいは義援金なり、
そういった形の給付金を、まず――電気料みたいな形
じゃないですけれども、いろんな面で県独自で補塡
を、給付金を出すということで、生産農家の生活がき
ちんと守れるんですよ。知事、どうですか。知事の政
治的な判断ですよ。こういったことをすることによっ
て和牛繁殖農家は大変助かると思いますけれども、知
事、どう思いますか。その辺のちょっと――部長、
待って。知事に言ってるんだよ、今。知事にその辺の
答えをお願いしますよ。めったにお願いしないよ、
俺。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　肉用牛の生産農家の方々の生活
安定、経営安定は、我が県にとりましても非常に重要
な取組であるということは、先ほど部長からもるる答
弁をさせていただいている次第です。ですから、様々
なその飼料基盤の整備、草地の整備、担い手の育成な
ど取り得る対応は、そのような財源とメニューがまず
しっかりしているところから充てさせていただいてお
りますが、議員御提案のように、さらに農家に対して
どのような支援を講ずることができるのか、その財源
の手当ても含めて、しっかり検討してまいりたいと思
います。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ぜひとも、知事、お願いしたい
と思ってます。
　今、この物価高長期化対策支援金ということで、県
が独自で法人400万、個人200万とあるけれども、業
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種を見たらいろんな業種があるよ。ここで和牛農家の
皆さん方にこれを配られても、どうやって申請するの
か。非常に、今、明日どう生活するかまで来ているん
だよ。私も牛舎を幾つか回りました。本当に苦しんで
いる。365日、いろんな面でやっているけれども、生
活費まで手を突っ込んでなかなか大変なんですよ。知
事が今検討していくということは、大変な英断だと思
いますから、知事、私もめったに知事にお願いしませ
んよ。まさしくここを救うことによって、沖縄県のブ
ランドの和牛が守れるんだよ。ここはですね、知事、
まさしく知事の今の判断で部長に下ろしていただい
て、部長と担当課で議論して、まず農家の皆さん方と
膝を交えて話をして――多良間でやっているから知事
は分かると思いますけれども、その義援金や給付金、
見舞金をすることによって、大変助かるということ
を、知事は高く理解していると思いますから、ひとつ
お力添えを賜りたいというふうに思っております。ど
うぞ、今日も知事、和牛繁殖農家の皆さん方がイン
ターネットで見ているそうですよ。ひとつ頑張ります
からの何かエール、言ってもらえればみんな喜ぶと思
いますよ。どうぞ。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県としましては、引き続
き、国の動向もしっかりと注視しながら、県独自の支
援体制が取れるよう、肉用牛農家の生活と経営の安定
に努力してまいりたいと思います。
○島袋　　大 議員　よろしくお願いします。
　怒った後に、よろしくって失礼だね。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
　　　〔下地康教　議員登壇〕
○下地　康教 議員　おはようございます。
　会派沖縄・自民党の宮古地区選出の下地でございま
す。
　まず、今般の玉城知事の県政運営における不祥事の
数々は目に余るものがあります。今回、議会において
不適切な行政運営が問題となり、県民の玉城県政に対
する不信感は頂点に達しております。今議会において
も、港湾特別会計での法律違反行為による赤字決算問
題。さらにその赤字決算の補塡を法律違反行為と分
かっていながら、自らの専決処分により議会に承認を
提案する行政行為。加えて、県庁地下駐車場でのＰＦ
ＯＳ流出問題や、普天間基地代替施設埋立事業に係る
設計概要変更承認申請に関し、最高裁判所判決に基づ
いた国土交通大臣指示に対する不承認問題など、今
後、どこでどのような不適切な行政処理が噴出するの
か予想もつかないのが今の玉城知事の県政運営であり

ます。これでは、県民に対する信頼を構築するどころ
か、各市町村行政に対して指導的役割を果たすことが
できるのでしょうか。まさに玉城県政は機能不全、か
つ危機的状況に陥っているとしか考えられません。そ
れでは、それらの問題を県民に対して、明らかにして
いくために一般質問に入っていきたいと思います。当
局におかれましては、分かりやすい答弁をお願いした
いと思います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･港湾特別会計に係る赤字処理について伺う。
　(2)、･ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤等の流出について
伺う。
　(3)、･今議会本会議休憩中の飲酒問題について伺
う。
　ア、本会議休憩中の議員会派室での酒席設定につい
て、知事としての見解を伺う。
　２、農林水産業について。
　(1)、･佐良浜漁港の不適切な建築物における漁港管
理者としての対応を伺う。
　(2)、･畜産農家における子牛競り価格の低迷に係る
支援策について伺う。
　ア、九州ブロック別平均価格設定について伺う。
　(3)、･葉たばこ農家への支援対策について。
　ア、葉たばこ農家に対する植付け機械等農耕機の支
援事業について伺う。
　(4)、･宮古地区土地改良事業、竹アラ地区区画整理
事業について。
　ア、事業主体は宮古島市であるが、当計画を含む事
業内容について、県の補助金適正執行指導を伺う。
　(5)、･宮古島東急ホテル前を含めた海岸浸食対策に
ついて伺う。
　３、社会資本整備について。
　(1)、･下水処理の溜枡設置に係る沖縄県浄化槽取扱
要綱改正が施行されましたが、要綱改正後の経済効果
について伺う。
　(2)、･下地島空港活性化について。
　ア、下地島空港施設の維持管理について伺う。
　イ、無償耕作者の県有地明渡しに係る現状及び課題
解決策を伺う。
　(3)、･県道マクラム通り整備事業における下里交差
点以降の整備計画について伺う。
　(4)、･県営宮古島公園整備計画地内における既存市
道（ミナアイ原線）の取扱いについて伺う。
　(5)、･宮古空港乗降場の混雑解消策に向けた駐車場
一部無料化の取組を伺う。
　４、経済・暮らし、医療・教育について。
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　(1)、･磁気探査業務予算の拡充について。
　ア、戦前の飛行場用地周辺農地に係る磁気探査予算
の確保について伺う。
　(2)、･伊良部・多良間ＦＭ中継局の機器整備につい
て伺う。
　(3)、･離島の産業廃棄物処理に係る輸送費補助につ
いて伺う。
　(4)、･離島における台風の影響による血液製剤不足
について伺う。
　(5)、･教育研修制度（リスキリング）支援策につい
て伺う。
　(6)、･海浜利用適正化対策について。
　ア、海浜での不法占用による営業行為や不法飲食販
売に対する対策を伺う。
　イ、海水浴場の指定手続及び指定要件について伺
う。
　５、我が党の代表質問との関連について。
　末松議員の代表質問で、普天間基地代替施設及び宮
古病院に関する件について。
　(1)、･普天間基地代替施設辺野古埋立事業と那覇軍
港移設埋立事業の事業目的に係る相違点を伺う。
　(2)、･宮古病院が25床休止に至るまでの間、部内で
どのような対応及び対策が取られたのか伺う。
　答弁を聞いて再質問いたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　下地康教議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(2)、
ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤等の流出についてお答えい
たします。
　本庁舎地下２階の泡消火設備が誤作動を起こし、Ｐ
ＦＯＳ等を含む泡消火剤が噴出したこと、また、泡消
火剤を含んだ水が建物外部に流出したことにつきまし
て、県議会及び県民の皆様への報告が遅れましたこ
と、多大な不安を与えたことにつきましては、改めて
おわびを申し上げます。
　私は、知事として、県の事務の包括的な執行管理権
限を有しており、また、その事務を自らの判断と責任
において、誠実に管理し、執行するという義務を負っ
ております。そのことをいま一度、強く認識し、今後
このような事態が生じないよう、私自身を含め、県庁
全体で危機管理を徹底するとともに、県民の生活環境
に影響を与えるおそれのある事案については、速やか
な報告体制の整備及び県民への公表に取り組むことと
し、公務への信頼回復に全力で努めてまいります。

　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、港湾特別会計に係る赤字処理の経緯につ
いてお答えいたします。
　令和５年３月６日に一般会計繰出金の予算執行の手
続を行い、５月31日に出納が閉鎖されております。
６月７日に２つの特別会計が赤字状態になっているこ
とが判明し、その詳細確認を行っております。その
後、法律相談や国への照会結果を踏まえ副知事調整を
経て、８月29日に知事報告を行っております。知事
からは、速やかかつ丁寧に県議会へ説明するよう指示
を受け、議長や各会派等への説明を行ったところで
す。
　次に３、社会資本整備についての(2)のア、下地島
空港の維持管理についてお答えいたします。
　下地島空港の滑走路及びその他の施設については、
定期的に点検を実施し、路面状況等を確認しておりま
す。その結果に基づき、順次、修繕を行っていくこと
としております。引き続き、空港施設の適切な維持管
理に取り組んでまいります。
　次に同じく３の(2)のイ、下地島空港周辺用地の無
償耕作者への対応についてお答えいたします。
　県有地の無償耕作者に対しては、令和５年８月24
日に下地島空港周辺用地の利活用に係る説明会を実施
しました。その中で、明渡し期限を令和６年３月末か
ら令和７年３月末に延期することを説明しておりま
す。引き続き宮古島市と連携して説明会等を開催し、
利活用事業や県有地の明渡しについて丁寧に説明し、
理解を求めてまいります。
　次に同じく３の(3)、マクラム通り線の整備計画に
ついてお答えいたします。
　マクラム通り線は、北側の北給油所交差点から下
里北交差点までの延長約340メートルと、南側の下里
北交差点からカママ嶺公園までの下里工区延長約650
メートルの合計約１キロメートルを幅員16メート
ル、２車線で整備を行っております。現在、北側の整
備を優先して取り組んでおり、下里工区については、
下里北交差点から南側の歩道がない箇所の用地取得を
優先的に進めていきたいと考えております。
　次に同じく３の(4)、宮古広域公園内にある既存市
道についてお答えいたします。
　宮古広域公園区域内の市道ミナアイ原線について
は、計画の公園施設と海を分断する位置にあり、海と
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連携した公園利用や、安全性の観点から当該市道を存
続させることは困難であり、廃道とする計画でありま
す。
　次に同じく３の(5)、宮古空港乗降場の混雑解消に
向けた取組についてお答えいたします。
　宮古空港ターミナルビル前道路においては、送迎等
の路上駐車による混雑が生じており、安全面で課題が
あると認識しております。混雑の解消を図るために
は、那覇空港駐車場において実施されている、入庫後
30分間の無料化が有効であると考えられます。この
ため県では、有料となっている空港駐車場の一部無料
化を含む料金体系の見直しに向け、引き続き取り組ん
でいくこととしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(3)のア、会派室での職員の飲酒についてお答えい
たします。
　今議会の開会日において、本会議の休憩中にもかか
わらず、勤務を終えた職員２名が、議員も同席する会
派室で飲酒を行ったことが確認されております。勤務
時間外における飲酒ではありましたが、本会議の再開
に向け、いまだ議員及び多くの職員が待機している状
況への配慮に欠けており、県民の誤解を招く不謹慎な
行為であったと考えております。今回の事案を受け、
職員一人一人が、いま一度公務員としての自覚と品位
を保ち、議会との関係等において県民の不信や疑念を
招くような行為は厳に慎むよう、全職員に通知したと
ころでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、農林水産業について
の中の(1)、佐良浜漁港内の無許可建築物に対する県
の対応についてお答えいたします。
　宮古島市伊良部の佐良浜漁港内県有地において、本
年７月から無許可で民間事業者による建築工事が行わ
れ、現在は軀体まで完成した状態で残されておりま
す。
　県では、漁港管理者として、建築物の施主に対し
速やかに建築物を撤去するよう７月26日に注意文書
を、９月21日に勧告書を発出する等の行政指導を
行っているところであります。勧告書の期限までに建
築物の撤去等が確認できない場合は、法律相談等も踏
まえながら、警告書の発出や沖縄県漁港管理条例に基

づく原状回復を命ずる監督処分を検討してまいりま
す。
　同じく２の(2)のア、子牛価格下落に対する国の支
援についてお答えいたします。
　国では、肉用子牛の価格安定対策として、市場等で
取引される和牛子牛を地区別に４ブロックに分け、交
付金を支給する和子牛生産者臨時経営支援事業を実施
しております。本事業は、ブロック別平均販売価格が
発動基準価格の60万円を下回った場合、その差額の
４分の３を交付する仕組みとなっております。当該事
業の平均価格算定は四半期ごととなっており、本県が
対象となる九州・沖縄ブロックの４月～６月までの平
均価格は57万9000円で、子牛１頭当たり１万5000
円が交付されております。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな
がら肉用牛農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく２の(3)のア、葉たばこ農家に対する農業機
械等の支援についてお答えいたします。
　県ではこれまで、葉たばこ生産農家に対し、共同乾
燥施設や農作業機械等の導入補助を行ってきたところ
であります。現在、トラクター等農業機械の支援につ
いては、地域における農業機械の共同利用を前提とし
た特定地域経営支援対策事業や産地生産基盤パワー
アップ事業などで支援が可能となっております。
　県としましては、地域の要望を踏まえ、市町村や日
本たばこ産業など関係機関と連携し、支援策について
検討してまいります。
　同じく２の(4)のア、宮古島市竹アラ地区における
県の対応についてお答えいたします。
　農業基盤整備促進事業竹アラ地区は、令和２年度に
採択され、宮古島市が事業主体となり、区画整理及び
畑地かんがい施設整備を実施しております。県におい
ては、補助事業の適正化を図るため、事業執行ヒアリ
ング及び現地確認を行い、予算の過不足状況や技術的
課題など、事業が円滑に進むよう指導助言を行ってお
ります。
　県としましては、引き続き、事業効果の早期発現に
向け、宮古島市と連携し、取り組んでまいります。
　同じく２の(5)、宮古島市前浜海岸の浸食対策につ
いてお答えいたします。
　宮古島市前浜海岸については、台風６号により東急
ホテル前面の海浜が著しい侵食を受けております。そ
のため、県では９月補正予算において被害拡大を防止
する応急対策の費用を計上したところです。
　県としましては、応急対策の早期実施に向けて、宮
古島市など関係機関と連携して取り組んでまいりま
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す。
　次に４、経済・暮らし、医療・教育についての中の
(6)のア、海浜での不法占用等への対策についてお答
えいたします。
　宮古島市新城海岸においては、観光利用の増加に伴
い、様々な営業活動が行われ、住民の海浜利用等に支
障を来している状況であります。
　県としましては、安心・安全・快適な海岸利用を推
進することなどを目的として設立された宮古島市海岸
利用促進連絡協議会を通して、快適な海岸利用を推進
するとともに、海岸の秩序ある利用を図るために制定
された宮古島市海岸管理条例に新城海岸を取り入れる
ことについて、市と協議、調整を進めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、社会資本整備について
の(1)、沖縄県浄化槽取扱要綱改正後の経済効果につ
いてお答えします。
　改正前の要綱で定める地下浸透放流の基準は、汚水
の高度処理を求めるなど地下浸透を満たす基準が厳し
く、一般家庭にとっては経済的に負担となっていた
ことから、県では、令和５年３月31日に要綱を改正
し、６月１日から施行したところであります。改正後
においては、一般家庭の小規模浄化槽に係る地下浸透
放流の基準を緩和したことから、浄化槽の設置に係る
費用負担が軽減化されるものと考えております。
　次に４、経済・暮らし、医療・教育についての
(3)、離島の産業廃棄物処理に係る輸送費補助につい
てお答えいたします。
　産業廃棄物については、廃棄物処理法の規定に基づ
き、排出事業者が自らの責任において適正に処理する
必要があります。一方、離島地域では、島内で処理が
困難な廃棄物を島外へ輸送し処理せざるを得ないこと
などから、処理コストが割高となる状況があります。
県では、産業廃棄物と一般廃棄物を併せて処理する実
証試験を実施し、離島における処理コストの低減が確
認できたことから、あわせ処理を推進しているところ
です。また、使用済自動車等の海上輸送費補助制度の
活用と、産業廃棄物税を活用した離島における廃棄物
処理施設の整備に対する補助事業についても引き続き
周知等を強化してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、経済・暮らし、医療・

教育についての中の(1)のア、磁気探査業務予算の拡
充についてお答えいたします。
　令和５年度における不発弾等処理事業の予算額は、
27億3144万6000円となっており、このうち、畑な
どの土地を対象とした広域探査発掘加速化事業は、
８億1451万5000円となっております。
　県としましては、不発弾対策は戦後処理の一環とし
て、国の責任において実施されるべきものと考えてお
り、これまで県内の公共工事や民間工事に係る不発弾
探査費の全額国庫負担と必要な予算額の確保などにつ
いて国に要望してきたところです。今後も国に対し、
不発弾の早期処理のために必要な予算を確保するよう
求めてまいります。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての中の
(1)、普天間飛行場と那覇港湾施設の移設事業の違い
についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の代替施設については、現有の機能を
確保することを目的としていることが、移設協議会に
おいて確認されてきたところであります。一方、政府
が推進する普天間飛行場代替施設建設においては、弾
薬搭載エリア、係船機能付護岸、２本の滑走路の新設
など、現在の普天間飛行場と異なる機能等を備えるこ
ととされており、単純な代替施設ではないと認識して
おります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　４、経済・暮らし、医療・教
育についての(2)、伊良部・多良間ＦＭ中継局機器整
備についてお答えいたします。
　伊良部・多良間ＦＭ中継局機器については、平成
16年度に整備しておりますが、設置から18年が経過
し、機器の老朽化が進み、改修が必要な状況にあるこ
とは認識しております。ラジオ放送設備は、災害時の
情報伝達手段として重要な設備であることから、次年
度より国の補助事業を活用し、事業着手できるよう取
り組むこととしており、県においても宮古島市及び多
良間村とも連携し、対応してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　４、経済・暮らし、医
療・教育についての(4)、離島における台風の影響に
よる血液製剤不足についてお答えします。
　沖縄県赤十字血液センターに確認したところ、台風
の接近により血液製剤不足が見込まれる場合、県内各
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航空会社からの欠航情報の早期の情報収集や、九州ブ
ロック以外のブロックからの輸送等の対応を行うとの
ことです。また、離島の医療機関では、事前に在庫量
を増やすことや緊急時以外の手術を延期する等の対応
を行っているとのことです。
　県としましては、同センター及び血液製剤を使用す
る離島医療機関と在庫管理・確保計画等の情報共有を
図りながら、連携して離島の血液製剤の確保に努めて
まいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、経済・暮らし、医療・教育
についての中の(5)、教育研修制度についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、優れた教育実践を行うことので
きる指導的立場の教員の育成を目的に、大学院派遣制
度に基づき、今年度は13名の教員を教職大学院等へ
派遣しております。引き続き研修制度の趣旨を踏ま
え、派遣人数の確保に努め、教員の資質向上を図って
まいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　４、経済・暮らし、医療・
教育についての御質問のうち(6)のイ、海水浴場の指
定手続及び要件についてお答えをいたします。海水浴
場を開設しようとする者は、水上安全条例第５条にお
いて公安委員会に届け出ることが義務づけられており
ます。その際、当該海岸や海域の使用許可を県などの
海岸管理者から取得し、それを証明する書類を添付し
た上で、海水浴場の区域や水難事故防止措置を記載し
た届出書を提出することが求められております。
　一方で、県や市町村が自ら海水浴場を開設する場合
には、届出ではなく、公安委員会に対する通知という
手続となります。また、届出と通知のいずれの場合で
も、海水浴場の開設者は、救命浮き輪等の救命用具を
備えること、水難救助員の配置や監視台の設置などの
措置を取るよう努めることとされております。
　なお、令和５年８月末現在、県内で海水浴場として
69か所の届出または通知を受理しており、例えば宮
古島市では３か所、すなわち宮古島東急ホテル＆リ
ゾーツ、デイズビーチ伊良部、宮古サンセットビーチ
の３か所について受理をしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。

　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　５、我が党の代表質問と
の関連についての御質問の(2)、宮古病院の病床休止
への対応についてお答えします。
　宮古病院の看護師配置数は、令和５年４月１日時点
の219人から、育児休業や病気休業等により、10月
１日には14人減の205人となっております。看護師
の欠員については、年度当初の正職員の過員配置、育
休任期付職員及び臨時的任用職員の採用、県立病院間
の応援派遣等で対応しておりますが、年度途中での看
護師採用は困難な状況です。また、コロナ禍から通常
の診療体制に移行する過程で、現場の疲弊が残る中、
患者数の増加等に伴う看護業務の負担拡大によって、
休職者に加えて退職者も増加しております。
　病院事業局としましては、不足する看護師を確保す
るため、令和６年度採用予定の前倒し採用、民間派遣
会社及び介護士の活用等、早期の病床再開に向けて取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　まず知事の政治姿勢についてで
ありますけれども、港湾特別会計に係る赤字処理に関
して、２つの港湾特別会計に関して赤字が発生してい
ると。それで令和５年６月７日に赤字状態にあること
が判明したというふうにありますけれども、これはど
の部署で判明をしたのか。それとまた出納整理期間で
ある４月１日～５月31日までの２か月間で、なぜそ
の赤字が発覚できなかったのか、その理由をお聞かせ
ください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　赤字状態が確認できた時
期でございますが、６月７日に出納事務局のほうから
土木建築部のほうに連絡があり、２つの特別会計が赤
字状態になっているというところが判明したことでご
ざいます。
　また、その後の対応につきましては、全国的な事例
の調査ですとか弁護士等の調整等に時間を要したとい
うところが原因でございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　担当部長にその報告があったの
が６月９日。発覚して２日後には――担当部長が副知
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事に報告をしたのはいつでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　副知事へ第１報となる資
料を差し入れいたしましたのは、令和５年８月７日月
曜日でございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これ大分時間がたってますよ
ね。なぜこのような重大なミスを三役に報告するの
に、約２か月もかかったのか。その真相、内容をお聞
かせください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　赤字状態が分かってから
時間がかかったことにつきましてでございますが、今
回の事案は令和５年６月７日に、先ほども申し上げま
したけれども、出納事務局からの連絡で赤字状態が発
覚いたしました。
　しかしながら、地方公共団体の現行制度上、赤字決
算を予期していないことから、出納閉鎖後の繰上充用
は違法であることが示されている以外は、その対応に
ついて実務提要で情報がない状況でございました。ま
た、これまで経験したことのない事案であることか
ら、その対応については慎重な検討が必要と考えてお
りまして、国への問合せですとか全国的な事例の調
査、関係部局等との調整に時間を要したというところ
が、時間がかかった原因でございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時15分休憩
　　　午前11時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　再度答弁いたします。
　地方公共団体の現行制度上、赤字決算を予期してい
ないことから、出納閉鎖後の繰上充用は違法であるこ
とが示されている以外は、その対応について情報がな
い状態でありました。また、これまでに経験したこと
のない事案であることから、その対応については慎重
な検討が必要であり、国への照会や全国的な事例の収

集、関係部局等との調整に時間を要したというところ
でございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これ、令和５年４月から５月分
の現金出納検査報告書というのがあります。
　その検査結果報告書では、当該特別会計において歳
入が歳出に不足しているということが認められると報
告をされているんです。つまりこれ、７月にはその報
告が担当のほうにいっていると思います。これ監査委
員からですね。
　監査委員から報告がされているというのにもかかわ
らず、なぜその時点で知事まで行かなかったんです
か。これ重大な事案ですよ。
　なぜそうなったのですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本事案の処理につきまし
て、事例の収集もしくは関係部局との調整等に時間を
要し、報告が遅れたものでございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　事案を検討するというのではな
くて、まず知事に報告してから、事案を検討するので
はないですか。そういったことをしっかりとやらない
から、結局知事が、報告が遅れて後手後手に回るとい
う話になると思いますよ。
　今議会において、違法となる赤字解消の補正予算を
提案したところ、議会からその議案審議を拒否され
て、専決処分をせざるを得なかった。筋としては、こ
れ議会前に専決処分を当局が自ら行って、今議会に承
認議案として上げることができたはずなんですけれど
も、なぜそれができなかったのですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　専決処分を行うために
は、今回提出いたしました議案が議会で審議されない
こと等が条件となっていたことから、議案を提出させ
ていただき、その返付を受けて専決を行ったものでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　考え方が違いますよ、これ。こ
の事案を確認した段階で法律違反なんですよ。それを
議会に上げるということは、これ無理なことですよ、
まず。それで速やかに、早めに対処しなければならな
いという事案ですから、まずは専決をして、知事が自
らその責任を取って、その専決事案を次の議会に上げ
る。それが一つの筋じゃないですか。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
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○宮城　力 総務部長　土木建築部長が先ほど答弁い
たしましたが、専決処分については地方自治法の規定
により行うものでして、議会が成立しないとき、会議
を開くことができないとき、議会を招集する時間的余
裕がないことが明らかであると認めるとき、そして議
会において議決すべき事件を議決しないときという要
件が示されておりまして、執行部内でもこれに当たる
かどうかということで、大分検証いたしましたが、い
ずれにも該当しないということで、違法な執行を前提
とした議案ではありますが、議会に提出させていただ
いたというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これは全く逆ですよ。これは違
法な議案だというふうに理解されているわけですか
ら、それをまず専決をして自らその判断を下す。そし
て、その違法である判断を議会において専決事項とし
て承認をしてもらう。また承認の議案を上げる。それ
で承認するかしないかは議会が決めることであります
けれども、承認をされようがされまいが、それは法的
には拘束力がないというふうに捉えられておりますか
ら、そういう意味では県民に対してその誠意をもって
この処理に当たる、そういうやり方を考えないといけ
ないのではないですか。
　知事、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　執行部といたしましても、専
決処分をしたほうが違法な執行を前提とした議案を議
会に提出するということが避けられますので、その点
も十二分に検討をいたしました。しかしながら、地方
自治法に基づかない専決処分を行った場合に、専決処
分自体が効力が認められずに、補正予算が成立しない
というおそれもございます。様々な観点から検討いた
しました結果、いずれの要件にも合致しないというこ
とで、繰り返しになりますけれども議会に提案させて
いただいたというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　その辺りは苦しい答弁だとは思
いますけれども、今回の赤字決算に関する問題は全国
的に見ても、まれな事案であります。つまり、これは
起こってはならないことが起こったということなんで
す。違法な決算に違法な専決処分、まさにあってはな
らない事態であります。
　普天間代替施設埋立反対のみに行政が偏り、足元で
何が起こっているのか判断ができない玉城県政である
ということを指摘をしまして、次の質問に移ります。
　ＰＦＯＳの流出問題であります。

　これも赤字決算同様、行政の隠蔽構造と言わざるを
得ない。
　ＰＦＯＳを含む泡消火剤が放出されたのが、６月
18日の明け方。放出量が900リットル。これ900リッ
トルと言っていますけれども、ドラム缶の4.5本分
です。結構な量ですよ。そしてこの放出した後、60
リットルを回収したと言っておりますけれども、残り
の840リットルは未回収。つまりドラム缶４本分はま
だ未回収であったということだったんですけれども、
なぜそれが回収できなかったのですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　速やかに回収すべきとは考え
ておりましたが、回収すべき事業者等の検索に当たり
まして、この消防設備の点検事業者に任せていたとい
うところもあって大分時間を要し、見積りを取ろうと
したことが、９月12日であったというところでござ
います。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　湧水槽の話が出ていますけれど
も、湧水槽の役割というのはどういうものですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　雨水等が入り込んで、この問
題となった湧水槽は９トンの容量がございます。一定
の水がたまりますと地下の機械設備が水没するおそれ
があることから、自動的に排出ポンプが作動する、そ
して庁舎外に排出するというための、いわゆるます、
槽でございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　駐車場には、雨水がほとんど入
らないという説明もありました。駐車場には入り口と
出口がありますよね。雨が降ると、入り口と出口の側
溝から雨水が浸入してくることになります。その雨水
を湧水槽で受け止めるというふうに私は考えるんです
けれども。そして、この湧水槽が雨水によってある一
定の水位に達すると、排水ポンプが作動して、そのポ
ンプアップで下水道に雨水を排出する仕組みになって
いるはずなんですね。したがって、雨水がほとんど入
らないという説明は当たらないというふうに私は考え
ています。つまり、そのまま放置すると、湧水槽に流
入したＰＦＯＳが外部に排出されることは十分予想さ
れたはずですけれども、その時点でもう判断ミスが起
こっております。
　現場からは、そのような声は上がらなかったのです
か。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　今回ＰＦＯＳ等を含む消火剤

‒･125･‒



が貯留された湧水槽は、開南小学校側の入り口から
下った地下２階になります。一方で県庁舎の正面の出
入口がありますが、あそこは確かに斜面になっていて
大雨等が降った場合は地下１階に流れ込むようになっ
ていますけれども、それぞれユニットが違う――雨水
がたまる槽が違うというところで、問題になった槽は
ほとんど作動しないということも聞いておりましたの
で、そこもまた判断ミスではあったんですが、後日回
収しようという考えに至ったところでございます。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　それと加えて、スプリンクラー
の誤作動問題であります。
　スプリンクラーの耐用年数があるはずなんですけれ
ども、令和７年の改修事業に併せて消火設備を取り替
える予定と説明をしておりますね。令和７年度まで火
災が発生しないと想定をしていたのですか。これまさ
に、危機管理不足だというふうに私は思います。
　この問題は、消火設備そのものに対する危機管理不
足とあわせて人体に有害な物質であるＰＦＯＳがいま
だに配管に残っているという危機意識の欠如。さらに
は有害な物質が社会に無造作に放出された重大事案を
隠蔽と疑われても仕方のない方法で対処した、このや
り方。これは全く市民、県民に理解のできない行政措
置であります。
　そして事もあろうに、知事は県庁ＰＦＯＳ流出事案
の報告を受けた後、国連において米軍由来のＰＦＯＳ
流出事件を世界に訴えております。帰国してからのＰ
ＦＯＳ流出発表は、これは隠蔽と言われても仕方のな
いことであります。この隠蔽処理について知事は県民
に対してどのように説明をするのか、知事自ら答弁を
お願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回の件につきましては重ねて
申し上げますが、議会及び県民に不安を与え、報告が
遅れてしまったことは心からおわびを申し上げたいと
思います。
　県の事務の包括的な執行管理権限を有する知事とし
て、その事務を自らの判断と責任において誠実に管理
し執行する義務を負っております。
　これからもこのことを強く認識し、県庁全体で危機
管理体制を徹底するとともに、速やかな報告体制の整
備、県民への公表に取り組むことを徹底してまいりた
いと思います。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　次の質問に移ります。
　関連質問ですけれども、宮古病院において25床の

休止という記事が、宮古の地元の新聞に載っておりま
した。
　今回休止するのは、病院のほうに聞いてみますと、
包括支援病床であると聞いておりますけれども、この
包括支援病床の目的はどのようなものがあるのでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　宮古病院では去年から始
まっていると思いますけれども、地域包括ケア病床は
一般の治療を行って、一旦自宅に帰る、あるいは施設
に帰ることができない患者さんが多数おります。その
間病院でその地域包括ケア病床で、回復期あるいはリ
ハビリテーション――これは60日の制限があります
けれども、そこで60日間が終わって自宅なりあるい
は施設へ移っていただくという病床が地域包括ケア病
床で、そこの看護師の体制は13対１です。地域包括
ケア病床というのは、そういう病床です。
　よろしいですか。
○赤嶺　昇 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　もう時間が迫っておりますけれ
ども、まずこの包括病床が宮古病院でなくなる、休止
するということは、ほかの地区にある基幹病院と同じ
ような医療サービスが受けられないということになる
んですけれども、そういうことがないように看護師の
人数配置、それをしっかりと行っていただきたいとい
うふうに思っております。
　以上です。ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時32分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　新垣　新議員。
　　　〔新垣　新　議員登壇〕
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時33分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　大項目１、平和祈念公園隣接地
の不法投棄ごみについて。
　(1)、･きれいな形で改善すべきだと考えますが、糸
満市との連携はどうなっているのか見解を求めます。
　(2)、･不法投棄をさせないために、夜間でも見える
ビデオカメラを設置すべきではないか、見解を求めま
す。
　大項目２、道路行政について。
　(1)、･県道平和の道線（仮称）整備事業の進捗状況
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について、説明を求めます。
　(2)、･県道82号線における阿波根東交差点の朝夕の
渋滞解消について、見解を求めます。
　大項目３、ＤＸ社会の推進について。
　(1)、･沖縄県ＤＸ社会のデジタル化・ロボット化の
専門家による支援体制を築くべきだと考えますが、見
解を求めます。
　大項目４、金融特区について。
　(1)、･新しい形でのＤＸ社会の時代に沿った金融特
区の導入に向けた取組について、見解を求めます。
　大項目５、ボールパークの導入について。
　(1)、･導入に向けて知事は先進地に視察すべきでは
ないか、見解を求めます。
　大項目６、我が党の代表質問との関連について。
　末松文信議員が質問した件名２、基地問題、安全保
障について小項目(1)、米軍の整理縮小についての普
天間飛行場代替施設の承認について、知事は承認もし
ない、不承認もしない、事実上の不承認について改め
て真意を伺いたいと思います。
　演壇では以上、後は再質問を議席から行います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　新垣新議員の御質問にお答えい
たします。　
　ＤＸ社会の推進についての御質問の中の３の(1)、
デジタル化等における専門家の支援体制についてお答
えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画では、県民所得
の着実な向上に向けて企業の稼ぐ力を強化することと
しており、同計画に基づきリゾテックおきなわの推進
による産業ＤＸの加速化に向けた施策を展開している
ところです。具体的には、観光、製造、建設、農林水
産など様々な産業分野におけるデジタル活用とＤＸを
推進するため、企業のＤＸ計画の策定やソフトウエア
の導入など、県内ＩＴ企業との連携・共創によるＤＸ
の取組等を総合的に支援しております。
　沖縄県としましては、施策の展開に当たり、沖縄Ｉ
Ｔイノベーション戦略センター等の支援機関と連携
し、企業のデジタル化・ＤＸをサポートする専門家派
遣等の充実を図るなど、支援体制の強化に取り組んで
まいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、平和祈念公園隣接地の

不法投棄ごみについての(1)と(2)、平和祈念公園隣接
地の不法投棄ごみ及び監視カメラの設置についてお答
えします。１の(1)と１の(2)は関連しますので、恐縮
ですが一括してお答えします。
　県では、平成29年度から令和元年度に計３回、臨
時的な対応として県環境部が主体となり、平和祈念公
園隣接地の不法投棄ごみのボランティア回収を実施し
ました。しかしながら、これまでに行った回収作業に
おいて、安全性の確保が困難であることが確認された
ことから、昨年度のボランティア関係者との連絡会議
での調整内容を踏まえ、今後の作業を中止したところ
です。今後の対応につきましては、土地管理者や関係
機関と調整し、御提案のありました監視カメラの設置
も含めて、どのような対応が可能か検討してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、道路行政についての
(1)、平和の道線の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　平和の道線は、糸満市山城～真栄里までの約7.8
キロメートルの区間について、平成20年度に事業着
手し、令和４年度末の進捗率は、事業費ベースで約
46％となっております。また、用地取得率は、令和
４年度末の取得面積ベースで山城・喜屋武工区が約
23％、喜屋武・真栄里工区が約96％となっておりま
す。県では、10月中旬に地元説明会の開催を予定し
ており、引き続き、糸満市と連携を図りながら早期供
用に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく２の(2)、阿波根（東）交差点の渋滞対
策についてお答えいたします。
　国道、県道の渋滞対策については、国や県等の関係
機関で構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会におい
て、沖縄地方における渋滞対策の検討や効果検証を
行っております。同協議会において、主要渋滞箇所に
特定された交差点について、各道路管理者により優先
的に対策を実施しておりますが、阿波根（東）交差点
については、特定されておりません。当該交差点につ
いては、交通状況の確認を行い、今後の対策等につい
て、糸満市と意見交換を行ってまいりたいと考えてお
ります。
　次に６、我が党の代表質問との関連について(3)、
公有水面埋立変更承認申請の今後の対応についてお答
えいたします。
　令和５年９月19日付で、国土交通大臣から変更承
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認申請を承認せよと勧告があり、その後、９月28日
付で指示があったところであります。
　県は、最高裁判所の判決を受けてどのような対応が
取れるか検討している段階であることから、10月４
日に国土交通大臣に対し、当該指示の期限までに承認
を行うことは困難である旨回答したところでありま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、新たな金融特区につ
いてお答えします。
　現在、名護市が地区指定されている経済金融活性化
特別地区におきましては、新・沖縄21世紀ビジョン
基本計画に基づき、金融関連産業の集積促進に取り組
んでいるところです。新たな金融特区の導入につきま
しては、国内外の金融関連産業の動向や企業ニーズ等
を踏まえ検討する必要があると考えております。
　県としましては、県外・海外事務所を活用しながら
情報収集するとともに、市町村や企業等と意見交換を
行いながら検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　５、ボールパー
クの導入についての(1)、先進地視察についてお答え
します。
　日本におけるボールパークとしては、北海道ボール
パークＦビレッジやマツダスタジアム広島があり、試
合観戦だけでなく、温泉、サウナ、バーベキュー等と
いった、試合以外にも楽しめる設備が備わっており、
地域のランドマークとなることが期待されておりま
す。ボールパークは、地域の活性化に寄与し、エン
ターテインメント性を備えた魅力的な施設であると認
識しており、県としましては、引き続き、先進施設の
視察や周辺地域の取組の聴取など、情報収集を進めて
まいります。
　以上でございます。
○新垣　　新 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時44分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　答弁で、「県と
しましては、引き続き、先進施設の視察や周辺地域の

取組の聴取など、情報収集を進めてまいります。」と
いう中に、スケジュール等の調整をしながら、知事の
視察も検討していくという意味合いで、そういう答弁
をさせていただいております。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　議長、再質問を行います。
　（パネルを掲示）　平和祈念公園隣接地のごみにつ
いて、この現状、確かに先ほどの答弁の中で、県は主
体性を持って３回清掃した。しかしながら、まだまだ
この状況がひどい状況に至っています。そこで先ほど
の答弁の中で、安全性の確保という形をより具体的に
環境部長から御説明を願いたいと思いますけど、お願
いします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　糸満市摩文仁の戦没者墓園裏手の崖下の斜面一帯
に、不法投棄が７か所で一応確認されておりますけれ
ども、崖下ということでありまして、そこに大勢の人
が下りていくときには非常に危険を伴うような状況に
なっております。また、回収した廃棄物を逆に運び上
げるというときにもその困難さということがありまし
て、非常にけがをするおそれがあるという部分で、こ
の廃棄物の回収に当たりまして、この安全性をいかに
確保しながらごみを収集していくかというようなこと
などが考えられるところでございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　そこで知事に伺います。
　知事も国会議員時代からずっとこうやってボラン
ティアに知事が来たのも、私も記憶に鮮明に覚えてい
ます。知事、この状況を知事もこの崖等、国会議員時
代に見ていると私は強く覚えているんですけど、あの
状況をちょっと知事の感想を伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私も当該地において、ボラン
ティアとして清掃作業に加わらせていただきました。
多くの方々が参加をして、本当にそのボランティアの
皆さんのお力添えで、この不法に投棄されているごみ
が回収されるのは、非常に地域の環境保全について多
くの方々が貢献していただいているんだなということ
を改めて強く思いました。しかし、私もこの件につい
て、改めて環境部長からも報告をいただきましたけれ
ども、非常に――先ほど答弁にありましたとおり、崖
下の、しかも深いところに落ち込んでいるごみが大量
にあって、そのごみの下に御遺骨があるかもしれない
ということについては、同時に不発弾等の存在もまた
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危ぶまれるということもございます。ですから、関係
者との連絡会議でしっかりと調整を踏まえたいという
こと、それから糸満市をはじめ、国へも働きかけがで
きないかということについても、その協議を進めてい
きたいということの報告を受けておりますので、その
ような形でこの問題が解決に向かえたらよいのではな
いかというように考えています。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　前向きな答弁ありがとうござい
ます。そのとおりです。そしてまたこの危険性が非常
に高いと言われている磁気探査、不発弾もある。そし
て足場も崖下ですので、そういった形でそういった専
門家を――とび、磁気探、この調整会議に入れていた
だいて、一日も早くこのごみをなくしていただいて、
そして遺骨収集ができるように、そして遺骨収集法に
沿った形で国の責務――また、県は平和というこの形
を大切にしていますので、県民も、それを早く進める
べきではないかと思うんですけど、部長の見解を伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　先ほども答弁させていただきましたけども、安全性
の確保とか、そういったものを踏まえながらどういっ
た形での対応が可能か、具体的な手法とか費用、期間
なども含めまして、そういったものを含めて専門家の
意見も聞きながら、今、連絡調整会議の中でいろいろ
話し合っていますけども、そういった専門家も入れな
がら検討してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　改めて申し上げます。ここ、健
児の塔があります。健児の塔からここまで、果てしな
いぐらい距離があって、崖下に回った方がいるんです
よ、実際。ボランティア団体が命がけで、勇敢で。非
常にあると。ですから時間をかけても構わないので、
年次、年次ごとにそれをきれいにして、世界中から遺
骨収集のためにここでボランティアをしたいっていう
団体が多くいますので、ぜひこれも調整会議の中に入
れて、この調査をしっかりまず行ってほしいんです。
何年の見通しで、年次計画とか。私は、長い時間がか
かると思っています。この先ほど見せたごみは、五、
六十年前のごみです。ビールのラベルも60年前の
ビールでした。ですから、しっかりとここからここ、
この端まで、ぜひ再度調査していただきますよう、調
査費をつけていただきたいんですけど、見解を求めま
す。

○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えします。
　繰り返しになりますけれども、どのような対応がで
きるのかという中で、回収作業の手法、費用、こう
いった具体的なものを検討した上で、これに応じた必
要な予算について確保に努めてまいりたいというふう
に考えております。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。
　そして先ほどのビデオカメラの件を申し上げます。
こっちの健児の塔で、一度ごみがなくなったものが、
また新たに違うところで出てきた。今回なぜ分かるか
というと、ラベルが近年代のラベルなんですよ。瓶
ビールとか、缶が。五、六十年前だったら崖下にたく
さんあるんですけど、新しいのが出てきたんですよ。
だから夜間でも見えるビデオカメラの設置という形で
改めてやるんですけど、県として、この夜間でも見え
るカメラを設置している自治体、公共施設等、分かる
範囲でちょっと述べていただければと思ってですね。
成果があるのか、環境部はよく分かると思うので。こ
れは重大な犯罪なんですよ。犯罪をこれ以上見逃して
はいけないということで私は質問しているので、ぜひ
お願いします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　監視カメラにつきましては御指摘のとおり、不法投
棄の未然防止でありますとか、投棄の未然防止に有効
な手段と考えております。
　県におきましては、平成19年度から市町村産廃対
策支援事業ということの中で、市町村が購入する監視
カメラへの購入費用というものを補助したりしており
ます。また、令和２年度からは夜間撮影可能な監視カ
メラを市町村へ貸出しというようなところをやってい
るところでございます。実績という形になりますけれ
ども、監視カメラへの補助実績としましては、平成
22年度～令和４年度までの合計で、11市町村で67台
となっております。それから、監視カメラの貸出しに
つきましてですけれども、これは令和２年度～令和５
年度までで、申請件数が12件ありまして、貸出台数
が23件というふうになっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ありがとうございます。
　またここにもしっかり、この夜間でも見える監視カ
メラを早急にやるべきであると私強く思うんですね。
もうここを夜中にパトロールしているって聞いていま
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す。パトロールしても捨てるんですよ、その合間を
縫って。もうこれは悪知恵が働くとしか言わざるを得
ないんですよ。だから私はこう言っているんですよ。
せっかく汗かいて難儀して、内地からも来て――とび
職人がですよ、ボランティアで。掃除したのにまた捨
てられているというのはもう看過できないもんですか
ら、早急にやっていただきますよう強く願いたいんで
すけど。知事、これはどうしてもお願いしたいです。
本土からボランティアでわざわざ来ているんですよ、
このために。ぜひお願いしたいんですけど、知事どう
ですか。早急に、夜間監視カメラを。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　カメラの設置も市町村の購入助
成ですとか、あるいは夜間でもチェックが可能なカメ
ラの貸出しも行っておりますので、そこは糸満市、行
政としっかり調整をさせていただければと思います。
また、やはり現場は、実際ごみを取ろうという――収
集しようとする場合でも、それから監視をする場合で
もそうだと思うんですが、安全性が非常に問題だとい
うように認識をしています。ですから、その安全性が
しっかりとサポートできる形はどのような方法がある
のかも、議員御提案のように、これは時間のかかるこ
とでもあると思いますので、丁寧に進めさせていただ
ければと思います。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ丁寧にお願いします。
　そしてもう一点、知事、この遺骨収集ボランティア
団体の関係者に、知事が自ら、県が主体性を持って感
謝状や平和大使等の栄誉を私は与えるべきだと思うん
ですけど、これはぜひ知事の答弁を求めたいんですけ
ど、知事どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　感謝状等については、糸満市と
も協議をして検討をしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　感謝状及びまた平和大使等にお
いても、糸満市と連携なさって早くやっていただきま
すようお願いします。実は、平成３年～今日まで32
年間、こうやってごみの収集、また遺骨の収集等も
行っています。これは国内または国外から来るボラン
ティア団体ですので、大事にしていただきますよう強
くお願い申し上げます。
　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時55分休憩
　　　午前11時56分再開

○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　続きまして、道路行政につい
て。朝夕の渋滞解消を目指す観点から、再度質問いた
します。
　この阿波根東道路の渋滞の解消に向けて、国道331
号、糸満から那覇空港向けに関して、空港に行くとこ
ろは左折、そして右折するところは右折する、真っす
ぐは真っすぐと。あれで大きな渋滞の解消が得られて
いると。私は実は、朝夕ずっとこの道を毎日通るもん
ですから、県議会に行くときに。非常に渋滞解消でき
ています。この県道同様に、県道82号線も小禄バイ
パスの国道331号の渋滞解消と同様に行っていただき
たいんですけど、そうすることによって２車線をちょ
こっとだけ、交差点の部分だけ３車線にするだけの話
ですので、負担軽減にもなると思うんですけど、部
長、見解を求めます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　国道、県道の渋滞については先ほど答弁いたしまし
たとおりですが、沖縄地方渋滞対策推進協議会におい
て、対策の検討や効果検証を行っております。しかし
ながら、当該、阿波根（東）交差点については、渋滞
交差点として特定されていない状況でございます。当
該交差点につきましては、交通状況の確認を行いまし
て、今後の対策等について、関係者と意見交換を行っ
てまいりたいと考えているところでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　部長、この渋滞調整会議に糸満
市はこの協議会でも上げて、県にも上げてあるって
言っているんですよ。ですから、関係者ってなると、
もう関係者は上げてあるんですね。これから県がどう
しますかという話で、私はそう捉えて質問しているん
ですよ、実は。手続は終えていると思うんですよ、糸
満市は上げているんですよ。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しになりますが、
当該交差点につきましては、渋滞対策が必要な交差点
として特定はされていないという状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　じゃ、部長伺います。これ朝夕
の渋滞、半端じゃないです。見たことありますか。体
感したことありますか。伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　朝夕の渋滞の時間帯に、
この場所を通過したことはございません。
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○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　改めて県の職員がこの朝夕の渋
滞に――東交差点を左折するときに、だらだらだらだ
らして、40分ぐらい立ち往生を食らって、この渋滞
は、いらいらすると。そして、経済損失、ロスもある
と。まず県の職員に体感していただければ、すぐ分か
る話なんですよ。だから私はこうやって質問に捉えて
いるんですね。渋滞に、テーブルに上がっていないっ
ていうレベルじゃないんですよ。この時間帯がひど
いってことなんですよ。ですから伺っているので、改
めてこれを協議していただきたいんですけど、いかが
ですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　沖縄地方渋滞対策推進協議会においては、全国統一
の渋滞基準に基づきまして渋滞箇所の特定をしており
ます。一般道路の渋滞基準は、渋滞による損失時間が
多いピーク時の旅行速度が低く、かつ損失時間がワー
スト100以内、観光交通などで休日の速度低下が著し
いなどが基準となっており、当該交差点につきまして
は、これらの基準に該当していないというところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　これ、同様に、このぐらいの渋
滞に私は該当していると思いますので、ぜひ体感し
て、早くこの協議会で改善を諮って、この部分的な、
交差点における３車線をやれば解消できるということ
を強く早くスピード感を持って頑張っていただきます
よう、強く求めます。
　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　次、ＤＸ社会の推進について、
先ほどＩＳＣＯとの連携を図りながらという答弁があ
りました。理解をいたします。しかしながら、最も大
事なことは、沖縄県商工労働部が――これから企業は
稼ぐ力、沖縄の強い経済、そして最も大事なことは人
手不足を解消するために、デジタル化・ロボット化の
専門職員を商工労働部が引き取っていただいた中で、
製造業、ものづくりにおいて、やはりものづくり振興
課が主体性、県が主体性を持つべきだと私は強く思う
んですけど、その件について部長の見解を求めます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。

　県内の製造業等におけるロボット導入をはじめとす
るデジタル技術の活用に当たりましては、生産工程の
見える化や省力化、自動化など業態によって様々な
ニーズがあると考えております。そのため、事業者の
ニーズを踏まえながら、専門的なアドバイスやマッチ
ングを行うことができる人材の活用を図ることが重要
であると考えております。
　県としましては、引き続き県内事業者のニーズや関
係機関等の意見を聴取しながら、デジタル技術の導入
促進や人材育成など、地元における支援体制の構築を
検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ありがとうございます。
　そこで今、県がＩＳＣＯ、ＩＳＣＯで、私はＩＳＣ
Ｏにもう仕事を投げ過ぎだと思っているんですよ。こ
れは、ものづくり、製造業ですから、あくまでも。県
が主体性を持ってほしいということを強く求めている
んですけど、今ちょっと分かりづらい答弁なものです
から、シンプルにちょっと答えていただけますか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県としましては、支援機関との連携の下に、業界団
体等との意見交換を重ねながら支援体制の強化や必要
な人材の育成に取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ、人手不足は早いスピード
で来ますので、早い対策を強く、県の主体性を持っ
て、ものづくり側と連携を図って、部長が責任を持っ
て頑張っていただきますよう強く求めます。
　続きまして、ボールパークです。
　知事、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ
2023の大成功は、私は非常に評価しています。同様
に、子供たちの健全育成や県内のスポーツ観光による
経済活性化を、今後また進めていくべきではないかと
強く思っています。そこで私は、野球も同様に、ワー
ルドベースボールクラシックを沖縄で、そしてプレ
ミア12を沖縄開催でと夢を見ています。その中で知
事、一日も早い先進地視察と、そしてスポーツアイラ
ンド構想にこのボールパークを育んでいただきたいん
ですけど、知事の見解を求めます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　県では、ＦＩＢ
Ａバスケットボールワールドカップ2023の開催を通
じて得られたノウハウ、蓄積されたレガシーを活用し
て、新たな国際大会の誘致に取り組んでいきたいと考
えております。今ありましたＷＢＣ、プレミア12な
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ど、野球の国際大会はスポーツコンベンションとして
大きな魅力を持っていると考えております。大会を開
催するためのソフト面、ハード面の基準等について、
開催要件など情報収集に努めてまいりたいと思いま
す。あわせて、ＮＰＢ――日本野球機構など、関係団
体とも意見交換を行っていきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　そこで伺いますけど、先ほど広
島、そして北海道を視察した等ありますが、実はボー
ルパーク、自然にできているところが日本にありまし
て、東京ドーム周辺、後楽園。ホテルもあって、遊園
地もあって、様々なアミューズメントもあって、その
周辺も見ていただけないかと思って、再度答弁を求め
ます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　今おっしゃるよ
うに、ボールパークは球場としての機能以外に、いろ
いろなにぎわい施設、あるいは宿泊施設などが併合さ
れたエンターテインメント性の高い魅力的な施設だと
考えておりますので、現在、集客に成功しているよう
な、あるいは観客が魅力あるということで集客されて
いるような施設について、情報を収集して視察をして
いきたいと思っています。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ありがとうございます。
　続きまして、我が党の代表質問についてですけど、
不承認について再度伺います。
　池田副知事、知事公室、基地担当課含めて、承認す
べきだと今日のマスコミ報道等も上がっていました
が、池田副知事は知事に、承認すべきとこういった手
続、印鑑等を押して、知事に申入れをしたみたいな報
道があるんですけど、それは間違いないですか。事実
確認をしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　お答えします。
　今、その報道にあるような行為というのはございま
せん。私ども副知事以下職員は、自治法上は補助機関
という形になります。知事が指揮監督するに当たっ
て、必要な判断材料を提供して調整を行うという形に
なっております。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　池田副知事、公務員というもの
は、地方自治、法律を遵守する立場です。やはりこれ
普通ならば、職員は承認をして、こうやって知事公室
長に上がって、また担当副知事なら副知事に、こう
やって上がってくるのが私は普通だと見ているんです

よ。沖縄県は法治国家です。沖縄県は日本ですよ。職
員の皆さんは、やはり法律を守るという公務員ですか
ら、憲法99条と同様に。そこで上がってこなかった
んですか、職員からは。どうですか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　決裁手続については、まず通常
のものであれば、三役関係なしに事務決裁規程に基づ
いて行われますが、辺野古のものについては、まず方
針を決めてから対応するということになっていますの
で、いわゆる起案等は行われていないものと考えてお
ります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。じゃ、行われて
いないと理解いたしました。
　知事公室長、担当職員とこの問題の承認、不承認に
ついて、賛成、反対といろんなシミュレーション――
報道等も今日もありましたが、そういった検討をなさ
れたっていうのはありましたか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど池田副知事が答弁さ
れたとおり、我々は補助機関として知事が判断する上
で様々なというか、選択肢があるということを説明し
ております。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　改めて確認します。じゃ、今日
の地元紙の報道は誤報と理解してよろしいですね。知
事公室長、そして池田副知事。私は今確認していま
す。今日の報道は誤報と。大事な問題ですよ、法治国
家を守るという、沖縄は日本ですから。誤報で理解し
ていいですね、伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時９分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　池田副知事。
○池田竹州 副知事　先ほどもお答えしたとおり、決
裁手続は取られておりません。誤報かどうかについて
は今ちょっと手元に新聞紙面がないものですから、き
ちんと確認してから、またお答えしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。じゃ、これは
ちょっといろいろ疑問が残る問題ですね。報道には書
いていますので、決裁は求めてないと。これちょっと
問題だと私は強く思いました。
　そこで伺います、知事。沖縄は日本、そしてこの問
題が最高裁まで――この辺野古の問題ですね。世界一
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危険な普天間基地を辺野古に代替移設ということは、
私はもう最高裁まで争って負けて、その問題において
知事、事実上の不承認だと。じゃ、もう法律を守らな
い。そしてこれから苦しいことなんです。沖縄県民
が、沖縄は日本じゃないのか、法律は守らないのか
と、日本中から言われるっていう沖縄県民の苦しさ。
また県民同士でも――これ裁判にどうせ負けます、
100％。そして国が代執行します。また県民同士の対
立をあおる。誰一人取り残さないという知事の言葉
は、結局対立させるだけの言葉になりませんかって伺
いたいんですけど、いかがですか、知事。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は、常にこの過重な沖縄の基
地負担を軽減させるためには対話による解決が必要で
あるということを、幾たびも政府に申入れをしており
ます。ですから、日米安保体制を維持するという観点
は十分理解はしますけれども、そのために沖縄に過重
な基地負担が続けられることは承服できないというこ
とも明確に申し上げております。ですから、対話に
よって、ではどうやってこの問題を解決するために新
しいルールをつくればいいのかということを、真摯に
協議をすることこそが一番必要なのではないかと思い
ます。しかし、今般、このように訴訟という形になり
ましたけれども、昨日の段階では、様々な検討を重ね
てきた結果、承認とも不承認とも確定できないとし
て、そのように国土交通大臣には申し伝えた次第であ
ります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、本当に、最高裁まで争っ
て、どうせ代執行っていう形で、結局は反対の方々
も、やむを得ず容認って方々も、お互いが嫌がる問題
になってくるんですよ。県民が苦しむと。知事、本当
に頑張りました。承認していただきたいんです。これ
以上、がちゃがちゃさせないでほしいんですよ、県民
を。路頭に迷わせないないでほしいんですよ。我々、
法律を守らない沖縄県って言われるんですよ、日本中
からも、県民同士でも。嫌なんですよ、こういうこと
が。だから知事、私も県民も取り残さないでほしいん
ですよ。承認してほしいんですよ。もう頑張った、知
事。胸を張って、もう負けたんだから、堂々と。これ
以上は誰も責めませんよ、知事のことを。承認して、
もう前に、未来志向で前に沖縄の経済を振興させると
いうことを、県民生活をよくするってことを考えてほ
しいんですよ、知事。どうですか、再度求めます。誰
ももう責めません、知事を。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。

○玉城デニー 知事　今回の承認の件については、昨
日明確な方針を示さなかったのは、最高裁判所の判決
の内容を精査した上で対応を検討する必要があり、ま
た県民、行政法学者の方々などから様々な御意見が寄
せられており、県政の安定的な運営を図る上でこれら
の御意見の分析を行う必要がございます。そのような
ことを重ねながら、承認とも不承認とも、現段階では
確定できないということなのであります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、今、報道では、国はもう
高等裁判の手続に入ったと。もう報道では、代執行の
手続に入ってきていると。遅いんですよ、知事の判断
が今。ですから、私は承認していただいて、もう対立
から県民が対話で未来志向で経済をよくする、県民生
活をよくすると。そういうやるべき課題はたくさんあ
りますので、ぜひ知事、改めて私は承認をしていただ
いて、県民同士の対立、また沖縄県民が法律を守らな
いっていう苦しい思いをさせないように、強く再度求
めたいんですけど、再度いかがですか、知事。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は対話によって解決策を求め
る民主主義の観点から、政府に対して、求められてき
た普天間飛行場の５年以内の運用停止もいまだに実現
されていないこと、辺野古新基地建設、普天間代替移
設計画のその建設は、仮に埋立変更承認を経たとして
も、供用開始までには12年以上を要し、その間、普
天間飛行場の被害等はそのままであり続けることにつ
いては、知事として承服できないという考えを踏まえ
ることも必要です。他方で、行政の長ですから、先般
の最高裁の判決を受け止める必要もあるということ
で、多くの県民からの負託を受けた知事として、これ
らのことを総合的に踏まえて判断をする必要があるも
のというように考える次第であります。
○赤嶺　昇 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。知事の言い分
も、まだまだ悩み続けているなと今受け止めました。
しかしながら、承認していただいて、私が言いたいこ
とは、沖縄は法律を守らないのかと日本中から言われ
る、県民同士でも対立をあおらないでほしい。知事、
苦しい決断に迫ると思いますけど、ぜひ私は承認し
て、県民生活をよくしてほしいということを伝えて、
私の質問を終わりたいと思います。
　答弁ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時16分休憩
　　　午後１時40分再開
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○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　仲田弘毅議員。
　　　〔仲田弘毅　議員登壇〕
○仲田　弘毅 議員　こんにちは。
　会派沖縄・自民党の仲田でございます。
　通告に従い、所見を交えながら一般質問を行いま
す。
　１、知事の政治姿勢について(1)、令和６年度沖縄
振興予算の概算要求について。
　去る９月１日、内閣府から令和６年度沖縄振興予算
の概算要求が2920億円となることが示されました。
令和５年度当初予算より241億円、概算要求と比べ
122億円増額されており、一括交付金については26
億円の増、そして785億円、同概算要求より23億円
の増となっております。さらに、金額を示さない事項
要求も盛り込まれました。ロシア・ウクライナ紛争
やエネルギー、円安・物価高騰等の影響もあり、平
成27年度から減額が続いておりますことを考えます
と、実に９年ぶりの増額要求になったとされていま
す。県が要望した総額3000億円には届いておりませ
んが、当局には年末の当初予算の決定に向け満額確保
を願い、一生懸命、折衝努力をしていただきたいと思
います。
　そこで伺います。　
　ア、次年度要求額2920億円と示されましたが、ど
のように受け止めているか伺います。
　イ、一括交付金のハードとソフトの増額はともに評
価できると思うが、見解をお聞かせください。
　ウ、個別事業で、琉球大学医学部と大学病院の普天
間移転に伴う県の認識を伺います。
　エ、新規事業で国際観光モデル事業というのがあり
ますが、概要について伺います。
　(2)、･医療施設等物価高騰対策支援事業について。
　県内各医療機関は地域医療を守るため、通常の業務
体制を継続しながら、コロナ医療に対し大いに尽力し
てきたことは周知のとおりであります。新型コロナウ
イルス感染症の影響と長期化に加え、いまだ収まらな
いロシア・ウクライナ紛争の中で原油価格や円安・物
価高騰が進み、医業経営に与える深刻な問題が報告さ
れております。診療報酬は公定価格となっており、患
者さんへのその負担を転嫁することはできないものと
聞いております。このような事態を受け、国から物価
高騰等に対する医業経営の負担を緩和するため、新型
コロナ感染症対応地方創生臨時交付金が活用され、業
界の経営を支援する通知が出されております。

　そこで伺います。
　ア、県におけるコロナ禍の中で実施されてきた医療
施設等物価高騰対策支援事業の内容について、お聞か
せください。
　イ、実施状況、執行率を伺います。
　ウ、本事業の成果について、当局の見解を伺いま
す。
　２、中部道路行政について。
　県民の生活において、交通インフラの整備が最も必
要であることは言うまでもありません。特に旧離島僻
地では生活道路の安全性確保、また緊急避難道路とし
ての果たす役割は大きく、僻地離島の定住条件整備に
欠かすことができないこともその事業の１つでありま
す。私の出身地でありますうるま市与勝においては、
長年そのような要請、要望を県に上げ、地域の将来に
向けた中部道路行政の充実発展を望んできておりま
す。残念ながら、去る７月の台風６号による宮城島地
域での土砂災害の発生で、現在でも通行止めになって
いる現状や集落への崩落、危険性のある岩石を目にし
たとき、地域住民の御苦労に頭が下がる思いでありま
す。
　そこでお聞きします。
　(1)、･伊計平良川線・宮城島工区について。
　ア、現在の整備状況をお聞かせください。
　イ、令和５年度の事業費はどの程度になりますか。
　ウ、用地取得、道路設計について伺います。
　(2)、･勝連半島一周道路について。
　ア、これまでの進捗状況について教えてください。
　イ、軍用地関連の課題を伺います。
　３、教育行政について。
　(1)、･全国学力テストの取組について。
　文部科学省では、全国的に児童生徒の学力状況を把
握するため、全国学力学習調査、いわゆる全国学力テ
ストを実施しております。令和５年度は４月18日に
行われ、７月31日に結果報告が公表されました。こ
の全国的な調査は、次のような目的で進められている
と聞いております。
　まず最初に、義務教育の機会均等とその水準の維持
向上、そしてその成果と課題を検証し、その改善を
図っていく。これは学力学習状況をしっかり把握する
ことにもつながってまいります。そして学校における
児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役
立てる。またこのような取組を通じて、教育に関する
継続的な検証、改善サイクルを確立するなど、本県教
育にとっても大事な事業であることは言うまでもあり
ません。
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　そこで伺います。
　ア、全国学力テストの今年度、実施状況について伺
います。
　イ、全国学力テストにおける全国との比較及び順位
はどうなっているか、お聞かせください。
　４、我が党の代表質問との関連については取り下げ
ます。
　御答弁よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲田弘毅議員の御質問にお答え
いたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
ア、次年度概算要求額の受け止めについてお答えいた
します。
　内閣府が行った令和６年度沖縄振興予算の概算要求
については、観光関連事業に係る経費が新たに盛り込
まれたほか、沖縄振興一括交付金や、クリーンエネル
ギーの導入促進に係る経費等が増額要求されました。
　沖縄県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画の目標を達成するためには、一括交付金の大幅な増
額が必要と考えておりますが、内閣府の令和６年度概
算要求額は、沖縄県及び市町村が求めてきた要望額と
は大きくかけ離れており、大変残念ではありますが、
引き続き折衝努力を行ってまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)のイ、一括交付金の概算要求額への評価につい
てお答えいたします。
　内閣府の令和６年度沖縄振興一括交付金の概算要求
額は約785億円で、内閣府によると物価高騰等を勘案
し、令和５年度当初予算より約26億円増額したと聞
いております。しかしながら、近年の建築資材等の上
昇を踏まえると、物価高騰の影響を十分に考慮した要
求額になっているとは言い難いと考えており、また、
沖縄県及び市町村が求めてきた要望額である1271億
円とは、大きくかけ離れたものとなっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のウ、琉球大学病院等の移転に伴う概算要
求についてお答えします。

　琉球大学医学部及び大学病院の移転を中心とする沖
縄健康医療拠点事業は、内閣府の令和６年度予算概算
要求において、物価高騰等も考慮し、令和５年度当初
予算から約110億円増の約253億円の要求がされてお
り、令和６年度中の事業完了に向け進展するものと期
待しております。
　県としては、本県の医療水準の向上につながる重要
な施設と認識しており、関係機関と連携し、必要な対
応を講じてまいりたいと考えております。
　同じく(2)のア、医療施設等物価高騰対策支援事業
についてお答えします。１の(2)のアから１の(2)のウ
までは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えさ
せていただきます。
　令和４年度に実施した医療施設等物価高騰対策支援
事業は、県内の医療施設等を対象として、光熱水費の
高騰分に対する支援を行うものであり、支援内容とし
ましては、病院等の有床施設に対しては病床数の区分
に応じた支援を、その他の施設については１施設当た
り一定額の支援を行っております。補助実績としまし
ては、補助対象施設2753施設のうち、1211施設に補
助金を交付し、補助総額は３億1881万9000円となっ
ております。本事業の支援により、医療施設等の経営
負担が一定程度軽減されたものと考えております。
また、本事業は、令和５年６月補正予算に５億891万
5000円の事業費を計上し、今年度も引き続き実施す
ることとしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のエ、持続可能な国際観光景観モデル事業
についてお答えいたします。
　持続可能な国際観光景観モデル事業は、沖縄らしい
世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成
を図り、観光振興に資する事業となっております。
　県では、令和４年９月に公表した「～美ら島沖縄～
花と樹木の沿道景観計画」に基づき、本事業を活用し
た魅せる沿道景観の整備を行うとともに、地域やボラ
ンティア及び企業等と連携した体制を構築してまいり
ます。引き続き、持続可能な観光地の景観形成に取り
組んでまいります。
　次に２、中部道路行政についての(1)のア、(1)のイ
及び(1)のウ、伊計平良川線の整備状況等についてお
答えいたします。２の(1)のアから２の(1)のウまでは
関連しますので、一括してお答えします。
　伊計平良川線宮城島工区は、上原地区と桃原地区の
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整備を優先的に進めており、現在、道路実施設計が完
了した上原地区の用地測量等を実施しているところで
あり、完了後、用地取得に取り組むこととしており
ます。今年度の事業費は約200万円を計上しておりま
す。引き続き、うるま市と連携を図りながら、事業予
算の確保に努めるとともに、早期の整備に向けて取り
組んでまいります。
　次に同じく２(2)のア及びイ、勝連半島南側道路の
進捗状況等についてお答えいたします。２の(2)のア
と２の(2)のイは関連しますので、一括してお答えい
たします。
　勝連半島を一周する県道の整備については、当該地
域の観光振興や地域活性化、防災対策等のため、必要
性を認識しております。県では、これまでに沖縄県環
境影響評価条例に基づく米軍施設用地外の環境調査を
完了しております。今後、米軍施設用地内の環境調査
を行う必要があることから、施設用地内への立入り許
可が得られるよう、沖縄防衛局及びうるま市と継続的
に調整を行っているところであります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、教育行政についての中の(1)
のア、全国学力学習状況調査の状況についてお答えい
たします。３の(1)のアと３の(1)のイは関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　今年度は、小学校においては、第６学年で参加校
253校、参加児童生徒数は１万4775人、中学校にお
いては、第３学年で参加校143校、参加生徒数は１万
4019人の実施となりました。順位について、文部科
学省は、過度な競争や序列化等につながらないよう配
慮し、調査結果に順位づけはしておらず、本県では全
国の平均正答率との差を示しております。全国平均と
比較し、今年度は小学校においては国語がマイナス
2.2ポイント、算数マイナス4.5ポイント、中学校にお
いては国語がマイナス4.8ポイント、数学マイナス9.0
ポイント、英語マイナス9.6ポイントとなっておりま
す。今後も引き続き、家庭、学校及び関係教育機関と
連携し、学力向上の取組の一層の充実を図ってまいり
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　執行部の皆さん、御答弁ありが
とうございました。
　まず最初に、概算要求について質問をさせていただ
きます。県として、内閣府のほうへ総額幾らの要求、

概算要求額になりますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後１時59分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　県は８月の国庫要請におきま
して、概算要求可能額を最大限活用した総額3000億
円台の概算要求、そして、防災・減災、国土強靱化に
資する予算を要望しておりました。その際、県は、国
の概算要求基準を踏まえると、要求可能額は3200億
円程度になるものと試算していたところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　先ほど、知事の答弁の中では、
総額あるいは一括交付金等に関しても、概算要求は増
えてはいるけれども、その数字に対してはかけ離れて
いるというお話がありましたけれども、知事、その金
額は確定ではないんですよ。年末に向けてこれから大
きな大きな予算折衝があるわけで、そのことに関して
はいかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　例年のことでありますけれど
も、年末の予算の獲得に向けては、さらにまた折衝、
交渉を行ってまいりたいと思っております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　これ一番大事なことでしょう。
そのためにもやはり国と対話もしながら、しっかりと
交渉力を持って、柔軟性を持って対応していく必要が
あると、私は考えております。一括交付金についてで
ありますが、この一括交付金、これは平成26年度の
1759億円からすると、これはもう半額以下になって
いる、落ち込んでいるわけですね。ですから、そう
いったことを含めますと、新規事業や各市町村におい
ては大変厳しい状況が今続いていると思うんですが、
各市町村との話合いの中で、概算要求に向けてのあら
ゆる強い要請、要望があったと思うんですが、その内
容についてお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　例年、概算要求をする前に全
ての市町村長の皆様からの御意見をいただいていると
ころでございます。今年は５月にこの意見交換会を行
いまして、一様に、一括交付金の増額を要望しており
ました。ハード交付金の減額で道路、街路の事業で進
捗が遅れている、停滞している。例えば、公営住宅改
修工事の先送りで維持管理に支障が出ている。ソフト
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交付金の減額に伴って、事業の先送りや充当率を下げ
て対応しているというような御意見を頂戴したところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　これは先ほどもお話申し上げま
したとおり、年末に向けてしっかりと予算交渉をやっ
ていただきたいと思います。
　休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○仲田　弘毅 議員　次に個別事業の琉大病院移転に
ついてでありますけれども、政府はこの令和６年度で
完成をさせる、こういった強い決意が253億円に表れ
ていると思うんですが、これまで以上の高度医療を県
民が享受できる大変すばらしいことだというふうに考
えておりますけれども、国のその予算配分、増額して
でも早めに沖縄県民の健康増進に配慮していきたい、
こういった気持ちに対して知事の考えを聞かせてくだ
さい。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄健康医療拠点事業は、内閣
府の予算要求においても、令和６年度中の事業完了に
向けて完了させるということで進められております。
当然、本県の医療水準の向上にもつながり、さらには
先端医療の拠点にもなるという意味でも、非常に重要
な拠点整備になっていくものというように思料いたし
ます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　これはやはり、国がしっかり沖
縄県に目を向けているという大きなあかしの一つだと
いうふうに、私は考えております。
　次に、国際観光モデル事業についてでありますが、
やはり沖縄観光立県を自認するには、ただ伸びた木々
を伐採するだけではなくて、魅せる沿道景観、それを
強く意識してアピールしていく必要があるというふう
に考えています。ただ、残念ながら、今国道も含めて
観光立県を唱えている割には、雑草が、整備不良が目
立ち過ぎるところがあります。この美ら島沖縄をア
ピールするための事業として、このモデル事業が国か
ら２億の予算――県費負担を含めると、約３億の事業
だというように言われておりますけれども、この事業
を沖縄県から国に対して要請をした関係団体というの
がありますが、どういった団体か御存じでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません、今
どういった団体の要請によるかというところにつきま
しては、手元に今資料がございません。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　ぜひ調べていただきたいと思い
ます。こういった団体の要請、要望でもって、国で
は、衆議院議員の島尻安伊子先生が予算確保をした、
地元県選出議員が一生懸命頑張ってつけた予算である
という、こういった感謝の気持ちを持って、私たちは
対応していく必要があると思います。観光客がさすが
沖縄県、沿道の木々、花々がすばらしいと言ってもら
えるような事業にしていただきたいと思いますが、そ
のためにはこの事業に当たって、文化観光スポーツ部
と土建部の連携が絶対に必要だと思うんですが、両部
長の決意みたいなものがありますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　本事業の推進に当たりましては、議員御指摘のとお
り、文化観光スポーツ部との連携が不可欠であると考
えております。今後とも実施に当たりましては、意見
交換を深めながら世界水準の観光地にふさわしい良好
な沿道景観の形成に向けて、両部合わせて取り組んで
まいりたいと考えているところでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　本事業の実施に
より、世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観
の形成を図り、沖縄らしい風景で観光客を迎えること
で、おもてなしの心が伝わり、観光客の満足度向上に
つながるものと考えております。
　文化観光スポーツ部としましても、関係部局と連携
しながら、必要な予算額を確保できるよう努めていき
たいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　今回はこの事業は県の４か所の
モデル事業というふうになっていますが、将来は、
やっぱり沖縄県は国道まで責任を持ってやっていくべ
きだというふうに考えています。どうかそのことも含
めて、連携を深めて頑張っていただきたい。
　休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時８分休憩
　　　午後２時８分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○仲田　弘毅 議員　地方創生臨時交付金を使っての
支援についてでありますが、部長、この事業は新型コ
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ロナウイルス対応地方創生臨時交付金を活用した事業
ということでよろしいでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　この事業については、新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を活用した事業であります。そ
のうち、エネルギー価格等の物価高騰を受けた事業者
支援ということで、電力・ガス・食料品等価格高騰重
点支援地方交付金というものを活用しております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　この交付金を使っての支援事業
が、令和４年度、人口10万人当たり九州各県の平均
から約２割弱しか配分されていないということです
が、九州が幾らで本県は幾らになりますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　令和４年度の事業でございますが、九州各県の平均
の予算額は11億9137万6000円となっており、沖縄
県の医療施設等への支援に係る予算額は４億3982万
円となっております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　部長、これ10万人当たりの額は
どうなっていますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　これは沖縄県医師会のほ
うからいただいた資料でございますけれども、この事
業を人口10万人当たりで平均をしたものは、九州全
体でいいますと6755万円に対し、本県は2996万円と
いうふうに御指摘を受けたところでございます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　部長、なぜこのような低い配分
になっているのか、県としての認識、あるいは見解を
お聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　予算の規模につきましては、各県で支援単価の方
法、あるいは支援の方法、対象施設等が異なりますの
で、単純な比較はなかなか難しいところではございま
すが、本県の事情としましては、限られた期間内で補
助金の審査、交付を速やかに行う必要があったと。こ
の事業は令和４年度11月補正だったということで、
速やかに行うということがございまして、その支援の
方法について、一定の病床で区分を分けて、グループ
を分けて設定をしたというところで、予算の規模が他
の県に比べて低い水準になったものと考えておりま

す。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　県が一生懸命やりくりをして頑
張っていらっしゃることはよく理解しておりますけれ
ども、少なくともその配分額は九州の平均を超えてい
くような要望をしたいと思います。令和５年度実施計
画の中に、今後その反省を踏まえて、反映をさせてい
くべきだというふうに考えておりますけれども、部
長、どういったお考えでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　先ほども答弁をさせていただきましたけれども、こ
の事業は今年度も続いております。昨年度からの見直
しというところにつきましては、支援の単価が昨年度
は病床の区分をグループにしていたんですけれども、
今年度は病床数に応じて支援をするということで、医
療施設の負担に応じたきめ細やかな補助を実施できる
ものと考えております。
　なお、九州各県の情報はまだ入っておりませんの
で、単純に比較はできませんけれども、県としては、
引き続き医療機関と意見交換をしながら必要な支援等
ができますように、可能な限り取り組んでいくという
所存でございます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　次に、伊計平良川線、前川部長
お願いします。
　伊計平良川線については、宮城島工区における桃原
から池味区までの整備事業が構想からもう50年たっ
ても、遅々として進んでいないという大きな指摘が地
元から上がっております。そういったことも含めて、
道路整備に必要な所要額、あるいは要望額は計上され
ていないのか、また一括交付金との関係はどうなって
いるのか、お聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　伊計平良川線宮城島工区につきましては、沖縄振興
公共投資交付金、いわゆるハード交付金で実施をして
いるところでございます。本県における道路予算につ
きましては、年々減少傾向となっておりまして、他の
路線についても予算配分に苦慮しているところでござ
いますが、引き続き、必要額の確保に向けて取り組ん
でまいりたいと考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　部長、平成27年度の地元での説
明会では、令和10年度までには完了するというふう
に、僕のところに報告が来ているわけですが、今の現
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状を見ると、今、部長の答弁では、今年度ついた予算
が200万という話でした。大変厳しい状況だと思うん
ですが、その要因について部長の見解をお聞かせくだ
さい。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　事業遅延の要因、やはり予算の確保が最大の課題で
はございますが、そのほかには、急傾斜地箇所の工法
検討に時間を要したこと、また、橋梁工事におきまし
て、軟弱地盤対策、道路占用物件の移設に時間を要し
たことなどが上げられております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　この大幅な遅れは、地域住民と
してはもう看過できない状況にきております。知事、
知事は平成31年の定例会で、適宜適切に予算計画を
当ててしっかりと事業を進めてまいりますというふう
に発言しているわけであります。この現状を踏まえて
早期整備に向けて、地元選出の県知事として、知事の
決意をお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　道路行政につきましては、その
予算の確保、計上について、先ほど土木建築部長から
ありましたように、非常にこの少ない予算を振り分け
て、いかにして事業をできるだけ早期に完了に向けて
進めていくかということが肝要だと思っております。
この事業につきましても、中部道路行政につきまして
も、非常に道路整備が立ち後れているということにつ
いて、私もかねがね土木建築部とも意見交換をさせて
いただいております。引き続き、必要な予算が確保で
きるよう、しっかり頑張っていきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　知事、ぜひ一生懸命、一緒に
なって頑張りたいと思うんですが、よろしくお願いし
ます。
　教育長、最後に学力テストについてお伺いしたいの
ですが、残念ながら、文科省から、弊害のある順位
は、あんまりよくないという答弁がありましたけれど
も、でも国語の2.2ポイント、算数の4.5ポイント、こ
れ中学においてはもっともっと差があるわけですよ
ね。そのことは、結果的に全国最下位ということで認
識してよろしいでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　文部科学省が示す結果データからは、各教科の順位
については判断することができませんが、全教科を合

算した平均正答率を見ますと、御指摘のとおりの状況
にあるものと認識をしております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　教育長、子供たちの学力問題
は、学校現場だけの問題ではないというふうに考えて
おります。それは家庭教育の果たす役割は大きいもの
があるというふうに考えておりますが、しかし、学校
の現場主義という観点からいたしますと、行政の後押
しや財政措置が必要であることは言うまでもないので
すが、その点について、教育長はどういった考えで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　学校支援訪問や研修会の実施、あるいは授業改善推
進教師の配置等により、各学校が取り組んでいる授業
改善への支援を行っているところであります。また、
教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる
環境の確保が重要であるというふうに考えておりまし
て、県教育委員会としましても、スクール・サポー
ト・スタッフの派遣、あるいは負担軽減を図るための
非常勤講師等の配置を行っているところであります。
引き続き、教職員がしっかりと子供たちと向き合って
指導のできる教育環境の整備に取り組んでまいりたい
と思っております。
○赤嶺　昇 議長　仲田弘毅議員。
○仲田　弘毅 議員　この学力テストは2007年、平
成19年から実施されておりますけれども、本県は６
年間最下位でした、全国の。47都道府県の中で最下
位。７年目の2014年、平成26年、小学校国語、算数
が全国の30位台になった。その後、20位台まで大き
な躍進をしたという実践事例がありました。それはま
さに当時の諸見里明教育長を中心に立ち上げた学力向
上推進室や、特命チームによる学校意識改革が功を奏
したものだというふうに私は考えています。そういっ
た意味合いをもって、学力が全国最下位に戻ってし
まったことは、県民の一人として、また長年ＰＴＡを
通じて子供たちの学力向上と健全育成のお手伝いをさ
せていただいた者として、大変残念である。そのこと
を含めて、私たちも一生懸命頑張っていく気持ちでは
ありますが、子供たちのために、本県の将来を担って
いく子供たちのために、教育長の決意をお聞かせくだ
さい。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　全国学力学習状況調査の結果を
踏まえまして、昨年度より、私も含めて教育指導統括
監あるいは参事、役割分担をしながら、学校訪問を
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し、課題を把握し、支援に取り組んできております。
各学校においては、その状況調査の結果を分析して、
各学校に合った対策を立て、授業工夫改善を行い、ま
た、家庭学習の定着に向けて、意欲的な取組が見られ
ました。御指摘のとおり、確かな学力は、本県の子供
たちがこれからの激動の時代を生きていくための力の
基盤であるというふうに考えているところでありま
す。
　今後とも本庁を中心にして、教育事務所あるいは総
合教育センター、各教育委員会、各学校、教育関係機
関が一体となって、思いを一つにしてその改善に取り
組んでいきたいと考えております。
○仲田　弘毅 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
　　　〔小渡良太郎　議員登壇〕
○小渡　良太郎 議員　皆さん、こんにちは。
　会派自民党、小渡良太郎でございます。
　ちょうど昼休み明けて、少し皆さんやじも飛ばない
静かな一般質問の本会議場となっておりますけれど
も、しっかり質問、残り僅かな質問機会でもあります
から、有効に活用させていただきたいと思いますの
で、御清聴のほどよろしくお願いいたします。
　それでは、通告に従いまして質問をさせていただき
ます。
　まず１、地域外交について。
　(1)、･本年度より地域外交室が立ち上がり、年度内
に基本方針を策定するということで説明がありました
が、この方針策定に当たっての県の基本的な考え方を
お伺いいたします。
　２、防災行政について。
　(1)、･台風６号がもたらした被害に関して、私の地
元沖縄市泡瀬の一部地域では、高潮によって道路冠水
または一部床上、床下浸水が発生するなどの被害が出
ました。台風時等における高潮による浸水被害につい
て、県、ほかの地域も含めてどのような状況にあるの
か、教えていただきたいと思います。
　３、土木建築行政に関して。
　(1)、･県総合運動公園、これも私の住んでいる地域
にあるんですけれども、整備から30年余が経過した
現在、施設老朽化等が進んでおります。一方で、この
施設の修繕または設備の修理等がなかなか実施されて
おらず、一部遊具等に至っては数年間放置されっ放し
と、県という名を冠した総合運動公園として、あまり
にも悲惨な状況に置かれているんじゃないかと思いま
す。この県総合運動公園の今と今後について、県の見
解を伺います。

　４、スポーツ行政について。
　(1)、･先日、ＦＩＢＡバスケットボールワールド
カップが無事閉幕いたしました。県も主催者側の一翼
を担ったわけですが、準備段階から大会開催期間全体
を振り返って、よかった点、悪かった点をできるだけ
つぶさに列挙していただいた上で、経済効果も含め
て、2023大会についての総括をお聞かせいただきた
いと思います。
　(2)、･国体及びオリンピックの正式種目であるク
レー射撃に関して、現在、沖縄県には競技場、練習
場がありません。今年６月には、2034年に、本県に
とって３度目の国体が開催されるということが承認さ
れている中で、このクレー射場の競技場のない都道府
県というのは我が県以外にあるのか。他府県のクレー
射場における公営・民営の割合、運営主体等の説明を
含めて、総合的な観点から現況を教えていただきたい
と思います。
　５、環境行政について。
　(1)、･有害獣に指定されているマングースに関して
ですが、年間の捕獲数と捕獲実施のための予算額及び
捕獲従事者等の概況をお伺いいたします。また併せ
て、マングースは有害獣には指定されているんですが
狩猟獣に指定されておらず、イノシシやカラスといっ
た他の有害獣と違って狩猟では捕ることができない
と。私の父も猟友会に属して狩猟をするんですが、山
でイノシシとか捕っていると、害獣と分かっていても
マングースがちょろちょろ歩いていても捕ることがで
きないというのが一つ話としてありました。このマン
グースを狩猟獣として、今指定していない理由をお伺
いいたします。
　(2)、･沖縄県は、狩猟における猟銃の鉛弾使用につ
いて、伊是名村のみを使用禁止地区に指定しておりま
す。ちょっと離れている伊平屋村を含めて、ほかの自
治体は指定されていないと。なぜ伊是名村のみの指定
となっているのか、指定要件等を含めて説明を求めま
す。
　６、我が党の代表質問との関連に関して。
　(1)、･末松議員質問中の４の(3)のア、自転車通行空
間の整備状況について、北部地域以外の計画があれば
教えていただきたいと思います。
　(2)、･同じく末松議員質問中の４の(3)のイ、快適な
歩行空間の確保、雑草除去等の話、先ほども質問の中
にありました。この繁茂する雑草対策に今年度乗り出
していると思いますが、実績及び事業の執行状況をお
伺いいたします。
　(3)、･仲村議員質問中、１の(1)について、国際人権
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委員会でＰＦＯＳ等の被害に関する言及が知事から
あったと報道で聞いております。時系列を鑑みると、
先ほど来、沖縄県議会をいろいろと騒がせている県庁
舎のＰＦＯＳの流出に関して、その時点で知事は、県
の流出事案の報告を受けていたはずであります。自ら
が引き起こした加害事案を棚に上げて、かぶった被害
のみを国連でスピーチしたことについて、知事の真意
をお伺いさせていただきたいと思います。
　以上、壇上からは終わります。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　小渡良太郎議員の御質問にお答
えいたします。
　地域外交についての御質問の中の１の(1)、基本方
針策定の考え方についてお答えいたします。
　沖縄県としては、沖縄県地域外交基本方針（仮称）
の策定について、これまで先人たちが積み重ねてきた
交流の歴史や悲惨な沖縄戦の体験に基づく平和への強
い思いを基本とし、最新の国際情勢なども踏まえなが
ら、今後、沖縄県の多様な主体が国際的な活動に取り
組む際の基本的な方向性を示してまいりたいと考えて
おります。基本方針の策定に当たっては、このほど設
置いたしました沖縄県の地域外交に関する万国津梁会
議において、外部有識者の御意見をいただくほか、市
町村、経済界、学生等多くの県民の皆様の御意見も伺
いながら取りまとめていくこととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、防災行政についての
(1)、台風時における高潮による浸水被害についてお
答えいたします。
　台風時の高潮浸水被害は、越波による海水や雨水を
排水できなかったことによる内水氾濫が主な要因と考
えております。沖縄市泡瀬地区においては、台風６号
の接近による高潮により雨水が排水できなかったため
浸水被害が発生しております。海岸においては水釜海
岸等で越波被害を防ぐため、護岸高さをかさ上げする
高潮対策事業を実施し、河川においては満名川で高潮
の逆流を防ぐためのフラップゲート設置を実施してお
ります。今後とも、関係機関と連携して対策を行って
いきたいと考えております。
　次に３、土木建築行政についての(1)、沖縄県総合
運動公園の施設の現状及び整備についてお答えいたし
ます。

　老朽化により使用禁止となっているかりゆし広場遊
具については、令和５年度より全面改修を実施し、令
和６年度内に供用予定であります。また、漏水が確認
されたレクリエーションプールについては、現在漏水
の原因調査を行っているところであり、原因が判明次
第、改修工事を実施する予定であります。
　県としては、令和16年度に沖縄で開催される国民
スポーツ大会を見据え、関係機関と連携して、幅広く
意見を聴取し、適正な整備・改修に取り組んでまいり
ます。
　次に６、我が党の代表質問との関連についての
(1)、自転車道の整備についてお答えいたします。
　県では、自転車が安全・安心・快適に通行すること
などを目的として、自転車通行空間の整備を行ってお
ります。県管理道路における自転車通行空間の整備状
況については、各市町村が地域の実情に応じて策定す
る自転車ネットワーク計画等に基づき、浜比嘉平安座
線ほか７路線で整備を行っております。県において
も、令和５年３月に自転車ネットワーク計画等を策定
しており、引き続き、各市町村と連携して、観光客の
利用も踏まえた自転車通行空間の整備に取り組んでま
いります。
　次に同じく６の(2)、雑草対策の実績と予算執行状
況についてお答えいたします。
　県では、沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに基
づき、性能規定方式による除草管理を導入し、雑草の
草丈が低い状態を維持する取組等を実施しておりま
す。また、今年度の植栽管理については、年間を通し
て除草及び街路樹の剪定等を実施できる契約を終えて
おります。引き続き、効率的・効果的な道路の維持管
理に取り組み、快適な歩行空間の確保に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　４、スポーツ行
政についての(1)、バスケットボールワールドカップ
についてお答えします。
　沖縄グループステージは、10日間、全20試合、延
べ12万5000人以上が会場で観戦しました。本大会で
は、日本代表チームがパリオリンピックの出場権を獲
得するなど、その活躍は大変喜ばしいことでありまし
た。大会の開催に当たっては、県と沖縄市をはじめと
する開催地支援協議会において、渋滞対策、ファン
ゾーン等の設置など、様々な取組を実施し、大会の成
功に寄与したものと考えております。これらの取組を

‒･141･‒



実施する中で、多くの関係者との間で計画的かつ綿密
に調整を進めることの重要性を再認識しました。現
在、経済効果については、国内外の観客実績等を踏ま
え、年度内をめどに算出する見込みです。今後は、大
会成功の実績を国内外にアピールするとともに、大会
で得たノウハウ、構築されたレガシー、今大会で注目
を浴びた沖縄アリーナなどを活用し、新たな国際大会
の誘致に向けて取り組んでまいります。
　同じく４の(2)、クレー射撃場の現況についてお答
えいたします。
　本県では、昭和62年に開催した海邦国体におい
て、金武町に県立クレー射撃場を仮設で設置しまし
た。その後、土地所有者から賃貸借契約継続の理解が
得られなかったことなどから、昭和63年に閉鎖して
おります。本県以外で公認射撃場が設置されていない
のは11都府県であり、公益財団法人日本クレー射撃
協会によると、他県の射撃場は民営が多く、公設の場
合はスポーツ担当部局が所管していることが多いと聞
いております。クレー射撃は、国体の競技種目となっ
ていることから、令和16年の沖縄県開催に向けて、
今後、準備委員会の中で、市町村及び関係団体等から
の意見を聴取し、競技会場について検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　５、環境行政についての
(1)、マングース対策の実施状況と狩猟鳥獣指定につ
いてお答えいたします。
　県のマングース対策事業における令和４年度の捕獲
数は382頭、予算額は約１億3800万円で、捕獲従事
者は主に地元北部地域の方で構成されております。狩
猟鳥獣の対象種については、鳥獣保護管理法に基づき
国が指定し、５年ごとに見直しが行われております。
マングースは狩猟鳥獣に指定されていないことから、
県では、平成28年度の対象種の見直しの際、同種を
指定するよう要望したところですが、生息していない
地域への放獣のリスク等の理由から見送られたところ
です。
　県としましては、令和８年度の対象種の見直しの
際、改めて検討してまいります。
　同じく５の(2)、伊是名村における鉛散弾規制地域
の指定についてお答えいたします。
　国においては、鉛散弾による水鳥の中毒事故を防止
するため、平成12年に鉛散弾規制地域選定要領を定
めております。県は当該要領に基づき、水田やため池

等が多く、たくさんの水鳥が飛来等し、狩猟も行われ
ていた伊是名島について、鉛中毒事故が懸念されると
して、同年、鳥獣保護管理法に基づき、鉛散弾規制地
域として区域指定しました。狩猟が禁止される鳥獣保
護区以外の地域における当該規制区域の指定について
は、鉛中毒事故の発生状況、水鳥の飛来数、狩猟の状
況や、国の動向等を踏まえ検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　６、我が党の代表質問との
関連についての中の(3)、ＰＦＯＳ流出と国連スピー
チに関する見解についてお答えいたします。
　今回の事案につきましては、公表が遅れたことを率
直に反省するとともに、内部の管理体制を一層強化し
ていく必要があると考えております。一方、知事は、
ＰＦＯＳ等が流出した可能性があることを、９月15
日に担当部局から報告を受けており、担当部局に対
し、那覇市とも連携をしながら丁寧な対応を行うよう
指示しております。また、本県においては、米軍基地
周辺で高濃度のＰＦＯＳ等が検出され、地域住民に大
きな不安を与えているにもかかわらず、日米地位協定
により、米軍基地内への立入調査すら認められていな
い不平等な状況が続いており、問題解決のためには国
際社会の理解と協力を得る必要があるとの考えによ
り、国連の場で訴えたところであります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　一番最後の部分から先に、少
し再質問させていただきます。
　今のＰＦＯＳの説明、別に県が、米軍と同じような
事故を引き起こしてしまったから言う権利があるとか
ないとかっていう話をするわけではありません。この
米軍に関する被害については、しっかりと訴えていく
必要があると私も考えております。ただ、自分たちが
起こしたことは説明も公表もせずに隠したまま、言及
をするというのはいかがなものかというふうに思うわ
けです。沖縄県も起こしてしまった、これはしっかり
と今後再発防止に努めるけれども、それでもやっぱり
米軍の部分はというような言い方であれば、多くの
方々の理解も得られたのかなと思うんですけれども、
今これを説明しなかったがために、二枚舌というレッ
テルを一部で貼られていることも現実問題としてあり
ます。そこをしっかり反省していただいて、今後二度
とこのようなことがないように、真摯に取り組んでい
ただきたいと思います。
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　最初に戻るんですが、地域外交に関して、課への格
上げの話も、ほかの方への答弁でありました。今ま
で、今現在、県が、例えば世界のウチナーンチュ大会
等々のコミュニケーションをはじめとして――海外事
務所もあちこちにあります。そういう海外との交流事
業等は、どういうふうな形になっていくのか教えてく
ださい。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在、県としましては、地
域外交基本方針というのを作成していて、その後、推
進体制の構築などに取り組んでいるところなんですけ
れども、これは何というんですか、地域外交室あるい
は格上げして課になる組織だけが担うというものでは
なくて、各部横断的に全庁を挙げて取り組むという体
制になるというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ちょっと分からないんですけ
れども、課の格上げの話も出しておいて、この地域外
交室、地域外交将来的な課なのか――がやること、何
をするのかというのが全く見えてこないんですけれど
も、改めて先ほどこの基本方針を策定するとのことだ
が、方針策定に当たっての基本的な考え方を伺うとい
うことで問うておりますので、改めてそこのところを
お聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼しました。
　基本的な考え方について御説明いたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、沖縄県独自の歴史的、文化的特性等の
ソフトパワーや地理的な優位性を生かし、観光、文
化、平和など多様な分野における国際交流を通じて、
アジア太平洋地域の平和構築と相互発展に向けて、積
極的な役割を果たしていきたいと考えております。こ
れらの取組を通して、アジア太平洋地域における緊張
緩和と信頼醸成にも資する独自の地域外交を展開する
ため、本年４月に地域外交室を設置したというところ
であります。今年度は庁内関係部局等と連携し、沖縄
県地域外交基本方針の策定や推進体制の構築などに取
り組んでいくというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　それは先ほど知事からお聞き
したんですよ。今までもこういう事業たくさんやって

きました。それでも、こういうところ、ああいう部分
またはどういったところか分からないですけれども、
足りないから外交室を設けて、さらに進めていく必要
があるというふうな説明があるのであれば、ああ、そ
ういう枠組みなのねと理解もできるんですけれども、
今まで交流をやってきました。それを推し進めるため
に地域外交室を立ち上げてやっていきます。立ち上げ
る理由とか目的というのが非常に曖昧じゃないのかな
と。予算もかけて人も配置して新たにやろうという
ふうに言っている割には、よく見えないと。例えば
ちょっと角度を変えるんですけれども、この沖縄の主
張を、我々が主張したいことが日本政府のものと異な
るものであった場合、国際的な信用という観点を含め
て、沖縄の信用が落ちるというパターンになる情報発
信をしてしまうことも懸念されることがあると思いま
す。あくまで沖縄県というのは、日本国内の一地方自
治体でありますから、この国家外交との整合性という
のが、外交をやっていくんだったら求められると思う
んですけれども、その点について県はどのように考え
ているのか教えてください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　地域間外交は、国と国との国家
間外交を補完する、サポートするという意味合いで、
全国でも行われている、そのような状況がございま
す。沖縄県はこれまで例えば経済においては、商工労
働部で海外事務所での経済活動についての掌握をす
る。それから文化観光スポーツ部においては、国際交
流ということで、その交流の所掌をつかさどるという
ようなことでした。ただ、沖縄県が、県のこれまでの
歴史的な背景それから文化的な背景をもって、アジア
のダイナミズムを取り込んでいくということで、沖縄
21世紀ビジョン基本計画の中でうたった、その海外
への展開そのものは、やはり県庁全体で共有されるべ
きその方針を掲げることが重要であるということか
ら、今般、地域外交室を掲げ、観光・経済・文化・交
流・平和など沖縄県の地域外交の基本方針を策定した
上で、全庁的に取り組んでいこうという形に整えたい
というものであります。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この地域外交室が今後やって
いこうとしていること、または知事が今後展開してい
こうとするものが、先ほど知事がおっしゃっていたよ
うに、地域と地域の外交――国の外交を補完する範囲
であると言うのであれば、別に懸念する必要もないん
ですけれども、そういった部分についての説明も、今
のところまだないわけですよね。
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　例えば、国家において外交政策というのは、国家の
一つの計として国民に示して諮るということをやって
おります。この日本国内においても政府組織だけじゃ
なくて、外務省という省庁があり、一方で、国会の中
にも外交に関する委員会等々があって、その中で与野
党問わず盛んな議論がなされて、説明もしっかり受け
て、それで国民に対してもしっかりと日本はこういう
外交をやっていくんだよということが、広く周知され
ていっているわけであります。今現在においては、県
民の負託を受けた議会に、何ら諮られることはありま
せん。どういったことをやるっていう説明もほとんど
なされておりません。直接県民にこの理念、概念を丁
寧に説明しているわけでもないと。ただ知事が行きた
いところへ行って、話したいことを話した様子が事後
報告の形で、それも報道ベースで流れているというよ
うなありさまであるのが今の、今年、今年度、今まで
やってきた県の地域外交の実態じゃないかと私は考え
ます。言い換えれば、今年度初めから現在に至るまで
県民に何の説明もせず、知事と知事を取り巻く当局そ
の他一部の方々が、地域外交の名の下に勝手をしてい
るだけと言っても過言じゃないのかなと思います。改
めて方針を策定して、この課に格上げする云々の話を
する前に、説明をするのが筋じゃないですか。何も聞
いてないんですよ。何をしたいかも、どのようなこと
をやりたいかも、地域外交というのが何なのかも分か
らない。いま一度説明をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　県では、これま
でに世界のウチナーンチュ大会の開催、ウチナーネッ
トワークコンシェルジュによる日常的な交流、海外県
人会への芸能指導者派遣、ウチナーンチュ子弟等留学
生の受入れなど多種多様な施策を展開し、ウチナー
ネットワークを活用した交流を深めることで、地域や
国同士の信頼醸成の貢献に努めてきたところでありま
す。今後は、新たに設置される地域外交課を中心とし
て、それぞれの所管に応じて適切な役割分担の下、県
庁全体が連携して進められていくものと承知しており
ます。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　それは、別に地域外交室をわ
ざわざ立ち上げなくても、今までやってきたし、これ

からもできることなんじゃないですか。何でわざわざ
予算をかけて人も配置をして、ほかの業務も煩雑な
中、そこに力を割いてやろうとしているのか、説明が
足りないんですよ。ちゃんとこういうことで必要だか
らこれだけ人を割く必要があると、言ってもらえれば
理解の一つもできるかも知れない。そういうのがない
まま、勝手に中国に行って、何を見たかも分からない
というような状況になるわけです。改めて説明をお願
いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しの説明になりますが、
これまではそれぞれの部局において、それぞれのセク
ションが担う事務分掌に当たって交流を促進していき
ました。これは私が知事になってからではなく、もう
ずっと歴代の知事の下で沖縄県の方針としてそれは行
われてきた。しかし、それが県全体で情報が共有され
ずに、それぞれの担当セクションにおいて盛んに行わ
れてきていることが、一つにいわゆる通底する――そ
ういう県全体の取組にするためには、やはり地域外交
室を設け、沖縄県地域外交の基本方針を策定し、幅広
く県民や様々な分野の方々がこの意見を述べていただ
き、参加をすることによって、大きな一つの方向性を
示していけるということで取り組むものであります。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　知事にお伺いしたいのは、今
までのやり方じゃ足りないというのは、主にどういう
ことがあって、どういうふうなのがあるから足りない
んです、だから変えていきたいですというのはないん
ですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今説明をさせていただきました
とおり、それぞれのセクションで経済、観光、交流と
いうものを担っていただきました。これからはそれに
アジア太平洋地域の平和の構築も含めた上での、さら
なる交流の促進が必要であろうということで、それで
あれば基本方針をしっかりと掲げて取り組むほうがよ
り一層理解が進み、多くの方々にそこに参画をしてい
ただけるだろうというように思い、今般この沖縄県地
域外交基本方針を策定していこうということに取り組
んでいるものであります。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　これについてはもう時間もあ
りませんので、引き続き議論させていただきたいと思
うんですけれども、先ほど申したように外交をするん
であれば、日本という一つの国が、あっちはああいう
ことを言って、こっちはこういうことをやっていると
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いうことにならないように、しっかりと整合性が求め
られる部分でもあります。これは国と協力して、国と
連携をして、国としっかりコミュニケーションを取っ
た上で、情報発信をする。どこに行くとしても、そこ
へ何を言うにしても、ちゃんと連携を取って整合性を
取っておかなければならないと私は考えます。それを
しっかりやっていただくことを指摘をして、次の質問
に移ります。
　防災行政も、再質問させていただきます。
　この泡瀬地域の被害、先ほど部長の答弁では雨水氾
濫が原因という話がありました。この台風来襲直後の
被害状況の説明では、高潮による被害と私は担当から
聞いております。それで、後ほど電話でどうだったの
かと――当時、泡瀬の被害は僕が全体で説明を受けた
ときには把握をしていなかったので、確認をしてほし
いということで連絡をして、その後高潮による被害で
したと。その後も高潮による被害で間違いないよね
と、間違いないというふうなのを聞いております。何
で変わってるんですか。高潮による被害と説明を受け
ているんですけれども、今の答弁では雨水の氾濫が原
因という答弁になっております。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどの答弁でございま
すが、沖縄市泡瀬地区においては、台風６号の接近に
より、高潮により雨水が排水できなかった。そのため
に浸水被害が発生したというふうに答弁をしたところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　高潮の逆流による被害という
ふうに聞いておりますし、これ沖縄市議会でも議論に
なっているんですけれども、同じく、高潮の逆流によ
る被害という答弁が出ております。これ、県が雨水氾
濫が原因としたのは、何か調査等は行ったんでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ただいまの浸水被害の原
因については、現場土木事務所等からの報告もしくは
沖縄市への聞き取りにより、このような原因であろう
というふうに考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　沖縄市に聞き取りしたそうな
んですけれども、なぜ違うんですか、沖縄市の見解
と。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しになりますが、
今回の泡瀬地区における浸水の被害は、高潮により雨

水が排水できなかったというところで、浸水被害が発
生したというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　以前の担当課とのやり取りで
は、高潮が原因ということで聞いていたので、今日は
ちょっと細かい資料を持ってきていないのが非常に残
念なんですけれども、これまでも度々道路冠水の潮害
に悩まされております、この地域。雨水排水路に囲ま
れている埋立地域になるものですから、今言うような
内水という話も、そういうことになることもあるのか
と思うんですけれども、基本的に――資料ちょっと
持っていないので口頭で大変申し訳ないんですけれど
も、この内水が氾濫して浸水したという事態はほとん
どありません。今までも。水は海水です。潮水につ
かっておりますから、海の水が雨水排水路を逆流して
きて――逆流と言うよりも水位が上がって、この地
域、埋立てが琉球政府時代の埋立てになるので、かな
り海抜が低いということで高潮被害――大潮と高潮と
かが重なると、いつも道路冠水以上の被害が出てきま
す。海水が雨水排水路を逆流してくる、またはそもそ
も海のかさが上がって、雨水がもうここまで行き届か
ないという状況になっているのが、正直なところであ
ると私も考えております。なので、海水が浸水被害の
原因である以上、それを食い止めることを講じる責任
は、私は県にあるんじゃないかと考えるんですけれど
も、その点、見解をお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　泡瀬地区の浸水対策については、沖縄市から雨水管
理総合計画を策定し、土砂のしゅんせつや既設水路改
良の検討を行っていると聞いております。引き続き、
沖縄市と意見交換を行いながら連携してまいりたいと
考えております。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　現状、台風が接近するたび
に、この冠水被害におびえております。ちょうど自治
会、公民館が少しかさ上げして造られたものですか
ら、地域の方々、台風が来るたびに車をわざわざこっ
ちに移動させて、車だけは冠水しないようにというこ
とで、対策を取っているところでもあります。堤防を
越えるわけでもなく、水が来るたびに浸水をするとい
う場所ですから、ぜひできることをしっかりとやっ
て、二度とこういう災害が起きないようにしていくと
いうのが行政の責任じゃないかなと。市の役割、県の
役割それぞれあると思うんですけれども、再発防止を
していくというのが第一の防災につながっていくと
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も思いますので、ぜひ市と協議をするだけじゃなく
て、県がやるべきことというのも、私も、いろいろ意
見、提言も今後させていただきたいと思っております
し、恐らく12月には、市からも地域も含めて要請も
上がってくると思います。しっかり議論をして、こう
いったことが再発しないように前向きに取り組んでい
ただきたいと思いますが、最後見解をお聞かせくださ
い。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　泡瀬地区の被害解消に当
たりましては、県は沖縄市と意見交換を行いながら対
応策の検討、整理等、引き続き連携してまいりたいと
考えております。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　次に移ります。
　県総合運動公園に関して、具体的な修繕の計画とか
再整備の方針というのはないんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時59分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　沖縄県総合運動公園の老朽化対策についてでござい
ますが、長寿命化計画に基づきまして対策を考えてお
ります。各種公園施設においては、施設点検結果を基
に国の策定指針に基づく都市公園施設長寿命化計画を
策定しております。同計画では、ライフサイクルコス
トが最小となるよう、施設ごとに適切な時期に修繕、
改築を行うこととし、老朽化対策に取り組んでいると
ころでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　先日も我が会派――テニス
コートの改修に関しても新聞報道に出たようですね、
要請を受けました。この古くなったものが壊れて使え
ない、例えば先ほど公園の話もあったんですけれど
も、二、三年ずっと放置されていて、修繕の要望も上
げているのに、ようやくという部分であります。レク
リエーションプールの漏水に関しても、何年漏水の原
因を調査し続けるんですか。ずっと使えていないんで
すよ。いつも漏水の原因を調査する、調査すると言っ
て、今年も調査すると言った。去年も調査すると言っ
た。おととしも調査すると言ってたじゃないですか。
いつまで調査するんですか。だからそういう形で老朽
化している部分というのは、修繕だけじゃなくて建て

替えということも必要になってくるかもしれない。そ
れだけ古い施設が多くありますから、全体の計画とい
うのをちゃんと立てていかないと。順次老朽化して
いったのは直していくということでもいいかもしれま
せん。でも、施設がある以上、県民は期待をしている
んですよ。あそこに行ったらプールがあるよねと。で
もいつまでたっても使えない。それだったら、ないほ
うがいいんですね。だからしっかりと計画を立てて、
県民の期待に応える公園を造っていただくよう、最後
要望して、私の一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
　　　〔島尻忠明　議員登壇〕
○島尻　忠明 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時２分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　皆さん、こんにちは。
　今日の朝刊に、先日、我が会派の仲村家治議員が代
表質問冒頭で、大谷選手が大リーグでホームラン王に
輝いたとのことに触れた記事が掲載されておりまし
た。大谷選手の活躍は、多くの国民に感動をもたら
し、子供たちにも夢と希望を与えました。改めてス
ポーツがもたらす大きな力を感じることができまし
た。そして、我が浦添市においても、ヤクルトスワ
ローズがキャンプをしております。県内のヤクルト
ファン、そして子供たちとも交流をしております。今
シーズンはなかなか厳しい戦いでありましたが、本日
は、浦添市ヤクルト協力会がほぼ毎年販売をしており
ますヤクルト応援かりゆし今年度版を着用して、来
シーズンの活躍を期待をして質問をさせていただきま
す。
　それでは通告に従いまして、一般質問をさせていた
だきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、那覇港浦添埠頭地区の整備予算の確保に向け
た沖縄県の今後の取組についてを伺います。
　ア、那覇港湾施設の浦添への移設について、沖縄防
衛局は既に環境アセスメントに着手し、今後ボーリン
グ調査を実施するとのことです。その一方で、民港計
画の進捗はどうなっているのか。本年３月に改訂をし
た那覇港港湾計画の中に、代替施設を含めていること
を踏まえれば、民港計画も代替施設の建設計画と歩調
を合わせてしっかりと進めていくべきだと思います
が、港湾管理者である知事も同じ認識か、伺いたい。
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　イ、浦添埠頭地区の交流・にぎわい空間は、海洋緑
地、マリーナ、交流厚生用地で構成されております。
そのうち海洋緑地とマリーナの整備については、那覇
港管理組合の事業で、その費用負担については県が８
割、浦添市が２割です。交流厚生用地の整備について
は浦添市の事業で、費用負担は浦添市が行います。県
は、令和６年度中に海洋緑地とマリーナの基本計画を
実施するための予算措置を行い、令和７年度には準備
書の作成に取り組めるようにする必要があると考えま
すが、見解を伺います。
　ウ、今後、浦添市が実施する予定の交流厚生用地の
整備につきまして、相当数の集客が見込まれるが、沖
縄県として本事業に対してどのような協力が可能と考
えているのか伺います。
　２、県内ヤギ生産農家の支援について伺います。
　(1)、･沖縄県としての取組を伺います。
　(2)、･家畜防疫衛生への支援による生産農家の環境
整備について伺います。
　３、我が党の代表質問との関連についてでございま
す。
　まず、我が党の末松文信議員の５(1)のオの(ｳ)、農
地制度についてでございます。
　農地転用の申請から許可までの処理期間が長いが、
現状を伺います。
　次に、同じく末松文信議員の６の(1)についてでご
ざいます。
　外国人留学生の就労制限の緩和について、県外では
既に緩和に関して要請書が提出されていると聞きま
す。県内のホテル業界の労働力不足の問題もある中
で、時間を増やす等の対策を取れないのかお伺いいた
します。
　次に、末松文信議員の７の(1)、宮古病院の病床休
止についてでございます。
　どのような経緯で人材不足に陥っているのか、その
原因と地元採用や地区を限定した異動等の検討など、
人材確保対策についてお聞きいたします。
　次に、仲村家治議員の４の(3)ア、令和６年度以降
の子ども・子育て支援体制についてでございます。
　来年度、子ども・子育て支援のための新たな庁内体
制ができると答弁をしておりました。その体制につい
ての詳細の説明を伺います。
　よろしく御答弁のほど、お願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　島尻忠明議員の御質問にお答え
いたします。

　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア、那覇港浦添埠頭地区の港湾計画の進捗についてお
答えいたします。
　那覇港管理組合によると、那覇港港湾計画におい
て、浦添埠頭地区では物流空間の形成や交流・にぎわ
い空間等を位置づけているとのことであります。浦添
埠頭地区交流・にぎわい空間については、浦添市と那
覇港管理組合において、今年度から環境アセスメント
の手続などに着手するとのことであります。
　沖縄県としても、浦添埠頭地区の民港の整備促進に
向け、引き続き那覇市、浦添市及び那覇港管理組合と
連携して取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のイ、浦添埠頭地区整備に係る予算措置に
ついてお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、浦添埠頭地区のマリーナ
及び海洋緑地については、基本設計を令和６年度に実
施するとのことであります。
　県においても、浦添埠頭地区の整備について引き続
き予算措置に取り組んでまいります。
　次に同じく１の(1)のウ、浦添市が実施する交流厚
生用地の整備への協力についてお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、浦添埠頭地区の交流厚生
用地については、浦添市が事業主体となり、ホテルや
商業施設等の導入を図っていくとのことであります。
　県としても、浦添埠頭地区の交流・にぎわい空間の
形成について、那覇港管理組合規約の一部変更の手続
に取り組むなど、牧港補給地区跡地との一体的利用も
図られるよう整備促進に協力していきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、県内ヤギ生産農家の
支援についての中の(1)、県産ヤギの生産振興につい
てお答えいたします。
　県では、令和４年度から山羊消費供給安定化事業を
実施し、県産ヤギ肉の安定供給を図るため、飼養規模
拡大に伴う課題解決を目的に、①、飼養管理技術に関
する検討会及び講習会を県内５か所で開催、②、飼養
管理技術の実証試験を県内２か所で実施、③、優良ヤ
ギの導入補助などを実施しております。
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　県としましては、県産ヤギ肉の安定供給に向け、引
き続き関係機関と連携した取組を推進し、ヤギの生産
振興に努めてまいります。
　同じく２の(2)、ヤギ生産者への家畜防疫衛生対策
についてお答えいたします。
　県では、農家における家畜防疫衛生対策として、家
畜伝染病の発生予防及び蔓延防止を図るため、ヤギ生
産者に対し、飼養衛生管理基準の遵守指導を実施して
いるところであります。また、飼養するヤギに伝染性
疾病が見られた際には、原因究明のため、家畜保健衛
生所で病性鑑定を実施し、結果を基に適正な消毒薬の
選択による予防対策を指導しております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、ヤ
ギ生産者の防疫衛生対策に努めてまいります。
　３、我が党の代表質問との関連についての(1)、農
地転用許可制度についてお答えいたします。
　申請書は、市町村農業委員会総会の決議を経て県へ
進達された後、県が審査を行っております。内容が許
可基準を満たしている場合、申請書が市町村に提出さ
れた月の翌月末までに許可を行っております。一方、
確認事項が多い場合は、申請者が補正に時間を要し、
処理期間が長くなる傾向となっております。なお、農
地転用の許可に関する事務について、市町村へ権限移
譲がされた場合、自らの市町村に係る申請のみを審査
するため、一定程度、処理期間の短縮が可能となって
おります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　３、我が党の代表質問と
の関連についての(2)、外国人留学生の就労制限の緩
和等についてお答えします。
　外国人留学生の在留資格は、留学として位置づけら
れていることから、原則としては就労することができ
ませんが、出入国在留管理局長の許可を受けた上で、
週28時間までの就労が可能となっております。この
ため、就労制限の緩和につきましては、学業と就労の
バランスを考慮した上で、慎重に検討すべきものと考
えております。
　県としましては、国の動向を注視するとともに、県
内における外国人留学生の状況や、企業が外国人労働
者を雇用する上での課題を把握しながら検討してまい
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕

○本竹秀光 病院事業局長　３、我が党の代表質問と
の関連についての御質問の(3)、人材不足の原因と人
材確保対策についてお答えします。
　宮古病院の看護師については、宮古地域の異動に限
定した職員を含め、令和５年４月１日時点で219人確
保しておりましたが、育児休業や病気休業等により、
10月１日には14人減の205人となっております。看
護師の欠員については、年度当初の正職員の過員配
置、育休任期付職員及び臨時的任用職員の採用、県立
病院間の応援派遣等で対応しておりますが、年度途中
での看護師採用は困難な状況であります。また、コロ
ナ禍から通常の診療体制に移行する過程で、現場の疲
弊が残る中、患者数の増加等に伴う看護業務の負担増
大によって、休職者に加え、退職者も増加しておりま
す。病院事業局としましては、不足する看護師を確保
するため、令和６年度採用予定の前倒し採用、民間派
遣会社及び介護士の活用等、早期の病床再開に向けて
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　３、我が党の代表
質問との関連についての御質問の中の(4)、子ども･子
育て支援の体制についてお答えいたします。
　県では、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援など、子供、若者、女性に関する施策に特化した
新たな部局の設置に向け、関係部局と調整していると
ころでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　答弁ありがとうございます。
　答弁をいただいた中で、しっかりと予算措置もこれ
から県としても取り組んでいくという答弁がありまし
たが、具体的にどのようなことを考えているのか、お
聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
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　　　午後３時23分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　那覇港管理組合によりま
すと、浦添埠頭地区のマリーナ及び海洋緑地について
は、基本設計を令和６年度に実施するというふうに聞
いております。
　県としましても、浦添埠頭地区の整備について引き
続き予算措置に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　３母体から成り立っていますけ
ど、我が浦添市が那覇港管理組合に参画しているの
は、やっぱり浦添埠頭地区の整備事業が主な一つの目
的でありますので、そこの部分でこの港湾計画が改訂
された後、予算確保をしっかりとしていただきたいと
いうのが今日の質問の主であります。そして、予算の
中身については今答弁がありましたが、通常、那覇港
管理組合に充てている予算とは別に、やはりこの埠頭
地区については、県としても何らかの配慮をもってス
ピード感が出るように、それと言っていることは分か
りますが、県としても――取組を、強く関与を持って
いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　那覇港は、那覇港管理組合により管理されておりま
す。
　県としましても、構成員の一員として、那覇市、浦
添市及び那覇港管理組合と連携しながら取り組んでま
いりたいと考えております。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時26分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　浦添市も自主事業については、
既に９月にアセスを発注をしてしっかり予算措置もし
ています。しっかりと準備はしておりますが、冒頭申
し上げましたように、やはり民港部分も含めてしっか
りと整備をしていかなければ、なかなか整合性が取れ
ないというふうに思いますので――予算の枠組みとい

う皆さんのこの構成は分かります。那覇港管理組合と
いう話も分かりますが、やはり私が何度もこの議会で
申し上げているのは、８対２ということで、これは那
覇市さんは入っていないわけですよね。諸般のいろん
な事情がありまして、ここでは申し上げませんが。そ
の辺も勘案をして、これとは別で、やっぱり進められ
る部分は浦添市と県との事業ですから、その辺につい
てもしっかり予算措置を進めていくということを期待
をして質問をしているんですけど、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　県におきましても、浦添埠頭地区の整備につきまし
て、引き続き浦添市と連携し、予算措置に取り組んで
まいります。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　やはりこの浦添市は代替施設を
含めて――那覇港湾施設も。やはり市長をはじめ、苦
渋の選択っていうんですか、そういう思いで、今回那
覇港湾計画改訂も受け入れているわけですから、その
辺もしっかりと県としても――知事のほうからも答弁
がありましたように、しっかりとこの那覇港湾施設に
関しては、県と那覇市と浦添市と、しっかりとスクラ
ムを組んで計画を進めていくという答弁をいただいて
おりますので、その辺もやはり浦添市の皆さんの気持
ちもしっかり酌み取って、港湾計画改訂に20年かか
りましたので、何とか前へ進めていただければと思い
ます。知事の力強い答弁をいただきたい。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほども答弁をさせていただき
ました。浦添埠頭地区、交流・にぎわい空間について
は、今年度から環境アセスの手続などに着手するとい
うように伺っておりますし、県といたしましても、こ
の民港の整備を促進させるという意味では、那覇港港
湾計画においての浦添埠頭地区の物流空間の形成、交
流・にぎわい空間などを位置づけているということに
ついて、しっかりと事業が進められていくことは、や
はり全体計画として必要であろうというように考えて
おります。ぜひこの民港の整備の促進に向けて、引き
続き連携して取り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　よろしくお願いいたします。
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　次に２番目の、先ほど答弁がありました山羊消費供
給安定化事業というのがあります。これは平成30年
度から令和７年度ということで、国から８割の補助、
そして県の負担が２割ということでやっている事業な
んですけど、先ほど答弁で令和４年度からという話が
あったんですけど、これ事業期間が平成30年とあり
ますけど、その期間はどういったことをしておりまし
たか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
　　　午後３時31分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　この事業は、これまでヤ
ギの飼養環境ですとか、飼料給餌方法とか、あと繁殖
などの基礎的な管理技術に関する講習会を実施したり
ですとか、あと飼養管理技術の実証試験ということ
で、県内２か所で実施しております。また、優良ヤギ
の導入ということで、ボア種などの体型とか血統など
が優れたヤギの導入の補助ということで実施をしてき
ているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時32分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　優良ヤギの導入というこ
とで、継続して引き続きやってきてまして、ちょっと
繰り返しにはなるんですけれども、優良ヤギを導入す
る場合の補助ですとか、あと給餌方法も試験場あたり
で今研究していますので、その成果を現場に下ろして
定着していくということで、やっているところであり
ます。引き続き継続して、増頭に向けてこの事業を通
してやっているところであります。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　ちなみに、この期間の総事業
費って幾らですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時34分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　ちょっと事業費のほう
は、ただいま持ち合わせてはいないんですけれども、
これまで――少し補足しますと、肥育マニュアルを作
成したりですとか、あと経営する場合の経営技術の指
標の策定ですとか、あとヤギ料理のレシピの作成など

を継続してやっているところです。産肉能力のほう
も、畜産研究センターのほうでやっていまして、ボア
種ですとかザーネン種をニュージーランドから導入し
て、この事業で実施しているところであります。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　これは農水省が出している資料
を今、読んでいると思うんですけど、確かに肉２万ト
ン前後をオーストラリア、ニュージーランドからって
いうのがあります。ぜひ、国からも予算補助をいただ
いておりますので、しっかりと取り組んでいただきた
いというふうに思っています。
　それで家畜衛生の件なんですけど、先ほど部長が
おっしゃったことに関しては、しっかりとヤギにも対
応していただいているんですけど、ヤギ生産農家が一
番困っているのは、先ほど病気とかいろんな話があり
ましたが、診療に対しては、ヤギ生産農家に対して
は、ヤギを診療したり、いろんなまた注射をしたりす
るのには満額本人負担なんです。ですから、もちろん
これは農水省が出している指針にあって、共済会とか
いろんな仕組みがあって、その制度の中ってことも理
解をするんですけど、やはり我が沖縄県、ヤギは県産
品でもあるし、本当に県民食でもあるというふうに言
われておりますので、ぜひ生産農家の負担の軽減のた
めにも、国の制度では厳しいところがありますが、沖
縄県として、この診療費に対しても軽減できるような
措置をしていただきたいと思います。今はコロナも明
けて観光客も県外の皆さんも、以前よりヤギを食する
機会が結構多いと思いますので、そういった診療とか
いろんな面の負担軽減をすることは、安心・安全の食
を届ける、そしてまた生産農家の安定にもつながると
思いますが、その制度に対して県として取り組んでい
くことはできないものでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県のほうでは、牛とか豚、また鳥などの全畜種にお
きまして、治療費助成というのはちょっと現在対象に
していないところであります。ですので、また引き続
きこの事業を通して適正な飼養管理、普及に基づく疾
病予防ということで取り組んでまいりたいと思いま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　皆さん農水部が出している資料
にも、飼育農家っていうのは、肉用牛2225世帯とか
ある、また豚飼育農家226ですか、そしてヤギ農家も
1129世帯あるんですけど、ただヤギは御案内のとお
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り、出産数が少ないもんですから、その部分でいくと
厳しいんですけど、やっぱりそれなりの生産をしてい
る方々がいますので、ぜひこれを検討していただい
て、こういう診療体制を整えればしっかりと安心・
安全な食の提供にもつながりますので、ぜひ取組方
を――県独自として、県産品という思いでやっていた
だきたいと思います。ちなみに、知事は、ヤギは食し
ますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　以前は好きでよく食べておりま
した。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　ヤギは食べると元気になるとい
うこともありますので、ぜひヤギを食して元気に県政
運営を頑張っていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　我が党関連についてですけど、
農地制度につきまして、先ほど答弁で、権限委譲をし
ている皆さんとしっかり連携を組んで――その権限委
譲しているのは、県内で何市町村ありますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和５年の９月末現在ということで、農地転用の許
可に関する事務については、９市町村、権限委譲を
行っております。具体的には、南城市、宮古島市、座
間味村、粟国村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊
是名村、与那国町となっております。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　ちなみに、その権限委譲してい
るほかの市町村からの申請っていうのは、どのぐらい
の割合がありますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　現在、権限委譲を要望している市町村は、この９市

町村以外はございません。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　件数については、ただい
ま手元に少し持ち合わせてございません。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　この件について、議員からもい
ろんな質問、質疑がありますけど、やはり先ほど答弁
ありましたように、権限委譲をすれば、その自治体で
ある程度精査はできて、皆さんの負担も和らぐんじゃ
ないかと思います。あとは、なかなか長期的になって
いるという指摘もあります。もちろん書類の不備もあ
ると思いますが、その辺は権限委譲をしている自治体
ともしっかりお互いで連携をして、やっていただきた
いというふうに思っております。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　次に、人材育成・教育行政につ
いての関連です。
　確かに、出入国在留管理庁からも28時間っていう
趣旨も分かります。それで、昨今新聞等々でも――少
子高齢化もありますが、いろんな意味でなかなか人材
確保が厳しいというのが新聞紙上にも出ております。
そして特に、コロナが明けて、いろんなインバウンド
も含めて観光客が沖縄県に来ておりまして、ホテル関
係、飲食、いろんな業種で人手不足が大変問題になっ
ております。こういうことの一つの解決のためにも、
少しこの辺は――今の時代と、この緩和措置を求めて
要請書を出した時代とはちょっと違っていると思いま
すので、その点も含めて何らかの答弁がありましたよ
うに――いろんな皆さんとの調整もしながらという答
弁もありましたので、県としてどのように取り組まれ
ていかれるのか、どういう考えを持っているのか答弁
をいただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。先ほ
どの答弁では大変失礼いたしました。
　今議員がおっしゃるように、県内の人手不足に関し
ましては、多くの課題を抱えているという状況は承知
してございます。その中にありまして、この就労時間
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の緩和に関する制限に関しましては、先ほどの答弁と
重複しますが、学業と就業のバランスを考慮する必要
があるという中で、やはり慎重に検討する必要がある
というふうに考えてございます。
　とは言いましても、やはり県としましては、その人
手不足への対応というところの課題もございますの
で、今後国の動向を注視していくということと、あと
県内における外国人留学生の状況を確認しながら、ま
た企業が外国人労働者を雇用する上での課題、あるい
は御意見等も聴取しながら、把握しながら、県として
どういう対応を取っていくべきかというところを検討
してまいりたいというふうに考えてございます。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　続いて、我が党関連の４のほう
に移ります。
　先ほど答弁をいただきましたが、その中でもやはり
私は、子供政策は、幅広い分野にわたると思います
が、知事の中で最も強化したい分野はどういったとこ
ろでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　子供施策は、県が最重要政策の
一つとして捉えております子供の貧困対策、それから
新しい課題ではヤングケアラーの支援などをはじめと
する、県としては全ての子供や子育て世代をそれぞれ
の成長のライフステージに応じて、しっかり支えてい
きたいと思います。その場合には、市町村及び関係機
関や関係団体と連携して、切れ目なく支援する幅広い
取組が必要だと思います。
　我々沖縄県としては、社会の一番である子供たち
が、その生まれ育った環境によって左右されることな
く、夢や希望を持って成長していける社会をつくって
いけるよう取り組んでまいりたいと思いますし、そし
て、子供の問題を取り上げるということと併せて家庭
の問題、あるいはひとり親や特に女性の働き方の問題
とも関わってきます。ですから、そういう様々な課題
と連携してそれぞれにしっかりと目を向け、心を注い
で、沖縄県として一つ一つの施策が充実していけるよ
うに取り組んでいきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　やはり知事がいつもおっしゃっ

ております、誰一人取り残さない、やはり沖縄は、子
供は沖縄の宝ですということをいつもおっしゃってお
ります。その中で、やはりそこには障害を持った皆さ
んもおります。国では最近、包摂社会という概念が提
起されております。どういった意味でしょうか。どう
いう認識をされていますか、答弁を伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　様々な課題を抱えておられる方がいらっしゃいます
が、その様々な課題に対して、切れ目なく、また全体
として捉えながら支援を行っていく、そういった社会
であるというふうに理解をしております。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　これ去年の10月に岸田内閣も所
信表明の中で言っておりますので、その辺をぜひ参考
にしていただきたいと思います。やはり、私が申し上
げているこの障害者支援も含めて、いろんな意味でこ
の取組がなされていくのかということを確認だけさせ
てもらいたいんですけど、その辺を答弁をお願いいた
します。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　社会を構成するあらゆる世代や
あらゆる方々がそれぞれ参画をするという、そういう
基本的な考え方からすると、例えば、障害のある人も
ない人も一緒にこの社会で生きていくということがそ
れぞれの生きがいにつながっていく、いわゆるインク
ルーシブな社会をつくっていくということが包摂社会
の一番肝要な部分であると思います。
　沖縄県もそのように誰一人取り残さないという社会
には、インクルーシブ、包摂社会も含めた体制で取り
組んでいけるように進めてまいりたいと考えておりま
す。
○島尻　忠明 議員　ぜひ来年度以降、組織をされま
すので、頑張っていただきたいと思います。よろしく
お願いします。
　以上です。
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○赤嶺　昇 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後４時11分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さん、こんにちは。
　自民党会派の仲里全孝でございます。
　一般質問に入る前に、ちょっとお知らせしたいこと
があります。明日６日から３日間、国頭村のフェアを
開催しておりますので、ぜひ、知事、参加して盛り上
げてほしいとお願いします。よろしくお願いします。
　休憩します。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時13分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○仲里　全孝 議員　早速、一般質問を行います。
　まず、我が党関連からお願いします。
　末松文信議員の代表質問の中で、３(1)イ、停電に
よる被害状況と対策について、通告してありましたの
で。この件につきまして、停電時、毎回同じところが
停電している。沖縄電力と調整するとのことである
が、これまで台風は何回も来ているが、対策としての
沖縄電力との調整状況を伺う。よろしくお願いしま
す。
○照屋守之 副議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、これまで沖縄電力との意見交換におきまし
ては、沖縄電力が台風予防対策として樹木等の接触に
強い電線や、風の影響を受けにくい電線等への取替
え、送電線路の２回線化等に取り組んでいることを確
認してまいりました。一方で、議員御指摘の停電が多
い地域の対策につきましては、停電発生の低減に向け
た、今後意見交換の場におきまして、今後議論してま
いりたいというふうに考えております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、ぜひ取り組んでほしい。
今回の停電で６日、長いところは７日停電して、これ
まで何回も各市町村から、これ北部市町村からも皆さ
んのほうに要望書が届いていると思います。むしろ皆
さんのほうから、常日頃から、沖縄電力と調整して対
策を講じるのがやっぱり県の役割ではないのかと思い
ます。どうでしょうか。
○照屋守之 副議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。

　沖縄電力では、各電力設備につきまして、過去に発
生した災害及び被害の実情等を把握し、必要に応じ適
切な災害予防措置を行っており、具体的には樹木等の
接触に強い電線等への取替えなどに取り組んでおりま
す。停電の直接の原因としましては、主に電線への飛
来物の絡みつきや樹木の接触等によるものとなってお
りますが、地域によりましては、地理的特性でありま
すとか、あるいは土地利用の状況等により対応、ある
いは対策が難しい場所があるというふうに聞いてござ
います。
　ただ、停電は県民生活や経済活動に影響を与えるこ
とから、県としましては、停電発生の低減に向けた方
策につきまして、沖縄電力と引き続き意見交換をして
まいりたいというふうに考えております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　企業局にお伺いします。停電
時、停電が原因で給水が止まったというふうに聞いて
いますが、内容を伺います。
○照屋守之 副議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　お答えします。
　台風６号の影響で、企業局が管理します伊是名浄水
場が８月１日から約102時間停電したことにより給水
が停止しまして、740戸で断水が発生しております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　私もそういうふうに伊是名のほ
うから報告を受けております。この対策、これからの
取組、局長、どういうふうに考えていますか。
○照屋守之 副議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　お答えします。
　企業局では、離島における給水を確保し、断水を防
止するため、水道広域化を実施する離島８村に約３日
分の給水量を貯留できる調整池を建設する方針となっ
ております。伊是名村については、まだ建設が行われ
ておりませんで、今年度建設工事に着手しまして、令
和６年度末の完成を目指して取り組んでいく考えでご
ざいます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ、村と調整して早めに取組
をよろしくお願いします。
　１、本部港湾施設の維持管理について、本部港湾施
設は、物流・産業・教育・生活などの諸活動を支える
社会基盤として、重要な役割を担っております。本県
の持続的発展に向けて、大きな期待が寄せられていま
す。下記のとおり、知事の考え方を伺う。
　(1)、本部港旅客待合所のクーラー設備の修理状況
を伺う。
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○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　本部港本部地区の旅客待合所の空調設備について
は、整備後約17年が経過し、老朽化により稼働でき
ない状況にあることから、更新も含め、早期修繕に向
け取り組んでいるところであります。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これ使用不能なんです
か。長い間、修理が進まない理由は何ですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本部港の空調設備につき
ましては、数年前から一部に故障が発生していたもの
の、稼働している状態ではあったことから、最適な冷
房機能には及ばないものの、使用を継続していたもの
と聞いております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これ６年前から、私、故
障の報告を受けているの、６年前から。全然――今修
理が、修理が終わってますよ、稼働した。また、使用
不能になっていると。そういう状況なんですよね。こ
れ、副知事、知事も、我々土木委員会も現場踏査しま
した。これ非常に深刻な問題だと思いますよ。どうで
すか。どういう対策をしますか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　老朽化した空調設備の更新に当たりましては、まず
部品の交換などにより、コストを低減しつつ、再稼働
ができないかを検討しているところであります。著し
い性能低下により、修繕では再稼働ができない場合や
修繕に膨大な費用がかかる場合には、機器の更新を行
うこととしております。更新等に必要な予算の確保に
努めてまいりたいと考えております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これ初期段階の問題なん
ですよ。もう６か年たっていますよ、これ。民泊も入
るし、いろんな方が使用している。何回も県のほうに
は要望が届いていると思うんですよ。これも部長が言
うのは初期段階。どういうふうにしますか。何が悪い
んですかって。直してくださいよ。どうですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該空調設備につきまし
ては、修繕に向け取り組みますが、空調設備の修理が
完了するまでの応急対策について検討しておりまし
て、修理が完了するまでの間は、関係町村と調整をい
たしまして、暫定的に据置型のエアコンをレンタルし
て応急対応するなどの検討をしているところでござい

ます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　応急処置の話はもう前から聞い
ているんですよ。ぜひ、前向きに取り組んでください
よ。使用不能ですよ、これ使用不能。６か年もかかっ
て。どうですか、副知事。ぜひ、どうですか。副知事
の意見をお願いします。
○照屋守之 副議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　土建部長から答えているよう
に、今、調整はしているというふうには聞いておりま
す。ただ、スピード感を持って、利用者にとにかく影
響がなるべく出ないような形で、本部町とも調整しな
がら進めていきたいと思います。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひよろしくお願いします。
　次に、和式から洋式トイレへの改修状況を伺いま
す。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本部港本部地区の旅客待
合所トイレについては、女性用トイレ８基のうち２
基、男性用トイレ４基のうち１基が和式となっており
ます。洋式化につきましては利用状況を踏まえ、関係
町村と協議を行い、検討してまいります。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ本部町、そして伊江村と連
携を図って、調整をして取り組んでください。お願い
します。
　副議長、休憩をお願いします。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時24分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○仲里　全孝 議員　次に、台風６号で破損した岸壁
の調査状況を伺います。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　台風６号によって被災し
た本部港本部地区のクルーズ対応岸壁については、目
視調査を行ったところ、上部工のコンクリート亀裂な
どが確認されております。現在、打音検査などの詳細
な調査を実施しているところでありまして、引き続き
早期復旧に向け取り組んでまいります。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　（パネルを掲示）　部長、素朴
な疑問なんですけれども、ここに真新しく岸壁新設を
完了しております。黄色い線が引かれています。立入
禁止のサインではないのかなと思うんですけれども、
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この黄色い線ですね、この破線。アウトリガー禁止区
域。ここに黄色い立入禁止のマークがあります。これ
は何ですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　当該岸壁は張り出し式となっておりまして、クレー
ンのアウトリガーをこの位置に設置いたしますと、構
造上の不安定が懸念されることから、アウトリガーの
張り出し位置としては、使用しないよう制限している
ところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　この当初の設計のとき、どこの
提案ですか。誰の提案なんですか、これ。張り出し式
というのは。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該岸壁の設計につきま
しては、早急に整備ができるというところを主眼に検
討し、このような張り出し式のほうが早急に整備が可
能ということで、この工法を選定をしております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　いや、私が伺っているのは、こ
れ設計をする場合に、これ県の要望でこうなっている
んですか。既設の岸壁とは違いますよね。今、３メー
トル張り出し式になっているじゃないですか。これ、
どこの提案ですか。誰の提案なんですか、これは。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本施設の設計に当たりま
して、設計を担当いたしました設計コンサルタント
と、もしくは使用します港湾利用者等との調整を踏ま
えて工法を検討したものでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　当初のコンサル、設計時点でこ
ういう黄色い線だとか、アウトリガー禁止だとか、人
の出入り禁止だとか、これ設計に含んでいますか。含
んでいましたか、これ。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この写真の右下にある禁
止につきましては、立入禁止ではなく、アウトリガー
の設置禁止という意味でございまして、それも含めて
設計をしているというところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ここで事故が起きた場合、瑕疵
はどこにありますか。産業事故が起きた場合、瑕疵は
どこにありますか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故の形態によって、そ

の点は検討されるべきものと思いますが、仮定の問題
につきましては、答弁しかねるところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、当初設計前に本部町から
皆さんに、令和２年12月24日、令和２年ですよ。僕
は質問取りのとき話しておりますから、町から要望書
があったと思うんですよ。内容を教えてください。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません、要
望書については、現在手元にございません。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　副議長、休憩してください。
持っていると思う。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時29分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変申し訳ございませ
ん、今、手元にございません。
○仲里　全孝 議員　休憩してください。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　令和２年12月に本部町から北部土木事務所長宛て
に、本部港本部地区岸壁整備計画の見直しについて要
望を受けております。内容につきましては、大型ク
ルーズ船に対応した岸壁が計画どおりに完了した場
合、施設護岸との間に３メートルのずれが生じる。こ
のことにつきまして、港湾機能の後退について懸念す
る内容となっております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　何で部長、これあるのに。職員
にも私、話したのに。何で答弁しないのか。
　この平良本部町長に対して、皆さんからの回答はど
うなっていますか。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時31分再開
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○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この要請に対しまして直
接回答はしておりませんが、このようなずれが生じる
ことにつきましては認識をしておりましたが、クルー
ズ岸壁の早期整備を進める観点からこのような設計を
し、施工したところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さん、失礼だね。何で回答し
ないのか。正式文書で本部町役場の町長から、皆さ
ん、３メートルのずれが生じると運用に支障がありま
すよと、その時点で皆さん、設計見直しをしていた
ら、こういう事故がなかったじゃないですか。そう
じゃないですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該施設の被災のメカニ
ズムについては、現在調査中でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　誰が調査していますか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄県北部土木事務所の
委託を受けた設計コンサルタントでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　どこの設計コンサルタントです
か。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時34分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　その設計につきまして
は、当初当該施設の設計を受託しました土木設計コン
サルタントが実施をしております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　どこのコンサルタントですかっ
て私聞いてるのに。何で、これは別に、受注されて公
報されてるんだから、どこのコンサルタントですかっ
て聞いているんですよ。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　株式会社エコーでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　県内ですか、県外ですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県内の設計コンサルタン
トでございます。

○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ設計した方と、今調査をし
ている設計事務所は同じ設計事務所ですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　同じ会社でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ、おかしいんじゃないです
か。当初設計した、今から調査をしたら、設計、構造
計算、どこに瑕疵があったのか、今調査するわけで
しょう。同じようなところに調査させたら、これ、ど
こが瑕疵になるの。受けた業者が――施工した業者に
瑕疵があるのか、設計業者に瑕疵があるのか。そう
じゃないですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますが、被災のメカニズムについては、現在調査中で
ございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　メカニズムとかその話を聞いて
ないですよ。こんなに事故が起きているのに、同じ設
計会社に調査をさせるのはいかがなものかって聞いて
いるんですよ、私が言っているのは。そうでしょう。
皆さん、皆さんの答弁の中に、災害復旧の申請を進め
ていると答弁がありましたよね。災害復旧って言った
ら原状復旧ですよね、原状復旧。何で災害復旧を申請
しているのに、第三者機関に調査をさせているのか。
おかしいと思わないですか。災害復旧、原状復旧なん
ですよ。何で査定させているのか。これも交付金出る
んでしょう。災害復旧をそうやって申請しているの
に、何で第三者機関にやっているのか。それも同じ設
計業者に。それこそ危機管理ですよ、皆さん。また同
じ事故が起きますよ。どうですか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　被災のメカニズムについ
ては調査中であり、現時点で瑕疵があるとは考えてい
ないところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　それは問うてません。部長、お
かしいんじゃないですかって。おかしいですよ。
　休憩してください。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○仲里　全孝 議員　副議長、次の質問に移ります。
　去る６月、沖縄県庁の地下駐車場で有害性が指摘さ
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れているＰＦＯＳを含む泡消火剤が漏れ出したと報告
がありましたが、知事の見解を伺う。これまで沖縄県
の公共施設で漏出した件数を伺う。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　県管理施設における漏出件数
は、現時点において、今回の件のほか、２件確認いた
しました。
　まず１件目は、平成27年度、本庁舎の地下１階駐
車場で泡消火剤が誤放出されております。そして、２
件目、今年の６月、首里城の首里杜館において、配管
の取替え工事中に地下駐車場内へ漏出したことが確認
されております。その他、県管理施設以外の公共施設
等において、県が把握している漏出件数は４件となり
ます。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ、平成27年、首里城で今年
６月にありました、ほか４件。これ調査されてます
か。内容お願いします。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　まず、県庁舎でございます。
平成27年度に誤放出が発生したと申し上げました。
たしか平成22年に、ＰＦＯＳを含まない泡消火剤の
タンクの切替えをした、それでもうＰＦＯＳが含まれ
ていないものと認識していた。そして、27年度に放
出がされて、そのまま洗い流した。令和３年度に、令
和４年の１月に調査をしたところ、配管内にまだ残留
されているということが分かった次第でございます。
したがいまして、平成27年度の漏出時点にあって
は、ＰＦＯＳ等が残留されているという認識がなく、
また記録も５年保存というところもあって、流出され
たという点しか今分からない状況でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　副議長、休憩してください。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時42分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　首里城公園の首里杜館の
消火設備の改修工事におきまして、令和５年６月に現
場作業員が泡消火感知器に触れてしまい、区画された

工事エリア内の一部で泡消火剤の放出がございまし
た。即座に流出対策を実施して回収作業を行い、外部
への流出はございませんでした。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ、ＰＦＯＳですか。確認し
ましたか。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該施設は、ＰＦＯＳを
含まない消火剤へ取替え済みでありましたが、ＰＦＯ
Ｓが残留している可能性も想定して回収作業を行って
おります。念のためサンプリング調査を実施したとこ
ろ、配管内にＰＦＯＳが残留しているということが分
かりました。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これＰＦＯＳですよ。な
ぜ皆さん県民に公表しないんですか。何でしない。Ｐ
ＦＯＳは、沖縄県の最重要課題なんですよ。皆さんの
トップ、沖縄県のトップの知事が、国連でも問題視し
ているんですよ。何で公表しない。そもそもが地下水
にも掃除されているのか。完了されているのか、こ
れ。何で公表しないのか。首里城の件。
○照屋守之 副議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　工事エリア内で発生した
放出でございまして、即座に流出対策を実施し、回収
を行っております。外部への流出がなかったことから
公表をしておりません。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　繰り返しで恐縮でございますが、工事エリア内で発
生した放出でございまして、即座に流出対策を実施し
て回収をし、外部への流出はなかったことから公表を
していないところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、ＰＦＯＳは有害物質です
か。また業者のせいにするのか、今度は。有害物質で
すか、ＰＦＯＳというのは。皆さんが指導して、こう
いうものを取替えするときに発生しましたと、県民に
公表すべきでしょう。何で隠す。ほかの４件の詳細を
教えてください。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　令和３年２月、航空自衛隊那
覇基地、令和５年１月、コザ・ミュージックタウン駐
車場、令和５年７月、那覇市総合福祉センター駐車
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場、令和５年７月、市民協働プラザ駐車場、今把握し
ている４件でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ４件公表されていますよ。
今の首里城のことは、初めて聞く、私は。これ公表さ
れている。この４件に県が立会い、実態調査されまし
たか。
○照屋守之 副議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　まず、令和３年２月の航空自衛隊那覇基地につきま
しては、那覇市と我々県のほうでやっていまして、那
覇市の区域につきましては那覇市のほうが管轄ですの
で、県のほうでは周辺の瀬長島のほうで調査を行って
おります。コザ・ミュージックタウンにつきまして
は、これは水質汚濁防止法の改正に基づきまして、事
故時の流出の届出というのが義務づけられる前の事故
でしたので、これについては水質汚濁防止法に基づく
事故時の届出がないというような状況になっておりま
す。それから、那覇市の総合福祉センターのほうです
けれども、これについては水質汚濁防止法に基づく事
故時のものが那覇市のほうに、これは８月に提出され
ているというような状況になっております。これにつ
いての検査は那覇市のほうで行われているという形に
なっております。それから、市民協働プラザ、令和５
年７月のやつですけど、これについても那覇市のほう
で調査が行われておりまして、水質汚濁防止法に基づ
く事故時の届出も同じ８月に出されているというよう
な状況になっております。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　なぜ実態調査しないんですか、
現場に行って。有害物質なんですよ、ＰＦＯＳという
のは。皆さんのトップ、知事が、国連まで行ってＰＦ
ＯＳ問題を上げているんですよ。何で実態調査をしな
いのか。沖縄市のことはどうでもいいわけか。那覇市
のことはどうでもいいわけか。久茂地川に流れたのは
どういうふうに回収するのか、皆さん。何で実態調査
をしない。緊張感ないですよ。県庁を挙げてＰＦＯＳ
の対策をしないといけないでしょう、部長。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　県管理施設の泡消火剤の保有
水量は今、5920リッターとなっております。以前は
１万リットル弱ございましたが、令和３年度、４年度
で3650リッター除去したところでございます。今回
の泡消火剤の流出事故を受けまして、まず本庁舎の地
下駐車場、これの洗浄を行いますが、地下駐車場の配

管の延長が１万3000メートルに及びます。消火機能
も維持しつつ、泡消火剤の洗浄もするということで、
かなり難しい作業になってきますので、今担当課のほ
うで10月から３名増員をし、本庁舎だけではなく、
県管理施設、そこを全て今の状況を把握した上で、Ｐ
ＦＯＳ以外の泡消火剤へ取り替えていくというのを進
めていくというところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、今の出している数字、
ちょっと疑問があるんですけどね。１月には、今在
庫量が４万8344リッターあるって言っているんです
けど、さっき部長の答弁、ちょっと数字おかしいん
じゃないですか。４万8344リッター残っていると。
これ、おかしいんじゃないのか。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時52分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　２月の答弁だったかどうかは承知しておりません
けれども、４万8000というのは令和２年度に行われ
た、これは環境省で行われた調査におきまして、沖縄
県の中におきます泡消火薬剤等の全国在庫量調査の結
果として、沖縄県は４万8344リットルという形での
数値が出ております。
　以上です。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　休憩してください。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時53分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県有施設におきますＰＦＯＳ等の保管量につきまし
ては、令和３年９月の時点では、９施設におきまして
9570リットル。それで、令和５年の２月時点におき
まして、５施設で5920リットルというような状況に
なっております。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　この辺も、ＰＦＯＳを管理して
いるのは皆さんだから、公表してくださいよ、全部、
全て。去る３年間、コロナ対策、医療施設のほうが毎
年アップデートしていたじゃないですか。やってくだ
さいよ、皆さんも。全然緊張感ないですよ。初めて
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知ったんだよ、私。地下水から、スプリンクラーから
ＰＦＯＳが漏れたって初めて知ったよ。貼り紙貼るべ
きじゃないか、ここに。全然管理していないよ。
　次の(3)、ＰＦＯＳは国連でも取り上げられるほど
問題になっているが、なぜ沖縄県はＰＦＯＳ問題に取
り組まないんですか。知事の考え方を伺う。
○照屋守之 副議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　ＰＦＯＳ等の問題につきましては、県におきまして
は、平成28年度に水道水源を除く県内の主要河川や
地下水等につきまして、全県的なＰＦＯＳ等調査を実
施したところです。そしてその結果を踏まえまして、
高濃度のＰＦＯＳ等が検出された米軍基地周辺におき
まして、平成29年度からＰＦＯＳ等の水質調査を継
続して実施できているところでございます。汚染源特
定のため、基地内への立入り申請でありますとか、
国、米軍への対策等の要請も行っております。令和元
年には、国に対しまして、水質や土壌の基準値等の設
定についても求めてきておりまして、令和２年に水質
の暫定指針値が国において定められたところでありま
す。
　県としましては、また今年度からは新たに全県的な
土壌調査を開始したところでありまして、環境調査、
それから流出事故時の原因究明調査など、引き続きＰ
ＦＯＳ問題に取り組んでまいりたいと考えているとこ
ろです。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ＰＦＯＳを含んでいるのはそれ
だけですか。県庁全体で、県域全体で、我々委員会で
も確認してくださいよと。土壌検査でも与野党から、
土壌検査をしなさい、しなさいと言っても、やっと始
めているんですよ。河川も全部調べないといけないで
しょう、農家のほうにも行って。何で取り組まないの
か。飲料水も全て。ＰＦＯＳ問題は、知事が掲げる最
重要課題なんですよ。全然やらないじゃないですか、
皆さん。言われて初めて、こちょこちょこちょ、こ
ちょこちょこちょ、こんなしている。誰が信用するの
か。いや、これ本当ですよ。土壌検査だって絶対やら
ない、最初は。与党からもあったじゃないですか。
　あと１点だけ確認させてください。
　皆さんの報告書の中、６月18日にＰＦＯＳの誤作
動で起こした泡消火剤の地下２階に関して、報告書の
中に、泡消火剤が配管内に残っていましたと。どうい
うことですか、これ。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩

　　　午後４時58分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　令和３年度に、この配管の中
に残留ＰＦＯＳがあるという情報があって、令和４年
の１月に調査をしたところ、配管内に残っていた。こ
れについては、令和７年度以降の本庁舎の大規模改修
時に配管を全部取り替えるということとしておって、
防火機能としてそのまま残していたという状況でござ
います。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　だから、そこに何で残っていた
のかって。私が聞いているのは、そこに――説明は分
かるんだけど、何で配管内に残っていたのかって聞い
ているわけ。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　ＰＦＯＳ等が含まれるタンク
があって、これは平成22年に取り替えた。それで、
全部消火剤は取り替えられたという認識であったんで
すが、配管内には充塡されて、ＰＦＯＳがいまだ残留
し続けていたというところでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　検査しなかったんですか。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　そのときにはもう全部入れ替
わったという認識で、令和４年の１月になって検査を
したところ、残留していることが判明したというとこ
ろでございます。
○照屋守之 副議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　それ、業者に瑕疵があるね。今
の話を聞くと。取替え業者がやるべきものをやってい
ないんでしょう。本来、ＰＦＯＳを含んでいる配管を
全て取り替えるはずだったんですけど、取り替えられ
ていないということでしょう。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　タンクに泡消火剤が含まれて
いて、これと水が混合される、そして配管内に充塡さ
れているというところでございます。タンクを変えれ
ばこれが全部入れ替わるという認識であったところ、
ほかの施設でも同様なところがあって、そこは配管の
洗浄をしたという経緯もございます。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時２分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○宮城　力 総務部長　平成22年度に入れ替えたんで
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すが、火災時にはＰＦＯＳ含有の消火剤も消火機能と
して使用が認められていたというところもあって、配
管の洗浄とか、そういう交換はしていなかったと思わ
れます。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時３分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　沖縄・自民党、石原朝子です。
　よろしくお願いいたします。
　この10月から次年度の保育所、おいおい、学童ク
ラブ、放課後児童クラブの入所申込み時期が始まって
いるかと思います。保護者にとっては、我が子が保育
所入所、放課後児童クラブを利用可能かどうかによっ
て就労可能が決まってまいります。そのことを踏まえ
て、次の質問をさせていただきます。
　(1)、保育所、放課後児童クラブ待機児童数と次年
度待機児童数はどの程度解消されるのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　令和５年４月１日時点における保育所の待機児童数
は411名と、前年度から28名減少しておりますが、
横ばいという状況が続いております。
　県としましては、引き続き各市町村との連携を強化
し待機児童の早期解消に取り組んでまいります。
　また、令和４年５月１日時点の放課後児童クラブの
待機児童数は665人と、令和３年度から121人減少し
ておりますが、依然として高止まりという状況が続い
ております。放課後児童クラブは、コロナ禍収束後の
社会経済活動の再開に伴いまして、就業者数が増加を
していると。それを背景に今後もさらなる利用ニーズ
の高まりが見込まれております。
　県としましては、市町村におけるクラブの整備を支
援し、受皿の拡充及び待機児童の解消に取り組んでま
いります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　保育所のほうに関しましては、
施設整備のほうは、今年度事業としてはどの程度増や
すことができましたでしょうか。そして、学童クラブ
のほうも施設整備は、次年度に向けての取組ですけれ
ども。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時８分再開

○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　放課後児童クラブにつきましては、令和５年度内に
前年度からの繰越分も含めてでございますが、５か所
の完成を見込んでいるところでございます。令和５年
度末時点で、全体で63か所の施設整備を見込んでい
るところでございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　箇所数･･････はい、どうぞ。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　失礼いたしまし
た。
　今年度中に完成予定が５か所で、先ほど63か所と
申し上げましたのが、放課後児童クラブ支援の強化事
業を活用した累計の数字が63か所ということでござ
いました。５年度中は、児童クラブについては５か所
ということになります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、定数はどの程度の人数、
受入れになりますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　学童クラブにつき
ましては、１支援単位で約40人ということになって
おりまして、１支援単位とすると、５施設で約200名
ということになります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　分かりました。200の受皿を、
人数拡充を図った。それでもやっぱり、待機児童の解
消はちょっと難しい状況ですね。県はこれまで学校の
施設や自治会などの公的な施設を利用して、施設整備
をしているかと思うんですけれども、この公的施設を
利用された施設数というのは、増えている状況でしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　平成24年度から沖
縄振興特別推進交付金を活用しまして、放課後クラブ
の整備を行ってまいりました。令和４年度まで市町村
が実施する公的施設活用クラブで58か所の整備を実
施してきたところでございます。これによりまして、
県内全域による公的施設活用クラブの設置数は、平成
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25年度の143か所から令和４年度の203か所と60か
所の増加となっております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　やはり、増えておりますけれど
も、できれば保護者としましては、学校施設内の近
隣、近くの隣接する施設等が、やっぱり安心・安全な
送り迎えもできますし、学校施設の利用状況はどうで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時12分休憩
　　　午後５時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　令和４年５月１日現在の放課後児童クラブ数は584
か所となっておりますが、そのうち小学校内にクラ
ブ専用施設を設置したものが66か所となっておりま
す。また空き教室を活用したものが23か所。幼稚園
施設を活用したものが６か所となっております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　県としては、これからも学校施
設に隣接する施設を活用していくおつもりでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　学校施設内の活用
というのは、やはり移動が少ないということ、それか
ら非常に安全だということで、県としましても推進を
していきたいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　すみません。教育長。今の答弁
を聞いて、学童クラブの件ですけれども、学校施設内
のほうで、施設整備については前向きに協力していた
だきたいと思いますけれども、どうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　学校施設の開放につきましては、平成30年度から
国が策定しました新・放課後子ども総合プランにおい
て、放課後子供教室と放課後児童クラブを一体的に、
また連携して実施することが推進されておりまして、
学校施設を積極的に活用するよう市町村に周知を図っ
ているところであります。今後とも、放課後の子供の
居場所については、学校施設の一層の活用促進につい
て市町村と連携して取り組んでいきたいと思っており
ます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。

○石原　朝子 議員　教育長、ぜひこのことは各市町
村の教育委員会にでも指導のほど、よろしくお願いい
たします。　
　続きまして、(2)と(3)は内容的には一緒だと思いま
すので、保育士の処遇、労働環境は改善されているの
か伺う。
　(3)、保育士の平均給与額は、全国と比較してどの
程度なのか伺う。
　この質問をするのは、処遇改善をこれまでやってき
ているというふうに部長はおっしゃいますけれども、
働いている保育士さんからの声として、相談は、全く
その処遇が改善されている実感がないという声が聞か
れますけれども、そこら辺も踏まえた答弁のほど、お
願いします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　令和４年の賃金構造基本統計調査によりますと、本
県保育士の月額平均給与は22万8100円となっており
まして、子ども・子育て支援制度開始以前の平成26
年度の平均月額給与18万1500円と比べますと、４万
6600円、率にして約26％の増額となっております。
また、同じ調査で、沖縄県の保育士の平均給与月額は
22万8100円、先ほども申し上げました額でございま
すが、全国の26万6800円と比較しまして３万8700
円低いということになっております。やはり処遇、保
育士の確保というものについては処遇を改善していく
ということが非常に重要であると考えております。１
人当たり３％の加算であるとか、キャリアアップ研修
による加算とかそういうことが実施をされております
けれども、それについてしっかり加算がされるように
市町村と共に確認をしてまいりたいと思います。
　また、県においても保育士の正規雇用化への支援
や、また負担を軽減するための取組というのも進めて
まいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、今平均22万8100円と
おっしゃっていましたけれども、現場で働く保育士さ
ん、県内たくさんおりますけれど、全くこの処遇改
善、３％加算されているとか、そういった給与面の実
感がないと。この処遇改善をするに当たり、各法人に
おきましては、各保育園によって給料表が若干違って
いるかと思いますけれども、そういったチェックは、
どちらでどのようにやっているんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　処遇改善加算が保
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育士の給与に確実に充てられているかということにつ
きましては、各市町村において施設ごとに保育士一人
一人の賃金総額であるとか、改善額を報告を出しても
らって確認をしているというところでございます。
　また県においては、指導監査におきまして、各職員
の給与等について確認をして給与規程に沿った格付け
になっているのか、また金額になっているのかという
ことを監査において確認をしているところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、この給与規程というのは
各法人によって違いがありますか。それとも国の指針
を基にやっているんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　給与規程というの
は、各事業所ごとに定められているものでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　では、その指導監査のときに、
やはり県内の平均給与、保育士の給与状況なんかを見
せていただいて、指導に当たっていただきたいと思っ
ておりますし、また保育士が、そういった処遇改善で
疑問点を感じる場合の相談先というのは県のほうでは
ありますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　先ほど申し上げま
したとおり、指導監査において、給与表の確認、また
格付けがこの経験等に見合った形になっているのかと
いうことについては、しっかり確認をしてまいりたい
と思っております。また、この処遇を含め、沖縄県保
育士・保育所総合センターという事業実施をしており
ます。その中で社会保険労務士が、保育所に出向きま
して処遇改善、労働環境の改善といったところについ
て助言をするというようなことを実施をしているとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ぜひ部長、そのことは重点的に
チェックをしてもらうように、市町村のほうで、担当
のほうでやっていくかと思いますけれども、そこら辺
もやっぱり保育士が確保できなければ待機児童の解消
もできませんので、ぜひそこら辺を重点的に県として
も指導していただきたいと思っております。よろしく

お願いします。
　(4)に入ります。放課後児童クラブや児童館で働く
職員資格要件と県内における平均給与額は、全国と比
較してどの程度なのか伺います。これ質問の仕方、
ちょっと漏れていたところもあるかと思いますけれど
も、児童館、学童クラブなどは非常勤で働いている職
員も多いかと思いますけれども、この非常勤の職員の
声として、児童館などでは子供の貧困の居場所なども
支援する役割も担っていると思いますけれども、この
支援する職員が、我々のほうが貧困家庭に陥りそうな
賃金、給与体系だというお話をされていました。そこ
ら辺の実態は、どういうふうに県は捉えておりますで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　令和４年の賃金構造基本統計調査結果で、厚生労働
省のほうが公表しております沖縄県の放課後児童クラ
ブの指導員の平均年収は、308万円と、全国の381万
9000円と比較しまして73万9000円低いという状況
でございます。児童館職員の給与については、関連す
るデータがないために把握ができておりません。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、ぜひともこの児童館。や
はり児童館は０歳～18歳まで、小・中・高、利用で
きる施設でありますし、やはり子供の貧困、子供の居
場所、青少年健全育成では必要な施設だと思っており
ます。そこで働いている先生方、支援員のその実態、
処遇面を県内全体調査していただいて、改善に向けて
取り組んでいただきたいと思っておりますけど、そこ
ら辺どうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　児童館の運営、ま
たは設置につきましては、地域の実情において市町村
が実施していくものではございますが、県としまして
は子供が安全・安心に過ごせる居場所の確保は大変重
要であると考えておりますので、市町村と連携して児
童が健全に育成される環境づくりに努めてまいりたい
と考えております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ありがとうございます。ぜひ実
態調査のほどしていただきたいと思っております。
　そして、次５番に入ります。障害のある帰国・外国
人幼児、児童生徒の保育所や放課後等デイサービス利
用状況を伺います。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
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○宮平道子 子ども生活福祉部長　保育所や放課後等
デイサービスなどの児童福祉法に基づく事業につきま
しては、国籍にかかわらず利用することが可能になっ
ておりますが、国籍別の利用状況というのは把握はし
ておりません。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　この施設の利用に関しまして
は、各市町村の住民課あたりのほうで、児童家庭課あ
たりのほうで、しっかりとこの周知をできるように県
のほうから助言していただきたいと思っておりますけ
れども、どうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　この障害を抱えた
外国人等につきまして、今行っている支援でございま
すけれども、保育士においては、通訳としての保育士
支援者の配置であるとか、翻訳機器の購入支援の補助
など、外国籍の子供たちの円滑な保育利用の支援をし
ているところでございます。また、障害のある外国人
幼児等の対応につきましては、一部の放課後等デイ
サービス事業所においては、多言語対応が可能な従業
員を配置する、雇用するなどの対応が行われていると
いうふうに承知をしております。引き続き市町村と連
携をしまして、多様なニーズを抱えた保護者や子供た
ちの支援に取り組んでまいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、今施設整備、整っている
施設があるということでしたけれども、何か所で、差
し支えなければ市町村も教えていただきたいと思って
おりますけれども。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　放課後等デイサー
ビス事業におきましては、今把握している限りでござ
いますが、３市で実施しているのを確認をしていると
ころでございます。うるま市においては、英会話がで
きる従業員を雇用をしているということ、それから沖
縄市では、ブラジル語での会話ができる従業員がい
らっしゃるということで聞いております。那覇市で
は、ネパール語での会話ができる従業員を雇用をして
いるということを聞いております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　今３市ですけれども、今後また
どんどん増えてくるかと思いますので、そこら辺は市
町村も、まだやっていない市町村も体制づくりに向け
て取り組めるように、県のほうで指導をしていただき
たいと思っております。
　(6)、児童福祉施設等に勤務する職員による児童生

徒への虐待や性暴力等の防止・対応について伺いま
す。
　これ先日、児童相談所の元職員による強制わいせつ
事件、刑が確定されましたけれども、再発防止策を
10月までに策定するということでしたけれども、策
定状況はどうなっているのかということもまた説明、
答弁お願いします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今年度、発覚しま
した元児童相談所職員による児童への強制わいせつ事
案に関しましては、現在、外部有識者の意見を取り入
れました再発防止案を取りまとめているところでござ
います。今月中には社会福祉審議会へ諮問をするとい
う今、段階になっているところでございます。防止や
対応についてというところでございますが、このよう
な事件を起こした場合には、例えば社会福祉士につき
ましては禁錮以上の刑に処せられた場合には、社会福
祉法及び介護福祉法に基づきまして、登録の取消しが
定められているところでございます。また、児童生徒
に対し性暴力等を行った保育士につきましては、令和
４年の児童福祉法の改正によりまして、登録取消しや
再登録の制限といった資格管理の厳格化が規定されま
して、今年の４月１日から施行されたところでござい
ます。
　県としては、市町村にしっかりと周知を図っている
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　国から保育士による児童生徒性
暴力等の防止等に関する基本的指針が通知され、それ
を各市町村、各関係機関に、保育士の免許、資格を取
る学校等にも、こういった通知文を漏れなく周知して
いただきたいと思っております。そういうこともあり
ますけれども、もう一度確認ですけれども、保育士の
場合は、もしこういった事件を起こした場合は、この
保育士の資格が剝奪されるということでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　先ほど国のほうか
ら指針が示されたというふうに、議員のほうからも
おっしゃられていましたけれども、児童福祉法の改正
に基づくものでございます。わいせつ行為を行ったと
認められる場合につきましては、登録の取消しまたは
再登録が制限されるというような取扱いになっており
ます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　今回そういった通知文が出て、
対応されるということですけれども、児童相談所にお
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いて一時保護した際の、そういった職員体制というの
は、そういった虐待とかそういうことが起きないよう
にしっかりとした体制づくりは整っているんでしょう
か。これは再発防止の策の中にも入ってくるかと思い
ますけれども、現状はどういう状況でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　児童福祉法により
まして、施設職員は被措置児童等の虐待、その他被措
置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為はしてはな
らないこと、それから施設内で虐待を受けたと思われ
る児童を発見したときは通告をするということが規定
をされているところでございます。これに基づいて、
施設内で虐待等があった場合には、県のほうに、本庁
のほうに通告がなされ、社会福祉審議会で措置等につ
いて検討がなされるというような体制になっておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　児童相談所以外の施設の話です
けれども、児童相談所内にあるこの一時保護施設の中
はどういった体制になっていますか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今申し上げました
児童福祉法に基づく措置というのは、一時保護所、そ
れからその他の児童養護施設含め、同様な取決めに
なっております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　分かりました。ありがとうござ
います。ぜひ再発防止策を早めに出していただいて、
周知徹底をしていただきたいと思います。
　では、２番の教育行政に入ります。
　(1)、帰国・外国人幼児、児童生徒等教育推進の取
組の現状と課題についてお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　令和４年度の文部科学省調査によると、県内小中学
校に在籍する外国籍の児童生徒の数は、607名となっ
ております。県教育委員会では、市町村立小中学校
に令和５年度は18名の日本語指導教員を配置してお
り、市町村によっては独自に配置しているところもあ
ります。また、文部科学省が作成した外国人児童生徒
受入れの手引き等に基づき、学校支援を行っておりま
す。課題としましては、日本語指導教員の指導力向上
や指導体制のさらなる充実が上げられます。今後とも
市町村教育委員会及び関係機関と連携を図り、継続的
な支援に努めてまいります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。

○石原　朝子 議員　教育長、独自に市町村で配置を
されている、その対応をされている市町村というのは
どこの市町村でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会において、令和５年度現在、把握して
いる市町村でありますが、うるま市、沖縄市、北谷
町、恩納村、那覇市、浦添市でございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　(2)、特別支援学校での外国語教
育及び国際理解教育の取組を伺います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。･
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　特別支援学校における外国語教育については、学習
指導要領に基づき教育課程を編成し、障害の状態や特
性に応じた授業を行うとともに、ＡＬＴの積極的な活
用やＩＣＴの効果的な利用による教育活動を実施して
おります。国際理解教育につきましては、各教科、道
徳、特別活動等学校の教育活動全体を通した取組やＪ
ＩＣＡとの交流を計画するなど、異文化への理解や協
調していく態度の育成に努めております。
　県教育委員会としましては、引き続き、諸外国の言
語や文化等を学び、豊かな心情を育む教育に取り組ん
でまいります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　教育長、豊かな国際理解を――
いいんですけれども、私は特別支援学校で、肢体、体
の不自由な方であっても、英語の言語能力を高めるこ
とによって、仕事の分野が増えていくのでは、可能性
があるのではないかと思っております。そこら辺はＡ
ＬＴも重点的に配置をしていただけないかと思って、
今回質問しました。やはりこの障害を持っているから
といって、私たちのほうで世界観を広げてあげる環境
づくり、教育の環境は必要じゃないかと思ったもので
すから、ＡＬＴをぜひとも特別支援学校に重点的に配
置をしていただきたいと思っております。どうでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　特別支援学校におけるＡＬＴの配置の状況につきま
しては、県立特別支援学校22校中、分校を除く全21
校に19名が配置をされております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ありがとうございます。今後と
もよろしくお願いいたします。
　(3)、今回、薬物乱用防止による緊急アピールにつ
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いて出されておりますけれども、これを踏まえて県教
育委員会としては、これまでの取組と今後さらなる取
組というのはどういったものがあるでしょうか。お伺
いします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　沖縄県社会教育関係団体等連絡会では、中学生の大
麻所持による逮捕事案を受け、薬物乱用防止緊急ア
ピールを実施をしております。また県教育委員会で
は、公立小中学校の緊急校長会を開催し薬物乱用の低
年齢化に対する危機感を共有するとともに、学校にお
いては特設事業を緊急に実施をいたしました。引き続
き、学校、ＰＴＡ連合会等の社会教育団体、県警等と
連携を図り、児童生徒の薬物乱用防止に向け、一丸と
なって取り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ぜひ今後ともやっぱり子供たち
のためにも、教育環境、教育現場で、重点的に取り組
んでいただきたいと思います。
　(4)、僻地の小中学校の学校経営、学級経営、学習
指導、生徒指導上の諸問題の解決の対応状況について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えいたします。
　県教育委員会では、これまで僻地校への支援としま
して、授業改善、学校改善を支援する学校訪問や僻地
教育の課題に対応する研修等を実施してまいりまし
た。また県教育委員会が主催する僻地教育研究大会を
毎年開催し、実践発表や協議を行っております。近年
では、ウェブ会議ツール等を活用したオンライン研修
会や教科等、教員が自校にいながら参加できる取組も
広がってきており、今後とも市町村教育委員会と連携
し、僻地校の支援の充実を図ってまいります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　教育長、今回離島のほうに行っ
たんですけれども、離島の教育長のほうから、やはり
学校現場の先生たちの不安解消の意味でも、指導主事
の訪問等の回数を増やしてほしいという御要望があり
ましたけれども、そこら辺はどうでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　やはり、しっかりと指導主事が
僻地を訪問しまして、学校の課題を把握し、教育改
善、学校と一緒に取り組んでいくことは重要であると
思いますので、各教育事務所、教育委員会と連携をし
て、また検討していきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。

○石原　朝子 議員　教職員の未配置数なんですけ
ど、離島も含めた上での今の現状、未配置人数は何人
になっておりますか。そして解決に向けてどういった
取組をされているかを答弁お願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　離島僻地を含む、令和５年９月時点の公立学校にお
ける教員未配置は80名となっております。この未配
置につきましては、市町村教育委員会、教育事務所、
県教育委員会が連携をしまして、人材の確保に努めて
いるところであります。様々な取組を行っているとこ
ろであります。これまで御紹介いたしましたペーパー
ティーチャーセミナー等、また最近では、県外の移住
相談会も参加しております。県外への取組も広げてお
りまして、しっかりと様々な取組を通して、教員の確
保に努めてまいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　では３番、海外事務所等の管理
運営事業についてお伺いします。
　海外事務所の活動概要と実績と効果を伺います。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　商工労働部が所管する海外事務所では、経済、貿易
情報の収集・提供、県産品の販路拡大、県内企業等の
現地活動支援、観光誘客、企業誘致などの活動に取り
組んでいます。その結果、複数の県産品が定番化する
など、沖縄からの輸出が増加したことや航空路線の運
航が再開され、外国人観光客の回復が見られることな
どは、活動の実績と捉えております。
　また事務所の活動を通して、文化や学術を含む多面
的な交流が活性化されることは、相互理解の醸成につ
ながっていると考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　海外事務所の箇所数は何か所
あって、それぞれの事務所に職員は何人配置されてい
ますでしょうか。県職員ですけれども。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県の海外事務所は北京、上海、香港、台湾、シンガ
ポール、そしてソウルの６か所、それと中国福建省に
福州駐在所を設置してございます。それぞれ申し上げ
ますと、台北のほうが所長、現地スタッフ合わせまし
て５名、香港のほうが合計４名、上海のほうが合計３
名、北京のほうが合計３名、シンガポールが合計４
名、ソウルが合計４名、福州駐在所に２名、それら全
て合わせますと所長、現地スタッフ合わせまして総数
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で25名ということになってございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　この海外事務所の人件費等の予
算等は、総額で幾らぐらいになりますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　人件費を含めた海外事務所にかかる総額、令和５年
度の当初予算で申し上げますと、２億5962万円とい
うことになってございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　もう１つ、海外駐在員、委託さ
れていると思いますけれども、そこの５か所ですか。
そこの委託予算額は。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　海外における経済情報等の収集や県の事業等に関す
る支援を目的としまして、フランス、オーストラリ
ア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンに合計
６名の委託駐在員を配置しております。その委託料に
つきましては、月に４日または８日程度の活動に要す
る人件費及び活動経費等を計上しておりまして、令和
５年度の当初予算額で申し上げますと726万円となっ
ております。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　今回、この海外事務所等の管理
運営事業は、円安ともありまして物価高でもありま
す。次年度は予算は増額になる予定でしょうか。特に
人件費あたりですね。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　次年度、令和６年度の予算につきましては、これか
ら調整を進めていくということになりますけれども、
現状の円安に対応できる形で予算を計上して積算して
いくということで考えております。

○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ぜひやはり県内の物価状況と外
国での物価状況、全く違いますので、そこら辺は加味
した上での人件費の予算の取り方をしていただきたい
と思っております。よろしくお願いします。
　次、我が党の代表質問との関連について、末松文信
議員のですけれども、(1)、次年度の沖縄関係予算に
ついて、令和６年度概算要求は2920億円で3000億円
を下回るようですけれども、私が心配しているのは、
報得川河川の改修工事、あと国道507号八重瀬町内の
拡幅工事や津嘉山自動車学校から那覇糸満線の事業化
なんですね。
　現在の取組状況と、次年度の事業実施に影響がある
のか伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　報得川におきましては、令和５年度当初予算として
9000万円を計上し、与那城橋付近の護岸整備を行っ
ております。国道507号八重瀬道路は約１億5000万
円を計上し、東風平交差点付近の工事及び用地取得を
行うこととしております。また国道507号旧道区間に
ついては、事業中区間の進捗を踏まえ検討してまいり
ます。
　県としては、引き続き事業予算の確保に努めるとと
もに、関係市町村と連携を図りながら、事業推進に向
け取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほどの、３(1)の海外事務
所等管理運営事業についての答弁で、管理運営事業に
ついては商工労働部が所管して、今、商工労働部長が
答弁していたところなんですけれども、それのほかに
我々、知事公室のほうで所管しているワシントン駐在
がございます。駐在事務所がございまして、ワシント
ン駐在事務所には、職員が２名と現地スタッフが２名
駐在しているというところでございます。すみませ
ん。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　それに関連しまして、次年度そ
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の職員の処遇面は、どういった状況で取り組んでまい
りますか。現状の予算で確保していくんでしょうか。
今、円安で物価高で、どういう状況で仕事ができます
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　今年度につきましては、物価高等の状況を見ながら
少し検討したいというふうに考えております。次年度
につきましては、これから予算要求がありますので、
その中で対応していくということになります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　ワシントンであれば、本当に物
価は沖縄県と大分違いますので、そこら辺は加味した
上で職員を配置したのであれば、職員がモチベーショ
ンを上げて働ける環境づくりは、ぜひとも整えてほし
いなと思います。
　休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○石原　朝子 議員　我が党の代表質問に関連して、
末松文信議員の離島や僻地における医療体制の確保に
ついてということなんですけれども、先日離島のほう
に行ったときに、専門医派遣巡回診療の実施回数が、
予算確保が難しくて減らされそうであるけれども、と
ても大変心配をしておりました。現状はどうでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　専門医の先生を離島の診
療所に派遣して、巡回診療をしていただくという事業
を行っているところであります。今年度は20の離島
診療所を対象として、眼科、耳鼻科、整形外科、皮膚
科を開設しております。
　令和４年度の実績ですけれども、派遣した日数が
96日、それから受診者数が1192名となっているとこ
ろで、今後も引き続き事業の拡充に努めているところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　確認しますけれども、今年度の
事業、予定どおり実施はされるわけですね。離島のほ
うの。

○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　今年度はまだ計画の数字しかございませんけれど
も、予算規模あるいは派遣する診療所等についてはほ
ぼ同じでございますけれども、日数については派遣さ
れる先生方との調整がありますので、その中で定まっ
ていくものというふうに考えています。予算的には同
じ額で対応しているところです。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　すみません、診療科目もできれ
ば教えていただければ――答弁いただけますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。　
　診療科目は、眼科、それから耳鼻咽喉科、それから
整形外科、皮膚科というところの先生方を、今巡回を
していただいております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　分かりました。ぜひ、当初予定
したとおりに離島のほうを巡回していただきたいと思
います。大変、不安がっておりましたので。
　続きまして、仲村家治議員の質問の中で、給食費の
無償化について。教育長の答弁で今年度は７月から８
月に、保護者アンケートや市町村との意見交換を実施
したとのことでありましたが、アンケートの実施方法
や回収処理状況と、市町村との意見交換での主な意見
をお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、７月から８月にかけて、県内小
中学校児童生徒全員の保護者、推計約９万世帯を対象
にアンケートを実施いたしました。回答数は約２万件
で回収率は約22％となっており、現在委託業者によ
り集計が行われているところであります。
　また市町村との意見交換において、市町村における
実施体制の整備に時間を要するため、制度等の早めの
周知や事務処理に係る負担軽減等についての意見がご
ざいました。今後それらを踏まえ、制度設計について
取り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　市町村の要望としては、取り組
んでほしいという要望が多かったのでしょうか。どう
ですか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　市町村の意見としましては、県
としての給食費の無償化についての我々の意見交換で
はありますので、当然市町村からはそういう要望が多
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いというふうに認識をしております。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　教育委員会も本当に大変でしょ
うけれども、ぜひとも前向きに着々と事業化に向け
て、取り組んでいただきたいと思います。　
　よろしくお願いいたします。
　最後になりますけれども、末松文信議員のでちょっ
と飛ばしたものがあったので、県内製糖工場の現状に
ついて。工場建て替えが必要とされるゆがふ製糖工
場、北大東製糖工場、石垣製糖工場については、具体
的に取り組んでいきたいとのことでありますが、これ
までの取組と今後の計画等を答弁お願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　サトウキビは本県農業の基幹作物であり、特に離島
地域においては製糖業を通して雇用の確保等地域経済
を支える重要な作物であることから、製糖工場の老朽
化対策の緊急性は高いと認識しております。
　一方、工場建て替えについては建設費用が多額にな
ることに加え、事業実施主体の費用負担ですとか、あ

と、財政確保が大きな課題となっております。
　県としましては、工場の老朽化の現状も踏まえ工場
整備に係る早期の課題解決に向け、引き続き国や市町
村等関係機関と検討を進めてまいります。
○赤嶺　昇 議長　石原朝子議員。
○石原　朝子 議員　部長、離島におきましては、サ
トウキビを一番のなりわいとして別の産業がございま
せんので、やはり生活していく上ではぜひとも必要な
工場だと思いますので、ぜひとも前向きに取り組んで
いただきたいと思っております。よろしくお願いいた
します。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明６日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時57分散会

‒･168･‒



地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

副　　議　　長	 照　　屋　　守　　之

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月６日

（第６号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第６号
令和５年10月６日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで

甲第５号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県ふるさと寄附金基金条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第７号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第８号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第９号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第10号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第11号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第12号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第13号議案　那覇港管理組合規約の一部変更について
乙第14号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
乙第15号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第１号　令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第２号　令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第３号　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
認定第４号　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員

８　番　　小　渡　良太郎　議員
９　番　　新　垣　淑　豊　議員
10　番　　島　尻　忠　明　議員
11　番　　仲　里　全　孝　議員
12　番　　上　原　快　佐　議員
13　番　　新　垣　光　栄　議員
14　番　　國　仲　昌　二　議員
15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
16　番　　山　里　将　雄　議員

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和５年10月６日（金曜日）午前10時開議
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･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員
･ 23　番　　仲　村　家　治　議員
･ 24　番　　平　良　昭　一　議員
･ 25　番　　仲　村　未　央　議員
･ 26　番　　玉　城　武　光　議員
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
･ 28　番　　照　屋　大　河　議員
･ 29　番　　山　内　末　子　議員
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　議員
･ 32　番　　座　波　　　一　議員

33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第５号議案、乙第１号議案から乙第
15号議案まで及び認定第１号から認定第４号までを
議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　大浜一郎議員。
　　　〔大浜一郎　議員登壇〕
○大浜　一郎 議員　ケーラネーラ　ミシャーロール
ンネーラ。

　それでは、一般質問に入らせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･中国訪問時及び中国総領事との面談時に尖閣
諸島領海侵入事案に触れない理由についてお伺いしま
す。
　(2)、･中国が発表した新地図に、尖閣諸島を中国領
土として中国独自の呼称で表記したことに対する知事
の認識をお伺いします。
　２、国民保護計画について。
　(1)、･図上訓練から得た離島住民等の保護、避難等
の課題整理と対処すべき重点課題についてお伺いしま
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す。
　(2)、･竹富町等点在する島から成る自治体への危機
管理、伝達体制の整備についてお伺いします。
　３、八重山地域の課題について。
　(1)、･石垣市のリゾート施設を含むゴルフ場建設に
関する諸手続の現況についてお伺いします。
　(2)、･石垣市の農業振興地域整備計画変更手続の迅
速な対応、要望への対処についてお伺いします。
　(3)、･八重山医療体制充実のために旧八重山病院跡
地へ民間病院の移設を求める地域の要望についてお伺
いします。
　(4)、･石垣空港駐車場における無料時間設定につい
ての県の対応についてお伺いします。
　(5)、･第一航空が予定している石垣－波照間・多良
間便就航への県の総合的支援方針についてお伺いしま
す。
　(6)、･竹富町民の船賃への燃料油価格変動調整金
（サーチャージ）加算料金分の新たな支援制度を求め
る要請についてお伺いします。
　(7)、･西表島における経年の課題である携帯電話等
電波不感地帯への対応についてお伺いします。
　(8)、･与那国町の農業生産額が５年前と比べて半減
し、１次産業崩壊の危機に面している。県の離島産業
振興対策についてお伺いします。
　(9)、･与那国町比川地区へ政府が港湾新設を検討
し、自治体との調整により特定重要拠点空港・港湾
（仮称）に指定するとの方針への県の対応についてお
伺いします。
　(10)、与那国町田原川整備の進捗状況についてお伺
いします。
　４、我が党の代表質問との関連については、予定を
しておりましたが、昨日までの答弁以上のものは期待
できないので取り下げます。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様おはようございます。
　本日もよろしくお願いいたします。
　大浜一郎議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
中国関係者との面談についてお答えいたします。
　沖縄県としては、領土、領海など国の主権に関わる
問題は、一義的には政府間において解決されるべきも
のと考えております。尖閣諸島をめぐる問題について
は、日中双方が対話と協議を通じて情勢の悪化を防

ぎ、不測の事態の発生を回避するなど、冷静かつ平和
的な外交によって相互信頼関係の構築に努め、解決に
取り組むことが望ましいと考えております。
　沖縄県としては、地域の緊張緩和や信頼関係の構築
に貢献していくことが、外交を補完する意味で沖縄県
の役割と考え、観光、経済、文化的交流などといった
友好的な関係を基盤とした様々な交流を進めておりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、中国が発表した地図についてお答えい
たします。
　去る８月下旬に中国政府が発表した地図において、
我が国固有の領土である尖閣諸島について、中国側の
独自の主張に基づく表記が確認されたとの報道は承知
しております。日本政府は、尖閣諸島が我が国固有の
領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのない
ところであり、現に我が国はこれを有効に支配してい
るとの立場を取っております。また、平成26年の日
中関係改善に向けた話合いにおいて、双方は尖閣諸島
等において、近年緊張状態が生じていることについて
異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じ
て不測の事態の発生を回避することで意見が一致した
とされております。
　県としましては、日本政府の見解を支持するもので
あります。
　２、国民保護計画についての中の(1)、離島住民避
難に関する課題についてお答えいたします。
　去る３月17日に実施した国民保護図上訓練では、
離島からの避難手段が航空機や船舶に限られる中での
輸送力の最大化や、継続医療が必要な方など要配慮者
の避難をはじめ、様々な課題を確認したところです。
令和５年度においては、特に輸送力確保の具体化及び
要配慮者の避難を重点課題として、国、市町村、航空
会社や船舶会社などの指定公共機関等の関係機関と連
携し、検討を進めてまいります。
　同じく２(2)、点在する島々から成る自治体への危
機管理・伝達体制についてお答えいたします。
　竹富町をはじめ県内市町村においては、全国瞬時警
報システム、いわゆるＪアラートにより、弾道ミサイ
ル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間
的余裕のない事態に関する情報を緊急速報メールや市
町村防災行政無線等により、瞬時に伝達する体制が整
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えられております。
　県としては、竹富町等点在する島から成る自治体へ
の危機管理、伝達体制については、特有の課題もある
ことから、地元の意見も伺いながら、情報伝達手段の
多重化の促進など、その在り方について研究してまい
りたいと考えております。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、八重山地域の課題に
ついての(1)の中の、ゴルフ場建設に係る諸手続の現
況についてお答えいたします。
　石垣ゴルフリゾート計画に係る農地転用及び林地開
発の手続につきましては、個別案件であり、回答は差
し控えさせていただきますが、法令及び関係通知等で
定められている各基準に照らし、適切に審査すること
となります。一般的に、農地転用許可の審査に当たっ
ては、周辺農地の営農条件に支障を来さないか、農地
法以外の関係法令への対応状況等を確認しておりま
す。また、林地開発許可の審査に当たっては、開発に
伴う災害の防止や事業地周辺住民の生活環境の悪化を
防止する観点等を確認しております。
　同じく３の(2)、石垣農業振興地域整備計画の見直
しについてお答えいたします。
　石垣農業振興地域整備計画の見直しについては、令
和５年２月７日に石垣市より県宛てに事前協議申出書
の提出があり、県の関係機関への意見照会を踏まえ、
要件を満たしたことから、県は９月19日に当該事前
協議に同意する旨の通知をしたところです。現在、石
垣市において９月27日から10月27日までの30日間、
整備計画案の公告・縦覧を行っており、縦覧後の10
月30日から11月13日までの15日間を異議申出期間と
しております。その後、県への法定協議が行われ、県
の同意を得て、石垣市が整備計画の公告をすることで
手続が完了となります。
　同じく３の(8)、与那国町の農業振興についてお答
えいたします。
　離島地域は、本県の農業産出額の約５割を占めるな
ど、農林水産業を支える重要な地域と認識しておりま
す。一方、与那国町の資料によりますと、令和４年の
農業粗生産額は平成30年の約半分となっており、県
におきましても地域農業の維持・発展に危惧している
ところであります。
　このため、県としましては、畜産業はもとよりサト
ウキビを含めた与那国町の農業振興に向けて、八重山
農林水産振興センターと与那国町及びＪＡ等関係団体

との連携を強化し、早急に課題を共有するとともに、
各種支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、八重山地域の課題に
ついての(1)のうち、ゴルフ場建設に係る開発許可申
請の進捗状況についてお答えいたします。
　都市計画法に基づく開発許可申請は、同法第33条
に定める開発許可の基準等に適合していることが求め
られております。本開発許可申請につきましても、同
法に基づく許可基準等の適合性について、適正に審査
を行っているところであります。
　次に、同じく３の(4)、石垣空港駐車場における無
料時間設定についてお答えいたします。
　石垣空港ターミナルビル前道路においては、送迎等
の路上駐車による混雑が生じており、安全面で課題が
あると認識しております。混雑の解消を図るために
は、那覇空港駐車場において実施されている入庫後
30分間の無料化が有効であると考えられます。
　このため県では、有料となっている空港駐車場の一
部無料化を含む料金体系の見直しに向け、引き続き取
り組んでいくこととしております。
　次に、同じく３の(9)、特定重要拠点空港・港湾
（仮称）についてお答えいたします。
　総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備
に関しては、関係閣僚会議が開催されております。こ
の会議の公表資料において、空港・港湾等整備、利用
の考え方が示されており、この中で、特定重要拠点空
港・港湾（仮称）とは、南西諸島の地域等必要な空
港・港湾等について、自衛隊等が利用できるよう整備
または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理者
との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設とす
る旨が記載されております。制度の詳細について、国
からの説明を受けておりませんが、県としては、今後
とも、国の動向を注視してまいります。
　次に同じく３の(10)、田原川整備の進捗状況につい
てお答えいたします。
　２級河川田原川は、祖納集落の南側を流れ、東シナ
海に至る延長約1.3キロメートルの河川であります。
県では、これまでに河口から約300メートルの護岸詳
細設計及び橋梁の設計が完了したところであり、現
在、河口の水門の取扱いについて関係者協議を行って
いるところであります。
　県としては、浸水被害の軽減のため、護岸の整備や
流水を阻害している樹木等の除去を行うこととしてお
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り、用地買収及び工事の早期着手に向け、引き続き、
与那国町と連携を図り取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　八重山地域の課題につい
ての御質問の３の(3)、旧八重山病院跡地への民間病
院移設についてお答えします。
　旧県立八重山病院跡地の利活用については、これま
で石垣市議会等から要請を受けており、病院事業局と
しましては、石垣市をはじめ地元の意向も確認しなが
ら、利活用について慎重に検討を進めているところで
あります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　３、八重山地域の課題につい
ての(5)、石垣－波照間・多良間便就航への県の支援
についてお答えいたします。
　石垣－波照間・多良間便は、小規模離島を就航する
ことから、運賃収入に比べ、燃料や整備費等維持管理
に係る固定費が高くなることが想定されます。このた
め、県では、運航に伴い生じた欠損額について、県と
地元町村が協調して補助するとともに、沖縄離島住民
等交通コスト負担軽減事業において、割高な航空運賃
等を低減することとしております。これらに加え、就
航後の利用促進に向け、地元町村と連携した広報活動
にも取り組み、路線の確保・維持に努めてまいりま
す。
　同じく３の(6)、船賃の燃料サーチャージ料金への
支援についてお答えいたします。
　県では、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業に
より、船賃の低減を図るとともに、沖縄県交通事業者
安全・安心確保支援事業において、離島航路事業者の
燃料高騰分を支援しているところです。今回の要請
は、燃料サーチャージ料金への支援であることから、
既存事業も含めて支援の在り方を検討する必要がある
と考えます。
　県としては、離島住民の負担軽減は重要と考えてい
ることから、支援の在り方について、竹富町とも意見
交換してまいります。
　同じく３の(7)、西表島の携帯電話不感地帯の対応
についてお答えいたします。
　竹富町西表島の北岸エリアの一部において、住居や
事務所がないことから、採算上の問題により携帯基地
局が整備されておらず、携帯電話の不感地帯があるこ

とは認識しております。
　県では、同地域における緊急時の通信手段の確保に
向け、竹富町やカヌー組合と連携し実証事業に取り組
んでいるところでありますが、設置場所や電源確保な
どの課題があり、導入には至っておりません。引き続
き、地元の要望も踏まえながら、通信手段の確立に取
り組むとともに、関係機関と連携しながら、携帯電話
の不感地帯について対応してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時22分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。　
　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　議長、休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩　
　　　午前10時24分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○大浜　一郎 議員　国民保護計画について、少し再
質問させてください。
　来年１月に２回目の図上訓練が行われると聞いてお
りますけれども、国民保護に関する離島住民の関心は
高く、より具体的な問題抽出に期待をしているわけで
あります。できる限り、住民に分かりやすい情報の公
開も必要かというように思います。国民保護関連につ
きましては、国は官房長官をはじめ、防衛大臣、財務
大臣が石垣島に来島して、直接状況を把握し首長と意
見交換をされております。
　県としては、首長との直接の意見交換等々はどれぐ
らいの頻度でされているのか、それを確認させていた
だきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　沖縄県国民保護について、実務者レベルで先島５市
町村を回り、現地関係者個別検討会等において地元の
意見を直接聴取するなど意見交換等を積み上げた上
で、県が開催する沖縄県国民保護計画に係る令和５年
度意見交換会、避難に係る検討会において国、県、先
島５市町村、指定公共機関等である航空事業者あるい
は船舶事業者等と検討を進めているというところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは、知事はじめ、もしくは
副知事が現地に赴いて、しっかり地域の声を直接聞い
てくるということも大事なことだと思いますよ。これ
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は離島住民にとっては物すごく関心が高いことですか
ら。その辺の取組については今後考えていないんです
か。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在、令和５年度の国民避
難計画等についての意見交換ということを中心に、市
町村と意見交換をさせていただいているところです。
ですので、まず実務者レベルで回っているというとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それよりはトップが行って、
きっちりと状況把握することも必要だと思います。そ
ういう取組もぜひしてください。
　それと点在する自治体への危機管理、伝達方法です
けど、最後に研究をしていきたいという話をしていま
すが、申し訳ないけど、これ実施しなきゃいけないで
すよ。実施です。研究なんかしている場合じゃないん
ですよ。壊れているんですから、今機器が。実施する
というような方針に転換してくれませんか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　竹富町からの報告によりますと、西表島北部にある
住吉第１局と黒島の黒島港付近にある黒島第２局にて
不具合が生じているというお話であります。住吉第１
局については、令和４年６月頃に落雷により故障し、
機材の全ての更新が必要な状況にあると。黒島第２局
については、令和４年11月頃に経年劣化により故障
したと見られ、これらについても機材全ての更新を要
する状況であるというお話を聞いております。竹富町
では、令和５年９月に補正予算で修繕費を計上し、い
ずれも今年度内の修繕完了を目指しているということ
でございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　分かりました。ぜひこれは前向
きにきちっと取り組んでいってもらいたいと、お願い
したいというように思います。
　それとゴルフ場の建設の諸手続のことなんですけれ
ども、地域から聞こえてくる声は、あまりにも時間が
かかり過ぎているのではないかという疑問であった
り、疑義であったりします。私も、実はそう思ってい
ます。丁寧な確認作業を行っていることは、答弁でも

承知をしておりますけれども、いわゆる未来法を使
い、地域経済を牽引し、地域の稼ぐ力となる地域の大
きなプロジェクトなんですよね。副知事、コメントい
ただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　石垣ゴルフリゾート計画につきましては、約74万
平方メートルに及ぶ広大な農地転用であり、周辺農地
の営農条件に支障を来さないかなどの観点で審査を
行っているところであります。
○大浜　一郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時29分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　許可申請は、個別案件となりますので、詳細な回答
は差し控えますが、令和４年10月に沖縄県へ申請書
が提出されてから申請者と確認事項に係る応答を重ね
ております。直近では令和５年８月に申請者に照会を
行っており、現在、回答を待っている状況となってお
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　前向きに、迅速に取り組んでい
ただきたいと思います。
　民間病院の移転の件でありますけれども、今いろい
ろな要望について検討されているというふうにお聞き
しましたけれども、県として、離島医療体制の整備と
いうことについて、この案件は方針として、もう少し
検討していただきたいと思うんですが、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　６月の答弁とあまり変わ
りないということだろうと思うんですけれども、病院
事業局が保有する土地の処分については、やはり公有
財産の運用方針に準じて決定することになりますの
で、手順として。具体的には、病院事業局と県内部の
利活用の有無の確認、それから利活用がない場合に
は、地元市町村に買受け意向の有無の確認を行いま
す。地元市町村において、その取得要望がない場合に
一般競争入札になりますけれども、石垣市議会からの
要望も受けていますので、この辺も検討しながら、県
庁の関係部局と意見を今交換している途中で、できる
だけ早期にいい回答ができればいいかなと思っており
ます。
　以上です。
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○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　先生は八重山病院勤務の御経験
もあるから、離島医療の件は、もう大変御理解が深い
と思いますので、離島医療をどう充実させるかという
のは、非常に我々の生活の根幹にかかっているものな
んです。ぜひ前向きな取組をお願いしたいと思いま
す。
　続きまして、石垣空港の駐車場無料設定なんですけ
ど、一体全体、これはいつできるんですか。これは明
確に、時期をもうそろそろ明示してもいいんじゃない
ですか。宮古も一緒ですから。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　これまでの取組でございますが、令和２年度及び３
年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、各空港
ターミナル施設でのサーモグラフィー設置等の対応を
いたしており、駐車場料金無料化に向けた取組が十分
できなかったところでございます。令和４年度は新石
垣空港活性化協議会において、関係機関と駐車場の無
料時間設定に係る意見交換を行い、実施に当たっての
了承を得たところでございます。　
　県といたしましては、次年度に協議が調い次第、条
例改正の手続に着手したいと考えておりまして、次年
度を目途に無料化を実施したいと考えているところで
ございます。
　以上でございます。
○大浜　一郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　現在、30分無料化につきまして、庁内で協議を
行っているところでございます。協議が調い次第、条
例の改正に着手することとしておりまして、条例改正
を経て、無料化につきましては、次年度を目途に実施
したいと考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは何年も前からお願いして
いる件ですよ。もう早め早めに手を打ってもらいたい
というように思います。
　第一航空の件でございますけれども、航空会社と直
接話をすることで、必要な支援策もしくは内情がよく
分かってきました。航空路の将来の定期化を見据える
ことも必要なんでしょうけれども、それも見据えて機
材メンテナンスのために格納庫の必要性もあるという

ことをお伺いをしました。航空会社等にヒアリングを
重ねて、具体的な課題抽出が必要だというように思い
ますけど、今後とも県の取組が重要になろうかと思い
ますが、その点についての御見解をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　国、大阪航空局によりますと、現時点で那覇空港内
に格納庫用地はなく、今後、駐機場増設と併せて格納
庫用地の整備、確保を検討しているとのことです。
　このため県では、国の整備計画等を注視しつつ、第
一航空株式会社と意見交換をしていきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　よろしくお願いいたします。
　それと、与那国町の１次産業がもう崩壊の危機に来
ているという件ですけど、今答弁いただきましてあり
がとうございます。ただし、地域においては必要な人
材も投与してほしいという希望があるんですね。必要
な人材の投与まで含めて、支援体制をしっかりやって
もらいたい。それで県とのパイプをしっかりしたいと
いうような、彼らの大きな希望もあるようです。その
点についてはどうですか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　八重山農林水産振興センターにおいて、令和５年度
から与那国町長期営農計画を着実に実行するため、与
那国町農業振興推進委員会を設置しまして、与那国町
及びＪＡ等関係団体を含む推進委員会に参画し、現
在、地域の課題解決に向けて連携して取り組んでいる
ところであります。今後とも、町と連携して取り組ん
でまいりたいと思います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　よろしくお願いいたします。
　１次産業の崩壊は、地域の崩壊につながります。ぜ
ひよろしくお願いをしたいと思います。
　知事の政治姿勢についてお伺いします。
　訪問時、総領事との面談時に、尖閣諸島の領海侵入
事案に触れない理由についてということです。答弁を
お聞きしましたけど、全くお答えになっていません
ね、私の質問に。知事は前回議会においても、訪中時
に、中国から尖閣諸島は中国の領土だと説明を受けた
ら、直接答えないことも必要な対応と答弁しました
が、日本政府とは真逆のメッセージを示すことが、訪
中を目前に控え、中国に誤った認識をさせることを想
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像できなかったんですか。これは外交センスも疑われ
るんじゃないかと私は思いますよ。詳しく答弁してく
ださい。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましては、日本政府
は尖閣諸島が固有の領土であることは歴史的にも国際
法上も疑いのないところであり、我が国はこれを有効
に支配しているという立場を取っているということは
理解しており、県としては、日本政府の見解を支持
するものであります。日中関係については、領土を
……。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　先ほども公室長が答えましたけれども、まず、日本
政府は尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴
史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我
が国はこれを有効に支配しているという立場を取って
います。
　県としては、日本政府の見解を支持するものという
ことは変わりはありません。
　その上で、私が中国を訪問したときの話を少しさせ
ていただきますが、目的は日中両国の経済、文化の交
流を促進するということで、国貿促のその訪問団の顧
問として私も参加させていただきました。その折、こ
れまでの沖縄と中国とのつながりや交流の歴史を踏ま
えて、今後の発展に向けてどう取り組むかということ
についてお話をさせていただきましたけれども、その
際に中国側からも尖閣に関する発言はありませんでし
たし、私からもそのことについて、発言をするという
ような場面はございませんでした。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事、回答をちょっとはぐらか
さないでいただきたいなと思うんですけれども、知事
が今おっしゃったように、知事の訪中の目的の中に
は、地域外交の一環として中国と互恵関係を続けてい
きたいというのを意義として発言されているんですよ
ね。今回、訪中は異例の待遇だったんですよね。知事
は、李首相と直接話す絶好の機会も得たわけです。中

国との各分野等の交流を拡大するのであれば、尖閣諸
島は日本の領土ですよと、沖縄の行政区内の領海侵入
などの挑発行為は直ちにやめるべきだと。そして、県
民の不安は高まっているんだという切実な県民の声
を、知事は直接伝えるべきだったんじゃないですか、
交流を発展させるためには。県民の声を直接伝えられ
ない理由は何なんですかということに、明確にお答え
ください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しの答弁になって申し訳
ありません。
　沖縄県としては、領土、領海など国の主権に関わる
問題は一義的には政府間において解決されるべきもの
と考えております。尖閣諸島をめぐる問題について
は、日中双方が対話と協議を通じて情勢の悪化を防
ぎ、不測の事態の発生を回避するなど冷静かつ平和的
な外交によって相互信頼関係の構築に努め、解決に取
り組むことが望ましいと考えております。その考えと
姿勢に沿って、私は今回訪中団に参加をしたというこ
とであります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　県民の中にはいろいろな御不安
の声があるということは、私も承知をしております。
他方、先ほども申し上げましたけれども、やはり安定
的な国家間の連携による平和の構築は非常に重要であ
ります。現在、その平和の関係が構築されているとい
うことを前提に、経済や観光の振興が図られていると
いう点から、私はあえてそのような発言はしなかった
ということを御理解いただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事はトップとして行ってい
る。沖縄県知事として発言も許された。であるなら
ば、知事としての発言があってしかるべきだったと、
言うべきことは言うべきだったと私は思います。知事
は尖閣に関する話は出なかったので、あえて自分から
も言及しなかったというふうにおっしゃいましたが、
これは心底、人ごとのような態度だったと言わざるを
得ないですよ。知事は事あるごとに尖閣の領海侵入に
ついて、宮古、八重山の住民に不安を与えていると
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言っておりますけれども、これは先島・離島地域だけ
のことを語っているんですか。これは先島地域だけの
問題なんですか。どうなんですか、それは。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県全体としては、観光や経
済、文化的交流といった友好的な関係を基盤とした
様々な交流を進めることで、地域の緊張緩和や信頼関
係の構築に貢献していくことが、沖縄県の地域外交の
役割であるというように考えております。
○大浜　一郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　重複するようで大変申し訳ござ
いませんが、県民の中には様々な御意見があるという
ことは承知をしております。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　県民の中にいろんな御意見があ
る。じゃ何も言わないことも是とする。領海侵入にも
容認する意見もあるということを知事が認めるんです
か。冗談じゃないな、これは。いろいろな意見がある
ということは、自分の領土、領海が侵されていること
を認める県民がいるんですか、国民がいるんですか。
今の答弁おかしいよ。訂正したほうがいい。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私の立場から、県民や国民の皆
さんの思想信条を左右するというような立場を取れる
ものではございませんので御理解いただきたいと思い
ます。
○大浜　一郎 議員　ちょっと休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事の発言からは、今の発言も
含めて沖縄全体の問題であるという当事者意識がない
ということが確認できました。特に今の答弁聞いてみ
ると、この尖閣の問題についても、あまり関心がない
ようですね。だから、この問題は日本政府がやるべき
問題で、知事は恐らく訪中に際して、最初から中国と
沖縄の交流話に水を差すと。交流話に水を差すから面
倒くさい尖閣の話は答えないし、こちらからも答えな
いと、何も言わないということを決めていたんではな
いんですか。そう思わざるを得ないよ。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○大浜　一郎 議員　知事の発言をお聞きしまして、
知事は沖縄全体の問題であるという当事者意識がない
ということが分かりました。特に、尖閣の問題につい
てもあまり関心がないんだなということも分かりまし
た。この問題は、ですから日本政府がやるべき問題と
いうことで片づけたいと思っている。知事は訪中の際
に、直前に迫った訪中に際して、最初から中国と沖縄
の交流話に水を差すとして、面倒くさい尖閣の話には
答えないし、こちらからも何も言わないということを
決めていたのではないですかということを聞いている
んです。お答えください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほども答弁をさせていただき
ましたが、繰り返すようで申し訳ございません。私
が、７月の訪中、日本国際貿易促進協会の訪中団に参
加したのは、日中両国の経済、文化の交流を推進する
ことを目的としたものであります。これまでの沖縄と
中国とのつながりや交流の歴史を踏まえ、今後の発展
に向けてどう取り組んでいくかということについて、
それを中心にお話をさせていただいたということであ
ります。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　全然答弁はぐらかして、ごまか
していらっしゃいますね。
　中国が発表した新地図についてお伺いしますけれど
も、一方的な中国の主張による新地図が公表されて、
関係する諸国は一斉に反発をしております。知事は何
も語っていませんね。その地図には、尖閣諸島は中国
の領土だと示されております。これは知事は、中国の
新地図を認める立場ですか。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになって申し訳ご
ざいませんが、我々は、日本政府が尖閣諸島が我が国
固有の領土であるということは、歴史的にも国際法上
も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効
に支配しているという立場を取っているという、県と
しては日本政府の見解を支持するというところでござ
います。
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○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それはもう前も聞きましたから
いいんですよ。新しい地図が出たわけですよね。要
は、いわゆる十段線ですよ、彼らが勝手に主張してい
る十段線です。各国が大反発しています。日本政府も
反発をしました。でも行政区内では知事は何も語って
いないから、この地図をどう思っているのか、認める
んですかということを私は聞いているんです。そこを
お答えください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県としては、日本政府の立
場と同一の対応を取っているということであります。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　じゃ、明確に認めないというふ
うに理解していいですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　政府と同一の見解であります。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　であるなら、認めないと今発言
していただけませんか。答弁が必要です。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返すようで申し訳ありませ
ん。正確に申し上げますと、尖閣諸島が我が国固有の
領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのない
ところであり、現に我が国はこれを有効に支配してい
るとの立場を取っております。沖縄県は日本政府のそ
の立場と同一の立場であります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　丁寧にお答えさせていただいて
おりますけれども、日本政府と同一の立場ですので、
日本政府の立場を認めているということです。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　何を遠慮しているんでしょうか
ね。よく分からないですね。
　知事、訪中時に中国に対して知事が尖閣諸島の主権
について何も語らなかった結果として、多分に中国政
府は、琉球の知事は尖閣諸島が中国領であることを認
めていると認識をしたはずですよ。実は知事が、前回
の議会で尖閣が中国の領土であると言われても、何も
言わないと答弁した議会中継動画は、私の質問と併せ
て中国の大手メディアで作成された琉球特集番組で紹
介されているんです。もはや多くの中国の人々にも尖
閣諸島の中国の領土主権については――これは琉球と

いうことでやっていますから、琉球の知事はどうした
と宣伝されている。宣伝に利用されちゃったんです
よ。ですので、私は琉球に親しみを持っていると公言
する習主席の指示によって、この公表された中国の新
しい地図については、知事は日本の政府の主張を踏襲
するということではなくて、沖縄県知事としてこんな
ものは認められないと、はっきり言うべきじゃないか
と私は思うんですね。県知事としての立場として、こ
れは表明すべきじゃないですか。県民のためにも。こ
こら辺はどうなんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　どのような報道があるかという
ことについては、申し訳ありません、承知をしており
ませんが、今日の私の答弁もぜひ報道していただけた
らと思います。私の態度は一貫しておりますので、そ
の上で言うのであれば、議員がおっしゃるように、認
められないものは認められないということでありま
す。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　認められませんよね。絶対に認
められない問題です、これは。実は昨日、中国大使が
議長を訪問されたという記事がありました。県紙には
全く触れられておりませんけど、私の地元紙では一面
トップ、そして写真入りで報道されています。議長
は、明確に尖閣に侵入、ミサイルの問題に対して厳重
に抗議をする文書をお渡ししておりますし、またこの
新地図についても明確に否定をしているわけです。面
と向かって、きちっとこういうことを言うっていうこ
とは基本的に僕は大事なことだと思うんですね。今
後、交流をしっかりしたものにするためにも、信頼関
係を醸成するためにも、お互いの相互関係を充実させ
るためにも、言うべきことはきちっと言う、立場を明
確にするということはとても大事なことだというよう
に思います。知事にお伺いしますけど、今日、大使、
午前中いらしたんじゃないですか、それとも夕方い
らっしゃるのか分かりませんけど、知事はその面会の
中で何かお話をされましたか、この件について。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時57分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　議長から手交された中国大使へ
の要望書については、議長あるいは議会の判断で手交
されたものというように認識をいたしますけれども、
そのような内容については、後刻、私も確認をさせて
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いただければと思います。
○大浜　一郎 議員　ちょっと休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前10時58分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　今日の午前中、議会開会前に呉
江浩中国大使とお会いいたしました。そのときには、
７月の訪中の件ですとか、あるいはビザの緩和の件、
団体旅行の件などについてお取り計らいに御礼を申し
上げたという。そして、福建省と沖縄県は、友好省県
を締結しておりますので、そのような交流を進めてい
きたいということ、そして北京と上海に沖縄県は事務
所を置いておりますので、その事務所を通じて、これ
からも経済交流を活発にしていきたいというような状
況が主な内容でした。
○赤嶺　昇 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　何も語らなかったということが
よく分かりました。いいですか知事、今後、海外とお
付き合いするとき、特に中国というところとお付き合
いするときは、自分の意見ははっきり言う。そしてそ
れを言わないと、彼らは勝手にこのような解釈してい
ろいろと宣伝工作に使ったりする。だからここは知
事、肝に銘じてください。今後交流をしていく際にお
いては、意見をはっきり言う、面と向かってはっきり
言う。そして協力するところは協力する、駄目なもの
は駄目と言う。毎日毎日、尖閣に来ていることについ
ては、抗議もしない。ＥＥＺに海上ブイだって設置さ
れているんですよ。８月25日の会談の際も、沖縄本
島と宮古の上空を爆撃機が２機航行して軍事訓練をし
ているんです。そういった足元の問題にももう少し関
心を持って、言うべきことは言うということにしてい
ただきたいと、沖縄県知事として。お願いいたしま
す。
　以上です。
　シカイトゥ　ミーファイユー。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　議長、休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時２分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　おはようございます。
　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
　通告に従い、質問に入りたいと思いますが、大変恐
縮です、順番を少し変えさせてもらいたいと思いま

す。
　２、文化観光スポーツ部関連についてであります。
　(1)、プライベートジェット利用旅客について。
　ア、県内空港のプライベートジェット利用状況につ
いて伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　県管理空港の令和４年度における定期便及びチャー
ター便を除く民間の航空機の着陸回数は、新石垣空港
が19回、下地島空港が78回となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　那覇空港のプライベートジェットの利用状況につい
ては、令和４年度の着陸回数は、国に確認したとこ
ろ、848回となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　昨今、いろいろプライベート
ジェットを利用されて海外から、また県内でもいろい
ろな方々が離島を訪ねたり、また那覇を訪ねていると
聞いております。
　次にイ、プライベートジェット利用における経済効
果、その課題及び解決に向けた県の取組について伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　県では、豊かな
自然、独自の歴史・文化・芸能、ホスピタリティー等
のソフトパワーを活用した多彩で付加価値の高いツー
リズムを展開しております。これらの沖縄観光の価値
を訴求し、滞在日数の延伸や観光消費額の向上を図る
に当たり、富裕層など消費単価の高い層の取り込みを
図ることが重要です。特に、プライベートジェットを
利用する富裕層の誘客に当たり、県内空港におけるプ
ライベートジェット利用の実態把握に努めております
が、個人情報の関係で利用目的等が十分に把握できて
いないことが課題であると認識しております。
　このため、県としましては、庁内各部局と関係機関
が連携し、プライベートジェットのハンドリング実
績、那覇空港プライベートジェット専用ラウンジの利
用状況等を把握し、利用実態の分析に努めながら、プ
ライベートジェット利用客を含む国内外からの富裕層
誘客に取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　今、プライベートジェットに
ついての質問でも、土建部が答えたり、企画部が答え
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たり、また文化観光スポーツ部から答弁いただきまし
たけれども、私申し上げたいことは、プライベート
ジェットだけを重要視するのではなくて、経済的な効
果からすると、１人当たりの観光収入も明らかに違い
ますし、そういった中で、実は私先日、プレミアム
ゲートラウンジ、プライベートジェット用ラウンジを
見てまいりました。国際線のターミナルにあります。
それから、プライベートジェットがどこで駐機をして
いるかについても、見てまいりました。今この件につ
いて、恐らく観光という関係からすると、文化観光ス
ポーツ部長にお尋ねしますけれども、国内線のプライ
ベートジェットのときの動線、国際線のときのプライ
ベートジェットのお客様の動線については、確認され
てますか。質問します。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　プライベート
ジェット専用ラウンジ、私のほうも供用開始に伴いま
して、視察をさせていただきました。そのラウンジ
は、税関、出入国管理、検疫所――ＣＩＱの機能を備
えた国際線に対応できる施設であります。一方、国内
のプライベートジェットは、必ずしもそのＣＩＱの手
続がありませんので、ラウンジを経由する必要性が低
いということで、主に専用ラウンジについては、海外
利用客が利用しているということで、要因としまして
は、待機時間の短縮、それからプライバシーの保護が
図られるということがメリットだと考えております。
○西銘　啓史郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　プライベートジェット機の駐機場は、空港西側、Ｍ
ＲＯ前となってございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これもこれからいろいろ大阪
航空局との調整になるとは思うんですけれども、プラ
イベートジェットを利用する方々のいろんな利便性の
観点からすると、今ＭＲＯの前というのは、大分もう
北側、ターミナルから離れていますよね。ですから、
いろんな声があると思いますので、その方々を大切に
する意味で、駐機場の確保も含めて、これは国を動か
さないといけないと思いますけれども、ぜひ企画部長
も含めて、協力をお願いできたらと思います。
　休憩お願いします。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(2)に行きます。
　台風６号による観光関連施設の影響調査について。
　ア、沖縄観光コンベンションビューローによるアン
ケート調査の概要について伺います。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　お答えいたしま
す。
　沖縄観光コンベンションビューローは、台風６号に
よる各観光事業者への影響の実態把握と今後の危機管
理体制の強化を目的に、今年８月から９月にかけてア
ンケート調査を実施しております。同調査によれば、
461件の回答者のうち、停電の影響を受けた事業者が
62.1％、断水の影響を受けた事業者が6.6％、建物設
備に影響を受けた事業者が57％となっております。
また、インフラ破損、キャンセル等の影響額が約19
億1200万円となっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いてイ、行政への希望及び
観光客の声について、このアンケートにも出てますけ
れども、先般９月27日に、沖縄ツーリズム産業団体
協議会から要請書が上がっていると思います。照屋副
知事が対応したとお聞きしていますけれども、その辺
も含めて、概要をちょっとお答えください。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　まず、アンケー
トの中での行政への要望とか観光客の声ですけれど
も、行政への要望としましては、台風時のキャンセル
料等の収入補塡が39.6％、非常用電源装置の補助金
が21.3％、電線地中化を含むインフラ整備が18.3％
等となっております。ＳＮＳ等からの観光客の声につ
きましては、ホテルスタッフが子供たちに優しく接し
てくれたので、悪天候でも楽しめましたと評価する声
がある一方で、いつ沖縄を出発できるのか、いつ帰れ
るのかという不安や、航空券の変更はどのようにする
のかを教えてほしいといった疑問などが上がっており
ます。
　それから、９月27日に沖縄ツーリズム産業団体協
議会から県に対し、災害に強い沖縄観光の実現につい
て要請がなされております。要請内容としましては、
収入損失に対する補償制度の創設、観光客の避難所設
置、情報発信の強化、台風対策に対する観光業界との
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意見交換、非常用電源装置の補助制度の創設等々と
なっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　確かに今まで台風被害という
と、農水部中心に農林水産業の被害の額が公表された
りしていました。土建部も含めて。やはりこういうコ
ンベンションビューローが観光関係者にアンケートを
取った、それから被害額をまとめた。それからそれに
対していろんな、災害に強い沖縄観光の実現について
という要請を行った。これはやはり一連の流れの中
で、台風銀座である沖縄がこれまでに学んだことをど
のようにするか。もちろんもう数字はいいんですけれ
ども、前回も災害説明のときに私申し上げましたけれ
ども、これまでの経験をどのように生かすかというこ
とが大事だと思います。ですから、こういった切実な
観光業界の方々の声を、一つでもいいから前に進めて
いく、実現していく。これは我々議員としてもしっか
り行ってまいりたいと思いますので、部長をはじめ皆
さんの御協力もよろしくお願いしたいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　３、保健医療部関連について
でありますが、(1)、ＰＥＴ検診について。
　ア、県内のＰＥＴ検診施設の状況と課題について伺
います。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　ＰＥＴ検査――主にがんの検査として行われている
ポジトロン断層法、いわゆるＰＥＴ検査は、県内では
琉球大学病院及び中南部の２か所の医療機関で実施を
されております。県内のＰＥＴ検査施設は３施設と限
られておりますので、地域の関係者が連携し、効率的
な利用を図っていく必要があると考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　次、イについてですが、琉大
病院が10月からこの診療を中止するという報道があ
りました。その理由とその影響について伺います。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　琉球大学病院のＰＥＴ検査については、運営委託事
業者の運営面に安全管理上の懸念が生じ、契約解除に

至ったということで、10月半ばまで新規予約を停止
することとなっております。新規予約停止の影響を確
認するため、琉球大学病院以外の２施設に状況を聞き
取りしたところ、当面、10月の検査予約が困難にな
るような状況ではないとは聞いております。ただ、琉
球大学病院のＰＥＴ検査の停止により、県内における
ＰＥＴ検査の提供態勢が逼迫することも予想されます
ので、琉大病院をはじめ、関係機関と密に情報共有、
意見交換を現在行っているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　部長、この件については、琉
大病院と委託先の契約を私は存じ上げませんけれど
も、申し上げたいことは、やはり県民の医療を守ると
いう立場で保健医療部としてしっかりチェックをして
いただきたい。それで実際に、ほかの病院に検査に行
く場合の予約の扱いとかもろもろについて、問題がな
いように徹底していただきたいと思いますので、これ
は強く要請したいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　では、１、知事の政治姿勢に
ついて(1)、ＰＦＯＳ等流出についてのイ、知事が記
者会見、議会説明等々を部長に指示した日時を伺いま
す。これは知事、お答えください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私が部長から口頭で説明を受け
たのは、９月15日であります。
○西銘　啓史郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　失礼いたしました。
　９月15日に部長から口頭で説明を受けたときに、
関係機関との連携、必要な調査、そして早く公表する
手続を取るようにというようなことを私から指示をい
たしました。
○西銘　啓史郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
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　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　今、確認をしましたところ、９
月25日は10時30分頃というように記憶しておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃ次に行きます。
　ウですけれども、与党協議会開始時刻と、与党へ報
告した日時、時間を伺います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　９月25日の意見交換会の16時
過ぎに口頭でお知らせいたしました。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　与党協議会の目的をちょっと
伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　与党と各部局長、執行部と
のざっくばらんな意見交換というところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　議会開会前の、与党と執行
部の意見交換ということでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　この所管部は知事公室でよろ
しいでしょうか。与党協議会の所管部は、今答えたと
いうことは、総務部じゃなくて知事公室が所管してい
るということでいいんですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　知事公室のほうで案内させ
ていただいております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いて質問、これ説明会でし
ましたけれども、部長に伺いますけれども、与党協議
会の中で16時頃、このＰＦＯＳの話をしたときに、
与党の議員から野党に説明をすべきだという声があっ
たかどうか教えてください。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　議員皆様にお知らせするべき

だという御意見もたしかあったかと思います。ただ、
口頭で御説明した際には、現況の水質の状況、それか
ら一両日中に記者会見をする、そして議員の皆様にも
資料をもって御説明をするということを御説明いたし
ました。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○宮城　力 総務部長　質問通告もあるということ
で、この口頭の説明だけで足りないのではないかとい
うような意見がたしかあって、記者会見と併せて資料
でもって皆様に御説明をしたいということを申し上げ
ました。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○宮城　力 総務部長　申し訳ありません。明確に
あったというよりも、広く口頭だけではなく、ちゃん
とした説明をすべきだというような意見があったと記
憶をしていて、それで記者会見に併せて、皆さんに御
説明をしたいと、一両日中に行うということを御説明
したところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ではちょっと、エに行きます
けれども、じゃ議会開会日に冒頭で報告を行わなかっ
た理由を伺います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほど口頭で御説明をしたの
が25日でございます。翌26日、議会が開会し、補正
予算案の委員会も日程に組まれておりました。また記
者会見、それから議員の皆様への御説明に向けた資料
の詳細について、まだ詰められていない部分がありま
したので、27日、この日に記者会見と議員の皆様へ
の御説明を行うということにしました。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事にお伺いしますけど、知
事が議会に対して説明することを指示したとありまし
たけど、その議会というのは与党だけの話でしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私の認識では、議会は議会全体
のことであります。
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○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　だとしたら、議長にもない、
野党にもないということは、知事は分かっているはず
ですよね。25日、そして26日の冒頭でも何もそのこ
とはなかったですよ。我々が追及をして、記者会見、
それから我々野党にも説明があったわけです。それで
ちょっと確認しますけれども、情報管理ができていな
いということがありました。部長、どのような情報管
理をしようとしたんですか。与党協議会で話したこと
が、情報管理ができていないという与党の方から発言
がありました、その情報管理。どのような情報管理を
しようとしたんですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　私どものほうで何か情……。
記者会見をしていなかったというのは確かに深く反省
すべきところではございますが、情報管理――意図し
て秘匿するというところではなく、一両日中に記者会
見をするという意識でございましたので、秘匿管理す
るという意識はございませんでした。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃ、この件については、与
党の議員に箝口令をしいたってことはないという理解
でいいですね。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほど申し上げましたが、そ
の際には一両日中には記者会見をし、議員の皆様に
も、全ての議員の皆様に資料をもって御説明をすると
いうことで、御説明をしたところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　先ほど来、我々野党議員から
も質問がありますけど、私もこのことを聞いている
と、やはり知事、全てにおいて危機管理ができていな
いと思います。昨日聞いた、平成27年の地下１階の
ＰＦＯＳ、もう記録がないから分からないとありまし
た。これも記者会見をしたかどうか私は分かりません
けど、記憶として当時の総務部長、または池田副知
事、どの部署にいらしたか知りませんけど、平成27
年のことは覚えていますか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　27年度時点においては、ＰＦ
ＯＳが配管に残留しているということが分からなく
て、当時の部長も、ＰＦＯＳを含む泡消火剤だったと
いう認識がなかったところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　この後いろいろまた追及があ
ると思うので、この件については締めたいと思うんで

すが、少し確認したいんですけど、いろんな件で不祥
事があったときの謝罪会見は、部長と担当課長とか班
長が出ていますね。これはそういう規定があるので
しょうか。副知事が同席しない、知事が同席しないと
いうのは、何か規定が、内規みたいなものがあるのか
伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　事件・事故が発生した場合、
まずはその事務を管理監督をする部長を中心として、
事実関係の調査、そして公表を行っているところでご
ざいます。そのほうが様々な御質問、事務の詳細につ
いても把握していることから、より不明な点を明らか
にできるという観点もあると思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　やはり私は知事がおっしゃっ
ていたように、最後の責任が知事にあるという、管轄
をしているということからすると、知事本人なのか、
または担当副知事なのか分かりませんけれども、何か
見え方としては、部長に全て責任を押しつけているよ
うにという人もおります。ですから、非常に気になる
のが一点。
　それからもう一つ、私、以前、モーニングスマイル
の話を何度かさせてもらいました。モーニングスマイ
ル、知事の毎週月曜日に行う５分のスピーチ。私は毎
回原稿を取り寄せて読んでいます。残念なことに、知
事、沖縄の風習とか行事のことはいいんですけれど
も、その中で例えばこういう不祥事があったときに、
職員に対して、厳重な注意のような発言をしたことを
私見ていません。知事の考えをお聞かせください。
モーニングスマイルというのは、もともと何のために
行っているのか。その沖縄の行事、風習だけでいいの
か。そういった何か事象があったときに、職員に訓
示、その改めるようにという、その９月27日も一切
ありません。それについて、知事はどのようにお考え
でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　毎週月曜日、私が職員、来庁者
の方々へお話をさせていただいていますモーニングス
マイルは、各部局が持っている情報を共有すること、
あるいは県内で行われる催事などについての情報を共
有することなどによって、お互いの相互のコミュニ
ケーションを図るということを目的としております。
この間、例えば新型コロナウイルスの感染が拡大した
際ですとか、あるいは台風の来襲に合わせてですと
か、その折に県庁職員の皆さん、来庁者の方々へ協力
や注意を呼びかけたりということも行っております。
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○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ですからそういうことではな
くて、何かあった場合には、知事がそのモーニングス
マイルという５分のスピーチを使って、職員にある意
味、いろんな緊張感を持たせることも必要じゃないか
というふうに申し上げているんです。その考えがある
のかないのか、じゃお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　職員に対する注意喚起等に当
たっては、各担当部局、特に部長、統括監、課長等か
らそれぞれ指示や、そのような、何と申しますか――
指定をしているものというように思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事は、議会の前には報連相
をしっかり行うようにということも話していますけれ
ども、報連相が徹底されていると私は思えません。僕
はこれ、知事のガバナンスだと思っています。しっか
り取り組んでほしいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(2)に行きます。
　国連人権理事会への出席について。
　ア、費用（随行者含む旅費、イベント費等）につい
て伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問に係る知事及び職員の旅費につきま
しては、概算ですけれども約482万円となっておりま
す。また、国連訪問に係る業務委託等を行っていまし
て、その業務委託契約が約690万円であり、合計で約
1172万円ということでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　渡航費に含まれるものを教え
てください、内訳を。航空券とホテル代なのか、そう
いうのを含めてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　旅費につきましては、通常
の規定どおりの旅費で、航空券、ホテル代、あとは雑
費が恐らく含まれるというふうに理解しております。

○西銘　啓史郎 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　この旅費につきましては、航空運賃と宿泊料及び日
当ということでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ということは、移動は入って
いないんですか。移動費用はどこに含まれているんで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現地での移動につきまして
は、委託料の中に含めることとなっております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃ、イに行きたいと思いま
す。
　面談者のアポイントや県主催イベントの手配等、こ
れ県主催なのか、共催なのかもちょっと未確認なんで
すが、どこが行ったのか伺います。委託先と費用等を
伺います。
○赤嶺　昇 議長　　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　国連特別報告者との面談の設定や講演会の実施など
国連側との調整は、委託事業者である一般社団法人新
時代アジアピースアカデミーが行っております。ま
た、国連人権高等弁務官事務所ですとか、国連難民高
等弁務官事務所、あるいは国連軍縮事務所ジュネーブ
事務所との調整においては県が行っているということ
です。先ほども申し上げましたけれども、委託契約額
は約690万となっているというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　この事業は公募をしたと思い
ますけれども、手を挙げた業者は何社あったんでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　１社でございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　この１社が、新時代アジア
ピースアカデミーということで理解してよろしいで
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しょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　公募は１社で、それが一般社団法人新時代アジア
ピースアカデミーというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　次に行きます。
　国連ＮＧＯ市民外交センターは、どういう団体か伺
います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時32分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　市民外交センターのホームページによりますと、同
団体はアイヌ民族と琉球民族への国際連合参加支援、
国内外の市民団体とのネットワーキング、アジア太平
洋をはじめ世界各地の先住民族と交流、支援を主な活
動としている団体ということになっております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　市民外交センターの英語の表
記を教えてください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　英語表記ですと、市民外交
センター･――Citizen's･Diplomatic･Center･for･the･
Rights･of･Indigenous･Peoplesとなっております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　the･Rights･of･ Indigenous･
Peoplesって、どういう意味ですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　直訳ですと、先住民族の権
利ということだと思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事、ちょっとその次に行き
ますけれども、共同代表の上村英明氏と県知事の面識
について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　上村氏は、今回の国連訪問に係る受託事業者の代表
者でございます。ですので、今回の事業においては、
事前の打合せの際に知事と面談したということをはじ

め、知事の国連訪問に同行していただいているという
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事はこのとき初めてお会い
したんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時35分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回の事業においては、この打
合せの際に面談をしたというのが恐らく初対面だった
と思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　その上村英明さんの役職は、
溜公室長、把握していれば教えてください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時35分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　一般社団法人新時代アジアピースアカデミーの代表
者でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　同じく国連ＮＧＯ市民外交
センターの代表者となっております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事、我々、先住民族につい
ては全く議会では議論していないということでした。
そして、この方が先住民族の権利に――市民外交セン
ターの共同代表。（スクリーンに表示）　それから、
ＮＰＡ、これは実は、ホームページに掲載しています
けれども、数年前の議会でＮＰＡ、梨の木ピースアカ
デミーというのを我々徹底的に質問をしました。知事
がそこで、ある講座に対して開講のメッセージを述べ
た。その梨の木ピースアカデミーが名称を変えて再出
発したのが、新時代アジアピースアカデミーでありま
す。略称は同じＮＰＡであります。私たちは非常にあ
のときもいろんなことを――苦言を呈しました。そし
て、そこでまた私は個人的な攻撃をするつもりはない
んですけれども、その上村さんって方が、先ほど言っ
たように、先住民族の権利に対する市民外交センター
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と。そして、国連でも先住民族のことを扱っていま
す。そういう方々に委託をする、してしまった。それ
から、私気になるのが、いろいろな新聞によると、こ
の上村さんの役割は分かりませんけれども、知事の声
明文を米国政府代表に手渡したとか、溜さんは何して
いたんですか。公室長はそのときそういったことを彼
にさせたんでしょうか。確認させてください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国連の会議の中で、知事の
周りに上村さん、通訳等がいて、たしか上村さんのほ
うから、米国の代表者が来てますという話があって、
その際に知事から原稿を手渡すというか、そちらのほ
うにお見せするようにという指示があったというふう
に記憶しております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ということは、その方は県の
本来、私は公室長がやるべきだと思ったんですけど
も、そういった米国代表に書類を手渡したり、記者会
見でコメントをすることは彼の仕事なんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　上村氏が記者会見でそうい
う発言をしたということではなくて、知事とは別に、
記者とのやり取りの中でそういう発言をされたという
ふうに理解しております。それと、国連の会議におき
ましては、彼、代表者の方が仕組み等を熟知している
ということです。我々は傍聴席のほうに座っておりま
したので、代表者にお願いして、そのスピーチ原稿を
米国の代表者にお渡ししたということでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　サイドイベントは、主催、共
催どちらでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　会場の場所をＮＧＯ市民外
交センターで登録しており、主催も市民外交センター
ということでございます。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時44分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　国連の会議室等を使用する
場合は、ＮＧＯの枠で借用しないといけない関係上、
市民外交センターということで登録しております。た
だ、内容等につきましては、沖縄県のほうで作成して
いるというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃ先ほどの委託費の中に、
その会場費とか、サイドイベントの費用は入っていな
いという理解でいいですね。市民外交センターが主
催ってことは、そういう理解でいいですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになって申し訳な
いんですけれども、国連において会議室等を使用する
ときも、ＮＧＯのほうで借りないといけないというこ
とになっておりましたので、ＮＧＯの市民外交セン
ターの名義でお借りしております。会議室については
無料だということで承知しております。そのほか通訳
等、あとお茶菓子代とかという雑費がありまして、そ
れは一般社団法人新時代アジアピースアカデミーに支
払うことになるというふうに理解しております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いて、知事、その前に１
件、（スクリーンに表示）　今ｉＰａｄに出してます
けれども、この市民外交センターのホームページによ
ると、サイドイベントは市民外交センターと反差別国
際運動が共催するイベントって書いてます。反差別国
際運動っていうのがどういうところか、私は存じ上げ
ませんけれども、そういう主催するところで知事が発
言をすること自体、私非常に気になるんですが、知
事、その会議の雰囲気をちょっと教えてください。何
名ぐらい参加していましたか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　多くのマスコミと一般参
加者約20名程度だったというふうに承知しておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　写真を見る限り、誰が参加し
ていて、誰がマスコミか分かりませんけれども、決し
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て人数は多くないように見えます。今、ホームペー
ジ、皆さん見られると思いますが、その効果があった
かどうかも非常に疑問があります。後ほど決算のとき
にもしっかり追及をしていきたいと思います。
　続いてオ、現地でのスピーチ内容について、知事は
原稿の内容を事前に確認していたのかをお伺いしたい
と思います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　スピーチの原稿につきましては、まず知事公室で原
案を策定して、事前に知事と調整を図り、現地での現
状を確認の上、推敲しながら最終的な原稿としている
というところでございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　８年前の翁長知事のスピーチ
と私比較しましたけれども、違いがありますが、県と
してはどのように把握していますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回スピーチを作成する際も、当然、以前の翁長知
事の際のスピーチというのも参考にさせていただきな
がら策定したと。今回、例えば環境だとか秩序だと
か、いろいろな分野の会議があったものですから、そ
のテーマに合わせて作成をしたというところでござい
ます。
○西銘　啓史郎 議員　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　何ていうんですか、意図し
て使わなかったというよりも、やはり議員が御指摘さ
れたように、その限られた時間の中でいかに言いたい
ことを発言するかというところで、そういう表現に
なったというふうに理解しております。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時51分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　翁長知事のときには３名、秘

書と通訳が行っただけだそうです。今回６名行った理
由は何でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の出張につきましては
知事のほかに、知事の秘書、それと通訳。そして、事
業の責任者である私と、その事業の担当者、それと地
域外交の所掌をする特命推進課の職員の６人で行った
ということで、通常の適正な対応だったかなというふ
うに理解しております。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　前回恐らく翁長知事の国連
訪問の際には、国連本会議でのスピーチとサイドイベ
ントを行ったということで記憶しております。今回
は、本会議でのスピーチとサイドイベントに加えて、
各特別報告者等々と面談と、幅広く情報交換を行うと
いうことで行っておりますので、ちょっと性質が違う
のかなというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　８年前に翁長さんが行った後
に、国連の関係者がどういうふうな動きをして沖縄に
来たのか、または本当に――私はこの件については、
はっきり申し上げます。費用対効果を考えたら、こん
な予算は使うべきではありません。1000万円、これ
は私は強く提言したいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午前11時54分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(3)、辺野古関連訴訟で最高裁
判所判決を受けた県の対応について。
　ア、国の勧告に対し、期限内での回答は困難とのこ
とだが、検討した内容と困難な理由について伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　令和５年９月４日付で、是正の指示を適法とする最
高裁判決が示されたところであります。県は当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討をしておりま
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したが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛
局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁
判を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基づく
代執行訴訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　９月４日から今まで、誰とど
のように内容を検討しているのでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時55分休憩
　　　午前11時56分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　まず、県庁の内部、あるい
は弁護士の方々、あとは行政法学者等、そのほか知事
の関係者となるかと。そういうふうに思っておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これまで何回、何時間ぐら
い、その議論を検討しているんですか。もう１か月た
ちますよ。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　頻繁に行っておりますの
で、何回ということはちょっと承知しておりません。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃ、次に行きます。
　イ、知事は以前の本会議で、司法の判断に従う旨の
発言を行いましたが、今でも同様な考えか伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　令和４年の11月定例会にお
いて、仲里全孝議員の質問に対して、前公室長から、
一般論として司法の最終判断を尊重することは当然の
ことであるというふうに考えておりますと答弁し、次
いで知事から「ただいま公室長が答弁したとおりであ
ります。」とお答えしたということはございます。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　記憶が定かではないんですが、
遵法性を尊重するというように答弁をしたのではない
かと思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。

○西銘　啓史郎 議員　では、ウですけれども、行政
の長として、法律を遵守することの重要性をどのよう
に考えているのか。そういう発言があったのであれ
ば、今回の答えは、私は１つだと思っております。い
かがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　法令等に基づく事務を自らの判
断と責任において誠実に執行する義務を負う立場にあ
るということで、法律を遵守することは重要であると
思います。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　遵守していますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回のこの承認、不承認の方針
の決定に当たっては、様々な検討を加えた結果、判断
できないということに至ったものであります。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　先ほど尖閣の件で、知事が、
いろんな意見があるという話をされました。辺野古問
題についても県民もいろんな意見があると思います。
ただし知事は、支持する人のため、自分の判断に近い
ものについてはそれを支持をし、自分の考えと違うも
のについてはいろんな考えがあるというようなこと
に、私は聞こえました。やはりこれは知事、もう行政
の長ですよ。知事が衆議院議員なら、どんな発言をし
ても私は構わないと思います。でも長として、部下の
皆さんも法律、条例を基に全てを判断しています。知
事自らがそれをやらないと、先ほど来いろんな意見が
ありますけれども、私は県庁は崩壊すると思います。
大変失礼な言い方をしますけれども、モーニングスマ
イルしかり、しっかり締めるところは締める。そう
いったことができないと、私は部下の方、部長以下課
長含めて、大変苦しい思いをしていると思います。判
断もいいんですけども、決断をしてくださいよ。大所
高所からこれからの沖縄のことを考えて、対話に求め
るのではなくて、対話で何か合意点が見つかるのなら
構いません。知事の主張と政府の主張が平行線であれ
ば、対話を重ねることに本当に意味があるのか。どち
らかが歩み寄って答えが変わるっていうのであれば、
私は対話すべきだと思います。一方的に主張すること
を、場を設けてほしい、場が設けられないと政府を批
判するのではなくて、知事自ら、いろんな悩みがある
と思いますけれども、ぜひ決断をしていただきたい。
判断と決断の違いを以前申し上げました。判断は頭で
誰が考えても同じような答え。遵法の精神で法律に
のっとるのであれば、今回はもう承認するしかない
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と、私は思います。そうじゃなくていろんな思いがあ
るのは理解もしますけれども、やはり行政の長として
はしっかり決断をしていただきたい。心の中で決めて
いただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(4)に行きたいと思います。
　離島振興について。
　ア、北大東製糖の工場老朽化対策について県の方針
を伺います。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　老朽化が著しい北大東製糖工場については、圧搾設
備やボイラーに係る工場建屋が築60年以上経過して
いることから、工場の老朽化対策の緊急性は高いと認
識しております。一方、工場整備については、建設費
用が多額になることに加え、事業実施主体の費用負担
や財源確保等が大きな課題となっております。
　県としましては、工場の老朽化の現状も踏まえ、工
場整備に係る早期の課題解決に向け、引き続き、国や
北大東村など関係機関と検討を進めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　我々、会派沖縄・自民党有志
で北大東、南大東を回ってまいりました。北大東の工
場長、社長ともお話をしました。工場の煙突に書かれ
ている「さとうきびは島を守り島は国土を守る」とい
う言葉、文言。まさにそのとおりだと思います。ぜ
ひ、前向きな検討調整をお願いしたいと思います。
　イ、第一航空の粟国路線赤字補塡について県の方針
を伺います。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　粟国航空路線については、国の補助対象となる定期
便化までには、運航会社の人員確保や施設整備に期間
を要することから、早期就航を優先して、チャーター
方式で運航しているところです。
　県としては、運航に伴い生じる欠損について、粟国
村と２分の１ずつ補助しているところですが、財政
基盤の脆弱な村にとっては負担が大きいことから、
チャーター方式運航に国の補助が適用できないか、国
と協議するとともに、県と村の補助金負担割合につい
ても検討しているところです。

　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総残時間が終わりました。
○西銘　啓史郎 議員　ありがとうございました。
　ぜひ知事、県民のいろんな声もあります。悩みも深
いと思いますが、ぜひ決断をしていただければと思い
ます。よろしくお願いします。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時25分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　午後、１番バッターで沖縄・自
民党、皆様方に一般質問を行いたいと思います。又吉
清義です。
　順番を変えて、まず初めに２番のほうから先に行い
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
　まず、令和５年度から令和８年度まで実施期間の新
沖縄県行政運営プログラムで、行政運営の質の向上を
目指してと第一目標に掲げているが、その実態を伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　新沖縄県行政運営プログラム
では、県民福祉の増進を目指す行政運営の質の向上を
基本理念とし、多様化する県民ニーズへ迅速かつ的確
に対応し、沖縄21世紀ビジョンの実現を図るため、
持続可能な財政基盤の確立に向けた行政運営の構築、
デジタル技術を活用した業務の効率化、内部統制機能
の強化等に取り組むこととしております。
○又吉　清義 議員　議長、休憩してもらえません
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時27分休憩
　　　午後１時27分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○宮城　力 総務部長　内部統制の強化に取り組むこ
ととしておりますが、このプログラム中における重大
な不備事案の発生件数をゼロと成果目標を設定してい
るところでございますが、令和５年度に入りまして、
職員の逮捕、それから特別会計２会計における赤字決
算の発生、それから今回、私に起因しますＰＦＯＳ等
を含む泡消火剤等の流出の事案が発生しているところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　残念なことに、新年度、令和５
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年から８年まで、このように大きなすばらしい目標を
掲げた。スタートからとてもじゃない、質の向上では
ありません。私はそういうふうに実感しております。
ですからさらにお聞きいたします。まず、皆さんが掲
げたこのプログラムに関しまして、この84ページの
ほうにあります内部統制とは、どのように定義をして
いるのか、またコンプライアンスとはどのようなこと
なのか、重大な不備とはどのように明記をしているか
伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　内部統制とは、組織内で不正
やミスの発生を防止し、業務が適正かつ効率的に遂行
されるよう業務手順、規則等のように業務に組み込ま
れ、組織内の全ての者によって遂行される仕組みのこ
とを言います。また、コンプライアンスは、法律など
の法令を遵守することを意味し、広義では倫理や道徳
を含む社会規範を遵守することとされています。内部
統制の重大な不備とは、業務の管理及び執行が法令に
適合していない、または適正に行われていないことに
より、組織、県民等に大きな経済的、社会的不利益を
生じさせる蓋然性が高いもの、もしくは生じさせたも
のが該当いたします。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　残念なことに、今ありました内
部統制、コンプライアンス、重大な不備、これが今、
沖縄県の県政の実態かと思います。それを踏まえて、
今日はこれからさらに詳しく質問をさせていただきた
いと思います。
　まず１番目の９月４日の辺野古埋立訴訟の敗訴判決
結果について、県の対応を伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところであります。県は、当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討しておりまし
たが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛局
の埋立変更承認申請に対する承認を命ずる裁判を求め
て、地方自治法第245条の８第３項に基づく代執行訴
訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。

○又吉　清義 議員　最高裁判決で皆さん敗訴する、
そして勧告をされる、そして指示をされる。それでも
なおかつ皆さん、判断するのに時間がないとかいろい
ろな理由があるんですが、私が非常に疑問に思うの
が、一宜野湾市民の代表として、皆さん、この辺野古
埋立て、設計変更、軟弱地盤を取り上げるのはよしと
しましょう。一番大事なのは、宜野湾市民の命、10
万人余りの命を守るために普天間飛行場を移さないと
いけないと。これが原点なんですよ。その原点は、
すっかりないがしろにされている。皆さん、どう思い
ますか。人の命を守る大事なことに関して、判断する
時間ができない、判断ができない、私はこれ理解でき
ないです。もっと部長、原点に返り、そして我々は法
治国家でございます。先ほどの皆様方のものにもあり
ました。コンプライアンスにもありました。法律など
の法令を遵守することです。遵守することです。皆さ
ん、遵守していますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私が承認、不承認の判断をしな
かった、できなかったというのは、最高裁判所の判決
の内容を精査した上で対応を検討する必要があり、ま
た県民、行政法学者の方々などから様々な御意見が寄
せられ、県政の安定的な運営を図る上で、これら意見
の分析を行う必要があるというように考えたものであ
ります。私は、対話による問題解決、解決策を求め
る、そういう民主主義の観点、そして政府に対して求
めてきた普天間飛行場５年以内の運用停止もいまだ実
現していないこと、そして辺野古新基地建設は仮に埋
立変更承認を得たとしても、供用開始までに12年以
上を要し、その間、普天間飛行場がそのままであり続
けることは、知事として承服できないというような現
状のことも踏まえて考えたものであります。他方で、
行政の長としては、先般の最高裁判決を受け止める必
要があるということから、これらのことを総合的に踏
まえて判断する必要があると考えたものです。
○又吉　清義 議員　休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時34分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　国の計画に対して答弁をすると
きには、普天間飛行場の代替施設という言葉を使いま
すが、そうではないことにおいては、辺野古新基地建
設という表現もまた認められているというように思う
ものであります。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
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○又吉　清義 議員　皆さんそうじゃなくて、やはり
正しくやるのが当然だと思います。正しく。今の答
弁、私は全く理解できないんですが、12年以上もか
かる。なぜかかるかですよ。だって知事のほうでこう
いった、私からすると、本当にこれでいいのかと。単
なる先延ばしですよ。先延ばし。何でもかんでも。知
事があるべき姿で、さっさとこの行政を進めていけ
ば、既に終わっていますよ。皆さんが反対、反対をし
て、もう20年も越しておりますよ。しっかり終わっ
てしまえば、もう普天間飛行場は移設しております
よ。これは10年以上かかるっていうのは違うと思う
し、そしてまた予算もたくさんかかるから駄目と言う
んですが、一番大事なのは宜野湾市民の命を守る。予
算はかかっていいんですよ。かかっていい。一日でも
早くこれを完成するのが当たり前であって、皆さんの
反対は、宜野湾市民の命よりも金が高いから駄目だと
か、時間がかかるから駄目だとか、これ皆さんがやっ
ていることですよ。これはおかしいですよ。おかしい
と思いませんか、皆さん。宜野湾市民の命と予算、
どっちが大事なんですか、お答えください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　我々が政府に対話によってこの
問題を解決しようということの原点は、まさに議員
おっしゃるとおり市民の命、県民の将来であります。
ですからそのために一日も早い普天間基地の危険性の
除去、早期閉鎖・返還を我々は求め続けております。
しかるに、仲井眞知事の際にも、政府は５年以内の運
用停止をお約束したはずです。それが実現できていれ
ば、宜野湾市民の皆さんは、もっと早期に、安心して
生活ができる環境がつくれたのではないかと思いま
す。ですから、翻って考えるに、政府に対しては対話
によって解決を求めていきたいという私たちの姿勢
は、今までもこれからもずっと政府に対して求め続け
ているということを御理解いただければと思います。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　全く理解できません。運用停止
は誰が求めたんですか、５年間の。自民党が認めて早
めに埋立てをして、それを条件に５年の運用停止も一
緒にやりましょうとやったんですよ。皆さんがやった
ら誤解するじゃないですか。皆さんそれでも反対した
んですよ。東京都の小金井市議会なんか見てくださ
い。受入れもしないと表明もしたんですよ。違うで
しょう。自民党はこの一つ一つをしっかりと柔軟にで
きるように、それを条件に運用停止であり、分散型で
あり、それを求めているから国はそれに向けて努力を
しましょうとやったんですよ。とんでもないですよ。

　そして、私は今の知事の、何というんですか、この
判断できない旨に関して、本当に一日も早くであれ
ば、一日も早い判断は当たり前なんですよ。訴訟を２
年間も３年間も争う中で、いまだにこれが判断できな
いということ自体、これはおかしい。これは私からす
ると知事の怠慢にしかすぎない。
　それからあえて言わせていただきます。普天間飛行
場代替施設建設に係る設計変更承認申請を承認せよと
いう国土交通大臣の指示に従わず、玉城知事が現時点
で承認することはできないという判断をしたことは、
以下に述べるとおり、憲法秩序を破壊する行為です。
すなわち、玉城知事の判断は日本国憲法99条に定め
る公務員の憲法尊重擁護義務を履行せず、我が国の憲
法秩序を破壊する壊憲的言動であり、最高規範である
日本国憲法を無視することにほかならないという点で
問題であり、地方公共団体の長はおろか、もはや日本
国民として許されない行為であるということです。今
回、玉城知事が最高裁判所の終局的判断に従わないと
いうのは、まさにこの憲法的司法秩序を無視する行動
であり、法治国家への挑戦と表現されることは自明で
あります。加えて、承認手続に関係する職員は、地方
公務員法に定める一般職の職員であり、それぞれ「私
はここに日本国憲法を尊重し、地方自治の本旨にのっ
とり、民主主義の精神を体するとともに公務を能率的
に運営すべき責任を深く自覚し、県民全体の奉仕者と
して誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓いま
す」という地方公務員法第31条及び沖縄県職員等の
服務の宣誓に関する条例に定める服務の宣誓を行って
入庁しており、最高裁判決に従うべきだと進言した職
員に対して、従う必要はないという指示を知事がした
のであれば、この服務の宣誓に違反する行動を取るよ
う強要したことにほかならず、公務員組織としての正
当性が否定される沖縄県は非常事態なのです。
　国が地方自治法の規定に基づき、代執行の訴えを提
起したのは、今回このように義務を履行しないことに
よって公益が害され、他の手段によっては問題が解決
できない場合に備え、あらかじめ法律に定められた解
決方法を取ったものであり、法の執行として至極当然
です。これは皆さんも言っております。まず、コンプ
ライアンスでも法律などの法令を遵守する。全く皆さ
ん遵守をしていないじゃないですか。おかしいです
よ。ですから知事、しっかりと――今まで沖縄県民は
基地問題で揺れ動く、そして県民も真っ二つに割れ
る、学力も落ちる。私からすると、経済も衰退をして
いるんじゃないかと危惧することばかり。これまで何
十年もかけて、皆さんとして基地問題何一つ解決して
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おりません。考え方を変えて、もっと私は大きな展望
から、このように最高裁の判決までした、やるべきだ
ということを提言して、次に移らせていただきます。
　休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　９月20日から始まったワクチン
接種についてなんですが、実を言いますと、日本医師
会の釜萢常任理事は、2023年８月２日の記者会見で
新型コロナウイルスワクチンについて認めるというこ
とと、さらに過去に副反応が非常に強く出た人につい
ては、接種を慎重に検討するように呼びかけました。
そしてまた、泉大津市が主催したアフターコロナの
健康シンポジウムが令和５年７月22日に行われまし
た。そのシンポジウムの内容によりますと、名古屋大
学名誉教授小島先生は、23年１月の世界９か国の中
で感染者数は韓国が１位、日本は４位。我が日本は、
５月８日から６回目のワクチン接種が始まり、６月後
半には世界のトップになりました。村上康文東京理科
大学名誉教授によりますと、９月にＸＢＢ対応型ワク
チン接種が始まりますが、動物実験だけで人への臨床
試験は全くやられていないのです。これが今９月20
日から始まっている１価ワクチンのものでございま
す。そこで、時間がありませんので割愛して、すぐ議
論からいきたいと思います。
　(4)、世界で７回以上ワクチン接種を実施している
国々は、どこがあるかお答えください。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　海外の接種状況については、厚労省の厚生科学審議
会の予防接種・ワクチン分科会の資料から引用しま
すと、2023年の秋にワクチン接種を行う諸外国とし
て、米国、それから英国、カナダ、フランスが上げら
れておりますが、それぞれの国々で何回目なのかとい
うふうな記載がないので、今の議員の質問には少し答
えることが難しい状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　やる予定で実施しているのは、
正直に言って、私が調べている限りは日本だけです。
　そこで伺います。
　ちょっと休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時45分再開

○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　現在、沖縄県、７回目のワクチ
ン接種、日本全国で接種率はどのようになっています
か、お答えください。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　７回目の接種率、秋開始接種ワクチンについて
は、10月１日時点になりますけれども、全国平均で
高齢者が4.63％、それから全年代が1.86％。繰り返
します。高齢者の接種率が全国で4.63％、全世代が
1.86％です。沖縄県の接種率は、高齢者が3.53％、
全国34位。そして、全世代が1.17％、全国45位とい
う状況となっています。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　接種率もこのように低いです。
さらに、もしよろしかったら、資料がなかったらよ
ろしいです。10月３日に首相官邸からも出ておりま
す。ワクチン接種率ですね。それも分かるようだった
らお答えください。そしてそれと比較して、これが１
定点当たりの９月11日から27日までの沖縄県のコロ
ナ感染率、どのようになっているかお答えください。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　まず、首相官邸のデータということで、これまでの
ワクチン総接種回数――都道府県別ですけれども、人
口10万人当たりの接種回数が多い上位３県は、秋田
県、山形県、岩手県となっております。その３県につ
いては、５類移行前まで、５月７日までの感染者数で
すけれども、秋田県が46位、岩手県が47位、山形県
が44位となっております。沖縄県はこれまでのワク
チン接種率は、接種者数最下位で、累積の感染者数は
１位となっているというのが首相官邸の資料となって
おります。すみません、９月11日から27日のデータ
はちょっと今手元にないですので、確認をしたいと思
います。
○又吉　清義 議員　休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　９月11日から17日までの１週間の定点当たりの数
は、沖縄県は11.67人ということになっています。全
国は17.54人ということですので、全国よりは低い値
で推移をしています。その次の週の９月18日から24
日についても、沖縄県は11.56、全国のほうは、その
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後減少しまして、11.01ということで減少傾向が見ら
れております。感染者数については以上となります。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長、もっと県民に丁寧に説明
したほうがいいですよ。同じ資料と思いますが、これ
はちゃんと新聞記事ですよ。９月11日から17日、沖
縄県最下位ですね。ちゃんと最下位と書いてあります
よ。最下位。感染者最下位。そして、９月24日に関
しても、全国も同じように減ってきました。沖縄も減
りましたということを言わないと、皆さん。沖縄だけ
増えているように勘違いしますよ。ですから、私はそ
こで何を言いたいかといいますと、今日、沖縄県のワ
クチン接種率は全国でもかなり低く、感染者もかなり
低いということは、県民の感染対策は、ワクチン接種
に頼るのではなく、自己免疫の向上と衛生管理を徹底
している表れである。意識が変化してきたあかしであ
ると思われる。ですから、県のコロナ感染対策は、ワ
クチン接種以上に自己免疫の向上と衛生管理をさらに
徹底するべきであると判断できると思いますが、いか
がですか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　ワクチンを県民にお願いをするときの私たちの大き
な目的としましては、重症化防止というのがございま
す。この冬にもまたコロナが流行するかもしれないの
で、そのときに重症化しないように特に高齢者、基礎
疾患のある方については接種を勧めてくださいという
ことを行っているところであります。感染予防にどの
くらい寄与するかどうかについては、様々な議論があ
りますけれども、まず重要なことは、重症化する方を
少なくするということで、国のほうの接種の対象も、
勧奨する対象として、この秋のワクチンからは65歳
以上の高齢者、それから基礎疾患のある方に限定され
たということもありますので、重症化予防のために、
冬が来る前にワクチンを今打ちましょうということで
県民に呼びかけているところであります。
○又吉　清義 議員　休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　県内の医療機関の逼迫をやはり防がないといけない
ということもありますので、先ほど申しました重症化
しやすい、重症化リスクの高い高齢者に重症化予防の
ための接種を呼びかけるのと同時に、それ以外の方々

についてはこれまで培ってきた感染予防対策によって
感染を予防する、あるいは規則正しい生活を行うこと
で本人の体調を崩さない、免疫状態を悪化させないと
いうふうな形の呼びかけはインフルエンザにも通じる
ものがありますので、呼びかけているところでござい
ます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　私は呼びかけるだけではなく
て、皆さん、もっと行動を起こしてもらいたいなと思
います。私が何を言いたいかといいますと、やはり自
己免疫を高めるために、学校給食なり、県民の食材
に、それなりの栄養価値のあるものをもっと皆さん、
県自ら提供すると。そうしたら、県民も痛い注射を打
たれるよりは、はい、こういうおいしいのを食べて、
食材をうんと食べて、免疫を高めるんだったら、私は
さらによくなると思いますよ。ワクチン接種だけに多
額の予算をかけるだけじゃなくて、その一部をそれに
回すと。学校の子供たちにも。そして、元気をつける
と。そういう策も必要じゃないですかと私は言いたい
んです。いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　栄養バランスの取れた食
事を行い、適度な運動を行うなど、生活習慣をリズム
よく行うことで、体調管理を行うということは非常に
重要なことであるとは考えております。ただ、この食
べ物を食べると免疫が向上するというふうな効果とい
うのは、なかなかないと思いますので、今申し上げた
ように、バランスよく食べてくださいというふうな形
で、健康増進ということで呼びかけているところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長、私は間違いだと思うよ。
食べ物を食べて、免疫が向上することはあり得ない、
こんなことはないですよ。我々は食を食べて免疫を高
めることができるんですよ。生きることができるんで
すよ。あなた、食を食べずにどのようにして免疫を上
げますか。毎日走れば免疫が上がるんですか。どうな
んですか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　先ほどの私の発言の趣旨は、特定の物を食すること
で免疫が上がるというふうなものを県民にお知らせす
ることは難しいというふうなことでございます。もち
ろん御指摘のように、毎日毎日の食事をバランスよく
食べるということは非常に重要なことであるというふ
うに考えています。
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○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　時間がもったいないですから。
特定の食を食べて、上がるのは事実です。ちゃんと
データにもあります。後で研究してください。そし
て、栄養価の高い物を食べることによって、免疫も上
がります。これも事実です。全然違います。認識を変
えたほうがいいですよ。時間がもったいないからもう
次に行きます。
　ちょっと休憩してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　もう時間がありませんので、い
きなりＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの７番に移りたいと思いま
す。
　管理体制の不備によりＰＦＯＳ等が６月に県庁舎内
駐車場から流出していたにもかかわらず、指摘される
まで報告を一切行わない県の姿勢について伺います
が、まず初めに、那覇市議会で、ＰＦＯＳ久茂地川流
出事故に関する抗議決議が共産党を含め外１人の退席
のある中、決議されました。
　県としては、この決議についてどのように受け止め
ているかを伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時56分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まず、今回のＰＦＯＳ等を含む
泡消火剤が久茂地川に流出したことにつきましては、
そしてまた公表が遅れましたことについては、那覇市
議会から抗議を受けましたことを重く受け止めており
ます。那覇市民をはじめ県民の方々に大きな不安を与
えたこと、改めておわびを申し上げます。
　県としましては、今後このようなことがないよう、
県民生活に影響を及ぼすおそれがある事象について
は、直ちに私をはじめ三役へ報告し、関係機関と情報
を共有するとともに、県民の皆様にも速やかな公表を
図ってまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　昨日の仲里全孝議員の一般質問
の中で、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの流出と漏出に関しまし
ては、平成22年度からこれがあったということなん
ですが、もう一度これ伺います。平成22年度から何
年度にどこでＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの漏れ、流出があっ

たのか、もう一度確認いたします。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　平成27年度に、地下１階の駐
車場で流出があったと記録が残っております。ただ詳
細な記録は保存期間が５年であるために残っておりま
せんが、写真等が残っているというところです。こ
の27年度の事案の際なんですが、平成22年にＰＦＯ
Ｓ、ＰＦＯＡを含むタンク、泡消火剤を取り替えまし
た。泡消火剤はもう使っていないという認識でおった
んですが、令和３年度、正確に申し上げると令和４年
の１月に配管を調べたら、残留物があると。ＰＦＯ
Ｓ、ＰＦＯＡの残留があるということが判明したとこ
ろでございます。平成27年度の時点にあっては、Ｐ
ＦＯＳ、ＰＦＯＡが入っていないという認識でござい
ましたので、特に対外的に公表するというようなリア
クションは行っていなかったところでございます。昨
日申し上げた６月の地下駐車場の２階の事案とあと１
件、首里城の首里杜館で配管工事中にということを申
し上げましたが、この配管を取り替えるときに、泡消
火剤が二、三十リットル流出して、それをすぐ回収し
たというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　昨日の皆さんの説明では、首里
城もある、そして県の管理しているコザ・ミュージッ
クタウンですか、そして那覇とかいろいろありまし
た。トータルで何件ありましたか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほど申し上げた３件は、県
有施設でございます。昨日、ほかに申し上げた４件に
つきましては、県管理以外の建物で、県が把握してい
るＰＦＯＳの流出事案、放出事案でございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そこで部長、お伺いします。
　この県管理施設、この３施設であったということで
すが、これは知事に報告してあるというふうに理解し
ていいんですか。してないというふうに理解していい
んですか。取扱いはどのようになっていますか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　今回、６月の県庁駐車場地下
２階の事案については、報告しておりません。それか
ら27年度の時点は、ＰＦＯＳ等が含まれていないと
いう認識でありましたので、これも報告しておりませ
ん。もう１件、首里杜館の20リッター、30リッター
の事案ですが、これは配管の工事中に少し流出したと
いうところもあって、いずれも報告していないという
ところでございます。ただ、６月の地下２階の駐車場
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の流出事案にあっては、八百、九百リットル近く放出
されて、これを回収すれば足りるという私の危機意識
の欠落した判断の下、上司に報告を怠ったということ
で深く反省しているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ちょっと理解できないんです
が、皆さん。こういった重大なものを幾ら危機意識で
あり――これは総務部長一人で判断するんですか、本
当に。首里城公園内の土木関係も全く無関係なんです
か。土建部長に改めてお尋ねいたしますけど、全く無
関係なんですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　首里杜館の配管工事における流出でございますが、
工事エリア内で発生したものでございまして、即座に
流出対策を実施し、回収作業を行い、外部への流出が
なかったというところから、公表等はしていなかった
ものでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そしてこれは、公務上は、この
報告というのはお互い口頭だけで行うのか、文書でや
り取りをするのか、どちらですか。こんな重大な事件
というか、これに関しては、口頭だけで終わるんです
か。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほど申し上げましたよう
に、私の危機意識の欠落により認識がなかった。本来
であれば、最初に口頭で報告し、後日詳細が判明次
第、資料をもって、書面をもって、上司に報告すべき
であったというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうすると、このような重大な
このＰＦＯＳ問題に関しまして、じゃ文書でもやり取
りをしない、口頭だけで全て行っていたと。で、今回
の６月にあったものに関しても、口頭だけであったの
か、文書で終わったのか。これどのようになっていま
すか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　９月15日、最初は口頭で報告
したところでございます。そして９月25日、三役お
そろいになりまして、記者会見資料、議員の皆様への
説明資料、それに沿った形で資料をもって、どこに最
初に泡が流れ込み、そこから庁内のどこそこに流れ
て、そこからまた久茂地川に流れ込んだ、数値はかく
かくという形で資料をもって報告したところでござい

ます。
○赤嶺　昇 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　理解できないんですが、知事に
伺います。
　９月定例会の前の９月25日に、皆さん与党連絡会
でこの連絡があったということなんですが、これをあ
えて９月27日にこれを新聞発表するという考え、経
緯ですね。本来ならば開会前にやるのが当たり前です
が、これ誰一人こういったことは、やはり開会の当日
に発表するべきだということは、誰一人そういう意見
はなかったんですか。みんなで、これは伏せておこう
とする考えになったんですか。非常に疑問なんです
が、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　本来ならば、開会日に知事か
ら皆様へ御報告すべきだったところではあるのです
が、原因をつくりました私どもの手前勝手な理由では
ございますが、資料の詳細が整っていなかったという
こともありまして、開会後の27日に公表に至ったと
いうところで、この点についても深く反省をしている
ところでございます。
○又吉　清義 議員　はい、合点ではありませんが、
ありがとうございます。
　終わらせていただきます。時間ですので。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
　　　〔中川京貴　議員登壇〕
○中川　京貴 議員　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を通告しております。項目に従い順次質問
を行いたいと思います。
　１、沖縄振興策の今後について。
　(1)、･県は、沖縄21世紀ビジョンの期間が終わる
2030年以降の沖縄県の将来像をどのように描いてい
く考えを持っているのか伺いたい。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、･辺野古埋立設計変更申請に係る最高裁判決に
ついて伺いたい。
　(2)、･玉城知事は度重なる米軍人、軍属による事
件・事故、基地問題などの解決にどのような形で取り
組んでいるか伺いたい。
　(3)、･米軍嘉手納基地や普天間飛行場周辺で100デ
シベルを超える米軍機などの騒音が常態化しているこ
とに対し、県の対策について伺いたい。
　(4)、･嘉手納基地周辺の嘉手納町、北谷町、読谷村
における１日当たりの航空機騒音発生回数について伺
いたい。
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　(5)、･嘉手納基地周辺の最大騒音数について伺いた
い。
　(6)、･嘉手納基地内に格納庫など新たな施設が建設
されているが、米軍基地内の施設に対し県の許可や書
類の申請等は必要あるか伺いたい。
　(7)、･航空機騒音規制措置（騒音防止協定）は守ら
れているか伺いたい。
　(8)、･沖縄県の米軍基地の面積と全国の米軍基地の
面積の比率について伺いたい。
　(9)、･米軍基地周辺の防音工事について。
　ア、対象区域の現状と予算、件数、課題について伺
いたい（令和３、４、５年）。
　イ、嘉手納基地、普天間飛行場周辺の全世帯に対
し、防音工事を実施している世帯数を伺いたい。
　ウ、住宅防音工事の手続の簡素化を図り、家主が防
音工事を申請し借家人が引っ越して空き室でも防音工
事ができるような制度など、政府に要請した経緯はあ
るか伺いたい。
　エ、住宅だけではなく店舗及び事務所等の防音工事
ができるよう、県はこれまで政府に要請した経緯はあ
るか伺いたい。
　オ、住宅防音工事に対し、電気代の国庫負担につい
て要請等をしたことがあるか伺いたい。
　カ、平成20年より防音工事の対象が拡大され一定
の評価は得られたが、まだまだ騒音被害を受けている
地域では不平等だと要請を受けているが、県の認識と
取組について伺いたい。
　キ、住宅防音工事の告示日を廃止して、これまでに
できなかった80Ｗ・75Ｗ地域の外郭防音工事ができ
るよう政府に要請したことがあるか伺いたい。
　(10)、基地関連収入について。
　ア、軍用地料や思いやり予算など、県に入る収入、
市町村に入る収入について伺いたい。
　イ、地域振興・基地補正・密度１（傾斜配分）の設
置された経緯と現状について伺いたい。
　ウ、県と市町村の案分について伺いたい。
　３、教育行政について。
　(1)、･全国学力テスト開始以来、ずっと７年間にわ
たり小学校、中学校とも全国最下位でした。全国最下
位を脱したのは、西暦何年で全国何位でしたか。その
ときの最下位を脱した経緯について伺いたい。
　(2)、･全国最下位を脱した年から今年（2023年
度）までの全国順位を、年度別に小学校、中学校、伺
いたい。
　(3)、･教職員による長期的、短期的な休暇につい
て、その内訳と臨時職員を対応するための人数と予算

について伺いたい。
　(4)、･全国的に教員の労働条件改善が課題となって
いるが、本県の教員の残業実態等は把握できているか
伺いたい。
　(5)、･給食費の小学校、中学校の無償化について。
　ア、令和５年度現在までに給食費無償化を実施して
いる市町村と学校数について伺いたい。
　イ、給食費無償化をした場合の予算額は幾らか（学
校数・対象者数）伺いたい。
　４、道路行政について。
　(1)、･高速道路の交通渋滞について。
　ア、私は令和元年10月の一般質問でも取り上げま
したが、再度質問いたします。沖縄市の１万人収容
の多目的アリーナのイベント等に伴い、沖縄南イン
ター・北インター地区の交通渋滞対策として、出入口
の拡幅工事や新たなアリーナ駐車場に直接通行できる
道路を建設するべきではないか伺いたい。
　イ、沖縄南インター・北インターの間に、嘉手納町
から沖縄市（池武当）向け県道74号線（仮称：池武
当インター、アウトインができるフルインター）につ
いて、平成27年６月に一般質問をしましたが現状と
進捗状況について伺いたい。
　(2)、･北谷町砂辺浜川地域（嘉手納基地第１ゲート
前・旧コザ信用金庫北谷店前）の国道58号の出入口
は、朝夕の渋滞はもとより日中も大きな交通渋滞があ
り、地元地域から問題解決の要請を受け、私は平成
24年７月の一般質問から取り上げてきましたが、現
在の進捗状況について伺いたい。
　５、防災対策について。
　(1)、･台風６号による県内の被害状況とその概要と
対策について伺いたい。
　(2)、･災害時及び台風時の対策として、41市町村の
公共施設における発電機の設置状況について伺いた
い。
　(3)、･以前にも一般質問で取り上げましたが、台
風・自然災害等で電気が使用できなくなった場合の対
策として、公共施設・自治会または住宅・店舗に太陽
光・風力発電機を導入し、蓄電池を備えた防災対策を
するための補助金をつくるべきではないか伺います。
　(4)、･県が管理する県営団地及び公共施設（学校・
病院）など、台風・自然災害で停電しても高層住宅の
エレベーターの稼働や断水することなくポンプアップ
できる発電・蓄電整備はできないか伺いたい。
　６、我が党の代表質問との関連については質問いた
しません。
　答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
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○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　中川京貴議員の御質問にお答え
いたします。
　沖縄振興策の今後についての御質問の中の(1)、
2030年以降の沖縄県の将来像についてお答えいたし
ます。
　2030年以降の沖縄県の将来像については、新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画の成果指標の達成状況や
新たな課題等に係る検証を行った上で、検討してまい
りたいと考えております。2030年以降の沖縄振興に
おいては、国連ＳＤＧサミット等の国際社会の動向を
踏まえ、持続可能な沖縄の発展並びに誰一人取り残
すことのない優しい社会の実現を目指すとともに、
2050年カーボンニュートラルの実現やデジタル化の
進展など本県を取り巻く時代潮流に対応し、世界に誇
れる島嶼型環境モデル地域の形成やデジタルトランス
フォーメーション・イノベーション創出による県民所
得の向上等、発展した沖縄県の姿が想定されるところ
です。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、米軍基地問題について
の中の(1)、最高裁の判決についてお答えいたしま
す。
　県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性
について何ら判断せずに訴えを退けた最高裁判所の判
決は、県民投票で示された辺野古新基地建設のための
埋立てに反対する県民の意思や県の主体的な判断を無
にし、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲法
が定める地方自治の本旨をもないがしろにしかねない
ものであります。知事は、この判決について、最高裁
判所には、憲法が託した「法の番人」としての矜持と
責任の下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判
決を最後まで期待していただけに極めて残念でありま
すと述べております。
　同じく２(2)、事件・事故等の解決への取組につい
てお答えいたします。
　本県には、戦後78年、復帰後50年以上を経た今も
なお、全国の約70.3％の米軍専用施設が集中してい
ることにより、米軍関係の事件・事故は後を絶たず、
騒音、水質汚濁等は県民生活に多大な影響を及ぼし、
市町村議会においても、米軍基地から派生する騒音等
の様々な問題への抗議決議が繰り返されております。

本県の基地負担の状況は異常であり、到底受忍できる
ものではないことから、令和３年５月に行った復帰
50年に向けた要請や、昨年岸田総理大臣に手交した
新たな建議書などにおいて、在沖米軍基地のさらなる
整理縮小等を求めております。引き続き、目に見える
形で過重な基地負担の軽減が図られるよう取り組んで
まいりたいと考えております。
　同じく２の(3)、航空機騒音への対策についてお答
えいたします。
　嘉手納飛行場及び普天間飛行場においては、基地負
担の軽減を図るため、航空機騒音規制措置に関する合
意や航空機の訓練移転が実施されておりますが、昼夜
を問わない訓練や外来機の飛来等により、周辺地域住
民に多大な騒音被害を及ぼしており、負担軽減と逆行
する状況にあると言わざるを得ません。このため、県
は、去る９月14日、沖縄防衛局、米軍等に対し、航
空機騒音規制措置の厳格な運用や外来機の飛来制限等
を要請したところであり、引き続き、騒音をはじめと
する周辺住民の負担軽減が図られるよう取り組んでま
いります。
　同じく２の(6)、基地内施設建設に係る県の許可等
についてお答えいたします。
　県としては、米側が米軍基地内で実施する工事につ
いて、事業主である米側に対しては国内法が適用され
ないものの、施工業者に対しては適用されるものと認
識しております。そのため、例えば、建築基準法に基
づく建築確認の申請や赤土等流出防止条例に基づく届
出は、事業主に対して義務づけられている手続である
ため、米側が事業主の場合は必要ありません。一方、
大気汚染防止法に基づくアスベストの事前調査結果の
報告のように、施工業者に対して義務づけられている
手続は、米側が事業主であっても、受注した施工業者
は報告をする必要があります。なお、日本政府が事業
主である場合は、国内法が適用されるものと承知して
おります。
　同じく２の(7)、航空機騒音規制措置の遵守につい
てお答えいたします。
　航空機騒音規制措置では、飛行場の場周経路は、で
きる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避ける
よう設定することや、場周経路における一定の高度以
下の飛行、22時から翌朝６時までの間の飛行などが
規制されているものの、依然として住宅地上空におけ
る低空旋回飛行や夜間早朝の飛行が行われています。
　県としては、これらは、「できる限り」、「任務に
より必要とされる場合を除き」等、必ずしも規制措置
に拘束されない内容となっているためと考えており、
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今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機会を通じて、
同規制措置の厳格な運用について日米両政府に求めて
まいりたいと考えております。
　同じく２の(8)、沖縄県と全国の米軍基地の面積に
ついてお答えいたします。
　防衛省が公表している今年１月１日時点の資料によ
ると、全国の米軍専用施設面積は２万6261ヘクター
ル、うち沖縄県内の面積は１万8452.5ヘクタールで
あり、割合は全国の約70.3％となっております。
　同じく２(9)のアと２(9)のイ、防音工事の現状、予
算、実施世帯数等についてお答えいたします。２の
(9)のアと２の(9)のイは関連しますので、一括してお
答えいたします。
　住宅防音工事については、嘉手納飛行場及び普天間
飛行場周辺におけるＷ値85未満の地域では、昭和58
年の住宅防音工事対象期日までに建築された住宅が対
象とされ、その後建築された多くの住宅は、防音工事
を受けられません。沖縄防衛局によると、防音工事
の予算額と実績は、令和３年度が約163億1182万円
で7482件、令和４年度が約166億8343万円で6811
件、令和５年度が約142億7345万円で、現在執行手
続を進めているとのことです。また、防音工事を実施
している世帯数は、令和４年度末時点で、嘉手納飛
行場周辺は約５万1000世帯、普天間飛行場周辺は約
１万2000世帯となっております。なお、両飛行場周
辺の全世帯数については沖縄防衛局に確認したとこ
ろ、把握していないということでありました。
　同じく２の(9)のウ、住宅防音工事手続の簡素化等
の要請についてお答えいたします。
　県は、去る９月14日、沖縄防衛局に対し、住宅防
音工事に係る補助金の交付手続等の簡素化・迅速化に
ついて配慮することなどを要請しております。なお、
沖縄防衛局によると、補助金交付申請書の提出後に借
家人が引っ越しして、空き室となった場合には、補助
金の交付とはなっていないものの、空き室の状態が解
消された場合は、速やかに補助金交付の対象となるよ
う努めていくとのことでありました。
　同じく２の(9)のエと２の(9)のカ及び２の(9)の
キ、防音工事対象の拡大に関する県の要請等について
お答えいたします。２の(9)のエ、２の(9)のカ及び２
の(9)のキは関連いたしますので、一括してお答えさ
せていただきます。
　嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺地域において
は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に
基づき、これまで住宅防音工事が実施されてきました
が、騒音被害の実態があるにもかかわらず住宅防音工

事区域から外れている住宅や防音工事の対象とならな
い事務所、店舗も多く存在しております。このため、
県は、機会あるごとに政府に対し、住宅防音工事の対
象区域の拡大、告示後住宅への適用拡大、事務所・店
舗等を住宅防音工事の対象化とすることなどを求めて
いるところであり、引き続き、軍転協等とも連携しな
がら、政府に対して求めてまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の(9)のオ、電気代の国庫負担についてお
答えいたします。
　県はこれまで、渉外知事会を通じて、政府に対し、
住宅の防音施設に係る維持管理費として光熱費等を全
額国庫負担とすることを要請しております。
　同じく２の(10)のアの中の、思いやり予算について
お答えいたします。
　防衛省の資料によると、令和５年度の同盟強靱化予
算、いわゆる思いやり予算の額は2112億円であり、
その内訳は、駐留軍等労働者への給与等の労務費が
1550億円、訓練移転関連が13億円、提供施設整備が
298億円などとなっております。そのうち、在沖米軍
基地に係る予算額は564億円で、その内訳は労務費
が502億円、提供施設整備が62億円となっておりま
す。
　次に５、防災対策についての中の(1)、台風第６号
による被害状況と対策についてお答えいたします。
　台風第６号については、建物一部倒壊による死者１
名のほか、重傷者３名及び軽傷者80名の人的被害が
報告されております。お亡くなりになられた方に対し
お悔やみを申し上げます。
　また、住家で全壊３件、半壊23件及び一部破損
167件、非住家においても店舗の全壊や公共施設の一
部損壊などの建物被害が報告されております。
　県においては、災害対策本部を設置し、知事メッ
セージにより台風接近時の不要不急の外出は控えてい
ただくよう呼びかけを行ったほか、各所管部局におい
て関係団体や事業者、観光客等に対して、事前の台風
対策の周知や情報提供を行ったところです。
　次に５(2)、市町村における公共施設の非常用発電
機の設置状況についてお答えいたします。
　県内市町村において業務継続の確保のため災害対策
本部が設置される庁舎においては、令和５年９月現
在、40の市町村庁舎で非常用電源施設が確保されて
おります。また、指定避難所においては、令和４年
12月現在、県内720か所のうち、自ら保有もしくは
優先使用の協定等によって383か所が非常用電源施設
を確保しております。
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　県としましては、引き続き災害発生時に備え、庁舎
や指定避難所など公共施設における非常用電源施設の
確保を促進してまいります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、米軍基地問題について
の(4)と(5)、嘉手納飛行場周辺の１日当たりの航空機
騒音発生回数及び最大騒音ピークレベルについてお答
えいたします。２の(4)と２の(5)は関連していますの
で、恐縮ですが一括してお答えします。
　令和４年度の航空機騒音測定結果では、嘉手納飛行
場周辺の１日当たりの騒音発生回数は、嘉手納町屋
良Ａ局で66.4回と最も多く、北谷町砂辺局では53.9
回、読谷村伊良皆局では23.6回となっております。
また、最大騒音ピークレベルについては、22測定局
中17局で100デシベルを超過しており、砂辺局では
最も高い117.9デシベルが測定されています。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　２、米軍基地問題についての
(10)のアのうち、基地関係の県の歳入についてお答え
いたします。
　令和５年度当初予算における基地関係に係る県の歳
入は、県立学校の防音工事等に係る国庫支出金、県有
地の貸付けに伴う土地貸付料など約15億円を計上し
ております。
　同じく２の(10)のイ及びウ、普通交付税に係る基地
補正及び県市町村の算入額について。２の(10)のイと
ウは関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　普通交付税に係る基地関係経費については、基地等
が所在することによる渉外関係事務や清掃関係事務等
に係る行政経費に対し、平成９年度から措置が講じら
れており、令和５年度の普通交付税の基準財政需要額
に算入された基地関係経費については、県分が約21
億円、市町村分が約55億円となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、米軍基地問題についての
(10)のア、軍用地料及び市町村の基地関連収入につい
てお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、令和３年度の市町村有地並び
に私有地の軍用地料の総額は約888億円となっている

とのことです。また、令和３年度決算における市町村
の軍用地料や基地交付金等の基地関連収入は、約361
億3000万円となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、教育行政についての中の
(1)、全国学力・学習状況調査についてお答えいたし
ます。３の(1)と３の(2)は関連しますので、恐縮です
が一括してお答えいたします。
　順位について、文部科学省は、過度な競争や序列化
等につながらないよう配慮し、調査結果に順位づけは
しておらず、本県では全国の平均正答率との差を示し
ております。小学校において、2014年に算数、2015
年に国語が全国の平均正答率を初めて上回っており、
その要因について、県教育委員会では、学力向上推進
室を立ち上げ、授業改善に重点を置き、学校支援訪問
や各種研修会の実施、先進県との人事交流等、教員の
指導力向上を推進した成果と考えております。今後と
も、家庭、学校及び関係教育機関と連携し、学力向上
に関する取組の一層の充実を図ってまいります。
　同じく(3)、教職員の休職者等の状況についてお答
えいたします。
　令和４年度における教育職員の病気休職者は381人
で、令和元年度に比べて38人の減、育児休業者は、
学校事務職員等も含め838人となっており、59人の
増となっております。病気休職代替教育職員は350人
で人件費は約６億8000万円、令和元年度に比べて約
１億2000万円の減となっております。育児休業代替
教職員数は816人で、人件費は約23億7000万円、令
和元年度に比べて約１億円の増となっております。
　同じく(4)、教員の残業実態等の把握についてお答
えいたします。
　県立学校においては、平成31年よりＩＣカードを
利用した勤務管理システムが導入されており、市町村
立学校でも、令和４年度は39市町村でＩＣカードや
タイムカード等を利用して教職員の勤務実態の把握を
行っております。また、本県教職員の令和４年度の
月80時間を超える長時間勤務者の全体に占める割合
は小中学校で2.7％、県立学校で2.5％となっておりま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き、実効性のあ
る取組を推進することにより、教職員が心身の健康を
維持し、教育活動に専念できる環境の確保に努めてま
いります。
　同じく(5)のア、学校給食費の無償化についてお答
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えいたします。
　令和５年５月時点で、学校給食費を全額無償化して
いる市町村は14市町村となっており、小学校66校、
中学校36校となっております。
　同じく(5)のイ、学校給食費の予算等についてお答
えいたします。
　令和３年度の本県公立小中学校における学校給食費
の内訳は、小学校269校、９万9844人で約42億9000
万円、中学校154校、４万6788人で約22億6000万
円で、合わせて約65億5000万円となっております。
給食費の無償化に必要な額は、就学援助等の約14
億7000万円を差し引いた約50億8000万円となりま
す。
　続きまして５、防災対策についての中の(4)、学校
への発電機等の整備についてお答えいたします。
　県立学校においては、６階以上の高層建築物はな
く、また、台風やその他の非常時には、生徒、職員の
安全を確保するため、休校等の適切な措置を講じてい
るところであります。非常用発電機については、県立
学校18校、避難所指定の市町村立学校のうち113校
に設置されております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　４、道路行政についての
(1)のア、沖縄南、沖縄北インターチェンジ周辺の渋
滞対策等についてお答えいたします。
　沖縄自動車道の沖縄南及び沖縄北インターチェンジ
との接続交差点は、沖縄地方渋滞対策推進協議会にお
いて、主要渋滞箇所として特定されております。両イ
ンターチェンジの接続交差点については、県道におけ
る右折帯の延長及び２車線化、国やＮＥＸＣＯ西日本
による周辺道路の左折帯の設置及び直進２車線化等が
行われ、現在、同協議会において、渋滞対策の整備効
果を検証しているところであります。両インターチェ
ンジ接続交差点の拡幅等については、渋滞対策の検証
結果を踏まえ、関係機関と意見交換を行いたいと考え
ております。
　次に同じく４の(1)のイ、池武当インターチェンジ
の現状と進捗状況についてお答えいたします。
　池武当インターチェンジは、ハシゴ道路ネットワー
クに位置づけられており、沖縄南及び沖縄北インター
チェンジ周辺の渋滞緩和等に資するものであります。
県において、令和４年９月に都市計画決定を行い、令
和５年８月に国土交通大臣へ沖縄自動車道への連結許
可を申請し、９月に許可を得たところであります。現

在、沖縄市と連携し、事業化に向け取り組んでいると
ころであります。
　次に同じく４の(2)、嘉手納飛行場第１ゲート前の
国道58号交差点の渋滞対策についてお答えいたしま
す。
　国道58号の嘉手納飛行場第１ゲート前の砂辺南交
差点については、沖縄防衛局によると、平成29年度
から令和３年度にかけて、文化財調査及び実施設計を
終え、現在、米軍施設用地内の整備に取り組んでいる
とのことであります。
　県としては、引き続き、国に対し渋滞対策となる交
差点整備の実施を働きかけてまいります。
　次に５、防災対策についての(4)のうち、県営住宅
への発電機・蓄電設備の整備についてお答えいたしま
す。
　県営住宅では、台風などの災害時の停電による断水
に備えて、指定管理者により発電機を確保し、応急体
制を整えているところです。また、停電によるエレ
ベーターの停止については、住民の生活に不便を来し
ていることを把握しております。
　県としては、今後、指定管理者等と意見交換を行
い、実施可能な対策について検討したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　５、防災対策についての
(3)、太陽光発電等に対する補助についてお答えしま
す。
　公共施設や住宅・店舗等において、太陽光発電設備
等と併せ蓄電池を整備することは、災害時等の停電対
策にも有効であると認識しております。県では、令和
４年度から離島における第三者所有モデル事業への補
助を実施しており、一般家庭466世帯に相当する太陽
光発電や蓄電池を事業所や住宅等に導入したところで
す。
　県としましては、引き続き、太陽光発電や蓄電池の
導入促進に取り組み、低炭素で災害に強い島嶼型エネ
ルギー社会の構築を目指してまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　防災対策についての御質
問の５の(4)、県立病院における停電時の発電・蓄電
設備についてお答えします。
　５つの県立病院は災害拠点病院に指定されており、
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各病院では自家発電設備を設置するとともに、常時３
日分の燃料を確保し、自然災害時の停電等に備えてお
ります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　教育行政から再質問したいと
思っております。教育長にお伺いします。
　半嶺教育長、全国最下位を脱出するためには何が必
要だと思いますか。先ほど教育長は、文部科学省は順
位は発表していないと言っていましたけれども、ネッ
ト上ではこのように（資料を掲示）　数学と英語が出
ております。それを踏まえて教育長の答弁を求めま
す。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　やはりまず１点目は、コロナ禍の影響によりまして
定着が不十分な学習内容がございました。それをしっ
かりと取り組んで、授業や家庭学習を通して学び直し
をしっかりと行っていく必要があるというふうに思っ
ております。
　それからもう１点は、これからの時代に必要な資
質・能力として重要視されているのが、思考力・判断
力・表現力でございます。この全国学力・学習状況調
査においても、その力を問う内容へ問題がシフトして
おります。したがいまして、しっかりと授業の中で物
事を深く掘り下げて考えることのできる力、あるいは
正しく判断し選択できる力、それから正しく表現し伝
えることのできる力をしっかりと授業改善を通して身
につけさせていく必要があると考えております。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　教育長、実はやはり、子供たち
の学力低下は先生方に無理があるのではないかと思っ
ております。
　先ほど教育行政の(1)、(2)、(3)、(4)に関連して再
度質問しますけれども、先生方は現在、大変多忙だと
聞いております。訪問や調査物への対応や子供たちの
生活指導、保護者への対応等、一番大切な授業以外の
仕事が多過ぎて疲弊しているとのことをよく耳にしま
す。現在働き方改革が叫ばれている中で、こうした先
生方の授業以外の仕事を軽減させ、授業に集中、全力
投球できる職場環境が必要だと感じます。
　そこで玉城知事と教育長に伺います。
　こうした職場環境を整理してあげて、子供たちの学
力向上に専念できるシステムをつくっていただきたい
と思いますが、見解を伺います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。

○半嶺　満 教育長　お答えします。
　教職員が本来の業務に集中できる時間、あるいは児
童生徒と向き合うための時間を十分に確保し、質の高
い教育を継続的に、持続的に行うことができる教育環
境を整えることは非常に重要であるというふうに認識
をしております。４月に働き方改革推進課を設置しま
して、県内公立学校の全教職員を対象としたアンケー
トの結果等、現場の声を聞きながら取組を推進してい
るところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き市町村教育委
員会とも連携・協働して、保護者や地域社会の理解と
協力を得ながら思い切った学校の業務改善を推進して
まいりたいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　今年度の総合教育会議においては、教員不足に係る
取組の方向性について確認をしております。特に、業
務の精選、役割分担については行政の取組だけではな
く、社会全体の意識改革と理解の醸成が必要であり、
県民一人一人がこの問題に対し理解を深め、参画して
いただくことが、総合的に子供たちを支えていくとい
う教育本来の在り方を再確認できるのではないかと受
け止めております。働き方改革の推進は、今やどの業
界、現場でも待ったなしの状況であります。
　持続可能な学校教育の構築を目指して、引き続き教
育委員会と連携して取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　ぜひよろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○中川　京貴 議員　（パネルを掲示）　玉城知事、
米軍基地問題の辺野古埋立設計変更申請に係る最高裁
判決について再質問いたします。
　知事、知事は令和元年12月の本会議で私の質問に
おいて、最高裁判決が出れば真摯に遵法の方針を守っ
ていきたいと思いますと答弁したことを確認したいと
思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのように答弁いたしました。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　知事、遵法の精神ということは
どういうことですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　法律の定めるその内容はもちろ
んですが、規則等についても真摯に取り組んでいくと
いうことです。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　知事は、本会議で答弁したこと
と行動が伴っておりますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　はい、そのように心がけている
と思っております。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　知事は昨日も答弁しておりまし
たが、最高裁判決が出たら承認または不承認――き
ちっとした対応はしておりませんが、結果的には不承
認になっているんですよね。知事は不承認ではないと
言うかもしれませんが、承認なんですか、不承認なん
ですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　10月４日においての発表では、
承認、不承認とも判断に至らなかったということを発
表しております。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　判断に至らなかったということ
は、国土交通省が裁判に踏み切ったのは、知事が期限
内に返事をしなかったからではないですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国においては、国の判断におい
て行われたものというように受け止めております。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　知事は代表質問、一般質問で
も、連日事務方と弁護士も入れて対応について協議を
してきたと答えております。その際、事務方が処理方
針などレク資料を作成していると思います。まずこの
レク資料ですけれども、我々議会に提出できません
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後２時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　まだ意思決定過程における検
討状況ですので、これを開示することによって様々な
影響が出るというところで、これについては現段階で
は開示できないという状況にございます。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　今の答弁では当時、知事、三
役、弁護士も入れて、何名で協議したのですか。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　協議については複数回行わ
れておりますので、その時々においてメンバーの数等
が違いますので、一概に何人ということは、お答えに
くいということでございます。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　知事、これは公文書ですよね。
公文書ではありませんか、皆さん方が協議した。新聞
報道によると、事務方、職員が、法律ですから、知
事、法律にのっとって守っていただきたいという要請
があったという新聞記事がありましたけれども、あれ
はじゃ、うそなんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　職員のほうから知事に対し
て要請するということはないと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時54分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　要するに知事には、政治家とし
ての苦悩、また行政としての苦悩があると思います
が、やはり法律ですから、法律にのっとってやるべき
だという事務方からの要請が、会議があったと思って
おります。起案文書ですね。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時54分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　起案はまだされていないと
いうことです。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　これはじゃ、公文書じゃないん
ですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時55分再開
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○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　池田副知事。
○池田竹州 副知事　昨日もお答えしましたが、辺野
古の問題につきましては、通常の起案と異なりまし
て、三役、知事のほうで方針を決定して対応するとい
う形になっております。
　今現在――昨日の、いわゆる承認期限までに判断で
きないということでしたので、当然ながら承認するし
ないというような起案文書の起案は、行われてはいな
いという状況です。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　具体的にその会議をして、この
記録はあるわけですよね。
○赤嶺　昇 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　会議といいますか、調整ですの
で、会議録等は通常事務調整ではその都度は取ってい
ないところでございます。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　先ほどの部長の説明では、あっ
たと言っているじゃないですか。国会でも、メモ程度
でもこれは公文書として適用されるんですよ。国会で
もいろいろ問題になったじゃないですか。この議事録
というかメモでもないんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　三役といいますか、知事、
副知事等との調整を行うわけですから、当然資料等は
準備はさせていただいております。それでどのような
話があったかというのは、それぞれがメモをしてまと
めているものはあるかと思います。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　部長、今の答弁を聞いてくださ
い。部長はあると言ったり、副知事はないと言った
り。これ、情報公開請求が出た場合、出せますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時57分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど総務部長が回答した
とおり、まだ意思決定の途中にあるものについては開
示は難しいということです。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。

○中川　京貴 議員　知事、なぜこの質問をしている
かお分かりですか。知事はこの本会議で遵法の精神を
守っていきたいと述べ、判決を尊重すると、判決に従
うと。法律なんですよこれ。知事は行動が伴っていな
い。本会議において虚偽答弁したのですか。確認した
いと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私が判断に至らなかったという
背景は、2019年２月の県民投票の結果を尊重する必
要、県議の半数を占める与党県議全員からの要請、
行政法学者――現在100人余り超えておりますけれど
も、行政法学者の方々からも、代執行手続が続行され
た場合も自治の担い手として正面から向き合うように
などという御意見を承りました。
　今般、その代執行が提訴されるというような状況
で、まだ訴状が届いていませんので、内容については
検討しておりませんが、その訴状が届いてからさらに
検討をするということは、法の趣旨に従ってその検討
を行うということも想定しているということでありま
す。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　じゃ、ぜひまだ検討のあれがあ
れば――知事、辺野古埋立てに係る訴訟について、か
つて翁長知事は、仲井眞前知事が辺野古埋立承認につ
いて承認に瑕疵があるとして、承認を取り消す処分を
提起した。ところが、最高裁判決によって県の主張が
退けられ県が敗訴し、翁長知事は法治国家として最高
裁の判決に従う。自ら提起した埋立承認の取消処分を
取り消した経緯があります。そして今、辺野古の浅瀬
の部分は、埋立工事が九十何％終わっているのです。
そして玉城知事もその例に沿って、最高裁判決により
承認の義務を負っているので、判決に従い、埋立設計
変更申請を承認すべきではないでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国においては代執行の手続がな
されたという連絡がありましたので、その訴状が届い
てから検討してまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　中川京貴議員。
○中川　京貴 議員　じゃ、まだ判断しかねていると
いうことでよろしいですか。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　会派沖縄・自民党、花城大輔で
す。
　知事、質問に入る前に、お疲れのこととは思います
けれども、少しお時間をいただきたいと思います。
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　昨日、我が会派の……。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時１分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○花城　大輔 議員　仲里全孝議員が何か告知をしよ
うと試みましたけれども、村長が来ているにもかかわ
らず失敗しましたね。琉球新報ホールで国頭村フェア
をやっているということであります。皆様、よろしく
お願いいたします。
･ ･そして、私は、今月３日まで開催されていた福島
フェアというところに行ってまいりました。私は東北
が好きで、東北の物産に触れるたびに、そこで過ごし
た出来事や30代の青春を思い出して、幸せな気持ち
でいっぱいになります。福島フェアでは、魚を中心に
買物を楽しみましたけれども、一緒に行った同じ会派
のＹ議員は、ただということで何度も日本酒の試飲を
行い、1500円のお米を1000円に値切って買ってみた
り、議員になる前はちんすこうを売っていた人とは思
えないような行動をしておりました。
　今、我が国の魚介類の不買運動が起こっているよう
ですけれども、国民一人一人が1700円程度、昨年よ
り食事を増やせば、全体としてはカバーできるという
ふうに聞いております。ぜひ、おいしく食べて国を守
る、そしてふるさとを守る、そんな運動を広げていけ
たらなというふうに思っております。
　それでは、質問に移ります。
　２番の知事のジュネーブ国連人権理事会出席につい
て。
　(1)、国連に出席することの目的について伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問は、国際社会に対し、沖縄に基地が
集中している現状、沖縄県が辺野古新基地に反対する
理由や基地から派生する諸問題の解決の必要性に加
え、これらの問題が沖縄だけの問題ではなく、人権、
民主主義、環境問題という普遍的な問題であることに
ついて、幅広く発信することを目的として実施してお
ります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　そもそもの話になりますけれど
も、知事は昨年の選挙に当選してすぐに、ぶら下がり
であったと思いますけれども、国連の訴えについて発
言をしております。これは県が、ＮＧＯに協力を求め

たものなのか、それともＮＧＯからアプローチがあっ
たものなのか、どのように進めてきたのか説明を求め
たいと思います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問につきましては、令和５年度の国際
社会への情報発信業務委託として、企画提案、公募を
行ったところ、応募事業者から国連における情報発信
に係る取組の提案がなされたということで、その後、
業務委託契約を７月６日付で行い、国連訪問に係る調
整等を進めたということでございます。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　ＮＧＯからいただいた枠という
ことでありますけれども、どのような立場でスピーチ
を行ったかについて伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の国連人権理事会にお
ける発言については、沖縄県知事として行っていると
いうことです。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私は、ＮＧＯの時間枠をもらっ
て、沖縄県知事としての立場で発言したという主張は
難しいと思います。知事は、人権理事会の中で、人権
理事会の副議長からこう紹介されています。先住民族
の権利のための市民外交センターに発言権を与えます
と紹介されて、挨拶を始めているんですよ。なので、
その会場にいた人は全て、市民外交センターの代表が
しゃべっているというふうに理解をしていると思いま
す。これいかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は冒頭で、日本国、沖縄県の
知事でありますということを名のり、スピーチをさせ
ていただきました。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　確かに知事は、市民外交セン
ターの発言権を与えますと言われた後に、アイ　アム
　デニー・タマキ　ガバメント　オブ　オキナワ　
ジャパンと自己紹介をして挨拶を述べられています。
これ、翁長前知事の場合は、ガバナー　オブ　オキナ
ワプリフェクチャーと自己紹介されているんですよ。
なので、先住民族の権利のための市民外交センターに
発言権を与えますというふうに副議長が紹介をして、
知事は、ガバナー　オブ　オキナワ　ジャパンと言っ
たら市民外交センターの沖縄の代表だというふうに、
紹介を自分でしているというふうに思いませんか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
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○溜　政仁 知事公室長　沖縄県庁としましては、沖
縄県の知事の英語表記は、ガバナー　オブ　オキナワ
としているところです。これはちなみに、沖縄県庁の
ホームページの県職員名の英語表記というところにも
記載されているところであります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これはおかしいと思いますね。
翁長前知事のときと玉城知事のときで、原稿の作り方
が違うわけですか。不思議ですよ。
　そして次の質問に移りますけれども、(3)、知事出
席について沖縄県の取った手続について、どういった
ものがあったか紹介してください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　手続といいますか、今回の
国連訪問に係る業務は委託事業として行っておりま
す。ですので、国連人権理事会への出席登録業務につ
いては、委託事業者が行っているというところです。
○花城　大輔 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　次の質問に移ります。
　ＮＧＯ、そして委託先との関係性について伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の国連訪問に係る委託
業者である、一般社団法人新時代アジアピースアカデ
ミーの代表者は、国連資格ＮＧＯ市民外交センターの
代表も兼ねているということであります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　このＮＧＯについては、翁長前
知事が国連でスピーチをしたときにサポートした同じ
団体でありますけれども、委託先はホームページでし
か確認はしていませんけれども、セミナー等を提供す
る一般社団法人ですね。どうしても国際的なイベント
をデザインできるほどのナレッジや経験、持ち合わせ
ているとは考えにくいと私は思いました。ただ、先ほ
ど公室長おっしゃったように、共通点がありますね。
ＮＧＯの団体の代表とこの一般社団法人の代表理事
が、同じ人物であると。そして委託先については、知
事が数年前に自身の友人の団体に対して2000万円以
上の県の事業を受託させて、その前祝いをしたのでは
ないかという、いわゆる疑惑の会食、その際に名前の
上がった方、こっちに出席をした方の名前が理事の中

に連なっています。これは単なる同姓同名ですか、そ
れとも同じ人物ですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今、委託先の理事の名前を
確認しました。以前にあった――１名、同じ名前の方
がいらっしゃる。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　現在確実にというか、確認
はしていないんですけど、恐らく同一の人物だろうと
考えております。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　県が契約するときに、契約先の
相手の団体、いわゆる最近でいうと反社チェックのよ
うなもの、この組織がちゃんとしたところなのかとい
うのは調べるんじゃないですか。何で分からないんで
すか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　委託をする際には、今、一
般競争入札の際もそうなんですけれども、適格性を確
認をすると。その際は、会社更生法に基づく破産手続
の申立てがなされている者でないこと、あるいは自
己、自社の役員、経営に実質的に関与する者等が暴力
団等ではないこと等、あるいは所得税または法人税等
を滞納していないこと等々の確認事項がございます
が、その理事一人一人にどなたがいるかというところ
までは確認するものではないというところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　確認はできていないけれども、
多分同一人物じゃないかというのは分かっていたとい
うことですよ。
　次の質問に移ります。
　(5)の関連する費用全般について、伺いたいと思い
ます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
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○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問に係る知事及び県職員の旅費は、概
算で約482万円となっております。また、国連訪問に
係る業務委託契約額は、約690万円であり、合計で約
1172万円となっております。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　このＮＧＯや委託先の法人に支
払った金額は幾らですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　支払いについては、精算払
いとなっていますので、まだ支払いはございません。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　業務委託契約額が690万円ですので、それで業務終
了後、精算をして確定するということでございます。
○花城　大輔 議員　どこにですか。
○溜　政仁 知事公室長　一般社団法人新時代アジア
ピースアカデミーでございます。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　確定は今のところされていませ
んけれども、疑惑の会食に出席していた方が理事を務
める法人に、690万支払う予定だということですね。
　また、もう一つ、今日西銘議員の質問の中にもあり
ましたけれども、市民外交センターからも４名、ジュ
ネーブに行ったというふうに紹介がありました。この
費用、どこから出ているか分かりますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　委託費の中から捻出される
ものだというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　先ほどの690万払った法人から
出ているんであろうということですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　委託をしておりますので、
その中から支出されるものだというふうに理解してお

ります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　すみません。公室長あまりよく
御存じないような感じがするんですけど、誰が知って
いるんですか、これ。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時19分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在契約をして、精算は事
業完了後ということになりますので、それで明らかに
なってくるものだというふうに思います。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　公室長は、流れとかいろんな事
業の組立て方とかは全く知らないような感じで答弁さ
れているから、誰がこのことを知っているんですかと
聞いたんですけど、もういいですよ。
　じゃ、次の質問に移ります。
　県の予算執行の妥当性について伺いたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問に係る予算は、国際社会に対し、社
会の基地負担の現状、辺野古新基地建設問題に反対す
る理由や基地から派生する諸問題の解決の必要性など
を発言するため、令和５年度当初予算の辺野古新基地
建設問題対策事業として予算化されているところで
す。今回の取組では、国連人権理事会における沖縄の
現状を訴える知事のスピーチのほか、講演会の開催や
国連関係者との面談を実施し、沖縄の過重な基地負担
や辺野古新基地建設問題に加え、これらの問題が沖縄
だけの問題ではなく、人権、民主主義、環境の問題と
いう普遍的な問題であることについて、国際社会に訴
えることができたことから、事業目的は達成されたも
のと考えております。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　そういうことを聞いているので
はなくて、これ県の予算として支払うことが適切です
かというふうに聞いているんですけど、私は不適切だ
と思います。
　まず沖縄県では、県民が先住民族であるか否かとい
う議論を行っていないという発言を繰り返してきた沖
縄県が、沖縄県は先住民族であると発信するＮＧＯと
活動を共にして、その代表として発信をしている。そ
して、結果、人権理事会への出席の目的は、沖縄の現
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状を全世界へ発信するということではなくて、沖縄県
民を先住民族であると主張するＮＧＯに加担したもの
であると言わざるを得ない。この市民外交センターの
ホームページでも、沖縄県知事が国連でスピーチをす
ることを私たちがサポートしましたというふうに載っ
ていますよ。また加えて、過去に疑惑のあった団体に
690万支払おうとしている。知事は、このような活動
を行うのであれば、知事としてではなくて、活動家と
してやるべきじゃないですか。したがって、かかる費
用も県の予算ではなくて、私費で行うべきだという県
民の声、少なくないですよ。
　加えて知事は、米軍基地を沖縄から追い出すため
に、沖縄県が日本という祖国の統治から離れ、実質、
沖縄県民は日本人とは異なる民族であるという方向に
導こうとしているのではないかと。県議会は、それを
止めてほしいという声まで上がっています。
　また、知事はＮＧＯに対して便宜を図る、金銭的な
謝礼をする必要があった。プロポーザルの参加資格に
は法人格が必要なため、そのままＮＧＯを契約者とし
て認めるわけではなくて、間に一般社団法人を出来
レースの形でかませたわけですよ。これ、一般社団法
人を迂回した形で、ＮＧＯから発言権を買ったのでは
ないかという、そんな見立てをする方まで出てきてい
ます。これ、一県民の視点からも疑惑の会食と似たよ
うな構図で、新たな疑惑になり得る状況になっている
と私は思うんですけれども、知事いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回の一連の手続は、行政の手
続によって丁寧に行われたものというように考えてお
ります。さらに、議員御指摘の疑惑ということは存在
しておりませんので、その点についてはどうぞ御了解
をいただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　次、３番の知事の政治姿勢につ
いて伺います。
　辺野古埋立設計変更申請に係る９月４日の最高裁判
決の見解について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性
について何ら判断せずに訴えを退けた最高裁判所の判
決は、県民投票で示された辺野古新基地建設のための
埋立てに反対する県民の意思や県の主体的な判断を無
にし、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲法
が定める地方自治体の本旨をもないがしろにしかねな
いものであります。知事はこの判決について、最高裁

判所には憲法が託した「法の番人」としての矜持と責
任の下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決
を最後まで期待していただけに極めて残念であります
と述べているところです。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　９月４日どころか、９月27日も
10月４日も過ぎてしまいましたけれども、そもそも
は知事が不承認を出したことに対して、国が取り消す
のは違法だとして沖縄県が裁判を起こして敗訴したと
いうことですよね。内容については、いわゆる受託事
務にすぎないのだから指示に従ってくださいと、その
ような最高裁判断。この判断を県が精査する必要、ど
こにあるんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　最高裁判決を受けまして、
その内容を精査した上で対応を検討するということを
申し上げております。それにつきましては、県民、行
政法学者等から様々な意見が寄せられており、県政の
安定的な運営を図る上でこれらの意見の分析を行う必
要があることから、同指示の期限までに承認を行うこ
とが困難であるということで、判断はできないという
ことを国土交通省に回答したところでございます。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今の答弁よく理解できませんで
したけれども、私が言ったのは、最高裁の判断を県が
精査する必要がどこにあるんですかって聞いているん
ですよ。前の知事公室長は、一般論で申し上げます
と、行政が司法の最終判断を尊重することは当然であ
ると考えておりますと答弁をしております。その上で
行政の長として、知事の役割を聞かせていただきたい
と思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　知事の役割、考え方の一端とし
て、県の事務の包括的な執行管理権限を有し、その事
務を自らの判断と責任において誠実に管理し執行する
という義務を負っているということであります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今回は決断しなかったので、義
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務を放棄したということですね。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　決断に至らなかったということ
を報告したまででございます。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　もう既に異常な事態に陥ってい
るものと思います。そして、自身の正義のため、また
は信念を貫くなら法律に従わなくてもいいと、そのよ
うなメッセージまで含んでいると思いますよ。これは
県政の歴史としても、教育という観点からも、あって
はならないと私は思います。ただし、知事にはもう打
つ手がありませんから、最後の手段として国に代執行
という手段を使わせて、国による民主主義を無視した
権力にあらがったけれども、沖縄を守れなかったとい
う悲劇のヒーローという形で保身に走ったというふう
に私は理解します。でも私は、知事の思いどおりには
いかないと思っているんですよね。昨日ヤフーニュー
スのコメントには、1000件以上ありましたけれど
も、その９割が知事批判であります。これ内容は、も
う既に埋立てそのものの是非ではないんですよ。行政
機関である沖縄県という自治体の長が、正式な手続を
経て確定した司法の判断を理由もなく無視したことが
どうかというふうな議論に変わってきています。私の
ところにも、知事はひきょうであると。リーダーとし
て判断もしないと。恥を知りなさいという声まで届い
ていますよ。
　今回、知事は判断結果について、承認してほしいと
いう県民の声も聞かなかったわけで、公約どおり反対
しますっていう声も聞かなかったわけで、どちらから
しても評価がされない、そのような結果になっている
というふうに思います。これでは悲劇のヒーローには
なり得ません。リーダーとして決断するという責任か
ら逃れたということに、真摯に向き合っていただきた
いと私は思っております。そして今回の判決が出て、
今後どのように工事が進んでいくのかは報道にもある
とおり、大体予想できます。
　そして次の質問に移りますけれども、知事公約、辺
野古には基地は造らせない、今後の対応について伺い
たいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まず先ほどの議員の発言に対し
て、行政法の先生方よりいただいております地方自治
法に関する代執行の手続の考え方を御紹介いたしま
す。
　本件判決のように、是正の指示の取消請求を棄却す
る最高裁の判決が確定した場合であっても、都道府県

知事が是正の指示に従った法定受託事務の処理を行わ
ないことは、代執行手続の存在に照らせば、地方自治
法上、直ちに違法とは評価されない。是正の指示が適
法であることが確定したとしても、国と地方公共団体
とが対等の関係にあることに照らして、最終局面まで
地方公共団体がそれに従わずに地域的な特性を考慮し
た自主的な判断を行う余地を認めている。憲法はその
余地を認めているということなのでありまして、様々
な事柄を検討し熟慮した結果、判断に至らなかったと
いうようなことがこのような背景にあるということ
を、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時32分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　大変失礼いたしました。
　続けて答弁すればよかったんですが、県は、かねて
から辺野古新基地建設問題は対話による解決策を求め
ていくことが重要であると考えております。政府が唯
一の解決策とする普天間飛行場の辺野古移設について
は、これまでも申し上げていますとおり、軟弱地盤の
存在が判明し、提供手続の完了までに約12年を要す
るとされ、さらなる工期の延伸も懸念されています。
　県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去にはつながらないと考えておりま
す。今回の裁判では敗訴となりましたが、引き続き、
政府との対話による解決や全国知事会等と連動した働
きかけによる国の裁定的関与の見直し、問題解決に向
けた国民的議論の機運の醸成、国際社会への発信な
ど、このような基地問題の解決に向けて全力で取り組
んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　代表質問のときも、昨日も今日
も、対話による解決という言葉は何度も出てきますけ
れども、もう私は、この対話による解決という言葉の
意味が分からなくなっています。対話による解決がで
きないから、裁判まで起こしたんであって――この知
事が求める、対話による解決というもののイメージみ
たいなものがあれば聞かせていただけますか。全く理
解できないです。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　対話のイメージは様々あると思
いますが、文字どおり、お互いが向き合って胸襟を開
いていろいろな意見を交換するということが、対話の
手法の一つであるというように思います。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
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○花城　大輔 議員　これは前にも私は話したことが
ありますけれども、知事はこの対話による解決という
入り口から、政府の要職を務める方と何度も会ってい
ます。そして冒頭に、沖縄県の民意が示されておりま
すから、今すぐ工事を止めて対話に応じてくださいと
何回も伝えています。そうすると、必ず決まった言葉
が返ってくるんですよ。普天間基地の危険性の除去の
ためには工事を進めることが唯一の方法であります
と。そうしたら知事黙ってしまうんですよね。次の言
葉が出てこないんですよ。これを対話の解決にどう結
びつけるかは知事が持っているんですよ。
　今、ちょっと力尽きてしまいました。今後国がどの
ような動きをするのか予想がつく中で、ボールは県が
持ったままになっています。民意を背負った知事が何
もしなければ、民意というものは宙に浮いたままにな
りますよ。言葉遊びに終始せずに、具体的な一手を期
待したいと思います。
　ちょっと１個飛ばして(5)、領海侵犯等の中国の活
動について見解を伺いたいと思います。
　先日、石垣島で講演会のようなものがあって、知事
の後継者といわれる前衆議院議員がスピーカーとし
て登壇したそうであります。私はその内容を有名な
ジャーナリストのネットニュースで気づくことになっ
たんですけれども、中国の領海侵犯は儀礼的であると
いうふうな発言をしたらしいですね。大した問題では
ないということを石垣の方に伝えたんだというふうに
思うんですけれども、このジャーナリストは激怒をし
ておりました。私はこのときに知事のパトロール発言
を思い出しましたし、今日の午前中の、大浜議員との
議論を思い出しました。知事もひょっとしたらこの前
衆議院議員と同じ考え方なのか、非常に心配になりま
したけれども、知事、この領海侵犯等の中国の活動に
ついての見解を聞かせてもらっていいですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時36分休憩
　　　午後３時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　近年、中国は尖閣諸島周辺海域において、我が国の
領土、主権を侵害しかねない行為を頻繁に行っていま
す。このことは県民、特に漁業者や宮古・八重山地域
の住民に不安を与えるとともに、本県と中国との友好
関係に影を落とすものであり、全く受け入れられるも
のではないというふうに考えております。尖閣諸島を
めぐる問題につきましては、平和的な対話を通じて一

日も早い解決が図られるよう、日本政府に対し引き続
き強く求めてまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私は前衆議院議員が発言したよ
うなことを知事も思っているのではないかと思って、
知事の声を聞きたかったんですけれども、次の質問で
答えていただければそれで私は納得するので、ぜひお
願いしたいと思います。
　また、この前衆議院議員は、中国は沖縄近海を共同
管理したいだけだという内容の発言までしたそうで
す。共同管理っていうのは、侵略ですよ。私たちの海
を奪うって言っているんですよね。領海侵犯は儀礼的
で、我が国の海を共同管理するっていうこの意味合い
は、本当に理解して使っておられるのか、非常に問題
だと思います。これに対しての知事の見解を聞かせて
いただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　政治活動を行っていらっしゃる
方が、どのような活動や意見を発していらっしゃる
か、活動していらっしゃるかということは、私はつぶ
さに知っているわけではありませんが、基本的に、沖
縄県は日本政府と同一の対応を取っているものという
ように認識をしております。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　では、次の質問に移ります。
　ちょっと戻って(3)、キャンプ・シュワブ前の反対
活動について伺います。
　前回、一般質問の際に、知事が久辺３区の皆様と面
談をした後に、キャンプ・シュワブ前で活動をしてい
る皆さんのところに赴いて、久辺３区と面談してきた
よという報告をしてきたというふうな内容の答弁があ
りました。知事は定期的にそこに行って報告をしてい
るのでしょうか。または、その後、報告する機会はあ
りましたでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのくだんのキャンプ・シュワ
ブ前を訪問した件については、キャンプ・シュワブの
埋立ての現状を現場視察しようとするその道のさなか
で立ち寄ったものであり、そのように発言をしたもの
であるというように思料しています。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　そして次に、前回は知事も公室
長もお答えにならなかったんですけれども、このキャ
ンプ・シュワブ前の活動について違法性があるか否
か、そのお考えを聞かせていただきたいと思います。
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○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　北部国道事務所に確認しました。キャンプ・シュワ
ブゲート前の仮設テント等については、道路管理者の
占有許可を得ておらず、道路法違反としているとのこ
とであります。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　知事、非常に危険ですね。特
に、今回知事が最高裁判決に従わなかったことで、先
ほども申しましたけれども、自身の正義のためなら法
を破ってもいいと。そのように宣言しているような行
動をしている中で、キャンプ・シュワブ前の行動が仮
に違法性があったとしても、辺野古についてはどんど
んやりなさいとお墨つきを与えるように見えません
か。私、今後、このような形で反対運動や抗議活動が
過激になっていくとすれば、それは知事に責任がある
と思いますよ。知事どう思いますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　答弁を繰り返しますけれども、
私はこの９月４日についての是正の指示については、
承認、不承認の判断ができなかったということです
が、県知事としては、法律を守る立場からも様々な点
から考えているということであります。法律を破れと
言ったことは一度もございません。そして、キャン
プ・シュワブ前で抗議活動を行う際には、法令を遵守
していただくとともに、地域住民の安全・安心を考え
ながら、憲法で定めるいわゆる表現の自由が保障され
ることも重要であり、現場においてそれは関係者の
方々が配慮していただいているのではないかというよ
うに思料いたします。
○赤嶺　昇 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私には現在の知事がもう後戻り
できない道を歩んでいるように見えて、非常に心配で
仕方がありません。ぜひ、今現在お付き合いがある
方々、相談している方々以外にも、この意見またはア
イデアというものをいただきながら、県知事として尊
敬される、信頼されるリーダーとしていただきたいと
いうふうに要望して終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後４時５分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　会派沖縄・自民党の新垣淑豊で

ございます。
　よろしくお願いいたします。
　まず、一般質問に入る前に議会における発言という
ことについて、発言者はやはりこの議場においての発
言には責任を持つべきだと思っております。先ほど、
中川議員からの質問にもあったように、知事は司法判
断に従うという旨の発言を過去にされておりました
が、今回結果的にそのように承認も不承認もしないと
いうことで、司法判断に任せたにもかかわらず、そう
いった司法の判断を受けない形になっております。こ
の議会の発言というのは、いろんなところで注目をさ
れているかと思います。特に行政がどのように執行さ
れているのか、そして今後どのように進んでいくのか
ということで、県民はしっかりと見ておりますので、
ぜひともその共有をさせていただきたいと思っており
ます。
　質問の順番は変わりますけれども、まずは２番の若
者の意見の活用についてお話を伺いたいと思っており
ます。
　この沖縄県の将来を担う若者たちなんですけれど
も、今回議会のほうにも陳情が出されております。こ
れ県内何か所かの市にも出されておりますけれども、
若者議会というものをぜひ設立していただきたいとい
うことで、ぜひ若い世代の意見を聴取して、その施策
に反映させるために予算も付託していただきたいとい
うようなお話でありましたが、この沖縄県での、若者
の意見を聴取し反映するという取組は、どのようなも
のがあるのかをお聞かせ願いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　県においては、平成28年に沖縄県中学生議会、令
和元年に沖縄県高校生議会を開催しております。
　県としましては、将来を担う若者から行政に対する
意見や要望を聴取し、施策に反映することで若者の社
会や政治への関心、参加意欲を高めるなどの効果が期
待できるものと考えていることから、タウンミーティ
ングも含め、県内外での事例も参考にしながら、この
ような取組について検討していきたいと考えておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　非常に前向きに検討いただきま
して、ありがとうございます。
　この学生さんたちも、今日私のほうに連絡がありま
して、傍聴には来られないけれども配信見ますという
ことをおっしゃっておりました。自分たちの考えが県
議会を通して行政に伝わるということが、非常によい
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経験になると思っておりますので、ぜひ今後もこのよ
うな政策をしっかりとやっていただきたいと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。
　続きまして、１番のふるさと納税ですけれども、実
は幾ら入りましたよというお話は、いろんなところで
耳にするかと思います。しかし、逆に流出をしている
という市町村、自治体もありますので、例えば神奈川
県、県と県内33市町村で700億円以上の流出がある
というふうに言われております。一部は国から補塡が
あるというふうに言われておりますけれども、これは
今沖縄県ではどのような状況になっているのかという
ことについて、お伺いをしたいと思っております。
　本来は沖縄県に納付されるはずだが県外に流出して
いる金額と、逆に県に納付されている金額、これは個
人または企業版ふるさと納税、どちらもあるかと思い
ますので両方お願いします。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　総務部からは個人分をお答え
いたします。
　個人のふるさと納税の寄附金額と県外への寄附分
と、県外へ流出していない県内自治体間の寄附分、こ
れを含めた税額控除額を申し上げます。おおむね100
万円単位で申し上げますと、平成30年度が寄附金額
4200万円、控除額５億1600万円。令和元年度が寄附
金額１億8900万円、控除額５億8200万円。令和２年
度が寄附金額10億9100万円、控除額８億300万円。
令和３年度が寄附金額3900万円、控除額11億1300
万円。令和４年度が寄附金額4400万円、控除額13億
4300万円となっております。
　また企業版ふるさと納税の県外への寄附分と、県内
自治体間の寄附分を含めた税額控除額、出のほうで
すね。それを申し上げますと、平成30年度70万円、
令和元年度200万円、２年度100万円、３年度700万
円、４年度900万円となっております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　このふるさと納税の活用についてなんですけれど
も、どのような活用がされていますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　個人のふるさと納税について
は、使途を限定した首里城歴史文化継承寄附金と、新
型コロナウイルス感染症対策支援寄附金、そして使途
を限定しない美ら島ゆいまーる寄附金があります。
　美ら島ゆいまーる寄附金につきましては、伝統文化
の継承と発展、自然環境の保全、沖縄の将来を担う児
童・青少年の育成、安心・安全なまちづくり、平和の

創造と発信、離島の振興といった様々な施策に活用さ
れております。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　これまでいただいた企業版ふるさと納税の寄附金に
ついては、主に首里城に象徴される歴史・文化の継
承、子供の貧困対策の推進及びスタートアップ創業支
援等に関する事業に活用しております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　先ほどの、いろいろ数字、羅列していただきました
けれども、簡潔に言って、沖縄県から外に出ていくほ
うが多いのか、中に入ってくるのが多いのか、どちら
になりますか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほどの寄附金分は県分でし
たが、県と市町村分、これを全部合算しますと寄附金
額は入りが123億、税額控除が約34億、差額が約89
億ということで、入りのほうが出よりも上回っている
という状況にあります。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　また先ほど、いろんな事業に活用しているというふ
うなことをおっしゃっておりましたけれども、企業版
ふるさと納税の件に関して言いますと、税額控除とい
う特典以外にも、企業がＣＳＲの社会的責任を果たす
という活動にもつながるかと思います。それ以外にも
自治体との関係構築とか、自社のビジネスの新規市場
開拓とか、いろんな効能があるというふうに言われて
おりますけれども、現在は物納とか、あとは人材派遣
とかこういったものも行われるかと思います。その中
で実は今回、陳情にも上がっているんですけれども、
部活などの県外や島外の派遣費ということについて、
これも次の世代を担う子供たちの経験を充実させると
いうことで、例えば航空会社や大手旅行代理店などか
ら企業版ふるさと納税の物納とか、こういったものも
検討できるのではないかと思うんですけれども、この
点はいかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　物品による企業版ふるさと納
税の活用についてお答えいたします。
　企業版ふるさと納税制度においては、物品による寄
附も可能とされております。
　県といたしましては、物品による寄附の受入れなど
についても検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
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○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　具体的に、例えば県外の沖縄関
連企業ですね。例えば県内出身者がいる事業所、こう
いったところにも、ぜひ知事にも足を運んでいただき
たい。そういったところで行脚をして、沖縄県に対し
ての要望をどんどん受け取りながら、逆に寄附を募る
という活動をしていただきたいと思っておりますけれ
ども、知事いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県出身者の方々が、企業版のふ
るさと納税を活用したいということは、非常にありが
たく、うれしい話ですので、そういった企業の支援も
応援もさせていただきながら、またこの企業版のふる
さと納税を活用できるようなそういう仕組みも、これ
からまたさらに充実させていただければと思います。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　よろしくお願いします。
　沖縄県、予算がないないと言っているのであれば、
やはりそういったところでしっかりと稼ぐというとこ
ろを考えていただきたいと思っております。
　３番です。
　若年妊産婦支援についてということですけれども、
若年妊産婦の支援施設を今度沖縄県が整備するという
ことで、これも非常に好ましいことでありますが、そ
の後に、赤ちゃんにミルクを十分に与えることができ
ない経済状況とか、炊事・洗濯などの家事、セルフケ
ア、金銭管理など、地域生活を送るための基礎的な技
能など生活を送るためのスキルが十分でない方もい
らっしゃいますが、その方々の支援というのは、どの
ようになっているのか教えてください。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　現在６市町におきまして、内閣府の沖縄こどもの貧
困緊急対策事業補助金を活用しまして、通所型の若年
妊産婦の居場所を設置しております。この中で食事支
援や共同調理、または家計簿管理に対する助言であっ
たり、育児や職探しの相談対応、そういったことも総
合的に、その後、安定した生活を送るための自立に向
けた支援というのを実施しているところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　今、通所型というお話がありま
したけれども、やはり宿泊型、これ必要ではないかと
思っております。なぜかといいますと、やはり人の行
動を変えるというのは、なかなか気持ちで変えるとい

うのは難しいんですね。実際に住む場所を変えると
か、会う人を変えるとか、あと時間ですね。時間の使
い方を変えるとか、具体的な動きをしなければいけな
いと思っておりますけれども、通所だと、常に自宅に
いるということも多いかと思うんですね。自宅から通
うということになりますので。なのでこの辺、ぜひ宿
泊型を増やしていただきたいという要望がありますけ
れども、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今御質問のとお
り、これまで沖縄県では若年妊産婦の支援としては、
通所または短期的な宿泊という形で実施をしておりま
したけれども、宿泊型の居場所も必要であろうという
ことで、検討を進めてきたところでございます。
　今般、国庫補助事業を活用しまして、この10月１
日から、宿泊型の居場所を県事業として開始をしたと
ころでございます。この事業では、支援コーディネー
ターや看護師また母子支援員等を配置しまして、支援
が必要な若年妊産婦に対して相談支援、関係機関との
連絡調整、心理的ケアということを実施していくとい
うこととしております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　すみません。その施設というの
は、若年に対しての施設という認識でよろしいです
か。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　国庫補助としまし
ては、特定妊婦という位置づけになっております。若
年妊産婦を含め、出産の前から支援が必要であろうと
いうことで、市町村の要対協等に登録をされた特定妊
婦ということでの施設になっております。その中には
当然、若年の妊産婦も含まれてくるものと考えており
ます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。　
　ちなみに今回の施設に関しては、広域での利用が可
能でしょうか。なぜかというと、市でも幾つか宿泊型
の施設を持っているところがあるんですけれども、あ
と通所も含めて。なかなかエリアが変わってしまうと
対応できないというところがあるので、情報共有まで
含めてやはり沖縄県としては、広域型をしっかりとつ
くっていくべきじゃないかと思っていますけれども、
この点いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今回、県が開設を
しました宿泊型居場所については、広域型ということ

‒･214･‒



で設置をしたものでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　この広域型を増やしていくとい
う予定はありますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　この10月に、１か
所目をまずスタートさせたというところでございま
す。この施設で実施をしながら、また関係機関等と意
見交換をしながら、検討してまいりたいと考えており
ます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　すみません。我が党関連に入ります。
　まず、仲村家治県議の１の(2)の国貿促訪中団につ
いてです。
　まず、この地域外交については、どの地域を重要な
地域として県は想定しているのか伺いたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　本県の地域外交の対象とす
る国や地域につきましては、今、沖縄県地域外交基本
方針案の策定の中で、万国津梁会議や関係団体等の意
見を踏まえながら検討していくことになろうかと思う
んですけれども、現時点で考え方としましては、県の
海外事務所が設置されていて、また直行便が就航して
既に交流が活発に行われている東アジア、あるいは経
済成長率が高い水準を維持し、今後交流の拡大が期待
されている東南アジアは、重要な地域になるのではな
いかというふうに考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　先ほど知事が、今回中国大使とお会いしたと。先般
も訪中で首相とお会いしたということで、要人にお会
いしておりますけれども、私はお隣の台湾、こちらと
の関係構築も非常に重要だと思っておりますが、台湾
との交流についてはどのようにお考えでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　現在、今年度中に玉城知事が台湾を訪問する方向で
検討を進めているという状況でございます。
　台湾の訪問を通しまして、コロナ禍からの復興を見

据え、経済、貿易、文化、教育など様々な分野の交流
を早期に回復し、さらに互恵的な発展につながるよ
う、取り組んでまいりたいと考えているところでござ
います。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　10月２日に台北駐日経済文化代表処那覇分処、こ
ちらの主催で国慶節の祝賀会があったんですけれど
も、このときは議長も参加されて御挨拶をされていた
かと思いますが、このときに県の職員、どなたか参加
されましたでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　三役の出席につ
いて検討しておりましたけれども、日程調整が整わ
ず、三役の対応はできなかったところでございます。
職員では、文化観光スポーツ部の職員はあいにく参加
できませんでしたが、商工労働部の産業振興統括監が
参加しております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　台湾、私非常に重要な国だと
思っておりまして、そこに今回三役は対応できなかっ
たと。ただ、部長もいらっしゃらなかったんですね。
御挨拶もされなかったということについては、私これ
非常に考えるべきことだと思っておりますけれども、
知事、この辺は将来的にどういうふうにお考えです
か。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　台湾との関係というのは非
常に重要ということで先ほどからも申し上げておると
ころなんですけれども、今回の国慶節の祝賀会につき
まして、当初副知事の出席を予定していたんですけれ
ども、急な出張が入ったため、担当同士の調整により
部局の対応ということになったというふうに聞いてお
ります。ただ、こういう外交といいますか、その対外
との関係につきましては、もっと慎重な取扱いが必要
であり、本来であれば三役、担当副知事が出られない
のであれば、ほかの副知事あるいは知事というものを
十分検討した上で、出席を行うべきであったのであろ
うと思って反省しているところであります。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　今朝も中国大使の表敬訪問をお受けになったという
ことですけれども、この話の内容を教えていただけま
せんか。どういったことをお話しされたのか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今日の午前中、本会議の前の時
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間に、呉大使とお会いをいたしまして、先日の訪中の
際のお礼でありますとか、これからの北京事務所、上
海事務所などを活用した様々な分野での地域間交流、
特に福建省福州市と沖縄県那覇市とは友好省県、姉妹
提携もしておりますので、なお一層、これからの観光
を含めた人の往来、物の往来について親交を図ってま
いりたいというような、そういう内容のお話をさせて
いただきました。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　そうなんですよね。経済や文化
というものの交流・発展というものは非常に大事なも
のだと思っております。その中で、知事が中国を訪問
したというところで、今回、国貿促の顧問として参加
をされたということですけれども、これどのような団
体か教えていただけませんか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　日本国際貿易促進協会は、中国をはじめアジア諸国
との貿易や経済協力関係の発展を目的とする民間団体
でございます。河野洋平元衆議院議長が会長を務めて
おります。同会は、長年の交流を通して培った中国政
府、企業との信頼関係を基礎に、中国ビジネスをサ
ポートしているというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　この国貿促には、県はどのよう
な立場で参加しているんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　沖縄県では、平成30年に日本国際貿易促進協会に
入会しておりまして、令和５年度の年会費は180万円
となっております。なお、同会におきましては、会員
向けの活動としまして、訪中代表団の派遣のほか、日
中の経済交流に関するレセプション、セミナー及び
フォーラム等の開催、またメールマガジン及び機関紙
の発行などが実施されているというところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　年間180万円の会費というの
は、結構お高めだなというふうに思っておりますけれ
ども、その会に対して、例えば県はフォーラムとか講
演会、またいろいろなものについて、しっかりと参加
なされているんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時29分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。

　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えします。
　この国貿促が主催しますレセプション、あるいはセ
ミナー、フォーラム等に関しましては、東京事務所の
ほうで対応して参加させていただいているというの
と、機関紙を発行しておりますので、これを購読して
いるということ、あと訪中団がございますので、訪中
団――今回、知事が参加しましたけれども、そこに参
加をして、経済的な交流に努めているというところで
ございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃ、この訪中団、実際にか
かった費用というものを教えていただけませんか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　今回の日本国際貿易促進協会訪中団の参加に要した
経費でございますが、総額で559万7670円となって
ございます。内訳としましては、知事ほか合計で８名
分の特別旅費が468万1454円、あとお土産代、お土
産品の購入に要した需用費、こちらが２万9740円、
あと出張先の通信に要した役務費が７万4476円、
あと共通経費の負担金がございます。こちらが81万
2000円となってございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　じゃ、このときのスケジューリングというのは、こ
の国貿促がなさったというふうに考えてよろしいで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時31分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　今訪中で実施された国家
主導者との会見につきましては、訪中団を主催する日
本国際貿易促進協会事務局において調整、決定された
というところでございます。また、県独自の日程及び
内容等につきましては、訪中団を所管する私ども商工
労働部のほうで各部局の意見を取りまとめ、訪中の趣
旨、目的等の観点を踏まえて検討を行った上で、知事
調整を経て決定したというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　実は、知事が琉球から派遣され
た使者のお墓参りをしたという情報がありますけれど
も、実は、それが結構問題になっているというような
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お話を伺っております。中国でですけれども。このお
墓の中に、当時沖縄を助けてくださいということで中
国に行ったというような方がいらっしゃるということ
で、知事はそこにお参りに行ったということで、実は
知事が中国に助けを求めに来たんじゃないかというよ
うな話題が出ているという話を聞いておりますが、そ
ういった情報というのは入っていますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私の訪中に関しては、各メディ
アの中では様々な意見もあるかと思いますが、私は今
回通州区にあります、その琉球人墓跡ですね、かつて
渡った方々が弔われた場所で、ウチナーウコーとウチ
カビを持っていって、その先人の御労苦に感謝を申し
上げました。それから、福州市の琉球墓園に行って、
そこには実際に亡くなられた方々の小さい亀甲墓式の
お墓があり、墓碑銘が書かれているんですが、そこで
も島ウコーとウチカビを燃やして、この先人の御労苦
に感謝を申し上げ、これからもまたその御労苦に我々
がかなえられるように頑張っていきたいということも
併せて祈らせていただきました。ですから、特にそこ
にどなたかが葬られているということではなく、琉球
からそこで亡くなられた方々が実際にいらっしゃった
ということに、私は重きを置いて手を合わせて祈って
きたということでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　知事という立場で、いろんなと
ころに行ってお話をするのは構いませんけれども、知
事が行っていろんなことを行動に起こすことで、いろ
んな人のいろんな見方があるわけですよね。そこをぜ
ひ気をつけていただきたいということで、これは私の
ほうにも県民の方から声が出ておりましたので、お伝
えをさせていただきたいと思っております。
　先般、議長が大使とお会いしたときに――先ほどの
大浜議員のときにも出ておりましたけれども、ミサイ
ル発射と尖閣についてを紙面で、新地図については口
頭で申入れを行ったということを聞いておりますが、
やはり言うべきところには言わなきゃいけない、言わ
なきゃ分からない人がいるんですよ。だから、海外の
人たちと外交をするというのであれば、そこはベース
として持っておかなければいけないと思うんですね。
そこの地域の文化、人柄、そういったものをしっかり
と考えていただいた上で、やっていただかなければい
けない。私はそのように思っておりますけれども、今
後、沖縄県が他国、いわゆる中国とお話をする際に
は、基本的にはその国防、そしてこの県土という意味
をしっかりと言っていただかなければ、その上で経

済、文化の交流というものは私はないものだと思って
おりますけれども、知事はこの辺はどうお考えでしょ
うか。この県土、そして防衛と。我々の県土、県益と
いうものがあってから、それからの文化交流、経済交
流だと思っております。その点について、お聞かせい
ただきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　安全保障などの重要な外交分野
は、当然国と国において、そのような良好な関係が平
和的な対話によって構築されていくということが基本
であり、我々が行う地域外交は、そのような国と国が
良好な関係を維持し続けていくという上での地域間交
流を目指しておりますので、そのような国の外交方針
は当然、我々の地域外交の基本になるものと受け止め
ております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　では、やはり今後こういった交
流の場の際にも、何げにで構いません、しっかりと発
信をしていただきたい。そういった姿勢で、知事の一
挙一動をその相手方は見ています。発言に関しても、
細かく見られています。ぜひそこを意識していただき
たいというふうに思っておりますので、よろしくお願
いいたします。
　それでは、あと末松文信議員の３番、県土強靱化・
防災・減災の関係で、磁気探査の案件について伺いま
すが、この不発弾対策の民間支援事業の目的について
教えてください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　住宅等開発磁気探査支援事業は、民間による住宅等
の建設予定地における磁気探査を促進することを目的
としており、住宅等建設予定の施主が実施する磁気探
査費用を補助する制度となっております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　施主側が出すということになっ
ておりますけれども、この磁気探査の施工業者という
のは、よく申請にいらっしゃるかと思いますけれど
も、これはどういった立場でいらっしゃっているんで
すか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　申請書の提出における磁気探査の施工業者は、施主
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からの委託による立場ということになっております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　分かりました。委託ということ
は施主ということで、県民の方が申請をしているとい
うことでよろしいんですね。
　では、この磁気探査の申請と取下げがあった件数に
ついてお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　取下げにつきましては、その期間――その交付申請
から補助金交付決定までの期間について、それが建築
まで待てないというような方がいらっしゃって、取下
げをされるということは聞いております。
○新垣　淑豊 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　午後４時39分休憩
　　午後４時39分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　直近３年の住宅等磁気探査支援事業の取下げ件数に
ついて、御説明したいと思います。
　まず、取下げ件数につきましては、令和３年度は
申請予定票件数が389件で、取下げ件数が84件。令
和４年度は申請予定票件数が358件で、取下げ件数が
59件……。失礼しました、最初から申し上げます。
　令和３年度は申請予定票件数が389件で、取下げ
件数が54件ですね、失礼いたしました。令和４年度
は申請予定票件数が358件で、取下げ件数が59件と
なっております。また、令和５年度ですけれども、９
月末時点で申請予定票件数は211件で、取下げ件数が
11件となっております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　先ほど公室長がおっしゃってい
たように、ちょっと期日に間に合わないということ
で、取下げをされる方も多くいらっしゃるということ
を聞いております。そのときに、担当によって、いろ
んな書類、必要な書類や図面というものが、提出書式
が異なったり、承認を出す基準が異なるというふうに
事業者の方からの声があって、また人によっては、着
工までの間に許可が出ず取り下げると言われておりま
すが、調整期間――申請してからはできるだけ早く出

しますということは担当もおっしゃっていましたけれ
ども、調整の期間の改善に向けて、どういった取組を
考えていらっしゃるのでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　交付申請から交付金決定までの期間短縮への取組と
して、県に提出する申請書類については、基準を統一
化したチェックリストを作成し、交付申請書の書類不
備を改善するようにしております。また、決裁に係る
事務手続を簡素化したほか、建築確認申請引受書で建
築確認済証を代替できるように改善しています。加え
て、磁気探査の関係団体と定期的に意見交換を行うよ
うにしているということです。今後とも民間工事への
補助金交付決定が、可能な限り早期に行えるよう取り
組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　いろいろなチェックリストの作
成とかをされているというのも伺っておりますけれど
も、やはり事業者の方々とそれが共有できていないと
いうような感じがしております。なので、ぜひ県が旗
を振っていただきたい、いろんな話を聞いていただき
たいと思っております。それで、実は施工に関して、
年度をまたぐときには申請がしづらい、もしくはでき
ない時期があるというふうに聞いていますけれども、
繰越しとか基金の創設などで期間の対応ができるよう
にならないかという意見があります。こちらに関して
はいかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　住宅等開発磁気探査支援事業の補助金につきまして
は、年度当初４月の補助金交付に向けて、３月中の事
前審査などを行っているところです。また、磁気探査
業務が年度末や年度当初となることも踏まえ、補助金
交付申請を継続的に行っており、柔軟な事業執行に努
めているというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　そうなんです。事前のと言いま
すけれども、やっぱり家を建てるのって早くしたいん
ですよ。なので、できるだけタイミングを逸しないよ
うな形でやりたい。だけれども目的としては、そこに
不発弾がないような安全な工事をするということが目
的だと思っておりますので、ぜひここはもっと真剣に
なって考えていただきたいと思っております。これは
要望までです。
　また細かいことについては、ちょっと別途、担当と
やり取りしたいと思います。
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　休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　淑豊 議員　仲村家治議員の５、産業振興・
総合交通政策についての(4)、物価高対策についてと
いうことで、企業局より水道料金の値上げについて
11月議会に提案を予定していると、議会前に各議員
及び受水の団体に値上げについて事前に説明をされて
いるかと思いますが、この値上げをする理由と今後の
スケジュールなど概要を教えてください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企業局長。
○松田　了 企業局長　お答えします。
　企業局では、平成５年度の料金改定以降、約30年
にわたって料金を維持してまいりましたが、施設の更
新等に伴う費用の増や電気料金の上昇による経営状況
の急激な悪化が見込まれることから、料金改定の検討
を行っているところでございます。今後のスケジュー
ルとしましては、まだ議会への議案の提出については
最終決定ではございませんけれども、県企業局の希望
としましては、11月議会に議案を提出したいという
希望はございます。まだ、最終決定ではございません
けれども、今後、知事部局、知事三役と調整の上、調
整が整いましたら、議案として提出したいと考えてい
るところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　値上げを予定しているのは、い
つからになりますか。
○赤嶺　昇 議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　現時点での想定では、令和６
年から令和９年にかけての４年間に必要な費用を算出
しまして、その費用に関して不足分を料金改定で補う
という考えでございます。そういう考えからしまし
て、令和６年４月１日の料金改定を企業局としては今
想定してございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これは、県民負担はどのように
変化しますか。
○赤嶺　昇 議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　企業局が水道用水供給事業を
行っておりまして、企業局は市町村等に水道用水を供

給してございます。市町村が企業局から供給を受けた
水を県民のほうに、市町村民に供給しまして、市町村
民は市町村に水道料金をお支払いするという仕組みに
なっております。私どもが今、３割程度の料金改定を
検討してございますけれども、平均的な県内の４人家
族の水道の使用量――私ども月約28立方メートルと
いうふうに想定してございますけれども、そういう４
人家族で月に28立方メートルと仮定しますと、１か
月当たり約1000円程度の料金の上昇が生じるものと
いうふうに推測しております。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　県の企業局は、いわゆる卸です
よね。実際に各市町村の水道局は、事務手続とか議会
承認とか受けますと、大体１年半ぐらいかかるんじゃ
ないかと言われておりますが、そのタイムラグの間、
非常に厳しい状況、経済状況になるというふうに言わ
れております。受水団体から要望として、値上げを先
送りしてほしいとか、段階的な値上げをしてほしいと
か。広域化に対しては、これは私も選挙区、離島があ
りますけれども、離島振興としての一般財源からの負
担というものをぜひお願いしたいということで、要望
が上がってくる予定と聞いております。この点につい
ては、どのようにお考えですか。
○赤嶺　昇 議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　９月28日に２回目の受水事業
体――市町村に対しまして、私どもの考えを説明して
おります。その際に今議員の御指摘のあったような、
料金改定の幅が大きすぎるのではないかと。それから
改定の時期も、私ども今、令和６年の４月を考えてお
りますけれども、早いんではないかと。それから段階
的に料金の改定をすることはできないかといったよう
な意見がございました。私どもはそれも踏まえて、料
金改定について今後どのような形でやっていくかとい
うことについて、今検討を進めているところでござい
ます。ただ、例えば料金改定の時期を後ろにずらす
と、あるいはその段階的にやるという場合になります
と、例えばですけれども、来年の４月からやりますと
３割程度の改定で済むのが、それが翌年になります
と、３割をもっと超える額になってしまうといったよ
うなこともございます。そういうことも踏まえて、ど
のような形で料金改定を行っていくかということにつ
いて、今検討を進めているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　もちろん私も、この今、燃料高
とかいろいろありますので、これはもうやむなしとい
うところもあります。ただ、先ほど言ったように、１
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年半、やはり受水団体というのは、その価格を反映す
るまでに時間がかかるんです。だから、今回、４月は
やめてほしいという要望なので、これはぜひ御検討い
ただきたい。またぜひ県のほうからも、企業局のほう
にしっかりと支援をしていただきたいと思っておりま
すけれども、この辺り、知事いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　企業局長。
○松田　了 企業局長　地方公営企業法の17条の２の
ほうで、企業局につきましては、独立採算制で経営を
するということが義務づけられております。今、私ど
も、国から設備、施設等の建築等につきましては、補
助をいただいているところでございますけれども、い
わゆる運営費のほうを県のほうから繰り入れるという
ことは、法制度上なかなか難しいのではないかという
ふうに今考えているところでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　もちろんそこも分かっておりま
す。ただ、やはりそこでもしっかりやらなきゃいけな
いことっていうのはありますので、ぜひこれは県のほ
うでも、どうか考えていただきたいということでお願
いします。
　すみません、観光に関してはちょっと間に合わず失
礼いたしました。答弁準備していただいた方、申し訳
ございませんが……。
　今回、私、この議会を通して、非常に沖縄県、本当
に心配をしています。例えば、いろいろ議論になって
おりますけど、最高裁判決による承認もされない。全
国でもまれな違法となる補正、赤字決算という状況も
あります。こういうことで実は、国から信用、信頼を
なくすんじゃないかというふうに思っています。例え
ば、沖縄県の行政能力を信用して、自主性に任された
沖縄振興一括交付金、こちらに対しての影響がもし出
たときに、本当に知事、どのような責任を取るのかと
いうことを私は強く感じております。ぜひこういった
ことも踏まえて、外側ではなく、しっかりと足元から
固めていただくようにお願いをして、一般質問を終わ
りたいと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　質問の前に、議会中に飲酒が
あったとされる問題について、議会の信頼を失墜させ
る大変残念な問題でありました。議会の威信にかけ
て、県民にしかるべき説明と誠意ある対応を議会が示
すべきだと私は考えており、議長に要望します。
　また、報道にあるように、職員の行動が事実であれ

ばさらに大問題であります。玉城知事の管理責任を問
われなければならないと考えております。昨年から続
きます補助金請求漏れ、不適切な貸付け、繰り返され
る不祥事は、沖縄県政の内部統制力の欠如を示してお
ります。そんな中で、知事は強引で拙速なありもしな
い県民ヘイト条例の制定、方針のない地域外交、議論
もしていない先住民としての国連演説、赤字決算の違
法処理、ＰＦＯＳ流出の隠蔽、最高裁判決への対応な
ど、もう玉城県政は危険水域に入っております。大手
新聞社は、沖縄県知事失格論まで報じているわけで
す。知事が烙印を押されただけで済まされる問題では
ないんです。全て県民の不利益として跳ね返ってく
る、先ほど話があったとおり、国の信頼も含めて跳ね
返ってくるわけです。そこに知事は気づくべきであり
ます。
　質問です。
　県庁ＰＦＯＳ流出事故の対応で、ＰＦＯＳ問題の矛
盾を露呈したが県の認識を確認します。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　ＰＦＯＳ等含む泡消火剤の流
出については、私から直ちに三役へ報告し、そしてま
た議会、県民の皆様へ速やかに公表すべきところであ
りましたが、私をはじめとする担当職員の危機意識の
欠如によりまして、これを怠り、また回収が遅れ、県
庁舎外に流出してしまいましたことを深くおわび申し
上げる次第でございます。今後は対応マニュアルを作
成し、また県有施設に設置されております泡消火設備
のＰＦＯＳ等の含有調査を進め、ＰＦＯＳ等を含まな
い泡消火剤への取替えを進めてまいります。
　また内部統制の面で申し上げますと、今現在でも内
部統制の取組方針において、報告・連絡・相談、これ
の徹底を図るということを上げているところですが、
私自らそれを怠ったということも深く反省しながら、
今後全庁的にこれの徹底など危機管理意識の向上に努
めてまいりたいと考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　釈明はもう聞きたくはないんで
す。私は、本当にこのブーメランが玉城県政を直撃し
たということでありまして、自らの起こした問題と米
軍が起こした問題にあまりにも差があり過ぎる。こん
な対応するんですか。そしてまた、私が許せないと思
うのは、自らの失態を隠蔽して何食わぬ顔をして被害
者を装ったように国連で演説をする。厚かましいです
よ、これ。まさに厚顔無恥という言葉があります。そ
のとおりでありますよ。この27日の本会議で、県知
事は議会でも経過説明をしました。そこには謝罪のく
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だりもないんですよ。事の重大さを県民にわびました
か、知事。そこが問題なんです。それについてどう考
えていますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　代表質問、一般質問でも私は、
今般ＰＦＯＳを含む泡消火剤が噴出したこと、また泡
消火剤を含んだ水が建物外部に流出したことにつきま
して、県議会並びに県民に多大な不安を与えたこと、
そして発表、報告が遅れたことについては、心からお
わびを申し上げております。改めてそのことをおわび
を申し上げて、再発防止にしっかりと取り組んでいき
たいというように答弁をしておりますので、そのよう
にこれからもしっかり取り組んでいきたいというよう
に思います。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　私は、今後このＰＦＯＳ問題に
対する取組を、もう方針を変えるべきだと思います
よ。これまでは自衛隊、あるいは米軍に起因する問題
として取り上げてまいりましたね。これを今後は、Ｐ
ＦＯＳは県内至るところにあるものだという前提で取
り組むべきだと思っております。いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　もちろん県有の財産であります
公共の建物については、しっかりとそのような管理を
していきたいと思いますし、民間におかれましてもそ
の努力をぜひお願いを申し上げたいと思います。他方
で、水質を汚染している米軍に起因すると思われるＰ
ＦＯＳの問題は、長年の問題であり、かつ米軍に対し
て調査を申し入れているところではありますが、その
調査すらかなえられておりません。そのことについて
は、多くの県民がやはり命の水の不安を訴えておりま
す。大きな問題としてこれからも引き続き、米軍に起
因するＰＦＯＳの点については、日本政府、米軍に対
してもその調査と安全な水を環境とともに正常化させ
るべく、努力をしていただきたい。我々もそのための
努力をしっかりやっていきたいというように続けてい
きたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　この調査の問題は、神奈川県横
須賀市のほうでは、環境補足協定をしっかりと運用し
て立入調査をしているんです。これ市長にじかに聞き
ました。それは市長いわく、米軍との信頼関係があれ
ば、この運用で十分できるんだということを断言して
いました。そのことはどう思いますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時１分休憩

　　　午後５時１分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　米軍との信頼関係構築につきましては、良好な関係
を構築しようと担当から知事に至るまで努めていると
ころでございます。一方、その地位協定といいます
か、環境補足協定等によります立入調査につきまして
は、以前から求めていますけれどもなかなか認められ
ていないというのが現状でございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　あのね、県民の健康を第一、安
全第一を考えるんであれば、やり方を考えたほうがい
いですよ。今までみたいに一方的に、防衛局に言うだ
けで要求する、これで終わり。それじゃないんです。
それ以上の米軍との交渉をすればできるということを
横須賀のほうで聞いてきたんです。そういうことです
よ。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県もこれまでそのようなＰ
ＦＯＳの問題について、ぜひ防衛省、日本政府からも
米軍に働きかけてほしいということもお願いをしてお
りますし、この件につきましては、これは何と申しま
すか、思想信条関係なく、ぜひ議員にも御協力いただ
きながら、御党・御会派もこのことについて米側への
協力などもしっかり取り付けていただけたらとお願い
申し上げます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　次に、県知事としての国連活動
の適切性及びその目的、成果と国内外の反応について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の国連訪問は、国際社会に対し沖縄の基地負担
の現状、辺野古新基地建設問題に反対する理由や基地
から派生する諸問題の解決の必要性などを発信するこ
とを目的として実施しており、適切であったと考えて
おります。今回の取組では、国連人権理事会における
沖縄の現状を訴える知事のスピーチのほか、講演会の
開催、国連関係者との面談を実施し、沖縄の過重な基
地負担や辺野古新基地建設問題に加え、これらの問題
が沖縄だけの問題ではなく、人権、民主主義、環境問
題という普遍的な問題であるということについて、国
際社会に訴えたことなど大きな成果があり、事業の目
的は達成されたものと考えております。知事の国連で
の活動については、国内外の多くのメディアで報じら
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れており、世界に発信できたことは大きな成果であっ
たと考えております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　この今回の国連での報告が成功
であったというのは、それは皆さん方の主観的な考え
方だと思いますけど、私はこのＮＧＯを使ったスピー
チ、あるいはＮＧＯの団体の実態等々が先ほどから明
らかになった関係上、これは非常にまずい、もう失敗
と言ってもいいようなものだという感じがします。こ
れ知事は、当初から分かっていたんですか。この市民
外交センターというのがどういうものであるか。知事
はだまされたんですか。じゃなければ知事が県民をだ
ましたような話ですよ、これ。どうなんでしょうか。
分かっていてお願いしたんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　市民外交センターは、これまで
にも様々な国連内での活動を継続しており、ある一
定――国連の中でも評価が高いということを聞いてお
ります。ですから、そのような団体に今回この国連活
動をサポートしていただけたということ、そして国連
の特別報告者ほか、様々な方との今後の連携の端緒が
取れたということについては、私は高く評価をした
い。高く評価をしていただきたいというように思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　では知事は、この団体が先住民
族を国連で支援する、そして琉球民族を先住民族とし
て認めさせる活動団体であるということを分かった上
で、その枠で発言したということでいいですね。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのグループが様々な活動をし
ているということは、私も承知をしておりますけれど
も、私は日本国沖縄県の県知事として、沖縄県の状況
と人権や民主主義に関する我々の課題について、国際
社会と連帯して解決に向けて協力を求めたということ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　そしてスピーチで、軍事力の増
強は不測の事態を招くとしております。これは主語が
よく分からない。どこの国の軍備の増強を指している
のか明確にしてください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　一般論で申し上げますと、お互
いの抑止力のために片方の軍事力が上がると、それを
よく思わない側も軍事力を上げていくということに
よって、不測の事態が生じるようなそういうエスカ

レーションがあってはならないということは、私は安
全保障の基本の考え方だと思いますので、平和外交と
いうのは軍事力だけに頼るものではなく、人間の安全
保障を保って、その外交として成り立っていくもので
あるという認識で申し上げております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　我が沖縄に影響のある事態とし
て考えた場合に、その周辺で軍事力を増強している国
はどこですかと聞いています。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時７分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　我が国周辺で見ますと、例
えば中国の軍事力が増強している、あるいは北朝鮮の
核開発、ロケット開発等、それとロシアにおけるウク
ライナ侵攻等、様々な事象があるというふうに承知し
ております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　だからそういうような国々が沖
縄を取り囲む状況であるという中で今、平和外交を展
開しているということです。そしてまた、平和の権利
ということに言及していますが、これは沖縄県民の問
題ではなく、全ての人類の権利なんですよね。そこは
何も沖縄県の問題でもないと。だから、それを守るた
めに人類としては外交力と防衛力をしっかりと整備し
なければ、今の平和が保てないというのが今の現実な
んです。それを我々はしっかりと認識して取り組んで
いるということです。
　次に３、辺野古埋立設計変更承認勧告に対する知事
の判断と総理面会を希望する理由を伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　公有水面埋立変更承認申請に係る勧告の対応の部分
についてお答えいたします。
　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところであります。県は、当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討しておりまし
たが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛局
の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判
を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基づく代
執行訴訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
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○溜　政仁 知事公室長　私のほうから、総理との面
談についてお答えいたします。
　県は、かねてから辺野古新基地建設問題は、司法で
はなく対話によって解決策を求めていくことが重要で
あると考えており、沖縄の過重な基地負担の軽減を図
るためには、政府に対し申し上げるべきことは申し上
げ、問題点を指摘しながら必要に応じて取り組むこと
が重要であると考えております。県はこれまで、政府
に対する要請などあらゆる機会を捉えて、知事と総理
との対話の場を設けるよう求めてきたところであり、
引き続き政府に対し、対話によって解決策を求める民
主主義の姿勢を粘り強く求めてまいりたいと考えてお
ります。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　とても納得できるような答弁で
はないんですけど、対応を表明できないのは一体何を
されているのか、知事。承認も不承認もできないとし
た、事実上もう不承認ですよ、これは。知事の対応
は、遵法精神がない。自己保身としか言いようがない
と、先ほどから我が会派のメンバーはそう言っていま
す。知事は損害賠償を恐れているんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　改めて御説明させていただきた
いと思いますけれども、私は今回の判決の内容、最高
裁判所の判決の内容を精査した上で対応を検討する必
要があり、県民、行政法学者などの方から様々な御意
見が寄せられ、さらには県政の安定的な運営を図る上
でこういった御意見の内容についても分析を行う必要
があったと考えております。ですから、これまでも
2019年２月に行われた県民投票の結果の尊重、学者
の方々からの御意見、それからやはり対話によって解
決策を求めるという民主主義の観点から、沖縄におけ
る過重な基地負担の軽減などについて、このまま負担
を受忍し続けることはあり得ないということから、知
事として政治的に承服はできないということも考えま
した。他方で、行政の長としては、やはり最高裁判決
を受け止める必要があるということで、これらのこと
を総合的に踏まえて承認、不承認の判断がつかないと
いうことで報告をしたものであります。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　だから結果として、不承認なん
ですよ。県職員を遵法精神義務違反にして、道連れに
していいんですか。職員にも法律を守って働く権利が
あるんですよ。職員の人権はどうするんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　遵法の精神は行政の基本であろ

うと思いますし、私はこの最高裁の判決について、
しっかりとその内容も含めて精査をさせていただきた
いということを申し上げております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　知事は、全責任を自分で負う覚
悟があるべきであります。与党や行政学者が承認する
べきではないということを加えて言っているようです
が、どうせ責任は負わないんですよ。あなたしか負え
ないんですよ。その覚悟はありますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　行政学の先生方からは、やはり
県知事として地方自治を正面から受け止めてほしい
と。つまり、地方自治法に基づいて国と対等な関係に
ある都道府県の長として、そのことを十分受け止めて
法の趣旨、内容、憲法の要旨などについてもしっかり
と学んでいただきたいということもありまして、様々
なことを検討するのは、これは政治家でもあり、行政
の長でもあるというような、この２つの側面からの私
が取り得るべき努力であろうというように受け止めて
いる次第です。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　そもそも、埋立事業は認可され
ております。沖縄県が法定受託事務を執行しないこと
が違法として確定したわけであります。所管課の職員
は、承認を起案したと聞いております。これは事実確
認をします。土建部。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　本事案につきましては、まずは方針を決めてから対
応するということになっておりましたので、起案等は
行われておりません。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　じゃ、報道は誤報だったという
ことでよろしいですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　方針を決めてから対応す
るということでございましたので、繰り返しになりま
すが、起案は行われておりません。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。

‒･223･‒



　玉城知事。
○玉城デニー 知事　報道については、それぞれの記
者がいろいろな状況を判断し、記事にしているものと
いうように思料いたします。それが正確かどうかとい
うのは、先ほど土建部長が土建部の立場として答弁を
させていただいたとおりであります。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　私は生の情報としてもこれを確
認しています。これをねじ曲げるようなことになって
いる状況でありますから、これ後で事実が分かれば大
変な問題ですよ。職員が遵法精神にのっとって、しっ
かり手続を取ってやるべきだという結論を出して承認
をするべきだと言っているものを、あるところでもみ
消したということになります。そうじゃないですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　最終的に、その起案をするかど
うかということは当然部局の判断もあろうかと思いま
すが、一職員が上司の確認が必要な文書を起案をする
ということは、私はあまり考えられないのでありま
す。ましてや、今回のこのような非常に重要な文書で
あれば、なおかつ決定事項がまだ協議中であるという
ことを踏まえても、やはりそれは協議途中の文書で
あったかもしれないし、あるいは作成はなかったかも
しれないということについて私たちは議会で答弁をさ
せていただいている次第でございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　決裁権者に上がるまでの、そう
いうことであるわけであって、私が言っているのは、
県職員がその仕事を誠実にこなした結果として承認す
べきだという意見を持っているのは、間違いなく結構
な相当数いるんです。それは把握していますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　承認すべきだと決定するのは私
でありますので、それは職員は承認すべきだと決定し
て起案をするようなことはないと思います。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　じゃ、これ先ほどの話に立ち返
りますけれども、知事が職員の遵法精神を踏みにじる
ようなことになるということになります。
　次に――･一旦、休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　地域外交方針は国政との整合が
重要だが、尖閣問題の取組と訪中の成果を伺います。

○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　訪中の成果でございます
が、日本国際貿易促進協会訪中団の一員として訪問し
た北京市におきましては、中国政府関係者や企業関係
者等との面談を通して、定期航空路線の復便、ビザ申
請手続の簡素化などを提案したところです。その後、
那覇－北京路線が復便したこと、また、中国政府が指
定する旅行社を通じてビザを申請する場合、県民が福
岡総領事館に出向く必要がなくなったことにつきまし
ては、今訪中の大きな成果と受け止めているところで
ございます。また、福建省におきましては、観光、経
済、文化、人的交流など幅広い分野で交流を推進して
いくことをお互いで確認したところです。これらの成
果等を踏まえ、今後、沖縄と中国の多面的な交流がさ
らに発展するよう取り組んでまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　知事公室長、沖縄の地域外交
は、国家間の外交を補完すると答弁していますよね。
補完とはどういう意味ですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　補完というのは、補うとい
うことなので、国家間で大きな外交を行っていて、
我々県としては、その県、あるいは民間団体等と地域
における交流等を盛んにすることによって国の外交
を、何というんですか、その一助となるというような
ことだというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　失礼しました。
　国の外交の一助となるというふうに……。
○座波　　一 議員　だから何の一助ですか。
○溜　政仁 知事公室長　国の外交の一助となるとい
うことです。
○座波　　一 議員　すらっと言ってください、最後
に。
○溜　政仁 知事公室長　我々の地域外交によって、
国の外交の一助となるというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　まさにそのとおりですよね。国
の外交を補完する。しかしながら、今回の行動は中国
内でまさに琉球の帰属問題があることを印象づけまし
た。そしてまた、尖閣諸島の領有を主張する意思がな
いということも示しております。さらに、首里城復元
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などで支援をいただいている台湾政府に非礼を行って
おります。今回のこの３つの外交問題、これを暴露し
てしまった玉城県知事。これ、今後の外交問題をさら
に難しくしております。その自覚はないでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まず先ほど知事公室長が答弁さ
せていただきましたとおり、国と国との正式な外交を
補完する、その外交がスムーズにいくよう地域間で交
流をし、経済や人流・物流の促進を図っていく、それ
が我々の地域外交の方針の一つであるということは説
明をしたとおりであります。ですから、その基本方
針――これ今、策定中なんですけれども、基本方針の
考え方にのっとれば、我々は日本国と中国との外交関
係がより互恵関係が発展するような形でそこで寄与し
ていきたいというものであり、これを沖縄の帰属問題
でありますとか尖閣の問題でありますとか、そういう
ような、いわゆる中国の中でどのような言論が飛び
交っているかということを、そこに重きを置くのでは
なく、良好なこの２つの国の関係をサポートしていく
んだ、そのために様々な民間企業や人々が交流をして
いくという、そのつなぎ役をしようということであり
ます。
　それから議員おっしゃる、台湾に非礼ということは
私はよく分かりませんが、私は今、日程を調整させて
いただいております。今年度中に台湾も訪問したいと
思っておりますので、そのようなバランスはしっかり
と考えながら、良好な関係が保てるよう尽力していき
たいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　私も中国との互恵関係を否定す
るものではないんですけれども、今回の訪問後の中国
のメディアの報道を見ていると、大変懸念するんです
ね。これはもう、もはや沖縄県の問題ではなく、これ
は全国的な日本の問題になりつつある。大手新聞社、
大変心配しています。何と、この知事の外患誘致を懸
念している。こんなことを書かれるんですよ。我々、
心配して言っているんですよ。これは――それがない
ように、しっかりと弁明しないといけないんじゃない
ですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　御心配をおかけしていることは
大変ありがたく、また申し訳ないと思います。ぜひ、
様々なメディアのニュースをバランスよく取っていた
だいて、この外交が何を意味しているのかということ
を議員御自身の中でもしっかり整理をしていただけた
らと、そう願います。

○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　次に、違法状態の赤字決算の原
因と修正方法及び責任の所在と知事の責任を問いま
す。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　土木建築部が所管いたします特別会計の赤字決算の
原因につきましては、歳入が過大に見積もられた上、
当該見積りに対し実際の現金が幾ら収納されたか出納
整理期間内に確認するべきでありましたが、その確認
がなされていなかったことによるものであります。赤
字状態の治癒につきましては、速やかに特別会計の補
正予算案の専決処分を行い、繰上充用を実施したとこ
ろであります。
　土木建築部としては、赤字状態の治癒を最優先と考
え手続を進めており、部内の責任については、関係部
局と調整の上、適切な時期に判断してまいりたいと考
えております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　この問題は、チェック体制で二
重三重に不備を重ねた結果なんですよ。今の説明のと
おり、過大に見積もりをしたとか、これは言い訳にし
かならない。明らかに単純ミスなんです。それを隠す
ための理由なんです、これは。このような体質が蔓延
しているから、いつまでもこんなことが起こるんです
よ。この単純ミスの発見には、３つの機会があったと
思いますよ。予算編成時、予算執行時、出納整理期
間、この３つの機会で発見できないはずがないんです
よ、本来は。単純ミスの積み重ねで、これを監査委員
で検証したんですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ミスの原因という部分に
ついてお答えいたします。
　議員御指摘のとおり、歳入の見積りを過大にしてし
まったという部分につきましては、単純な集計ミス等
によるものでございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　だから一部で単純ミスにして
も、二重三重、３つの機会があるからそのときに必ず
発見できるんですよ、普通だったら。そういうふうに
統制ができていないっていうことが、大きな失敗で
す。これを知事は専決処分をして、補正予算で修正し
て、違法状態をまた不正な方法で補うわけですね。だ
からこの問題は、内部体制の欠陥を放置してきた責
任。すなわち、県知事が責任を取るべきであります。
専決権限のある知事にのみ責任がある、いかがです
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か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時29分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　最初の赤字状態が発生した原
因につきましては、先ほど土建部長からありましたよ
うに、歳入が過大に見積もられていたこと、そして出
納整理期間内に現金収納の確認がなされていなかった
ことによるものでありまして、知事が直接関わったも
のではないというふうに認識しております。しかしな
がら、知事は県の事務について、包括的な執行管理権
限を有することに加え、一般職員の手続ミスにより発
生した赤字状態を治癒するため、違法な手続を前提と
した繰上充用に要する経費の補正予算を専決処分して
おります。その経緯については、引き続き丁寧な説明
を行う必要があるものと考えております。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　知事が細かいチェックまでしな
いですよ、それは分かりますよ。責任はないという表
現は駄目なんです。これだけ何度も繰り返してきた不
正、不祥事がこのように起こっているということを、
根本の原因を、私は問題を追及しているんですよ。だ
からそれが内部統制力ということを理解しないと、こ
ういった問題っていうのは永遠になくならないんじゃ
ないですか、総務部長。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど議員御意見の予算編成実
行段階、決算でそれぞれ確認すべきことであったとい
うことについては、そのことを総務部長から説明をさ
せていただいたということであります。当然、今般こ
のような、本来であれば確認ができる状況の中で職員
が確認ができなかったということは、これはそのよう
な体制についても県庁内でもう一度確認をし、必要な
箇所にそのためのチェックポイントを設けるべきであ
るということと、今、ＤＸ化を進めながら、電子化を
進めることによって、いわゆる入力エラーをしっかり
とチェックができるような、そういうような技術の導
入も図ろうという段階に来ておりますので、様々な形
で今後このようなミスが起こることがないよう、気を
引き締めて取り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　６、台風常襲地として電力及び
通信網の強靱化に向けた県の役割と取組について伺い
ます。

○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　県では、通信網の強靱化のため、海底光ケーブル通
信網のループ化に取り組んでいるところです。また、
通信事業者においても、通信網の冗長化や複数の携帯
基地局が相互にエリアをカバーできるよう整備に取り
組んでいるところです。このような整備効果により、
光ファイバー網や携帯基地局など、様々な通信サービ
スが利用できる環境が確保され、災害に強い情報通信
基盤が構築されていくものと考えております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携を密にし
ながら、通信網の強靱化に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　電力の強靱化についてお
答えいたします。
　沖縄電力では自然災害に強い設備形成に向け、樹木
等の接触に強い電線や風の影響を受けにくい電線等へ
の取替え、送電線路の２回線化などに取り組んでいる
ところです。また、停電を早期に復旧させるための対
策として、遠隔操作によって停電を復旧させる配電自
動化システムを小規模離島を含めた県内全域に導入す
るなどの取組を行っているところです。
　県としましては、電力設備の強靱化に向け、災害予
防及び早期復旧対策について、沖縄電力と引き続き意
見交換をしてまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　電力あるいは通信の強靱化は、
地中化だけ――地中化が一番いいんですけどね。多分
地中化だけではもう追いつかないと思います。だから
今言う自動復旧装置、あるいはループ回線の整備を、
本当に技術はあるわけだからやってほしい。だけど、
都市部に集中しています。ここをもっともっと県全土
に広げるような、離島も含めて、こういったものを支
援するのが県の役目じゃないかということです。そう
いうふうな趣旨で質問していますが、どうでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　今、議員のほうから県全
土にという御指摘がございましたので、今後とも県全
土の電力設備の強靱化に向けまして、災害予防及び早
期復旧対策について沖縄電力と引き続き意見交換を
やってまいります。
　以上です。
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○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　電力停電の被害っていうのは、
本当、表に出るだけ以外にも相当大きいんです。そこ
をみんな泣き寝入りしているんですよ。畜産業者とか
農業は。そこをしっかりと捉えて、電力会社とかキャ
リアだけに任せないで、沖縄県が支援すべきだという
ことです。
　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時35分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　重要課題の交通渋滞の解消とバ
ス交通の充実化等、公共交通機関の整備について伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　沖縄の交通渋滞の解消には、
短期・中期的には、自家用車から公共交通への利用転
換を促進するためのソフト施策の充実が重要だと考え
ております。県では特にバス交通について、バスロ
ケーションシステムやＯＫＩＣＡカードの導入など、
利用環境の改善により、バス利用を促しているところ
です。これにより、バス利用の減少が下げ止まってい
ましたが、近年、コロナ禍等の影響によりバスの運転
手不足による減便等の問題が出てきており、県として
はこの事態に危機感を抱いております。現在、推進中
の基幹バス交通システムの充実に取り組むとともに、
さらなるバス交通の充実を図らなければならないと考
えております。
　そのため、県では、他県で実施されている先進的な
ＢＲＴなどの短中期的に導入可能な交通施策を調査研
究し、バス協会や各圏域ごとの市町村等と意見交換を
したいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　南北鉄軌道も全くめどが立たな
い。モノレールの延伸計画もない。そして、２次交通
の問題あるいは交通渋滞の対策が全くないんです。本
当にこれでいいのかなと、県政。そしてまたさらに、
バスも地方では減便、廃線が続いて、タクシーも人材
不足で呼んでも来ない。県民の足は最悪状態なんで
す。これを短期的に、本当に強い政策で今解決しなけ
ればならない。もう私はこれがバス交通の充実とタク
シーのほうしかないと思っています。タクシーの公共
性を強化する。そして民間地域、市町村だけの交通課
題という問題じゃなくて、県が地域の、地方のタク

シー、あるいはバスをしっかり確保して、都市部と地
方の交通をしっかり確保するような、そこまで指導し
ないと地域だけの公共交通会議をさせても意味がない
んですよ。それに気づかないといけないんです。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　議員おっしゃるとおり、バ
ス・タクシー、公共交通の充実は非常に重要な課題だ
と思っています。タクシーについてもバス同様、運転
手不足が深刻化しており、県内で稼働しているタク
シー台数が大幅に減少しております。これに対応する
ため県では、バス・タクシーの運転手確保のため、事
業者の求人広報活動や第二種免許の取得を支援してい
るところです。最近は、タクシーの稼働台数不足と配
車アプリにより、人口の多い都市部にタクシーが集中
するようになり、地域でタクシーが拾えなくなったと
の声も聞いております。タクシーは、高齢者や障害者
等、県民の日常生活を支える重要な公共交通と認識し
ており、この問題についても沖縄県ハイヤー・タク
シー協会と運転手の確保やタクシー会社が主導するラ
イドシェアも含め、地域にどのような支援ができるか
議論していきたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　忘れていました。運転代行もお
願いしますね。
　そして９番、狭隘な県土に散在する個人墓地の集約
に向けた墓地整備計画の進捗状況を伺います。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　県は、令和５年９月27日に市町村墓地担当者会議
を開催し、個人墓地の散在化を防ぐため、公営墓地の
整備を促すとともに、早期の整備が難しい場合は、住
民等の意向を踏まえ、墓地の設置を規制すべき区域の
指定や個人墓地集約化の基本方針等を定めた計画を策
定し、同計画に基づいた墓地行政を推進するように助
言を行ったところでございます。墓地の整備計画につ
いては、今年の８月末現在、29市町村において策定
されているという状況でございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　個人墓地は沖縄県だけに認めら
れた特例ですから、これをしっかり、散在するように
ではなくもうルールをつくって、最終的には集約され
る方向に指導するのが県の役目ですから、これは権限
委譲したからといって、市町村で解決できる問題じゃ
ない。特に、市街化調整区域に集中している理由は分
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かりますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　市町村とは担当者会議等
を踏まえて意見交換をしているところでございます。
市街化調整区域に集中している等については、各市町
村の中でそういう墓地を設置していい場所、よくない
場所というのが決められていると思うんですが、全体
はちょっとまだ把握できていない状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　都市計画法に基づきます市街化区域、市街化調整区
域と墓地との関連につきましては、連携を図りながら
解決を図っていくべき方向性等について協議していき
たいと考えております。
○座波　　一 議員　終わります。どうもありがとう
ございました。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　午前中、体調を崩して休んだこ
とをまずおわびをさせていただきたいと思います。
　それでは、質問に入ります。
　我が党関係から先にさせていただきたいと思いま
す。
　仲村家治議員の３の(6)、本島－離島間のガソリン
価格差の是正について。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　県が実施している石油製品輸送等補助事業において
は、石油製品の小売価格について補助事業者から報告
を受けており、県では、同報告に基づき、各離島の価
格の推移など実態把握に努めているところです。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　先月、私久米島に行ってきたん
です。久米島でガソリンというのは、幾らになってい
るか分かりますか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　約200円程度だと考えており
ます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　実態把握をしているんですか。
209円です。本島は幾らですか、今。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩

　　　午後５時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企画部長。
○金城　敦 企画部長　本島の平均ですが、182.6円
です。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　この差は、企画部はどうしよう
としているのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企画部長。
○金城　敦 企画部長　国において税制の、揮発油税
の軽減措置がございますので、それを原資として石油
製品輸送等補助事業が実施されております。ただ、離
島においては、離島ごとに価格差がありまして、それ
が離島ごとに事情が異なるものですから、今後、その
補助制度についても、支援の在り方について検討して
まいりたいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ガソリンは、待ったなしでずっ
と200円台を行っているんですよ。あなた方が検討す
るというのは、いつまでにこれ検討するのか。いつま
で放っておくのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時47分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企画部長。
○金城　敦 企画部長　ガソリン価格の上昇について
は、今全国的にも課題になっておりまして、燃料油価
格激変緩和対策事業が実施されております。それを含
めて、また県のほうでも石油製品輸送等補助事業を
やっています。それでも離島のほうにはまだ差があり
ますので、繰り返しになりますが、その差分、離島の
ガソリン価格の差分については、何らかの対策をしな
いといけないというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　考えてガソリン価格が落ちるん
だったら、こんな問題は出ません。痛みを分かってい
るのかということです。知事、どうしますかこれ。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時48分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
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　企画部長。
○金城　敦 企画部長　今、国のほうで、揮発油税の
軽減措置について、次年度の税制改正について調整を
しています。これが原資となって、離島の石油製品価
格、石油製品輸送等補助事業が実施されております。
この揮発油税の軽減措置は復帰特別措置になっている
ものですから、国としては、この激変緩和措置を今廃
止をしたいというふうな話も出ているところです。
　県としては、これを何としても維持したいというふ
うに今国と調整しているところです。これと併せて、
揮発油税の軽減措置の継続をぜひとも実施するという
ことと併せて、この石油製品輸送等補助事業について
も併せて検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　多分もう、これ以上の答弁は期
待できませんから、次に行きます。
　沖縄県の教育について。
　県立高校の寄宿舎、これは去年の２月、代表質問で
私がやって以来、皆さん検討するとおっしゃっていま
したけど、どうなったか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えいたします。
　議員の御指摘の件は、北部合同寄宿舎等の運営のさ
くら寮の件ということで捉えさせていただきますが、
御質問いただいた後、北部合同寄宿舎運営協議会事務
局とまず５月に運営状況について意見交換を行ってお
ります。また、同事務局からは、今回要請もいただい
ておりますけれども、修繕費が大きな負担となってい
るという御意見もいただきました。また、土日の舎食
の提供につきましても、保護者等から要望がある場合
は、その都度対応を検討しているというふうな説明を
受けております。さくら寮の支援につきましては、引
き続き同協議会と意見交換を丁寧に図っていきたいと
考えているところであります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　去年の２月の代表質問から何回
これ、協議をしたのか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今手元にある情報につきまして
は、５月に情報交換を行ったというふうに聞いており

ます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　今年の９月かな、北部市町村会
から皆さんのところにも要請書が届いていますか。こ
れどういう意味ですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　９月30日に協議会……。休憩し
ます。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○半嶺　満 教育長　失礼しました。
　施設の修繕及び人件費の負担増等により、厳しい運
営状況にあることから、令和５年９月８日に運営協議
会会長等から下記の要請がございました。まず、県の
直轄運営とすることの再検討及び補助金のさらなる拡
充について、平日及び土・日・祝祭日における舎監の
常時１名配置について、要請をいただいたところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　一つ一つ整理しましょう。ま
ず、さくら寮は、土・日・休日は御飯が出ていなかっ
た。これどうなったのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　今現在もその状況でございま
す。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　１年半たっても変えようとは
思ってないんですか。どうなんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時54分休憩
　　　午後５時54分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　今の状況は、北部地区の寮との
基本的な足並みをそろえている状況でありまして、先
ほど御説明しました保護者との説明会からも、特段に
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この件についての要望はなかったというようなことは
聞いているところであります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ちゃんと聴取はしたほうがいい
ですよ。これ、もう１年半にもなる。これまで放って
おく、こういう感覚が僕には分からない。じゃ、これ
はそもそも、さくら寮というのは何でできたのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時54分休憩
　　　午後５時54分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　さくら寮北部合同寄宿舎ができ
た経緯でありますけれども、名護市内の県立高校に通
学する遠隔地出身の生徒を支援するために、名護市が
平成15年度に島田懇談会事業を活用し、整備してい
るところであります。この当施設の運営につきまして
は、北部12市町村で構成する名護市県立高等学校北
部合同寄宿舎運営協議会が担っているところでありま
して、県教育委員会では、北部・離島地域出身の県立
学校に通学する生徒が、安心して就学に専念できるよ
う当団体に対して、今現在舎監１名の配置と補助金を
交付しているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ですから、皆さんこの４月に、
中高一貫校を造ったんでしょう、北部に。この中学生
は、離島から来るのは入れるなということか。だか
ら、そういうことじゃなくて、もうフラットにして、
41市町村フラットにして、同じような形を、宿舎を
やるべきだと、前からそれを言ってるんですよ。どう
思うんですか、教育長として。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほど申し上げました要請等も
いただいているところでありますので、それを踏まえ
て、先ほど申し上げました、この名護市の皆様方を中
心に今運営をいただいているところでありますので、
その要望も踏まえまして、この協議会としっかりと意
見交換を図っていければと考えているところです。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これ造った理由というのは、
平成10年に３村から要望が来た。もう幾ら皆さんに
言ったって、県に言ったって、これ造られないから、
島懇事業でこれ造るわけですよ。だから５年でできた
わけだよ。できはしたけれども、運営もそこに全部任
せたわけだよね。そうじゃなくて、運営ぐらいはこれ
まで長い間たっているわけだから、もう１回改修も必

要になってくる。これ県が全部引き取ってもう１回や
るべきです、これは。しっかりとその辺の議論をやっ
てください。これは文教厚生委員会に行くと思います
から、そこでもいろいろ話が出るんでしょうね。それ
とこれ、僕は資料を見てびっくりしたんだけど、そこ
に入っている２割が県外と中部、南部からも来ている
んです。何も北部からだけ入っているわけじゃない。
全体の２割ですよ。それを何で北部市町村だけで担う
のか、僕には理解ができない。そういうことも全部
トータル的に判断して、このことについては、答えを
出してください。
　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時58分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　２番の外国人留学生と沖縄経済
について質問します。
　沖縄県の経済活動に働き手の問題があるかと思う
が、県はどんな認識を持っているか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　本県では、昨年８月以降、求人数が求職者数を上回
る状況が続いており、多くの業種で人手不足が顕在化
しているという状況でございます。コロナ禍や物価高
騰の影響による経営体力の低下で十分な対応ができな
い企業におきましては、人手不足に伴う収益機会の喪
失や、業務過重となった従業員の離職といった悪循環
等への懸念が高まっておりまして、これらの解決が喫
緊の課題であると認識しているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　解決はどうするのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後５時59分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　今後の取組でございます
が、去る９月14日に公・労・使で構成する沖縄県雇
用対策推進協議会におきまして、人手不足への対応に
関する共同宣言というものを出してございます。その
中で公・労・使それぞれが対策を強化しながら、ま
た、県の取組を強化しながら、取り組んでまいりたい
というふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　共同宣言で皆さんがその宣言を
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したら、人は増えるのか。具体的な話を聞いているん
です。どうするんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後６時０分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、総合就業支援拠点でありますグッジョブセ
ンターおきなわにおきまして、企業を対象とした外国
人雇用相談窓口を設置する、あと若年者を対象とする
就職支援窓口を設置して、就労支援を行っているとい
うところでございます。また、職業紹介につきまして
は、沖縄労働局で行っておりますので、外国人留学生
のマッチングの強化も含めまして、関係機関と意見交
換を行いながら、連携して取り組んでいきたいという
ふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　部長、これは昨日、今日始まっ
た話じゃないんですよ。ずっと前からこういう傾向に
ある。それに対策を打てないというのがおかしくない
ですか。今皆さんは――市場で今、人件費は１時間ど
れぐらいしているのか。その認識はどれぐらい持って
いるんですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時１分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　人件費がというところは、今数字は持ち合わせてお
りませんが、最低賃金に関しましては、今度896円と
いうところでございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　896円でね、来ないですよ誰
も。外国人でさえ来ないよ。コンビニで働くの1200
円だよ。1300円ぐらいでも、もう来ませんよ。これ
どうするの、本当に。働き手の中で、今、我々要請も
受けたのだけれども、外国人が通う日本語学校という
のがある。これは週に28時間しか働けない。これを
増やす可能性はないのか。そこに手を入れるつもりは
ないか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　外国人留学生のお話ですが、在留資格としましては
留学と位置づけられておりますので、原則としては就

労することはできませんが、出入国在留管理局長の許
可を受けた上で、週28時間までの就労が可能となっ
てございます。また、学校の長期休暇中に関しまして
は、１日８時間、週40時間までの就労が可能となっ
ているという状況でございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　部長、平成29年６月、九州知事
会、九州地域戦略会議から、政府に出された案件があ
りますね、要望書が。これ持ってますか。読んでみて
ください。何をしたがっているのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時３分休憩
　　　午後６時４分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　体調が万全じゃないので、申し
訳ないんですけど、２ページのところにもう一つ書か
れている。端的に言えば、外国人の週28時間を、こ
の九州知事会では、36時間に拡大してほしいという
要望が政府に出ているんだよ。それもこれを出したの
は、平成29年だよね。ところが、これに沖縄県知事
の名前はないんだよ。何でですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えします。
　平成29年６月でございますが、こちら沖縄県も委
員となっております九州地域戦略会議、こちら九州知
事会の部会ということになりますが、こちらで、先ほ
どおっしゃっていた週28時間の上限を週36時間に拡
大するよう国に要請したということで、沖縄県も連名
で、一緒に要請しているという状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　当時の関係者から話を聞いた
ら、これ沖縄県加わっていませんよ。これもっとちゃ
んと調べたほうがいいと思います。これ、目の前に人
材はいる。九州知事会の、36時間までやろうという
ような要望が出ている。何も沖縄県だけがやろうとし
ているわけではない。ということは、これ拡大する可
能性があるわけでしょう。そういうところが丁寧な行
政というんだよ。確実にそれを――我々が、議員がそ
れを意見書としてここで採択をして出すことも可能な
んだよ。でもあなた方はここにも目をつけないで、何
をやってるんだ。もう一度、これを検討する気持ちが
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あるかどうか決意表明を聞いてみましょう。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　先ほど申し上げました平
成29年６月に出された要請に関しましては、国から
の回答はないという状況で、拡大された事実はござい
ません。今後どのような取組ができるかというのは、
九州各県とも意見交換をしながら対応を検討してまい
りたいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　さっきの教育委員会とも一緒
で、また検討する。今さらね。これはだから、九州知
事会でも１回検討されているんですよ。後はそれを要
請すればいいだけの話でしょう。真面目に行政やって
くれんかな。知事、どうですか今の話聞いて。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私もよくその状況報告を受け、
九州知事会でそのような取組を再起できないかという
ことについての提案をしてみたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　もう、すぐ今月でも来月でも、
早急に進めてほしい。これ28時間超えて、どこかで
アルバイトしているのが見つかると、日本語学校がペ
ナルティー食らうんだよ。だから、本人たちは食らわ
ないのよ。こういうリスクもしょいながらこういうこ
とをやっているんで、あの子たちは、自分の国で一生
懸命勉強して、そのお金も払って渡航費も出して沖縄
に来ている。だからそういうことを――もう、少しで
も働きたいという気持ちはあるんだ。部長、これ今、
外国人の留学で来ている人たちは何名いるのか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時８分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　沖縄労働局によりますと、令和４年10月末時点に
おける県内の外国人の労働者数は１万1729人で、そ
のうち留学生は2047人ということでございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　このメンバーが――本当に今、
介護の手が足りない、ホテルの手が足りない、コンビ
ニの手が足りない。そういうところで倍の時間働ける
ようになったら、私はもっと経済はよくなっていくと
思いますし、また、これよく聞いてみると１日の中で
勉強する時間は４時間らしいですよ、４時間。という
ことは、あと20時間ある。８時間睡眠時間を取った

としても12時間余っている。そういうことを考えて
いったら、別に沖縄の学生のように５時、６時まで勉
強しているわけじゃないんだから。だからそういうの
も検討しながら、どういう状態になっているかを調べ
ながらやってください。
　休憩します。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　スポーツ行政について。
　まず(1)、現在の沖縄市にある県総合運動公園の老
朽化は問題ないのかお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　老朽化により使用禁止となっているかりゆし広場の
遊具については、令和５年度より全面改修を実施し、
令和６年度内に供用予定であります。また、漏水が確
認されたレクリエーションプールについては、現在、
漏水の原因を調査しているところであり、原因が判明
次第、改修工事を実施する予定であります。同公園は
供用から30年以上が経過していることから、長寿命
化計画に基づき、適切に対策を実施してまいります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　通告していたテニスコートの状
況は、今どうですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時11分休憩
　　　午後６時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　テニスコートの改修に
つきましては、令和16年度国民スポーツ大会に向け
て、幅広く意見を聴取し、関係機関と連携しながら検
討し、整備に向けて取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私は子供４名いますけど、全員
が硬式テニスをやっていた。テニスはよく分かりま
す。だけど、人工芝に砂をまいた競技場、これって沖
縄県ほとんどがそうなんですよね。ハードコートには
なっていない。硬式テニスを人工芝を使ってやると、
バウンドがしないんですよ。ハードコートは高く上
がっていくけど、この人工芝は上がらない。だから普
通は、相手のボールが来た場合に、人工芝だったら腰
ぐらいで打っていける。ところがハードコートに変わ
ると、もう顔ぐらいまでいく。だから、ここで本当
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に――硬式テニスというのか、普通のテニスというの
か分かりませんが、プロの皆さんはここに、なかなか
キャンプに来ないんだそうだ。これ沖縄県に２面しか
ない、それも豊見城にしかないというような状況です
から、これキャンプと経済というのをどう結びつける
か。この間のバスケットの世界大会、あれで沖縄は脚
光を浴びた。それで、16面もあるあのテニス場が、
今度改築するらしいんだけど、あれが全てハードコー
トになったら、もうテニス協会と話をしたら、恐らく
かなりの人たちがそこにキャンプで来るんだという話
をしている。それをまた検討して人工芝にするってい
う理由は、僕には見つからないけどどうなのか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　改修に当たりましては、
様々な意見がございます。幅広く意見を聴取し検討し
ながら、整備に向けて取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　車椅子テニス、それも人工芝で
は非常に厳しいです。ハードコートだったらやりやす
い。この人工芝のチップ、これがどんどんどんどん摩
耗して、これが海に流れていっている。これも確認で
きている。これ、あなた方、ＳＤＧｓと言いながら、
こんなことをしていたら、これでまた、人工芝という
話になってくるとかなり矛盾すると思うんだけど、ど
うなんだろう部長。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しになりますが、
様々な意見がございますので、幅広く意見を聴取し関
係機関と連携しながら検討し、整備に向けて取り組ん
でまいります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　一応、俺、土木委員長やってい
るんだけど。それでいいのかな。とりあえず、これは
テニス協会から、沖縄で本当にもっと広げていきた
い、キャンプには最適な場所だということを言ってい
るので、真剣にこれを捉えて、経済的な面からもいろ
んな面からも、ハンディキャップを持つ車椅子テニス
の面からも、全ての面を総合的に考えて結論を出して
ください。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　最後に、メンタルヘルスのこと
について、少し協議したいと思うんですけど、教師の

メンタルヘルスについて、教師の休業の状況について
現状を説明してください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時15分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　令和４年度における教育職員の精神性疾患による病
気休職者数は229人でありまして、在職者に占める割
合は1.45％となっております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　教師のメンタル問題が表に出て
きたのは、いつ頃ですか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えいたします。
　文部科学省の調査によりますと、教育職員の精神疾
患による病気休職者数は、全国で平成20年度に5000
人を超えておりまして、平成23年度には文部科学省
において、教職員のメンタルヘルス対策検討会議が設
置をされました。
　県教育委員会におきましても、それ以前から精神性
疾患による病気休職者数が増加していることは課題と
して認識をしておりまして、保健師の増員等の取組を
行ってきたところでございます。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　なぜこういうことが起こってい
るのか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　教育職員の精神性疾患による病気休職の要因につき
ましては、職務内容に起因するものだけでなく、家庭
の状況や生活環境等様々な背景があるというふうに考
えております。その人数については、全国同様、本県
においても増加傾向にありまして、喫緊の課題である
と認識をしているところであります。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　それでは、これをどうやって解
決するつもりでいるんですか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、今年度から働き方改革推進課を
設置をしまして、全庁体制で学校の働き方改革あるい
は教職員のメンタルヘルス対策のさらなる強化・推進
に取り組んでいるところであります。令和５年度は、
文部科学省から公立学校教員のメンタルヘルス対策に
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関する調査研究事業を受託をしておりまして、那覇市
と連携して精神疾患による休職の要因等の分析や有効
な対策について検討を行いまして、モデル事業であり
ますので、その成果を各市町村と共有しまして、実効
性のある取組を推進していきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　通告は４つだけですけど、トー
タル的に話をしましょうね。これ、７月頃から研究を
するようになりました。この間も９月にうるま市役所
に行って、市長と教育委員会も含めて、人事課も含め
て、10名ぐらいで１時間ぐらい話合いをした。端的
に言えば、前の文科省の事務次官だった山中さんとも
意見交換を僕はしました。これは、今年。それで、こ
れどう思いますかと言ったときに、山中さんが言った
のは何かというと、分業制度です。担任は、もう担任
だけをやるべきだ。ホームルーム、帰りのホームルー
ム、給食、これは担任に任す。教科はもう専門的に教
科だけを教える。分業制度に持っていかなければ、担
任をしながら教科も教えていたら、当然のことながら
残業は多くなりますよ。そういうような分業をしなさ
いと、文科省はそう言っているんですよというような
ことも言っていた。それは僕が関係しているＮ高もそ
うですけど、全て分業です。モンスターペアレンツの
ような人たちが来たら、担任は行って受けるけれど
も、これは専門に対策をするチームに投げる。それ
で、ここで解決をする。
　だから今、うるま市では、何とかこの対策をする
チームをうるま市全体で１チームつくってくれと、そ
ういう要望も今調整している。だから、どこ小学校に
置くとかじゃなくて、教育委員会に置いて、そこでそ
の事案が出てきたら、そこに訪ねて行って、それを引
き取った人たちがそこと対応していく。これ、先生方
が担任しながら、この生徒の文句を聞いていてずっと
これやっていたら、メンタルやられるのは当たり前な
んだ。何もやっていないでしょう、皆さん。それに対
して何か対策を。だから、難関大学に行くとか、ある
いはいい高校に行くとかという人たちは、その専門の
チームをつくっていく。そのほうが、圧倒的に僕はい
いと思いますよ。これ今までの先生方と――僕らが小
学校、中学校のときの先生方と今の先生方は違う、社
会も違う。同じようなことをいつまで引っ張るんです
か。もつわけがない。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、小学校、中学校、高校で
学校の体制は違いまして、今議員が御指摘の部分は、
特に小学校だと思います。

　小学校は基本的に担任制でありますけれども、今国
が教科担任制――教科の担任制という制度を進めてお
りまして、これは国の担任定数で実施をしますので、
国が徐々にこれを増やしていくという方針は今お話が
あったとおり示されておりますので、それを活用し
て、できるだけ専門的な教科を入れて、担任は担任、
教科は教科ということで指導する体制を今後進めてい
きたいと思っています。
　中学校、高校ではもう既に教科担任制でありますの
で、校務分掌で生徒指導、進路指導それぞれ専門的に
対応しているところでありますが、今御指摘のあった
とおり、いろいろな課題に対して、基本的には生徒を
見る担任がまず一義的に受けますけれども、やはり学
校組織でチームで取り組んでいかなければいけませ
ん。そういった体制をしっかりと今、校内で取り組ん
でいるところでありますが、御指摘のようにさらにそ
の学校でも担えない場合には、教育委員会が中に入っ
て今対応しておりまして、特別なスクールカウンセ
ラー等の制度も取り入れているところでありますが、
やはりその制度を構築していくことが課題であると捉
えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　目に見えるような対策を打っ
て、目に見えるような効果を僕らは上げてほしいと
思っているんでね。これは広島で――教育長が言って
いるこの補助事業というのは、たかだか1300万円で
しょう。全国５か所で7000万ですよ。このメンタル
ヘルスの問題で補助金がついているのは。1300万で
できるんですか、本当に。僕はできないと思う。うる
ま市は、これに余計につけてでもやるって言っている
んですよ。職員のメンタルもやりながら。だから、何
か目に見えるような対策をしていかなければ、今のま
までは効果は絶対出てこないと思います。これ出せる
ように、もう一回決意を聞いてみたいと思います。ど
うぞ。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今御指摘いただきましたメンタ
ルヘルスの事業につきましては、先ほども申し上げま
したが、これあくまでもモデル事業でありまして、那
覇市と県が連携をして、まずはモデル的に好事例を構
築していこうと。それを基に各市町村にしっかりと共
有をして、進めていこうというふうな事業でございま
す。しっかりとこれも進めながら――今、働き方改革
推進課を立ち上げて、学校から先生方のこの様々な課
題を今吸い上げているところでありますので、それを
しっかり分析をして、今、短期・中期・長期の目標を
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掲げているところでありますので、これから具体的に
働き方改革、業務負担軽減に取り組んでいきたいと。
そういうことによって精神的なストレス等の軽減につ
なげていきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　教育長、この予算、来年ありま
せんよ。今年だけ、1300万は。来年からどうするの
か。そういう話になるんだよ。だから僕は、こういう
ことを冷静に分析して、市町村がやる気がないところ
は無理ですよと。
　様々議論はしたんですけれども、知事、私思うの
は、今日これだけ議論してもまだ答えが出ない部署が
たくさんある。今、あなたの出張のやつを持っていま
すよ、僕は。どこにいつまで行っていたかというの
を、この６月、７月、８月、９月。これ、もう外に
行っている場合じゃない。中がどのようになっている

かということをやらないと、今までの例の２特会の問
題もそう、ＰＦＯＳの問題もそう、先生方の問題もそ
う。これ、どのようにして片づけるのか。政治がしか
片づけられないんだよ。もう、浮き足立ったような形
じゃなくて、もっとどんと県庁にいて、指示を出して
片づけるようにしないと、これは本当に待ったなしで
今来ていますから、その辺のことは提言しておいて終
わります。
　以上です。ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、10月10日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時25分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月10日

（第７号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





 議　　事　　日　　程　第７号
令和５年10月10日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで

甲第５号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県ふるさと寄附金基金条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第７号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第８号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第９号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第10号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第11号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第12号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第13号議案　那覇港管理組合規約の一部変更について
乙第14号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
乙第15号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第１号　令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第２号　令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第３号　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
認定第４号　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員

８　番　　小　渡　良太郎　議員
９　番　　新　垣　淑　豊　議員
10　番　　島　尻　忠　明　議員
11　番　　仲　里　全　孝　議員
12　番　　上　原　快　佐　議員
13　番　　新　垣　光　栄　議員
14　番　　國　仲　昌　二　議員
15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
16　番　　山　里　将　雄　議員

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和５年10月10日（火曜日）午前10時１分開議
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･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員
･ 23　番　　仲　村　家　治　議員
･ 24　番　　平　良　昭　一　議員
･ 25　番　　仲　村　未　央　議員
･ 26　番　　玉　城　武　光　議員
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
･ 28　番　　照　屋　大　河　議員
･ 29　番　　山　内　末　子　議員
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　議員
･ 32　番　　座　波　　　一　議員

33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員･

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　10月６日、知事から、お手元に配付いたしました
議案２件の提出がありました。
　次に、９月20日から10月２日までに受理いたしま
した請願２件及び陳情19件は、お手元に配付の請願
及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に
付託いたしました。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第５号議案、乙第１号議案から乙第
15号議案まで及び認定第１号から認定第４号までを

議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ちょっと待ってください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時２分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○照屋　守之 議員　おはようございます。
　質問の前にお礼と御報告です。
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　まずお礼については、県道37号線、照間地区から
与那城、海中道路向けの道路補修整備について。
　この道路は以前から地域住民や与勝地区自治会から
早めの整備要請を受け、中部土木事務所や道路管理課
にもお願いをしてきたところです。土木建築部もこの
道路の車両通行量の増大に伴う対策を予定していたこ
ともあり、維持管理の厳しい財源の中、頑張って今整
備が進められております。私は、10月７日と昨日も
現場を視察してきましたけれども、両側から整備が進
められていることを確認しました。改めて、土建部や
中部土木事務所の職員の皆様に感謝を申し上げます。
また、せんだっては、港湾課の職員から別件の進捗状
況の報告を受けたところです。玉城知事をはじめ両副
知事にも、このように職員の対応や頑張りを認め、評
価していただきたく、あえてこのような形で報告をし
ているところであります。
　次に報告です。
　私は、今年３月に政党を離れ、無所属として、保守
中道の立場に身を置くことになりました。本会議場で
も真ん中の議席で、与野党の立場を理解し連携してい
きたいと考えております。一方で、普天間返還に伴う
代替施設については、県内移設の方針に変わりはあり
ません。この件については、政党の役員として苦渋の
方針変更をしてきた経緯もあり、政党を離れても解決
に向けて県内移設の方針に変わりないことを報告をい
たします。
　以上申し上げ、質問に入りますけれども、順番を入
れ替えて行います。なお、設計変更をめぐる対応につ
いては、通告前と通告後も大きく変化しており、通告
の項目ができなくなる可能性もありますので、知事を
はじめ執行部の皆様には御理解をお願いいたします。
　それでは、質問に入ります。
　普天間飛行場返還の解決に向けて。
　辺野古埋立事業の設計変更に係る最高裁判決を受け
て、国は県知事に対して承認するよう指示した。普天
間飛行場の返還は、平成８年に日米合意がなされ27
年が経過している。この間、沖縄県政は、大田、稲
嶺、仲井眞、翁長そして玉城知事と５代の県知事にわ
たり返還への取組がなされてきた。そして今、国の指
示に対する沖縄県の判断が迫られている。
　そこで伺います。
　どのような判断にせよ、覚悟を決めないと判断がで
きないことだと思います。玉城知事の見解を問いま
す。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。

　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところであります。県は、当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討しておりまし
たが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛局
の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判
を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基づく代
執行訴訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私が聞いているのは、県知事の
決断の覚悟です。知事、お願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　この間、勧告・指示の要求が行
われておりますけれども、現段階での判断、今日の段
階では承認するしないに至ってないということを答弁
をさせていただいてきたとおりであります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私は先ほど、沖縄県は５代の県
知事ということで説明しましたけれども、国は何名
の、何代の総理大臣が関わってきたんですか。紹介で
きますか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　普天間飛行場問題に関しましては、まず平成７年の
村山総理の頃からの話かと考えております。その後、
村山総理、橋本総理、小渕総理、森総理、小泉総理、
安倍総理２回目――１回目ですね、失礼いたしまし
た。そして、福田総理、麻生総理、鳩山総理、菅総
理、野田総理、もう一度安倍総理の後に菅総理、そし
て現在の岸田総理で15代ということになります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　沖縄県知事が５代、総理大臣が
15代にわたって取り組んできた。解決していない。
大変なことですね。玉城知事は判断できないとして先
送りにしました。国と闘う姿勢を継続していくのであ
れば、承認しないということになると私は考えており
ます。なぜ闘いをやめるんですか、知事。お願いしま
す。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど土木建築部長から答弁を
させていただきましたが、代執行訴訟が提起されたと
ころであり、訴状の内容を精査した上で、対応を検討
してまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　対応の検討、先ほど言いまし
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たように、５代の沖縄県知事、15代の総理大臣にわ
たって課題を抱えていて解決できない。それを今対応
を協議する、対応を考えるという、そういう段階では
ないと思います。自ら判断をせず、国に委ねる今の玉
城知事のやり方では県民の期待に応えることはできな
いと思います。知事、どう思いますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　これまでにも、恐らくは５代
に――私まで５代にわたる県知事の歴代の要職にあら
れた方々は、この一日も早い普天間の危険性の除去及
び沖縄における過重な基地負担の軽減について、政府
に対してそのことを求め続けているものと思います。
私はその思いを踏襲し、これからも平和で豊かな沖縄
県の発展のために尽くしてまいりたいというように考
えております。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　今、私は、国は覚悟を決めて沖
縄の基地負担、整理縮小、県民の皆様に長い間負担を
かけている、それを解消しようという覚悟を決めた対
応だと思っているんです。今の知事の判断というの
は、覚悟が決まっていなくて、逆に国交大臣や国を追
い詰める。県知事と国との権力っていうのは、同等
じゃないですか。権力は一緒ですよ。ですから、その
ようなことになっていくと、国交大臣、国はさらに覚
悟を決めた対応になると思っているんです。そう思い
ませんか、知事。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　双方の責任において、この基地
問題をどのように解決していくか、私は常に対話によ
る解決を求めている次第であります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　双方の責任と言いながら、国の
責任において、国に押しつけられてやっているとい
う、そういう風潮になっていますよ、今。ですから、
それぞれの権力のある方々の決断というのが、この問
題の解決につながっていくと私は考えています。せん
だって、承認の判断に向けての９月30日、玉城知事
の後援会事務所での後援会長との協議はどのような内
容になっているか、お願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　後援会の内容につきましては、
特にお答えを差し控えたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。

○玉城デニー 知事　新聞の報道がどのようなソース
によって書かれているものかについて私は承知をして
おりませんが、その会議における内容についてはお答
えは差し控えたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　それじゃ私が言いますよ。これ
は報道で、４日と迫った９月30日の夕方、後援会長
との会談で、オール沖縄として衆議院選挙も県知事選
挙も戦えないという、こういうふうな話ですよね。そ
れ違いますか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　どなたがどのような発言をした
かについては確認をしておりません。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ですから知事、こういうこと
は、今公の場で報告できないのであれば、これは全部
内密にしてやるべきですよ。これからすると、後援会
は、選挙で戦えないから承認はするなということです
よ。大変なことじゃないですか。それによって知事の
考え方が若干変わったみたいな報道がありますけれど
も、この選挙に不利になるから決断を先送りにしたっ
ていう、そういう理解でいいんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私や県庁には連日様々な県民か
らの声が寄せられていると同時に、専門家の御意見な
ども県政の安定運営のために聴取させていただいてい
るという状況があります。様々な意見が私の元に届い
ているということは事実ではありますが、ある特定の
そのような意見のみによって私の判断が行われている
ということではないと御理解いただきたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私は、自民党県連の幹事長、会
長とかもやって、確かにそういうふうな基地問題につ
いては、選挙に非常に影響するんですよ。でも、我々
沖縄・自民党は、だからといってこれ真っ向からやっ
てきたんですよ。正面から取り組んで来て、結局、そ
れは選挙で負けたりとかそういうものがありました
よ。でも、だからといってそれに対して、この結果に
ついて我々はとやかくは言いませんよ。やっぱり選挙
の目的でこういうふうなことをされると、非常に県民
は困るんじゃないですか。選挙の不利になる、不利に
ならないという形で政策判断をやったら、それは誰
だって、我々だって、県民の意向に沿うような形のも
のをやらないといけないということだから、これ、政
策実現なんかできないんじゃないですかね。私はそう
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思います。だから、私はあえて今回、無所属になって
も中立会派になっても、この辺野古移設問題というも
のについては容認をするという立場は、これまでそう
いう形で自民党でやってきて、選挙も含めて全てそう
いうふうな経験をしながら、それでもあえてその容認
というふうな形でしか問題が解決できないということ
だから、私は今方針を変えないんですよ。私が選挙の
都合がどうのこうのということだったら、すぐ方針変
わってますよ。今回の意思決定について、普天間飛行
場を抱える松川宜野湾市長と辺野古埋立事業が進めら
れている渡具知名護市長、その承認の判断について、
知事はどのような協議、これをいつやられたんです
か。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　両市長とは、特に協議は
行っていないということでございます。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　知事、何で協議しないんです
か。普天間飛行場は、宜野湾市の大きな課題。辺野古
の埋立事業は、名護市。27年間たっている。この両
市ともそういうふうな形でずっと悩み続けて大変なこ
とが起こってきた。そしてこれはもう最後、設計変更
の承認については、もう恐らく行政手続的には最後
じゃないですかね。それについては宜野湾市の意向と
名護市の意向を確認するのが県知事の務めじゃないで
すか。もう一度お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時17分休憩
　　　午前10時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　宜野湾市、名護市につきま
しては、これまでも意見交換はしてきたところではご
ざいますが、引き続き必要に応じて意見交換を行って
いきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ですから今、宜野湾市長も名護
市長も非常に悩んでいると思いますよ。直接国に訴え
るだけじゃ駄目なんでしょう。県と連携をしないと、
この問題って解決しないじゃないですか。そう思いま
すよ。
　県議会の沖縄・自民党は承認する、与党会派は承認
しない。それぞれ玉城知事に要請をしました。なぜ玉
城知事は、県民の代表である県議会をないがしろにし
たのか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。

○玉城デニー 知事　議会において、各議員からの意
見、提言、批判等、我々行政に向けられることについ
ては真摯に受け止めてまいります。決して議会を軽視
しているわけではなく、この議場で闊達な議論が行わ
れるということは、我々にとっても身にするものであ
るというように考えています。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　やっぱり玉城知事は、議会の意
思決定、するにしてもしないにしても尊重すべきです
よ。県民投票がどういう形で実現したか忘れたんです
か。県議会が意思決定したんですよ。私は、玉城知事
は与党会派の要請を選択して、承認しないというそう
いう判断をすると思っていました、私は。そして、こ
れは沖縄・自民党も、自ら彼らが、承認するというお
願い、要請をしましたけど、そういうふうになるとい
うふうな確信を持ってやってなかったと思いますよ。
ですからそうすると、やっぱり今回の意思決定という
のは、県議会を無視したような形になっていません
か。私はそう感じていますよ。いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県議会において投票条例が制定
されました2019年２月の県民投票、その結果は知事
は尊重すべきであるという、その条文のとおり私は尊
重させていただいております。ですから、議会におけ
る決定についても、私はできる限り尊重すべきであろ
うという思いを持っております。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　やっぱり議会の意思を尊重すべ
きでしたよ。玉城知事が国交大臣の承認指示に応じな
かったことについて、岸田総理は、今後国交大臣にお
いて適切に判断すると報道され、国交大臣が対応して
おります。ということになると、玉城知事の対話の相
手は国交大臣ということになるんですか。どうです
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　この間、当該変更承認申請に係ります是正ですとか
その指示というものは、土木建築部のほうで国土交通
大臣より受けておりまして、国土交通大臣と処理等に
ついて土木建築部のほうで協議をしているというとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
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○照屋　守之 議員　休憩願います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ただいま土木建築部長は、この
間の様々な行政手続について、その担当部局であると
いうことで答弁をさせていただいております。他方
で、10月５日、国土交通大臣から埋立変更承認申請
に対する承認を知事に命ずる裁判を提起されたという
ことですので、裁判上は当然国交大臣が対応する相手
方になると思いますが、対話という点においては、ど
なたであろうとも私は対話の相手方になっていただけ
るものと思います。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私は、総理大臣と県知事の対話
を要請しました。私、要請しましたよ。でも今、最高
裁判決で違法との判決が下されて、今の進め方で県知
事と総理大臣との対話をどのようにしていくのか、私
もう分からなくなっているんですよ。知事、どうなる
んですか、この総理大臣との対話というのは。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　どのような内容になるかという
ことは定かではありませんが、私も総理に対して対話
による問題解決の手法を手繰りたいということで要望
させていただいております。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ですから、もう前提が違うんで
すよ。最高裁の判決で、県知事は違法だっていう判決
が下されたんですよ。その知事が総理大臣に対してど
うやって話合いをするかという、それが実現するの
かっていうことなんですよ。それをもう１回お願いで
きませんか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　行政法の専門家の方々からは、
最高裁の判決が確定した場合であっても、都道府県知
事が是正の指示に従った法定受託事務の処理を行わな
いことは、代執行手続の存在に照らせば、地方自治法
上、直ちに違法とは評価されないというようなコメン
トもいただいております。ですから、私はその立場に
おいて、県知事として総理と胸襟を開いてお話をさせ
ていただきたいということは、変わらずに持ち続けて
いるところであります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　その様々な専門家とか、意見は

ありますよ、評論家も含めて。ただ事実は、司法の最
高裁判決で違法だと決まったんですよね。そして、違
法だという県知事が総理大臣に対して、どういうふう
にアポを取って話合いができるのかってことなんです
よ。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は沖縄県知事として、行政の
長として、総理に対しての対話をお願いさせていただ
いている次第です。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　玉城知事は、最高裁の判決に従
う立場であると私は思っています。その理解でいいん
ですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国と地方公共団体とが対等の関
係にあるという地方自治法の本旨に照らせば、そこは
それぞれの立場において、その意見を表明し合えるも
のというように理解いたします。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　これまで沖縄県政で、最高裁判
決に従わなかった事例があるんですか。紹介してくだ
さい。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　断定ではございませんが、確
認できる範囲では、最高裁判決に従わなかったという
事例はございません。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ないでしょ。できないんです
よ。判決に従わないというのは。平成28年、翁長前
知事の埋立承認取消しの最高裁判決と判決後の翁長前
知事の対応を伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　翁長前知事が当初承認を取り消したことにつきまし
て、国が平成28年３月に承認取消処分を取り消すよ
う指示を行ったところであります。同指示に従わない
ことなどについて、国が平成28年７月に不作為の違
法確認訴訟を提起いたしました。平成28年12月、最
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高裁判所は、埋立承認を取り消さないことは違法との
判決を言い渡し、最高裁判決を受け、平成28年12月
に承認取消しを取り消したものでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　辺野古を造らせない、反対とい
う翁長前知事が、最高裁判決を受けて、埋立承認取消
しを取り消した。つまり、埋立てを承認したわけです
よね。今回の件も、玉城知事は翁長前知事と同様に、
判決に従うべきなんですよ。知事は、翁長前知事の後
継者でしょう。翁長前知事がやったことに背くってい
うことはできないと思いますよ。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県においては、いわゆる代
執行手続上、憲法が保障する地方自治の本旨に基づい
て、この自治権を行使するということが認められてい
るということもあり、現在そのような方向からも様々
な検討を行っているものであります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私が聞いているのは、翁長前知
事の承認取消しを取り消した、翁長前知事の後継者と
して同じような対応をしないといけないんじゃないで
すかという話ですよ。県知事の違法行為は、法治国家
の日本ではいかなる理由があってもこれは許されな
いんですよ。これが許されるということになると、
じゃ、玉城知事と県民、さらに県と国との信頼関係、
その連帯、これ崩壊しますよ。いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私はそのような発言をしたこと
はございませんが、私に意見を寄せていただいてお
ります行政法学者の方々、100人余りの方々がいらっ
しゃいますが、都道府県知事が是正の指示に従った法
定受託事務の処理を行わないことは、代執行手続の存
在に照らせば、地方自治法上、直ちに違法とは評価さ
れないというような、そういう意見も届いておりま
す。ですから、そういうことも踏まえてどのような対
応が取れるのかということを、この代執行手続の提起
がなされた現在において検討しているものでありま
す。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私は、代執行手続が終わるとそ
れはもう間に合わないので、知事の違法行為っていう
のは。だから今何とかしないといけないんじゃないで
すかということなんですよ。今、県知事が違法な状況
で、職員は法律に基づいた仕事ができるんですか。そ
うなると、県民に対する行政サービスってできなくな

るんじゃないですか。何よりも職員のプライドの問題
ですよ。法に基づいて我々は県民のために尽くすとい
う、そういうふうなものがなくなるでしょう。だから
私は県政は崩壊するって言っているんですよ。違いま
すか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　職員の皆さんには遵法の精神を
持って、その職務に当たっていただきたいと思いま
す。他方、私は多くの県民から選ばれた政治家とし
て、その政治家の考え方、判断というものについても
その責を持っているというように認識をしております
ので、その上において、深く熟慮していきたいという
ような姿勢を示しているものであります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　知事が職員に遵法精神を求め
る。今、知事の法律違反が示されたんですよ。これ、
少し考えてもらえませんか。どうなんですか、数百億
円規模の賠償請求の確認があるという報道もあります
けれども、そういう根拠とそのことについて説明願え
ませんか。損害賠償。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国家賠償請求につきまして
報道があることは承知しておりますが、国家賠償につ
きましては、国において判断されるものというふうに
理解しております。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　ということは、国が国家賠償責
任を請求するということは、県知事の違法行為がある
という、それが前提なんでしょう。違いますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになりますが、国
家賠償法の取扱いについては国において検討されるべ
きもので、現在、提起等もなされておりませんので、
これに基づいて違法、違法でないということは、こち
らのほうから申し上げることはできないものと考えて
おります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　国が国家賠償を求めるというこ
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とになれば、沖縄県がこういうふうな問題があるので
それをやりますと、県知事が最高裁の判決に従わない
という、それだったら国は請求できます。何もないの
に国が国家賠償請求できないでしょう。だからその辺
は考えないといけないと思いますよ。
　玉城知事は、県職員、県行政を守るため、違法状態
を解消し、信頼を回復する責任があると私は思ってい
ます。知事、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　十分必要な検討を持ってまいり
たいと思います。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　そして、このことは、国との今
後の対応にも大きな影響を与えるんですよ。それと同
時に、玉城知事の身を守ることにもつながると私は
思っているんです。したがって、代執行の判断が示さ
れる前にやるべきであると思っているんですよ、いか
がですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国土交通大臣から地方自治法第
245条の８第３項に基づく代執行訴訟が提起されたと
ころであり、現在どのように対応するかについて検討
を行っているところであります。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
○照屋　守之 議員　私は、与野党会派の県議会の立
場、あるいは反対や容認する県民の立場、宜野湾市や
名護市の立場を考慮していくと、玉城知事は国交大臣
に対して、設計変更の承認については次のように取り
組んでもらうように提言をしたいと思っています。提
言ですね、提言。辺野古埋立事業の反対の方針は変わ
らず、一方で今般の設計変更の承認をしないことにつ
いては、これを取り消す、あるいは撤回するでもいい
ですね。ぜひ、この私の提言に玉城知事の答弁を求め
るものではありませんけれども、ぜひ御検討いただけ
ませんか。
　以上で終わります。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　おはようございます。
　県知事をはじめ執行部の皆さん方には、この県議
会、９月定例会、連日の議会対応を本当にお疲れさま
でございます。
　この県議会も大変激論が交わされておりますけれど
も、知事、この沖縄県においては本土復帰以来もう
50年が過ぎ、半世紀が過ぎて、この間、８名の知事
が県政を担ってまいりました。その８名の知事、保革
を問わず、様々な形で国と県との間に挟まって、時に

は葛藤し、苦悩し、そうしながら行政運営を務めてま
いりました。そういう中において、玉城知事以外７名
の知事も大変な葛藤の中で県政運営をしてきたんです
けれども、今、玉城知事の立場から、過去の７名の知
事に対する感想というのがあればお答えいただけます
か。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　歴代の沖縄県知事は、県の振興
発展や基地問題をはじめ、様々な課題を解決するため
に政府と信頼関係を構築し、対話を重ねてきたものと
考えております。本土復帰後、５次にわたる沖縄振興
開発計画、その後の振興計画により社会資本の整備は
着実に進み、観光リゾート産業や、情報通信産業の成
長など様々な成果を上げてきております。今後も、政
府をはじめ関係各方面とのこの沖縄における各種課題
の解決に向けて、一体となって協力をしていきたいと
いうように歴代の知事に私も倣いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　今、知事の話の中に、政府との
信頼関係において仕事を進めていきたいというお話が
ありました。私が印象に残るのは、やはり保革を問わ
ず、それぞれの知事の印象があるんですけれども、沖
縄政界の保守のドンといわれた西銘知事。啓史郎議員
の父親にも当たるんですけれども、西銘知事が言われ
た有名なフレーズがありますね。「いかにヤマトゥン
チュになりたいと思っても、なかなかなれないウチ
ナーンチュとしての特色がある」と。そういう発言も
いたしております。それだけやっぱり本土復帰以来の
沖縄の歴史というのは、いろんな複雑な葛藤を経過し
ながら今日に至っております。
　それで、知事も、今後基地問題というものを大変な
課題を抱えながら県政運営をやっているわけですけれ
ども、さて、去る９月４日に最高裁の判決が確定いた
しました。結局、県の主張は退けられて、そして国の
指示に従いなさいという判決であります。しかし、そ
の件について知事は、10月４日までに判断すべきと
ころを、承認とも不承認とも判断をせず、先送りをし
て、結局は国の代執行手続を見守るというような、そ
ういう判断をいたしました。それで、これからが問題
ですけれども、この代執行手続に入って、これから県
はどのような対応をするのか、そのことを伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところであります。県は、当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討しておりまし
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たが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛局
の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判
を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基づく代
執行訴訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　これは土建部の事務的な発言で
あります。私が聞きたいのは、玉城知事が、これから
その代執行の訴訟の中で、口頭弁論も行われるという
ふうに言われております。伝え聞くところにおいて
は、やはり今までどおり、反対の立場から環境問題
や、あるいはまた自治の問題や軟弱地盤の問題などを
取り上げながら、そういう口頭弁論をするんではない
かというふうに聞こえてきますけれども、知事、その
とおりですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど土建部長が答弁した
とおり、現在、今、10月５日に国土交通大臣により
防衛局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ず
る裁判を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基
づく代執行訴訟が提起されたところであり、県としま
しては、訴状の内容を精査した上で、対応を検討した
いというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　県の立場はあくまでも先送りし
て曖昧にしながら、スタンスは変えないということだ
と思います。そういう中で、最高裁の判決も受け入れ
ない。そういう中で知事は口を開けば、対話、対話。
総理との対話を求めるということなんですけれども、
これまでもなかなか国との対話ができなかった。まし
て、最高裁の判決が出た今、それに従わない、受け入
れない知事を、国は相手にすると思いますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　現在の状況は、いわゆる地方自
治法上の対応ということが、その代執行提訴によって
県の対応が求められているというように思います。こ
れは、憲法が保障する地方自治の本旨に基づく手続で
ありますので、そのことについては、政府がどのよう
に判断されるかは政府のお考えであると思います。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　私が聞いているのはそういうこ

とではありません。これから沖縄県政と国との間にお
いて、信頼関係を再構築し、そして、沖縄県政を県民
のために運営していく。そのためには国との関係とい
うものを改善していかなきゃいけない。そういう前提
に立って、玉城知事がどう国と関わっていくのか。こ
のことを聞いているんです。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県政を預かる行政の長とし
て、真摯に政府に、沖縄県民の生活の向上、県勢の発
展等につながるそういう様々な意見を申し上げさせて
いただき、政府と協調していくという方針に変わりは
ありませんので、そのことを丁寧にお伝えしていきた
いと思います。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　ということであれば、玉城県政
が続く間、国との信頼関係の再構築はあり得ないとい
うことにつながります。知事は口を開けば、そういう
ふうにして、国との対話、国との対話、国が応じない
から悪いと、国に責任転嫁をする作戦で今やっており
ますけれども、そのことについては、県政は動きませ
ん。特に基地問題については、全く動かない。そうい
うことにつながるわけです。だから、玉城知事は、自
分のそういう支持者だけを相手にして、県知事選挙の
ときにも、県民投票のときにも、40万人ほどの皆さ
ん方が知事の背中を押したでしょう。しかし、残り
100万余りの県民もいらっしゃるんですよ。146万県
民の生活を考えるのが県知事の立場でしょう。自分の
支持者だけを相手にして県政運営をするんですか。そ
のことによって、どれだけ沖縄県がいろんな弊害を被
るか、それはどう考えるんですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　選挙は、そのときの争点によっ
て県民がどのように、有権者がどのように判断をする
かによって、その結果が生じるものであります。です
から、私は私の考え方を述べさせていただき、それを
公約として、県知事として選択されました。ですか
ら、その公約は真摯に実現していきたいと思います。
他方、146万全ての県民、誰一人取り残すことのない
沖縄らしい優しい社会をつくりたいというのは私の理
想であり、それを実現するために一歩一歩着実に取り
組んでいく。そのことによって、思想信条に関係な
く、あまねく県民全てに対して、県と市町村が、行政
が協力をして取り組んでいくということは、我々の本
旨であるというように思いますし、そのことは、真摯
に実現できるよう取り組んでいる連日であります。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
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○金城　　勉 議員　この玉城知事の饒舌な話が、む
なしく聞こえますよ。全く中身がない。そして具体的
に沖縄県の発展に対して、どう責任を担うかという、
その決意が聞こえてこない。ただ、自分の立場だけを
ＰＲしているに過ぎない。私はそういう受け止めをし
ております。
　この普天間移設問題、また2013年に日米で合意さ
れた統合計画。この統合計画についても、この普天間
飛行場の返還から27年がたって、統合計画の合意か
ら10年がたって、それでもなお、ほとんどこの基地
の返還というものは進んでいない。唯一、西普天間住
宅地区、これは仲井眞県政のときに合意返還を取り決
めたことでありますけれども、その後は、ほとんどそ
の統合計画は進んでいない。そういう状況の中で、い
かにして国にこの普天間の返還をはじめとして、統合
計画の推進を求めていくのか。このことが全く見えて
きません。そういう政治の世界では、先ほど知事の発
言にもあったように、政府との信頼関係というものを
踏まえながら、行政を進めていくと、自らおっしゃっ
たじゃないですか。しかし、現在の沖縄県政は、その
信頼関係という前提が全く崩れ去ってしまって、相手
にもされない。そういう状況にあります。ですから、
その辺のところをぜひ――ぜひと言っても期待できる
ような今の環境じゃありませんけれども、この日米
合意、そして統合計画の返還の進捗、これについて
ちょっとお答えください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　統合計画の進捗状況につい
てお答えいたします。
　沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計
画で示された土地の返還予定面積は、全体で約1048
ヘクタールとなっており、これまで約73ヘクタール
が返還されております。主な返還事例は、平成27年
３月末のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区約51ヘク
タール、平成29年７月及び平成30年３月の普天間飛
行場東側の一部約５ヘクタール、令和２年３月のキャ
ンプ瑞慶覧の施設技術部の一部など約11ヘクタール
などとなっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　ほとんど進んでいない。西普天
間住宅地区の返還が目立つところです。
　次に行きます。
　沖縄振興予算獲得の見通しについて伺います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　内閣府は８月末に2920億円の

概算要求、加えて事項要求も行っておりますが、この
中には県及び市町村が強く求めておりました沖縄振興
一括交付金、これについては26億円の増ということ
で、県の要求と大分かけ離れているところでございま
す。県においては、８月末の概算要求を踏まえて、自
見沖縄担当大臣が９月28日に来県された際に、大臣
に対して知事から沖縄振興予算並びに一括交付金の増
額確保について要請を行ったところでございます。
　県としましては、概算要求額以上の額の確保に向
け、引き続き知事を先頭に、沖縄担当大臣をはじめ官
邸や国政与党など関係要路へ要請していきたいと考え
ているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　総務部長、知事を先頭にしない
ほうがいいですよ。逆効果です。やっぱりその内閣府
が今度、来年度の概算要求2920億円やりましたけれ
ども、この令和５年度までの間は平成26年度をピー
クにして、毎年のようにこう下がり続けてきたこの一
括交付金をはじめとする沖縄振興予算。そういう現実
を見たときに、やはりこの政府との信頼関係のない知
事が要請に行ったところで、ほとんど、本音のところ
では相手にされないはずです。やはり何といっても、
これまでのいろんな知事の状況を見ても、政府との信
頼関係というものを苦労してつくりながら、そこか
らやっぱり予算の確保も事業の推進も、いろいろな
形で進めてきたんですよ。沖縄市にアリーナができ
ました。160億から170億円かかってますよ。当初は
１万人なんか要らない、政府は5000人でいいと言っ
ていた、そういうところを桑江市長が粘り強く信頼関
係をつくりながら、それで１万人規模。予算160億か
ら170億円。９割補助ですよ。そういう形でやっぱり
政府との信頼関係を前提としながら、いろいろな事業
を、予算の確保というものはできてきたんですよ。
　しかし、今の玉城県政の中では、そういうことは全
く期待できない。事実、土建部の工事を見ただけで
も、その遅延、遅れの数字というものは、皆さんから
もらった資料のように、道路行政だけでも83％減で
す、ピーク時と比べて。この令和５年、その土建部の
平均で考えても74％減ですよ。これで道路行政や港
湾行政、様々なそういう事業が進むはずがないでしょ
う。知事、これが現実ですよ。あなたは、ただ基地反
対だけでいい気持ちになっているかもしれませんけれ
ども、県民はそれで大変な損害を被っているんです
よ。生活が進んでいない。その目つきは何ですか。抗
議ですか、私に対して。熱いまなざし、ぜひ熱く政府
と信頼関係をつくっていただきたいですね。だから、

‒･246･‒



そういうことがあって、この予算確保についても本当
に厳しい。内閣府が今度、令和５年度より若干プラス
して概算要求した、そのことがかなえられるように、
ぜひ総務部長、頑張っていただきたいというふうに思
います。
　次に移ります。
　女性政策であります。
　宮平部長、この若年妊産婦の支援事業、本当にあり
がとうございました。宿泊型の施設がこの10月から
スタートして、そういう環境にある女性への支援がで
きるようになったということは、私もこれまで再三取
り上げてきて、提案をして、実現したということで、
大変喜んでおります。今の運営状況、これからの状況
について御説明をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　県では、支援を要する若年妊産婦等の特定妊婦が安
心して生活を行うための相談支援や宿泊型居場所の
提供を行うこととし、10月から本島中部圏域におい
て、産前２か月から産後120日を原則として、４世帯
まで入居可能な宿泊型居場所を開始したところでござ
います。予期しない妊娠などに悩み、安定した居場所
がないなど支援を必要とする妊産婦等が安心して出産
し、出産後は安定した生活につながるよう、市町村や
関係機関と連携の上、取り組んでまいります。現在の
状況という御質問でございましたが、10月１日に開
始をしまして、詳細については申し上げられませんけ
れども、既に入所者がいるというふうな報告を受けて
おります。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　ありがとうございます。
　先日、この議会中でしたけれども、関係者の皆さん
方がトークセッションを持って、このテーマについて
いろんな議論がなされたようです。そのときには、今
話題の映画、「遠いところ」も話題にしながら、いろ
んな議論があって、やっぱり沖縄の女性の弱者の皆さ
ん方の環境が厳しいというところから、支援の手をど
ういうふうに広げていくかということもありましたの
で、この宿泊型の施設についても今回１か所スタート
しましたけれども、恐らく１か所だけでは対応が難し
い局面が出てくると思いますので、年次ごとにその箇
所を広げる、増やすとか、あるいはまた離島はどうな
のか等々もぜひ御検討いただければというふうに思い
ます。
　次に、保健・医療関係についてですけれども、脳脊

髄液減少症、あるいはまた脳脊髄液漏出症というふう
に呼ばれておりますけれども、私はこの問題について
は十数年前にも取り上げて、その治療法のブラッド
パッチ療法というのがあって、県議会も、その保険適
用を求める決議、これを平成17年と22年に２回、沖
縄県議会として意見書の決議をして政府に要請しまし
た。それが、全国的にもその運動を家族会の皆さん方
が一生懸命頑張ったことによって、保険適用がなされ
ました。ですから、非常に大きく政策が前進している
んですね。そういうことがありますので、今後もまた
沖縄の状況、教育長も含めて学校現場においても、そ
ういう事故はありますから、この頸椎の衝撃によって
起こると言われております疾病ですから、ぜひ今後も
頑張って調査もしていただきたいと思うんですけれど
も、ちょっと時間の都合で答弁はよしといたします。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○金城　　勉 議員　４番目の、沖縄の闇バイトの実
態と対策について、県警本部長、御説明をお願いしま
す。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　いわゆる闇バイト、すなわち犯罪実行者募集情報と
いいますのは、仕事の内容を明らかにせずに、著しく
高額な報酬の支払いを示唆されて、特殊詐欺や強盗な
どの犯罪を実行させることと承知をしております。現
在まで、県内でこのような手口による事件は検挙され
ておりませんが、全国で見ますと、こうした手口によ
る強盗事件等が広域的に発生しており、一層の対策が
必要であるというふうに考えております。
　防止策についてお答えいたしますと、県警察におき
ましては、犯罪実行者を募集する投稿に安易に応募す
ると重大な結果を招くということを周知させるため
に、県警公式ユーチューブやデジタルサイネージなど
で啓発動画を情報発信しているほか、学校へ警察官等
を派遣して、ＳＮＳに起因した犯罪について実例に基
づいた非行防止教室を実施しております。また、ＳＮ
Ｓで闇バイト募集に関する投稿を把握した場合には、
運営事業者に対して削除依頼を実施することとしてお
ります。引き続き、こうした取組を強力に進めてまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
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○金城　　勉 議員　ありがとうございます。幸いに
今のところ、沖縄においてはそういう犯罪はないとい
うことですけれども、ＳＮＳに関わる犯罪というもの
は、今急激に増えているというふうに聞いております
から、今後もしっかり対応方お願いを申し上げたいと
思います。
　次に、マイナンバーカードについて、お伺いいたし
ます。
　マイナンバーとマイナンバーカードについて御説明
いただけますか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　マイナンバーは、住民票を有する個人に付番され、
法令または条例で定められた手続で利用できる12桁
の番号です。また、マイナンバーカードは、マイナン
バーや住所、氏名等の基本情報と顔写真が記載された
ＩＣチップ付カードです。ＩＣチップにはこれらの情
報と併せ、電子申請サービス等に利用が可能な電子証
明書が記録されており、オンラインでも本人確認がで
きるデジタル社会の基盤として必要なツールとなって
おります。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　今、マスコミでかなりこのマイ
ナンバーのトラブルについて話題になりましたけれど
も、そのマイナンバーのトラブルの要因というのはど
のように見ていますか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　一連のマイナンバーカードに関するトラブルの原因
については、システムの不備のほか、市町村支援窓口
でのログアウトし忘れや不確かなひもづけ確認といっ
た運用上の問題などが上げられています。これらにつ
いては、システムの改修対応、運用手順の改善のほ
か、マイナンバーのひもづけに係る総点検が行われて
いるところです。国は、再発防止や国民の信頼回復に
向けた対応等を着実に実施していくとしております。
　県においても、国や市町村と連携し取り組んでまい
ります。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　今回のトラブルの要因というの
は、ほとんどがやっぱり各自治体においての入力ミ
ス、人為的な入力ミスが頻発しているということなん
ですね。ですから、それによって誤解する人がいて、
これは報道の仕方にもよるんでしょうけれども、その
不信感を抱いてカードを返納するというような動きが
あったりということも報道されておりますけれども、

これについては、企画部長、どのように考えますか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　マイナンバーカードには、本人確認のための基本情
報や電子証明書等が記載、記録されております。一
方、税や年金、病歴などの機微情報は記録されないこ
とから、カードからこれらの情報が漏えいすることは
ありません。また、不正に情報を読み出そうとすると
ＩＣチップが壊れる仕組みとなっているなど、様々な
個人情報の漏えい対策が講じられております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　ということは、やっぱりそうい
ういろんな報道を聞いて、不信感を抱いて、そのカー
ドを返納するということは、全く必要ないというふう
に理解いたしました。やはり、私も調べてみると、こ
のマイナンバーカードの個人情報が漏れるんではない
かという懸念を持つ方々がいらっしゃるようですけれ
ども、今の企画部長の説明だと、このカードの情報と
いうものは氏名、住所、性別、生年月日、この４項目
しか入っていない。その他の個人情報というのは、プ
ライバシーに関わることは入っていない。このように
理解していいですか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　先ほど申し上げましたとお
り、本人を確認する情報のみとなってございます。
○赤嶺　昇 議長　金城　勉議員。
○金城　　勉 議員　ということでありますので、
ちゃんとプライバシーの保護、そして個人情報の保護
というものはしっかりやりながら、それがデジタル社
会に向かうに当たっての、いろんな行政の効率化で
あったり、あるいはまた住民サービスの向上であった
り、そうすることによって、より様々なサービスを向
上させることができるというふうに理解いたします。
やはり、アナログの社会からデジタルの社会へという
のは自然の成り行きであって、そしてそこから国民の
いろんなサービスが向上する。ただし、一方では、き
ちっとした情報の管理というものはなされなければな
らない。安全、セーフティーでなければならない。こ
ういうことで考えておりますので、ぜひ企画部長、市
町村との連携を取りながら、そのマイナンバーカード
の進捗についてはぜひ努力をお願い申し上げます。
　以上で終わります。ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　おはようございます。
　かつてない早いペースで３番目に回ってきました。
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大城です。いつも席が一番前のど真ん中なもんですか
ら、与党側から出ようか野党側から出ようか迷うんで
すけれども、今日は少し野党側の席から出てきました
のでちょっと厳しめな指摘が多くなるかもしれません
が、最後までのお付き合いをお願いします。
　まず、道路行政からです。
　１番、南部東道路整備事業についてですけれども、
もう御存じのとおり、これは私の地元、南城市の知
念・佐敷から那覇空港自動車道を結ぶ道ですけれど
も、2006年に事業が決定し、もう本格的に事業をし
て10年余るんですね。進捗状況を確認しながら課題
の整理と取組の強化を求めるために、以下伺う。
　(1)、･直近の総事業費と進捗率、事業完了年度及び
課題についてまずお願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　南部東道路は、那覇空港自動車道との直接連結を起
点といたしまして南城市玉城字垣花を結ぶ延長約7.4
キロメートルの高規格道路で、平成23年度から事業
に着手しております。令和４年度末時点で、全体事
業費は概算で約421億円、進捗率は事業費ベースで約
46％となっております。課題といたしましては、用
地取得において、単価や補償内容の不満、相続関係人
多数等で交渉に相当な時間を要していることなどであ
ります。現在、2020年代後半の暫定２車線による全
線供用に向け、鋭意整備に取り組んでいるところであ
ります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　ありがとうございます。
　令和８年――前の島袋土建部長も、その前の上原部
長も、令和８年、あと３年では、2026年には開通を
目指して頑張りますという答弁をずっとしていまし
た。何で前川部長になったら2020年代後半になった
んですか。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　完了時期につきましてで
すが、早期供用に向けまして、優先区間を決めて整備
に取り組んでいるところでございます。優先区間の用
地取得につきましては、事業への反対や相続問題な
ど、難航箇所が残っておりまして、任意交渉と併せて
土地収用法の手続などに向けて取り組んでおります。
事業区間におけます用地取得の状況ですとか、橋梁、
トンネルなど大型構造物の整備状況を踏まえますと、
供用時期につきまして現時点で確定的なことを申し上
げることは非常に難しい状況となっているということ
でございます。

○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　課題の認識については、例えば
今年度で予算が大体30億ぐらい。今、進捗率がまだ
半分いってませんから、10年たって。予算の問題と
いうのは大きな課題とは考えていないんですか。お願
いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今申し上げた以外にも議
員御指摘のとおり、予算の確保につきましても取り組
むべき課題であるというふうに認識をしているところ
でございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　これはいわゆるハード交付金財
源じゃないですから、国交省が直接という理解でい
いですよね。そういうことで、令和５年は30億、頑
張って取ったのかなと思います。ただ、予算及び用地
取得の問題が課題になっているということの認識でい
いと思います。それ含めて次の議論に進みます。
　(2)、･同道路の開通は地域のまちづくりに大きく影
響するが、南城市からの要望とその対応についてお願
いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　南城市から、南部東道路の整備促進に必要な予算確
保や那覇空港自動車道との直接乗り入れ部の直轄事業
化を求める要望書が提出されております。当該道路の
整備については、道路法第15条の規定に基づき、県
が事業主体となっており、国による事業化は、法的な
根拠など多くの課題があるものと認識しております。
現在、直接乗り入れ部の施工について、国の協力が得
られないか、意見交換を行っているところでありま
す。引き続き、南城市と連携を図りながら、事業予算
の確保に努めるとともに、早期の全線供用に向けて取
り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　いわゆる言いたいのは――今の
ペースだと、早くてもあと10年ぐらいかかるんじゃ
ないかと。だからもうできないんだったら、国に直轄
でやってもらったらというのが流れだと思うんです
よ。そういう意味では、今言う、全体を国にもうやっ
てもらうっていうのは難しいけれども、直接乗り入
れの部分は協力してもらうっていうのは、少しもう
ちょっと具体的に答弁もできるのか。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　直接乗り入れ部の施工について、国のほうに委託と
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いう形で協力を依頼できないかというところについ
て、今調整を行っているというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　残りが二百数十億で、直接乗り
入れの部分が大体130億ぐらいですから、そこの部分
の予算の獲得も含めて国の協力が得られれば大きく進
むんじゃないかと私も感じてはいます。そこはしっか
り頑張ってください。ただ、言うように、用地取得の
部分がまだ大きな課題として部長からもあるわけです
から、これまで南城市と連携して、前には南城市から
職員を派遣してもらったこともありましたよね。最近
は私も地元で難しい案件なんかについては、何度も立
ち会っていますけれども、どうもその用地取得の部分
は県の顔が見えないんですよ。委託している土地開発
公社ですか、そこの職員とはよく会うんですけれど
も、なかなかこれは難しい問題だという部分について
も、ちょっと委託している先に任せっきりのような気
がしています。その辺の用地取得に対して、体制と南
城市の連携についてどう考えているか、お願いしま
す。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　難航案件の交渉につきましては、委託先であります
土地開発公社だけではなく、土木事務所の担当職員な
ども協力して交渉に当たり、早期解決に向けて取り組
んでいきたいと考えております。また、地元南城市の
職員の方の協力なども得ながら早期の用地取得に向け
て取り組んでいきたいと考えているところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　いや、私は難しいところ何回も
やっているけど、県の職員に会わないですよ。だから
これは、部長の認識と現場はちょっと違うんじゃない
かというふうに思ってます。強化してほしい。それか
ら、南城市の職員も前は派遣してもらってたんですけ
ど、これ全部南城市持ちだったんですよね。それでは
ずっとは出せないんですよ。だからやっぱり今言うよ
うに、これだけ421億の事業で、当初ずっと言ってき
た、あと３年ぐらいではできるっていう予定が、今の
ペースではあと10年以上かかるような状況になって
いるわけですから、ここは人件費を県が持ってでも、
南城市の協力を得て用地取得のペースを速めないと
やっぱり難しいと思いますけれども、その辺について
再度お願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　御指摘のとおり、用地取

得の体制が本事業の進捗につきましては非常に重要な
ポイントでございますので、その点につきましては部
内及び南城市とも連携しながら、望ましい用地取得の
体制構築に向けて取り組んでまいりたいと考えており
ます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　ぜひ、さっきあった直接乗り入
れの部分の国との連携、それから地元の南城市の職員
の派遣について、費用負担も含めてしっかり検討いた
だきたい。お願いします。
　(3)、･同道路開通を見越し、来年夏には外資の大手
スーパーがオープンを予定しているが、現状の道路事
情で交通量が急増した場合の影響について、その認識
と対応についてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　大型商業施設の開業に伴いまして、周辺の交通状況
が変化することへの対応につきましては、関係法令に
基づく手続において、開業後に事業者が取り組むべき
内容が示されておりまして、県もその内容を把握して
おります。
　県としては、開業後の交通状況の変化等を踏まえ、
事業者や南城市等関係機関と意見交換を行っていきた
いと考えております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　意見交換はいいんですけれど
も、やっぱり地元からすると、やはりこの予定地に行
く道っていうのは、もう県道86号線と国道331号、
大きいのはこの２つしかなくて、慢性的に今現在でも
渋滞があると。それに１日当たり少なくとも3000人
とか、多いときは週末は6000人とかっていう予想が
出ているもんですから、やっぱり市民の皆さんあるい
は県民の皆さん、この地域の関係者っていうのは、非
常に危惧する声が大きいんですよね。だからそこは、
今、渋滞箇所に指定はされていないからみたいな話を
皆さんはしますけれども、確実にそういう予想をされ
る部分については、ぜひ例えば、交差点の右折帯を
しっかりつけるとか、それぐらいでも大分変わると思
うんですよ。その辺についてはぜひ、そういうものを
見越して取組をお願いしたいと思いますけれども、再
度お願いします。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　開業後の交通状況の変化を見まして、必要な対策に
ついては南城市や事業者と連携しながら検討してまい
りたいと考えております。

‒･250･‒



○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　もう来年夏開業予定ですから、
ぜひとも先手、先手で動いていただきたいと要望をい
たします。
　２番に進みます。
　脱炭素の取組について。
　(1)、･令和６年度沖縄振興予算に関する国への要請
の中で、県は再生可能エネルギーの導入による脱炭素
社会の実現に向けた額の確保を求めた。国から示され
た概算要求の評価をお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　内閣府では、令和４年度から沖縄型クリーンエネル
ギー導入促進事業を実施しておりますが、同事業の令
和６年度概算要求額は約18億円で、令和５年度の約
４億円に比べ、約4.5倍の要求額となっております。
同事業は、クリーンエネルギー導入や離島における再
エネ化に関する実現可能性調査の実施に加え、導入促
進のための実証事業に対する支援を行うものとなって
おります。
　県としましては、今回の国の概算要求は、本県の脱
炭素社会の取組の後押しになるものと考えているとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　今まで議論してきた部分となか
なか前に進んでいないという印象。今、部長言うよう
に、約４億が18億に、４倍以上になりましたよと。
よかったねみたいな話をする人もいるんですけれど
も、そうじゃなくて我々2030年の目標には、原発も
ない、風力も難しい、水力も難しい、現時点ではソー
ラーに頼らざるを得ない、今後新しい技術を開発しま
すみたいな話なんですけど、その中で2000億ぐらい
かかるとかっていう、あらあらの試算が出たりしたわ
けですよ。そういう意味で、国に求める支援ってい
う意味では、18億っていうのは、ある意味私からす
ると桁が違うのかなという印象ですけれども、皆さ
んどれぐらい要求したのか。県としても、どうして
も2030年に向けてこれぐらいは必要ですという議論
は、国とできているんですか。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県としましては、沖縄振興に関する内閣府の一括計
上予算の要請というところにおきまして、沖縄振興特
別推進交付金につきまして、「再生可能エネルギー等
の導入による脱炭素島しょ社会の実現」こちらの、
「沖縄の自立的発展に取り組めるよう、要望額を確保

すること」ということで、国の、内閣府のほうに要求
したというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　これはもう表に世界から選ばれ
る持続可能な観光地沖縄を目指すっていう言葉だけ
踊って、具体策が――具体的財源の裏づけが私から言
わせれば全くないと思うんですよ。これは本当に振興
予算でできないんだったら、ほかの予算に向けてどう
するのかっていうのは、本気で当事者意識を持って取
り組んでほしいんですよね。
　それを含めて(2)、振興予算のさらなる獲得や各省
庁予算の獲得に向けた今後の取組についてお願いしま
す。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　本県では、再生可能エネルギー等導入による脱炭素
島嶼社会の実現に向け、令和６年度沖縄振興予算の要
請に当たり、沖縄振興特別推進交付金の要望額の確保
を求めたところでございます。また、各省庁の予算に
つきましては、新たに再エネ導入に係る補助金等の確
保に向け、環境省と意見交換を行っているというとこ
ろでございます。
　県としましては、脱炭素社会の実現に向け、国の財
政支援の積極的な活用を図ってまいりたいというふう
に考えております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　もう一括交付金を含め、ソフト
交付金なんかこういう状況ですから、もうこの環境省
なんかの予算に頼らざるを得ないし、もうほかの県で
はどんどん年々これ増えているわけですね。そういう
意味では、まだここに対する県の取組も正直に言って
私からは、弱いんじゃないか、見えないんじゃないか
というのが印象です。
　(3)、･国費や独自予算を確保し、次年度は何をどの
程度の予算規模で取り組むかお願いします。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　本県の令和６年度の再エネ関連予算につきまして
は、いまだ当初予算編成が始まっていないということ
から、具体的に申し上げることはできませんが、新た
な取組としまして、風力発電事業者の発掘に向けた風
況観測支援のほか、環境省――先ほど申し上げました
環境省予算を活用した支援事業を検討しているという
ところでございます。
　県としましては、沖縄県クリーンエネルギー・イニ
シアティブに掲げる2030年度将来像「低炭素で災害
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に強い、沖縄らしい島しょ型エネルギー社会」の実現
に向け、沖縄振興予算に加え、各省庁予算の確保に取
り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　もう時間ありませんから、知
事、答弁は求めませんけれども、この問題はずっと議
論してきましたから、御存じだと思います。もう国連
が、世界が沸騰しているという宣言をしたり、国際エ
ネルギー機関が、2030年に向けてはもう再エネは３
倍にしないといけないというようなこと、日々そうい
う議論がある中で、相変わらず世界から遅れている日
本。その半分しか取り組めていない沖縄という状況の
中で、今言うように世界から選ばれる持続可能な観光
地とか、あるいは脱炭素社会の実現って言っても、言
葉だけ踊って、それを裏づけるような財源のめどと
かっていうのは全く見えてこないんですよね。だから
それは我々は、次の世代に対する責任として、政治家
として、いかがなものかというふうに思ってます。ぜ
ひとも、ここは力を入れて頑張っていただきたいと思
います。これも継続的に議論していますから、ぜひ、
もうすぐ12月に向かいますので、取組の強化をお願
いします。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○大城　憲幸 議員　３、畜産振興についてお願いを
します。
　農業産出額の約４割を占める畜産業は、これまで本
県の第１次産業を牽引してきたが、その経営環境は一
気に厳しさを増し、多くの農家から限界を訴える声が
出ている。施策強化のため以下を伺う。
　(1)、･和牛子牛価格の下落状況と今後の見通し、そ
の対応についてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県内の肉用子牛平均取引価格は、令和４年５月以降
下落傾向となっており、その要因といたしましては、
国内における牛肉消費量の減少と牛肉取引価格の低下
にあると認識しております。
　県では、国の価格安定対策に加え、県独自の支援策
として、県内の雌子牛平均価格が基準価格を下回った
場合、その差額の９割を補塡する沖縄県和牛子牛価格
安定特別対策事業を実施しております。あわせて国に
対し、子牛価格安定対策制度の拡充と牛肉消費拡大へ

の支援について、全国の主要な肉用牛生産県と共に要
請を行う予定となっております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　その後の議論はちょっと置いて
おいて、まずは今、本当にすごい勢いで子牛の価格が
下落していますから、今あるような緊急対策で今はと
にかく農家を支えるっていうのが、まず１点目の議論
なんですよね。そういう意味では、私は沖縄県の和牛
子牛価格安定特別対策事業は、評価はしています。雌
だけっていう、いろんな多様な意見はあるにしても、
この雌が本当に雄に比べて平均で10万ぐらい安いっ
ていうことで経営の足かせになっているのは間違いあ
りませんので、そこをしっかり支えるっていうのはい
いこと。ただ、思った以上に、我々の予想以上に、価
格が下落していますので、ここの財源が気になるとこ
ろですので、これはしっかり――多分、これは８月か
ら農家への支払いが進んでいますので、農家もここが
ある意味、命綱になるかもしれない。そういう意味で
は、これはしっかり守っていただきたいというふうに
思っています。
　それからもう１点は、国も経済対策事業をすると
言っていますから、そこの部分に、国に対してもしっ
かりと今農家を支えるための新たな事業っていうのを
求めないと、県独自でもなかなか支えきれない部分で
はあると思いますので、この２点について。県独自の
ものをどう守っていくか、それから国と連携して経済
対策、補正予算等をどう取りに行くか。その辺は部長
はどういう考えでいますか、お願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　国の対策については、国の動向を注視しながら適切
に対応できるように準備を進めてまいりたいと思いま
す。
　また、県独自の支援策としましては、県の畜産振興
公社、そしてまた関係団体等と意見交換を進めなが
ら、また県独自の支援策について検討してまいりたい
と思っております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　照屋副知事、この前行われた農
家の緊急集会に副知事が出ていただいたというふうに
聞いています。今の部長の答弁ではやっぱり弱いと
思っています。経済対策についても、やっぱり国に
しっかりと沖縄の農家を支えるためには具体的にこう
いうのが必要だというのは要望をすべき。そして、こ
の県独自の雌牛対策についても、これどんどん今、１
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頭当たり多分８万、９万、10万って上がっていきま
すので、これがないとなかなか農家もというような仕
組みになると思います。ただ、県の財政は７月までで
１億9000万っていう答弁も先日ありましたので、ど
んどん大きくなるもんですから、この予算の確保につ
いては副知事中心に頑張っていただきたいというふう
に思いますが、よろしく答弁お願いします。
○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　先般行われました、あれは八重
瀬ですかね、糸満ですかね、センターでの総決起大
会。私も出席をいたしまして、農家の皆さんの悲痛な
叫びというのを聞いてまいりました。建設業界に長い
間身を置いた身分としては、やっぱり赤字と分かりな
がら受注することはないわけでありまして、それが毎
回続くというふうなことで、内部留保をどんどん削っ
ていって、結局赤字、倒産に導いていくというような
ことからしますと、大変な状況だと認識しておりま
す。しかも、今までその農政史上なかったぐらいに下
落が続いているということですから、国と併せてしっ
かり対策を取っていかないといけないし、また予算も
獲得していかないといけないというふうに認識しまし
た。この決起大会には私もそうですが、国の、国会の
場からも西銘元大臣も出席しておられましたし、また
農林水産省の藤木政務官も出席しておられまして、一
緒に席を並べてこの声を聞かせていただいております
ので、しっかり国と連携しながら、そしてまたＪＡさ
んともしっかり連携しながら対処していきたいという
ふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　よろしくお願いします。
　次(2)、子牛生産者を支える意味でも和牛肥育生産
基盤は重要と考えるが、県内の肥育生産の経過と現状
をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県内における令和４年度の黒毛和牛子牛の競り取引
頭数は2万5247頭であり、そのうちの約１割が県内
の肥育素牛として取引されております。また、飼養頭
羽数調査においては、県内の黒毛和牛の肥育頭数は、
平成29年の6807頭から令和４年には5754頭となっ
ており、５年間で1053頭減少しているところであり
ます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　前は最低でも――前から私も
議論しているんですが、３割ぐらいは県内で流通す

べきっていう議論はずっとやってきたんです。２万
5000頭出て、９割は全部県外の皆さんが買っていく
もんですから、ある意味県内で流通させないと、場合
によっては今回みたいに買いたたかれるみたいな話に
なってしまうんですよね。そういう意味で、２割ぐら
いまで行った肥育が、もう今１割ぐらいに減っている
ということは、やっぱりちょっと今冒頭言ったとおり
で、今やるべきことと、今後に向けてこの肥育基盤を
というのは大事だと思うんですけれども、その辺につ
いて方針、再度お願いします。これ強化しないといけ
ないんじゃないのか。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　議員からただいまありま
したように、令和４年度においては5754頭となって
いるんですけれども、県としましては、沖縄県酪農・
肉用牛生産近代化計画により、肥育牛の飼養頭数を令
和12年度に7500頭まで増頭し、子牛出荷頭数の２割
程度を県内で肥育することを目標としております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　ごめんね、次の議論も含めて
やってあったね。もうそのまま進めましょうね。
　(3)、･肥育生産基盤の強化に向けた課題と今後の方
針を伺うということで、今少し方針的なものは部長か
ら話がありましたけど、私もＪＡも含めて子牛が高
かったものですから、肥育をやめちゃったんですよ、
本島内のは。だからそういうのも含めて今までみたい
に、当たり前みたいに霜降りをみんながつくれば高く
売れるんだという時代ではなくて、北海道の農家さん
なんか、今もう全部北海道産の草で育てた牛、北海道
産の全てで肥育した牛とかっていうのが、霜降りの牛
より赤肉の、そういう地域の循環させた牛のほうが評
判がいいとかっていう農家さんもいます。そういう意
味でも、北海道でできるわけですから、沖縄でできな
いわけないんですよね。だからそういう新しい分野に
もやってほしい。このせめて３割ぐらいは県内で流通
させる。そして、今牛肉の在庫が余って大変と言いま
すけれども、一番やっぱりＡ５といわれる高級な部分
が今だぶついているっていう話もあるわけですから、
子牛価格については今後もなかなかいい兆しが見えま
せんので、今支えるっていう部分と新たな取組もす
るっていうのは必要だと思いますけれども、再度お願
いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
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　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　褐毛和種等による牧草肥育については、国の調査に
より、広大な牧草地が必要であること、また枝肉等級
が全て２等級であることの課題が上げられておりまし
て、県内農家の飼養体系において実施できる農家が限
定されることから、牧草肥育試験というのは今現時点
で実施はしておりません。しかしながら、配合飼料価
格高騰等の今後の情勢を踏まえると、牧草肥育技術も
重要であることから、県としましては、引き続き情報
収集に努めてまいります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　前から議論しているように、で
きない理由を言うんじゃなくて、今のままでサシ入れ
る、サシ入れるって言っても、もう先が見えているわ
けだから、新しいものにも検討じゃなくてぜひチャレ
ンジしていただきたい。要望します。
　(4)、畜産振興に欠かせない屠畜場の経営も非常に
厳しい。認識と対応、屠畜料値上げの議論について方
針を伺う。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　屠畜料金の値上げにつきましては、と畜場法に基づ
く県の認可を受ける必要があるということで答弁をさ
せていただきます。直近では、施設運営の諸経費が
年々上昇し、経営の安定化を図るためには料金の値上
げが必要ということで、令和５年１月に名護市の食肉
センター、それから株式会社沖縄県食肉センターから
豚における当該料金の値上げの申請がございました。
２月に県の認可を受けて、今年の４月に料金を改定し
ているところでございます。その他の変更申請は今の
ところございませんが、申請があった場合は関係部局
と協議して適切に対応してまいりたいと考えておりま
す。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　屠畜料金の値上げは保健部なん
ですけれども、実際やっぱり中身は、畜産振興と屠畜
場っていうのはもうセットですから、屠畜場の経営っ
ていうのは今、成り立っているのか。お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。

　屠畜場の経営は、大変厳しいということで聞いてお
ります。食肉センターの屠畜料については、増加した
経費を反映した額への改定を進め、経営の安定化を
図っていると認識しております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　例えば、牛１頭、今屠畜料２万
円です。幾らあれば赤字にならないか把握しています
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本島２か所の食肉センターの牛の屠畜料について
は、長い間改定がなされていないことから、実際の経
費と料金の間に大きな乖離が発生しております。その
ため、各食肉センターでは、現行料金から大幅な改定
を希望していると聞いております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　だから、そういう議論は前から
やっている。今、２万だけれども、４万取っても引き
合わないというような話があります。ただ、今の生産
者のこういう状況の中で、屠畜料金が倍に上げられま
すかという話になると、どうにか別の形で、じゃ県が
支えるのかっていう議論は前から必要だよという話は
しているんですけれども、今のそういう状況を把握し
ていますということですけれども、方針としてこれ、
どうするのか。再度お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時42分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　豚も牛も増頭ということ
で、生産の――出荷量を増やすことによって取り組ん
でいきたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　前からしていますけれども、県
食肉センターで30万頭の豚を屠畜した時代は、豚の
利益で牛・ヤギを支えていました。その30万頭が20
万頭まで激減しましたので、牛・ヤギをもう支え切れ
ない、その上、１億ちょっとの電気代がもう３億にな
るということで、今度30年ぶりに豚の屠畜料を400
円値上げしましたけれども、その分の8000万という
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のも一気に電気料で吸収された。もう立ち行かない状
況ですから、ちょっと本当に当事者意識を持って、頑
張っていただきたい。よろしくお願いします。
　次、会派の代表質問関連について、當間盛夫議員の
１の(5)、知事の政治姿勢の中のゆがふ製糖工場の建
て替えについて。
　部長は、工場の老朽化は深刻で、緊急性が高いと認
識していると。ただ、事業実施主体の負担や県の財政
の問題は市町村と検討中ですという話をしています。
　(1)、･ゆがふ製糖工場の整備について再度伺いま
す。これまでも議論してきたが、課題解決に向けた取
組状況についてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　老朽化が進むゆがふ製糖工場の老朽化対策について
は、沖縄本島のサトウキビ生産振興や製糖工場の安定
操業が重要であることから、令和２年に沖縄県分蜜糖
製糖工場安定操業対策検討会議を設置し、工場整備に
係る方策について検討を重ねております。
　県としましては、製糖工場の安定操業が重要である
ことから、引き続き、早期の工場整備に向けた検討を
進めてまいります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　照屋副知事も現場に見に行って
もらって、令和元年からもう必要ですよねと、老朽化
対策は早急に必要ですという議論でした。もうそれか
ら５年です、部長。５年たって、現場はいつ止まるか
分からない、県内、本島内に１工場しかない、5000
名も農家がいる、冷や冷やしながら工場を動かして、
県は建て替えを検討しますって言って協議会も立ち上
げて、もう満４年ですよ。全く進んでいないじゃない
ですか、これ。これいつまでに結論を出すんですか、
お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時45分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　現在、検討を進めておりますが、事業実施主体の問
題ですとか、事業費の部分がかなり大きいということ
で、またその事業費の圧縮に向けて検討を重ねている
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　２番も含めてやります。(2)、
今、事業費圧縮の話もありましたけれども、当初から

10年以内にゆがふ製糖、北大東製糖、石垣製糖の３
工場はどうしても建て替えないといけないという県の
説明がありました。
　(2)、･北大東製糖の工場整備に向けた取組状況につ
いてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　北大東製糖工場の老朽化対策については、工場整備
に係る国庫補助事業の活用に向けた協議を進めており
ます。一方、国の補助事業につきましては、補助率が
６割以内となっていることから、事業実施主体の費用
負担を含め、地元負担に係る財源確保が課題となって
おります。
　県としましては、引き続き、国や北大東村などと連
携し、事業実施に係る課題解決に向け取り組んでまい
ります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　これも同じ議論。北大東製糖
は、当初200億と言われていました。ただ事業費が厳
しいから180億まで圧縮しました。それでも財源が厳
しいということで、もう建て替えは諦めて、一部大規
模改修でやろうって138億まで圧縮しました。そうし
たら土壇場になって、県が３割負担が難しいというよ
うな話になってまた止まってしまった。これでは前に
進まないですよ、皆さん。先ほどもいろんな討論も含
めて財源の議論がありましたけれども、やっぱりきち
んと１つずつでも動かさないと、このサトウキビをど
うするのか。副知事も県の基幹産業であるとか、離島
にとってどうしてもないといけないと言いながら、こ
れはないんじゃないですか。副知事、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　上原章議員の質問にも答えたと
ころでありますけれども、やはり現地に足を運んでみ
て、建て替えの緊急性というふうなものをじかに見さ
せていただきました。60年以上たっている建物とい
うのは何度か見ておりますけれども、私が見た中で
は、本当に一番老朽化が進んで緊急性を要するという
ような認識に至っております。したがって、財政上の
工夫が整えば、速やかに着手すべきであろうというふ
うな認識には至ってますけれども、これは財政上の問
題では――今、関係する衆議院議員の先生方、与党の
先生方含めて、相談をしながら検討を重ねているとこ
ろでございます。そしてまた、財政を担当している池
田副知事とも鳩首協議しながら検討しているところで
あります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
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○大城　憲幸 議員　(3)、ゆがふ製糖についてはこれ
までも製糖副産物の活用を含めた施設整備が必要と提
案してきたが、県の考えをお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　老朽化が著しいゆがふ製糖工場の整備につきまして
は、従来の粗糖生産に加え、バガス等製糖副産物の高
付加価値化を含めた総合的利活用に資する施設整備の
検討も必要と考えております。
　県としましては、製糖副産物の総合的利活用を含め
た他産業との連携など、引き続き、工場整備について
検討を進めてまいります。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
○大城　憲幸 議員　時間がなくなりました。もう知
事、全部検討なんですよ。だから本当にこれだけ何千
名も農家がいる、離島の製糖は守らないといけないと
言いながら、全く前が見えない。そんな中で現場は必
死で、機械が壊れないように農家のために汗水流して
支えている。そういう構図があるわけですから、ぜひ
ともある意味、もうこれ数百億の事業ですから、政治
決断も含めてよろしく取組の強化をお願いして終わり
ます。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　山内末子議員。
　　　〔山内末子　議員登壇〕
○山内　末子 議員　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　てぃーだ平和ネット、山内末子です。
　私たちは今、戦後の苦難の歴史の分岐点に立ってい
ると思います。日米安保の負担を押しつけられ続け、
これ以上の負担はもう嫌だという声も受け付けない。
あらがうことさえもぎ取られてしまう。地方自治の権
限を行使できない唯一の県であるということを突きつ
けられた今、この事実に、沖縄県が未来に、若者の無
限のエネルギーに何を残すのか、何が残せるのか、根
本的議論を重ねなければなりません。そのような厳し
い状況の中での今般の危機管理体制の欠如による相次
ぐ失態は、非常事態と強く言わざるを得ません。知事
以下、執行部の皆様の猛省を促し、緊張感を持って業
務遂行をお願いいたしまして、質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･辺野古新基地建設問題について、政府は熟慮

する県に対し、代執行を見据えた作業を着々と進め
た。その前のめりの威圧的姿勢は、地方自治を愚弄す
る行為だと言わざるを得ない。内容の観点から、我が
会派の代表質問関連から入りたいと思います。
　照屋大河議員の、最高裁判決の今後の対応につい
て。
　県の期限内の判断は困難の回答に対し、国は間髪を
入れずに代執行訴訟を提訴いたしました。戦後78年
たった今、新たな基地建設を強行する代執行は沖縄の
歴史に１ミリも寄り添わない政府の姿勢だということ
が明確になったと思います。知事はこの代執行裁判に
向け、理論構成を急ぎ、解決のため、展望を開く必要
があると考えますが、その決意を伺う。
　ア、重要な事項だけに、岸田総理との徹底対話が必
要だと思いますが、計画を伺う。
　イ、軟弱地盤やその改良工事に関わる問題について
国防総省（米軍）独自の科学的分析評価は公開されて
いるのか。県はそれを入手しているのか伺います。
　ウ、米国連邦議会調査局、連邦議会会計検査院、有
力シンクタンクの軟弱地盤や辺野古新基地建設に対す
る見解は、どのようなものがあるのか。県はそれをど
う評価しているのか伺います。
　(2)、･国連訪問での知事の発言、プレゼンテーショ
ン、特別報告者との会談等における知事の平和の権利
希求の強い姿勢は、参加者から多くの共感を呼び、国
連が求めている安全保障の根幹の、対話をまさに体現
をしていると、高く評価されています。成果と課題が
見えてきた中、継続した働きかけが必要だと考えます
が今後の取組について伺います。
　(3)、･他国地位協定調査報告（韓国編）について。
　ア、在韓米軍地位協定の特徴、日米地位協定との比
較について伺います。
　(4)、･コロナ後、各地域では久しぶりに伝統芸能な
どの年中行事が復活し、知事も積極的に参加していま
すがその感想を伺います。
　２、経済・雇用政策について。
　(1)、･2024年問題について。
　働き方改革関連法が来年４月から施行される。人手
不足という大きな課題を抱える本県の経済に、さらな
る影響が出るのではと危惧されるところです。以下伺
います。
　ア、建設業、運輸・物流業の現状と課題、対応策に
ついて伺う。
　イ、特定技能２号拡大について、介護を除く全ての
分野において特定技能２号の外国人労働者の受入れが
可能になり、人手不足解消に期待が高まっている。
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　(ｱ)、沖縄県内の直近の外国人人口の増加率及び全
国比率について伺う。
　(ｲ)、外国人労働者の雇用環境の充実と家庭の教育
支援はセットでなければならない。外国人ルーツの子
供たちの教育支援の現状はどうか伺う。
　(2)、･インボイス制度がいよいよ始まる。周知不足
等課題と県経済へ与える影響はどうか伺う。
　３、災害防止対策について。
　(1)、･台風６号被災者の罹災証明書申請状況と認定
件数を伺う。
　(2)、･罹災証明申請の正確な書面の確立化について
伺う。
　(3)、･災害対策法適用についての県の認識と対応に
ついて伺う。
　４、福祉行政について。
　(1)、･国際家事相談所の実績と課題、今後の方向性
について伺う。
　(2)、･国際家庭・交際相談支援ネットワーク構築調
査事業の目的、成果、今後の展開について伺う。
　(3)、･性犯罪防止対策について。
　元ジャニーズ社長の性加害に対する告発は、国連人
権委員が調査をし深く憂慮すべきと声明を出すなど、
国内外に大きな衝撃を与えている。
　ア、県内性犯罪の発生件数と検挙件数の年齢、男女
別件数を伺う。
　イ、男性の性被害について相談体制や加害者更生プ
ログラム等の取組について伺う。
　ウ、学校における性被害対策マニュアル策定につい
て伺う。
　(4)、･沖縄県の無戸籍者の実態と相談体制、各種対
応策について伺う。
　(5)、･パートナーシップ・ファミリーシップ制度の
確立について伺う。
　(6)、･若年齢妊娠出産支援施設の設置について、民
間施設おにわを県事業としたことで、より充実した環
境整備が期待されます。県全体でさらなる支援体制の
拡充が求められますが計画を伺う。
　５、土木行政について。
　(1)、･県・市町村管理橋の老朽化による通行止めや
規制箇所の実態と対応策について伺う。
　６、教育行政について。
　(1)、･今年度の教員採用試験の特色と採用に向けて
教員候補者名簿登載の有効活用について見解を伺う。
　以上、よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　ただいまの山内末子議員の質問及
び質疑に対する答弁は時間の都合もありますので、午

後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午後１時20分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前の山内末子議員の質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　山内末子議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(2)、
国連訪問に関する今後の取組についてお答えいたしま
す。
･･今回の国連訪問において、国連人権理事会本会議に
出席し、沖縄に米軍基地が集中している状況や県民の
平和を希求する思いなどをスピーチしたほか、米軍基
地による人権・自治・環境問題をテーマにした講演会
を開催し、沖縄の過重な基地負担や辺野古新基地建設
問題などについて、私が直接、国際社会に訴えること
ができたことは、大きな意義があったと考えておりま
す。また、国連関係者との面談では、私から米軍基地
から派生する様々な問題が人権、環境、自治、私たち
の暮らしや文化などを侵害していることを説明し、面
談したほとんどの方々からは私の考えに賛同していた
だき、国連への調査依頼の方法など具体的な助言もい
ただいたところです。
　沖縄県としましては、引き続き国際社会に対して、
沖縄の基地負担の軽減、辺野古新基地建設問題、基地
から派生する諸問題の解決の必要性などを訴えるとと
もに、国連関係者の沖縄への招聘など、沖縄県の取組
を後押しする国際世論の形成にも取り組んでまいりま
す。
　その他の質問には、部局長から答弁をさせていただ
きます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
て(1)ア、総理との対話についてお答えいたします。
　県は、かねてから辺野古新基地建設問題は、対話に
より解決策を求めていくことが重要であると考えてお
ります。県はこれまで、国に対する要請などあらゆる
機会を捉えて、知事と総理との対話の場を設けるよう
求めてきたところです。
　県としては、普天間飛行場負担軽減推進会議などの
既存の会議体に加えて、知事が総理と直接面談し、対
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話による解決を引き続き求めてまいりたいと思いま
す。
　同じく１(1)のウの中の、米国連邦議会調査局等の
辺野古新基地建設に対する見解についてお答えいたし
ます。
　米連邦議会調査局は、令和３年２月の報告書におい
て、沖縄県の住民投票で72％の県民が代替施設の建
設に反対したことなどを説明し、普天間飛行場の移設
に関する取組が困難に直面し続けていると指摘してお
ります。また、米政府監査院は、平成29年４月の報
告書において、代替施設が緊急発着する固定翼機に
とって短すぎること、この欠陥が解決されなければ計
画遅延の可能性があることなどを指摘しております。
米国のシンクタンクＣＳＩＳは、令和２年11月の報
告書において、この計画は困難続きで、費用は跳ね上
がっている。これが完成する可能性は低そうだと指摘
しております。
　県としては、米国内でも辺野古新基地建設が困難と
の認識が広がりつつあると考えており、引き続き日米
両政府に対し、辺野古が唯一の解決策との固定観念に
とらわれずに県との対話に応じていただくよう求めて
まいります。
　同じく１(3)のア、在韓米軍地位協定についてお答
えいたします。
　昨年度、県が実施した韓国の地位協定調査の結果、
韓国は、今までに２回の改正を行ったことが分かって
おります。また、在韓米軍地位協定の条文は、日米地
位協定とほぼ同じですが、国内法の適用について、韓
国は、外国軍隊に対する国内法の適用の例外について
は派遣国と受入れ国の合意に基づくのが慣例とし、原
則として適用されないとの日本の考えとは異なってお
ります。一方、ヨーロッパ等においては、国内法を米
軍に適用させ、米軍の活動をコントロールしておりま
す。今後は、調査を総括するシンポジウムを開催する
予定であり、日米地位協定の見直しの必要性につい
て、共通の理解と協力が得られるよう、全国に発信し
ていきたいと考えております。
　同じく１(4)、年中行事の復活についてお答えいた
します。
　コロナ禍により、県内では多くの地域行事が中止、
縮小を余儀なくされておりましたが、再開または以前
の形で開催されるようになりました。知事は、４年ぶ
りに開催された国指定重要無形民俗文化財国頭村安田
のシヌグや、４年ぶりに通常開催となった那覇大綱挽
を参観しております。また照屋副知事は、多良間村の
八月踊りを参観しております。地域の年中行事がコロ

ナ禍以前のように復活し活気づくことは、地域の歴史
及び文化への理解を深め、故郷への誇りや愛着を感じ
ることにつながります。さらに、年中行事の復活は、
その地域だけではなく、沖縄全体の活気にもつなが
り、大変喜ばしいことだと考えております。
　次に７、我が会派の代表質問との関連について、代
執行訴訟についてお答えいたします。
　国土交通大臣は、10月５日、県に対して埋立変更
承認処分を行うべきことを命ずる旨の裁判を求める代
執行訴訟を提起しました。
　県としましては、訴状の内容を確認しているところ
であり、今後、適切に対応してまいります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のイ及び(1)のウ、米国国防総省、米国連邦
議会調査局等の軟弱地盤等への評価についてお答えい
たします。１の(1)のイと１の(1)のウは関連しますの
で、一括してお答えします。
　令和２年６月の米国連邦議会下院軍事委員会即応力
小委員会の審議に当たり、関連資料に、海底の調査が
実施された結果、地質学者らがこの開発計画の推進を
困難にする問題を特定したものと認識していると記載
されました。また、クインシー研究所が令和４年６月
に発表した報告書において、辺野古の普天間基地代替
施設の現行計画は、軟弱で深い海底の上にＶ字型の埋
立滑走路を完成させるという恐るべき技術的課題を考
えると、再検討されるべきとの指摘がなされておりま
す。これらの指摘は、県がこれまで軟弱地盤に関して
主張してきた内容と同様なものと考えております。
　次に２、経済・雇用政策についての(1)のアのう
ち、建設業の現状等についてお答えいたします。
　建設業においては、技術者・技能労働者の高齢化や
若年入職者の減少により、担い手不足が生じており
ます。県では、沖縄県建設産業ビジョン2018におい
て、人材の確保・育成を喫緊の課題と位置づけ、建設
企業、業界団体、県の各主体が取り組むべき施策を策
定し、官民一体となって推進しております。
　県としては、引き続きセミナーの開催等による建設
業の経営力強化を支援するとともに、週休２日工事や
ＩＣＴ活用工事の実施による働き方改革の推進に取り
組んでまいります。
　次に５、土木行政について、橋梁の老朽化による通
行止め等の状況についてお答えいたします。
　県管理橋梁では、老朽化により通行規制を行ってい
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る橋梁はありません。市町村管理橋梁では、全面通行
止めを行っている橋梁が３橋、車両の通行規制を行っ
ている橋梁が７橋あります。全面通行止めを行ってい
る３橋については、今後２橋を架け替え、１橋を撤去
する予定となっております。また、車両の通行規制を
行っている７橋については、３橋が現在対策中、４橋
が今後対策予定となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、経済・雇用政策について
(1)のアのうち、運輸・物流業の現状等についてお答
えいたします。
　運輸・物流業においては、高齢化など全国的な人材
不足が生じている中、2024年問題に係る時間外労働
の上限規制により、さらなる人材の不足やサービスの
低下が懸念されております。特に県内では、バスやタ
クシーへの影響が大きく、県民や観光客の移動ニーズ
に応えられなくなることが不安視されております。こ
のため県では、バスやタクシー事業者の求人広報活動
や第二種免許の取得を支援しているところであり、こ
れにより県内における移動手段の確保に努めてまいり
ます。
　次に４の福祉行政についての(4)、沖縄県の無戸籍
者の実態と相談体制、各種対応策についてお答えいた
します。
　法務省の調査によると、県内における無戸籍者の数
は、本年９月10日時点で22名とのことです。那覇地
方法務局では、市町村等と連携の上、無戸籍者からの
相談に対応するほか、戸籍取得手続の支援を行ってい
ると聞いております。
　県においては、医療、福祉、学校教育等の所管業務
の過程において、無戸籍者に関する情報を把握したと
きは、那覇地方法務局への連絡や、相談窓口の案内を
行う等、適切な支援につながるよう取り組んでいると
ころです。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　２、経済・雇用
政策についての(1)のイの(ｱ)、沖縄県の外国人人口の
増加率等についてお答えします。
　出入国在留管理庁の在留外国人統計によると、令和
４年12月時点の在留外国人数は、全国で307万5213
人、沖縄県は２万1792人で、全国比率は0.7％と
なっております。また、対前年同月と比べ3257人、

17.6％の増加となっており、全国で10番目に高い増
加率となっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、経済・雇用政策についての
中の(1)のイの(ｲ)、外国人ルーツの子供たちへの教育
支援についてお答えいたします。
　令和４年度の文部科学省調査によると、県内小中学
校に在籍する外国籍の児童生徒の数は、607名となっ
ております。
　県教育委員会では、令和５年度は市町村立小中学校
に18名の日本語指導教員を配置しており、市町村に
よっては独自に配置しているところもあります。ま
た、文部科学省が作成した外国人児童生徒受入れの手
引き等に基づき、学校支援を行っております。課題と
しましては、日本語指導教員の指導力向上や指導体制
のさらなる充実が上げられます。今後とも、市町村教
育委員会及び関係機関と連携を図り、継続的な支援に
努めてまいります。
　続きまして４、福祉行政についての中の(3)のウ、
学校における性被害対策マニュアルについてお答えい
たします。
　学校においては、授業や講演会などを通して、児童
生徒の発達段階に応じた自分や相手、一人一人を尊重
する教育を推進しております。また、教員を対象とし
た研修会を実施するなど、その資質向上に努めており
ます。
　県教育委員会では、本年９月に性暴力被害児童等へ
の対応手順を作成し、各学校へ周知したところです。
引き続き関係機関との連携を図り、学校教育活動全体
を通して、性被害の防止に取り組んでまいります。
　続きまして６、教育行政についての中の(1)、今年
度の教員候補者選考試験の特色等についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、これまでの教員候補者選考試験
制度の改革に加え、今年度から、受験年齢上限の引上
げや小学校・中学校併願制度の導入等を行ったところ
です。また、昨年度実施試験の二次試験不合格者のう
ち得点が上位の者に対し、一定の条件の下、今年度の
一次試験の全部を免除する制度を導入し、受験者の負
担軽減を図っております。名簿登載につきましては、
大学院へ進学する場合等は、登載期間を延長する対応
を行っております。引き続き、選考試験制度の改革
等、教員の人材確保のための取組に努めてまいりま
す。
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　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　２、経済・雇用政策につ
いての(2)、インボイス制度の課題と影響等について
お答えします。
　沖縄国税事務所によりますと、令和５年８月末時点
における県内の登録事業者数は３万1791件となって
おります。制度導入の影響につきましては、インボイ
ス発行に係る事務負担や経費の増加などが懸念されて
おりますが、現在、国において、支援策が検討されて
いるところです。
　県としましては、関係機関と連携し、引き続きセミ
ナー開催や専門家派遣等周知を図り、事業者の制度へ
の理解促進に努めるとともに、インボイス対応ソフト
導入支援を実施するなど、事業者の負担軽減に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　３、災害防止対策
についての御質問の中の(1)、台風６号被災者への罹
災証明書の交付状況についてお答えいたします。
　市町村長は、災害対策基本法第90条の２の規定に
基づき、被災者から申請があったときは、住家の被害
等の状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなら
ないとされております。罹災証明書は、災害救助法に
基づく住家の応急修理のほか、見舞金制度など、各種
被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用され
ております。台風６号による住家被害の罹災証明書に
ついては、令和５年９月22日現在、25市町村で343
件の申請に対し、302件の交付となっております。
　同じく(2)、罹災証明書の申請への対応についてお
答えいたします。
　住家の被害認定調査においては、被災者に必要以上
の負担をかけないようにする観点から、罹災証明書の
申請に当たり、写真の添付や提示を必須とすることが
ないよう、内閣府から通知が発出されております。今
般の台風６号における罹災証明書の申請に当たり、一
部市町村において、写真添付を求めていることが確認
されております。
　このため、県では市町村に対し、改めて被災者への
適切な対応を行い、必要な支援が行き届くよう周知を
行ったところです。
　同じく(3)、災害救助法適用についての県の認識と
対応についてお答えいたします。

　台風による災害救助法の適用については、台風の接
近に伴う県民の生命または身体への影響、避難所の開
設や避難状況等を考慮し、迅速な対応が必要であると
認識しております。同法の目的である被災者の保護と
社会の秩序の保全のためには、迅速な法適用が必要で
あることから、関係機関と連携し、法適用の判断の基
となる災害情報の収集、分析、伝達、共有を通して迅
速な対応に努めてまいります。
　４、福祉行政についての御質問の中の(1)、国際家
事福祉相談所の実績と課題、今後の方向性についてお
答えいたします。
　県では、令和３年１月に本島中部に国際家事福祉相
談所を開設し、在沖米軍人・軍属等を相手方とする離
婚や子供の養育費等で悩みを抱える方に向けて、アド
バイザーを中心に支援を行っているところでありま
す。本年８月末までに、延べ529件の相談を受けてお
りますが、相談内容は、複雑・多様化かつ複合的であ
ることから、これらに適切に対応していくためには、
国際家事相談に係る専門的な知識等に加えて、行政の
他の分野との連携も必要不可欠であると考えておりま
す。
　県としましては、次年度以降においても、悩みを抱
える方々に寄り添った様々な支援を提供できるよう、
相談員の専門性向上や関係機関と連携した支援体制の
強化等に取り組んでまいりたいと考えております。
　同じく(2)、国際家庭・交際相談支援ネットワーク
構築事業についてお答えいたします。
　県では、令和２年度から国際的な家庭問題や交際ト
ラブル等について、在沖米軍内の関係機関等と県内機
関が連携して支援を行うための体制構築に向けて取り
組んでいるところです。これまでに、実務担当者によ
るワーキンググループや管理者による連絡会議での協
議を通して、現状課題について理解を深めるととも
に、双方の支援体制について情報共有等を行いなが
ら、緊密に連携していくことを確認しております。
　県としましては、今後も定期的に連絡会議等を開催
しながら連携体制の強化に向けて、課題抽出や解決方
法等を検討することとしております。
　同じく(3)のイ、男性の性被害相談体制及び加害者
更生プログラムについてお答えいたします。
　今般、国において臨時の相談窓口、男性・男児のた
めの性暴力被害者ホットラインが開設されたところで
す。県では、沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援セ
ンターにおいて、性別等にかかわらず、24時間365
日体制で被害相談に対応しているところであり、引き
続き支援に努めてまいります。また、加害者更生の取

‒･260･‒



組については、法務省那覇保護観察所において、性犯
罪を犯した仮釈放者、保護観察付執行猶予者等を対象
に性犯罪再犯防止プログラムを実施しております。
　同じく(5)、パートナーシップ制度についてお答え
いたします。
　県では、令和３年３月に発表した沖縄県性の多様性
尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）及び本年３月に制定
した沖縄県差別のない社会づくり条例に基づき、多様
な性を理由とする困難を解消するため、啓発活動や相
談支援に取り組んでいるところです。パートナーシッ
プ制度の導入に向けては、引き続き先進自治体の取組
事例を調査研究しながら、県内市町村と情報を共有
し、意見交換をしてまいりたいと考えております。
　同じく(6)、特定妊婦の支援体制拡充についてお答
えいたします。
　県では、支援を要する若年妊産婦等の特定妊婦が安
心して生活を行うための相談支援や宿泊型居場所の提
供等を行うこととし、10月から本島中部圏域におい
て、産前２か月から産後120日を原則とし、４世帯ま
で入居可能な宿泊型居場所を開始したところです。当
該居場所の円滑な実施に向けて取り組む中で、市町村
や関係機関と連携体制を構築し、困難を抱える妊産婦
等への支援の充実を図ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　４、福祉行政についての御
質問のうち(3)のア、県内性犯罪の発生件数等につい
てお答えいたします。
　過去３年間の発生、検挙件数につきましては、令和
２年が発生56件、検挙62件。令和３年が発生55件、
検挙49件。令和４年が発生61件、検挙49件となって
おります。本年中は８月末現在、発生49件、検挙43
件と前年同期比で発生が４件、検挙が３件増加をして
おりますが、発生件数を被害者の年齢別に見ますと、
20歳未満が23件、20代が13件、30代が７件、40代
以上が６件となっております。被害者の多くは女性で
すが、男性被害も発生しており、件数は令和２年が１
件、令和３年が５件、令和４年が１件、本年中８月末
までに３件と、毎年一定数は男性を被害者とする事件
が発生しております。
　性犯罪にあっては、被害者の精神的苦痛が大きく届
出がなされにくいという特質があるため、県警察では
警察本部及び各警察署の警察安全相談窓口に加えて、
全国共通の性犯罪専用相談ダイヤルの♯8103、通称
ハートさんを設置し、24時間体制で相談を受理でき

る対応を図り、相談者が希望する性別の担当者が聞き
取りを行っております。また、警察本部及び警察署に
おいて、125名の警察官を性犯罪事件の指定捜査員と
して指定しておりますが、そのうち24名が男性警察
官であり、男性被害者の心情にも配慮した体制を整え
ております。
　県警察では、今後も性別を問わず、相談者がいつで
も相談しやすい環境をつくるため、関係機関と連携し
て相談窓口の周知を図るほか、性犯罪事件が発覚した
際には、迅速かつ適切に捜査を推進し、被疑者の早期
検挙に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　ありがとうございました。
　知事、今本当に行政の長として、そして政治家玉城
デニーとして、苦悩の中にあるかと思います。その中
で私たちは今回の裁判について、国が憲法の中にある
地方自治の本旨、また私人救済制度の趣旨を尊重する
ことというのが原点だと思っております。
　そういうことが今回の裁判では無視され、そういっ
た解釈の中で強行されている司法手続だと。そういう
ことを考えての中での結論だというふうに理解をして
おります。
　それだからこそ今回の判決に、知事が危惧をするの
は当然のことだというふうに理解をしております。そ
ういうことが日常的に、本当にもうこの日本の中で定
着してしまうと、地方自治体のいかなる状態の中で
も、国が求めることに対して従わないといけない。そ
ういう実例をつくってしまう。そういうようなことが
これから起きるというそういう危惧について、知事の
お考えをお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　地方自治に与える影響とい
うことでお答えいたしたいと思います。
　まず国と地方公共団体は対等・協力の関係であり、
国の地方公共団体に対する関与は必要最小限度のもの
でなければならないとされているところ、地方自治法
は国が地方公共団体の長による処分を裁決により取り
消すなどの、いわゆる裁定的関与を認めております。
　本件においては、辺野古新基地建設問題に関し、県
が行った埋立変更不承認処分を国土交通大臣が裁決に
よって取消し、併せて処分を義務づける是正の指示を
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行ったことが問題となり、司法においても地方公共団
体の長は裁決の適法性を争えないこと、地方公共団体
の長が裁決の無効を主張しても、その裁決に反して処
分しないものとみなすことにより、是正の指示の要件
が満たされることと判断したことにより、地方公共団
体の長は、国が行う裁決及び是正の指示の適法性につ
いて何ら争う方策を認められないこととなりました。
　県としては、このような問題は沖縄県に限らず全国
どの自治体でも起こり得る問題であり、主権者たる国
民、地域住民の声に応える責務を有する地方公共団体
の自主性や自立性、ひいては憲法に定める地方自治の
本旨をも形骸化する極めて重大な問題であるというふ
うに認識しております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　この問題は、私はもう本当に、
戦後の大きな課題だと思っております。単なる工事を
進める進めない、そういうことではなくて、やはりこ
の工事についても、その使う側の米国についても、そ
の米国がしっかりと今出しているじゃないですか。今
公室長から答弁がございました、米政府監査院による
と、この普天間基地よりも短くて任務の必要要件を満
たしていない。かつて稲田防衛大臣もそういうことを
おっしゃっていました。辺野古が完成しても普天間は
返らないのだと。この滑走路が短いという、そういう
ようなことの議論であったり、それから先ほどもあり
ましたトップクラスであります戦略国際研究所、その
計画の困難性を言っております。それから米戦略予算
評価センターにおきましては、沖縄の近接性と先制攻
撃に対する脆弱性から中国の大きな脅威にさらされ、
持続的な活動は困難、米軍にとっての有用性は極めて
困難という、そういう米国での検証、それも単なる検
証ではないですよね。初めて下院軍事委員会小委員会
でも議論がなされてきた。ということは米国として、
この辺野古が実際に造られてもその先にあるものにつ
いての計画性であったり軍事的な戦略であったり、そ
の件について疑義を唱えているわけですから。そうい
うことをこの沖縄の基地の今の普天間を返す返さな
い、その中で返さない危険性が出てきているというと
ころで、私はそこに知事がしっかりと、知事が権限を
持って、県民の命を守る。それにはやはり普天間の早
期の閉鎖、返還。それを唱えるとなると、今の辺野古
のこの工事では普天間は返らない危険性という、そこ
にも着眼したのだと思っております。
　そういうことを考えると、今の状況では普天間の危
険性の除去ということについて、裁判の中でも何の議

論もないまま進められていることが、本当にこれが、
沖縄の基地問題に対する今の状況の中で、そのまま進
めていいかというと、これは自民党の皆さんだって、
最初はノーと言っていたわけですから、ここをしっか
りともう一度しっかり、総理に対しても、私はもっと
米国とも審議をしていただきたいし、そういうことに
ついての議論をまだまだ交わさないまま答えは出せな
いという、そういうことは当たり前の知事の沖縄県の
命と財産、人権を守る責務としてやるべき今の現状だ
と思いますが、知事の見解をお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今議員御案内のとおり、沖縄県
は、これまで戦後は27年間米軍の施政権下の中にあ
り、人権と自治、自治は神話であるというそういう言
葉を浴びせられるほど渇望してきた時代がありまし
た。そして復帰以降も、この県勢の発展を追いつき追
い越せという本土の経済発展に合わせて成長していく
ということを、先人たちもその礎を築き、同時に基地
を返還していって、その跡地を活用していくことに
よってさらなる県勢の発展が望まれるということは、
かねてからずっと政府とそのように協力していきなが
ら、県民の暮らし、地域の発展に寄与していきたいと
いうことで沖縄県は取り組んできております。
　しかるにこの基地問題、特に辺野古の新基地建設が
進められている中、普天間飛行場がさらに一日も早い
危険性の除去とは全く違ってしまう状況になることへ
の不安、さらには普天間がこのまま使い続けられるの
ではないかという国際社会の不安などが、この基地の
過重負担を担わされている沖縄県民に強くのしかかっ
てきているということは否定できないと思います。で
すから、そのために岸田総理も、沖縄における基地の
負担軽減ということは総理御本人も力強くおっしゃっ
ていただいていることですので、沖縄県と政府におい
て、対話を基調として、その一日も早いこの基地負担
の軽減を実現するにはどう協力していくべきかという
ことを真摯に話し合いながら実現にこぎ着けていきた
いというように努力したいと思います。
○赤嶺　昇 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　今の工事の現状や、あるいはこ
れから先の方向性を見ていると、どうしてもこの工事
が二十年、三十年続くと。誰が責任を取るのでしょう
か。これ知事の責任とかって後ろのほうでよく言いま
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すけれども、違いますよ。今これは国を含めて私たち
政治家そして行政も含めて、みんなでここを考えない
といけない状況だと思っております。その責任をやっ
ぱり一番感じているのがやっぱり玉城デニー知事だと
思っておりますので、そういう意味でこの普天間の基
地をそのまま放置をしていくことのその危険性、それ
が今回の国の言う――公益に反していると国はおっ
しゃっておりますけど、私はこれは沖縄県の公益に、
県益に反していると強く言いたいと思っております。
沖縄県の県益として考えていただきたい。そういうこ
とを知事にも強く求めていきたいと思っております。
　国連の中満事務次長がいつもおっしゃっておりま
す。安全保障は単なる軍事力ではなくて、やはり一人
一人の幸せを一つ一つ丁寧に講じていくのが安全保障
だと。
　そういう意味でぜひ知事、国連にもこれからも継続
して行くと思っておりますので、そういった意味で安
全保障に対しての今回の知事の考え方についても、ぜ
ひ答弁をお願いしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国際社会でも様々な軍事上の状
況が悪化するという、そういう関係が強まっている
中、しかしそれでも他方ではやはり核の廃棄、そして
軍縮に向けての動きを丁寧につくり上げていくべきだ
という関係国の協力関係がございます。国連に行っ
て、この人権理事会本会議に参加させていただきなが
ら、各国が非常に時間をかけてしかし丁寧に、対話に
よって新しいルールをつくり、新しい行動を起こして
いくということが丹念に丹念に行われているというこ
とも学ばせていただきました。
　ですからこれからも国際社会の動向に注視しつつ、
しかし地域においては人々の暮らし、安全・安心を実
現するために地域間の外交でありますとか、民間団体
との協力関係ですとか、あるいは政府関連機関との連
携なども含めて、あらゆる方策でこの県民の安全・安
心な暮らしを実現するための取組をしっかり進めてい
きたいというように考えております。
○赤嶺　昇 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　ありがとうございます。
　続きまして、災害防止対策についてです。
　罹災証明についてなんですけれども、今部長がおっ
しゃっていました写真の添付がないということが法務
省からも提示をされた。ですけれども、見てみますと
９月の今の時点でも、まだまだその添付が義務づけら
れている市町村が相当数あるのです。こういうことを
しっかりと改正をしていきながら、災害に遭った人た

ちに、支援が急速に本当にスピード感を持ってできる
ようなことを、市町村の職員も多分まだまだ分からな
いところがあると思いますので、その辺のところを
しっかりしていただきたい。これから台風、やっぱり
私たち沖縄は当たり前の台風だったのですけど、これ
から本当にもうスーパー台風、あるいはもっともっと
大きな天災というものが想定されるわけですから、備
えあれば憂いなしの点で、今の状況の中で、例えばこ
の罹災証明書の各市町村の書類の手続でも、すぐにで
きることですから、そういうことはすぐにやっていた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　それから、先ほどの無戸籍者の状況です。
　今沖縄県では、いろんな状況でその戸籍を持てない
人たちが出てきております。そういう意味で、もちろ
ん今福祉であったり、それから医療であったり、いろ
んなところで支援ができるようにしてはいますけれど
も、各市町村でそのことが手続上、分からないでその
ままになっていて支援が受けられない、そういう実態
が実にあるわけなんです。そういった意味では、市町
村との共有をぜひ検討していただきたいし、速やかに
やっていただきたいと思いますので、その辺のところ
について、最後に御意見をお伺いいたします。
　よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　企画部長。
○金城　敦 企画部長　戸籍事務については、戸籍法
第１条で規定する第１号法定受託事務であり、国が本
来果たすべき役割に係るもので、市町村が処理するこ
ととされております。
　市町村で把握した無戸籍者の情報は、法務省におい
て一元的に集約しているところでありますが、無戸籍
者の情報について個人の人権やプライバシーに関わる
ことから、国では把握した無戸籍者の人数以外の情報
については、外部には提供していないところです。
　無戸籍者に対する支援については、個人情報を扱う
ことになるため、県においては直接的な支援はできま
せんが、関係部局において無戸籍者を把握したとき
は、管轄法務局への情報提供や、無戸籍者に対する法
務局や市町村の相談窓口に案内するとともに、今のこ
の状況を市町村にもお伝えして協力できるようにして
まいりたいと考えております。
○山内　末子 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
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○当山　勝利 議員　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　てぃーだ平和ネットの当山勝利です。
　一般質問を行う前に、昨日、浦添にありますてだこ
大ホールにおきまして、ノーベル賞の受賞をされたＯ
ＩＳＴの教授、スバンテ・ペーボ博士の特別講演があ
りまして、聞きに行きましたけれども、講演の内容も
楽しくてすばらしかったんですが、何よりもよかった
と思いますのは、質問に立った方々、専門的なことを
学んでいる方もいれば、一般の方も大人の方もいたん
ですが、その中に交じって子供たちが数名質問に立っ
ておりました。本当にこれはすごくいいことだな――
本当にいっぱいの観衆の中で子供たちが質問を出す。
ぜひ、沖縄の未来そして科学的なものに目を向けてほ
しいなと、そういう興味、関心になったのかなと思っ
て、そこは本当によかったと思います。
　それでは、質問をさせていただきます。
　まず１番、知事の国連における活動について。
　ここはなかなか分かりにくいと思うんですね。国連
の活動。ぜひ、一つ一つ聞いていきますので、分かり
やすく説明していただけたらと思います。
　(1)、･国連人権理事会について。
　その人権理事会定例会の、まず概要について伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国連人権理事会の概要につ
いてお答えいたします。
　まず、国連のホームページによりますと、人権理事
会とは、人権と基本的自由の促進と擁護に責任を持つ
国連の主要な政府間機関であり、国家やＮＧＯ等が発
言できる場を提供するため、年間を通じて定期的に開
かれ、年に最低３回開催されるとのことです。人権理
事会は、「人権の緊急事態に対処し、人権侵害を防止
し、総合的な政策ガイダンスを提供し、新しい国際規
範を発展させ、世界のいたるところで人権順守を監視
し、加盟国が人権に関する義務を果たせるように支援
する。」としております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　そのような人権理事会の定例会
において、知事が口頭声明を出されて、90秒という
時間制限のある中で、しっかり訴えられたというふう
に理解しておりますが、まず何を主眼に訴えて、そし
てその定例会の中でどのような反応があったのか伺い
ます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。

○溜　政仁 知事公室長　知事は、国連人権理事会の
国際秩序に関する会議に出席いたしまして、沖縄に基
地が集中している状況や辺野古新基地建設が強行され
ていること、あるいは沖縄県民の平和を希求する思い
などについて訴えるスピーチを行っております。ス
ピーチの終了後、何人かの出席者から知事に対してお
声かけをいただいたこと、スピーチを聞いて、その後
に行われた講演会、いわゆるサイドイベントにも参加
した方がいらしたことからすると、ある程度知事の訴
えは理解されたのではないかと考えております。ま
た、知事のスピーチが大きな注目を集め、国内外の多
くのメディアで報じられており、知事の訴えが世界に
発信できたことは大きな成果であったというふうに考
えております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　国際メディアのほうにも取り上
げられたということは、大きな一つの成果だと思いま
す。そういうことが世界に発信できたのは、いい機会
だったと思います。
　では、(2)番に移ります。
　国連ＮＧＯ市民外交センター主催のサイドイベント
のシンポジウムについて伺います。
　このシンポジウムの、まず概要について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国連での講演会、サイド
イベントについて、今回の国連訪問期間中の９月19
日、国連ビル内の会議室において、米軍基地による人
権・自治・環境問題をテーマとした講演会（サイドイ
ベント）を約１時間程度開催いたしました。講演会に
おいては、そのテーマに沿って知事が講演を行ったほ
か、国際平和ビューローのショーン・コナー事務局長
から、知事の講演を聞いた感想あるいは世界の米軍基
地の状況等について、スピーチを行っていただいてお
ります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　その中で、知事は発言をされた
り、質疑応答されたりということだったと思います。
その中でどういうことを訴えられて、またどういう反
応があったのかを伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　講演会では、知事から、基
地ができた歴史的背景と基地負担の現状、米軍基地か
ら派生する諸問題、特に環境問題や日米地位協定の問
題点、辺野古新基地建設問題などについて説明し、こ
れらの問題が沖縄だけの問題ではなく、人権、民主主
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義という普遍的な問題であるということを訴えまし
た。参加者からは、国連の人権理事会に何をしてほし
いかなどの質問が寄せられたほか、沖縄や基地のこと
について知ることができ、よい機会となったというよ
うな感想もいただいているところでございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　その中で、人権理事会として何
をしてほしいのかというような、向こうからの問いか
けもあったということですけれども、それに対して何
か応答とかありましたか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。　
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　知事からは、人権を尊重す
ることが普遍的な価値を持っているということと、一
人の人間が生まれながらに持っている権利であり、決
して侵すべきではないということが共通認識としてあ
ると。それで、世界にある軍事基地も管理されている
のかを、人権思想の観点からしっかり捉えていくこと
を求めたいというような趣旨の回答をしております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　いろいろなやり取りがあって議
論をいろいろできたということはよかったと思います
し、また今後もそういう議論を、どのような場所でも
いいので展開できたらと期待しているところでありま
す。
　次に移ります。
　(3)番、国連特別報告者との面談の概要について伺
います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国連関係者複数との面談では、
私から米軍基地から派生する様々な問題が人権、環
境、自治、暮らし、文化などを侵害しているというよ
うなことを説明をいたしました。面談の相手方から
は、それぞれ、沖縄の基地とＰＦＯＳの問題について
は、日本と米国の両者が解決に向けて動いていく必要
があると、私も解決に向けて何らかの形で取り組みた
いという御発言ですとか、それから、軍縮は国レベル
での取組だが、人間の安全保障のためには地方政府の
参画が不可欠、つまり地方自治体にもその役割が求め
られていますよということで、そのことをはっきりと
お聞かせいただきました。そして、知事の人権理事会
におけるスピーチを聞いて共感した、今後連携してい

きましょうなど、ほとんどの方々から、私の考えに賛
同する、あるいは共通理解がより一層はっきりできた
という、そういう感触をいただけたものと思っていま
す。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　地方自治としての役割等も、そ
の特別報告者の方々と意見交換できたということで
す。それで次にあります地域外交につながっていくと
思いますので、それはそれでそちらのほうでやりたい
と思いますけれども、こういう特別報告者の方々、そ
れからこういう機会を、また今後とも――(4)番は、
どのように生かしていくかというのは、先ほど来、
てぃーだ平和の山内末子議員からも質問がありまし
て、その中でも答えておられますし、これまでも答え
ていらっしゃいますので、そこはもう同じかなと思っ
ていますのでよろしいんですけれども、ぜひ国連の関
係者を招聘するとか、それから国際社会に訴えていく
ということは、積極的にやっていただきたいと思いま
す。そこら辺の思い、また取組について、そちらのほ
うをちょっとお答えできるのであれば、お願いしま
す。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回面談をさせていただきまし
た特別報告者からは、やはり沖縄への調査も希望した
いということもあり、あるいはＰＦＯＳがテーマとい
うことであれば、そのＰＦＯＳの問題に直面している
政府から招聘をいただくことができれば、関連して、
そのほかの地域も調査をすることが可能ではないかと
いうような、そういうアドバイスもいただきました。
ですから、そのような具体的な方法についての御意見
もいただいているところですから、これからもこの国
連関係者の沖縄への招聘に取り組むことなども含め
て、沖縄県の、国の外交を補完するという立場からの
地域間の外交、国際機関との連携をしっかり深めてま
いりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時17分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ぜひ頑張っていただきたいと思
います。
　では２番の、地域外交のほうに移ります。
　まず(1)番、県の地域外交の基本的な考えについて
伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
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○溜　政仁 知事公室長　地域外交の基本的な考え方
についてお答えいたします。
　県では、沖縄独自の歴史的・文化的特性等のソフト
パワーと、観光、経済、教育、文化、平和など多様な
分野で築いてきたネットワーク等を最大限に活用し、
アジア太平洋地域の平和構築と相互発展に向けて、積
極的な地域外交を展開することとしております。その
展開に当たっては、これまで先人たちが積み重ねてき
た交流の歴史や悲惨な沖縄戦の体験に基づく平和への
強い思いを基本とし、最新の国際情勢なども踏まえる
必要があると考えており、具体的には、本年度中に策
定する沖縄県地域外交基本方針（仮称）の中で示して
いきたいと考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　そこで基本的な考え方の中に、
方向性、柱というものが案として出されていますが、
まずその説明をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。　　
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　地域外交を進める基本的な
方向性については、まずアジア太平洋地域の平和構築
に貢献する地域協力外交を展開する。２つ目に、世界
とつながり時代を切り拓く強くしなやかな自立型経済
の構築に寄与する、あるいは世界の島嶼地域等と国際
協力活動と国際的課題への貢献を促進するということ
で、これも仮なんですけれども、方向性で――何とい
うんですか、基本方針の柱立てという意味で整理して
おります。これにつきましては、今後、基本方針をつ
くる中で、最初のこの冒頭部分のほうに位置づけられ
ればということで、今考えているところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　私もこれ見させていただいて、
結構私のイメージよりも広い範囲での基本的な考え方
であったり方向性だと思っております。これが柱とし
て、その方向で基本方針がつくられていくのか、これ
あくまでも柱であって、今後の議論によっては、また
違うことも付加されたり、排除されたりとか、そうい
う方向で基本方針がつくられていくのか、どうなんで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在というか、事務局で当

初考えているのがこの考えで、今後様々な場面で議論
していきますので、これにまた新たに追加したり、要
らないと言うんだったら削除したりということは、当
然あり得るということだと思います。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　分かりました。
　広く構えることはいいとは思うんですけれども、広
く構えすぎて、今度は力が分散してしまうということ
もあると思いますので、そこら辺はうまく仕切ってい
ただきながらやっていただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。
　次(2)番、県の地域外交方針の策定スケジュールに
ついて伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県では、本年度中に沖縄県
地域外交基本方針（仮称）を策定することとしてお
り、本年９月から12月にかけて地域外交に関する万
国津梁会議を開催し、来年１月には庁内関係部局長で
構成する沖縄県地域外交推進本部において基本方針
(案)を取りまとめ、その後、パブリックコメントを実
施した上で、決定するスケジュールとなっておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　資料には２月中に基本方針を確
定したいみたいなことも書かれていたと思うんです
が、パブコメの後ですね。それは間違いないですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　その頃までにはまとめたい
というふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ぜひ頑張ってください。お願い
します。
　(3)番、地域外交に関する万国津梁会議について伺
います。
　第１回、先日行われましたが、まずこの会議の意義
を伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄県の地域外交に関する
万国津梁会議の委員は、経済、歴史・学術、平和、国
際協力、外交等の各分野から10名の専門家に御就任
いただいております。同会議では、沖縄独自の地域外
交の在り方や、最新の国際情勢を踏まえた今後の戦略
などについて議論を深めていただくこととしており、
いただいた御提言を踏まえて、基本方針（案）を策定
することとしております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
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○当山　勝利 議員　万国津梁会議の要綱では、各会
議いろいろあるんですけれども、各会議はそれぞれ委
員を５名程度とするとなっておりますけれども、この
地域外交に関する万国津梁会議は10名、倍の人数に
なっています。その理由をお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　万国津梁会議の設置要領で
は、委員５名程度ということで書かれているんですけ
れども、今回の地域外交に関する万国津梁会議におい
ては、先ほども言いましたけど、経済だとか歴史・学
術、平和、国際協力、外交など、かなり幅広い分野の
方々から御意見を聞く必要があるだろうということで
判断しまして、今回10名ということで会議を設置し
たということでございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　先ほどの方針の中でも、本当に
広い範囲に及ぶ意見をいただかないとできない――
10名というのは本当にそうだろうなと思いますの
で、しっかりまたその10名の方々の意見を伺いなが
ら、要所要所をきちんと固めていくというような形に
していただきたいと思います。本会議に対して知事は
何を期待されていますか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　この地域外交に関する万国津梁
会議においては、先ほども公室長から答弁がありまし
たが、歴史、経済、平和など、もう本当に幅広い視点
から御議論をいただきたいということ、そして忌憚の
ない御議論をいただきながら、沖縄県特有の歴史や
ネットワークなど、他国や日本のほかの地域にはない
その強みを最大限に活用し、アジア太平洋地域の平和
構築と相互発展に貢献する沖縄独自の地域外交の展開
につながるような御意見もいただきたいと思います
し、先ほどの基本方針の案の策定についても、恐らく
はこれまでの沖縄のウチナーネットワーク、ウチナー
ビジネスネットワーク、様々なその活用についても御
意見が上がるものと思っております。ですから既存の
そのような枠組みも、もっとしっかりとリンクしてい
くためには、どのような取組が必要なのかなど、今後
の方向性も含めて、その委員の皆さんからの御提言に
強く期待をしたいというところであります。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　新しく地域外交室ができて、次
年度は課になるかどうなるか分かりませんけれども、
これだけの多くの方々の意見をいただいて、方針でい
うと本当に広い範囲を網羅しなきゃいけない。それで
また、県庁の中の横断的な取組をしなきゃいけないと

いうことですので、やる仕事はいっぱいあると思うの
で、そこら辺は人の配置も含めて、予算も含めてしっ
かりやっていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○当山　勝利 議員　それでは３番、地位協定につい
て伺います。
　(1)番は先ほどもありましたので、その相違点等
じゃなくて、もうちょっと深掘りさせていただきたい
と思います。この韓国の地位協定において、まず国内
法の適用はあるのかないのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　御説明いたします。
　在韓米軍地位協定において、国内法の適用について
なんですけれども、先ほどもちょっと御説明したんで
すが、韓国では外国軍隊に対する国内法の適用の例外
については、派遣国と受入れ国の合意に基づくことが
慣例という考えでいるということで、原則適用されな
いとする日本の考えとは異なるという――考え方は
持っているんですけれども、基本的に地位協定の構成
が、日本の地位協定と類似しているというところもあ
りまして、実態としましては、日米地位協定と同様、
駐留軍に対し国内法が適用されないこととなっている
ということでございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　条件つきではあるんだけれど
も、実質的には日本と同じということですね。では、
管理権について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　管理権につきましても、日
米地位協定と同様に米軍基地への立入り権について、
これは明記されていないということでございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　それでは、訓練とか演習に対し
て、韓国が規制ができるのかどうなのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　訓練・演習について、これ
もやはり日米地位協定と同様に、米軍による訓練・演
習を規制することはできないことが明らかになってい
ると。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　そうすると、これまで韓国以外
にフィリピン、オーストラリア、ドイツ、イタリア、
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ベルギー、イギリスと地位協定を調べられて、例え
ば、国内法にあっては、今言った国では適用されてい
るし、それから管理権もあったり――イタリアとか
だったらもう司令官の下に、その支配下にあったりと
か、それから訓練・演習においてもきちんとその国の
承認が必要であったり、規制がかかっているとしてい
るわけなんですけれども、東アジアの日本と韓国につ
いては、もうそういうものがないということが、これ
で明らかになったと思います。それで、この(2)番読
みますけれども、他国地位協定調査は一連の調査を終
えました。今後の取組について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県といたしましては、今回
の韓国における地位協定調査を含め、過去にヨーロッ
パ等で実施した他国地位協定調査を総括するシンポジ
ウムを今年度中に開催したいというふうに考えており
ます。全国の皆様へ日米地位協定の見直しの必要性を
説明し、共通の理解と協力が得られるよう発信してい
きたいというふうに考えています。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ポータルサイトを見ても、各個
別のものが並べられていて、なかなか比べるというの
が難しい。途中の報告書というのはあるんですけれど
も、ぜひ、これまで調べたことを全てをまとめて分か
りやすくつくっていただきたいんですが、どうでしょ
う。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましても、今回の韓
国における調査を含めて、他国地位協定調査を総括し
て、何らかの報告書にはしたいというふうに考えてお
ります。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　その報告書をもって、ぜひ全国
知事会に、これだけ違いがあるんですよということを
訴える必要があると思います。以前もされたと思いま
すけれども、せっかくまとめたものを持っていく必要
があると思いますが、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　これまでも全国知事会には、沖
縄県のこの地位協定調査の報告書の概要版というよう
な形で資料を提供させていただいて、この日本におけ
る日米地位協定の根本的な問題は何かということを共
通認識を持っていただきたいということでお渡しをさ
せていただいております。当然、全体の地位協定調査
が整い、また、さらにこれをテーマにシンポジウムを
開催する予定でもありますので、そういうシンポジウ

ムでも活用できるよう、その報告書については、ある
一定、しっかりとまとめていきたいというように思い
ます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　沖縄の調査で、これだけ世界の
地位協定と東アジアという言い方をすると、そこの地
位協定は違うということも分かりましたので、韓国が
どういうふうな考えか分かりませんけれども、韓国と
も意見交換、そこら辺できるといいかと思いますが、
そこら辺はまた検討していただければと思います。
　４番に移ります。
　県補助金について伺います。
　(1)番、各部局におきます県補助金、それから助成
金に関する事業数について伺います。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　お答えいたします。
　令和５年度当初予算については、トータルで2170
事業ございます。そのうち補助金を計上しております
のは409事業、846億円を計上しているところです。
このうち、公共事業等の整備に係る市町村への補助事
業を除きますと、331事業、約516億円となります。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　数多くの補助金等があるのはこ
れで分かりますけれども、完全に市町村の部分と分け
きれないというところもありますというのは聞いてい
ますが、それでも何百件という事業数があるというの
は分かりました。
　沖縄県のホームページのトップに、助成金・補助金
のメニューはあるんですよ。あるんですけれども、そ
こに飛ばしても結局、欲しい情報が出てこないんです
よね。県民の方々、また事業者の方々は、例えば商
工さんが出しているこの概要版でも、46ほどの補助
金・助成金が載っかっているわけですよね。だから、
冊子で探すのも大変なので、ぜひこれからは、ＤＸ
だ、デジタルだということでもありますので、こうい
う補助金や助成金のポータルサイトをつくっていただ
きたいと思いますが、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県のホームページにおきま
しては、便利ガイドとして、助成金・補助金のページ
を作成し、担当部局から提供のあった補助金及び助成
金の情報を掲載しているところです。
　県では、利用者視点に立ったホームページとなるよ
う、現在、改修を行っているところでございまして、
今後とも関係部局と連携しまして、補助金及び助成金
の情報についても分かりやすく発信できるように取り
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組んでまいりたいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ぜひお願いします。あのペー
ジを開いて、補助金・助成金があるのかなって行っ
たら、何か保育の施設の案内が出たりしますので、
ちょっと残念な結果になっちゃいますので、ぜひ使っ
てもらえるホームページに、県民の方々に使ってもら
えるようなホームページにしていただきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
　次行きます。
　５番、ものづくり産業の高度化や競争力の強化を図
る、ものづくり拠点について伺います。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づ
き、沖縄国際物流拠点産業集積地域の素形材産業振興
施設を主要エリアとするものづくり拠点による支援体
制の構築に取り組んでいるところでございます。同施
設では機器の提供をはじめ、新技術、新製品開発等の
支援に取り組むほか、金型設計や製造に関わる技術者
の育成を行っているところです。今後は、これらに加
え、生産性向上に向けたデジタル技術活用の研究開発
や人材育成、企業間連携による技術力の向上等に取り
組み、拠点機能の強化を図ってまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　具体的に、このものづくり拠点
というのは、どこをものづくり拠点とされる予定で
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。　　
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、これまで企業間マッチング支援や経営的な
課題解決のための専門家派遣等を実施することによ
り、県内企業への発注促進に取り組んでまいりまし
た。今後はデジタル技術の活用に向けた研究開発や人
材育成をより効果的に実施するため、高い技術力、専
門性を有する団体や事業者等とさらなる連携を図ると
ともに、民間の専門人材を効果的に活用するなど、も
のづくり拠点機能の強化に取り組んでまいります。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ですので、その拠点はどこら辺
が中心になるんですか。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時39分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　先ほどの答弁と重なるところがございますが、沖縄
国際物流拠点産業集積地域の素形材産業振興施設を主
要エリアとするものづくり拠点による支援体制の構築
というところで考えてございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　分かりました。あのエリア一帯
がものづくり拠点になるということで、ものづくりの
技術の向上であったり、ＤＸの向上であったり、経営
の向上であるというのはよく分かるんですが、ただ、
物を作る、ものづくりというのは結局、物を作らない
といけない、製品を作らなきゃいけない。売れる製品
を作らなきゃいけないということなんですよね。やは
りそこは、またちょっと違う視点、能力というのが必
要になってくるわけですよ。私もＭＯＢＩＯとか行っ
て視察するんですが、あちらは企業と企業をお見合い
させて製品を作ります、と言うんですけれども、ただ
お見合いして、後は、はいどうぞとやっているもんで
すから、なかなかちゃんとした製品が出てこないんで
す。やはりそのマッチングという中に、ものづくり、
物を作るためのアドバイスができる人というのがいな
いと、なかなかしっかりとしたものづくりができな
い。大企業は、こっちとこっちの部署があって、複合
製品を作ろうと思うと、新たな部署をつくってそこで
開発するもんだからできるんですよ、うまく。でも中
小企業というのは、当然そういう能力がないわけです
から、そこをちゃんとマッチングさせる人が必要なん
ですね。そこをきっちりとつくっていただきたいと
思っておりますが、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では現在、工業技術センターや素形材産業振興施
設内の金型技術研究センターを中心に、企業からの技
術的な相談や製品開発の支援を行っているというとこ
ろでございます。今後は、先端加工やデジタル分野な
ど高度な技術支援につきましては、高い技術力やもの
づくりに精通した民間団体等との連携により、県内製
造業の課題解決に取り組んでまいりたいというふうに
考えてございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　なかなかこういうことをやって
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いるところはないので難しいとは思いますが、でも、
できなくはない話です。それは大きな企業ではやって
いるから。ということは、足りないところをどこかか
ら持ってくるということも考えればいいわけなので、
そこはしっかり検討していただけたらと思いますし、
企業の方々の声も聞きながら、どういうものが必要な
のかということを聞きながら、やっていただきたいと
思います。
　次移ります。
　６番、低炭素及び脱炭素社会の実現に向け、ＺＥ
Ｂ、ＺＥＨの推進に向けた県の取組について伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県では、第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画にお
いて、ＺＥＢ、ＺＥＨの普及促進を重点施策に位置づ
け、2030年度までの実施目標として一般社団法人住
宅性能評価・表示協会によるＢＥＬＳ評価書交付件数
をＺＥＢについて１万6000件、ＺＥＨについて６万
件と設定しております。
　県としましては、ＺＥＢ、ＺＥＨの普及を推進する
ため、沖縄県地球温暖化防止活動推進センターへの補
助事業によりまして、セミナー開催等の普及啓発や国
が行っている補助制度の周知などに取り組んでいると
ころでございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　ここではちょっと省エネ、エネ
ルギーをつくるほうではなくて、省エネのハウスで
あったり、ビルディングのほう、軀体のほうの話をさ
せていただきたいんですけれども。どうしてもそうい
う建物を造ろうと思うとお金が高くなりますよね、普
通のお家よりは。そういうことを考えると、やっぱり
推進しようとさっきありましたけれども、それを推進
しようと思うと、なかなか高いけど造れるかっていう
ところもあって、そこら辺が一番悩めるところだと思
うんですが、何らかの補助というのはありますでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　先ほども答弁しましたけれ
ども、ＺＥＢにつきましては、国におきまして補助事
業がありまして、新築の業務用施設への高効率空調機
器、給湯機器等の設備導入を支援します新築建築物の
ＺＥＢ化支援事業でありますとか、ＺＥＨに関しまし
て、戸建て住宅の高断熱化等による省エネ化を支援す
る戸建住宅ＺＥＨ化等支援事業といったものがござい
ます。

　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　分かりました。これやり取りし
ていて、県の補助金というのはなかなかないというこ
となので、国はありますよということなんですけれど
も、これから県も脱炭素に向かっていかなきゃいけな
いということですから、積極的なＺＥＢ、ＺＥＨの推
進というのは必要になると思います。そうするとどう
しても単価が高くなるというと、二の足を踏むわけで
すよね、造る側としては。なので、しっかりとそこら
辺は壁を低くするということが必要だと思いますの
で、造るための。そこら辺の造りやすさをしっかりと
県としても応援していただきたいと思いますが、いか
がでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　繰り返しになりますけれど
も、県としましては、この地球温暖化防止活動推進セ
ンターへの補助事業、そういったものによりまして、
セミナー開催等とかそういったものを通しましてこの
普及啓発を行っておりまして、国が行っている補助制
度につきましても周知を図っていきたいというふうに
思っております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　これではもう、ちょっと議論が
進まないので、分かりました。また、いろいろとよろ
しくお願いします。
　次、７番です。
　室内長水路公認プールの整備について伺います。
　(1)番、県内における室内長水路公認プールの有無
について伺います。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　県内の日本水泳
連盟公認50メートルプールは、奥武山水泳プール及
び沖縄県総合運動公園水泳プールの２施設で、いずれ
も室外のプールとなっております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　今の説明のプールは、長水路で
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　日本水泳連盟公
認の50メートルプール、長水路プールであります。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　すみません。室内長水路プール
でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　２施設とも室外
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のプールとなっています。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　今回、県のほうにも要請が出て
いると思いますけれども、この室内の長水路施設をぜ
ひ整備してほしいということで、陳情が出ておりま
す。私もいろいろお話を伺いました。夏場になると水
温が31度、32度になると。この31度、32度というの
は、普通の外気でいうと40度ぐらいに相当すると。
その中でアスリートの方々が競技するということは、
本当に熱中症になる可能性が高い、そういう施設であ
る。何とかして――室内の水温が25度から28度が一
番いいということらしいです。パフォーマンスも出し
やすいし、そういう危険も少なくなる。そういう整備
をしてほしいという強い思いですよね。その要請なん
ですけれども、それに対してどうお応えになります
か。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　室内プールにつ
きましては、年間を通して水温を一定に管理でき、天
候の影響を受けずに利用できるなど、競技力向上の観
点から重要であると考えております。
　県としましては、令和16年に開催予定の国民ス
ポーツ大会に向けて、今後設置予定の準備委員会の中
で、競技団体等と意見交換を行うとともに、庁内関係
部局とその必要性について検討してまいりたいと考え
ております。
○赤嶺　昇 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　次のインターハイはいつです
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○当山　勝利 議員　９年後というふうに聞いており
ます。確かめてください。沖縄県も含めてですよ、多
分九州だと思いますけれども。ぜひ、施設がなかった
らそういう競技もできないんです。沖縄県が、例えば
水泳競技をやりましょうと言っても、室内長水路の公
認プールがなかったら、子供たちはそれでさえも選ば
れないという可能性があるんですよね。今、沖縄県
の水泳競技やっている方々は1000人余りいるそうで
す。その方々も含め、ぜひ沖縄県で、室内の長水路の
公認プールを、競技できるように整備していただきた
いと思いますので、何とかインターハイ前までには結
論出せませんか。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　例えば奥武山
プールを改修するといった場合には、費用の関係と
か、狭小による施工の困難性という課題があったり等
します。そういうのも含めまして先ほど申しましたよ
うに、競技力向上、練習環境を含めて競技力向上の観
点からは重要であると考えておりますので、競技団体
等と意見交換を行いながら、また関係部局と連携しな
がら検討してまいりたいと考えています。
○当山　勝利 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
　　　〔玉城ノブ子　議員登壇〕
○玉城　ノブ子 議員　ハイタイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　日本共産党の玉城ノブ子です。
　一般質問を行います。
　１、子供の貧困対策について。
　子供の貧困は、沖縄県において取り組むべき最重要
課題であり、これまでの施策の効果や子供をめぐる社
会状況を踏まえ、子供の貧困対策の基本理念に基づい
て課題解決に取り組んでいただきたいということを申
し上げて質問をいたします。
　(1)、･18歳までの医療費窓口無料化について。
　どこに生まれどこに住んでいても、全ての子供に必
要な医療が保障されるべきであります。これまでの取
組で自治体が実施する子供医療費無料化制度は、対象
年齢を高校卒業までとする自治体が入院・通院とも４
割を超えるなど大きく拡充されてきました。また、全
ての子供に必要な医療を保障していくために、子供医
療費無料化を国として創設することが求められていま
す。日本共産党県議団は、先日、直接国に要請を行っ
てまいりました。全国知事会も、国による制度の創設
を要望しています。18歳までの子供の医療費窓口無
料化について、県の取組と国に実施を求めることにつ
いて伺います。
　(2)、･教師、児童生徒を対象にしたヤングケアラー
アンケート調査の結果と今後の課題と支援体制の確
立、具体的支援の取組について伺います。
　(3)、･ヤングケアラー条例の制定について伺いま
す。
　(4)、･若年妊産婦の現状と今後の支援を拡充するこ
とについて伺います。
　(5)、･ひとり親世帯への支援について、これまでの
取組と支援を拡充することについて伺います。
　２、教育行政について。
　文部科学省は2021年４月時点で、教員が2558人不
足するとの調査結果をまとめました。沖縄県において
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も、早期退職、普通退職の数が増え続け、教員不足の
状態が続いています。教育の主人公は子供です。教育
は子供の学び、成長する権利を満たすための社会の営
みであり、そこでは子供一人一人の個人の尊厳が何よ
りも大切にされなければなりません。教員不足が続い
ている現状では、子供の学びの保障が困難となるのみ
ならず、学校が成り立たなくなる危機的状況になり、
抜本的な改革が求められています。
　(1)、･教員定数は全て正規雇用にすべきです。県の
取組状況について伺います。
　(2)、･教員不足や教員の長時間勤務を改善するため
に、教員数を大幅に増やすべきです。県は働き方改革
推進課を設置しておりますけれども、具体的な取組に
ついて伺います。
　(3)、･教員、スクールカウンセラー、ソーシャル
ワーカー、サポートスタッフ、学習ＩＣＴ支援員等を
増員するとともに部活動への支援を行い、教師の多忙
化を解消することが必要です。県の拡充策について伺
います。
　(4)、･教師の多忙化解消のためにも、全国学力テス
トの自校採点・入力業務はやめるべきであります。見
解を伺います。
　(5)、･労働安全衛生委員会の設置状況はどうか。早
急に設置を進め、教職員の多忙化、メンタルヘルスの
実態調査を進め、勤務時間の管理などの具体的な対策
について伺います。
　３、高齢者福祉について。　
　(1)、･特別養護老人ホームの待機者数と増設計画に
ついて伺います。
　(2)、･高齢者の補聴器への助成を実施することにつ
いて伺います。
　４、食文化について。
　(1)、･2018年の食品衛生法改正に伴い、国際的な
衛生管理基準ＨＡＣＣＰに沿った手引書が適用され、
県内で豆腐屋を営む小売業者が、販売数の減少や事業
継承の危機に直面しています。沖縄の食文化で歴史的
アチコーコー豆腐の存続が危機に陥っています。現状
と対策について伺います。
　(2)、･豆腐業界の安全基準は厳しすぎると、基準作
成に関わった専門家も指摘しています。基準緩和等の
改善について県の見解を伺います。
　５、南洋群島のサイパン、テニアンとの交流事業、
姉妹都市締結について。
　1944年６月15日から起こったサイパン戦は、残
留邦人で２万人余のうち、8000人から１万人が犠牲
になったと言われ、その中で沖縄出身者の犠牲は約

6000人にも上っています。現在でも、南洋群島の県
出身戦没者を追悼する南洋群島慰霊と交流の旅が続い
ています。二度と戦争を起こさない、平和な島を求め
ていくためにも、沖縄とサイパン、テニアンが今後と
も継続して交流事業を進め、経済連携や姉妹都市締結
ができるようにしていくことが必要です。知事の所見
を伺います。
　６、災害対策について。
　(1)、･台風災害で県道82号線のフェンスが倒壊し、
歩道にひび割れが生じています。応急措置が取られて
いますが、十分な対策にはなっていません。県道は、
児童生徒の通学路にもなっており、ひび割れが残った
ままになっていて危険です。整備を早急に進めるよう
求めます。
　７、漁業支援について。
　(1)、･糸満市に設置されている高度衛生管理型荷さ
ばき施設イマイユ市場の拡充と冷凍施設の建設につい
て伺います。
　８、我が党の代表質問との関連については取り下げ
ます。
　以上です。よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　玉城ノブ子議員の御質問にお答
えいたします。
　旧南洋群島のサイパン、テニアンとの交流事業、姉
妹都市締結についての御質問の中の(1)、サイパン、
テニアンとの交流事業等についてお答えいたします。
南洋群島は戦前日本が統治し、沖縄から多くの人が移
り住み、様々な分野で活躍し、現地の地域振興にも大
きく貢献したものと承知をしております。このような
歴史的な背景や、観光業を中心とした島嶼地域である
こと等の共通性から、南洋群島と沖縄県が交流を継続
することは非常に重要であると考えております。
　沖縄県としましては、南洋群島との経済連携を含め
た様々な分野における継続的な交流を検討してまいり
ます。また、姉妹提携につきましては、幅広い双方向
の交流が将来にわたって継続・拡大することが期待で
きること等を確認しながら、検討を進めてまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　１、子供の貧困対策につ
いての(1)、こども医療費助成事業についてお答えし
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ます。
　県としましては、子供の医療に関わる全国一律の制
度の創設について、これまでも全国知事会及び全国衛
生部長会を通して国に要請しているところであり、引
き続き要請してまいります。18歳までの医療費助成
については、市町村の意向、今後の事業実績、県及び
市町村の財政状況などの実情を踏まえ、協議を行って
いきたいと考えております。
　続きまして、食文化についての(1)、アチコーコー
豆腐存続の対策等についてお答えします。４の(1)と
４の(2)は関連しますので、一括してお答えします。
　県では、令和３年６月１日からのＨＡＣＣＰ導入
を控え、令和２年12月に食品衛生法施行条例を改正
し、温かい状態で販売する豆腐を製造する場合は、豆
腐を冷却する設備を不要とする基準の緩和を行ってお
ります。また、温かい状態で販売する豆腐を製造する
事業者への技術的な支援として、島豆腐手引書作成協
議会が作成した手引書に基づき、各保健所職員が事業
所への助言・指導を行っているところです。今後も事
業者からの衛生管理や手引書の改正に係る相談等につ
きましては、丁寧に対応していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　１、子供の貧困対
策についての御質問の中の(2)、ヤングケアラーの課
題と支援についてお答えいたします。
　県が令和４年度に実施した調査の結果、ヤングケ
アラーと思われる子供が5.5％いることが分かりまし
た。支援を要する子供を的確に把握するとともに、家
族を含めた世帯全体を支援する視点が重要であり、福
祉・医療・介護・教育等の関係機関のさらなる連携体
制の構築が課題と考えます。県では、関係機関職員向
けの研修や、ヤングケアラーなど困難を抱える家庭へ
の訪問支援、ヤングケアラー・コーディネーターの配
置、ＳＮＳを使った相談窓口の設置等に取り組んでい
るところです。引き続き、ヤングケアラーを的確に把
握し、必要な支援につなげる取組を強化してまいりま
す。
　同じく(3)、ヤングケアラー条例についてお答えい
たします。
　ヤングケアラーへの支援については、子どもの権利
尊重条例の「全ての子どもは、（中略）その尊厳にふ
さわしい生活を保障される権利を有する。」との規定
に基づき、現在、県では実態調査の結果を踏まえ、

様々な新たな支援策に取り組んでいるところです。ま
た、地域の実情に即した伴走型の支援を行う上で、市
町村の役割は重要と考え、市町村の相談体制の強化に
向けて働きかけているところです。独自の条例制定の
可能性については、他県の事例等を踏まえ、調査研究
していきたいと考えております。
　同じく(4)、特定妊婦の支援についてお答えいたし
ます。
　県では、支援を要する若年妊産婦等の特定妊婦が安
心して生活を行うための相談支援や宿泊型居場所の提
供等を行うこととし、10月から、本島中部圏域にお
いて、産前２か月から産後120日を原則とし、４世帯
まで入居可能な宿泊型居場所を開始したところです。
当該居場所の円滑な実施に向けて取り組む中で、市町
村や関係機関と連携体制を構築し、困難を抱える妊産
婦等への支援の充実を図ってまいります。
　同じく(5)、ひとり親世帯の支援実績と拡充につい
てお答えいたします。
　県では、ひとり親世帯等の生活の安定及び自立を支
援するため、民間アパートを活用して就労や生活、子
育て等を総合的に支援する、ゆいはぁと事業を行い、
事業開始から令和４年度までに290世帯を支援してお
ります。また、好条件の転職等に役立つ資格取得支
援を行い、令和４年度は26名が日商簿記３級を取得
し、令和５年度からは新たに日商簿記２級の取得を目
指す講座を開講しております。
　県としましては、今年度実施する沖縄県ひとり親世
帯等実態調査の調査結果も踏まえつつ、支援の拡充に
ついて検討したいと考えております。
　３、高齢者福祉についての御質問の中の(1)、特別
養護老人ホームの待機者数と整備計画についてお答え
します。
　令和４年４月１日現在、特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は800名となっております。
県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令和
３年度から令和５年度までに、特別養護老人ホーム
等1289床の定員増を計画しており、令和４年度末現
在、331床整備したところです。令和５年度において
は、480床の整備を予定しており、引き続き、市町村
と連携して取り組んでまいります。
　同じく(2)、高齢者への補聴器助成制度の実施につ
いてお答えします。
　一般的に、加齢により難聴が進んでまいりますと、
日常生活を送る上での不便や、コミュニケーションを
取ることが難しくなるなどの影響が出てくるものと承
知しております。また、国の研究機関において、補聴
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器の使用による認知機能低下予防の効果の検証に取り
組んでいると伺っております。
　県としましては、その研究成果等を確認しつつ、必
要に応じて他県とも連携しながら、高齢者に対する補
聴器補助制度の創設等を国に対して要望することを検
討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、教育行政についての中の
(1)、正規雇用の取組についてお答えいたします。
　県教育委員会では、児童生徒数の推移、学級数の増
減、定年引上げの影響などを踏まえ、今後の正規率改
善に向けた小中学校正規率改善計画を令和５年９月に
策定したところです。同計画においては、特別選考に
よる採用などを加味し、新規採用者数をこれまでの
350名から80名増の430名とし、令和12年度までに
正規率を全国並みの90％台とする予定としておりま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き正規率の向上
に取り組んでまいります。
　同じく(2)、働き方改革推進課の具体的な取組につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会では、年度始めに実施した県内公立学
校の全教職員を対象としたアンケートの結果等を踏ま
えて、私たちのピース・リスト2023と題した短期の
取組目標を設定し、各学校へ周知したところでありま
す。また、４月から市町村教育委員会や各校種の校長
会、ＰＴＡ等の関係団体と意見交換等を行ってきてお
り、より実効性のある取組を推進するため、７月には
沖縄県公立学校働き方改革推進本部を設置したところ
であります。今後、中・長期の取組目標も設定し、教
職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる環
境の確保に努めてまいります。
　同じく(3)、教員業務支援員等の拡充についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、教職員の負担軽減を図るため、
県立学校と市町村立学校に８月時点で、スクールカ
ウンセラー132名、スクールソーシャルワーカー20
名、教員業務支援員132名、学習支援員５名、ＩＣＴ
支援員６名、部活動指導員169名の配置等を行ってお
ります。引き続き、全国都道府県教育長協議会等を通
して国に拡充を要望するとともに、国の補助制度等を
活用しながら、さらなる配置拡充に取り組んでまいり
ます。
　同じく(4)、全国学力・学習状況調査の自校採点に

ついてお答えいたします。
　全国学力・学習状況調査には「学校における児童生
徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てる」
などの目的があります。このため本県では、調査後速
やかに、児童生徒の学習状況を把握し、授業改善や児
童生徒一人一人の学習指導等に資するよう、各学校に
自校採点を依頼しております。一方、国においては、
令和６年度から全国学力・学習状況調査に、児童生徒
がタブレット端末に解答を入力するＣＢＴ化を順次導
入する方針を示していることから、国の動向に応じ
て、自校採点等の在り方を見直してまいります。
　同じく(5)、労働安全衛生委員会の設置状況等につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会では、法令で定めのある全ての学校
に労働安全衛生委員会を設置しておりますが、県内
市町村立学校では、令和３年度の設置率が小学校で
56.6％、中学校で59.5％となっております。勤務時
間管理につきましては、県立学校では、勤務管理シス
テムにより行っており、市町村立学校では、令和４年
度は39市町村でＩＣカードやタイムカード等を利用
して教職員の勤務実態を把握しております。また、今
年度、那覇市と連携して、国のメンタルヘルス調査研
究事業に取り組んでおり、教職員が心身の健康を維持
し、教育活動に専念できる環境の確保に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　６、災害対策について。
県道82号那覇糸満線の歩道復旧についてお答えいた
します。
　県道82号那覇糸満線の当該箇所については、擁壁
の傾斜等に伴い、転落防止柵の倒壊や歩道舗装のひび
割れ等が発生しております。応急対策としては、カ
ラーコーンの設置及び歩道のひび割れ箇所へのモルタ
ル充塡等を実施しております。引き続き、対策工法等
の検討を進め、早期復旧に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　７、漁業支援についての
(1)、イマイユ市場の拡充と冷凍施設の建設について
お答えいたします。
　イマイユ市場は、旧県漁連市場、糸満漁協市場及び
水産公社市場の過去５年間における取扱量を基に、１
日における最大取扱量47.7トンを想定し、整備して
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おります。令和４年10月の市場開設後、約１年間で
最大取扱量を超える日はありませんでした。しかし、
将来的に取扱量が増加した場合には、隣接地に市場を
拡張して対応する予定としております。また、冷凍施
設等の整備につきましては、関係者の要望を踏まえ、
必要な支援を行ってまいります。
　県としましては、市場関係者と連携しながらイマイ
ユ市場の取扱量の増加に向け、取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　まず最初に、食文化について伺いたいと思います。
　島豆腐のＨＡＣＣＰの手引書の作成にも関わり、沖
縄県食品衛生協会の専務理事をしておられる方が、
1000日アチコーコー豆腐を食べ続けるというテレビ
を見ました。この方は、温かい豆腐を食べるのは日本
では沖縄だけ、一人の島豆腐のファンとして、このま
まアチコーコー豆腐をなくしてしまうのは怖い。沖縄
のアチコーコー豆腐を、一人でも多くの人たちに食べ
てほしいと訴えています。沖縄の食文化を愛する県民
であれば、みんなが共有できると思います。手引書の
作成に関わった方が、沖縄のアチコーコー豆腐をなく
してはならない、食文化を守っていきたいと訴えてい
ます。
　手引書の基準緩和をしていくために、豆腐業界の皆
さんへの支援が必要でございます。県の取組について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　この豆腐を連続して食べられている方は、沖縄県の
食品衛生にも携わっている方でございます。食品衛生
というと、彼の言葉にもありますけれども、食中毒を
出すというのが一番避けるべきことということで、こ
の温かい豆腐に付着している菌が、55度を下回ると
菌が増殖するというふうな特性を踏まえて、そういう
実験の結果、論文等を踏まえて手引書を自ら作成され
たというふうに伺っていますので、今後手引書の改訂
等について相談があれば、食品衛生の視点で県のほう
もアドバイスといいますか、意見交換等をしていきた
いと考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　先ほどの答弁ございましたけ
れども、この手引書の作成に関わってこられた石嶺さ
んが、手引書の基準はやっぱり厳しかったということ

を言っておられるわけです。今豆腐業界には、若い人
たちが豆腐作りを継承していこうというふうにしてい
ますので、この若い人たちがアチコーコー豆腐をずっ
と作り続けていこうということができるような、その
環境をやっぱりつくってほしいというふうに思ってい
ます。そのためには、その手引書の基準緩和につい
て、ぜひ支援を県としても進めていただきたいという
ふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いいたし
ます。
　副知事が、もしかしてアチコーコー豆腐を食べてお
られる照屋副知事が、一番分かっていらっしゃるん
じゃないかな。同じ世代ですので。
○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　昔から、幼いときからアチコー
コー豆腐のファンでありまして、よく食べております
けれども、たしか赤嶺政賢議員が国会で質問したこと
から、この件は表面化したと覚えておりますが、ぜひ
沖縄の伝統食として継承していかれるように、部局を
挙げて努めてまいりたいというふうに考えておりま
す。検討していきたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　次に、子供の貧困対策について伺います。
　子供の医療費の通院費を高校生まで無料にする市町
村が、今全体の69％に達しております。少子化対策
で助成対象を広げる自治体が増えております。国が少
子化対策を進めていくということであれば、18歳ま
での医療費の無料化を国が責任を持って実施すべきで
あります。県が中学生までの無料化を実施したこと
は、高く評価をいたしております。さらに18歳まで
の医療費無料化に県民は大きな期待を寄せておりま
す。県としても実施することが求められておりますけ
れども、知事の決意を伺います。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　県内の状況につきましては、先ほどありました令和
４年４月から中学校卒業まで制度拡大を行ったところ
で、市町村と連携しながら進めているところですが、
今年の１月に、まだ18歳まで実施をしていない25市
町村に、今後の意向について確認をしたところであり
ます。そのうち21の市町村が、県が対象年齢の拡大
を検討するのであれば、18歳までの拡大を検討する
意向があるというふうな意見が出ておりますので、今
後も引き続き市町村と意見交換を重ねて、それぞれの
財政状況等も勘案しながら、しっかり丁寧に対応して
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いきたいと考えています。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　次に、ヤングケアラーの問題についてでございます
けれども、ヤングケアラーの調査で今明らかになって
いるのは、児童生徒の学校生活や健康状態への課題を
抱えていることや、貧困、ひとり親といった家庭の事
情も抱えているということであります。医療や福祉に
関わる皆さんとの連携や、市町村との連携も含めて具
体的な支援につながるための体制づくりが必要でござ
います。見解をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　今御質問のとおり、支援に当たっては各機関と連携
をしていくことが大変重要であると考えております。
県では、この令和５年度から担当課であります青少
年・子ども家庭課にヤングケアラー・コーディネー
ターを１名配置をしております。様々なヤングケア
ラーに関する調整を行う対応窓口としての機能を、こ
のヤングケアラー・コーディネーターが担うこととし
ておりまして、例えば関係機関への相談支援の助言で
あったり、ヤングケアラーに関する研修の実施であっ
たり、支援者団体との連絡調整、そういったことをヤ
ングケアラー・コーディネーターを窓口として実施を
していきたいと思っております。また、まず県が主体
として今進めておりますけれども、実際の支援につな
げていくためには市町村においてのヤングケアラー・
コーディネーターを配置していただくことが必要であ
ると考えておりまして、市町村にはその取組を促して
まいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　先ほど先生と児童生徒を対象
にしたヤングケアラーの実態調査が行われているんで
すけれども、先生を対象にした調査の結果について
は、前に具体的な数字も出していただいたんですけれ
ども、今度は児童生徒を対象にした調査が行われてお
りますけれども、これの具体的な数字も含めての中身
についてもちょっと御答弁いただけますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　学校の教師等を対
象としました調査につきましては、令和３年度に実施
をいたしました。令和４年度は子供たち、小学校５年
生から高校３年生までを対象とした調査を実施したと
ころでございます。その結果、ヤングケアラーと思わ

れる子供が児童生徒全体の5.5％いるということが分
かりました。その中でも特に、生活に何らかの影響が
出ている、支援が急がれるという子供が1.8％、人数
にしますと約2450人いるということが分かったとい
う状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　これだけの子供がヤングケア
ラーというふうな状況になっておりますので、皆さん
方がこの調査をした結果に基づいて、具体的な支援に
やっぱりつなげていくということが非常に大事だとい
うふうに思っております。その支援につなげていくた
めの、先ほど少し答弁をいただいたんですけれども、
もっと具体的な今後の皆さん方の課題と計画につい
て、御答弁をお願いできますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時27分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　先ほどヤングケア
ラー・コーディネーターを中心として連絡調整を図っ
ていきたいということをお話をしたところでございま
すが、それ以外にも現在、関係機関の職員等を対象に
した研修であるとか、ピアサポート等、悩み相談の支
援体制の構築であるとか、ヤングケアラー当事者の
方々が悩みを共有し合えるオンラインサロンの設置、
そういったことに取り組んでいるところでございま
す。この後ですけれども、現在ヤングケアラーの支援
策の取組内容、現在実施しております取組内容とか、
今後の方向性等につきましては、有識者等からの意見
を聴取することを予定をしております。その中で、支
援の指針や方針等の取りまとめについても検討してま
いりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひよろしくお願いします。
　それとやっぱり条例制定まで踏み込んでいくことが
大切だというふうに思いますが、ぜひ今後の課題とし
て検討していただきたいと思いますが、いかがでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ヤングケアラーへの支援につい
ては、先ほど部長からも答弁がありましたとおり、ま
ずヤングケアラーのコーディネーターを先行的に配置
をさせていただき、そこでこれからのヤングケアラー
への様々な支援について検討を進めていくこととして
おりますが、当然今後は、市町村へヤングケアラー・
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コーディネーターを増員していくためには、まず県庁
内においても適正な人員配置と体制の拡充を図るとと
もに、子どもの権利尊重条例を基本にして、どのよう
な取組を進めていくか。これからまた、さらなる市町
村の相談体制の強化に向けても、様々な専門家の方々
とも意見を聴取していきたい。そして充実させていき
ながら、真にその必要な支援について的確につなげて
いけるよう、子どもの権利尊重条例を基に進めていき
たいと思います。
　よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひ条例制定までつなげてい
くことができるように、よろしくお願いしたいと思い
ます。
　あと教育行政についてでございますけれども、国は
働き方改革のアンケート調査を実施しておりますけれ
ども、その結果、教員の多忙化の要因になっている問
題について伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　多忙化の問題につきましては、
特に長時間勤務と学校現場におけるその勤務環境が非
常に厳しい状況になっているというふうな指摘を受け
ているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　皆さんが行ったアンケート調
査の内容を見ましたけれども、やっぱり中学校での多
忙化の要因の一つに全国学力テストが入っています。
教員の皆さんから、学力テストの自校採点・入力業務
が大きな負担になっているとの訴えであります。その
解決策について、県としても検討していく必要があり
ますし、国にも申入れをやっていくことが必要だとい
うふうに考えておりますけれども、いかがでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　答弁でも申し上げましたが、文部科学省が令和６年
度から全国学力学習状況調査に順次ＣＢＴ化を導入す
る方針を示しておりますので、国のＣＢＴ化に伴い、
県においてもウェブシステムの改修を進めておりまし
て、自校採点の簡素化等も含めて、入力作業の廃止等
も含めて検討してまいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　皆さん方のアンケート調査の
中でも、それ以外にも部活動、各種調査、環境整備等
の業務が多忙化の中身として上がってきております。
教員の多忙化を解消するための、そういう各種業務の

改善のための支援員の配置をしっかり進めていくとい
うことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　御指摘のとおり様々な課題がご
ざいますので、答弁で申し上げました、様々なまた学
校における支援員の配置等を推進することによりまし
て、業務の負担軽減に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　アンケート調査の結果出てき
た課題を解決するための今後の取組が、非常に重要に
なってくるというふうに思います。そのアンケート調
査の結果に基づいて、皆さん方が今後どのようにこの
課題を解決していこうという計画であるのか、その内
容をちょっとお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　今回、県内公立学校全教職員からのアンケート結果
を基に設定をしました、業務改善の取組目標でありま
す私たちのピース・リスト2023には、取組事項、そ
れから設定の理由、改善に向けたアプローチ、設定主
体等を記してあります。その一つ一つの取組事項、私
たちの描く学校における働き方改革のワンピース、一
部分と捉えて、その一覧に今回ピース・リストという
タイトルをつけております。関係者一人一人が、その
取組事項を私ごととしてしっかりと受け止め、その役
割と責任の下、それぞれの取組を着実に進め、ピース
をつなぎ合わせていくことで、学校における働き方改
革は描かれていくものというふうに捉えております。
　市町村教育委員会や保護者、地域社会とも連携、協
力して取組を推進し、教職員が働きやすく、働きがい
を実感できる環境整備に努めてまいりたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　教職員組合も、教育現場でア
ンケート調査を行っています。教職員の皆さんからの
声として出てきているのが、教職員の採用を増やして
ほしい、多忙化で病気休職者が多い、魅力的な職場で
なければ教員希望者は増えない、教育予算を増やして
ほしいとの意見が寄せられております。やっぱり現場
の要望や要求と、真正面から向き合って解決していく
ということが、とても今大事だというふうに思いま
す。そこに対する教育長の、今後の取組に対する決意
を再度お聞かせ願えますでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
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○半嶺　満 教育長　現在学校現場においては、教職
員の長時間勤務やメンタルヘルス等の課題が深刻な状
況にございます。そのような中で、次代を担う子供た
ちの健全な育成を図っていくためには、それを担う教
職員の皆さんが心身ともに健康でなければならないと
いうふうに思います。
　県教育委員会としましては、引き続き、学校の働き
方改革やメンタルヘルス対策、教職員の本務率の改善
や代替教員の確保等を推進し、教職員の皆さんがやり
がいの持てる教育環境づくりに取り組んでまいりたい
と思っております。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひ教育現場の多忙化の問題
は今、大変深刻な状況になっておりますので、やっぱ
り子供たち一人一人と向き合って教育が実践できるよ
うな、そういう環境をやっぱりつくっていかなくては
ならないというふうに思いますので、ぜひよろしくお
願いしたいと思います。
　あと最後に、南洋群島のサイパン、テニアンとの交
流事業、姉妹都市提携について伺います。
　南洋群島のサイパン、テニアンとの交流事業、姉妹
都市締結についても、ぜひ積極的に進めていただきた
いというふうに思います。沖縄で、ソテツ地獄と言わ
れていたときがあって、食べ物もなくて困窮してサイ
パン、テニアンに渡って、農業や漁業をやって命を助
けられたということを聞いてきました。私の父もその
一人でございますけれども、南洋群島は沖縄と環境が
似ております。沖縄と交流が進めば、農業や漁業も発
展する可能性があります。また多くの沖縄県民が、南
洋群島で亡くなっております。私の２人の姉もサイパ
ンで亡くなっています。二度と戦争を起こしてはなり
ません。そのためにも南洋群島での平和外交も進めて
いくことは大事です。知事の決意を再度お聞かせくだ
さい。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほども申し上げましたが、南
洋群島、サイパン、テニアン、ロタ、ヤップなどな
ど、そういう島々には戦前から沖縄県民が多数移住を
し、そこで現地の方々と交流をしながら、生活を営
み、そして戦争の影が近づいてきた頃には南洋から引
き揚げてこられたという方々も大勢いらっしゃるとい
う、そういう、つらいのですが、非常に県民がつなげ
てきた南洋群島との温かい歴史を持っているものと思
います。議員御案内のサイパン、テニアンとの姉妹都
市締結などについても、現在パラオ共和国と水産技術
に関するＭＯＵを締結をさせていただいて、その技術

指導などにも協力をさせていただいておりますし、今
後南洋群島、サイパン、テニアンなど、そういう島々
と沖縄がさらに絆を強くしていくために、どのような
締結ができるのかということをしっかり検討してまい
りたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城ノブ子議員。
○玉城　ノブ子 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　沖縄県民は、戦争で多くの人たちが命を失いまし
た。再び戦争をさせてはなりません。県民の譲ること
のできない平和への思いです。知事は県民のこの思い
に応えるために、県に地域外交室を設置して、平和外
交に全力を挙げるとともに、沖縄の現状を直接国連に
訴えています。県民は大きな評価をし、期待をしてい
ます。基地のない平和で誇り豊かな沖縄の実現に全力
で取り組んでいただきたいということを申し上げて、
質問を終わります。
　ぜひよろしくお願いします。質問を終わります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後４時０分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　上里善清議員。
　　　〔上里善清　議員登壇〕
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時１分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上里　善清 議員　一般質問する前にちょっと所見
も述べてみたいと思います。
　沖縄県知事というのは、この沖縄の抱えている問題
を、いつも国との対峙があるということで大変な職務
だなというふうに私も思います。そもそも、この基地
の問題、これは国際法のハーグ陸戦条約に違反してア
メリカが占領地で基地を造ったという背景がありま
す。これ国際法違反なんですよ。それを老朽化したか
ら、代わりの基地を差し出せという理論自体が私は間
違っていると思います。そもそもＳＡＣＯ合意もおか
しいです。県内に移設が条件というのも、おかしいで
す。これは日本、安全保障を考えるのであれば、日本
全体で考える問題であって、沖縄だけに押しつける問
題ではありません。今回の知事の国連演説も、沖縄の
大多数の意見を代弁していただいて、大変感動してお
ります。ひとつ頑張ってください。
･通告に従って一般質問します。
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　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･麻生太郎自民党副総裁が、台湾海峡の平和と
安定には抑止力を機能させる軍備増強と戦う覚悟が求
められると述べております。中国を敵視するプロパガ
ンダであり、危機を誘発する意図的な発言で、看過で
きない。知事の見解をお伺いします。
　(2)、･沖縄県は全国に先駆けて、1998年から戦争
遺跡詳細分布調査を実施しています。戦争遺跡が果た
す役割は大きく、保存・活用すべきと考える。以下の
ことについてお伺いします。
　ア、県認定の遺跡は何か所あるのか。
　イ、保存状況と活用の取組についてお伺いします。
　(3)、･政府は、県内に土地利用規制法を区域指定し
た。今回指定された南城市の久高島は私有地ではな
く、区の所有となっている。古謝南城市長も、不正な
土地利用、機能阻害行為が行われることはあり得ない
と議会で答弁しております。同法に対する県の認識
と、国へ過度な規制の見直しを求めるべきだと考えま
すが、県の見解をお伺いします。
　２、沖縄振興関係予算は、沖縄の歴史への償いの心
に基づき、国の責務としてスタートしております。基
地の過重負担を背負う歴史的、社会的な特殊事情や、
地理的、自然的な条件の不利性を踏まえ、沖縄の経済
自立と本土との格差是正を目的としている。しかし、
来年度の概算要求予算に防衛体制強化の予算が組み込
まれる可能性があり、本来の目的である趣旨に反して
いると言わざるを得ません。以下のことについてお伺
いします。
　(1)、･政治姿勢と予算額がリンクしていると思いま
すか。
　(2)、･内閣府による一括計上方式のメリット、デメ
リットについてお伺いします。
　(3)、･県を飛び越えて市町村へ予算配分することに
ついて、どう思うかお伺いします。
　(4)、･来年度の概算要求予算2920億円の評価につ
いてお伺いします。
　３、脱炭素化の取組について。
　(1)、･グテーレス国連事務総長は、地球温暖化の時
代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したと表現し
た。世界各地で起きる自然災害を見ると、人類の最重
要課題であると認識します。県も、2030年再生可能
エネルギー比率を18％及び挑戦的目標26％としてい
ます。脱炭素化に向け、目標を掲げ取り組む必要があ
ります。以下のことについてお伺いします。
　ア、島嶼県沖縄の今後の温暖化防止対策事業費の予
算獲得目標についてお伺いします。

　ウ、沖縄電力の各分野（再エネ）の目標構成比率に
ついてお伺いします。
　エ、プラスチックのリサイクル工場の建設について
お伺いします。
　４、農林水産業について。
　(1)、･ロシアのウクライナ侵攻の影響や異常気象に
よる自然災害が農業に打撃を与え、食料安定供給に懸
念が出ている。日本の食料自給率の低い現状を考える
と対策が急がれます。農林水産省も農業基本法を改正
することになりました。沖縄も今回の台風６号被害を
教訓に、自給率向上の取組を再興する必要がありま
す。以下のことについてお伺いします。
　ア、就農者数の推移（10年）と新規就農者支援策
について。
　イ、主食、副食の自給率の推移（10年）と県の目
標についてお伺いします。
　ウ、農業強化の取組と支援策について。
　エ、漁業従事者の推移（10年）と新規漁業者支援
策について。
　オ、水産物水揚げの推移（10年）と県の目標につ
いて。
　カ、水産業強化の取組と支援策について。
　５、琉大病院跡地利用について。
　(1)、･跡地や建物について、３つのゾーンに分けて
利用する３分割案が有力となっています。地域の発展
に寄与することなので、当時の地権者は喜んで土地を
提供した経緯があります。移転は残念ではあるが、地
域の声と西原町の意向も酌み取った計画にしていただ
きたい。以下のことについてお伺いします。
　ア、建物をそのまま活用した琉大薬学部設置の検討
はしているか。
　イ、滞在型医療施設の誘致を図り、アパート空洞化
を防ぐ取組はどうなっているか。
　６、教育行政について。
　(1)、･子供たちの豊かな学びを保障するためにも、
教職員の働き方を根本から改善することが不可欠であ
ります。学校現場での現状及び課題改善についてお伺
いします。
　イ、中学校・高等学校の35人学級実現について。
　ウ、教員の働き方改革の取組について。
　(ｱ)、･教員、学校運営をサポートする人材の確保に
ついて。
　(ｲ)、･教育（ＤＸ）の推進状況について。
　(ｳ)、･業務の精選状況について。
　(2)、高校生出前講座に参加し生徒からの意見を拝
聴し、議員としての取組が必要であることに気づかさ
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れております。要望の多く出た件、２件についてお伺
いします。
　ア、全ての生徒が利用できる県立学生寮を造ってい
ただきたい。
　イ、自転車専用道路の整備をしていただきたい。学
校から半径５キロ圏内ですね、理由は通学に自転車を
利用したいということでありました。
　ひとつよろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　上里善清議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢について御質問の中の(1)、麻生副
総裁の発言についてお答えいたします。
　去る８月の台湾における自民党の麻生副総裁の発言
は、報道等で承知しております。
　沖縄県としては、米軍基地が集中していることに加
え、自衛隊の急激な配備の拡張による抑止力の強化が
かえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずること
を懸念しており、ましてや沖縄が攻撃目標となること
は、決してあってはならないと考えております。日本
政府は、アジア太平洋地域におけるさらなる発展と安
定を維持するために、抑止力の強化だけではなく、域
内における緊張緩和と信頼の醸成をさらに促進するこ
とを目指すべきであると考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事の政治姿勢についての
中の(2)のア、戦争遺跡についてお答えいたします。
１の(2)のアと１の(2)のイは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　県教育委員会が平成10年度から平成17年度に実施
した分布調査で、1077か所の戦争遺跡を確認してお
ります。
　県教育委員会としましては、文化財保護法の趣旨に
基づき、戦争遺跡の所在する市町村が主体となって保
存や活用を図る必要があると考えており、文化財指定
を促す文書を定期的に発出するなど、引き続き市町村
教育委員会に助言してまいります。
　続きまして６、教育行政についての中の(1)のイ、
中学校・高等学校の35人学級実現についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、中学校については、令和３年度
から全ての学年で35人学級を実施しております。高

等学校につきましては、35人学級実現などの教職員
定数の改善について、全国都道府県教育長協議会等を
通して国に要望しているところであります。
　同じく(1)のウ(ｱ)、教員、学校運営をサポートする
人材の確保についてお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員の負担軽減を図るため、
県立学校と市町村立学校に、８月時点でスクールカ
ウンセラー132名、スクールソーシャルワーカー20
名、教員業務支援員132名、学習支援員５名、ＩＣＴ
支援員６名、部活動指導員169名の配置等を行ってお
ります。引き続き、全国都道府県教育長協議会等を通
して国に拡充を要望するとともに、国の補助制度等を
活用しながらさらなる配置拡充に向けて取り組んでま
いります。
　同じく(1)のウの(ｲ)、教育ＤＸの推進状況について
お答えいたします。
　各学校においては、クラウド環境下における１人１
台端末を活用したＡＩドリルやオンライン学習システ
ム等を導入し、個別最適な学びと協働的な学びの実現
に向けた授業改善に取り組んでおります。校務の効率
化に関しては、自動採点システム等の運用や、ＩＣＴ
支援員を活用した各種端末の設定、ソフトウェア操作
等の校内研修を実施しているところです。
　県教育委員会としましては、今後も教育ＤＸを推進
し、ＩＣＴを活用した授業改善と教職員の負担軽減を
図ってまいります。
　同じく(1)のウの(ｳ)、業務の精選状況についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、年度初めに実施した県内公立学
校の全教職員を対象としたアンケートの結果等を踏ま
えて、私たちのピース・リスト2023と題した短期の
取組目標を設定し、各学校へ周知したところでありま
す。また、４月から市町村教育委員会や各校種の校長
会、ＰＴＡ等の関係団体と意見交換等を行ってきてお
り、より実効性のある取組を推進するため、７月には
沖縄県公立学校働き方改革推進本部を設置したところ
であります。今後、中・長期の取組目標も設定し、教
職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる環
境の確保に努めてまいります。
　同じく(2)のア、県立学生寮の設置についてお答え
いたします。
　県教育委員会では、離島などの通学が困難な地域か
ら安心して学習や生活ができるよう、高校併設寄宿舎
11寮と離島児童生徒支援センターを設置・運営して
いるところです。離島児童生徒支援センターにおいて
は、空き室がある場合、本島内に居住する生徒であっ
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ても、特例で入舎を認める場合もあります。引き続
き、生徒が安心して学業に励むことができるよう、教
育環境の整備に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、重要土地等調査法に対する認識等につ
いてお答えいたします。
　沖縄県においては、既に広大な米軍基地が県土の有
効利用を阻害していることに加え、注視区域等の指定
によって、社会経済活動の支障や県民の基本的人権の
侵害が生じることは決してあってはならないと考えて
おります。そのため、去る６月12日、国に対して指
定の区域は真に最小限度とすることなどを求める意見
書を提出したほか、関係大臣の来県の際など、機会あ
るごとに同様の趣旨の要望を行っているところであり
ます。
　県としては、県民の人権や行動が過度に制限される
ことはあってはならないと考えており、引き続き同法
の運用を注視してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、沖縄振興関係予算の趣旨
についての(1)、政治姿勢と予算額のリンクについて
お答えいたします。
　沖縄振興特別措置法の目的については、第１条にお
いて、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措
置を講ずることにより、沖縄の自立的発展や豊かな住
民生活の実現に寄与することを目的とすると規定され
ております。このことから、沖縄振興予算について
は、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に資す
る予算が措置されるものと考えております。
　同じく２の(2)、一括計上方式のメリット、デメ
リットについてお答えいたします。
　沖縄振興予算は、各省庁の予算を内閣府沖縄担当部
局に一括して計上する仕組みとなっており、沖縄振興
特別措置法に基づく沖縄振興計画に掲げた各種施策
を、総合的かつ計画的に推進するため設けられており
ます。一括計上方式のメリットは、各省計上方式と異
なり、内閣府沖縄担当部局へ一括して国庫要請を行う
ことができることや、政府予算案の決定を受けた後、
県の予算編成へ迅速に反映させることができること等
が上げられます。一方で、他県にはない独自の仕組み
であることから、県内外の方々に、沖縄県が優遇され

ているとの誤解を生じさせるデメリットの面もあると
考えております。
　同じく２の(3)、県を飛び越えて市町村へ予算配分
することについてお答えいたします。
　国から直接市町村へ交付される予算としては、ソフ
ト交付金を補完し、機動性を持って迅速・柔軟に対応
すべき市町村等の事業に対して、国が補助する沖縄振
興特定事業推進費があります。
　同推進費について様々な御意見があることは承知し
ておりますが、県としては、市町村がソフト交付金と
併せて同推進費も効果的に活用し、新・沖縄21世紀
ビジョン基本計画に掲げた諸施策の着実な展開が図ら
れるよう、引き続き市町村の取組を支援してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　２、沖縄振興関係予算の趣旨
についての(4)、概算要求額に対する評価についてお
答えいたします。
　内閣府が行った令和６年度沖縄振興予算の概算要求
については、観光関連事業に係る経費が新たに盛り込
まれたほか、沖縄振興一括交付金や、クリーンエネル
ギーの導入促進に係る経費等が増額要求されました。
しかしながら、内閣府の概算要求額2920億円は、沖
縄県が要望した3000億円台に届かなかったことに加
え、沖縄振興一括交付金についても、沖縄県及び市町
村が求めてきた所要額とは大きくかけ離れたものと
なっております。
　次に５、琉大病院跡地利用についての(1)のイ、跡
地利用の検討状況についてお答えいたします。
　琉球大学が設置する琉球大学上原地区キャンパス跡
地利用推進協議会において、沖縄総合事務局、沖縄
県、西原町などが参画し、大学病院周辺地域を含め跡
地利用計画について協議が行われております。同協議
会においては、これまで跡地の利活用に係る民間事業
者等への意向調査や類似の大規模用地活用事例等の説
明がありました。跡地利用推進計画の策定に向けて、
引き続き、地元等の要望も踏まえ、同協議会で検討さ
れるものと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、脱炭素化の取組につい
ての(1)のア、温暖化防止対策に係る予算についてお
答えいたします。
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　県では、第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画にお
いて、2030年度までの中期目標として、県内の温室
効果ガス排出量を2013年度比で31％削減することを
掲げています。
　県としましては、同目標の達成に向けて再生可能エ
ネルギーの導入拡大や運輸部門の低炭素化など、同計
画で掲げた150の施策を着実に実施するため、担当部
局において必要な予算の確保に努めてまいります。
　同じく３の(1)のエ、プラスチックのリサイクル工
場の建設についてお答えいたします。
　令和４年４月にプラスチック資源循環促進法が施行
され、市町村が再商品化事業者と連携してプラスチッ
クごみの再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受
けることで、市町村においてプラスチックごみのリサ
イクルに取り組みやすい制度が設けられたところで
す。
　プラスチックの再資源化は、焼却するごみの減量化
による二酸化炭素の排出抑制につながることから、県
としましては、市町村とも連携し、同制度を活用する
など、プラスチックの再資源化の推進に向けて取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　３、脱炭素化の取組につ
いての(1)のウ、沖縄電力の再エネに関する目標構成
比率についてお答えします。
　沖縄電力は、2050年度カーボンニュートラルの実
現に向けた取組のロードマップを策定しております。
同ロードマップにおきましては、2030年度のＣＯ₂排
出量の目標を2005年度の30％減に設定しており、そ
の目標達成のため、再エネ主力化を１つの柱として掲
げております。
　県としましては、沖縄電力と締結した2050年脱炭
素社会の実現に向けた連携協定に基づき、県が掲げる
2030年度の再エネ電源比率の意欲的な目標18％の実
現に向け、連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　４、農林水産業について
の(1)のア、就農者数の推移と新規就農者支援策につ
いてお答えいたします。
　本県における令和２年の農業従事者数は、１万
3288人となっており、平成22年の２万318人と比較
して、7030人、34.6％減少しております。そのた

め、県では、新規就農者に対する支援策として、就農
相談体制の整備や農業施設等の導入、就農準備資金や
経営開始資金の交付等の支援を行っております。そ
の結果、新規就農者数については、年間300人の目標
に対し、過去10年間の平均で年間303人となってお
り、一定の成果を上げているものと理解しておりま
す。
　同じく(1)のイ、食料自給率の推移と目標値につい
てお答えいたします。
　本県の食料自給率は、直近10年間で約30％前後で
推移しております。また、令和13年度の食料自給率
の目標値をカロリーベースで45％と設定し、各種施
策に取り組んでいるところであります。
　なお、食料自給率の向上には生産量の拡大が必要で
あることから、県としましては、引き続き、①、経営
感覚に優れた担い手や多様な新規就農者の育成・確
保、②、自然災害や気象変動に対応した耐候性ハウス
等の整備、③、農業用水源の確保やかんがい施設等の
生産基盤整備などの各種施策の取組により、食料自給
率の向上に努めてまいります。
　同じく(1)のウ、農業振興の取組と支援策について
お答えいたします。
　県では、亜熱帯海洋性気候や地理的特性を生かした
農林水産業の振興を図るため、おきなわブランドの確
立と生産供給体制の強化、輸送コストの低減対策、生
産基盤の整備などに取り組んでいるところでありま
す。これらの取組により、近年、農業産出額は1000
億円前後で推移しており、おきなわブランドとして定
着した冬春期の施設野菜や肉用牛など、着実に成果が
現れております。
　県としましては、各種生産振興対策による経営規模
の拡大や、スマート農業の推進等による生産性の向上
など、事業継続や経営安定対策の強化に努めてまいり
ます。
　同じく(1)のエ、漁業就業者の推移と新規漁業者支
援策についてお答えいたします。
　漁業センサスによると、本県の漁業就業者数は、平
成20年の3929人に対して、平成30年には3686人、
6.2％の減少率となっております。また、新規漁業就
業者数は、年間170人の目標に対し、過去10年間の
平均で年間140人となっております。県では、水産業
を支える人材の確保・育成のため、沖縄県地域漁業担
い手確保・育成支援協議会等において、国の漁業人材
育成総合支援事業を活用した長期研修等の支援に取り
組んでいるところであります。
　県としましては、引き続き、漁業関係団体等と連携
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し、新規漁業者への支援に努めてまいります。
　同じく(1)のオ、漁業生産量の推移と県の目標値に
ついてお答えいたします。
　農林水産統計年報によると、本県の漁業生産量は、
平成24年～令和２年まで、約３万～４万トンの範囲
で推移しており、令和３年の漁業生産量は３万8978
トンとなっております。県では、令和４年12月に
新・沖縄21世紀農林水産業振興計画（まーさん・ぬ
ちぐすいプラン）において、計画目標の実現に向けた
アクションプランを策定しております。同振興計画
に基づき、漁船漁業及び養殖業の振興に取り組むこ
とで、令和６年には４万300トンを目標としておりま
す。
　同じく(1)のカ、水産業強化の取組と支援策につい
てお答えいたします。
　県では、沖縄型のつくり育てる漁業や資源管理型漁
業の振興等の取組として、県産ウニ復活プロジェクト
事業やサンゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブランド化推進
事業等の実施により、水産業の強化を図っているとこ
ろであります。そのほか、生産性を高める基盤整備の
高度化や地域資源を有効活用した取組として、水産業
構造改善特別対策事業や漁業再生支援事業などにより
共同利用施設等の整備や漁場の生産力向上への支援を
行っているところであります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　５、琉大病院跡地利用に
ついての(1)のア、薬学部設置の検討についてお答え
します。
　琉球大学病院を含む上原地区キャンパスの跡地利用
については、現在、琉球大学が設置する上原地区キャ
ンパス跡地利用推進協議会において協議が行われてお
ります。県は、今年度開催された同協議会において、
現医学部の建物については、建築基準法の新耐震基準
を満たしており、施設の有効活用の観点から、跡地利
用の候補の一つとして、県立国公立大学薬学部設置の
提案を行っております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　６、教育行政についての
(2)のイ、自転車通行空間の整備状況についてお答え
いたします。
　県では、自転車が安全・安心・快適に通行すること
を目的として、自転車通行空間の整備を行っておりま

す。県管理道路における自転車通行空間の整備状況に
ついては、各市町村が地域の実情に応じて策定する自
転車ネットワーク計画等に基づき、名護本部線ほか７
路線で整備を行っております。
　県においても、令和５年３月に自転車ネットワーク
計画等を策定しており、引き続き、各市町村と連携し
て、自転車通行空間の整備に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　ちょっと休憩しましょうね。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上里　善清 議員　再質問いたします。
　答弁ありがとうございました。
知事の政治姿勢の(3)についてなのですが、６月12日
に国に対して要請したということでありますが、こ
の今指定されているところは新聞上では39か所で、
後々、軍事施設については指定するという流れになる
と思うのですが。この39か所について、具体的にど
こそこがちょっとおかしいんじゃありませんかという
意見は載りましたか。これについて、ちょっと説明し
てください。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほども答弁を申し上げた
ところなんですけれども、去る６月12日に国に対し
て、指定の区域を真に最小限とするなどを求める意見
書は提出しておりますが、個別の区域について、ここ
がこうおかしいというような要望はしていないという
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　現実に、久高島のほうは個人所
有でなくて区の所有という形になっているので、これ
は指定するにはちょっとおかしいんじゃないかと、市
長自体もそのように認識を持っているわけですよね。
このように具体的に要請しないと、国は何もやってく
れないと思いますよ。この辺どうですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県の立場としましては、具
体的な土地の利用状況とか所有者とかというところま
で把握できる状況にはないですので、なかなか個別
の、この土地についてはおかしいというところまで
は、今のところ言うことが難しいのかなというふうに
考えております。
･以上です。
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○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　もうよろしいです。
　あと、沖縄関係予算なんですが、確かに仲井眞さ
んが辺野古承認したときに3700億ぐらいでしたか
ね――だったと思いますが、それ以降どんどんどんど
ん減らされるということになっています。その後に、
辺野古容認するわけにはいかんという知事が誕生した
ということで、私は予算を、金の面で首を絞めてきて
いるというふうに今認識しているんですよ。この一括
計上の経緯を見ると、山中貞則さんが、償いの心でこ
の一括方式を決めたという経緯もあって、沖縄の経済
自立が目標であったわけですよね。最近、それから
ちょっとかけ離れているような気がしてならないんで
すよ。その辺についての認識はどうですか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　一括計上方式については、昭
和47年に沖縄開発庁が設置された際に導入されてお
ります。その背景については、平成19年３月の参議
院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、高
市早苗沖縄担当大臣が、沖縄振興計画に沿って効果
的・効率的に事業を確実に進め関係する事業を全体的
に把握すること、事業相互間の進度調整を行うこと、
振興計画に沿って着実に振興しているかのフォロー
アップもしていかないといけない、こういった事情か
ら一括計上していると答弁しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　じゃあ来年度の予算ですが、年
末にかけて折衝すると思うんですけれども。2920億
を丸々うのみにするんじゃなくて、県の意向としてど
れくらいの金額を折衝でやるつもりですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　沖縄県としましては、年末の
予算編成に向けて、先日、自見沖縄担当大臣がお見え
になったときも、概算要求額以上の予算の確保、加え
て沖縄振興一括交付金も増額確保をということでお願
いしたところでございます。引き続き、関係要路に対
して、さらなる増額に向けて要請等を行っていきたい
と思います。具体的な金額というのはすぐには申し上
げられませんが、概算要求前の沖縄県の試算では、内
閣府の沖縄振興概算要求可能額が3200億円程度、概
算要求可能だということで試算しておりましたので、
その数字も含めてこれから協議をしていきたいと思っ
ております。
　ただ、もう一点、補正予算編成も予定されていると
いうことですので、そこも含めていろいろ協議を詰め

たいというふうに考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　各市町村、やりたい事業が今で
きなくて非常に困っているわけですよね。この市町村
の意見というのも、国に対して全面的に押し出してい
ただきたいというふうに……。ぜひ頑張ってくださ
い。
　後は脱炭素化の取組なんですけれども、予算獲得の
目標というのを持たないと、この30年で18％、挑戦
的目標26％と言っているんですけれど、これ数字の
羅列になるんじゃないですか。ちゃんとこれぐらいの
ものを獲得して、こういうものにこれだけの予算を投
入しますという目標を持たないと、これただ、数字だ
けの目標になりますよ。ここの意気込み、どうです
か。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　地球温暖化防止対策に係る
施策につきましては、先ほども答弁しましたけれど
も、地球温暖化対策実行計画におきまして150の施策
を位置づけているところでありますけれども、これを
実施するものはそれぞれ各所管する部局において実施
していくことになりますので、それぞれの担当部局に
おきまして、必要な予算額の確保が図られるものとい
うふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　沖縄は、多分ソーラーが主にな
ると思うんですよね。ソーラーを中心に考えた場合、
果たしてどれぐらいの予算が必要なのか。特にソー
ラーというのは、安定供給電源じゃないということ
で、業者の話によると、やっぱり蓄電しないとどうし
ようもないということなんですよ。蓄電池を家庭に入
れるとしたら、今大体100万円ちょっとぐらいかかる
らしいんですよね。各家庭が100万をかけて、これで
きないですよ。どうしてもこれ行政の支援が必要にな
るはずです。その辺について、どのように思っていま
すか。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、令和４年度から、離島におけるエネルギー
マネジメントシステムを活用した再エネ導入拡大を目
指す、第三者所有モデルの太陽光発電事業者への太陽
光発電設備や蓄電池等の導入に係る補助を行っており
ます。第三者所有モデルの太陽光発電事業におきまし
ては、このように太陽光発電と併せまして、蓄電池の
導入支援を行っているところですが、現在、今後に向
けまして、本島につきまして各省庁補助金の活用と併
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せて、新たな支援事業のスキームを検討しているとい
うところでございます。
　具体的には、各省庁補助金等の獲得に向けまして、
新たに再エネ導入に係る予算の活用について、環境省
と意見交換を行っているところでございます。
　県としましては、2050年脱炭素社会の実現に向
け、今後の新たな事業展開において、さらなる予算確
保を図っていく必要があると考えていますので、再エ
ネ関連事業者や内閣府等と引き続き、意見交換を行い
ながら必要な予算確保に取り組んでまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　この目標を達成するためには、
一説には10年で2000億くらいは間違いなく必要だ
ということなんです。今期は18億か19億くらいでし
たよね、たしか。再エネの予算は20億前後でしたよ
ね。これからすると年間200億くらいは獲得しない
と、この脱炭素の目標というのは達成できないんで
す、現実的に。これ、よく計算して国に求めるべきだ
と思うんですけれども、この意気込みだけ聞かせてく
ださい。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　最新の再生可能エネルギー電源比率を申し上げます
と、2021年度末時点で11.1％、対前年度比で2.9％
増となってございます。この最新の再エネ電源比率の
結果を踏まえた場合の、県が掲げる2030年度再エネ
電源比率の意欲的な目標18％につきましては、すで
に技術が確立し、今後も主力となることが見込める太
陽光発電のみで達成すると仮定した場合、必要な事業
費は民間投資を含めて1600億円というふうに試算さ
れてございます。これまで答弁申し上げましたところ
で言いますと、2020年末の再エネ電源比率8.2％に基
づきまして申し上げておりまして、2300億円という
ことでこれまで御答弁申し上げてまいりました。現時
点の11.1％の比率で行きますと、1600億円程度とい
うことになります。今後新たな事業展開において、さ
らなる予算確保を図ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　これは強力に国に要請すべき事
項だと私は思います。
　後行きます。琉大病院について、町の意向としては
琉大の薬学部の設置をしていただきたいと。あと、あ
の地域というのは、学生アパートがほとんどなんです
よ。ほとんどと言ったらおかしいんですけれど。それ

を目的にアパートを造られているんですよね。その学
生さんがいなくなったら、私たちどうなるんですか
と、非常に今不安に思っているわけですよね。これを
埋めるためにも、何か滞在型の医療施設等とか、その
辺を誘致したら、それに伴う職員が出てきますので十
分可能じゃないかと思いますけれど、その辺どうで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時49分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　今、琉球大学病院の跡地
利用につきましては、琉球大学が中心となってつくっ
ております上原地区キャンパス跡地利用推進協議会
で、関係者間で協議が行われているというところでご
ざいます。
　県としましては、先ほど申し上げました、薬学部の
設置等も提案の一つとして上げているところですけれ
ども、今後の議論についても注視をしていきたいと思
います。
　すみません、先ほどの上里議員に対する答弁の中で
修正がございますので、よろしくお願いします。
　正しくは、県内国公立大学薬学部設置と発言すべき
ところを、誤って、県立国公立大学薬学部設置と発言
してしまいましたので、おわびをして訂正をさせてい
ただきたいと思います。どうも申し訳ございませんで
した。
○赤嶺　昇 議長　上里善清議員。
○上里　善清 議員　最後に、高校生の出前講座で要
望があった学生寮なんですけれども、ＫＢＣというと
ころに行ったんですが、名護から通っている子がいま
して、１日3000円くらいのバス賃がかかると。１か
月に計算すると約７万くらい行くわけですよ。そのこ
とを考えると、みんな平等に入る権利があるんじゃな
いかと、その子が言っているとおりなんですよ。この
辺について、誰か答えられますか。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　群星寮は、高校のない離島出身の生徒のために、関
係市町村と協議により策定した選考要領等に基づき、
これまで入寮者を決定してきております。この専修学
校の高等課程等の生徒も対象とするというふうな御提
案ですけれども、これ関係市町村の意見も踏まえて検
討していきたいと――みたいと考えております。
○上里　善清 議員　ありがとうございました。
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○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ちょっと休憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上原　快佐 議員　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　上原快佐でございます。
　本日は10月10日ということで、79年前に10･10空
襲があった日でございますけれども、その10･10空襲
のときには、那覇市の約９割が焼失されたとしており
ます。その10･10空襲にちなんでというか、戦後、本
土復帰の前年1971年に、当時の那覇市長であった平
良良松市長が、この10･10空襲の日を那覇まつり、那
覇大綱挽の日に制定したわけですけれども、その意味
合いとしては、10･10空襲で焦土と化したこの那覇の
復興を象徴して、平和への思いを新たにする行事とし
て、これをつくったわけです。一昨日の８日に那覇ま
つり、大綱挽が行われましたけれども、約２万人の方
が参加されて、久しぶりにこの４年ぶりに制限なしの
大綱挽が行われまして、デニー知事も御参加いただい
たということで、ありがとうございます。制限なしの
このような那覇大綱挽、関係者の皆様が御尽力された
ことを心から感謝を申し上げたいと思います。
　先ほど平和の象徴としての那覇大綱挽と申し上げま
したけれども、この復興のシンボルとしては、戦後復
興のシンボルとして、奇跡の１マイルとされた国際通
りもありますし、また、県民の台所として、那覇市民
だけではなくて多くの県民に親しまれた農連市場があ
るわけですね。まず、この農連市場についてですけれ
ども、確認します。この農連市場のバス乗降場につい
ては、これは県有地で、県が無償で那覇市に貸して那
覇市に運用をしていただいているという認識でいいの
か、確認をさせてください。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　パレットくもじ
前交差点や県庁前などにおいて、貸切りバスの乗降に
伴う駐停車を起因とした交通渋滞が課題となっており
ましたので、その課題を解消するために、県と那覇市
の共同事業ということで実施しております。具体的に
は、県は県有地を無償貸与、那覇市において貸切りバ
スの乗降場の整備・運営を行うものとなっておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ありがとうございます。確認で

きました。
　それでは(1)、まずこの農連市場のバス乗降場の年
度ごとの利用実績と課題についてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　貸切りバス６台
分の乗降スペースとして、那覇市が令和２年３月から
供用を開始しております。元年度からの実績というこ
とで、令和元年度が９件、令和２年度が６件、令和３
年度が12件、令和４年度が25件、令和５年度は8月
までで67件となっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　今、利用実績、これ年間なんで
すよね。年間６台とか12台とかって、ほぼ利用され
ていないということに等しいと思うんですけれども、
近年、令和５年はコロナも明けて、67台という実績
ですけれども、これまだ年間なんですよ。これ月ごと
の表を持っているんですけれども、14台とか13台と
か、多くても二十数台です。この利用実績について、
所管の部長の見解をお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　供用開始時期が
コロナ禍と重なったことによる、乗降場自体の認知度
不足、スペースが限られていることから、長時間の駐
車を防ぐ高めの料金設定としたことで、利用が低迷し
ていることがあったものと考えております。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　そうなんです。今、部長がおっ
しゃられたように、短い駐車時間の割当てとこの料金
があまりにも高過ぎるということで、なかなかこのバ
スの乗降場、利用が進まなかったんですけれども、た
だ今月の１日から運用改善されたというふうに聞いた
んですけれども、その概要をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　令和４年度まで
利用が低迷していることを受けまして、沖縄県から那
覇市に呼びかけを行い、利用促進について意見交換を
行いました。また、那覇市において、バス事業者や旅
行会社に対し、利用促進に向けたアンケート調査を実
施したところです。県との意見交換、バス事業者等か
らのアンケート調査結果を踏まえまして、那覇市にお
いて今月１日から利用時間について、従来、午前10
時～午後８時までであったところ、午前８時半～午後
10時までに利用時間を延長し、利用料金について、
従来、入庫後20分は無料、それ以後20分ごとに1000
円であったところ、入庫後30分は無料、それ以後30
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分ごとに500円と見直し、運用改善を図ったところで
あります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　大分、運用の仕方が変わるとい
うことですけれども、ただ、私もこの運用改善された
後に見に行っているんですけれども、何度か、祝日も
平日もですけれども。バス１台も止まっていなかった
ですよ、改善されたにもかかわらずですよ。今後もし
かしたら、効果は出てくるかもしれないですけれど
も。ただ、運用改善で結果が伴わない場合っていうの
は、これは再度見直しをしていかなればならないと思
うんですけれども、今後、那覇市と定期的にこの運用
状況というのを確認しつつ、見直し等を行う必要があ
ると思います。また、今現状、数値目標というか、運
用率みたいなものが、目標設定が恐らくないと思うん
ですけれども、目標設定があったら、年間この12台
とか25台とかという数字にはならないと思いますの
で、そこの数字の目標も含めて、今後の県の取組につ
いてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　渋滞緩和対策と
して、那覇市におきまして、いわゆる乗降場としての
うれんプラザ横に乗降場を設置、また貸切りバスの待
機場として明治橋周辺に20台くらい設置しておりま
して、機能分担を図っているというところではありま
すけれども、今般、乗降場のみならず、一定期間の駐
車も可能にして利便性を高めようというところで、利
用料金とか時間を見直したというところであります。
引き続き、那覇市と定期的な意見交換を実施するとと
もに、今回関係事業者に、県と那覇市のほうで意見交
換を行っておりますので、そういった情報収集を引き
続き進めながら、那覇市と連携しながら利用促進に取
り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ぜひ、那覇市と定期的にこの運
用状況を見直ししながら、今、部長の答弁では答えら
れていなかったんですけれども、この目標数値という
ものもしっかり設定して、この運用状況というのを逐
次見守っていただいて、もし必要があるならば、その
都度運用を改善していくという形で取り組んでいただ
きたいと思います。よろしくお願いします。
　それでは次に、児童福祉行政についてでございま
す。
　(1)、･乳児院と児童養護施設の現状と課題について
お伺いいたします。

○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　県内には乳児院が１か所、児童養護施設が８か所設
置されており、令和５年４月１日現在、乳児院は定員
20人に対し15人、児童養護施設は定員349人に対し
285人が入所しております。家庭による養育力の低下
や地域社会の子育て機能の低下などを背景としまし
て、虐待を受けた児童や障害のある児童の入所が増加
しており、施設の専門性強化が必要とされているとこ
ろです。また、国の方針として、施設の小規模化や高
機能化、多機能化が進められておりまして、沖縄県で
も社会的養育推進計画に基づき、取組を進めていると
ころでございます。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ありがとうございます。それで
は、この乳児院と児童養護施設の入所者の推移という
ものをお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　乳児院、児童養護
施設の措置児童数は、平成21年度をピークに近年減
少傾向にございます。平成21年度末時点での入所児
童数は、乳児院が21名、児童養護施設が395名、令
和３年度末時点での入所児童数は、乳児院が９名、児
童養護施設が289人となっております。これは児童人
口自体が減少傾向にあるということもあるかと思いま
すが、より家庭的な環境で児童を養育することが望ま
しいという国の方針の下、里親等への委託が推進され
ているということも要因の一つとしてあるのではない
かと考えております。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　分かりました。ありがとうござ
います。数自体は減少しているということですけれど
も、ただ部長おっしゃるように、少子化の問題もあり
まして、受入れのこの入所児童というのは少なくなっ
てきてはいるんですけれども、ただ一方で、当然割合
としてはそこまで大きく変わっていないというふうに
思いますので、そこら辺を踏まえて取組を進めていた
だければと思います。
　それでは、この両施設から、里親なりまた養子縁組
なりされた割合というものをお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　件数のほうでお答
えをさせていただきたいと思います。
　児童福祉施設から里親へ変更になったケースにつき
ましては、令和３年度は９件ございました。児童福祉
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施設から養子縁組を行ったケースについては、令和３
年度はございません。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ありがとうございます。
　それでは、(2)の里親と養子縁組の現状とそして課
題についてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　令和４年３月31日
現在の県内の登録里親は306組、そのうち児童を受託
している里親は129組であり、委託している児童数は
178人となっております。里親による子供の養育は孤
立しがちであることから、里親が養育上の課題を家庭
内で抱え込まない体制整備に、引き続き取り組んでま
いります。
　養子縁組制度につきましては、令和３年度に児童相
談所を介して、３件の養子縁組が成立しております。
　県としましては、引き続き家庭養育優先の理念の実
現に向けまして、家庭での養育が望めない子供に対し
ては、養子縁組の検討を進めてまいりたいと考えてお
ります。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ありがとうございます。300人
の登録に対して、129世帯のところで178人のお子さ
んが預かられているという状況であるというふうに答
弁がありました。この数というのは、沖縄県の数です
けれども、他県と比較して多いのか少ないのか、そこ
ら辺の比較についてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　本県の要保護児童の里親委託率は、令和３年度末時
点で37.4％となっております。全国平均が23.5％で
ございますので、これを上回る状況であり、全国でも
４番目に高い里親委託率となっております。児童相談
所で取り扱った養子縁組については、全国的なデータ
がございませんので比較は困難という状況でございま
す。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　沖縄県は、この里親で委託され
る件数が全国で４番目に高いということで、非常にそ
こら辺の関心が高くて、社会的に子供たちを一緒に育
てていこうという気質もやはり高いということが分か
りました。この里親なんですけれども、里親制度は４
種類ございますよね。養育里親、あとは養子縁組里
親、そして専門里親と親族里親と４種類ありますけれ
ども、この中で、養育里親の育児休業の現状と課題に

ついてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　里親の育児休業に
つきましては、平成29年の改正育児休業法の施行に
伴いまして、これまで法律上の親子関係である実子と
養子のみが対象であった子供の範囲というのが、特別
養子縁組に向けて、監護期間中である子供や養子縁組
里親の委託期間中の子供についても対象に含められる
ことになりました。養育里親につきましては、実親等
の意向に反するために養子縁組里親となることができ
ない者に限って、育児休業の取得が可能とされている
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　多分、議場で聞いている方もこ
のインターネットで聞いている方も、なかなか分かり
にくいと思うんですけれども、先ほど私が申し上げま
した、要は養子縁組を前提とした、養子縁組里親以外
の３つの里親のこの制度では、要はこの法改正があっ
たとしても、育休は取れないということなわけです。
制度上ですね。沖縄県においても、例えば県の職員が
里親をしていて、例えば養子縁組を前提としていない
ような里親の場合には、お子さんが病気になっても病
休が取れない、小さいお子さんだったら育休が取れな
いというふうに、実子である場合と、または養子縁組
である子供さんたちと比べて、非常に不利益がやはり
大きいんじゃないのかなと。これだったら里親で、今
130名近く里親をやっていらっしゃいますけれども、
働きながらだと、里親ができないということにつなが
りかねないわけです。もちろんこれ、国の制度、法律
なので、これは沖縄県だけの問題じゃありません。こ
れ全国的にそうなんですけれども、ただ、やはりこれ
は問題ではないのかなと。これはもう沖縄県だけで
も、法律はありますけれども、条例で、養育里親も含
めて養子縁組を前提としない里親であったとしても、
育児休業や病休が取れるような制度というのをつくら
ないといけないと思いますけれども、見解をお伺いい
たします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　ごめんなさい、休
憩をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城　力 総務部長　失礼しました。
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　養育里親の育児休業等について、今、九州各県の条
例等を確認したところでございますが、議員おっしゃ
るように、限定されている部分があって、国と同様の
取扱いになっているところでございます。休暇制度等
については、均衡の原則等がございます。
　県としても、国や他県における育児休業制度等につ
いて、情報収集、意見交換等を行っていきたいと思い
ます。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　情報収集、行っていただくのは
もちろん大事なんですけれども、ただこれ、お子さん
が病気になったときに、要は育てているこの里親の方
が病休を取れないということなんです。なので、これ
全くひとしくないわけですよ。普通の一般の子供たち
と里子の子供たちで、言ったら、差別しているような
状況になっているわけですね。もちろんこれは国の法
律がこうなっているので、沖縄県だけが、という話で
はないんですけれども。ただ、これ児童福祉法では、
当然、全ての児童は保障されると、様々な権利が。保
障されて、愛される権利もあるということ。また、２
条で、全ての国民は、児童が良好な環境において生ま
れ、そして心身ともに健やかに育成されるように、保
護者は努めなければならないというふうにも書いてあ
るわけですけれども、この児童福祉法の２条の３項と
いうのは、どういうふうに書かれていますか、部長。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時12分休憩
　　　午後５時13分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○上原　快佐 議員　この３項では、そういった児童
福祉法の趣旨にのっとって、「国及び地方公共団体
は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やか
に育成する責任を負う。」というふうに書いてあるわ
けです。だから国や地方公共団体としては、この実子
であれ、養子であれ、里子であれ、ひとしくその子供
たちを養育するための責任があるわけですよ。そう
いった上では、早急にこの制度を、この沖縄県がまず
はリーダーシップを取って、県の職員を対象にです
ね。しっかり条例で整備していくということが必要に
なってくると思うんですけれども、いかがでしょう
か、部長。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　先ほど子ども生活福祉部長か
ら答弁がありましたように、従前は育児休業における
子供の範囲が実子、養子のみが対象であったところ、
平成29年に育児・介護休業法が改正されて、法律上

の親子関係を結ぶ前提がある特別養子縁組の監護期間
中である子、養子縁組里親の委託期間中の子について
も対象となって拡充されたというまず前提があって、
養育里親についても法改正の趣旨を踏まえて、養子縁
組里親となることを望みつつも、実親等の反対によっ
てやむを得ず養子縁組里親になることができない職
員、これについては限るということで、育児休業が取
得できるようになったところでございます。そのほか
の里親等についての法的な位置づけとか実情とか、こ
の辺りは子ども生活福祉部のほうとも意見交換をしな
がら、今後の法制度の検討に向けて、少し検討させ
て、研究させていただければと思います。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　研究、検討も大事ですけれど
も、しっかりといつまでにと、子供はどんどん大きく
なりますので。この里親の皆さんの制度というのを
しっかり拡充していかないと、今後、働きながら里親
をやりたいという人がなかなか出てこないということ
にもなりかねないので、お願いしたいと思います。
　子ども生活福祉部長。児童福祉を担当する所管の部
署として、この沖縄県の現状、この制度、今整ってい
ない状態ですけれども、見解をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　養子縁組であって
も、養育里親であっても、子供を養育しているという
状況は同じであるというふうに認識をしております。
ただ、この育児休業法といいますのが、子供の福祉の
観点というよりは、働く親御さんの雇用関係や労働関
係を整えるという趣旨の法律でございますので、そう
いった観点からも議論というか、問題点を整理をして
いく必要があると思っております。
　子ども生活福祉部としては、里親制度の推進をする
という立場もございますので、ただ、養育里親という
のが非常に期間が限定的であったりというような、今
認められている――実親の反対等によって養子縁組里
親となることができないというような条件について
も、どのような整理をすればいいのかというのが非常
に難しい課題があるというふうに考えております。そ
ういったところを関係部局で調整、検討をする必要が
あると考えております。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　先ほど、130組、178人のお子
さんが今沖縄県内で委託されているということですけ
れども、この人数からすると、沖縄県の関係の職員の
皆さんがこの育児休業を取ったとしても、そこまで業
務に影響はほぼないと思います。なので、そこはしっ
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かり担当部署の皆さん協議して、研究するのは大事な
んですけれども、いつまでをめどにとか、しっかりと
期間を決めて――ずっと今後10年も20年も同じ検討
をしても困るので、しっかり期限を決めて制度をしっ
かりつくるようにお願いしたいと思います。
　それでは次に２番目、ＧＸ（グリーントランス
フォーメーション）についてでございます。
　(1)、2030年温室効果ガス排出削減目標について、
現状と課題及び方向性をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県では、第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画にお
いて、2030年度までの中期目標として、県内の温室
効果ガス排出量を2013年度比で31％削減することを
掲げています。最新の統計値である2020年度の県内
の温室効果ガス排出量は1143万トンで、2013年度か
ら9.3％減少しているという状況にあります。本県に
おきましては、再エネ電源比率が低いことや、運輸部
門からの排出割合が高いことが主な課題となっており
ます。
　県としましては、この第三者所有モデルによる太陽
光発電の導入拡大や電動車の普及促進など、同計画で
掲げた各種施策を着実に推進していくこととしており
ます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　今、答弁がありましたけれど
も、なかなか厳しい現状ですね。ただ、沖縄県とし
ては、原発もない中で、最大限努力されているとい
うのは十分承知しているんですけれども、ただ、国
の2030年目標というのはあくまでカーボンハーフな
わけですよ。この本年３月に改定された第２次沖縄
県地球温暖化対策実行計画においては、削減目標が
31％となっていますけれども、この国の目標のカー
ボンハーフに対して、31％となっているのはなぜな
のか、伺います。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　今年、令和５年３月に、こ
の中期目標を見直したところですけれども、先ほど議
員のほうからも御指摘もありましたけれども、見直し
に当たりましては、国の46％削減目標というものに
可能な限り整合を図るというような一方で、本県の地
域特性というものを十分に考慮したという部分があり
ます。それにつきましては、人口や観光客の増加に伴
う活動量の増加が見込まれること、それから地理的に
本土の電力系統と電力を融通することができないこ

と、それから地形的に大規模水力発電に適した河川が
ないことでありますとか、それから電力需要規模から
原子力発電の設置がなく、また火力発電に頼らざるを
得ない電源構成になっているということ、あるいは吸
収源としての管理森林の面積等も小さいといったよう
なことがありますので、それらを考慮した上で、各種
施策によって達成できる目標として31％という形の
目標を掲げたところでございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　環境部として最大限に取組を進
めていることは評価いたしますけれども、ただ、あく
までカーボンハーフが目標でありますので、そこは
しっかり認識をしていただいて、引き続き御努力をお
願いしたいと思います。
　それでは次に、蓄電池と自然エネルギーの現状及び
課題についてお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　本県の再生可能エネルギー電源比率は、2021年度
末時点で11.1％、前年度比で2.9ポイント増となって
おり、主な要因は中城バイオマス発電所の稼働による
ものでございます。再エネ導入拡大に当たっての課題
としましては、大規模水力発電や地熱発電がないこ
と、また、一定規模以上の風力発電設備の新規設置が
難しいこと等があります。再エネ普及拡大に欠かせな
い蓄電池につきましては、一般的に高価であること等
により普及が進みにくいことから、県では、離島にお
ける第三者所有モデル事業への補助を実施し、太陽光
発電や蓄電池の導入拡大に取り組んでいるところでご
ざいます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　ありがとうございます。
　今、様々な取組を紹介していただきましたけれど
も、この沖縄県の再生可能エネルギーの比率であると
か、どの部門の排出割合が大きいのかって見てみる
と、やはり運輸部門というのがかなりの比率を占めて
いることが分かります。その運輸部門の排出ガスを削
減するためにも、一つの方策として、電気自動車の普
及があると思うんですけれども、ただそれを普及させ
るためには、インフラをしっかり整備しないといけな
いということで、このインフラ整備の目標及び関連補
助金の拡充がネックになってくると思うんですが、そ
の見解をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
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○多良間一弘 環境部長　運輸部門からの温室効果ガ
スの排出量が高い本県におきましては、御指摘のとお
り、電動車の普及、それから充電インフラの整備の促
進というものが重要であるというふうには考えており
ます。県内におきましては、民間事業者によりまし
て、充電設備の初期費用や維持管理費用を無料とし
て、利用者からの料金徴収で収益を上げるビジネスモ
デルによって、充電設備の設置というものが進められ
ているところです。
　こうした状況も踏まえまして、県としましては、民
間における電動バスの導入、それからその専用充電設
備の設置への補助といったものの施策を進めていると
ころであります。ですから、民間におけるこの事業者
との取組と県の電動バスへの取組、これらを両輪で進
めることで、充電設備の環境の整備を促進していきた
いと考えております。また、国におきましても、高速
道路のパーキングエリアでありますとか商業施設、そ
ういったところにおきまして充電設備の設置に関する
補助金というものが交付されているものというふうに
承知しております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　今、民間の事業者の取組を紹介
していただきましたけれども、もちろん民間と協力し
て行政もしっかり対応していくことは大事であります
けれども、国が今年の２月に示したロードマップで
は、2025年までに少なくとも100か所の脱炭素先行
地域を選定して、各府省庁も活用することでＧＸの社
会実装を後押しするとしておりますけれども、本県と
してはこの国の方針に対して、どのようなアプローチ
をしていくのかお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　国のほうで進められております地域脱炭素ロード
マップにおきましては、2030年までに――今議員か
らもお話がありましたように、100か所以上創出する
ということになっておりますけれども、この脱炭素先
行地域につきましては、これまでに３回の公募により
まして、全国で62の地域が選定されているところに
なっております。県内からは、昨年度、令和４年度に
与那原町が選定されているところでございます。この
先行地域の公募については、今後も予定されておりま
して、県では、県内市町村の脱炭素への取組を支援し
て、県内市町村の応募を促していくために、この選定
要件の一つとなっております温暖化対策計画の策定方
法、こういったものに関するセミナーなどを実施して

いるところです。こういったセミナーなどを環境省と
共催で開催するという形で取り組んでいるというとこ
ろでございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　カーボンハーフはもう沖縄県、
県だけではやはり実現は難しいので、しっかり市町村
と、今、与那原の事例も紹介がありましたけれども、
市町村と連携して2030年のカーボンハーフをぜひ目
指していただければと思います。
　次に３番、避難行動要支援者への対応についてでご
ざいます。
　(1)、台風６号による避難行動要支援者の被害状況
をお伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　市町村においては、災害対策基本法に基づき、要配
慮者のうち災害時に自ら避難することが困難な者につ
いて、避難行動要支援者名簿を作成する義務がござい
ます。この名簿を作成しまして、避難支援や安全、安
否確認等に活用しているところでございます。県で
は、災害時における重傷者や軽傷者等については、市
町村等より状況の報告を受けて集約をしております
が、避難行動要支援者名簿に基づく要支援者の被害状
況については把握はしておりません。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　それでは、この市町村の情報を
一元管理して広域的にサポートする体制はあるのかお
伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　市町村が作成しま
した避難行動要支援者名簿は、原則としまして本人の
同意を得た上で、消防機関や民生委員、自主防災組織
等の避難に際しての支援を行う関係者に対して提供す
ることができるとなっております。また、市町村は当
該名簿に基づきまして、要支援者一人一人ごとに個別
避難計画を作成するように努めなければならないとさ
れており、県では、市町村の個別避難計画の作成等に
関して助言をし、要支援者が迅速かつ適切に避難でき
るように支援をしているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　市町村が一義的にやることはい
いんですけれども、市町村にただ任せっきりではいけ
ないと思うんですね。避難行動要支援者の、この一時
避難場所というのは、全県的に確保されているんで
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しょうか。そしてまた、当事者に周知徹底されている
のか、お伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。　
　市町村においては、災害等発生時に避難行動要支援
者が避難する場所として、一般避難所及び福祉避難所
を設置しております。令和４年12月１日現在で、指
定一般避難所の設置数は33市町村で652施設、福祉
避難所の設置数は27市町村で197施設となっており
ます。一部の市町村においては避難所が未設置である
ことから、県では市町村担当者会議の開催やアドバイ
ザーの派遣等を行いまして、避難所の設置について支
援を行っているところでございます。また、避難所の
周知につきましては、平時、事前においては、市町村
のホームページや広報誌等を活用して周知を図ってい
るところでございます。また、災害発生時におきまし
ては、防災無線や消防機関、または県のホームページ
等に掲載するなどして周知を図っているところでござ
います。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　それでは、医療的ケア児等の機
械による生命維持が必要な方の支援体制についてお伺
いいたします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　台風の影響による
停電の長期化によりまして、人工呼吸器等が必要な医
療的ケア児等の電源確保等に今回課題があったという
ことで、県では市町村長に対し通知文を発出し、一般
避難所及び福祉避難所の非常用発電機等の設置促進を
求めたところでございます。また、常時電源確保が必

要な医療的ケア児が各地域にどの程度いるのか等の実
態調査を現在実施しているところでございまして、こ
の調査結果を踏まえ、市町村や関係機関と連携して災
害時における医療的ケア児への支援体制の強化に努め
てまいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　今、部長がお答えになったよう
に、非常用電源、バッテリー等々ありますけれども、
ただ、これ値段が結構高価であるというのと、あと
買ったはいいんだけれども、しばらく使わなかったら
機械として使えないという状況が生まれるんです。年
に何回か動かすとかしないと、使えなくなってしまう
んです。そういった状況も踏まえて、一昨年、県とホ
テル組合が大規模災害時における避難協定を締結した
んですけれども、これ大規模災害じゃないと使えない
わけですよね、法律で。これを柔軟運用して、こう
いった台風でも使えるような対応を視野に入れた対
応、検討が必要じゃないかと思うんですけれども、今
後そこはしっかり検討していただいて、そういった医
療的ケア児も含めて、停電のときに生命維持が必要な
方々が心配ないような体制を、ぜひ県としても取り組
んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程は、これで全部終了いたしました。
　次会は、明11日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時33分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月11日

（第８号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





議　　事　　日　　程　第８号
令和５年10月11日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで（質疑）
第３　乙第16号議案及び乙第17号議案（知事説明、質疑）
第４　陳情第138号の付託の件

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第５号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第４号まで

甲第５号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県ふるさと寄附金基金条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第７号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第８号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第９号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第10号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第11号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第12号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
乙第13号議案　那覇港管理組合規約の一部変更について
乙第14号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
乙第15号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
認定第１号　令和４年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認定第２号　令和４年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認定第３号　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
認定第４号　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について

日程第３　乙第16号議案及び乙第17号議案
乙第16号議案　専決処分の承認について
乙第17号議案　専決処分の承認について

日程第４　陳情第138号の付託の件
･

出　席　議　員（48名）
･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員

２　番　　喜友名　智　子　議員
３　番　　島　袋　恵　祐　議員
４　番　　玉　城　健一郎　議員

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和５年10月11日（水曜日）午前10時開議

‒･295･‒



･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員
･ 18　番　　當　間　盛　夫　議員
･ 19　番　　金　城　　　勉　議員
･ 20　番　　新　垣　　　新　議員
･ 21　番　　下　地　康　教　議員
･ 22　番　　石　原　朝　子　議員
･ 23　番　　仲　村　家　治　議員
･ 24　番　　平　良　昭　一　議員
･ 25　番　　仲　村　未　央　議員

26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
39　番　　玉　城　ノブ子　議員
40　番　　西　銘　純　恵　議員
41　番　　渡久地　　　修　議員
42　番　　瑞慶覧　　　功　議員
43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
照　屋　義　実　　副 知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
島　袋　芳　敬　　政 策 調 整 監
溜　　　政　仁　　知 事 公 室 長
宮　城　　　力　　総 務 部 長
金　城　　　敦　　企 画 部 長
多良間　一　弘　　環 境 部 長
宮　平　道　子　　子ども生活福祉部長
糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

宮　城　嗣　吉　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
松　田　　　了　　企 業 局 長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
名渡山　晶　子　　会 計 管 理 者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教 育 長
鎌　谷　陽　之　　警 察 本 部 長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
茂　太　　　強　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長

儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第５号議案、乙第１号議案から乙第
15号議案まで及び認定第１号から認定第４号までを
議題とし、質疑に入ります。

　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　瀬長美佐雄議員。
　　　〔瀬長美佐雄　議員登壇〕
○瀬 長 　 美 佐 雄  議 員 　ハイサイ　グスーヨー･
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チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　一般質問を行います。
　１、米軍基地問題と新建議書実現の取組。
　(1)、･辺野古新基地建設は認められない。
　ア、辺野古新基地埋立ては、工事着手時から、国が
横暴勝手な工事を進めてきたのではないか。この間の
沖縄県が発した行政指導の内容や回数、政府の対応へ
の見解を問う。
　イ、設計変更申請を受け、90メートルの軟弱地盤
の地盤改良工事やＢ27地点の強度など、公有水面埋
立法による審査状況及び不承認の判断に至った理由を
問います。
　(2)、･普天間基地の危険性の放置は許されず、閉
鎖・返還の実現は急務です。
　ア、1995年に少女暴行事件が発生した。基地被害
と米兵らの犯罪に苦しめられた沖縄県民の怒りが爆発
し、米兵の少女暴行事件抗議集会に県民が結集した。
県民世論を背景とした県民ぐるみの闘いが、日米両政
府を追い詰め、普天間基地返還合意につながったので
はないか。見解を問う。
　イ、抗議集会が求めたことは何か。その要求に日米
両政府は応えているか。米軍基地や米軍関係者の刑法
犯罪件数、県民の被害状況は改善されているのか伺い
ます。
　(3)、･他国地位協定調査について、ヨーロッパ等他
国地位協定と日米地位協定の違いは何か。日米地位協
定改定に向けた取組状況を問う。
　(4)、･敵基地攻撃能力の増強による抑止力の強化を
日本政府は強行している。これは、武力による威嚇で
あり、憲法違反ではないか。長距離射程のミサイル配
備は専守防衛政策と矛盾し、沖縄を再び戦場にするも
のです。軍拡政策に反対すべき。見解と新建議書実現
の決意を問う。
　２、デニー県政の地域外交について。
　(1)、･知事の国連人権理事会での発言や人権理事会
等の関係者らとの対話で、日米政府の沖縄県民への人
権侵害に関する理解が深まった様子が報道から伺え
る。引き続き、国際社会への継続的な働きかけが重要
と思う。具体的な方向性を問う。
　(2)、･地域外交基本方針に係る取組。
　ア、沖縄県が目指す地域外交の在り方、計画を策定
するに当たり、沖縄とアジアの様々な結びつきの現状
を調査、掌握、地域外交を県民ぐるみで進めるため県
民から意見を募集する取組を求めてきました。進捗を

伺う。
　イ、ＡＳＥＡＮ関連の会議や国連アジア本部機能の
誘致について進捗と課題を伺う。
　３、世界のウチナーンチュセンター（仮称）整備の
促進、具体的な検討状況及び課題を問う。
　４、県産電気自動車（ＥＶ）開発生産に係る沖縄県
の取組について。
　県内企業の電気自動車（ＥＶ）の開発生産は、ＳＤ
Ｇsの推進や雇用拡大等においても期待される。アジ
ア市場を視野に入れた発展が期待される分野として、
沖縄県の産業発展へとつながる支援の強化が求められ
ています。支援制度の拡充などの取組を問う。
　５、台風時など長時間の停電等への対策強化につい
て。
　(1)、･在宅療養をする難病患者や医療的ケア児等の
災害時の対応、特に電源の確保は命に関わる課題とし
て強化すべきです。対象人数や現状の掌握状況を伺い
ます。
　(2)、･在宅療養者非常用電源確保事業の予算と執行
状況、拡充が必要ではないか問う。
　(3)、･市町村実施の日常生活用具の給付に発電機等
の追加を推進する財政支援を求める。
　６、児童相談所について。
　(1)、･里親委託解除に対する調査報告書の提言、第
三者委員会の設置等の実践状況を問う。
　(2)、･児相の措置に伴う子供や保護者らの、ケアが
必要な方々がいます。その対処方を問う。
　(3)、･職員の増員を求める。職員体制の全国との比
較、研修の強化など質の向上策を問う。
　７、高校生出前講座に参加した際に、片道1000円
かかる通学バス賃の支援、無料化を求める切実な声を
伺いました。通学に係るバスやモノレール料金の無料
化拡充を求め、取組状況も伺います。
　８、琉球人遺骨の返還について。
　琉球遺骨返還請求訴訟の判決と付言の内容、これに
関する見解、付言に基づく適切な解決として、世界の
潮流を踏まえ、遺骨を返還すべきではないか。
　９、我が党の代表質問との関連はありません。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○瀬長　美佐雄 議員　失礼しました。
　１(1)の辺野古新基地建設は認められないのウ、政
府の埋立申請時に、沖縄県は約２兆5500億円と試算
した。予算執行は既に4300億円を超えている。県の
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試算で現時点での総事業費の見込額を問う。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　本日もどうぞよろしくお願いいたします。
　瀬長美佐雄議員の御質問にお答えいたします。
　米軍基地問題と新建議書実現の取組についての御質
問の中の(3)、他国地位協定と日米地位協定との違い
等についてお答えいたします。
　平成29年度から県が実施している他国地位協定調
査により、ドイツ等ヨーロッパの４か国、オーストラ
リア及びフィリピンでは、自国の法令を米軍に適用さ
せ、米軍の活動をコントロールしていることを確認し
ております。
　沖縄県としては、米軍基地から派生する諸問題を解
決するためには、地位協定を抜本的に見直す必要があ
ると考えており、機会あるごとに政府に要請を行って
おり、また、全国知事会でも、平成30年及び令和２
年に同協定の抜本的な見直しを含む新たな提言が、全
会一致で決議されております。
　沖縄県としては、引き続き、様々な団体と連携を深
めるとともに、トークキャラバンやシンポジウム等を
通して日米地位協定の問題、課題を説明し、その解決
に向けた関心を高めることで、国民的な議論の喚起を
図り、同協定の見直しに向けて取り組んでまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題と新建議
書実現の取組についての中の(1)のア、行政指導の内
容、回数及び国の対応についてお答えいたします。
　県としては、これまで41回にわたり、工事の中止
及び原状回復などを指導してきたところであります
が、国は、県の指導に従わず工事を継続しておりま
す。
　同じく１(1)のウ、県の試算についてお答えいたし
ます。
　県は、平成30年に、承認願書の資金計画書で示さ
れた額等を基に、辺野古新基地完成までの埋立工事に
要する費用を概略で算定し、最大２兆5500億円かか
るものと試算したところでありますが、同試算額は、
国から出された資料に基づいて機械的に算出したもの

であります。埋立変更承認申請の資金計画書で設計変
更後の埋立工事に関する費用が示されておりますが、
令和２年４月の申請以降の建設工事費の急激な上昇、
あるいは埋立工事の進捗状況等を踏まえますと、国が
現在示しております総事業費9300億円を超えること
は想定されますが、今後、分析を進める必要があるも
のと考えております。
　同じく１(2)のア、普天間飛行場返還合意の背景に
ついてお答えいたします。
　平成７年の米軍人による少女暴行事件を契機に、同
年開催された沖縄県民総決起大会は、沖縄の米軍基地
問題について、かつてないほど世論を喚起し、特に日
米両政府に対して、沖縄の過重な基地負担を再認識さ
せるきっかけとなったものと考えております。同大会
は、普天間飛行場の全面返還等を内容とするＳＡＣＯ
最終報告など、基地負担軽減策の基礎につながったも
のと認識しております。
　同じく１(2)のイ、抗議集会の決議とその後の状況
についてお答えいたします。
　平成７年の沖縄県民総決起大会においては、日米地
位協定の早急な見直し、基地の整理縮小の促進、米軍
人の綱紀粛正と米軍人、軍属による犯罪の根絶、事件
の被害者に対する謝罪と完全な補償の４項目が決議さ
れ、後日、要請団が総理等へ強く抗議し、基地問題の
解決を訴えております。しかしながら、日米地位協定
は一度も改定されず、現在も全国の約70.3％の米軍
専用施設が集中し続け、米軍関係の事件・事故は後を
絶ちません。また、被害者補償については、被害者の
迅速かつ十分な補償を図るため、日米両政府の責任に
おいて補償が受けられるよう求めております。
　県としては、引き続き、目に見える形で過重な基地
負担の軽減が図られるよう取り組んでまいりたいと考
えております。
　同じく１(4)、反撃能力への見解及び新たな建議書
の実現について。
　反撃能力の保有については、憲法第９条の趣旨への
政府見解との問題のほか、従来の専守防衛方針との整
合性などの課題が指摘されており、国会における議論
が十分ではないと認識しております。
　県としては、反撃能力を有する装備の県内への配備
が計画される場合には、これに反対するものであり、
去る６月に、防衛大臣に対し、反撃能力を有する装備
の本県への配備は行わないことなどを要請したところ
です。また、去る８月に開催された軍転協の総会にお
いても、同様の要請を行うことを決議しております。
今後も引き続き、政府に対し、新たな建議書で求めた
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平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成に取り
組むよう強く求めてまいります。
　次に２、デニー県政の地域外交についての中の
(1)、国連訪問後の具体的な方向性についてお答えい
たします。
　今回面談した特別報告者等からは、沖縄への調査訪
問を希望するなど前向きな意見や国連への調査依頼の
具体的方法についても、御意見をいただきました。
　県としては、国連関係者の沖縄への招聘に取り組む
とともに、継続的な情報交換を行うなど、関係構築に
努めていきたいと考えております。
　同じく２(2)のア、現状調査と意見募集の進捗につ
いてお答えいたします。
　県では、去る９月21日に１回目の沖縄県の地域外
交に関する万国津梁会議を開催し、本県がアジア諸
国・地域との間で積み重ねてきた様々な結びつきの経
緯や海外とのＭＯＵ締結など、現在、各部局が取り組
んでいる国際的な事業を確認した上で、沖縄が目指す
べき地域外交の在り方等、御意見を聴取したところで
す。今後は、引き続き万国津梁会議を開催するととも
に、来年１月から２月にかけてパブリックコメントを
実施し、県民の皆様から御意見を伺うこととしており
ます。
　同じく２の(2)のイの中の、ＡＳＥＡＮ関連の会議
の誘致についてお答えいたします。
　県では、アジア太平洋地域平和連携推進事業におい
て、今年度、シンガポールやタイなどのＡＳＥＡＮ加
盟国を重点調査対象とし、連携に向けて取組を進める
考えです。今後、アジアにおける安全保障や国際協力
等の有識者へのヒアリングを行うこととしており、ヒ
アリングを通して課題を把握し、ＡＳＥＡＮ関連会議
の誘致の可能性を含めて検討してまいりたいと考えて
おります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、米軍基地問題と新建
議書実現の取組についての(1)のイ、公有水面埋立変
更承認申請の不承認理由についてお答えいたします。
　県では、変更承認申請書について、公有水面埋立法
への適合状況を確認するため、沖縄防衛局に対して、
延べ39項目452件の質問を行いました。沖縄防衛局
の回答を踏まえ、公有水面埋立法への適合性につい
て、厳正に審査した結果、「環境保全及び災害防止に
付き十分配慮せられたるものなること」等の要件に適
合しないと判断し、令和３年11月25日に不承認とす

る処分を行ったものです。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、デニー県政の地域外交に
ついて(2)のうち、国連アジア本部機能誘致の進捗と
課題についてお答えいたします。
　県では、アジア太平洋地域のさらなる発展と持続的
安定に貢献するため、平和発信拠点としての認知を深
める観点から、国内外に向けた平和を希求する「沖縄
のこころ」の発信などに取り組んでいるところです。
国際機関等の誘致に向けては、これらの平和発信拠点
の形成に係る取組を踏まえながら、関係部局と連携し
て求める機能の整理を行い、対象となる機関について
検討してまいります。また、誘致に際しては、相応の
財政支援等が不可欠であり、負担の在り方の検討のほ
か、国際航空路線などの交通アクセスの充実、外国人
職員等の生活環境の確保など、受入れ環境の整備の充
実が必要であると認識しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　３、世界のウチ
ナーンチュセンター（仮称）整備の促進、具体的な検
討状況及び課題のうち(1)、世界のウチナーンチュの
交流拠点についてお答えいたします。
　県では、人的ネットワークの継承、情報発信と集
約、交流促進、相談窓口、歴史継承の５つの機能を総
合的に担うウチナーネットワークコンシェルジュをＪ
ＩＣＡ沖縄と連携して令和３年４月に設置し運営して
おります。世界のウチナーンチュの交流拠点について
は、求められる機能、在り方の検証などが課題となっ
ております。このため、交流拠点の設置を要請してい
る世界ウチナーンチュセンター設置支援委員会と意見
交換を行い、必要な機能を精査した上で、ＪＩＣＡ沖
縄と連携し、既存施設の活用を含め、現在のウチナー
ネットワークコンシェルジュの機能を拡充しつつ、そ
の設置に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、ＥＶ開発生産におけ
る県の支援についてお答えします。
　県では、生産技術の高度化や新たな産業創出を図る
ため、平成23年度から県内のＥＶ開発事業者の取組
を支援してまいりました。具体的には、県の素形材産
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業振興施設の活用や、県及びうるま市等の支援の下、
ＥＶ開発事業者が主体となり、車体や動力系統等の研
究開発を行い、現在、当該ＥＶはホテルや公園、離島
地域等で活用されております。
　県としましては、県産ＥＶの事業化は、環境配慮や
雇用創出等の面からも意義ある取組と考えており、開
発事業者等のニーズを踏まえ、今後のさらなる支援を
検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　５、台風時など長時間の
停電等への対策強化についての(1)のうち、難病患者
等の災害時の電源確保等についてお答えします。
　県では、在宅で療養する人工呼吸器を装着した指定
難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の停電時におけ
る安全確保のため、バッテリーや自家発電機を無償で
貸与する難病患者（児）人工呼吸器用外部バッテリー
等貸与事業を実施しております。人工呼吸器を装着し
た在宅の難病患者等は、現在、県内に229名おり、各
保健所において医療費助成申請等の機会を利用し、療
養状況の把握や事業の周知に努めております。
　同じく(2)、在宅難病患者等への非常用電源確保に
係る予算等についてお答えします。
　難病患者（児）人工呼吸器用外部バッテリー等貸与
事業の令和４年度の予算額は、352万1000円となっ
ており、全額執行しております。本事業では、防災意
識の高まりなどから申請件数が増加しておりますが、
申請者全員に対して貸与ができない状況となっており
ます。そのため、予算を増額し、令和５年度の当初予
算額は、489万9000円となっております。
　県としましては、希望する方へ貸与ができるよう、
引き続き予算の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　５、台風時など長
時間の停電等への対策強化についての(1)のうち、医
療的ケア児等の災害時の対応についてお答えいたしま
す。
　台風の影響による停電の長期化により、人工呼吸器
等が必要な医療的ケア児等の電源確保等に課題があっ
たことから、県は、市町村長に対し通知文書を発出
し、一般避難所及び福祉避難所の非常用発電機等の設
置促進等を求めたところです。県内の医療的ケア児
は、令和５年４月１日時点で468人となっており、そ

のうち常時電源確保が必要な医療的ケア児が各地域に
どの程度いるか等の実態調査を実施しているところで
あり、調査結果を踏まえ、市町村や関係機関等と連携
して、災害時における医療的ケア児への支援体制の強
化に努めてまいります。
　同じく(3)、日常生活用具給付等事業の財政支援に
ついてお答えいたします。
　障害者総合支援法において、市町村は、区域におけ
る障害者等の生活の実態を把握した上で必要な地域生
活支援事業等を行うこととされており、日常生活用具
給付等事業の対象は、実施主体である市町村が地域の
実情等に応じて定めております。
　なお、県では、全国知事会や九州各県保健医療福祉
主管部長会議を通して、国において地域生活支援事業
に要する十分な財政支援措置を講ずるよう、要望を
行っているところでございます。
　６、児童相談所についての御質問の中の(1)、調査
報告書の提言への対応についてお答えいたします。
　最終報告書では、子供の気持ちを中心としたソー
シャルワークの必要性や里親との対等・協働関係に向
けた意識の改善、組織的マネジメントの強化等につい
て提言をいただきました。
　県では、子供の意見表明を受け止める仕組みを令和
６年度より本格的に実施するため、アドボケーターの
養成、関係機関との調整等に取り組んでおります。ま
た、里親支援事業の民間委託をさらに進め、包括的に
里親家庭を支援するため、令和６年度中の里親支援セ
ンター設置を目指し、他県等の情報収集や関係機関等
との調整を進めているところであります。さらに、当
該事案の教訓を踏まえ、困難事案については、嘱託
医、外部専門家等から助言を積極的に受け入れるとと
もに、本庁・児童相談所が連携して対応していくこと
としています。
　同じく(2)、子供や保護者へのケアについてお答え
いたします。
　児童相談所が子供の施設入所等の必要な措置を取っ
た場合に、親子分離となることや慣れた環境から引き
離されることで子供とその保護者の双方に精神的な負
担が生じる懸念があります。ケアが必要な子供につい
ては、施設の心理士等による支援を行っているところ
です。保護者に対しては、児童相談所や市町村等関係
機関が連携し、必要な支援につないでおります。
　同じく(3)、児童相談所の職員体制についてお答え
いたします。
　本県の児童福祉司については、令和４年４月現在、
人口２万8220人に１人の配置で、全国平均２万1813
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人に１人と比べ、少ない配置状況となっております。
また、職員のさらなる資質向上を目指し、児童福祉司
任用後研修、スーパーバイザー研修等を実施しており
ます。今後も受講の機会の確保に努めるなど、専門性
の強化を図ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　７、通学費の無料化拡充の取組
状況についてお答えいたします。
　県は、令和２年度から子供の貧困対策として高校生
のバス・モノレール通学費無料化を実施したところで
す。これまで、通学区域が全県域の中学校及び要件を
満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し、令和
４年度には約5000名を認定しております。令和５年
度は、高額通学費が原因で進学等を断念することがな
いよう、中間所得層までの生徒の通学費の一部補助を
開始しております。引き続き、生徒が安心して学業に
励むことができるよう、教育環境の整備に取り組んで
まいります。
　続きまして８、琉球人骨の取扱いについてお答えい
たします。
　台湾大学から移管された琉球人骨につきましては、
台湾大学、今帰仁村教育委員会、県教育委員会が締結
した移管に伴う協議書に従い、適切に保管してきたと
ころであります。
　今後、県教育委員会としましては、今帰仁村由来と
される人骨を今帰仁村教育委員会へ引き渡す準備を進
めるとともに、今帰仁村以外の採集場所が確認できた
人骨については、当該市町村教育委員会との調整を行
う予定であります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　答弁ありがとうございまし
た。
　まず辺野古新基地建設についてですが、県による行
政指導を無視して強行されてきた事実を見れば、日本
政府こそが法治国家に値しないことは明らかです。沖
縄県が不承認の判断に至ったことは、誰もが理解でき
る正当な判断です。政府は、新基地建設を代執行し
て、埋立工事を強行するつもりですが、私はこの埋立
強行が政府自ら工事の不当性を証明し、墓穴を掘るこ
とになると思います。沖縄県は、軟弱地盤と砂杭工法
の問題点、不同沈下や活断層との関係を指摘していま
す。埋立工事を強行すると、どういう事態に直面する
のか伺います。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時33分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　軟弱地盤の存在につきましては、変更承認申請に当
たりまして審査をしているところでございます。これ
の存在によりまして、災害防止につき十分配慮されて
いないということを判断しまして、不承認とする処分
を行ったものでございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　辺野古の新基地建設費につい
て、国民の税金で埋立事業を行う以上、国民の理解と
納得が必要です。辺野古工事の予算計上額、工事の進
捗率、大浦湾側の埋立てに係る事業費を伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　予算計上額についてお答
えをいたします。
　沖縄防衛局の資料によりますと、平成18年～令和
５年度までの普天間飛行場代替施設建設事業の年度ご
との予算額を単純に合計いたしますと、約１兆3196
億円となります。
　次に、進捗率ですが、沖縄防衛局に投入土砂量を確
認したところ、８月末時点における埋立ての進捗は、
埋立て全体に必要な土砂量に対して、約15.2％と推
定をされるところでございます。
　次に、大浦湾側だけの事業費についてでございます
が、沖縄防衛局に確認いたしましたところ、大浦湾側
に係る経費のみを区分して算出していないと回答が
あったところでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　赤嶺政賢衆議院議員が防衛省
から入手した今年度までの額が、先ほどの答弁でも明
らかにされましたように、１兆3196億円です。埋立
設計変更時に9300億円と申請した額の1.5倍もの税金
が既に投入されている。さて、何年かかるのか、幾ら
事業費が見込まれるのか。設計変更申請時の工期は
12年、埋立ては現在15％、土砂投入から７年の経過
を単純計算すると、残り85％の埋立てだと約５倍か
かります。35年の工期、６兆5980億円になります。
こんな税金の無駄遣いを許していいわけはありませ
ん。現時点で、新基地建設計画にどれだけの税金が必
要なのか、政府に求め、国民に対する説明責任を果た
してもらうべきだと思いますが、どうでしょうか。
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○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　変更後の事業費等につきましては、引き続き沖縄防
衛局に資料の提供を求めてまいりたいと考えておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　もう技術的にも無理な埋立工
事は断念すべきです。県の不承認の理由を審理せずに
国に加担した最高裁の判決の不当性もまた工事の強行
とともに明確になります。知事の不承認の決定の正し
さは必ず証明されます。知事、共に頑張りましょう。
　さて、普天間基地について、10・21沖縄県民総決
起大会は、８万5000人が集い、嘉数知賢沖縄県議会
議長が実行委員会委員長を務めました。文字どおりの
島ぐるみの結集で日米両政府を追い詰めた、歴史的な
集会でした。二度と極悪非道の事件、犯罪を繰り返さ
ないと政府に訴えたにもかかわらず、米軍関係の事
件・事故は増大しています。抗議集会後の米軍関係の
航空機事故の重大事故、刑法犯罪の発生状況について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　大会後の重大事故というこ
とでお答えいたします。
　まず、大会の前、平成７年に少女暴行事件が発生
し、その後、平成16年に発生した普天間飛行場所属
のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落・炎上した事故
がございます。また、平成28年にはうるま市におい
て、米軍軍属による女性暴行殺人事件が、平成31年
に北谷町において、米海軍兵による女性殺人事件など
が発生しているということでございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　基地があるゆえの事件・事
故・犯罪は、もう繰り返されていると。ちなみに政府
は、５年以内の運用停止を県民に約束いたしました
が、アメリカ政府に運用停止を求めているのか伺いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　日米の間で５年以内の運用
停止を求めたかということについては、ちょっと承知
をしていないところでございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　その兆しはないと思います

が、日米地位協定改定について、沖縄県はいつから政
府に求めてきたのか。米国政府に日米地位協定改定を
求める交渉を日本政府は行っているのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　改定につきましては、まず
平成７年に10項目について見直しを要請したところ
です。その後、12年には11項目17事項、平成29年に
は平成12年以降の状況の変更を踏まえ、11項目28項
目の要請を行ったというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　他国地位協定との違いは、文
字どおり国内法が適用されていないのは日本だけとい
うような感じですが、このヨーロッパの調査で、ユー
ロコントロール――欧州航空航法安全機構の面談者か
ら、受入れ国の駐留軍への適用に、日本の航空法に米
軍を適用させない日本についてどのような指摘がされ
ていますか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ヨーロッパにおける他国地位協定調査についてヒア
リングを行った欧州航空航法安全機構の職員から、日
本の航空法が米軍に適用されないのは間違っているの
ではないか。日本でも地位協定において、駐留軍も日
本の全ての法令に従わなければならないと明確に規定
すべきだという発言がございました。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　同じように基地あるがゆえの
事件、領土主権に係る国際法との基本に照らして、
オーレル・サリ氏はどのように述べていますか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　同じく欧州での調査で、国
際法の専門家である英国エクセター大学のサリ氏か
ら、意見を聴取しております。その中では、駐留軍の
受入れ国側は、その国の領域内における領土主権を
持っており、国は自国の領域内であればいかなる法も
行使できるとの発言がありました。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　日本共産党県議団は政府要請
で、防衛省、外務省の官僚に伺いました。なぜ、事
件・事故の犯罪がなくならないのかという問いに、回
答ができませんでした。沖縄県は、米軍基地問題が解
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決しないのはなぜだと思いますか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　米軍関係者の事件・事故が
後を絶たない要因ですけれども、これは様々あるのか
とは考えております。まず、一番大きなものは、やは
り、本県に全国の70.3％の米軍専用施設面積が集中
しているということ、それに伴い多くの米軍関係者が
居住しているということ。また、日米地位協定により
犯罪の一次裁判権の管轄が米軍にあるということにつ
いても、潜在的な意識の中で事件・事故が減らない理
由の一部であるというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　もう領土主権を放棄している
というのが明らかであり、日米地位協定改定が沖縄の
基地問題の解決に大きく前進するものと思います。頑
張っていただきたい。
　地域外交の基本方針の策定に当たって、今年度の取
組をまとめてきたその感想や、部局横断的に束ねて地
域外交を展開することに関する可能性と展望について
伺います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時44分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　今年度の取組の特徴、あるいは取りまとめの感想と
今後の可能性についてお答えいたします。
　まず、県におきましては、本年度56件の国際関係
事業を実施しており、主な取組としましては、まず交
流や研修生の派遣などの人材育成事業、海外との文化
芸能、スポーツ分野等の交流事業、あるいはＪＩＣＡ
等と連携した海外研修生の受入れ事業、そしてウチ
ナーネットワークの強化・継承に係る事業、県産品の
海外展開や外国人観光客の誘致などに関する事業など
です。そのほかにも県内において、自治体による姉妹
都市交流や企業等による観光誘客、貿易促進、各種団
体等による文化学術交流と幅広い分野における国際的
な活動が展開されており、沖縄県の地域外交の潜在力
は非常に高いというふうに考えております。これらの
県内の各分野の取組を分野横断的に取りまとめ、状況
に応じて適切に組み合わせることにより、これまで以
上の相乗効果を発揮することができると考えておりま
す。例えば、知事の海外出張時において、訪問の相手
方に対し、観光誘客や県産品販路拡大、あるいは平和
発信など様々な分野の働きかけ等を行うことにより、

より多くの成果を上げることができるのではないかと
いうことで、それを目指していきたいと考えておりま
す。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　私は、意見収集の窓口の設置
を行い、広く県民の声を集める取組が求められている
んじゃないかと求めてきました。それに対する取組状
況についてお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県の地域外交の取組として、県内の様々な主体が行
う国際交流、国際協力の取組と連携し、相互補完を図
ることで、これまで以上の相乗効果を発揮することが
できると考えております。沖縄県地域外交基本方針
（仮称）を策定するに当たり、沖縄県の地域外交に関
する万国津梁会議における議論と併せて関連する様々
な主体から意見を聴取するため、市町村の国際交流担
当課との意見交換、あるいは平和関連団体、観光商工
関連団体等とも意見交換をする予定であります。引き
続き、国際交流団体等、様々な団体等との意見交換、
あるいはパブリックコメントなどで広く意見を伺いな
がら基本方針の策定に取り組んでまいりたいと考えて
います。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　ありがとうございます。
　沖縄県の新建議書と正反対で、沖縄の平和の心を逆
なでする政府の軍事力至上主義、核を含む抑止力に関
して伺います。
　敵基地攻撃は、先制攻撃を排除していません。軍事
力、武力、威嚇する行為に関して、日本国憲法ではど
のように記述されているのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　日本国憲法第９条第１項においては、「日本国民
は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求
し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力
の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。」とされております。反撃能力の保
有については、憲法第９条の趣旨への政府見解との問
題のほか、国際法で禁止された先制攻撃となるおそれ
や、従来の専守防衛の方針との整合性などの課題が指
摘されております。これらのことを含め政府において
は国会の場で十分議論し、課題や方向性について国民
に丁寧な説明を行っていただきたいと考えておりま
す。
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　以上です。
○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　憲法の条文に照らして言え
ば、今の国の方向は本当に間違っていると思います
し、憲法違反だと断言できると思います。
　沖縄を戦場にしてはならない。沖縄県民の総意だと
思います。９・11アメリカ同時多発テロが起こった
ときに、沖縄県の観光が大打撃を受けました。新建議
書は、沖縄のあるべき未来は、基地のない平和な島の
実現だと。戦争か平和かの岐路にある今日、日本復帰
の原点である基地のない平和な島を創造する、そして
実現するというのが新建議書をまとめた知事の責務で
はないかと思います。地域外交の推進も沖縄ならでは
の発展の可能性と交流の展望も開かれているのではな
いか。そして、地位協定に見られるように、沖縄の現
状を、本当に今のままでいいのかという現状。
　知事にお聞きしたいのは、この基地のない平和な未
来に向かっての責務を果たすという点で、今の取組が
まさにそこに向かっているかと私は思いますけれど
も、新建議書実現の決意を改めて伺いたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳
しさを増している中、軍事力の増強による抑止力の強
化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずる
ということについて非常に懸念をしており、ましてや
米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が攻撃目標にな
るようなことがあってはならないと考えております。
なお、沖縄21世紀ビジョン基本計画でも、基地のな
い島を目指すということをうたっております。昨年取
りまとめました新たな建議書でも、政府に対しては、
平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成に取り
組むよう強く求めているところです。
　また、県としても、国家間の平和外交を補完する立
場からの考えから、沖縄のいわゆるソフトパワーを活
用した地域間交流を積極的に推進するとともに、平和
を希求する「沖縄のこころ」を世界に向けて発信する
など、アジア太平洋地域の平和構築に貢献する県独自
の地域外交に取り組んでいきたいと考えております。
なお、この地方自治体の主体にあっては、やはり日本
国憲法で規定されている、その国と地方自治体との対
等な関係を構築することによって双方が平和的な外交
はもちろん、その機軸を明確にしていくことが、より
日本政府、沖縄県の平和を希求する心にも備わってい
くものというように考えております。

○赤嶺　昇 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　知事の決意をいただきまし
た。引き続き、基地のない平和な島沖縄の実現に向
かって、共に頑張っていきたいと思います。
　どうもありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　議長、休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時53分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○渡久地　修 議員　まず、御茶屋御殿の調査と整備
方針について伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　令和４年度より実施している御茶屋御殿事業化可能
性検討調査業務において、資料収集や関係者ヒアリン
グ等を踏まえ、事業化の可能性に向けた検討を行って
まいりました。その検討結果を踏まえて、令和５年９
月20日に、整備手法については、都市公園整備事業
を提案し、事業範囲については、複数の案を候補に関
係機関と議論したところであります。今後は、事業主
体、移転補償及び遺構確認調査等の課題解決に向け、
那覇市、県、国で構成されるワーキンググループと連
携し、実現可能な方策の検討に取り組んでまいりま
す。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　今、複数案と答弁されました
が、この複数案について詳しく説明してください。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　御茶屋御殿事業化可能性検討調査業務で提案を行っ
た整備案は、次の３案となります。
　第１案は、御茶屋御殿跡地を全て整備範囲として、
施設の建物を移転補償し、公園整備を行う案。第２案
は、御茶屋御殿跡地のうち、茶庭跡地を含む中央緑地
部分を整備範囲として公園整備を行う案。第３案は、
茶庭跡地及び北東部にある既設の建物の一つを中央緑
地帯に移設して整備範囲とし、公園整備を行う。以上
の３案でございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　３つの具体案が初めて出てきた
という点では、これは大きな復元への第一歩だと思い
ます。大変評価しています。ぜひこのたたき台を次の
段階に進むように積極的にやっていただきたいんです
けど、今後のスケジュールはどうなりますか。
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○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時56分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今後の協議スケジュール
については現時点では未定でございますが、早急な整
備に向けて関係機関と協議を行ってまいりたいと考え
ております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　ぜひ、せっかくここまで来たん
で、進めてください。そして知事、私、県議会に来て
真っ先に取り上げたのが中城御殿の整備、それから円
覚寺の整備、そして御茶屋御殿だったんです。残りの
中城御殿、円覚寺は、修復も整備も進んでいます。御
茶屋御殿がやっとデニー県政の下で進み出したという
ことは大変評価していますので、ぜひ首里城の復元と
併せて御茶屋御殿の復元に知事、積極的に頑張ってい
ただきたいんですが、知事の見解をお願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど土木建築部長から、進捗
状況について御報告をさせていただきました。整備手
法、それから事業範囲、そのための財源、予算等、引
き続き関係者の方々からしっかりヒアリングをこなし
ていきながら、様々な方向性について、具体的にどの
ような対応を取れるのかについても進めてまいりたい
と思います。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　次に、辺野古新基地建設の国の
代執行について、辺野古裁判の最高裁判決について伺
います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　最高裁判決についてお答え
いたします。
　県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性
について何ら判断せずに訴えを退けた最高裁判所の判
決は、県民投票で示された辺野古新基地建設のための
埋立てに反対する県民の民意や県の主体的な判断を無
にし、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲法
が定める地方自治の本旨をもないがしろにしかねない
ものであります。知事はこの判決について、最高裁判
所には憲法が託した法の番人としての矜持と責任の
下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決を最
後まで期待していただけに極めて残念でありますと述
べております。
　以上です。

○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　県は、国土交通大臣が沖縄県に
対して埋立てを承認しなさいと是正の指示をしてきた
ことに対して、これは地方自治体への不当な介入では
ないか、不当な関与だと訴えたと思います。県の不承
認にした理由、県の主張について改めてお尋ねしま
す。そしてこれに対して、最高裁判所はどのような判
断を下したのかお聞かせください。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　不承認理由についてお答
えいたします。
　県では、変更承認申請書につきまして、公有水面埋
立法への適合状況を確認するために沖縄防衛局に対し
て延べ39項目452件の質問を行いました。沖縄防衛
局の回答を踏まえまして、公有水面埋立法への適合性
について審査した結果、環境保全及び災害防止につき
十分配慮せられたるものなること等の要件に適合しな
いと判断し、不承認処分を行ったものでございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　最高裁の判断の部分につい
てお答えいたします。
　福岡高等裁判所那覇支部は、県が主張してきた公有
水面埋立法の埋立要件の不充足性について審理をした
上で県の訴えを退ける判断を示しましたが、最高裁判
所の判決は、県の主張について何ら判断を示すことな
く、県の主張を退けたものであり、極めて残念であり
ます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　最高裁判所は、何をもって県の
敗訴としたのかということをお尋ねします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　すみません。先ほどの私の
答弁で、公有水面埋立法の埋立要件と発言してしまい
ました。正しくは、承認要件の間違いでございます。
訂正しておわびいたします。
　現在、最高裁判所は何をもって県敗訴としたのかと
いう問いにお答えいたします。
　最高裁判所は、本来、公有水面埋立法の承認要件の
充足性を判断すべきところ、県が主張した公有水面埋
立法の承認要件の不充足性について何ら判断を示さ
ず、県が行った埋立変更不承認処分を取り消す裁決に
従わないことをもって、国土交通大臣による是正の指
示が適法であると判断いたしております。
○赤嶺　昇 議長　　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　公有水面埋立法に基づく県の判
断が正しいかどうか、一切審理しなかった。地方自治
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法を踏みにじる国の地方自治体への介入についても一
切審理せず、全く別の土俵である行政不服審査法を持
ち出して論点を意図的にすり替えた不当判決だと私は
思います。県の主張を審理したら県の正当性が明らか
になるから、意図的にすり替えた判決を下したと言わ
ざるを得ませんが、どうですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　最高裁判所の判決は、本来、公有水面埋立法の承認
要件の充足性を判断すべきところ、裁決の効力を優先
させることで判断を回避したもので、関与取消訴訟の
意義を無にするものであるというふうに考えておりま
す。
　県としては、このような判決は地方公共団体の主体
的な判断を無にするものであり、地方公共団体の自主
性、自立性、ひいては憲法が定める地方自治の本旨を
もないがしろにしかねないものであるというふうに考
えております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　この辺野古の問題は、沖縄だけ
の問題ではないと思います。日本の民主主義、地方自
治の問題になってきていると思います。日本国憲法に
地方自治が書き込まれた理由は、戦前の大日本帝国憲
法が天皇主権と中央集権国家体制の下で戦争へと突き
進んでいった、突入していった、こういう歴史を繰り
返さないために憲法９条と地方自治の本旨というのが
加えられたんです。だから戦前は、県知事は国家の任
命でした。しかし、新しい憲法になって地方自治が認
められるようになった。これは再び戦争を繰り返さな
い制度の一つとしてこれがあったんです。そういう意
味で、今回のこの強権的な代執行は、まさに戦前への
強権的な中央集権国家への逆戻りだと私は大変危惧し
ていますが、知事、見解をお聞きします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　地方自治の本旨についてお
答えいたします。
　最高裁判所の判例によりますと、憲法が特に１章を
設けて地方自治を保障するに至ったゆえんのものは、
新憲法の基調とする政治民主化の一環として住民の日
常生活に密接な関連を持つ公共的事務は、その地方の
住民の手で、その住民の団体が主体となって処理する
政治形態を保障せんとする趣旨に出たものであるとさ
れております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　憲法95条がありますが、これは

どういったものでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　憲法95条についてお答えい
たします。
　一つで、一の地方公共団体のみに適用される特別法
を制定するに当たっては、その地方公共団体の住民の
投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は
特別法を制定することができないことを定めるもので
あります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　この憲法95条の趣旨に照らせ
ば、沖縄県民は既に県民投票できっぱりと辺野古新基
地建設反対の民意を示したんです。慶応大学名誉教授
の憲法学者で弁護士の小林節さんは、憲法95条の趣
旨からは、県民意思に反した強要は違憲だと指摘して
います。知事、どう思いますか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　平成31年２月の県民投票では、投票総数の７割を
超える圧倒的多数の辺野古埋立てに反対する県民の民
意が明確に示されたと考えております。県民投票によ
り県民の意思が直接確認されたことは重要な意義があ
るものと考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　この問題の最後に知事に伺いま
す。
　口頭弁論でこのような民主主義、地方自治法を踏み
にじる暴挙、最高裁が審理しなかった沖縄県の主張、
県民、国民、世界に向け、そして司法に向けて堂々と
私は訴えてほしいと思います。知事の決意をお聞かせ
ください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今般、普天間代替施設建設計画
に係る変更承認申請の不承認に係る事務においては、
先ほど公室長から答弁をさせていただきましたけれど
も、引き続き政府が沖縄県に対して代執行訴訟の提訴
ということで、地方自治法に基づいた手続を取るとい
うことを示しております。これは地方自治体にも、国
に対して、その地方自治体として対等な関係にあると
いうことが憲法で保障されているという立場から地方
自治体に任せられている、その手続の正当性であると
いうように説明を受けております。ですから我々は、
これからも沖縄におけるこの過重な基地負担の軽減を
なぜ求めていくのかということを、県民の意思を尊重
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する形で、その憲法の地方自治の本旨に基づくよう
な、そのような要求を政府にも求めてまいりたいと思
いますし、当然、国と地方自治体が対等の立場である
とすれば、沖縄県の発展を政府においても、その責任
において取るべき、その方法であるということについ
ても緊密に連携をしていくという姿勢も併せて示して
まいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　次に、辺野古新基地建設での耐
震設計の適合基準について、まず伺います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　平成30年４月に、港湾の施設の技術上の基準を定
める省令等が施行されたことを受けまして、港湾の施
設の技術上の基準・同解説が平成30年５月に改訂を
されております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　今答弁にあった、辺野古新基地
建設における耐震設計で準拠した港湾基準は、2018
年――平成30年に大幅改訂された、そういうことで
いいですね。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　平成30年に改訂をされて
おります。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　改訂された理由は何でしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　平成30年改訂の港湾の施
設の技術上の基準・同解説の推薦の言葉の中で、「東
日本大震災等から得られた新たな知見・教訓を踏ま
え、耐震設計・耐津波設計の高度化を図り、防災・減
災対策の強化に係る規定が拡充されています。」と記
載をされております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　2011年の東日本大震災、そして
16年の熊本地震などを教訓にして、2018年５月――
平成30年に改訂されたということですね。再度確認
します。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員の御発言のとおりの
改訂でございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　沖縄防衛局が辺野古の設計変更
を沖縄県に申請したのはいつですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　令和２年４月21日でござ
います。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　2020年――令和２年４月に設計
変更申請を出しました。その際、耐震設計の前提とな
る、施設の供用期間中における可能性のある地震によ
る揺れを示すレベル１振動というのがありますが、こ
れを防衛局は当然2018年の新港湾基準に準拠したと
沖縄県に説明していますね。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄防衛局が開催した第
１回技術検討会の資料においては、設計対象地震動は
平成30年――2018年５月に改訂された港湾施設の技
術上の基準・同解説に準拠と説明されております。
○渡久地　修 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　（資料を提示）　ここに先ほど
部長が答弁された、普天間飛行場代替施設建設事業に
係る技術検討会に提出された資料のコピーを今お配り
しました。
　資料１、ここには設計対象地震動（レベル１地震
動）（埋立承認申請と同様）の項目に設計対象地震動
（レベル１地震動）は、港湾の施設の技術上の基準・
同解説（平成30年５月）に準拠したと書かれていま
す。そして沖縄県は、この設計変更申請に基づいて、
当然2018年の新港湾基準で審査したんですよね。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　普天間飛行場代替施設建
設事業に係る変更承認申請の審査に当たっては、港湾
施設の技術上の基準・同解説も参考の一つとして使用
しております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　再確認します。
　防衛局は2018年の新港湾基準に準拠したと提出
し、説明し、県はその2018年の新基準で審査したと
いうことで、再度確認します。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御発言のとおり、港
湾施設の技術上の基準・同解説を参考として審査をし
たものでございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　ところが、今回驚くべきこと
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に、防衛局は設計変更申請を出したときに、レベル１
地震動のデータを旧港湾基準で設定していたもので作
成していたということが判明した。ここに――休憩を
お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○渡久地　修 議員　（資料を掲示）　ここに資料
２――ちょっと休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時14分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○渡久地　修 議員　ここに防衛省の、シュワブ基本
設計（平成19年その１）という業務の地震観測とい
う報告書があります。（資料を提示）　この資料２を
見てください。これの設定結果（地震基盤～工学的基
盤）の項には、港湾の施設の技術上の基準・同解説
（2007年）を参考にと２か所で書かれています。報
告書全体でも2007年というのは、合計６か所出てき
ています。県は、この旧基準のデータで作成していた
ことを確認できましたか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　辺野古地先のレベル１地震動の設定方法としまして
は、沖縄防衛局の報告書によりますと、辺野古周辺を
対象とした地震観測等を行い、既存の運天港のレベル
１地震動をベースに、運天港と辺野古地先のデータ
の差異による補正を行う方法を用いたとしておりま
す。この地震動の設定方法につきましては、平成30
年――2018年改訂の港湾施設の技術上の基準・同解
説においても記載をされているところでございます。
また、補正に使用した運天港の地震動については、令
和５年10月時点においても、平成18年――2006年の
データを使うものとされていることを確認しておりま
す。県は、変更承認申請の審査におけるレベル１地震
動の設定については、平成30年改訂の港湾施設の技
術上の基準・同解説に準拠していることを確認してお
ります。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　部長、2007年のもので防衛局は
出してきたんですよ。部長今、いろいろ答弁したけ
ど、いいですか、2007年の旧港湾基準では、２キロ
以内、辺野古から２キロ以内、これは地震のレベルを
示すのが40ガル。ところが、新しい港湾基準では、

もっと広範囲なものに広げなさいということで、運
天港の60ガルという大きなものを使用できるように
なったんです。ところが、国はこれをあえて――いい
ですか、2011年の東日本大震災の教訓を得て、耐震
設計は強固なものにしなさいということで港湾基準が
改訂されたんです。それが改訂されたのに、県に対し
てわざわざ小さいものに戻して、補正したと言ってい
るけれども、これが本当かどうかも皆さん確認したん
ですか。そういうものでやってきてるんじゃないです
かということを、私たちは指摘しているんです。だか
ら、2007年の旧基準で作成されていたものが出てい
ますよねということを聞いているのに、そのことを私
は聞いているんです。どうですか、再度。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　レベル１地震動の設定については、平成19年改訂
の港湾施設の技術上の基準・同解説を参考に、平成
18年の運天港の地震動を補正する方法で設定されて
おります。変更承認申請書においては、平成30年改
訂の港湾施設の技術上の基準・同解説に準拠した同様
の手法で設定していることを確認しております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　いいですか、さっき言った60ガ
ルで設計することができるものを、わざわざ旧基準で
つくったものに縮小してきた。これはなぜかっていう
ことなんです。いいですか、防衛局は2007年の旧基
準で設計をやっていた。その後、2018年３月に防衛
局は軟弱地盤の存在を初めて認めたんです。そして、
設計変更申請を出さざるを得なくなった。ところが、
同じ2018年の５月にこの旧港湾基準が改訂されたの
で、それからまたいろいろ調査をしてやったら、さら
に設計が延びてしまうということで、これをわざわざ
旧基準で設計したものに補正と称して合わせてきたん
じゃないですかっていう疑惑がここで生まれているん
ですよ。これについて皆さん方は、しっかり審査しな
いといけないんじゃないですかということを聞いてい
るんですよ。どうですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　平成18年の運天港の地震
動を補正する方法でレベル１地震動の設定はされてお
りますが、この手法につきましては、平成30年改訂
の港湾施設の技術上の基準・同解説に準拠した手法で
あるということを確認しております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　部長、部長は今そういう答弁を
しているけれども、2007年の基準で審査していたっ
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ていう――防衛局がデータを出していたっていうのを
知ったのは、皆さんいつですか。知ったのは。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時21分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　御指摘の件については、議員から御提供のありまし
たしんぶん赤旗2023年10月１日版が報じていること
を確認しております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　部長、皆さんは審査してきたと
言っていたけれども、2007年のものが使われていた
のを知ったというのは、今月の10月１日じゃないで
すか。それをずっとずっと審査してきたというのは、
違う。10月１日に赤旗がこれをすっぱ抜いて、私は
それを皆さんに伝えて、皆さんは初めて知ったんです
よ。これを以前から、2007年に出されたときから審
査してきたっていうのは通らない。だから、これは
しっかりと――これについては防衛局に確認をしてく
ださい。確認してください。確認してください。いい
ですね。確認して再度検証してください。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　これまでのその審査の内容につ
いては、土木建築部長から答弁をさせていただいてお
ります。新たな事象、事実等、様々な文献や報道など
から提起されているものについては、その全てに対し
て対応することは大変厳しいとは思いますが、それが
どのようなことを示しているのかについては、我々も
真摯に受け止めて研究をしてまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　これは大問題ですよ。新基
準――2018年になったのに、2007年の古いデータで
防衛局はやっていた。そういう疑惑に対して赤旗が報
道した。それを伝えて皆さんが知ったのは、今年の
10月１日なんですよ、今月の。だからそれを前から
審査していましたよというのは通らない。だからここ
は、しっかりと検証すべきだというふうに思います。
　次に、戦争に反対し平和を希求する沖縄県民の願い
について。
　去る戦争で、沖縄が戦場になり捨て石にされた。沖
縄戦に突入していった経緯と沖縄戦の実相について伺
います。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま

す。
　沖縄県史によりますと、1944年３月に沖縄守備
軍である第32軍が編成され、奄美、沖縄本島、伊江
島、南大東島、宮古島及び石垣島に計20の飛行場が
建設され、沖縄が決戦のための不沈空母となったとさ
れております。一般住民が戦場に動員された地上戦に
おいて、日本軍が本土決戦を遅らせるための作戦を
取ったことで、沖縄戦は、史上まれに見る激烈な戦火
により、20万人余りの多くの貴い命が犠牲となり、
かけがえのない文化遺産や美しい自然が失われまし
た。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　次に、戦後、銃剣とブルドー
ザーで住民を追い出し、沖縄の米軍基地が形成されて
きたのではないか。米軍基地の基地形成過程と現状に
ついて伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　去る沖縄戦において激しい戦闘の末、沖縄を占領し
た米軍は、住民を収容所に強制隔離し、軍用地として
必要な土地を確保した上で、基地の建設を進めまし
た。戦後27年間に及ぶ米軍統治下においても朝鮮戦
争の勃発等により新たな基地が必要になったことや、
1950年代に本土で発生した米軍基地への反対運動等
により、当時、米国の施政権下にあった沖縄に本土の
海兵隊を移駐させる必要が生じたことから、銃剣とブ
ルドーザーによる接収と呼ばれた民有地の強制接収な
どによって、沖縄県に広大な米軍基地が形成されたも
のと認識しております。戦後78年、本土復帰後50年
以上を経た現在もなお、依然として全国の米軍専用施
設面積の約70.3％が本県に集中し、県民は過重な基
地負担を背負っているということで承知しておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　今また先島や沖縄本島での自衛
隊基地建設と増強、ミサイル配備などが急ピッチで進
められていますが、経緯と実態について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　自衛隊配備の経緯と実態に
ついてお答えいたします。
　本土復帰後の沖縄の自衛隊配備は、昭和46年６月
に合意された「日本国による沖縄局地防衛責務の引受
けに関する取極」により行われ、昭和47年に陸上自
衛隊那覇駐屯地、海上自衛隊沖縄基地隊及び航空自衛
隊那覇基地の３施設が米軍から自衛隊に引き継がれま
した。平成28年以降は、与那国をはじめ、宮古、石
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垣等に部隊が配置されたほか、今後は那覇駐屯地の司
令部庁舎の地下化や沖縄訓練場への火薬庫の建設等が
予定されております。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念
しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは、決
してあってはならないというふうに考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　沖縄戦では、本土防衛の捨て石
にされ、戦後、銃剣とブルドーザーで土地を奪われ苦
しめられてきたと。そして今また、自衛隊基地などの
増強で新たな戦前が始まったと危惧されるような状況
になっています。沖縄は、基地をなくしてこそ発展す
るというふうに思いますけれども、それについて米軍
基地は、沖縄経済発展の最大の阻害要因。基地をなく
してこそ沖縄は発展すると思いますが、見解をお尋ね
します。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　沖縄県の米軍基地は、人口が集中する中南部都市圏
において、市町村面積の相当の割合を占めるなど、市
街地を分断する形で存在し、計画的な都市づくりや交
通体系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約
になっていると認識しております。現在の基地返還後
の跡地利用による直接経済効果は、那覇新都心地区で
32倍、小禄金城地区で14倍となるなど、かつての基
地経済の効果を大きく上回るものとなっており、今
後、一層の基地返還が進めば、さらなる発展が期待で
きると考えております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　基地をなくしてこそ沖縄は発展
するという、その立場でぜひ頑張ってください。
　次に、沖縄振興予算について。
　内閣府が沖縄県の要望より大幅に減額して概算要求
していることに対して、不信と失望が広がっていま
す。県の見解をお尋ねします。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　内閣府が行った令和６年度沖
縄振興予算の概算要求については、観光関連事業に係
る経費が新たに盛り込まれたほか、沖縄振興一括交付
金やクリーンエネルギーの導入促進に係る経費等が増
額要求されました。しかしながら、内閣府の概算要求
額2920億円は、沖縄県が要望した3000億円台に届か
なかったことに加え、沖縄振興一括交付金について

も、沖縄県及び市町村が求めてきた所要額とは大きく
かけ離れたものとなっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　部長、政府と都道府県というの
は、上下関係にあるんですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　対等の関係にあります。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　対等の関係。
　じゃ次、内閣府と沖縄県は上下関係にあるんです
か。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　地方自治法上の規定では対等
ではございますが、予算については内閣府が財務省と
折衝して予算を確保するという関係にありますことか
ら、例年、沖縄県が内閣府に対し概算要求額の確保を
お願いするということで要請をしているところでござ
います。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　この予算編成過程を見ると、内
閣府と沖縄は振興予算の概算要求や編成で、本当は上
下関係にあるんじゃないかと見えるんだけれども、そ
の辺はどうですか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　繰り返しになりますが、沖縄
の施策展開に当たって必要な財源の確保について、県
から内閣府に対し予算額を確保していただきたいとい
う要請をしているというところでございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　それなのに、県の要望から大幅
に減額されて、内閣府が概算要求するということにつ
いてはどう思いますか。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　沖縄県及び市町村が強く望ん
でおります沖縄振興一括交付金の増額、これについて
様々な事業で支障が生じているというところを説明し
ているところではございますが、今後とも引き続き、
より丁寧に説明してまいりたいと考えているところで
ございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　沖縄振興開発特別措置法の原点
についてお尋ねします。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　昭和46年10月の、いわゆる沖縄国会で沖縄振興開
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発特別措置法案が提案された際、山中貞則総理府総務
長官の同法案の趣旨説明において「多年にわたる忍耐
と苦難の中で生き抜いてこられた沖縄県民の方々の心
情に深く思いをいたし、県民への償いの心をもって事
に当たるべきである」との考えが示されました。この
ような考え方の下、国においては、沖縄県の地理的、
社会的事情等の特殊事情を踏まえ、沖縄振興策を実施
してきたものと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　これから年末に向けて、ぜひ一
括交付金の増額とか、沖縄県の理論的な構築をしっか
りやっていただきたいと思います。そして本当に、
国――内閣府と沖縄県、政府と沖縄県が対等と言える
ようなものをつくっていくために、もっと頑張らない
といけないと思います。
　次、国民健康保険の赤字解消について。
　沖縄戦の影響による前期高齢者交付金問題で、これ
までの不利益分を遡って財政支援するように国に求め
ることについてお願いします。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　本県は全国に比べて前期高齢者の加入割合が低いと
いうことで、前期高齢者交付金の１人当たりの交付額
が全国の半分程度となっており、このことが市町村国
保が赤字となる大きな要因となっております。国保の
赤字補塡等のため、市町村が法定外の繰入れを行って
おりますので、県としては、市町村及び国保連合会な
ど６団体で、国に対し、本県の特殊事情に配慮した財
政支援の要請を行ってきたところであり、今後とも市
町村等と連携して取り組んでまいりたいと考えており
ます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　今言った、全市町村の法定外不
利益分は合計幾らになりますか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　赤字補塡のために市町村
が法定外繰入れを行った額ですけれども、前期高齢者
財政調整制度が創設された平成20年度～令和３年度
までの14年間で約1025億円となっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　これは、しっかり皆さん要請し
ているけど、沖縄戦の影響でということをはっきりさ
せないと。ここをしっかり求めてください。

　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○渡久地　修 議員　ちょっと時間がなくなりまし
た。
　次、災害対策で、沖縄県の災害見舞金の見直しにつ
いてお尋ねします。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　県では、県内において天災地変、その他災害が発生
し、被害を受けた県民に対して見舞いの意を表し、そ
の物的、精神的痛手を緩和するために、県独自の見舞
金等を支給しております。支給内容につきましては、
死亡弔慰金10万円、負傷者への見舞金５万円、住家
被害は被害の程度、世帯の構成に応じ、最高５万円の
支給となっております。支給内容の見直しにつきまし
ては、他県の状況等を調査研究してまいりたいと考え
ております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　５万円。全国で１番高いところ
は幾らですか。全国平均は幾らですか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　被災者生活再建支援法の適用を受けるか受けないか
ということで取扱いが違ってまいりますけれども、い
ずれにしても都道府県での最高額は300万円となって
いるところでございます。
○渡久地　修 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　失礼いたしまし
た。
　被災者生活再建支援法の適用の市町村における平均
額が110万円、適用外の市町村における平均額が229
万円となっております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
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○渡久地　修 議員　知事、全国最高300万、平均
229万円。沖縄県５万円。これ直ちに見直す必要があ
ると思いますが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今、答弁をさせて
いただきましたのは、住家が全壊をした場合の額とい
うことで御説明をさせていただいたところでございま
す。災害見舞金というのは、被災者の生活再建の一助
としての役割を果たしているというふうに認識してお
りまして、大変重要であると考えております。支給水
準を含め、他県の状況等も踏まえながら研究をしてま
いりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　これ研究じゃないよ。300万が
最高、平均が229万。沖縄県、たったの５万円。復帰
のときに制定されて、その後１回５万円に上がって、
それから全然上がっていない。これは直ちに見直すべ
きだと思います。知事、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど部長からも答弁させてい
ただきましたけれども、今後の災害見舞金の状況につ
いては、他県の例も参考にしながら、どのように見直
しが可能であるかについて検討してまいりたいと思い
ます。
○赤嶺　昇 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　最後、那覇－粟国間の航空路
線、国の補助が受けられるようにしっかり国に要請し
ていただきたいと思いますが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　那覇－粟国路線については、
国の補助対象となる定期便化までには、航空会社の人
員確保や施設整備に期間を要することから、早期就航
を優先して、チャーター方式で運航しているところで
す。
　県としては、運航に伴い生じる欠損について、粟国
村と２分の１ずつ補助しているところですが、財政
基盤の脆弱な村にとっては負担が大きいことから、
チャーター方式運航に国の補助が適用できないか、国
と協議しているところであり、要請についても検討し
てまいります。
○渡久地　修 議員　ありがとうございます。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　おはようございます。
　てぃーだ平和ネットの比嘉京子でございます。
　質問に入る前に所見を２点、述べたいと思っており
ます。

　まず１つ目に、私たち沖縄県民は、一度も自らの意
思でこれまでに基地建設を認めたことはございませ
ん。今、沖縄の歴史をどう動かすか、非常に問われて
いる段階です。後世の人々の検証に恥じないように、
一人一人が心がけていきたいと思っております。
　もう一つは、私はこれまで辺野古問題で６回ほどア
メリカに行っております。そこで、総じて言えること
は、アメリカは地域住民が反対するところに基地建設
はしないということです。むしろ、誘致をするところ
に造るという考え方があるようでした。ましてや、活
断層や軟弱地盤の上に公共物を造ること、海を埋め立
てることなどあり得ないと、そういうような言葉が総
じてありました。ということは、アメリカの基準では
ないというのが、今回の辺野古問題ではないかと思っ
ております。
　では、１番目の知事の国連人権理事会への訴えに関
して質問をいたします。
　(1)、知事の国連人権理事会への訴えの意義につい
てお願いをいたしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の国連訪問では、各国
の代表や世界のＮＧＯと多くの方々へ、沖縄が置かれ
ている状況を伝えることができたことや、複数の国連
関係者との面談を通して、人権や民主主義、課題解決
のための対話の重要性を改めて確認することができた
ことは、大変有意義なものであったと考えておりま
す。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　国連の人権理事会というところ
ですけれども、人権の状況が国際的な基準で改善され
ていくことこそ、世界平和につながるという理念があ
るようでして、特に、各国の国内手続では救済されな
い人権侵害を直接知事が訴えたその場所、注目してい
る場所に知事が直接訴えたということが非常に意義が
深いと私も感じております。
　２番目に、知事の訴えに対して、以下は日本政府代
表の反論のポイントでありますけれども、その点につ
いて伺いたいと思います。
　まず１番目、アとして、米軍駐留は地政学的理由に
よるものという反論について伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　政府は、米軍は日米同盟の
抑止力を担保するため、日本に駐留し、沖縄に駐留す
る必要性については、沖縄の地政学的位置を根拠とし
ております。しかし、県としては、これらの説明は具
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体的ではなく、在日米軍基地の大部分を占める沖縄の
米軍基地の役割や必要性について、十分な議論がなさ
れてきたとは言えないと考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　歴史的な経緯からいって、地政
学的な理由ではないという検証はありませんでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時46分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○比嘉　京子 議員　例えば戦後、海兵隊が本土に
あったものを沖縄に移動した。それは地政学的理由か
らでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　当時の日本においては、米
軍に対する反対運動というのが各地で起こっていたと
承知しております。それを緩和するというか、解消す
るために、米軍の施政権下にあった沖縄に海兵隊の多
くが移ってきたということで承知しております。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　元防衛大臣の森本さんは、閣議
決定後の記者会見でこう言っています。西日本のどこ
かであれば、海兵隊は機能するが、政治的に許容する
ところが沖縄しかないと、2012年に語っています。
　もう１点、辺野古反対を公約に2014年翁長知事が
誕生しました。翌年、米政府関係者が多く口を開きま
した。まず、元米国国防次官補のジョセフ・ナイ氏。
沖縄基地は中国に近過ぎるため、対中国では地理的優
位性はなく、むしろ脆弱だ。沖縄の人々の支援が得ら
れないなら、米政府は辺野古移設を再検討すべきだ
と。今でもネット上に、彼のその文言が14年間載っ
ています。
　これはインタビューに答えています。リチャード･
アーミテージ――これは国務副長官ですけれども、日
本政府が別のアイデアを持ってくれば、私たちは間違
いなく耳を傾けると、その10日後に言っています。
　そして、2015年の暮れには、モンデール元駐日大
使は、「我々は沖縄と言っていない。日本政府が別の
場所に配置すると決めれば、私たちの政府はそれを受
け入れるだろう。」。
　もうたくさんの人が訴えているんです。こういうこ
との事実において、以上のことから私は、沖縄におけ
る米軍基地は地政学的理由でもなければ、それは軍事
的理由でもない。政治的理由にあることは明らかであ

るということを、我々は認識をすべきだと思います。
　イに行きます。
　日本の安全保障上の必要性について。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県は、日米安全保障条約に
基づく日米安全保障体制が、これまで我が国及び東ア
ジアにおける平和と安定の維持に寄与してきたもの
と認識しております。しかしながら、戦後78年とな
る現在もなお、国土面積の約0.6％である本県に、約
70.3％の米軍専用施設が存在する状況は、異常とし
か言いようがありません。日本の安全保障が大事であ
るならば、日本国民全体で考えるべきであり、その負
担も全国で担うべきであると考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　今、国連の人権理事会で、知事
が発言をされたということに関しましては、平和に生
きる権利ということを旨として主張されたと思います
が、今、我々が議論している――今日の議論もそうで
すけれども、国家の安全保障という公益に対して、地
域における公益、いわゆる平和に生きる権利というの
は、どちらが優位になるのか、優先されるのかという
問題にも関わっているんだろうと思います。よく国防
は国の専権事項だという表現もありますけれども、そ
こには、どうなんだということを国連で投げかけてい
るんだろうと思います。ここに、例えば国連では、国
際社会は軍事的理由を根拠に、人権侵害を正当化でき
ないとしている、これが国連の考え方です。知事の御
意見がもしあれば、お伺いしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国連における自由権規約の第１
条には、「すべての人民は、自決の権利を有する。こ
の権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を
自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発
展を自由に追求する。」というのが、第１条で書かれ
ています。つまり、人が人として生まれながらに持っ
ている権利は不可侵のものであり、それが担保され保
障され安定的に運用されることに、いわゆる政治的な
役割があるのだろうということは明確にしていると思
います。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　まさに、我々がよく議論して曖
昧にしてしまっているのではないかというふうに思い
ますけれども、やはり一人一人の人権というものが、
国家の公益よりもしっかりと守られるべき、またそれ
を守ろうとしなければ、地方の自治体としては、責任
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の放棄だと。そういうような考え方を持っていると思
います。
　（スクリーンに表示）　さて、今日皆さんに提供し
ている資料の１、２、３について、その問題の発端を
少し私、今回お話をしたいと思うようになりました。
まず、タブレットに資料１、２、３を載せてありま
す。2005年７月に、米軍人から性被害を受けた女性
ということで、これは当時の沖縄タイムスの公開書簡
というところで掲示をされて、非常に話題になりまし
た。その方は、いわゆる私が訴えていれば、95年の
少女への暴行事件や、それから2005年の少女――小
学生に対するわいせつ事件は起こらなかったのではな
いかと思うところがあって、そして自ら30代にもか
かわらず、10代の高校２年生のときに起きた米兵に
よる自分のレイプ事件を訴えたというのが、この公開
書簡として訴えております。そのことについて、当時
の町村外務大臣が訴えたことは――この発言について
問われた町村外相は、米軍と自衛隊があるからこそ、
日本の平和と安全が保たれているという側面がすっぽ
りと抜け落ちていると。バランスが取れた考えとは思
えないというふうに批判をしたのであります。そうい
うことによって、本人は、非常に傷ついたということ
で、本人の最後の発言としては、「事件が起きたと
き、ある意味死んだようなものだった。外相発言でも
う一度つぶされたというか、極端に言えば死ねといわ
れたような、気持ちになった」「被害に遭っても黙っ
ておけということだと思った。これがセカンドレイプ
というものだと思う」「国のために国民があるのか、
国民のために国があるのか。沖縄の歴史の中で、軍隊
は一度も住民を守ったことはない。それなのに国民は
平和であるというなら、平和でない状況にいる沖縄の
人は、国民じゃないということでしょうか」と、こう
いうような発言です。私は非常に今回、皆さんにこれ
を引き合いに出して、訴えたいと思ったことは、まず
本人の訴えの１番下から13行ほど上に、稲嶺知事と
いう説得の文言があります。稲嶺知事をぜひ玉城デ
ニー知事に置き換えて、この文章を皆さんで一緒に読
んでいただければと思っています。このことを申し上
げたくて、この文章を引き合いに出したところです。
これは、個人の人権を守るということが、自治体の長
の最大の責任であるということを訴えているものだと
私は思っております。
　では、ウの差別的な意図に基づくものではないとい
う質問をいたします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほども申し上げましたけ

れども、戦後78年となる現在もなお、国土面積の約
0.6％である本県に70.3％の米軍専用施設が存在する
状況は異常としか言いようがございません。また、辺
野古新基地建設に反対する民意は、辺野古埋立ての是
非に絞って行われた県民投票で明確に示されておりま
すが、政府はこのような民意を一顧だにせずに工事を
続行し続けております。政府においては、差別的な意
図はないというのであれば、民主主義の手続によって
示された沖縄県民の民意を尊重するとともに、在沖米
軍基地のさらなる整理縮小に取り組んでいただきたい
というふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　次にまいりたいと思います。
　エの県民投票の結果を重く受け止めているという。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県民投票に関して、平成31
年２月の県民投票では、投票総数の７割を超える圧倒
的多数の辺野古埋立てに反対する県民の民意が明確に
示されました。県民投票により、県民の民意が直接確
認されたことは重要な意義があるものと考えておりま
す。
　県としては、今回の政府の反論は、これまでの政府
の見解を踏襲したものであると認識しておりますが、
県民投票の結果を真摯に受け止めるというのであれ
ば、埋立工事を直ちに中止し、県との対話により、問
題解決を図るべきであるというふうに考えておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　重く受け止めていると言って、
重く受け止めて聞きおいただけでしょうか。そこに非
常に反論としての、何といいますか、言いっ放しとい
いますか、そういうような感じがいたします。いわゆ
る政治への参加に基づく最も根本的な民意というもの
を、見事に無視をしている国の在り方が、そこでまた
改めて問われたのではないでしょうか。
　オの日本は法治国家であるというところ、お願いい
たします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　我が国が法治国家であると
いうことは言うまでもないと考えております。しかし
ながら、政府は、民主主義の手続により実施された県
民投票で明確に示された民意を一顧だにせず、工事を
続行し続けております。政府においては、憲法で保障
された民主主義や地方自治に真摯に向き合い、直ちに
工事を中止し、問題解決に向け、県との対話に応じて
いただきたいというふうに考えております。
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○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　岸田政権が発足して２年でござ
います。岸田政権の所信表明演説で、沖縄に対してこ
う述べています。「日米同盟の抑止力を維持しつつ、
丁寧な説明、対話による信頼を地元の皆さんと築きな
がら、基地負担の軽減に取り組みます。」と。この丁
寧な説明、対話による信頼構築、過重な基地負担の軽
減。この過重な負担の軽減は、その後も、復帰50年
のときも、それから先月の６月23日にも何度かおっ
しゃっておりますけれども、決して実行の方向に向
かっているようには見えません。
　さて、質問ですけれども、岸田首相から沖縄県に対
して、対話の提案はこれまでにありましたか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　総理といいますか、政府に
おきまして、そのような知事の対話による解決という
ものに対して、何らかの回答があったということは承
知していないところです。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　もう１点ですけれども、さきの
世界のバスケットボールの観戦に総理がいらしていた
と思いますが、知事に一緒に観戦しませんかなどとい
うお誘いはなかったでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのようなお誘いはなかったか
と思います。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　残念なことですね。御自分の言
葉にこれほどまでに責任を持てないという総理の在り
方、非常に考えさせられます。こんな軽い発言でいい
んでしょうか。
　では、(3)に移ります。
　知事の訴え、日本政府の反論に対し、参加者からの
反応や意見はどうでしたでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の国連訪問において、
知事は国連人権理事会、本会議に出席し、沖縄に米軍
基地が集中している状況や、県民の平和を希求する思
いなどをスピーチしております。スピーチ終了後、何
人かの出席者から知事に対して、お声かけをいただい
たこと、あるいはスピーチを聞いて、その後に行われ
た講演会にも参加していただいたことからしますと、
一定程度、知事の訴えは理解されたものではないかと
考えております。なお、日本政府の反論に対する参加
者の反応については、承知しておりません。
　以上です。

○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　では、(4)の国連特別報告者との
面談から今後の展望についてでございますけれども、
これまでに多くの方が質問しておられますので、私と
しては、この特別報告者という方の役割はどのような
役割なのか、国連においてどういうものを担っておら
れるのかという点について、お聞きしたいと思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国連特別報告者の役割につ
いてお答えいたします。
　国連の特別報告者とは、国連人権理事会から任命さ
れ、特定の国における人権状況や、テーマ別の人権状
況について調査、報告等を行う専門家でございます。
国連特別報告者に対し、基地から派生する諸問題につ
いて訴え、問題解決の必要性を理解していただくこと
は、今後、国連の場において、沖縄の問題を取り上げ
ていただくことにつながるものであり、大変意義のあ
ることだと考えております。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　国連のこういう立場の方々、専
門分野の方が、それぞれにおられると思いますが、そ
ういう方々が国連の様々な条約を制定するときにコ
ミットしたりというふうに、意見を出していく方であ
るというふうに私は理解をしています。
　では次、基地と経済について、２番目です。
　過重な基地負担による人権侵害や環境問題を抱え込
まされる中、日米政府は、米軍基地維持のため、沖縄
が政府に依存する経済政策へと誘導してきたと私は理
解しています。人や社会への投資よりも高率補助的な
誘導の仕方、その結果として様々な問題が起こってい
るということを前提に(1)を伺いたいと思います。
　沖縄の依存経済は、県民のマインドにも依存的思考
として残っているのではないか、その見解を伺いま
す。この政府による政策的な経済振興は、施設は立派
になりましたけれども、社会福祉の遅れや子供の貧困
などを今まで引きずっているというふうにも考えてい
ますが、認識を伺います。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　沖縄振興策は、本県に今なお存在する歴史的、地理
的などの特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展等の実現
に寄与することを目的に、沖縄振興特別措置法に基づ
き総合的かつ計画的に講じられており、米軍基地問題
とは別と認識しております。
　県では、労働生産性の向上や域内自給率の向上な
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ど、県内産業の稼ぐ力の強化や世界に選ばれる持続可
能な観光地の形成等を図り、強くしなやかな自立型経
済の構築に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　私の意見とはやや異なるかと思
いつつ、私なりの検証をちょっとしてみました。産業
構造的にもあるし、それから本当に誇りある豊かさと
いうことにつながっているんだろうかと。蛇口は誰が
閉めたり開けたりしているんだろうかというふうに、
私は個人的に思っております。
　沖縄振興予算、これまでの振興予算の推移を見てみ
ますと、実に政治的な絡みが大きいということがよく
分かりました。まず、振興予算の推移から言うと、私
の記憶で一番少なかったのが、仲井眞知事だったとい
う記憶からひもといてみました。仲井眞知事時代に
一番低かったのが、2011年、2301億円でした。これ
は、仲井眞知事の２期目に、どんどん落ちていってそ
うなりました。そして、仲井眞知事が2013年の12月
に埋立承認をいたしました。翌年、どう変わったか。
3501億円。実に1200億上がりました。これは偶然で
しょうか。こういう政治的な絡みの中で、東京で蛇口
が開いたり閉まったりする。これ本当に沖縄の自立を
助けているんでしょうか。私は、よく考えてみる必要
があるのではないかと思います。そしてこれは、押し
なべて全国の問題とは共通していなくて、自治や自己
決定が、私たちへ十分に得られているのかどうかとい
うことも、提言をさせていただきたいと思います。こ
のような基地存続のための予算の在り方は、基地ある
限り、私たちは続くわけです。これでは、私たちは、
決して自立経済には向かわないと考えるものです。
　(2)、県民１人当たりの米軍占有面積の負担割合に
ついて伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　本県以外の都道府県に所在
する米軍専用施設面積7808.5ヘクタールを、本県以
外の都道府県の人口で割ると、１人当たり約0.63平
方メートルとなります。これに対して、本県に所在す
る米軍専用施設面積１万8452.5ヘクタールを、本県
の人口で割りますと、１人当たり約124.22平方メー
トルとなります。その結果、本県１人当たりの米軍専
用施設面積は、本県以外に比べまして約200倍という
ことになります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　次に行きます。

　米軍嘉手納基地以南の基地返還による年間の直接経
済効果は幾らでしょうか。また、雇用効果は何名で
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　平成27年１月に県が公表した、返還が予定されて
いる５地区、キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間
飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設の活動による直
接経済効果の合計は、返還前の501億円に対し、返還
後は8900億円と約18倍、跡地利用に伴う誘発雇用人
数の合計は、返還前の4400人に対し、返還後は８万
503人と約18倍になると試算しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　これまで公表されているこの数
字ですけれども、10年近く変わっていないのではな
いかと思われます。その見直す時期に来ていると思い
ますが、いかがでしょうか。また、嘉手納基地を含め
た試算をしっかり私は出すべきではないかと。沖縄県
は、基地が全部なくなったら、どういう状況になるの
かということを、もっと明確にイメージをしていくと
いうことは、大事ではないかと思いますが、いかがで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
○金城　敦 企画部長　お答えいたします。
　返還予定の５地区の経済効果については、平成25
年１月に策定した中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広
域構想で想定した、跡地ごとの産業や導入機能を基に
推計したものであります。当該地区の経済効果につい
ては、今後、広域構想の見直しに併せて再調査を検討
していきたいと考えております。また、嘉手納飛行場
を含めた経済効果については、返還時期や返還区域・
面積等が不明であり、地元市町村の跡地利用計画等も
ないため、試算することは難しいものと考えておりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　まあ、幾つかのパターンでもい
いので、ぜひやっていただければと思います。基地返
還こそが沖縄経済の自立につながるということは、論
をまちませんが、もう78年間、日米安保の負担を過
重に背負わされてきたからこそですけれども、今こ
そ、全国民に向かって、これから78年間は皆さんで
担ってくださいと声を出すべきではないかと思います
が、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　沖縄県としては、日米安全保障
体制が重要であるならば、その体制を支える米軍基地
の負担の在り方についても日本全体で議論をし、その
負担も全国で担うべきであるということを申し上げて
おります。このため、本土復帰50年に向けた要請な
どにおいても、日米両政府に対して、当面は在日米軍
施設面積の50％以下を目指すとする具体的な数値目
標の設定も求めております。また、全国知事会や渉外
知事会において、沖縄の基地負担の現状を説明し、理
解を求めるとともに、トークキャラバンの実施や情報
発信の取組を通じて、沖縄の基地負担軽減に向けた国
民的議論の機運醸成を図っているところです。私があ
る会合で発言をさせていただきましたけれども、例え
ば、日本全体を100人のクラスメートに例えたとした
場合、沖縄県民は70人分のランドセルを背負わされ
ている。青森君は９人分、東京君、神奈川君はそれぞ
れ５人分だと。背負っていない人たちのランドセル
は、一体いつまでこの背負わされている人たちが担わ
なければならないのかということを、国民がもっと分
かりやすく自分事として捉えていただきたい。そうい
うことも我々は、様々な機会を通じて国民に広く発信
し、理解を広げ、沖縄における基地負担の軽減につい
て、共に国民として考えていただけるような、そうい
う機運を醸成してまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　比嘉京子議員。
○比嘉　京子 議員　ランドセル論はいいですね。非
常に分かりやすいです。私はですから、基地を、負担
をなくしていくことで我々経済アップするわけですか
ら、ワシントン事務所の経費も、それから国連の経費
も、私はもっと増やすべきだと、これだけ8900億の
基地負担というものを変えていくというために、これ
だけのお金は少ないと日頃から考えております。
　終わります。質問を取り残しましたけれども、すみ
ません、また機会を見てやりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後１時35分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　次呂久成崇議員。
　　　〔次呂久成崇　議員登壇〕
○次呂久　成崇 議員　質問の前に、今定例会開会日
に同僚議員をはじめ、県執行部、議会事務局、県民の
皆様には、私たちの軽率な行為により誤解とお騒がせ
をいたしました。以後、このようなことがないように
気をつけてまいりたいと思います。

　さて、今日は花城大輔議員の要望もありまして、
私、例のかりゆしウエアを着て登壇しておりますが、
私は個人的に、このかりゆしウエアは、落ち着いて、
大人のかりゆしウエアではないかなと思うんですが、
私を見る方が少しにやっとするのがちょっと気になり
ます。今日一日、このかりゆしウエアで頑張ってまい
りたいと思います。
　さて、先週石垣市で学校関係者が校内で陸上自衛隊
ヘリの体験搭乗の案内資料を一部の生徒に配付したこ
とについては、質問通告後に報道された看過できない
重大な問題でありますので、議長と執行部には連絡を
済ませており、先例を踏まえ質問を行います。
　１、この問題の詳細について伺う。
　２、教育現場である学校内でこのような行為が行わ
れたことに対し、県の見解と対応について伺う。
　続きまして１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･令和６年度沖縄振興予算の概算要求の内容と
その評価について伺う。
　(2)、･令和６年度沖縄振興税制の内容について伺
う。
　(3)、･８月に行った竹富町行政視察について、その
目的と視察内容について伺う。
　(4)、･９月14日に米軍普天間飛行場所属の海兵隊の
輸送機ＭＶ22オスプレイが新石垣空港に緊急着陸し
た。県の対応について伺う。
　２、離島振興について。
　(1)、竹富町の各島のターミナル及び浮き桟橋の修
繕と建て替えに向けた取組について伺う。
　(2)、離島の公衆衛生技師の人員確保と人材育成の
取組について伺う。
　３、土木環境行政について。
　(1)、･与那原マリーナの整備計画の概要と目的につ
いて伺う。
　(2)、･現在の進捗状況と整備完了までの工程につい
て伺う。
　(3)、･国立公園の石西礁湖での座礁船の現在の状況
について伺う。
　(4)、･県独自の野鳥における高病原性鳥インフルエ
ンザの対応マニュアル作成の取組について伺う。
　(5)、･離島における廃棄物処理の課題解決に向けた
取組について伺う。
　４、文化観光スポーツ行政について。
　(1)、･沖縄県と日本セーリング連盟オリンピック強
化委員会との連携協定の概要と、締結後の具体的な取
組と実績について伺う。
　(2)、･県内の海洋スポーツ拠点の現状について伺
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う。
　５、農水産業行政について。
　(1)、･県内の子牛価格の下落が止まらない。県内の
取引価格の現状と要因について伺う。
　(2)、･沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業の実績
について伺う。
　(3)、･おきなわ山羊品評会の開催について伺う。
　６、保健・医療行政について。
　(1)、･八重山保健所庁舎が老朽化しているが、現状
と課題を伺う。
　(2)、･県立八重山病院の職員住宅確保対策について
伺う。
　(3)、･県立八重山病院隣接の恒久ヘリポート建設の
進捗について伺う。
　(4)、･医師の働き方改革と看護師及び他の医療従事
者確保の取組について伺う。
　(5)、･県立八重山病院附属診療所の老朽化の現状と
医薬分業の取組について伺う。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　次呂久成崇議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(3)、
竹富町行政視察の目的と視察内容についてお答えいた
します。
　知事行政視察は、県政の重要課題である離島振興等
について、直接現地を視察し地元の皆様の意見を聞
き、県政に反映させることを目的に実施しておりま
す。竹富町では、町内各港湾施設浮き桟橋の改修等の
要望に係る箇所の視察や役場との意見交換のほか、竹
富島、西表島の小中学校の児童生徒や西表島の地域の
住民と交流を行い、直接多くの話を聞くことができま
した。今後もできるだけ多くの離島に足を運び、現状
や課題の把握に努め、島々で暮らす人々の生活が豊か
で安心して暮らせるよう、各種施策に取り組んでまい
ります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)、令和６年度概算要求の内容と評価についてお
答えいたします。
　内閣府が行った令和６年度沖縄振興予算の概算要求
については、観光関連事業に係る経費が新たに盛り込
まれたほか、沖縄振興一括交付金やクリーンエネル

ギーの導入促進に係る経費等が増額要求されました。
しかしながら、内閣府の概算要求額2920億円は、沖
縄県が要望した3000億円台に届かなかったことに加
え、沖縄振興一括交付金についても、沖縄県及び市町
村が求めてきた所要額とは大きくかけ離れたものと
なっております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)、令和６年度沖縄振興税制の内容についてお答
えいたします。
　令和６年度沖縄振興税制では、令和５年度に期限を
迎える沖縄型特定免税店制度、石油石炭税の免除、電
力供給業の用に供する固定資産税の特例及び令和６年
５月に期限を迎える揮発油税等の軽減措置の４制度に
ついて、県からの要望を踏まえ、内閣府から財務省へ
延長要望がなされております。これらは、観光振興、
電力の安定かつ適切な供給、ガソリン価格の抑制に資
するものであり、県民生活や産業活動に影響が大きい
ことから、県としては要望実現のため、内閣府と連携
して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(4)、オスプレイの新石垣空港への緊急着陸
についてお答えいたします。
　今年９月14日、普天間飛行場所属のオスプレイ２
機が、新石垣空港に着陸しました。また、同月14日
から21日にかけては、同飛行場所属のオスプレイ計
４機が奄美空港及び大分空港に相次いで緊急着陸して
おり、県としては、米軍の安全管理体制に強い疑念を
抱かざるを得ず、大変遺憾であります。このため、去
る９月21日、在沖米海兵隊及び沖縄防衛局に対し、
原因の究明とその公表、実効性ある再発防止策等を要
請したところです。
　次に３、土木環境行政についての中の(3)、竹富町
浜島沖の座礁船についてお答えいたします。
　県は、台風第６号通過後の、去る８月15日に、座
礁船の撤去に係る第２回目の説明会を開催いたしまし
た。撤去事業者によると、台風の影響で船体が２つに
切り離され、撤去の作業工程が長期化する見込みであ
り、令和６年４月に船体の撤去が完了、その後の環境
調査等を含め同年５月に全作業が完了する見込みとの
ことです。また、積荷の流出については、撤去事業者
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及び船主代理人によって、現在も回収作業が行われて
おります。引き続き、関係機関との情報共有を行いな
がら、迅速な対応を求めてまいります。
　次に６、保健・医療行政についての中の(3)、八重
山恒久ヘリポートの進捗についてお答えいたします。
　県では、これまで整理した設置案３案を基に、５
月23日に部局長レベルの職員が参加する会議を開催
し、各機関の希望案を確認したところ、八重山病院隣
接地地上型案と病院敷地内かさ上げ型案の２案に支持
表明があったほか、新たな案の検討を希望する意見も
ありました。現在、関係者の合意が得られるよう各機
関で検討を進めているところであり、急患搬送体制確
保の重要性に鑑み、早期に合意形成に向けて、引き続
き調整を進めてまいります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、離島振興についての
(1)、竹富町内港湾の旅客ターミナル及び浮き桟橋の
修繕等についてお答えいたします。
　各港の港湾施設について、県は定期点検診断の実施
により、劣化状況の把握に努めております。また、点
検診断結果に基づき、限られた予算の中、優先順位を
つけながら修繕及び更新等の工法検討を実施しており
ます。引き続き、竹富町と連携しながら、港湾施設の
老朽化対策に取り組んでまいります。
　次に３、土木環境行政についての(1)及び(2)、与那
原マリーナの整備計画等についてお答えいたします。
３の(1)と３の(2)は関連しますので、一括してお答え
します。
　中城湾港の与那原マリーナについては、海洋性レク
リエーション需要に対応する施設として、平成28年
度に南側部分を供用開始しております。未整備となっ
ているマリーナ北側部分については、プレジャーボー
トの将来需要等に対応するため、小型桟橋の整備等を
港湾計画に位置づけており、今年度、施設配置計画や
事業スキーム等に関する調査を行うこととしておりま
す。今後の事業工程については、調査結果等を踏ま
え、検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　２、離島振興についての
(2)、公衆衛生技師の人材確保等についてお答えしま
す。
　令和５年10月１日現在、宮古・八重山保健所にお

ける公衆衛生技師の欠員状況は、医師１名、技術職４
名の欠員となっております。その対策として、臨時的
任用職員を採用することで欠員の解消に努めるととも
に、各種関連団体等への募集案内や関係機関への協力
要請を行い、人材確保等を図っているところです。
　続いて６、保健・医療行政についての(1)、八重山
保健所庁舎の現状と課題についてお答えします。
　八重山保健所については、築40年が経過してお
り、雨漏りや各種設備の不具合が生じております。緊
急を要する箇所については、適宜修繕を行っていると
ころですが、改築または大規模改修については、計画
的に整備を進める必要があるため、関係部局と調整の
上、検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、土木環境行政について
の(4)、野鳥における県独自の鳥インフルエンザ対応
マニュアルの作成についてお答えいたします。
　県では、野鳥における鳥インフルエンザについて、
国のマニュアルに基づき対応しておりますが、その拡
大防止や早期発見のためには、同マニュアルに定めの
ない動物病院における傷病鳥獣の受入れ基準の明確化
等が必要であると考えております。
　そのため、県としましては、受入れの現状や課題、
検査体制等について、環境省、市町村、保健所、家畜
保健衛生所、獣医師会等と意見交換を重ねているとこ
ろであり、引き続き野鳥における県独自のマニュアル
策定に向けて、取組を進めていくこととしておりま
す。
　同じく３の(5)、離島における廃棄物処理の取組に
ついてお答えいたします。
　離島地域においては、繰り返し漂着するごみの処理
や島内では処理が困難な産業廃棄物を島外へ輸送し処
理せざるを得ないなどの課題があります。県では、漂
着ごみの処理について、海上輸送費も含め回収・処理
に活用できる国の補助金の必要な予算額の確保に努め
ております。また、産業廃棄物と一般廃棄物を併せて
処理する実証試験を実施し、離島における処理コスト
の低減が確認できたことから、あわせ処理を推進して
いるところです。さらに、産業廃棄物税を活用した離
島における産業廃棄物処理施設の整備に対する補助事
業についても引き続き周知等を強化してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
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○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　４、文化観光ス
ポーツ行政についての(1)、日本セーリング連盟との
連携協定についてお答えします。
　沖縄県の海洋環境とセーリング競技の特性を生かし
た地域活性化を目的として、令和３年３月、日本セー
リング連盟、県及び座間味村の３者により連携協定を
締結しました。協定で３者は、ＪＯＣ（日本オリン
ピック委員会）認定競技別強化センターの認定を目指
すこと、競技力向上及び人材育成について連携・協力
をすること、連盟と地域住民との交流の場を設定する
ことなどに努めることとされています。同協定に基づ
き、県においてキーパーソンの招聘及びキャンプ誘致
に取り組んでおり、県内各地におけるセーリングの合
宿が継続的に実施されています。その結果、令和４年
10月には、座間味村歴史文化・健康づくりセンター
が強化センターに認定されました。
　同じく４の(2)、県内の海洋スポーツ拠点の現状に
ついてお答えします。
　沖縄県では、座間味村海域、与那原マリーナ、宜野
湾マリーナ、名護湾などを拠点として、大会や合宿が
行われているところです。
　県としましては、これらの拠点を活用し本県の地理
的特性を生かして、セーリング等の合宿をはじめとし
た海洋スポーツの推進に取り組むとともに、令和16
年に開催される国民スポーツ大会を見据え、競技力の
向上、人材育成を離島を含めた県内全域で図ってまい
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、農水産業行政につい
ての(1)、県内子牛取引価格の現状と下落の要因につ
いてお答えいたします。
　県内の肉用子牛平均取引価格は、令和４年５月以降
下落傾向となっております。また、昨今の牛肉流通の
状況としましては、物価上昇の影響により、国民の消
費活動が減退しているため、国内における牛肉消費量
が減少し、牛肉取引価格の低下が続いております。こ
のような牛肉流通状況の変化や飼料価格の高騰によ
り、購買者である肥育農家の経営が悪化し、子牛の買
い控えや導入意欲の低下を招いたことが取引価格の下
落に至った要因と認識しております。
　同じく５の(2)、沖縄県和牛子牛価格安定特別対策
事業の実績についてお答えいたします。
　県では、全国に比べ雌子牛の価格下落幅が大きいこ
とから、独自の支援策として、県内の雌子牛平均価格

が基準価格を下回った場合、その差額の９割を補塡す
る沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業を実施してお
ります。当該事業において、令和５年４月～７月まで
に出荷された雌子牛3395頭を対象に、総額１億6984
万円の補塡金が契約農家へ交付されております。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しながら
肉用牛農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく５の(3)、おきなわ山羊品評会の開催につい
てお答えいたします。
　おきなわ山羊品評会は、平成21年度～令和元年度
までに合計11回開催しておりましたが、令和２年度
からは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
開催を見送っております。同品評会につきましては、
生産者の生産意欲を高めるとともに、ヤギの生産性向
上を図る上で必要と考えております。
　県としましては、市町村、ＪＡ等の関係機関と連携
しながら、おきなわ山羊品評会の早期再開に向けて取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　６、保健・医療行政につ
いての(2)、県立八重山病院の職員住宅確保について
お答えします。
　八重山地区をはじめ離島における住居は、人材確保
に欠かせない施設であり、地域の医療ニーズに対応
し、良質で安定した医療サービスを提供するためには
重要であると考えております。そのため、病院事業局
では職員宿舎として、医師・看護師住宅のほか、知事
部局の県職員住宅及び民間賃貸住宅を借り上げてお
り、引き続き、離島に配置される職員が安心して職務
に専念できるよう職員宿舎確保に努めてまいります。
　同じく６の(4)、医師の働き方改革と医療従事者の
確保についてお答えします。
　医師の働き方改革については、医師の長時間労働を
生む構造的な問題の解決に向けて、時間外労働の上限
規制、健康確保措置等の新制度が令和６年、来年の４
月から施行されます。県立病院では、地域医療や救急
医療の維持及び臨床研修教育に認められる時間外・休
日労働の特例水準の指定に向けて、医師労働時間短縮
計画の作成に取り組んでいるところです。また、同改
革を推進するためには、看護師及びコメディカルへの
タスクシフト、タスクシェアが必要となるため、看護
師の特定行為研修等の実施及び人材確保に努めており
ます。
　同じく６の(5)、県立八重山病院附属診療所の老朽
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化と医薬分業についてお答えします。
　県立八重山病院の４附属診療所のうち、波照間診療
所は築29年、小浜診療所は築28年、大原診療所は築
21年が経過し、経年劣化が進んでいることから適宜
修繕を行ってまいります。西表西部診療所及び医師住
宅については築39年が経過していることから、移転
建て替えで竹富町と協議を行っており、移転候補地に
係る町の手続が整い次第、令和６年度から設計業務を
実施することとしております。また、附属診療所の医
薬分業については、調剤における法律上の制限や、そ
れから迅速な処方が必要な事案の発生等を勘案すると
難しいものと考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　７、学校関係者による石垣市の
中学校での陸上自衛隊ヘリの体験搭乗案内資料の配付
についての中の(1)、自衛隊広報活動についてお答え
いたします。７の(1)と７の(2)は関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　石垣市教育委員会によると、今月３日から４日にか
けて、中学校の部活動の時間において、自衛隊関係者
である外部コーチ及び担当顧問が、校長の許可を得な
いまま、ヘリの体験搭乗の案内資料と申込書を一部の
生徒に配付したとのことであります。学校における自
衛隊の広報活動についても、他の官公庁や事業所の広
報活動と同様に、学校の設置者である市町村教育委員
会や校長に許可を求め、その判断の下、適切に行われ
るべきものであると考えております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　まず、知事の政治姿勢の(4)の
新石垣空港、オスプレイ緊急着陸の件なんですけれど
も、このとき沖縄防衛局の対応のほうはどうだったで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　沖縄防衛局によると、新石垣空港に普天間飛行場所
属のオスプレイが緊急着陸した当日、９月14日なん
ですけれども、通訳を含む職員が現場に出向き対応を
行ったということであります。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　確認なんですけれども、県の
ほうはその出先機関、もしくはまた知事公室、そのほ
うから職員の派遣というのはなかったわけですか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。

○溜　政仁 知事公室長　知事公室のほうとしまして
は、空港の管理者と緊密に連絡を取ってはおりました
が、派遣はいたしておりません。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　派遣がなかったということな
んですけれども、ここでちょっと伺いたいんですけれ
ども、県は、この石垣空港は設置管理者としてどのよ
うな位置づけなのか認識を伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　新石垣空港につきましては、県において設置管理を
しておりますが、管理事務の一部につきましては、空
港が所在する市町村に権限委譲をしているところでご
ざいます。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　新石垣空港なんですけれど
も、この１日の定期航空路線、便数、また管理体制と
か、どれぐらいの煩雑さとかっていうのは把握してま
すか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　新石垣空港の令和４年度
の年間乗降客数は244万人余りと、地方自治体が管理
する54空港のうち、鹿児島空港に次ぐ大規模な空港
であるというふうに認識をしているところでございま
す。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　そうなんですね。この地方管
理空港54空港のうち、乗降客数が第２位ということ
になっております。そしてさらに、石垣空港の特殊性
として、この乗降客数が100万人以上の空港で唯一、
空港管理と駐車場管理が石垣市によって行われている
ということなんですけれども、今、沖縄県ではこの地
方管理空港、12空港あると思うんですけれども、そ
の中で直接管理しているのはどの空港ですか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県が設置する空港は、下
地島空港を除き管理の一部を空港が所在する市町村に
権限委譲している状況でございます。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　この９月14日、同日なんです
けれども、奄美空港のほうにも同じくオスプレイが緊
急着陸をしております。奄美空港では、設置管理者で
ある鹿児島県はどのような対応をしたのか御存じで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩

‒･321･‒



　　　午後２時８分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　奄美空港におきましては、
管理事務所――県の出先、大島支庁のほうから空港に
出向いて管理事務所に職員を派遣して対応したという
ことのようでございます。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　そうなんですね。私も奄美空
港のほう、そして鹿児島県のほうに確認をいたしまし
た。この奄美空港では、緊急着陸後、九州防衛局職員
も空港に駆けつけ、設置管理者の鹿児島県も出先機関
の大島支庁から職員を１人派遣して情報収集の対応を
行っていると。同じ離島の空港でありながら、この対
応の違いというのは、設置管理者である県の認識の違
いだと私は思います。今回、このオスプレイの駐機に
関しては、ステイ便になるということで、たしか米海
兵隊員がそのまま駐機されているオスプレイのほうに
宿泊するというようなことで、管理事務所のほうとや
り取りがあったと思います。これは空港の管理運営
上、やはりできないということで、いろいろとやり取
りをしていたようなんですけれども、私はこの石垣市
に事務の一部が委譲されているからということで、こ
の空港の運用・管理について、沖縄県のほうが知らぬ
存ぜぬ、石垣空港管理事務所で判断、対応してくださ
いというような、丸投げをしているような状況という
のは、これは設置管理者としていかがなものかという
ふうに思いますが、認識を伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当日の対応といたしまし
ては、空港管理事務所と連携し、情報共有等を行いな
がら対応したというふうに聞いております。航空機の
緊急着陸時における対応につきましては、駐機スポッ
トの指示など、現場の空港管理事務所が行うことと
なっており、県におきましては他航空機への影響等に
ついて情報収集を行うこととしております。
　それからここで１点、先ほどの答弁の中で鹿児島空
港に次ぐ大規模な空港というふうに申し上げたようで
ございますが、神戸空港に次ぐ大規模な空港におわび
して訂正させていただきます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。

○次呂久　成崇 議員　奄美空港管理事務所のほう
は、一般民間機の業務もあるので、今回のような米軍
機の緊急着陸の場合、そして駐機時間が短くその日で
離陸するとか、翌日の朝早く離陸することが分かって
いる、こういった場合はやはりケース・バイ・ケース
で鹿児島県と協議、調整をしながら対応する。そして
職員もなるべく情報収集をしに空港に向かうというふ
うに聞いております。この対応こそ、私は設置管理者
である県の責任ではないかというふうに思いますの
で、ぜひ、今後の対応として、出先機関もあるわけで
すから、そういった対応のほうをしっかりやるという
のが県の責任ではないかと思いますが、いかがです
か。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時12分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　空港の管理一般ということの範囲でお答えいたしま
すけれども、出先の事務所等もございます。管理につ
いて地元のほうと意見交換をしてまいりたいと考えて
おります。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　現在、有事を念頭に防衛体制
強化の目的で空港、そして港湾機能を拡充しようと国
の関係者が石垣市と竹富町に特定重要拠点空港・港湾
に関する説明を行うなど、この新石垣空港を取り巻く
状況というのは大きく変化をしております。この拠点
空港・港湾に指定されて整備されれば、自衛隊の訓練
をはじめ米軍等の空港使用は、私はやはり避けられな
いものだというふうに思いますし、国の専管事項とし
て住民の意思が問われないまま進むのではないかとい
うふうに懸念しています。現在は、空港の管理事務は
石垣市のほうに一部権限委譲ということなんですけれ
ども、このように取り巻く状況が変化している中、設
置管理者として沖縄県が下地島空港のように直接管理
する必要があるのではないかというような声もありま
すし、私もそれを検討する余地というか、時期にある
のではないかというふうに思いますが、ここで知事の
考えをちょっと伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどもお答えいたしま
したが、空港管理を取り巻く情勢というのが議員御指
摘のとおり様々ございますので、望ましい管理の在り
方ということについて、地元と意見交換をしてまいり

‒･322･‒



たいというふうに考えております。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　地元の空港管理事務所のほう
とも、また出先機関も併せてしっかり――この直接管
理も含めて、今回のような丸投げは決してしないよう
に、設置管理者として当然やるべき対応、そして検討
をしていただきたいというふうに思います。
　次に、土木環境行政についてなんですけれども、鳥
インフルの件です。
　今月下旬からいよいよ渡り鳥のシーズンを迎えるわ
けなんですけれども、この野鳥の監視や傷病野鳥の通
報、死亡野鳥の調査を行う体制など、関係機関との体
制はどうなっているのか。具体的にまたどのような連
携体制があるのか伺います。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県では死亡野鳥等を見つけた場合の連絡先としまし
て、ホームページでは自然保護課のほうを案内してお
ります。この当該死亡野鳥等が検査対象となるような
ことを確認した場合には、地域ごとに連携して対応す
るような体制というものを構築しているところです。
八重山地域におきましては、自然保護課が環境省石垣
自然保護官事務所に連絡しまして、同事務所が死亡野
鳥等の回収、それから簡易検査を行っております。対
応できない場合につきましては、八重山家畜保健所に
協力を求めるというようなことにしております。ま
た、簡易検査を実施する場合につきましては、速やか
に県の畜産課等の関係機関へ情報提供を行いまして、
結果が分かり次第、情報共有を図るというようなこと
の体制でやっております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　この死亡野鳥の取扱いで鳥イ
ンフルの疑いがある場合というのは、現在、検査機関
というのが筑波でしたか、そちらのほうに送って、そ
の結果が来るのに２週間かかるということなんですけ
れども、これが鳥インフル陽性の場合、この２週間で
八重山圏域、また県内のほうでは、もうその被害、感
染というのはやはり拡大すると思います。ですので、
私はやはり県内でしっかりと検査できるような体制と
いうのを構築するべきではないかと思いますが、その
件についていかがお考えでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えします。
　野鳥におきます鳥インフルエンザにつきましては、
簡易検査の後、陽性となりましたら遺伝子検査という

ものを次の段階でやることになりますけれども、これ
につきましては国のマニュアルに基づきまして、議員
が御指摘のとおり、検体を国の検査機関であります国
立環境研究所まで発送する必要があります。そのた
め、結果の確定までに時間を要しているというような
状況がございます。そのため国におきましては、県内
で遺伝子検査が実施できるように、県内の研究機関と
調整しているというふうなことを聞いております。
　県としましても、国と連携しながら県内での遺伝子
検査体制の構築に向けて取り組んでいきたいというふ
うに考えているところです。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　この件に関しては、環境省、
国のほうともしっかり連携していただきたいと思いま
す。また、県の体制なんですけれども、この鳥インフ
ルに関してなんですけれども、家禽は農林水産部、そ
して傷病また死亡野鳥は環境部というふうに、縦割り
にやっぱりなっていると。私はやはりこの鳥インフル
の連携体制というのを考えたときに、両部局がしっか
りと巻き込まれて、その関係機関との連携体制ってい
うのを構築しないといけないというふうに思っている
んですが、地元のほうではやはりその連携体制という
のが構築されていないという認識があるというふうに
伺っていますが、その辺りはいかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　石垣における検査体制につ
きましては、先ほども申し上げましたとおり、環境省
自然保護官事務所あるいは八重山家畜保健所と連携を
取っているところですけれども、この鳥インフルエン
ザの対策に万全を期すために、畜産課、それから環境
省沖縄奄美自然環境事務所、あるいは県獣医師会、宮
古・八重山の保健所、家畜保健所、石垣市、そういっ
たところとの意見交換をずっと行ってきているところ
でございます。
　県としましては、こういった意見交換も引き続き行
いながら、こういった検査体制というものについて支
障が生じないよう取り組んでいこうというふうに考え
ているところです。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　八重山圏域のほうでは、現
在、この県の対応については、やはり県の自然保護課
のほうは、鳥インフルの知識、また技術がなくて対応
できない。危機感がないから自治体や関係機関に丸投
げしているというような現場の感触というのがあるそ
うです。ですので、私は圏域ごとではなくて、やはり
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県全体として、関係機関の担当者レベルだけではなく
て、環境省の沖縄奄美自然環境事務所長と環境部長と
か、自然保護課長とか、トップレベルでの意見交換、
そして互いの認識や体制を構築する必要があるのでは
ないかと思いますが、いかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　鳥インフルエンザにつきま
しては、先ほども答弁したとおり、関係機関といろい
ろ意見交換を行ってきているところなんですけれど
も、引き続き八重山地域の現状と課題といったものに
ついて意見交換を行いながら、こういった体制につい
ても支障が生じないように検討していきたいというふ
うに考えております。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　よろしくお願いします。
　そして、やはりこの八重山圏域は、世界自然遺産登
録された西表島があって、カンムリワシやイリオモテ
ヤマネコの希少種、そして漂着ごみ問題や石西礁湖、
ノヤギや外来種対策など環境問題というのは山積して
おります。この自治体や関係機関とも連携し、やはり
この課題解決をいかに図っていくかというのが私はと
ても重要だと思いますので、ぜひ、この環境部の出先
機関に職員を配置すると。やはり配置するということ
は、広域行政を担う県がしっかりと姿勢を示すことに
もなると思いますので、ぜひ前向きな検討をお願いし
たいと思いますが、いかがですか。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　環境行政につきましては、様々
な専門家の方々、あるいは環境省レンジャーの方々の
専門的な立場からの見解・見地も非常に重要な県政に
とっての対応になるであろうと思います。
　県におきましては、このような環境分野において
も、環境省、関係機関と連携をしながら必要な体制の
整備については、引き続き検討してまいりたいという
ように思います。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　ぜひ、環境部の出先機関、そ
して職員の配置というのは前向きに検討のほうをお願
いしたいと思います。
　次に、文化観光スポーツ行政についてなんですけれ
ども、この県内の海洋スポーツの拠点づくりについて
改めてちょっと見解を伺いたいと思います。
　先ほど答弁のほうにもありました。12年後に２巡
目となる沖縄国体で海洋スポーツ競技の県勢の育成強
化をするためにも、現在、与那原マリーナ、そして宜
野湾、名護をそれぞれ拠点にしているということなん

ですけれども、ぜひ離島でも宮古の平良港、そして石
垣港を拠点にするといったことも見据えて、この県内
の拠点づくりをしっかりやっていくという、その必要
性があるというふうに感じますが、どのようにお考え
なのか、改めてお聞きしたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　沖縄県は、温暖
な気候、海の透明度、それから冬場においても一定程
度静穏度が確保される海域など、地理的特性を生かし
て海洋性競技の育成強化、離島を含めたそういう拠点
化というところを県内全域で進めていけたらと思って
おります。また、離島におけるスポーツコンベンショ
ンの推進のために、市町村、スポーツコミッション沖
縄等と連携して、合宿の誘致を図ってまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　実際に、与那原マリーナのほ
うでセーリング強化合宿をした選手というのは、国際
大会でも本当にいい成績を残しております。そしてそ
の選手が、沖縄の優位性、海洋スポーツの拠点として
沖縄の優位性というのは疑う余地のない国内ナンバー
ワンだというふうに言っているわけです。ですので、
私は、この与那原マリーナの整備計画のほうも、やは
り拠点づくりをしていくためには、艇庫の整備という
のも必要不可欠だというふうに思いますので、その整
備も含めて県内のそれぞれのマリーナ、そして離島の
宮古・石垣のほうも整備を進めていくということも含
めて、沖縄の海洋スポーツの今後の人材育成も含めて
世界に発信していくことができるんじゃないかと思い
ますが、改めて見解を伺いたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　令和16年の国民
スポーツ大会に向けては、次年度、仮称ですけれども
準備委員会を設置することを検討しておりますので、
そういった準備委員会、それから各施設競技団体、そ
れから市町村を含めて意見交換を行いながら、どのよ
うな施設が必要なのかというところを検討してまいり
たいと考えています。
○赤嶺　昇 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　ありがとうございます。ぜひ
前向きによろしくお願いします。
　最後に、これは質問ではなく要望なんですけれど
も、知事、８年ぶりに竹富町へ行政視察に行かれたと
いうことなんですけれども、この八重山圏域は、石
垣市、竹富町、与那国町と３市町、３つの自治体が
あって、11の有人島から成り立っているわけなんで
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すが、やはり先ほど知事も申していました県政の重要
課題である離島振興、今回、直接知事が足を運んだと
いうのはとても評価するんですけれども、やはりここ
で今後考えていただきたいのは、前例がないというこ
とで職員のほうから伺っているんですが、私たち八重
山選出の我々議員のほうも一緒に同行できるのであれ
ば、ぜひそれはお願いしたいというふうに思います。
そしてまた、それぞれ石垣市議会議員、竹富町議会議
員、与那国町議会議員がいらっしゃいます。この方た
ちは普段から地元、そして各島々のそういう課題等に
ついて住民の皆さんからいつも意見を聞いているわけ
なんですね。ですので、一緒に同行することによっ
て、また足りない時間だけではなくて、我々議員も離
島振興について改めて地元の皆さんから意見を聞い
て、それを共有しながら県政課題解決について図って
いくということができるかと思いますので、これは
私、与野党関係ないと思います。ぜひ、今後このよう
なことも検討していただきたいということを要望して
私の一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
　　　〔新垣光栄　議員登壇〕
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○新垣　光栄 議員　会派おきなわ南風、新垣光栄、
一般質問を行います。
　よろしくお願いいたします。
　１、知事の政治姿勢について。
　私は今回の最高裁の判決に伴う知事の判断が、今
後、辺野古基地だけではなく、沖縄県民の人権、主
権、民主主義、平和、沖縄県の未来を決める決断だと
思います。
　そこで(1)、辺野古新基地建設に伴う最高裁の判決
について、知事の決断と対応を伺う。
　(3)、･米兵２人によるタクシー強盗致傷事件で、福
岡高裁は遺族側の控訴を棄却した。日米地位協定とＳ
ＡＣＯ見舞金制度について、知事の見解を伺う。
　２、総務企画について。
　(1)、･交通渋滞対策と公共交通体系について。
　国土交通省2021年交通情勢調査の動向を踏まえる
と、鉄軌道の整備のみならずフィーダー交通の整備も
含めた公共交通体系の構築が必要となる。
　そこでア、モノレール延伸や鉄軌道導入の政策位置
づけについて伺う。

　(2)、･警察行政について。
　ア、警察官の実人員と条例定数に対する充足率、類
似団体の状況について伺います。
　イ、警察行政施設の老朽化対策整備計画と警察官増
員に伴う施設の現状について伺う。
　ウ、交番・駐在所の再編計画と設置基準について伺
います。
　３、経済労働について。
　(1)、･世界水準の観光地実現の政策について。
　沖縄県は、観光に行きたい都道府県ランキングの採
点で、最も大きい下げ幅となり３位に逆戻りした。
　そこで伺います。
　ア、沖縄県は、県民が第一に望む将来像、沖縄らし
い自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
いる。その潜在的な発展、可能性を存分に引き出す観
光政策について伺う。
　イ、世界のトップクラスの観光地形成に活用する観
光税について、導入の進捗状況を伺う。
　(2)、･スポーツ政策について。
　沖縄県では、2025年、全国中学校体育大会の開催
が決定し、2029年、全国高等学校総合体育大会が予
定され、2034年には国民体育大会、２巡目の国体の
最後の開催地として、沖縄県が予定されている。
　そこで伺います。
　ア、大会の取組状況と県管理施設の現状と課題、対
策、各市町村との連携について伺います。また中体連
廃止の議論について伺います。
　イ、高体連、中体連等、県大会の施設利用料の軽減
について伺います。
　ウ、県立高校体育施設開放事業の拡充と支援体制の
充実について伺う。
　(3)、･文化芸術政策について。
　世界のウチナーンチュ大会をはじめ、昨年の美ら島
おきなわ文化祭2022事業と先日のしまくとぅば県民
大会へ参加して、沖縄県の文化、芸術・芸能は、長い
歴史の中で積み上げられた英知の結晶であり、県民が
心豊かに生き、活力ある社会を築き、世界との友好を
深めていく基盤として、県民の発展に欠かせないもの
であると再認識しました。
　そこで伺います。
　ア、新たな時代を切り開く沖縄県の歴史、文化、芸
術・芸能の観光政策への活用とまちづくり景観への活
用について、県の見解を伺います。
　イ、文化発信交流拠点の整備により目指す沖縄県の
将来像と、県営中城公園の整備コンセプトについて伺
う。
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　４、文教厚生について。
　(1)、･無職の若者の青少年政策について。
　県では、進学も就職もしない若者の現状が子供の貧
困につながる可能性があると見て、無業青年の生活実
態調査を実施し、貧困をなくす具体的な施策に反映し
たいと調査に取り組んでいます。
　そこでア、中高校生の進路未決定率の現状と課題、
対策について伺う。
　イ、高校生の中退率とその実態、対策について伺い
ます。
　ウ、知事公約である、貧困層の若者への自動車運転
免許証取得支援の取組状況について伺います。
　(2)、･社会で自立し活躍できる人材を育成するため
の教育支援について。
　県は、多様な能力を育て、力強く未来を拓く人材づ
くりを掲げ、施策に取り組んでいる。
　そこでア、大学、高校等における授業料等の負担軽
減策の現状と成果を伺う。
　イ、国際感覚を身につける教育の推進について、取
組状況と成果を伺う。
　ウ、台湾私大留学を無償化し、県内のグローバル人
材育成のために締結された、みらいおきなわ連携協定
について、県の見解を伺います。
　５、土木環境について。
　(1)、･世界水準の観光地にふさわしい沿道景観の形
成について。
　内閣府は、令和６年度概算要求に新規事業として、
持続可能な国際観光景観モデル事業を要求した。
　そこでア、モデル事業の全県的展開と既存のフラ
ワークリエイション事業との組合せをどのように考え
ているか。世界水準の沿道景観形成に向けては、新た
な組織の設置や土木事務所の技術者増員が不可欠であ
る。県の見解を伺う。
　イ、花と樹木の沿道景観計画で掲げた施策、地域や
ボランティア、企業との連携した取組の展開につい
て、県の見解を伺います。
　ウ、沿道環境の美化と沖縄県観光振興条例第16条
の現状と課題を伺う。
　(2)、･都市計画政策について。
　沖縄県の人口は、復帰後初めての自然減となった。
人口減少対策を考える際には、商工業地域社会形成の
発展だけでなく、住宅・生活環境の向上や良好なコ
ミュニティーの形成といった、まちづくりの発想が必
要になる。
　そこでア、人口減少時代の住宅政策・住宅環境の改
善について、県の見解を伺います。

　イ、広域的な観点から沖縄県全体のゾーニングと中
南部都市圏の土地利用政策について伺います。
　ウ、県は、中南部都市圏の都市計画区域の再編計画
を予定している。どのような手続で進めるのか。関係
市町村との協議会が必要となると考えるが、いつ設置
するのか伺います。
　(3)、･河川、海岸及び砂防の整備事業について。
　イ、中城村奥間地域及び久場・熱田海岸地域の保全
区域指定の現状について伺います。奥間地域におかれ
ましては、土木事務所、農林土木事務所が説明会を
行って、本当に御苦労さんでありました。
　続きましてウ、西原町小波津川の整備状況と管理状
況について伺います。西原町の河川の整備状況におい
ても、雑草の除去など、今精力的にやっていますの
で、お礼を申し上げます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕　
○玉城デニー 知事　新垣光栄議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、公有
水面埋立変更承認申請に対する知事の対応についてお
答えいたします。
　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところでありますが、沖縄県は、当
該判決を受けてどのような対応が取れるか検討してお
りましたが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄
防衛局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ず
る裁判を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基
づく代執行訴訟が提起されたところであります。
　沖縄県としては、この訴状の内容を精査した上で、
対応を検討してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、ＳＡＣＯ見舞金制度への見解について
お答えいたします。
　米軍人等による公務外の事件・事故の被害者への補
償は、原則、加害者が行いますが、弁済能力がない場
合等は、日米地位協定第18条第６項に基づき米国政
府が支払います。ＳＡＣＯ見舞金は、この米側の支払
額が裁判の確定判決額に満たない場合、日本政府が差
額を支払う努力をする制度です。しかしながら、同制
度は法的制度として確立したものではないため、県と
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しては、被害者の迅速かつ十分な補償を図るために
は、日米地位協定の見直しが必要と考えており、その
見直し要請の中で、日米両政府の責任でその差額を補
塡するものとし、補塡に要した費用負担については、
両政府間で協議する旨明記することを求めているとこ
ろです。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　２、総務企画についての(1)の
ア、モノレール延伸や鉄軌道導入の政策位置づけにつ
いてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄
県総合交通体系基本計画において、県土の均衡ある発
展、県民及び観光客の移動利便性の向上等の観点か
ら、那覇と名護間を基幹軸として、鉄軌道等の導入に
取り組むこととしております。また、基幹軸と接続す
るモノレールやＬＲＴ、バス等についてもフィーダー
交通に位置づけ、現在実施しているパーソントリップ
調査の結果も活用しながら、市町村と連携して幅広く
検討を進めていくこととしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　２、総務企画についての御
質問のうち(2)のア、警察官の条例定員に対する充足
率と人口同規模県との比較についてお答えをいたしま
す。
　県警察における警察官の条例定員は2921人、実員
は2866人で、充足率につきましては、約98％となっ
ております。
　次に、人口同規模県の警察官の条例定員について、
九州では、長崎県が3037人、鹿児島県が3035人で、
当県とほぼ同数となっております。他方で本年は、夏
場の観光シーズンにおいて、観光客の増加が想定され
たことなどを踏まえ、治安対策等をさらに強化するた
めに、７つの県警察に対して援助要求を行い、派遣さ
れた警察官と合同で、沖縄本島中北部及び離島地域に
おけるパトロール活動を実施するなどの取組を行った
ところであります。今後とも、当県の治安課題に的確
に対応できるよう、適正な警察官の運用に努めてまい
ります。
　次に２の(2)のイ、施設の老朽化対策整備計画と現
状についてお答えをいたします。
　県警察施設の老朽化対策につきましては、長寿命化
及び財政的負担の平準化を踏まえつつ、沖縄県公共施

設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、更新、
改修を進めているところであります。また、過去30
年間に704人の増員がなされており、その間に建て替
えがなされた糸満警察署、沖縄警察署などでは、増員
された定員に基づき、施設整備がなされております
が、今後も組織見直し等によって狭隘化している警察
施設については、将来的な施設の建て替え等の際に、
十分な執務環境を整備することとしております。
　次に２の(2)のウ、交番・駐在所の設置等について
お答えをいたします。
　交番・駐在所の設置等については、限られた体制を
効果的・効率的に運用し、治安の維持向上を図りつ
つ、管内人口の変動や治安情勢、周辺環境の変化など
を踏まえて検討しているところであります。
　県警察におきましては、過去10年間で、交番・駐
在所33か所について、その管内事案への対応は道路
環境の変化による機動性の向上などにより、隣接する
交番等で対応可能であるとして統廃合をした一方で、
人口増加等を踏まえた必要性から、交番４か所を新設
したところであり、引き続き、不断の検討を進めてま
いります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　３、経済労働に
ついての(1)のア、沖縄の発展可能性を引き出す観光
政策についてお答えします。
　本県では、沖縄観光の将来像である、世界から選ば
れる持続可能な観光地を目指し、県民、観光客、観光
事業者が、自然、歴史、文化を尊重し、それぞれの満
足度を高めるとともに、環境容量の範囲において観光
産業の成長と維持を図ることとしております。このた
め、県では、サステーナブル、レスポンシブル・ツー
リズムを推進し、人や社会、環境などに配慮したエシ
カルな沖縄観光の実現に取り組んでまいります。
　同じく３の(1)のイ、宿泊税導入の進捗状況につい
てお答えします。
　県では、沖縄が世界に誇れる観光リゾート地として
発展することを目指すとともに、県民生活と調和した
持続的な観光振興を図る観点から、宿泊税の導入に向
けた検討を進めております。新沖縄県行政運営プログ
ラムにおいては、令和８年度に同税の導入を目指すこ
ととしております。今年度から、宿泊事業者を含む観
光関連団体や導入を予定する市町村との意見交換を再
開しております。これまでの意見交換では、税の使
途、県と導入予定市町村との税率及び税の配分、高価
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格帯の施設利用者の税額設定の在り方、課税免除の対
象、導入時期が主な論点として挙げられており、引き
続き、詳細について整理してまいります。導入に向け
ては、沖縄観光を取り巻く情勢の変化を適切に把握す
るとともに、観光関連団体や市町村等との意見交換を
重ねながら検討していくこととしております。
　同じく３の(2)のアのうち、国民体育大会の組織、
取組等についてお答えします。
　沖縄で開催が予定されている令和16年第88回国民
スポーツ大会については、今年６月に日本スポーツ協
会から内々定の承認を受けました。現在、各競技団体
に競技会場等の意向について、ヒアリングを行ってい
るところです。競技可能な県管理施設は、奥武山総合
運動場、県総合運動公園等があり、計画的な維持管理
と長寿命化の推進を図っております。次年度には、国
民スポーツ大会準備委員会（仮称）を設置し、市町村
や関係団体と連携を図りながら、各市町村の施設も含
めた開催地の選定作業、選手育成等を進めてまいりま
す。
　同じく３の(2)のイ、県大会の施設利用料軽減につ
いてお答えします。
　県大会が開催される県立施設としては、奥武山総合
運動場及び県総合運動公園があります。各施設の利用
料金は、指定管理者において、県の承認した規定に基
づき、減免することが可能となります。当該規定で
は、高体連及び中体連の主催行事に係る専用利用を含
め、県主催及び共催の行事については、利用料金免除
の対象としております。
　同じく３の(2)のウ、県立学校体育施設開放事業に
ついてお答えします。　
　本事業では、毎年、各県立学校へ開放希望調査を行
い、許可が得られた学校について利用団体による施設
利用が無償となっています。また、開放校に対して
は、光熱水費を補助し、安全に施設を利用するための
管理指導員に報償費を支給しています。学校部活動の
優先利用や利用団体の出入りによる安全管理面等の理
由から、開放校数の拡充が進んでいないことが課題と
なっております。学校体育施設の有効利用は、県民の
身近なスポーツ環境の場として生涯スポーツの推進に
つながることから、引き続き教育庁と連携を図り、学
校側へ本事業の趣旨を丁寧に説明しながら理解・協力
を求めてまいります。
　同じく３の(3)のアのうち、歴史文化等の観光政策
への活用についてお答えします。
　本県においては、独自の歴史や文化など沖縄のソフ
トパワーを生かし、多彩かつ付加価値の高い観光を推

進するとともに、新たな産業の創出・振興に取り組む
こととしております。このため、琉球舞踊、組踊、エ
イサー等の文化資源を活用した体験プログラムの実施
などに取り組むとともに、琉球の歴史や文化をテーマ
とした新たなコンテンツの開発支援などにより、文化
観光の推進に取り組んでおります。また、空手関連産
業という新たな産業の創出を図るため、空手ツーリズ
ムを推進し、多様で魅力ある体験型観光プログラムや
商品等の開発支援を実施してまいります。
　同じく３の(3)のイのうち、文化発信交流拠点につ
いてお答えします。
　県では、県立郷土劇場に代わる施設について、当面
は既存の文化施設を活用しながら必要な機能を補完す
る施設として、浦添市の組踊公園に整備する基本計画
や実施計画（案）を策定しました。令和５年度は、こ
れまでの計画を踏まえつつ、県内文化施設や文化芸術
団体の現況、ニーズ、課題の把握等を行う調査を実施
し、今後の施策につなげていくこととしております。
　県では、文化芸術活動の基盤強化を図るため、文化
発信交流拠点の充実に取り組むとともに、伝統芸能等
の沖縄の文化資源を活用して観光振興につなげてまい
ります。
　次に５、土木環境についての(1)のウ、沿道環境の
美化と沖縄県観光振興条例第16条についてお答えし
ます。
　同条例は、観光の振興によって真に美しい豊かな郷
土の創出に最善の努力を払うことを目的に制定されて
います。第16条は、自治体、民間事業者、県民、観
光客に対して、観光地及び観光地間を結ぶ道路の環境
美化に関する努力義務を定めております。
　県では、８月の観光月間等で同条例を周知するほ
か、クリーンアップ活動を展開する等、県民一体と
なった取組を行っているところです。持続可能な国際
観光景観モデル事業の活用を含め、引き続き、地域と
連携した取組を実施するとともに、意識醸成を図って
まいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、経済労働についての中の(2)
のア、全国中学校体育大会等の取組状況についてお答
えいたします。
　令和７年度の全国中学校体育大会における本県開催
競技は、陸上競技、ハンドボールの２競技が決定して
おります。今年度は、同大会の沖縄県準備委員会を設
置する予定であります。全国高等学校総合体育大会の
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開催については輪番制となっており、それを踏まえる
と、令和11年度に沖縄を含む４県で開催予定となっ
ております。使用施設につきましては、既存施設を有
効活用することを基本に、開催競技等の決定後、市町
村及び関係団体等と調整を行ってまいります。また、
中学校体育連盟廃止の議論について、沖縄県中学校体
育連盟に確認したところ、廃止の議論は行われていな
いと聞いております。
　続きまして４、文教厚生についての中の(1)のア、
中高生の進路未決定等についてお答えいたします。
　本県の進路未決定者の割合は、平成29年度と令和
３年度を比較すると、中卒者では0.4ポイント減の
1.3％、高卒者では3.9ポイント減の11.2％と改善傾
向にあるものの、全国との比較において高い状況にあ
ります。その課題として、目的意識を持った学習への
取組の弱さ、学力の未定着、進路決定の遅さ、経済的
な要因などが考えられます。
　県教育委員会としましては、今後とも学力向上や
キャリア教育の充実を図るとともに、関係部局等と連
携し、きめ細かな支援に努めてまいります。
　同じく(1)のイ、高校生の中退率とその対策等につ
いてお答えいたします。
　県立高等学校の中途退学率については、令和４年度
1.4％となっており、全国平均と比較すると0.3ポイン
ト高い状況にあります。そのため学校では、生徒が学
習や学校生活を継続し、安易な退学につながらないよ
う、校内中途退学対策委員会の設置や教育相談等の支
援体制の充実を図り、丁寧に関わり続ける支援・指導
を行っております。
　県教育委員会としましては、スクールカウンセラー
の全校配置や就学継続支援員及び中途退学対策担当教
員を配置するなど、引き続き中途退学の減少に努めて
まいります。
　同じく(2)のア、高校の授業料等の負担軽減策につ
いてお答えいたします。
　高等学校の授業料は、高等学校等就学支援金制度に
より県立高校の生徒の約９割が実質無償化となってい
るほか、修業年限を超えて就学支援金の対象外となっ
た生徒等に対し授業料減免制度等による支援を行って
おります。授業料以外の教育費の負担軽減策としまし
ては、所定の要件を満たす保護者に対し、奨学のため
の給付金を給付し支援を行っております。引き続き、
生徒が安心して学業に励むことができるよう、教育費
の負担軽減に取り組んでまいります。
　同じく(2)のイ、国際感覚を身につける教育の推進
についてお答えいたします。

　県教育委員会では、国際的視野を持ち、国際社会に
おいて主体的に行動できる人材の育成を図るため、
海外留学事業等を実施し、平成24年度～令和４年度
までに、高校生2575名を海外へ派遣してまいりまし
た。成果としましては、海外や県外の難関大学へ進学
した者やパイロットや総領事館職員、ジャーナリスト
等として県内外の各界で活躍している者もおります。
　県教育委員会としましては、海外留学事業等の取組
やその成果を生徒、保護者等に広く周知するととも
に、引き続き、国際社会に対応したグローバル人材の
育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、経済労働についての
(3)のアのうち、沖縄県の歴史、文化、芸術・芸能の
まちづくり景観への活用についてお答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画では、沖縄の歴
史と景観に配慮した千年悠久のまちづくりとして、沖
縄固有の景観・風景・風土を重視した魅力的な景観形
成が位置づけられております。今年の３月に「住んで
よし、訪れてよし、“美ら島沖縄”」を理念に沖縄県景
観向上行動計画を改定し、住民、地域団体、教育研究
機関、関係事業者、行政など官民一体となって沖縄の
風景づくりに取り組むため、“美ら島沖縄”風景づくり
協議会を設立いたしました。
　県としては、魅力的な景観形成に関係機関と連携し
て取り組んでまいります。
　次に同じく３の(3)のイのうち、県営中城公園の整
備コンセプトについてお答えいたします。
　県営中城公園は、中城村及び北中城村にまたがり、
良好な歴史的、文化的環境を保持しているとともに、
東に太平洋、西に東シナ海を望む本県でも有数の景勝
地となっております。本公園の中心をなす中城城跡
は、去る大戦の戦禍を免れた貴重な文化遺産で、平成
12年度には、琉球王国のグスク及び関連遺産群の一
つとして世界遺産に登録されております。本公園は、
中城城跡を核として、沖縄の歴史、文化、自然を積極
的に体験、学習できる公園として整備を進めていく方
針であります。
　次に５、土木環境についての(1)のア、持続可能な
国際観光景観モデル事業の展開と組織体制についてお
答えいたします。
　持続可能な国際観光景観モデル事業については、今
後の事業展開と沖縄フラワークリエイション事業の花
木等による修景との組合せにより、観光振興に資する
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事業として、最大限の効果が期待できるものと考えて
おります。組織体制については、関係機関と連携して
当該モデル事業の実施が可能な体制構築について検討
していくこととしております。引き続き、世界水準の
観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成に取り組ん
でまいります。
　次に同じく５の(1)のイ、地域やボランティア、企
業との連携についてお答えいたします。
　県においては、令和４年９月に公表した、「～美ら
島沖縄～花と樹木の沿道景観計画」に基づき、持続可
能な国際観光景観モデル事業を活用した、魅せる沿道
景観の整備を行うとともに、地域やボランティア及び
企業等と連携した体制を構築していくこととしており
ます。引き続き、持続可能な観光地の景観形成に取り
組んでまいります。
　次に同じく５の(2)のア、人口減少時代の土地利用
政策等についてお答えいたします。
　県が策定した都市計画区域マスタープランにおいて
は、高度利用、用途地域及び良好な居住環境の整備
等、本県の地域特性に応じた土地利用の方針を定める
とともに、本県の人口は、令和12年頃をピークに減
少することを示しております。今後の土地利用や住宅
政策に関する都市計画については、都市計画法や関連
法令に基づくとともに、各種施策や将来人口も見極め
ながら、検討してまいりたいと考えております。
　次に同じく５の(2)のイ、沖縄県全体のゾーニング
と中南部都市圏の土地利用政策についてお答えいたし
ます。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、５つ
の圏域別の展開が示され、中南部都市圏は、県全体を
牽引するため、アジアの主要都市に比肩する都市圏の
形成を目指すことが位置づけられております。これら
を踏まえ、中南部都市圏を一体の都市として捉え、都
市圏の役割、広域的な方向性及び取り組むべき施策等
を明確にし、都市計画区域の再編も視野に入れつつ、
都市計画や交通政策を総合的に推進する必要があると
考えております。
　次に同じく５の(2)のウ、中南部都市圏の都市計画
区域再編に向けた取組についてお答えいたします。
　現在、令和６年度を目途に、都市計画法に基づく都
市計画基礎調査を実施しているところであります。中
南部都市圏の形成については、今後、同調査結果を踏
まえつつ、関連する上位計画や関係市町村の意見が反
映できるよう協議会を設置し、都市計画区域の再編も
視野に入れた取組を進めてまいりたいと考えておりま
す。

　次に同じく５の(3)のイ、奥間地区地滑り防止区域
指定及び久場海岸、熱田海岸、海岸保全区域指定につ
いてお答えいたします。
　中城村奥間地区の地滑り危険箇所においては、令和
５年９月５日に地滑り防止区域指定に向けた住民説明
会を開催し、今後、地すべり等防止法第３条第１項の
規定に基づき、国や中城村と指定に向けた協議を進め
ていきたいと考えております。
　中城村久場地区から北中城村熱田地区にかけての海
岸については、護岸の老朽化が進行していることか
ら、既設護岸の整備経緯等を確認しながら関係機関と
調整中であり、海岸保全区域の指定に向けた検討を進
めていきたいと考えております。
　次に同じく５の(3)のウ、小波津川の整備状況と管
理状況についてお答えいたします。
　小波津川については、整備延長約3.8キロメートル
のうち、河口部から西原町役場付近までの約1.7キロ
メートルが概成しており、令和５年度は橋梁整備を行
う予定であります。また、整備済みの下流区間におい
て雑草木が繁茂している状況があることから、緊急浚
渫推進事業債を活用し、今年度から、しゅんせつ及び
雑木除去を行う予定であります。今後とも西原町と連
携し、小波津川の早期整備及び適切な維持管理に努め
てまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　４、文教厚生につ
いての御質問の中の(1)のウ、自動車運転免許証取得
支援についてお答えいたします。
　県では、若者の低所得者等を対象とした生活福祉資
金貸付制度において、自動車教習所の費用等について
貸付けを行っております。また、児童養護施設入所児
童等に対しては、児童保護措置費による助成や資格取
得のための貸付け等を行っております。
　県としましては、今後もこれらの制度の周知に取り
組むとともに、自動車運転免許の取得を支援してまい
ります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　４、文教厚生についての(2)の
アのうち、大学等の授業料等の負担軽減策の現状等に
ついてお答えいたします。
　低所得世帯の者が経済的な理由で大学等への修学を
断念することがないよう、令和２年度から高等教育の
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修学支援新制度が開始され、授業料及び入学金の減免
並びに給付型奨学金の支給が併せて行われておりま
す。授業料及び入学金の減免について、大学等に係る
支援は国が、専門学校に係る支援は都道府県が行い、
給付型奨学金については日本学生支援機構が行うこと
となっております。令和４年度の専門学校に通う学生
に対する沖縄県の支援は、2760人に対して行ったと
ころです。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、文教厚生についての
(2)のウ、みらいおきなわ連携協定への見解について
お答えします。
　株式会社みらいおきなわと台湾の中信金融管理学院
は、今年８月、高校を卒業した学生を対象に、台湾留
学を支援する奨学金プログラムについて連携協定を締
結しております。主な内容としましては、経済的に進
学が困難な学生に対し、学費等を全額給付するととも
に、卒業後は台湾の金融機関での就職を保証するもの
となっております。同プログラムは、低所得世帯に対
する就学支援という側面だけでなく、グローバル産業
人材の育成や産業振興の側面からも大変有意義な取組
だと認識しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　それでは、再質問を行います。
　まず２、総務企画の警察行政についてですけれど
も、再質問をさせていただきます。
　前回、うちの会派長が質疑を行いましたけれども、
今回、名護署の改築とともに運転免許センター北部支
所について、名護署と一緒に移転、建て替えをしたほ
うがよいのではないかと思っておりますが、どうで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えします。
　名護警察署につきましては、施設の老朽化が著し
く、また、耐震性についても十分ではないことから、
名護市大北への移転、建て替えを計画しております。
また、名護警察署に隣接する運転免許センター北部支
所につきましても、建築から43年が経過しており、
給排水設備等の老朽化が著しいことに加えまして、先
般の台風６号の際には、一部の庁舎が倒壊のおそれに
より使用不能となり、また周辺道路が冠水するなど、

危機管理の観点からも速やかな移転、建て替えについ
て検討を行う必要があり、関係機関と調整をしている
ところでございます。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　その建て替えと一緒に、今私の
ところに、警察学校がとても古くて――女性の警察官
なんですけれども、どうにかしてほしいという訴え等
もありまして、今、国費で整備している警察学校や機
動隊の設備も古くなって、更新が必要だと思っており
ますけれども、どのようにお考えでしょうか。国費で
すので、もう強力的に進めていただきたいと思います
けれども、よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　御指摘の警察学校、あと機動隊につきましても、そ
れぞれ建築から51年、48年が経過をしているところ
でございます。国費で整備している施設でございます
ので、業務に支障の生ずることがないように、国の関
係機関とよく調整いたしまして、整備等を進めるとこ
ろでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　そして、先ほど交番の基準につ
いてお伺いいたしました。統合することなく、人口が
増加すれば、単独での新設もあり得ると聞いてうれし
く思っております。
　そこで、中城村の南上原地区で大分人口が増えまし
て、交番の新設の設置が望まれております。そして、
現在設置されている伊舎堂駐在所、津覇駐在所につい
てもお伺いしたいと思います。
　よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　御指摘の中城村南上原地区における交番新設につき
ましては、同地区の人口が増加傾向であることなどを
踏まえまして、中城村との協議を実施するなど、関係
機関等と検討しているところでございます。
　また、南上原地区の近隣に位置する伊舎堂駐在所及
び津覇駐在所の在り方につきましても、管内の人口の
変動や治安情勢、周辺環境の変化などを踏まえまし
て、その方向について検討しているところでございま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ありがとうございました。よろ
しくお願いいたします。
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　続いて３、スポーツ振興についてお伺いいたしま
す。
　先ほど、教育長は中体連の廃止はないということ
だったんですけれども、私の質問が悪かったと思いま
すが、中体連の陸上のほう、本当に今私のほうにも苦
情が相当来ていて、これは働き方改革の名の下の業務
課題解決の放棄ではないかとか、問題解決能力の欠如
ではないか、そういう中体連を廃止する、陸上を廃止
することについて、そういう意見があるんですけれど
も、どのような経緯でそういう展開になっているかお
伺いいたします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県秋季陸上競技大会につきましては、これまで県中
学校体育連盟において議論がなされてきたところであ
ります。令和元年度の県中学校体育連盟調査研究部の
アンケートによりますと、地区陸上の取組に対し、
95％の教職員が負担感を感じているというふうな回
答があったと聞いております。県秋季陸上競技大会の
在り方につきましては、以前から議論が続いており、
種目を削減するなど、教職員の負担軽減を図りなが
ら、大会運営をしてきたと聞いております。また、地
域のスポーツクラブで陸上を行っている生徒も増える
など、以前と比べ生徒の活動の場も多様化してきてお
ります。
　これらの経緯の下で、令和４年度中学校体育連盟の
評議員会にて、その目的である健全な心身の育成、陸
上競技の普及と競技力向上における当初の目的を達成
しており、また、文部科学省の学校働き方改革を踏ま
えた、部活動改革等を踏まえ、県秋季大会、秋季陸上
を終了する決断に至ったというふうに聞いておりま
す。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　時間がないので、もっと議論し
たいんですけれどもまた次にしますが、今、高校生で
は、陸上の400メートルで県勢の平川君が全国１位に
なったり、今回私も見に行ったんですけれども、マス
ターズの陸上競技大会で、30代で世界新記録が樹立
されたり、97歳の亀濱さんが今回陸上で走ったり、
本当にもう今陸上が盛んで、いい成績が残っている。
一方で、今沖縄県の陸上競技場の整備状況がサッカー
競技と一緒になっていて、なかなか陸上競技大会など
に制限が多いということで、今陸上界では、早めに
サッカースタジアムを奥武山に造ってほしいという要
望があるんですけれども、その取り合いはどういうふ
うに考えているでしょうか。

○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時16分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　県総合運動公園
陸上競技場につきましては、陸上競技とそれからＦＣ
琉球のホームタウンという指定になっておりまして、
ホームタウン承諾書が発出された関係で、Ｊリーグの
試合については、配慮するということになっておりま
すので、その日程の関係では、陸上競技におきまし
て、調整をしなければいけないという場面が出てこよ
うかと思います。一方、県ではＪ１規格スタジアムの
整備に向けて、現在、課題を整理し、早期の整備に向
けて取り組んでおりますので、そこも鋭意進めていき
たいと思っております。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　このＪ１のスタジアムが設置で
きれば、そういう問題も解決すると思いますので、早
めにスタジアムの建設をよろしくお願いいたします。
　そして、今回、減免措置の件で、県の後援、共催等
を取れば減免措置があるということで、大変うれしく
思っています。今後とも配慮のほう、よろしくお願い
します。
　そして、文化芸術政策についての(3)、中城公園の
コンセプトについてなんですけれども、中城村は先ほ
ども申されたように、文化的な自然環境を生かした公
園として位置づけられています。そういった中で、平
成27年度以来、協議会が開催されないまま、今工事
が進んでいるんですけれども、早めにそういう協議会
を立ち上げていただきたいと思うんですが、どうで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　今、整備に関する協議会の設置状況、開催状況につ
いてちょっと今確認ができないところでございます。
○赤嶺　昇 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　それでは、しっかり協議会を再
開してほしいということです。
　最後になりますけれども、土木環境の件で、西原町
小波津川の整備について、雑草対策等の草刈り等を予
算化していただいて、ありがとうございました。デイ
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ゴの整備等もありがとうございます。そして、今こう
いった環境型の河川について、ぜひ西原町では、河川
にサワフジを植えて、住民の皆さんがそのサワフジを
管理するという方法で河川管理をやっていただいた
ら、管理費の軽減にもなり地域住民にも喜ばれるので
はないかと思っておりますけれども、どうでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　小波津川におきましては、整備済区間におきまし
て、雑草木が繁茂しているという状況から、起債事業
を活用したしゅんせつ、樹木除去を行う予定でありま
す。これと併せて、今後の事務管理等について西原町
と協議を行うこととしております。西原町の意見もお
聞きしながら、検討していきたいと考えております。
○新垣　光栄 議員　ありがとうございました。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
　　　〔山里将雄　議員登壇〕
○山里　将雄 議員　それでは、てぃーだ平和ネット
山里、一般質問に入らせていただきます。お疲れのと
ころでしょうけれども、しばらくお付き合いをお願い
いたします。
　１、米軍普天間飛行場所属ＭＶ22オスプレイの相
次ぐ緊急着陸について。
　(1)、･９月14日から16日の間、新石垣空港、奄美
空港、大分空港に計５機のＭⅤ22オスプレイが緊急
着陸し、21日にも再び奄美空港に着陸しました。８
月にはオーストラリアで米海兵隊のＭⅤ22オスプレ
イが墜落し、３人が死亡する事故が発生しています。
今回の墜落事故の原因は特定されておりませんけれど
も、オスプレイは以前よりクラッチの不具合など開発
段階から構造上の欠陥が指摘されており、2016年に
は名護市の安部海岸にも墜落をしています。相次ぐ緊
急着陸で、沖縄県内上空を飛び交うオスプレイがいつ
また墜落するか分からないと県民は大きな不安を感じ
ています。県の対応について伺います。
　２、糸満市米須の鉱山開発について、９月11日に
県は土砂の搬出入道路予定地の農地の一時転用を許可
しました。これにより業者が採掘に着手できるように
なったわけですが、次のことについて伺います。
　(1)、･業者は遺骨の有無の確認を徹底するとしてい
ますが、採掘をしながら遺骨を見つけることは不可能
との見方が大方です。県の見解を伺います。
　(2)、･沖縄防衛局は、設計変更承認申請で岩ズリの
採取地を県内または九州地方とし、糸満、八重瀬から
７割を調達するとしています。多くの県民が、遺骨の

混じる可能性のある土砂を辺野古新基地建設埋立てに
使うことは許されないと声を上げても、国は戦跡国定
公園内の土砂を埋立てに使わないとは言っていませ
ん。県は、国に同地域の土砂を埋立てに使わないと明
言することを求めるべきではないか伺います。
　３、若年層の大麻乱用が問題となっている中、８月
に中学生が大麻所持で逮捕されるということが発生し
ました。大麻だけではなく薬物事案が低年齢化してい
ることに強い衝撃と危機感を覚えます。現状と要因、
対策について伺います。
　４、名護市旭川鉱山水路の原状復旧の状況につい
て。
　名護市で旭川鉱山が砂防指定地において無許可で水
路に構造物を設置し覆土した問題で、県土木建築部
は、前議会一般質問で原状回復を指導すると答弁して
いますが、いまだにそれが履行されていません。現状
を伺います。
　(1)、･原状回復の進捗状況を伺います。
　(2)、･原状回復の計画書は提出されているか、内容
はどうか伺います。
　(3)、･県としてどう対応しているか伺います。
　(4)、･いつ頃完了するか、見通しを伺います。
　５、名護さくら寮の管理移管について。
　(1)、･名護さくら寮は、平成15年に北部離島の子供
たちが名護市内の高校に進学する負担を軽減するため
に名護市が建設し、北部12市町村で構成する名護市
県立高等学校北部合同寄宿舎運営協議会が管理運営を
担ってきました。しかし、人件費、修繕費などの維持
管理費の増大により12市町村の負担が大きく、運営
協議会から沖縄県に管理移管の要請が出されていま
す。県の対応を伺います。
　６、次ですが、これはうれしい話題だったので取り
上げてみました。
　新聞で、ヤンバルクイナが９月26日に名護市内で
初確認されたとの報道がありました。1981年に発見
されたヤンバルクイナですが、マングースや野猫の捕
食、また輪禍などにより生息数が減り絶滅が危惧され
ていました。しかし、関係機関、団体の取組によって
回復し、生息範囲も拡大しているということです。今
回の名護市での確認を、県として本当にそこに生息し
ているのか、どのように捉えているか伺います。
　７、我が会派の代表質問との関連について。
　照屋大河議員の１、知事の政治姿勢(1)、辺野古新
基地建設についてウ、岩ズリの細粒分含有率について
に関連して伺います。
　(1)、･辺野古埋立てについて、細粒分含有率を10％
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以内から40％以内に変更した場合、環境への影響が
どれくらいになると考えるか伺います。
　(2)、･大浦湾側の埋立てに使う100万立米の岩ズリ
を辺野古側に仮置きするとしているが、これだけの土
砂、しかも細粒分含有率も高い岩ズリだと、大雨や台
風時の波によって海に流出するのではないか。防衛局
はどう言っているのか伺います。
　３、第１次産業について(3)、福島第一原発処理水
海洋放出に伴う風評被害についてに関連して伺いま
す。
　(1)、･代表質問の答弁で、農林水産部長は、中国向
けに輸出していたモズクの販売ができない状況である
と答弁しました。県内モズクの生産者への影響は既に
生じているのか、また漁協等から要請や相談等が寄せ
られているか伺います。
　(2)、･風評被害対策として、国は1007億円の水産
業者支援策を取りまとめたが、県内の被害に対する支
援の手続等はどのようになっていくか伺います。
　以上、質問いたします。よろしくお願いします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　山里将雄議員の御質問にお答え
いたします。
　ヤンバルクイナの名護市での確認についての御質問
の中の(1)、ヤンバルクイナの名護市内での初確認に
関する県の認識についてお答えいたします。
　沖縄県では、環境省や地元自治体と連携し、マン
グース等の外来種対策や希少種のロードキル対策な
ど、沖縄島北部の希少種の保護に取り組んでおりま
す。その成果として、国頭村まで縮小していたヤンバ
ルクイナの生息範囲が、東村、大宜味村と徐々に拡大
してきており、このたび県の希少種実態調査で設置し
ている自動撮影カメラに、名護市内で初めてヤンバル
クイナが撮影されたところです。このことは、本種の
分布域が名護市まで広がっている画期的な出来事であ
ると認識しており、大変喜ばしく感じております。先
例としては、奄美大島等では、いわゆるアマミノクロ
ウサギを守るために取り組んだその取組が功を奏して
いることから、そのような取組も参考に、今後のヤン
バルクイナの生息域の確保について、マングース対策
と併せて取り組んでいくというように計画をしており
ます。
　沖縄県としては、関係機関と連携し、引き続き沖縄
島北部の生物多様性の保全に取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。

○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍普天間飛行場所属
ＭＶ22オスプレイの相次ぐ緊急着陸について、県の
対応についてお答えいたします。
　オスプレイについては、昨年から事故が相次いでお
り、８月27日にオーストラリアで発生した３人が死
亡した事故については、いまだ事故の状況や原因等の
詳細が明らかになっておりません。このような中、９
月14日から21日にかけて、普天間飛行場所属のオス
プレイ計６機が新石垣空港等に緊急着陸したことは、
米軍の安全管理体制に強い疑念を抱かざるを得ず、大
変遺憾であります。
　このため県は、先月21日、在沖海兵隊及び沖縄防
衛局に対し、原因の究明とその公表、実効性のある再
発防止策等を要請したところです。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、糸満市米須の鉱山開発
についての(1)、掘採時における遺骨の確認について
お答えいたします。
　当該鉱山は、沖縄戦跡国定公園普通地域内にあり、
戦跡公園としての風景を構成する場として高い価値を
有していることから、県は、当該風景への配慮等とし
て、事業者に対し、遺骨の有無について関係機関と連
携して確認することなどを求めたところです。当該鉱
山においては、既に戦没者遺骨収集情報センターによ
る調査や遺骨収集が行われたところですが、事業者
は、自然公園法に基づく届出書において、遺骨発見時
の工事の一時中止やセンター等による調査・収集への
協力、剝離した表土は調査が行えるよう保管すること
などの措置を講ずることとしております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、糸満市米須の鉱山開
発についての(2)、普天間飛行場代替施設建設事業に
使用する埋立土砂についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満
市、八重瀬町の南部地区から約７割となる土砂の調達
が可能と記載されております。しかしながら、具体的
な採取場所及び調達量については、契約段階において
決定されるものであり、現時点において決まったもの
ではないと承知しております。
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　なお、県としては、人道上、遺骨等が混じる土砂が
同事業に使用されるべきではないと考えております。
　次に４、名護市旭川鉱山水路の原状復旧の状況につ
いて(1)、(2)、(3)及び(4)、名護市旭川鉱山に隣接す
る河川の原状回復の進捗状況等についてお答えいたし
ます。４の(1)から４の(4)までは関連しますので、一
括してお答えします。
　現在の進捗状況については、鉱山事業者において、
原状回復に向けた測量及び設計を行っているところで
あります。原状回復の実施計画書については、10月
中に提出される予定となっており、原状回復について
は、12月末に完了する見込みとのことであります。
　県としては、口頭及び文書による指導を行ってお
り、引き続き事業者の対応状況を確認しながら、原状
回復に向けて関係機関と連携して取り組んでいきたい
と考えております。
　次に７、我が会派の代表質問との関連についての
(1)、仮置き土砂の細粒分含有率の変更についてお答
えいたします。
　令和５年８月に沖縄防衛局が事業者と契約した土砂
を仮置きする工事の仕様書において、仮置きする岩ズ
リの細粒分含有率が40％以下と示されていることは
承知しております。県は、当該工事の内容は、平成
25年に承認された工事の内容とは認められないこと
から、令和５年８月29日に工事に着手しないよう求
める文書を送付したところであります。しかし、その
後、沖縄防衛局からは特に説明等はありません。
　次に同じく７の(2)、普天間飛行場代替施設建設事
業に係る造成工事への対応についてお答えいたしま
す。
　県は、令和５年８月に沖縄防衛局が事業者と契約し
た土砂を仮置きする工事の内容は、平成25年に承認
された工事の内容とは認められないことから、令和５
年８月29日に、工事に着手しないよう求める文書を
送付したところであります。その後、沖縄防衛局から
特に説明などがないことから、現在行われている土砂
搬入等の作業について照会しているところでありま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　３、薬物事案の低年齢化の
現状や対策についての御質問についてお答えをいたし
ます。
　県内の令和５年８月末現在の薬物事案検挙人員は
131人となっており、前年同期と比較しますと６人の

減少となっておりますが、依然として厳しい状況であ
ると認識をしております。傾向として、若年層に係る
検挙が増加しており、検挙人員に占める10代の割合
は、平成30年では約5.8％でありましたが、令和５年
８月末現在では、131人中21人で約16％となってお
ります。その要因としましては、携帯電話の普及やＳ
ＮＳの利用により、未成年者が薬物とつながりやすく
なっている環境にあることや、特に大麻につきまして
は、インターネット等で大麻は身体への悪影響がな
い、依存性がないなどの誤った情報が氾濫しているこ
とが挙げられます。
　県警察におきましては、薬物の社会的な広がりや若
年層における乱用拡大等の実態を踏まえて、引き続き
末端乱用者の徹底検挙、密輸・密売組織の摘発の強
化、積極的な広報啓発活動など、総合的な対策を講じ
てまいります。また、青少年に対する薬物乱用防止に
関しましては、各学校に警察職員を派遣し、非行防止
教室、薬物乱用防止教室などの啓発活動を推進してい
るところであり、今後も教育委員会などの関係機関と
連携を強化してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　５、名護さくら寮の運営につい
てお答えいたします。
　県教育委員会では、平成27年度に名護市県立高等
学校北部合同寄宿舎運営協議会会長等から要請があっ
たことを受けて、平成29年度から、さくら寮への補
助金を増額しているところです。去る９月に、同協議
会から直轄運営の再検討等について要請を受けたこと
から、これまでの北部12市町村の御支援を踏まえ、
北部・離島地域の生徒が安心して就学することができ
るよう、今後の寮運営の在り方について同協議会と意
見交換を行ってまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　７、我が会派の代表質問
との関連についての(3)のア、福島第一原子力発電所
処理水海洋放出のモズク輸出への影響と支援要望等に
ついてお答えいたします。
　内閣府沖縄総合事務局公表資料によると、本県から
中国向けに輸出されている水産物はモズク類であり、
令和４年の輸出額は約500万円となっております。福
島第一原子力発電所処理水海洋放出に伴う影響につい
て、関係者からは、既に輸出していた塩蔵モズクの在
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庫の一部が現地で販売できない状況となっていると聞
いております。風評被害への支援の要望や相談は、現
在のところありませんが、今後も聞き取り調査を継続
し、県内水産業界への風評被害の影響が最小限にとど
まるよう、適切に対応してまいります。
　同じく７の(3)のイ、福島第一原子力発電所処理水
海洋放出に関する国の支援への申請手続等についてお
答えいたします。
　福島第一原子力発電所処理水海洋放出に伴う一部の
国、地域の輸入規制強化等に対して、国は、全国の水
産業を支援するため、総額1007億円の緊急支援事業
を実施することとしております。当該事業では、①、
国内消費拡大・生産持続対策、②、風評影響に対する
内外での対応、③、輸出先の転換対策、④、国内加工
体制の強化対策、⑤、迅速かつ丁寧な賠償が実施内容
とされており、現在、国において、これら支援への申
請手続等の準備が進められているところであります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　ちょっと休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○山里　将雄 議員　それでは、順次再質問を行いま
す。
　まず１のオスプレイの緊急着陸についてですけれど
も、2012年10月に県民の反対を無視して、米軍普天
間飛行場にオスプレイが配備されました。その前の９
月には、オスプレイ配備に反対する県民大会が開か
れ、2013年１月には県内41市町村の首長らが当時の
安倍首相に配備撤回を求める建白書を提出した。それ
にもかかわらず、いまだにオスプレイは沖縄の上空を
飛び交っています。配備当時、世界中で事故が相次い
でおり、その後も事故は度々起きています。島袋恵祐
議員の代表質問で県から答弁がありましたけれども、
これまでオスプレイの墜落等の事故は22件発生し、
55人が死亡しているということであります。県では
今回、緊急着陸が多発していることに関し、沖縄防衛
局と米海兵隊に原因究明と実効性ある再発防止を求め
たということでありますけれども、その回答はあった
のでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今年９月14日から21日にかけて、普天間飛行場所
属のオスプレイ計６機が新石垣空港、奄美空港及び大

分空港に相次いで緊急着陸したことから、県は去る先
月21日、在沖米海兵隊及び沖縄防衛局に対し、原因
の究明とその公表、実効性のある再発防止策等を要請
したところです。沖縄防衛局からは、米側には日頃か
ら機体整備、安全確保等を申し入れており、今回の事
案発生を受けて同様に対応している旨の回答がござい
ましたが、米側からは現時点で回答はございません。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　米側からはないと。防衛局のほ
うもそうですね、今の政府や米軍の沖縄に対する姿勢
そのもの、誠意のない対応だと思います。それが表れ
ているというふうに思います。
　木原防衛大臣は、オスプレイが過去に死亡事故を相
次いで起こしているということを御存じないのか、予
防着陸と聞いているとか、安全確保のためとか、米軍
の言い分をそのままうのみにして、詳細な報告は受け
ていないと。全く危機感のない様子でしかありませ
ん。沖縄県民が強い不安を感じていることに全く関心
がないというようなことなんだと私は思います。くし
くも今月行われる日米共同訓練レゾリュート・ドラゴ
ン23で、陸上自衛隊のオスプレイを新石垣空港に飛
来させる計画があります。このままでは国民保護や災
害対策を大義に、なし崩し的に陸上自衛隊のオスプレ
イも沖縄県内に配備され、沖縄の軍備拠点化がますま
す進むだけでなく、県民は常にオスプレイ墜落の不安
を抱えることになるのではないかと懸念されます。県
の見解をお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県としては、昨年からオスプレイの墜落事故が相次
ぐ中、今回の陸上自衛隊によるオスプレイの石垣空港
の使用は、県民に不安を生じさせるものであること
と考えていることから、９月13日、沖縄防衛局に対
し、県内での陸上自衛隊オスプレイの使用自粛などを
求めたところであります。また、県は、これまで建白
書の精神に基づきオスプレイ配備に反対してきてお
り、引き続き米軍及び日米両政府に対してオスプレイ
の配備撤回を求めるとともに、新たなオスプレイの配
備に反対してまいります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　沖縄はこれまで米軍のオスプレ
イ配備撤回を強く求めてきました。しかし、その沖縄
の声に逆行して、日本政府自身が自衛隊のオスプレイ
を沖縄に配備展開しようとしている。県は、オスプレ

‒･336･‒



イは常にこういった墜落の危険性をはらんでいる、そ
ういうことに強い危機感を持って対応していかなけれ
ばならないというふうに思います。どうかその辺を
しっかりよろしくお願いします。
　次に行きます。
　２の南部土砂についてなんですけれども、このこと
はこれまで人道上の問題として取り上げられてきまし
た。県議会で2021年に、戦没者の遺骨を埋立てには
使わないように求める意見書を全会一致で可決してい
ます。このこと、県議会の決議について、その重みに
ついて県はどのように捉えているかお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　今回、この鉱山に関する県
が措置命令で求めた遺骨等の有無の確認の中身につき
ましては、自然公園法に基づく届出書に対して求めた
ものでありまして、風景を保護するという観点から求
めたものでございます。その際には、今御指摘のあり
ました県議会等で議決された意見書等の趣旨、それか
ら人道的な配慮を行う必要等というものも併せて、そ
ういったものを踏まえて遺骨の有無について関係機関
と連携して確認するよう必要な措置を講じるというよ
うなことを、以前の措置命令では求めたというような
ところでございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　先ほど土木建築部長から答弁が
あったんですけれども、県は南部の土砂が辺野古の埋
立てに使われることはあってはならないという、これ
までもそういう立場だったと思います。このことに変
わりはないんですね。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　県といたしましては、人道上、遺骨等が混じる土砂
が普天間飛行場代替施設建設事業に使用されるべきで
はないというふうに考えているところでございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　しかし、今回県は農地の一時転
用を許可し、土砂が搬出できるようになったというこ
となんですけれども、これは行政手続上、不備がなけ
れば許可せざるを得ないというのは分かるんですけれ
ども、もっと県として何かできる対応があったのでは
ないかと、そう考えると非常に残念なんですね。県戦
没者遺骨収集情報センターによる遺骨の調査・収集を
ここで行ったということですけれども、全てこれを見
つけることはなかなか難しいと思いますが、どれだけ
の遺骨がここで確認されていますか。
○赤嶺　昇 議長　子ども生活福祉部長。

○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　令和２年11月に遺骨が発見されて以降、沖縄県及
び戦没者遺骨収集情報センターにおいて、複数回の遺
骨調査・収集を実施しております。収容しました御遺
骨数は、１柱となっております。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　まだまだ残っているかもしれな
いということですので、ここを、事業者は採掘エリア
の表土を剝ぎ取って別に保管しておいて、下のほうか
ら掘り出すんだということを言っているんですけれど
も、この剝ぎ取った表土についてはもうこれは調査し
ないんですか。その後も、もう一度そこに遺骨が混
ざっているかどうか、そういった調査はするんでしょ
うか。
○赤嶺　昇 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　先ほども答弁したところで
すけれども、公害等調整委員会での合意事項では、剝
離した表土を事業場内に保管しまして、埋め戻しとし
て使うまでの間、いつでも調査可能な状態にして置い
ておくというようなことでございます。ですから、必
要性があれば、埋め戻し前までにはまた調査をするこ
とができるものと考えております。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　ぜひ、また調査を進めていただ
きたいと思うんですけれども、この農地転用許可につ
いて遺骨収集ボランティアの団体に説明したと、県か
ら説明があったんですけれども、どのような説明をし
たのか。理解は得られたのか、お伺いします。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和５年７月に、市民団体に対して農地転用の許可
基準に係る審査の考え方を説明したところですが、他
法令の許認可等の見込みについては納得をいただけま
せんでした。そのため、転用事業の実施に支障がない
かどうか、同年８月に各所管課に当該許認可等の見込
みを再確認し、転用許可基準を満たしていた旨を改め
て説明しております。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　なかなか理解をいただくことは
難しいと思うんですけれども、先ほども言いました
が、これは人道上の問題、ひいては沖縄の心の問題な
んですね。今月21日には、糸満市で遺骨土砂を辺野
古埋立てに使わせない県民集会が予定されています。
県として県民の心情にしっかりと向き合って、今後も
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引き続き対応していただくことを強く要望しておきた
いと思います。
　次、３の大麻乱用についてですけれども、中学生で
も大麻が手に入ってしまう、このような状況は非常に
怖いと思います。全体での検挙件数は先ほど答弁があ
りました。前年度に比較して若干減少しているという
答弁がありましたが、若年層で見ると増加している
と。対策についても先ほど答弁いただきましたが、お
聞きしますけれども、県内で違法な大麻栽培が行われ
ている実態があるのでしょうか。またそこから若年層
に大麻が渡っているような状況、それはないでしょう
か。
○赤嶺　昇 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　大麻栽培事案につきましては、過去５年間で37件
53人を検挙しておりまして、令和５年中は８月末現
在で、３件５人を検挙しております。これまでの大麻
栽培の検挙事例については、屋外での栽培のほか、ア
パート室内あるいは貸しビル内において、温度、照明
を管理する機材などを使用して多数の大麻草を栽培し
ていたといった事例がございます。
　県警察といたしましては、関係機関と連携して大麻
栽培事案をはじめ薬物供給源を遮断するべく、引き続
き関係機関と連携し、取締りを推進してまいりたいと
思います。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　しっかりと取り締まっていただ
きたいと思います。
　それでは、現在、大麻栽培については、繊維や種子
の採取目的だけ認められているというふうに聞いてい
ます。県内にこういった許可を得て行っている大麻栽
培、これはあるんでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　県内における医療用の大
麻の栽培等についてお答えをさせていただきます。
　現在、我が国では大麻から製造された医薬品を使用
することは、大麻取締法により禁止されており、これ
まで県内での医療用の大麻の栽培事例もございませ
ん。なお、国は大麻取締法を改正して医療用大麻の使
用を認める方向で検討を行っており、国会に改正案の
提出を行うと聞いているところです。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　医療用大麻について聞いたわけ
じゃなかったんですけれども、その答弁をいただきま

した。そうですよね、医療用大麻もこれから法改正が
検討されていて、いわゆる栽培が合法化されるという
ことになります。そうなったら、そこからまた若年層
に流出していくということが起こり得るのではないか
とそれも懸念するわけなんですけれども、玉城健一郎
議員が代表質問で聞いたんですけど、今回の中学生の
大麻所持事案について、学校での取組、それを改めて
お伺いします。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今回の中学生による大麻事案の
発生については、深刻に受け止めているところであり
ます。まず、緊急な対応としまして、県教育委員会に
おいては、公立小中学校緊急校長会を開催しまして、
薬物乱用の低年齢化に対する危機感を共有するととも
に、学校において特設授業を緊急に実施いたしまし
た。また、沖縄県教育庁、警察本部と臨時の連絡協議
会も開催したほか、県社会教育関係団体等による緊急
アピールもございました。また、そのほか学校におい
ては、教科や学級ホームルーム活動等での教員による
指導、あるいは警察職員や薬剤師等の専門家と連携し
た薬物乱用防止教室等に取り組んでいるところでござ
います。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　こういったことは、もっと根本
的な部分での取組が必要じゃないかと思っているんで
すよね。大麻に限らず薬物乱用の違法性、それから何
よりも危険性についてしっかりと教育する必要がある
と思います。高校や中学校はもとより、もっと早い段
階から教えることが重要ではないかと思っています。
小学校、もっと低い年齢の子供たちに対する学校での
そういった対応は、今どういうふうになっています
か。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　児童生徒の発達段階に応じまして、保健体育や関連
する教科並びに道徳、総合的な学習の時間、あるいは
学級活動や生徒会活動など、学校教育活動全体を通し
て取り組んでいるところでありますが、特に小学校段
階におきましては、学習指導要領の保健領域において
第６学年に喫煙、飲酒、薬物乱用と健康の内容がござ
いますので、そこでまずしっかりと指導を行っている
ところであります。小学校においても、警察官と職員
等が連携した薬物乱用防止教室も行っておりますの
で、しっかりと正しい知識、高い規範意識や誘いを断
る力、正しい情報と誤った情報を見分ける力など、
しっかりと学校教育活動を通して取り組んでいきたい
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と考えております。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　６年生だけじゃなく、もっと低
年齢の学年にもやってほしいというふうに思うんです
けれども――ちょっと話を変えますけれども、今、と
ても気になることがあるんですね。新聞にも取り上げ
られていたんですが、今全国で大麻の有害成分を脱法
状態にした製品を堂々と売る店が増えてきていると。
10年ほど前に社会問題化した脱法ドラッグの再来と
も言われて、非常に危機感を感じているということで
すけれども、この完全に合法とうたった店が県内でも
見受けられるんですね。県では、それについてどれぐ
らいの広がりがあるのか、その状況とかを把握してい
るのかお伺いします。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
○糸数　公 保健医療部長　お答えいたします。
　いわゆる脱法ドラッグ――危険ドラッグということ
で、現在、報道等がされているところでございます。
沖縄県内で危険ドラッグを販売している疑いのある店
舗数は、令和５年９月末現在で10店舗が確認されて
いるということでございます。それから、危険ドラッ
グによると思われる救急搬送事例につきましては、令
和４年が５件、令和５年が９月末現在で15件という
ことで、これも増加をしているところです。
　県としましては、危険ドラッグは店舗やインター
ネット等で販売され、若年層でも容易に入手できる状
況にあることから、店舗に対し、沖縄麻薬取締支所等
と合同で立入調査等を実施するとともに、県警等関係
機関と連携して若年層に対する薬物乱用防止の普及啓
発活動を強化してまいります。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　完全に違法とは言えなくてもこ
の危険性、常習性は変わらないわけですから、中学
生、高校生がそれに抵抗なく手を伸ばしてしまうとい
うことが起こりかねませんので、しっかりと県警ある
いは保健医療部で連携しながら対応していただきたい
と思います。今回の中学生の大麻事案は、県民に大き
な衝撃を与えているわけなんですけれども、これは何
とか防いでいかなければならないと思いますので、県
警、県、教育庁、連携しながら取り組んでいただきた
いと思います。
　４の旭川鉱山の件をまず聞きますけれども、いまだ
に回復されていない状況で、８月に台風６号の大雨で
県内で多くの被害が出ましたけれども、この現場の状
況はどうだったんでしょうか。被害はなかったんで
しょうか。

○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　台風６号来襲後の現場確認につきましては、８月３
日と８月９日に現場確認を北部土木事務所職員におい
て実施しており、被害がないことを確認しておりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　この旭川鉱山の事業者は、新聞
にありましたけれども、重機リース料を滞納して訴訟
を起こされていると。そして、多額の支払いを命じら
れているという報道がありました。本当にこの原状回
復をしっかりやられるのか、県の指示どおり遂行され
ているのか、地元でも非常に心配しているんですね。
今のところ県としても対応しているということですけ
れども、しっかりと監視指導して、原状回復を完全に
遂行するまで対応してほしいと思いますので、よろし
くお願いします。
　次に、さくら寮についてなんですけれども、名護さ
くら寮は沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業、通
称島墾事業ですね、これで名護市が平成15年に開設
して、今北部12市町村で構成する運営協議会で管理
を行っているということですけれども、今この状況が
変わってきているんですね、当初と比べて。資料があ
るんですけれども、運営協議会の資料によりますと、
令和５年度現在で北部以外から――宜野湾や南城、西
原、うるま市からも入寮していると。それから、県
外もいるんですね、東京ですけれども。これまでに
1048人を受け入れていて、北部以外からも47人、そ
れから県外からも８都道府県から30人が入寮してい
るんです。これは北部どうのこうのじゃなくて、これ
はやっぱり県立の高校に入るためですから、県が管理
運営するのがやはり当たり前だと思うんですよね。
しっかりとそこを対応していただきたい。その間、舎
監の１人増員とか、補助金の増額についても要望があ
ります。そういったことをぜひ対応していただきた
い、北部の声にお応えいただきたいというふうに思っ
ています。
　まだまだ聞きたかったんですけれども時間になりま
したので、これで終わります。ありがとうございまし
た。
○赤嶺　昇 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時25分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
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　喜友名智子議員。
　　　〔喜友名智子　議員登壇〕
○喜友名　智子 議員　休憩お願いします。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時26分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　今回の本会議の一般質問も、
私含めて残り２名となりました。夕方のお時間で少し
お疲れがあるかと思いますが、よろしくお聞きくださ
い。
　まず初めに、所感を一つ述べさせていただきたいと
思います。
　私立夜間中学の設置計画、そして若年妊産婦の支援
施設の「おにわ」、こちらの２か所に県の夜間中学の
設置計画について妥当という回答、そして「おにわ」
に対する県事業化の決定について新聞報道で知って、
大変うれしく思っております。若年妊産婦支援施設の
ほうは一般質問にも入れておりますので、私立の夜間
中学の設置のほうに少し触れさせてください。
　この計画ですが、状況と進捗を何度か確認をしてお
りました。開校に向けた動きとなることを本当にうれ
しく思います。ただ、細かいかもしれませんけれど
も、大事だと思うことを一つ述べたいと思います。こ
の設置計画は、当初高齢者の皆さんたちが通う学校と
いうことなんですが、運動場の面積が学校の設置基準
に満たないからと、１度計画が不許可になったことが
昨年ありました。この時点からいろいろとお話を聞い
ていたんですけれども、やはりこの点、県のほうが少
し踏み込んで対応できなかったのかということは今で
も思います。今回、文科省に問い合わせて設置計画に
ついては柔軟に対応するという考え方が示されたこと
で、県のほうもそれに合わせて計画が妥当と判断した
と理解しております。確かに教育施設ですので、国の
基準はとても大事です。しかし、この学校の場合、学
校の特性、それから沖縄の歴史を考えて、設置基準外
でも柔軟な対応を認めてくれないかと、県のほうから
国にこの提案や説得をする踏み込みがあったのかどう
か、ここが非常に気になっております。その結果に水
を差すわけではありませんけれども、沖縄では、夜間
中学以外にもフリースクールなどで多様な学びの場を
必要とする人が、まだまだたくさんいます。今後も文
科省基準には満たないこのような教育ニーズにも、ぜ
ひ県のほうから積極的に応えてほしいという思いか
ら、この所感を述べさせていただきました。
　それでは、一般質問に入ります。

　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、･今年８月25日に県が経済・労働者団体等と発
出した、適切な価格転嫁及び賃金の引上げの推進によ
り地域経済の活性化に取り組む共同宣言は、働くこと
を軸とした安心社会の実現に向け期待をするもので
す。一方で、商品・製品・サービスの店頭価格への転
嫁は、中小零細事業者が多い沖縄ではいまだに難しい
現状があります。沖縄県所得向上応援企業認証制度と
併せて、賃上げと価格転嫁に対する知事の考えを伺い
ます。
　(2)、･指定管理制度や県委託事業を担うのは、企業
から非営利団体まで非常に多様です。応募申請と審査
に当たって、事業の公益性評価についてどのような考
えを持っているのか知事に伺います。
　(3)、･南米沖縄県人会から要望のあった沖縄県南米
連絡事務所設置、また南マットグロッソ州知事とカン
ポ・グランデ市長と意見交換した際に出た２大洋結節
回廊と沖縄の経済交流について、今後の方針を伺いま
す。
　(4)、･2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化した
後から、特に尖閣諸島をめぐり安全保障環境が厳しさ
を増しているとの主張が強くなっておりました。しか
し、今年３月末に第十一管区海上保安本部を退官した
本部長が、新聞インタビューで、現場の肌感覚では特
にエスカレートしていると感じる現象はなかったと述
べております。知事の見解を伺います。
　(5)、･県の地域外交において、知事の海外訪問のほ
か各国首脳会議の沖縄開催も、東アジアの緊張緩和、
信頼醸成に沖縄県ができる貢献だと考えます。今後、
開催が予定されている日中韓首脳会議、そして、太平
洋・島サミットの沖縄開催を国に提案、協議する考え
はありますか。
　２、母子寡婦支援、ひとり親支援策について。
　(1)、･母子寡婦支援、ひとり親支援策について、過
去３年間の実績と次年度の概算要求額について伺いま
す。
　(2)、･若年妊産婦支援施設の県事業化決定について
評価するものです。決定までの経緯と事業における
県、当該団体との役割分担について伺います。
　(3)、･シングルマザーの方たちから、給料や収入を
上げる努力をしても、所得制限を超えると児童扶養手
当の対象外となり、それにひもづいて受給する支援、
学童補助なども受けられなくなり、手取り収入や可処
分所得が減って生活が厳しくなるという内容の相談が
本当に増えています。この点について県の認識を伺い
ます。
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　３、保育・教育政策について。
　(1)、･障害児保育に必要な保育士加配について、県
内の現状と課題を伺います。
　(2)、･教員の不足対策、働き方改革の進捗につい
て、今年の取組状況と課題は何でしょうか、お伺いい
たします。
　(3)、･琉球・沖縄の歴史教育の教育課程での取組を
伺います。
　４、新型コロナ、インフルエンザ等の感染症対策に
ついて。
　(1)、･現在の感染状況と県の対応を伺います。
　(2)、･９月補正予算で新型コロナ関連予算の組替え
を行った理由と背景を伺います。
　５、公共交通政策について。
　(1)、･泊ふ頭旅客ターミナルから最寄り駅までは距
離があり、南部離島航路を利用する島民から不便だと
いう声が上がっています。ターミナルとモノレール駅
をつなぐバス運行が解決策の一つと考えますが、県の
見解を伺います。
　(2)、･鉄軌道導入の議論について現状と課題を伺い
ます。
　以上、御答弁のほど、よろしくお願いいたします。
○照屋守之 副議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　喜友名智子議員の御質問にお答
えします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
適切な価格転嫁と賃上げに係る共同宣言についてお答
えいたします。
　物価が上昇する中において、沖縄県の持続可能な経
済成長を実現するためには、県内事業者がコストの上
昇分を適切に価格転嫁することで適正な利益を確保
し、その成果を労働者への分配につなげ、未来への
投資が生み出されるサイクルを構築することが重要
です。そのため沖縄県では、今年８月25日に、国、
県、経済団体、労働者団体及び金融機関による16団
体の連名で共同宣言を発出しました。この宣言におき
ましては、沖縄県所得向上応援企業認証制度の活用促
進等により、適切な価格転嫁と賃金の引上げに係る機
運が、業種や企業規模を問わず、全事業者において共
通した認識として醸成されるよう取り組むこととして
おります。
　沖縄県としましては、引き続き、関係機関と連携を
図りながら、県民が経済的な豊かさを実感できる成長
と分配の好循環の構築を目指して、取り組んでまいり
ます。

　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○照屋守之 副議長　総務部長。
　　　〔宮城　力　総務部長登壇〕
○宮城　力 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)、指定管理者等の選定時の公益性評価について
お答えいたします。
　県では、指定管理申請者のうちから施設の公共性を
前提として、その効用を最大限に発揮する者を指定管
理者として適正に選定することとしております。その
ため、選定に当たっては、公募に係る募集要項の審査
から指定管理者の選定までを、学識経験者や財務に精
通する者等から構成される指定管理者制度運用委員会
に諮問し、答申を受けることとしております。また、
委員会で審議された選定基準や選定結果を公表し、選
定手続の公平性、透明性を確保することとしておりま
す。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔宮城嗣吉　文化観光スポーツ部長登壇〕
○宮城嗣吉 文化観光スポーツ部長　１、知事の政治
姿勢についての(3)、南米連絡事務所の設置等につい
てお答えします。
　今年８月に照屋副知事がブラジルを訪問した際に、
ブラジル沖縄県人会から、沖縄県と南米の県系人の相
互で情報を共有するための南米連絡事務所の設置に関
する要望がありました。また、南マットグロッソ州知
事やカンポ・グランデ市長と、南米の関係国で進めら
れている２大洋結節回廊プロジェクトの進捗や今後の
見通しについて意見交換を行いました。将来的にプロ
ジェクトが進展した場合、沖縄と南米との物流及び人
の往来が活発になることが期待されるため、相互の
ニーズの把握、交流促進や経済発展につなげる可能性
調査の実施を検討してまいります。南米連絡事務所の
設置については、庁内関係部局やＪＩＣＡ沖縄等関係
機関と連携し、現地の沖縄県人会と意見交換を重ねる
とともに、調査の結果を踏まえて対応を検討してまい
ります。
　同じく１の(5)のうち、太平洋・島サミットの沖縄
開催についてお答えします。
　太平洋・島サミットは、太平洋諸国が直面する諸課
題について意見交換を行い、地域の安定と繁栄に貢献
すること等を目的に、平成９年から３年ごとに日本で
開催されている首脳会議です。これまで９回行われ、
３回は沖縄県で開催されております。
　県においては、沖縄21世紀ビジョンに掲げる世界
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に開かれた交流と共生の島の実現に向け、太平洋島嶼
国との交流を深めることは大変重要であると考えてお
ります。太平洋・島サミットは、国が主体となり、関
係自治体と協力しながら開催のおおむね２年前から準
備をする必要があります。今後の開催については国の
動向等、情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(4)、尖閣諸島をめぐる状況への見解につい
てお答えいたします。
　去る３月に退官した第十一管区海上保安本部長が２
年間の在任中における尖閣諸島周辺の状況について発
言したことは、報道で承知しております。尖閣諸島周
辺海域での領海警備について、海上保安庁は、国際
法、国内法にのっとり、冷静に、かつ、毅然として対
応しているとしております。
　県としては、今後も不測の事態が生じないよう、日
本政府に対し、引き続き、海上保安体制の強化、冷静
かつ平和的な外交・対話による日中関係の改善の取組
などを求めてまいります。
　次に、同じく１(5)の中の、日中韓の首脳会議の沖
縄開催についてお答えいたします。
　外務省に確認したところ、日本、中国、韓国の首脳
会談である日中韓サミットの次回の開催については、
現時点で確定していないとのことでした。
　県としては、沖縄で日中韓サミットが開催されるこ
とは、平和を希求する「沖縄のこころ」の発信等を通
して、アジア太平洋地域における平和発信拠点として
の沖縄の国際社会への認知を深めることにつながると
考えることから、今後、引き続き情報収集をしなが
ら、開催地への立候補について検討してまいりたいと
考えております。
　以上になります。
○照屋守之 副議長　子ども生活福祉部長。
　　　〔宮平道子　子ども生活福祉部長登壇〕
○宮平道子 子ども生活福祉部長　２、母子寡婦支
援、ひとり親支援策についての御質問の中の(1)、過
去３年間の実績と令和６年度の概算要求額についてお
答えいたします。
　ひとり親世帯等に対する支援については、当初予算
で令和３年度は約35億円、４年度及び５年度は約38
億円を計上しております。具体的には、民間アパート
を活用した就労や生活、子育ての総合的な支援や好条
件の転職等に役立つ資格取得支援、家事援助のための

ヘルパー派遣、養育費を確保するための公正証書作成
費用の助成等を実施しております。
　令和６年度の概算要求につきましては、これから作
業を進めていきますが、県としましては、引き続き、
ひとり親世帯等の生活の安定及び自立支援に向けて取
り組んでまいります。
　同じく(2)、特定妊婦の支援施設についてお答えい
たします。
　県では、支援を要する若年妊産婦等の特定妊婦が安
心して生活を行うための相談支援や宿泊型居場所の提
供等を行うこととし、10月から本島中部圏域におい
て、産前２か月から産後120日を原則として、４世帯
まで入居可能な宿泊型居場所を開始したところです。
予期しない妊娠などに悩み、安定した居場所がないな
ど、支援を必要とする妊産婦等が安心して出産し、出
産後は安定した生活につながるよう、市町村や関係機
関と連携の上、取り組んでまいります。
　同じく(3)、児童扶養手当の所得制限についてお答
えいたします。
　児童扶養手当は、ひとり親世帯等の生活安定と自立
促進に寄与し、児童の福祉増進を図るため、援助が必
要な家庭の経済状況に応じて支給するもので、所得が
一定額以上の家庭については支給を停止することと
なっています。一方、ひとり親世帯等では、子育てと
生計維持を１人で担っており、就業、育児などの問題
を抱えていると認識しています。
　県としましては、ひとり親世帯等の生活の安定を図
るため、引き続き全国知事会を通して手当の増額及び
所得制限限度額の引上げ等を国に要望してまいりま
す。
　３、保育・教育政策についての御質問の中の(1)、
障害児保育の現状と課題についてお答えいたします。
　障害児保育に対する保育士の加配は、地方交付税を
財源に各市町村において実施しており、令和４年度は
県内1827人の障害児に対し、834人が配置されてお
ります。障害児保育は、必要な財源確保と適切な職員
配置が課題となっております。そのため県では、全国
知事会を通じて、国に対し障害児支援に必要な職員配
置に対する制度的・財政的支援の拡充を要望しており
ます。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、保育・教育政策についての
中の(2)、教員の不足対策等の取組と課題についてお
答えいたします。
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　県教育委員会においては、教員不足の解消に向け、
教員採用試験の制度改革及びペーパーティーチャーセ
ミナーや県外での移住相談会など様々な取組を行って
おります。また、那覇市と連携して、国の調査研究事
業等を活用した教員のメンタルヘルス対策に取り組む
とともに、年度初めに実施した県内公立学校の全教職
員を対象とした業務改善に関するアンケートの結果等
を踏まえて、短期の取組目標を設定したところであり
ます。今後、この取組等を進める上では、保護者や地
域社会等の理解と協力が必要であると考えておりま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き、全庁体制で
働き方改革の推進及び教員の人材確保に努めてまいり
ます。
　同じく(3)、琉球・沖縄の歴史教育についてお答え
いたします。
　小中学校では、社会科等の授業で、琉球王国の成
立、廃藩置県、沖縄戦、復帰前後などの琉球・沖縄の
歴史について、グループでの意見交換や課題を設けて
追求する学習などに取り組んでいるところです。ま
た、高等学校では、全ての生徒が学ぶこととなってい
る歴史総合で、琉球・沖縄の歴史について探究的な学
習に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、地域や学校
の実態と児童生徒の発達段階に応じた琉球・沖縄の歴
史教育の充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　４、新型コロナ、インフ
ルエンザ等の感染症対策についての(1)、現在の感染
状況と県の対応についてお答えします。
　新型コロナとインフルエンザの９月25日～10月１
日までの１週間の定点当たりの感染者数は、新型コロ
ナが9.57人、インフルエンザが25.93人となっており
ます。インフルエンザは、発令基準である10人を超
えているため注意報を発令し、新型コロナについて
は、注意報に相当する感染状況であることについて広
報を行い、感染予防の呼びかけを行っております。
　県としましては、引き続き、感染状況に応じた注意
報や警報発令など、県民に対する注意喚起を行ってま
いります。
　同じく(2)、９月補正予算についてお答えします。
　新型コロナ関連予算につきましては、令和５年度当
初予算において、５類移行前と同様な対応に必要な９
月末までの経費を措置したところですが、５月８日の

位置づけ変更に伴い終了した一般無料検査や自宅療養
者支援などの事業費について、今回、減額補正を行っ
ております。一方、県では、医療提供体制確保の支
援、必要な行政検査、高齢者施設等への定期的な検査
やクラスター対策等については、令和６年３月まで継
続することとされた国の緊急包括支援交付金等を活用
し、引き続き取り組んでまいります。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　企画部長。
　　　〔金城　敦　企画部長登壇〕
○金城　敦 企画部長　５、公共交通政策についての
(1)、泊ふ頭旅客ターミナルとモノレール駅をつなぐ
バスの運行についてお答えいたします。
　現在、泊ふ頭旅客ターミナルにおいては、最寄りの
泊高橋バス停からモノレールおもろまち駅や県庁前駅
などに接続する路線バスが運行されておりますが、ど
のバスがどこの駅に行くかなど説明や表示がされてお
りません。このため県では、泊埠頭の船客に対して、
待合所や船内等において、路線バスの乗り場や行き
先、運行ダイヤ等を周知するとともに、わった～バス
党のサイトやアプリによる路線バス検索など、公共交
通をより便利に使う方法等を案内してまいります。
　同じく５の(2)、鉄軌道導入に向けた現状と課題に
ついてお答えいたします。
　鉄軌道の導入については、国の調査において採算性
や費用便益比などが課題として示されております。こ
のため県では、国等が整備主体となることを前提とし
た特例制度の創設や、県独自のルート案による１を超
える費用便益比のケースを提案する等、国と意見交換
しているところです。鉄軌道の導入においては、交通
渋滞の解消、ＣＯ₂の削減、移動時間の短縮や市街地
の活性化等様々な効果が期待できることから、必要性
を国に丁寧に説明し、早期導入に向けて取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○照屋守之 副議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問は、１の(2)、指定管理のほうから説明いた
だきましたけれども、県が民間の事業者に委託をする
際の公益性評価についてお尋ねいたします。県のほう
から資料をいただいて、公の施設の指定管理者制度に
関する運用方針というものを事前に受け取っておりま
す。この中で、公の施設とはという定義があるんです
けれども、こちらのほうを御紹介いただいてよろしい
ですか。
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○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　公の施設とは、地方自治法の
規定において、「住民の福祉を増進する目的をもって
その利用に供するための施設」と定義されているとこ
ろでございます。
○照屋守之 副議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　住民の福祉を増進すると――
キーワードは福祉の増進かなと思っています。先ほど
の答弁の中で公益性評価について伺ったんですけれど
も、総務部長からは施設の効用を最大化する者という
お話がありました。施設の効用を最大化する者と福祉
の増進、これが同時に実現されていればいいんですけ
れども、そうじゃないケースもやはりあるんじゃない
でしょうか。特に指定管理者の予算、それから民間へ
の委託事業、県の予算が厳しい中で、安い予算で安く
運営してくれるというところが、この事業評価の際に
審査として優先される嫌いはないかなということを懸
念をしております。いかがでしょうか。
○照屋守之 副議長　総務部長。
○宮城　力 総務部長　指定管理者の選定に当たって
は、先ほど答弁申し上げたとおり、その効用を最大限
に発揮する者としております。したがいまして、事業
計画書の中に収支計算書も記載していただくことにな
りますが、一番安くといいますか、県の指定管理料を
払う額、これが低いところを選定するわけではなく、
この施設のサービスが最大限化されるような施設、加
えてそれが適当な額かどうか。例えば、サービス向上
のための取組等を点数化して、これを合算して、提案
した額で除して、それが一番高いところ、あるいは金
額も点数化して、その効果も含めて一番点数が高いと
ころ、この辺りを選定するという方針で臨んでいると
ころでございます。
○照屋守之 副議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　そうすると、審査の中で公の
施設の目的である住民の福祉の増進というところは担
保されていると、一応理解はしておきます。今回この
質問を入れたのは、ある非営利団体から相談とお怒り
を受けました。県の事業というわけではないんですけ
れども、自治体がこういった民間の事業者に対してプ
ロポーザルをするときのこの審査の基準、そしてプロ
セスに、やはり疑義があるという内容です。これ、行
く行く、やっぱり県のほうもいろいろなところに委託
をしたり指定管理をしたりしていますので、改めてこ
の福祉というキーワードを忘れないでもらいたいと
思って質問をしています。
　相談の内容が、ある非営利団体がこれまで困窮世帯

の子供たちに対して、塾やスポーツクラブ、習い事の
補助を行う事業に取り組んでいたと。１年目は保護家
庭のみの利用だったのを生活困窮世帯まで拡大をす
る、２年目は習い事まで利用を拡大すると提言をし
て、徐々にこのクーポン事業を広げてきたと。しかし
３年目に、突然――プロポーザル形式ではあったんで
すけれども、実際にはこのノウハウだけ非営利団体か
ら奪い取って、民間企業に採択を決定したような受け
止め方をやはりせざるを得なかったという声をもらっ
ているんです。このときに疑義があったのは、例えば
審査員の中に外部の委員が一人もいない。例えば、役
所の部長クラスとか、課長級とか、職員だけで決めて
いるような実態があったと。審査員の第三者性の観点
がきちんと担保されているのかというところが一つ。
そしてもう一つは、審査基準の内容に、運営や価格評
価しかなかったというんですね。これを先ほどの最初
の御答弁で、施設の効用を最大化する者というところ
が、やはり価格だけで判断されると、本来、住民それ
から県民の福祉を増進するという目的が達成されない
のではないか。これは指定管理者制度、それから今回
は特に資料をいただきませんでしたが、委託事業のと
きに、当たり前のようだけれども、これだけ予算が厳
しくなってきますと、見落とされがちな視点ではない
かと思います。こういった声、実は１つの団体さんで
はなくて、複数からいただいていることと、あと私も
若い頃にこういった非営利事業に携わっていたことが
あって、やはりこういった同じ問題意識を感じたこと
がございます。指定管理者制度も長い年数がたって見
直しが出てきている時期ではないかと思いますので、
ぜひこういった住民の福祉を増進するという当初の目
的をしっかり達成するというところを、県のほうで
しっかり行っていただくよう要望をいたします。
　休憩お願いします。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時０分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　次の再質問が、障害児保育の
加配です。御答弁ありがとうございました。
　この件につきましては、陳情が１件、文教厚生委員
会のほうに上がっています。私立保育連盟からなんで
すけれども、障害児保育の加配を振り返りますと、国
のほうでも様々に拡充策を取ってきております。
　すみません、休憩お願いいたします。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時１分休憩
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　　　午後５時１分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　障害児保育について国の事業
を振り返ると、昭和49年度から職員加配について予
算補助が始まった。平成15年からはこれが地方交付
税の措置になって、市町村にとっては一般財源となっ
ています。そして、平成19年度、これが大きな変更
と思いますけれども、対象となる児童が中度・重度の
障害を持つ子供たちから、発達障害そして軽度障害児
まで拡大されております。それから10年たって保育
所でも障害児の受入れと保育士の加配、配置が実態と
して始まってきたことを受けて、国のほうで予算が
400億円から800億円に増えました。これについて、
児童１人当たりおおよそ年間どれくらいの予算が手当
てされていることになっているでしょうか。
○照屋守之 副議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　お答えいたしま
す。
　障害児保育につきましては、障害児２名に対し保育
士１名の配置を標準としつつ、障害のある子供の状況
について適切に職員を配置できるよう、保育所で受け
入れている障害児１人当たり150万9000円を地方交
付税として措置されているというところでございま
す。
○照屋守之 副議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　そうするとやはり、保育園そ
れから一部の幼稚園も、障害児のお子さんを１人預か
ると、年間150万円ほどの予算があると。大体月にす
ると12万円ぐらいですね。皆さんこれをやはり想定
するわけです。ただこれ、実際に市町村ごとに差があ
るようなんですけれども、県のほうではこういった予
算措置の実態をどのように把握されているでしょう
か。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○照屋守之 副議長　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　今議員から御説明
がありましたとおり、以前は補助事業として実施をし
ていたという経緯がございました。それが今、地方交
付税措置でこの財源が賄われているということで、県
としましては、この実態調査を市町村に対して実施を
したところでございますが、なかなか市町村において
もこの交付税の額というのが分かりにくいということ
で実態を押さえるということが非常に難しかったとい

うところでございます。県では市町村に対し、障害児
保育に要する経費に係る地方交付税措置を踏まえまし
て、適切な職員配置を行うため、十分な財政支援を講
ずるようにということで通知を行ってきたところでご
ざいます。
○照屋守之 副議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ありがとうございます。県の
ほうが出している通知を、私も拝見いたしました。先
ほど申し上げた障害児１人当たり150.9万円、これを
きちんと職員配置の適切な運用につながるようにとい
う通知になっております。ただ、これ市町村ごとの数
字というのが――令和元年度になりますが、厚生労働
省の調査というものが市町村別ごとに出ています。障
害児、軽度・中度・重度でも金額が異なってきますけ
れども、市町村ごとに差がある金額が、やはり気にな
ります。例えば、ある市では軽度１人当たり５万円と
いう手当てが、加配の数字があります。しかし、ほか
の市では、加配保育士１人につき月額15万円。そし
てまた別の市になりますと、保育士が１、対象児童２
で、保育士１人当たり月額21万5000円と。やはりこ
の数字を見ると、同じ予算が国から交付されているの
にもかかわらず、市町村ごとにかなり違いがあるとい
う実態は金額だけでも見えてきています。もちろん市
町村のほうも、自分たちの自治体の住民のニーズに合
わせて、金額を上乗せしたり調整したりしている部分
はあると思いますので、どこまで一律にちゃんとやる
べきかというところはやはり現場の実態はあるかと思
います。しかし、実際にこれだけの差額があると、や
はりどうして私たちの住んでいるところでは障害児の
加配の手当てが足りないんだろうと。やはり園のほう
で不満というものが出てきているんですね。またほか
の数字になりますけれども、障害児保育をしている保
育園、公立保育園よりも圧倒的に私立の保育所が多い
です。これも恐らく現場の事情があるかと思います
が、私立の保育園は私財をまず提供して園を運営して
いるという現状があります。ぜひこういったところも
踏まえて、国からのこの交付税をきちんと障害児保育
の加配につなげてもらうように市町村に通知をまた出
していただきたいんですけれども、いかがでしょう
か。
○照屋守之 副議長　子ども生活福祉部長。
○宮平道子 子ども生活福祉部長　再度、市町村に対
しては地方交付税措置の趣旨を踏まえ、適切な職員配
置を行うための財政支援を講じるように文書を発出し
たいと思います。
○喜友名　智子 議員　母子寡婦周りのことも聞きた
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かったんですが時間切れですので、文教厚生委員会に
回したいと思います。御答弁ありがとうございまし
た。
○照屋守之 副議長　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時９分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　國仲昌二議員。
　　　〔國仲昌二　議員登壇〕
○國仲　昌二 議員　休憩。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○國仲　昌二 議員　ンーナ　ゾーカー　ウラーンマ
　皆さん、御機嫌いかがですか。
　会派立憲おきなわ、宮古島選出、國仲昌二です。
　今議会、最後の一般質問となります。
　ンーナ　ブガリーブガリ　ウズパズヤースガ　皆さ
ん、大変お疲れだとは思いますが、バガ　パナスーマ
イ　ツキフィーサマチヨー　私の一般質問にもお付き
合いよろしくお願いします。
　それでは、質問に入ります。
　当局には、県民に分かりやすい御答弁をお願いしま
す。
　１、辺野古新基地建設について。
　(1)、･最高裁判決について。
　最高裁判決は、沖縄県民が最も危惧する新基地建設
の安全性や公有水面埋立法の適合性・実体的判断を回
避したと指摘されています。知事の認識を伺います。
　(2)、･国土交通大臣の代執行に向けた動きについ
て。
　最高裁判決後、政府は知事の不在時に設計変更申請
書を承認するよう勧告。その期限後、即承認指示、さ
らに10月５日には、代執行に向けて提訴するなど前
のめりになっています。知事の見解を伺います。
　４、南西諸島の防衛力強化について。
　(1)、･石垣空港や与那国空港を使用する米軍との共
同訓練について。
　特に石垣空港を離発着すると言っているオスプレイ
については、昨年から墜落事故が相次いで発生し、特
に８月のオーストラリアの事故はその原因等も明らか
になっておらず、住民の不安は払拭されていません。
知事の見解を伺います。
　(2)、･宮古島への電子戦部隊配備について。
　防衛省は、唐突に電子戦部隊を宮古島に配備する方

針を打ち出しました。これまで計画は一切明らかに
なっておらず、住民には事後報告です。知事の見解を
伺います。
　(3)、･民間港湾・空港の軍事利用について。
　米海軍掃海艦の石垣港寄港やオスプレイの緊急着陸
など、民間港湾・空港の軍事利用が頻発しています。
知事の見解を伺います。
　５、エネルギー政策について。
　(1)、･2030年度までに県内再エネ電源比率目標を
達成するためには、2300億円程度の事業費が必要に
なるとの議会答弁がありますが、その取組について伺
います。
　６、教育行政について。
　(1)、･働き方改革について。
　全国学力・学習状況調査の自校採点・入力業務の廃
止については、令和６年度に廃止する旨の答弁があっ
たかと思いますが、再度確認をしたいと思います。
　７、宮古関連について。
　(1)、･下地島空港周辺跡地利活用事業について。
　ア、耕作地の明渡しの期限を１年延期した理由につ
いて伺います。
　イ、耕作者が要請している農業ゾーンの設置につい
て伺います。
　ウ、下地島空港で実施する国内初、空港ターミナル
のＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）を目指したネッ
ト・ゼロカーボン化事業について伺います。
　(2)、･佐良浜漁港における無許可で施設を整備した
ことについて。
　イ、今後の県の対応について伺います。
　(4)、･多良間村からの要請について。
　ア、普天間港ターミナルの建て替え工事について、
県の対応を伺います。
　イ、多良間港（前泊地区）の海浜景観の保全と公園
整備について、県の対応を伺います。
　(5)、･宮古島市下地の国道390号における児童重傷
の交通事故について。
　ア、植栽管理不足による見通しの悪さが原因の一つ
に挙げられています。対応を伺います。
　(6)、･伊良部唯一の診療所である徳洲会伊良部島診
療所について。
　ア、今年の５月から、診療が週5.5日から1.5日と大
幅に縮小され、住民、特に高齢者に大きな影響が出て
います。知事の見解を伺います。
　８、我が会派の代表質問との関連については、仲村
未央議員の国家安全保障戦略に基づく公共インフラ整
備について。
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　(1)、･特定重要拠点の考え方や制度設計を伺う。
　県の管理する港湾や空港が指定された場合、県は管
理者として整備を拒否する考えはあるのか伺います。
　以上、答弁を聞いて再質問いたします。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　國仲昌二議員の御質問にお答え
いたします。
　１、辺野古新基地建設についての御質問の中の
(1)、最高裁判決に対する見解についてお答えいたし
ます。
　沖縄県は、Ｂ27地点の力学的試験の必要性や、工
事の実施がジュゴンに及ぼす影響及び地盤改良に伴う
海底面の改変範囲の拡張が環境に及ぼす影響につい
て、専門技術的な知見に基づいた知事の判断に何ら裁
量の逸脱濫用はないということを主張してまいりまし
た。また、工期の長期化によって普天間飛行場の危険
性の早期の除去にはつながらないことを考慮した知事
の判断に、何ら事実の基礎を欠いたり、社会通念に照
らし明らかに妥当性を欠いたりする点はなく、埋立変
更不承認処分は、技術的にも法律的にも正しいことを
強く主張してまいりました。福岡高等裁判所那覇支部
は、県が主張してきた公有水面埋立法の承認要件の不
充足性について審理をした上で、県の訴えを退ける判
断を示しましたが、最高裁判所の判決は、県の主張に
ついては何ら判断を示すことなく、県の訴えを退けた
ものであり、極めて残念であります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、辺野古新基地建設に
ついての(2)、公有水面埋立変更承認申請の承認の時
期についてお答えいたします。
　令和５年９月４日付で是正の指示を適法とする最高
裁判決が示されたところであります。県は、当該判決
を受けてどのような対応が取れるか検討しておりまし
たが、10月５日、国土交通大臣により、沖縄防衛局
の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判
を求めて、地方自治法第245条の８第３項に基づく代
執行訴訟が提起されたところであります。
　県としましては、訴状の内容を精査した上で、対応
を検討してまいります。
　次に７、宮古関連についての(1)のア、下地島空港
周辺県有地の明渡し期限についてお答えいたします。
　県有地の無償耕作者に対しては、令和５年８月24

日に下地島空港周辺用地の利活用に係る説明会を実施
しました。その中で、利活用候補事業者との協議に時
間を要していることから、明渡し期限を令和６年３月
末から令和７年３月末に延期することを説明しており
ます。
　次に同じく７の(1)のイ、下地島空港周辺用地の無
償耕作者への対応についてお答えいたします。
　県は、無償耕作者から農業的利用ゾーンを拡大する
よう、要望があることを承知しております。そのた
め、宮古島市が所有する農業的利用ゾーンの活用を含
め、その対応について、市や関係部局と連携を図って
いきたいと考えております。
　次に同じく７の(1)のウ、下地島空港の旅客ターミ
ナルビルにおけるネット・ゼロカーボン化事業につい
てお答えいたします。
　本事業は旅客ターミナルビルの年間エネルギー消費
量を実質ゼロにするネット・ゼロカーボン化に向け
て、太陽光発電施設を設置し、電力を供給するもので
あります。旅客ターミナルビルにおけるネット・ゼロ
カーボン化としては、国内初の取組となっておりま
す。
　次に同じく７の(4)のア、多良間港普天間地区ター
ミナルの建て替えについてお答えいたします。
　多良間港普天間地区のターミナルは、昭和60年度
に整備された施設で、多良間村の財産となっており、
令和３年度には補修を行ったと聞いております。村に
おいて、建物の耐久性・耐震性を把握いただき、意見
交換を行っていきたいと考えております。
　次に同じく７の(4)のイ、多良間港前泊地区の景観
整備についてお答えいたします。
　多良間港前泊地区の景観整備については、現地確認
の上、多良間村と意見交換を行っております。既存の
港湾施設や村が整備した東屋等の利用状況等を踏ま
え、村と引き続き意見交換を行いながら、整備の必要
性を含め検討していきたいと考えております。
　次に同じく７の(5)のア、道路植栽の管理について
お答えいたします。
　県管理道路の国道390号における低木の管理につい
ては、毎年、剪定を行っております。当該箇所につい
ては、地域の意見を踏まえ、低木の撤去を含めて検討
していくこととしております。引き続き、適正な道路
の植栽管理に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、南西諸島の防衛力強化
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についての中の(1)、日米共同訓練におけるオスプレ
イの訓練についてお答えいたします。
　県としては、かねてから自衛隊の配備等について
様々な意見があり、また、昨年からオスプレイの墜落
事故が相次ぐ中、今回の陸上自衛隊のオスプレイを使
用する日米の大規模な訓練の実施は、県民に不安等を
生じさせるものであると考えております。このため県
は、去る９月13日に、沖縄防衛局に対し、県内にお
ける陸上自衛隊のオスプレイの使用自粛のほか、訓練
の実施に当たっては県民生活や事業活動への影響を最
小限とすること、そのために必要な情報を関係地方公
共団体及び住民に提供することなどを求めたところで
す。
　同じく４(2)、宮古島への電子戦部隊配備について
お答えいたします。
　防衛省によると、令和６年度に、陸上自衛隊宮古島
駐屯地において、電子戦部隊の配備を計画していると
のことです。この件について、８月に宮古島市には説
明があったとのことですが、対面での県への説明は現
在のところありません。県は、自衛隊配備の予定及び
検討状況等については、事前に丁寧に説明を行うよ
う、機会あるたびに求めてきたにもかかわらず、突然
このような計画が県への直接の説明もなしに明らかに
されたことは残念であります。今後とも、防衛省に対
し、丁寧な説明と速やかな情報提供を求めるととも
に、関係自治体とも連携し、適切に対応したいと考え
ております。
　同じく４(3)、米軍による民間港湾・空港の使用に
ついてお答えいたします。
　船舶の円滑な定期運航及び安全性を確保するため、
米軍による民間港湾の使用は、緊急時以外は自粛する
べきというのが県の一貫した方針であります。このた
め、米軍艦船の石垣港使用については、８月23日の
渉外知事会の要請活動において、知事から外務省に対
し自粛を求めましたが、同艦船が入港したことは大変
遺憾です。また、９月14日から21日にかけて、普天
間飛行場所属のオスプレイ計６機が、新石垣空港等に
緊急着陸したことは、米軍の安全管理体制に強い疑念
を抱かざるを得ず、大変遺憾であります。このため県
は、先月21日、在沖海兵隊等に対し、原因の究明と
その公表、実効性のある再発防止策等を要請しまし
た。
　次に８、我が会派の代表質問との関連についての
(1)、特定重要拠点の指定についてお答えいたしま
す。
　政府は、８月の関係閣僚会議において、特定重要拠

点空港・港湾（仮称）の指定に当たっては、インフラ
管理者との間で、円滑な利用に関する枠組みを設け、
今後、地元との調整を進めていくとしておりますが、
制度の具体的な内容が明らかになっておらず、また、
県への説明も現時点ではありません。
　県としては、自衛隊の利用により、離島の空港・港
湾の民間利用に支障があってはならないと考えてお
り、引き続き、情報収集を行い、適切に対応してまい
ります。
　以上になります。
○赤嶺　昇 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　５、エネルギー政策につ
いての(1)、2030年度の再エネ電源比率目標達成に向
けた取組についてお答えします。
　県では、再エネの主力である太陽光発電や蓄電池の
導入拡大に向け、離島における第三者所有モデル事業
への補助を行うとともに、水素等の利活用に向けた実
証事業の支援を行っております。次年度以降の新たな
取組としましては、風力発電事業者の発掘に向けた風
況観測支援のほか、環境省予算を活用した支援事業を
検討しているところです。
　県としましては、再エネ電源比率目標の達成に向
け、国の財政支援の活用や税制上の特例措置の積極的
な活用促進により、再エネに係る民間投資を誘発して
まいりたいと考えております。
　なお、2030年度、再エネ電源比率の意欲的な目標
18％の達成に必要な事業費につきましては、民間投
資を含め、太陽光発電のみで仮定し試算した場合、こ
れまで2020年度末時点の8.2％に基づき2300億円程
度と申し上げてまいりましたが、2021年度末時点の
11.1％に基づき、改めて試算しますと1600億円程度
となります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　６、全国学力・学習状況調査の
自校採点についてお答えいたします。
　全国学力・学習状況調査には、学校における児童生
徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てるな
どの目的があります。このため本県では、調査後速や
かに、児童生徒の学習状況を把握し、授業改善や児童
生徒一人一人の学習状況等に資するよう、各学校に自
校採点を依頼しております。一方、国においては、令
和６年度から全国学力・学習状況調査に、児童生徒が
タブレット端末に解答を入力するＣＢＴ化を順次導入
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する方針を示していることから、国の動向に応じて、
自校採点等の在り方を見直してまいりたいと思いま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　７、宮古関連についての
(2)のイ、佐良浜漁港での無許可建築物の今後の対応
についてお答えいたします。
　宮古島市伊良部の佐良浜漁港内県有地において、本
年７月から無許可で民間事業者による建築工事が行わ
れ、現在は軀体まで完成した状態で残されておりま
す。
　県では、漁港管理者として、建築物の施主に対し
速やかに建築物を撤去するよう、７月26日に注意文
書を、９月21日に勧告書を発出する等の行政指導を
行っているところであります。勧告書の期限までに建
築物の撤去等が確認できない場合は、法律相談等も踏
まえながら、警告書の発出や沖縄県漁港管理条例に基
づく原状回復を命ずる監督処分を検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　保健医療部長。
　　　〔糸数　公　保健医療部長登壇〕
○糸数　公 保健医療部長　７、宮古関連についての
(6)のア、徳洲会伊良部島診療所についてお答えしま
す。
　医療法人徳洲会が運営する伊良部島診療所について
は、医師の確保が困難である等の理由により、今年６
月以降、診療日が縮小しております。徳洲会によりま
すと、診療日の縮小に伴い、これまで同診療所を受診
していた一部の患者に対しては宮古島の医療機関を紹
介するなど、必要な対応を行っているとのことであり
ます。
　県としましては、伊良部島診療所の診療縮小による
影響を注視しながら、引き続き、地元の関係者と連携
して、医療提供体制の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問いたします。
　まず、宮古関連について、先に質問したいと思いま
す。下地島の耕作地明渡しですけれども、期限が１年
延びたということで、ぜひ耕作者の皆さんと相互理解
を深めて、いい方向で取り組んでいくようにお願いし

たいと思います。
　佐良浜漁港の件ですけれども、先ほど答弁いただき
ましたが、ちょっと確認したいんですけれども、県と
しては原状回復を求めていくということでよろしい
か、再度確認したいと思います。
○赤嶺　昇 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　繰り返しになりますが、県としましては、勧告書の
期限までに事業者による建築物の撤去などが確認でき
ない場合は、法律相談等も踏まえながら、警告書の発
出や沖縄県漁港管理条例に基づく原状回復を命ずる監
督処分を検討してまいります。
　以上でございます。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　実はこの件については、伊良部
漁協の名前が勝手に使われたり、漁協が同意しないか
ら事業ができないなどと誤解されまして、漁協が困っ
ているということです。これは、県が毅然と対応しな
いことに原因があるのではないかという声がありま
す。県として、被害届を出すなど、毅然と対応すべき
ではないかと思うんですけれども、照屋副知事いかが
でしょうか。
○赤嶺　昇 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　この事案につきましては、私も
新聞報道が出て以来、関心を払って見てきております
けれども、先ほど部長が答弁したとおりでありまし
て、現在、撤去に向けた行政指導を進めているところ
であります。この建築物に関連しまして、伊良部漁業
協同組合が困っているということですので、県として
は、同漁協と話合いを持って、どのような対応ができ
るか検討してまいりたいと考えております。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　ぜひよろしくお願いします。
　次に、多良間村からの要請です。普天間港ターミナ
ル、それから多良間港前泊地区の要請ですけれども、
これ以前からずっと要請が出ていますので、ぜひ前向
きに検討していただきたいと思います。
　それから宮古島市下地の国道390号についてです
が、事故現場のほうは植栽も今はきれいに剪定されて
いますけれども、まだ海側のほうが雑木が生い茂って
いて、実は遊歩道の部分がちょっと利用できないよう
な状況があって、それについて伐採してほしいという
要望があるんですけれども、これについてはいかがで
しょうか。
○赤嶺　昇 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　休憩お願いします。
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○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　この箇所における歩道と海岸の間でございますけれ
ども、保安林というふうになっているようでございま
す。当該保安林の管理者に情報提供を行いながら、対
応等については協議してまいりたいと思います。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　よろしくお願いします。
　それから徳洲会の伊良部島診療所についてですけれ
ども、先ほども話しましたけれども、やっぱり住民に
悪影響ができるだけ出ないように、宮古島市あるいは
関係団体と協力して、ぜひいい方向に取り組んでいた
だくようにお願いいたします。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○國仲　昌二 議員　次に、公共インフラの特定重要
拠点について伺います。
　ジュネーブ諸条約では、文民たる住民と戦闘員を、
また、民用物と軍事目標を明確に区別する軍事目標主
義が採用されています。ところが、二重の用途を持つ
港湾や空港は、事例ごとに判断するしかないといいま
す。つまり、日常的に軍事訓練がされたり、有事の際
に軍事目的で使用が想定される港湾や空港など、特定
重要拠点に指定されれば、軍事目標になるということ
です。その軍事目標となるための施設整備を認めるん
ですかということが先ほどの質問の趣旨ですけれど
も、それについてはいかがでしょうか。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県としては、自衛隊の利用により離島の空港・港湾
の民間利用に支障があってはならないと考えておりま
す。また、特定重要拠点空港・港湾（仮称）の指定に
つきましては、これからあると思われる政府からの説
明などにおいて、制度の具体的な内容を確認した上
で、適切に対応してまいりたいと考えております。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　この件については、知事も、い
わゆる日米共同使用、自衛隊使用についてなし崩し的
に進められることを危惧している、基地の過重な負担

につながることは到底認められないとコメントしてい
ます。ぜひ、毅然と対応していただきたいと思いま
す。
　休憩お願いします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時40分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
○國仲　昌二 議員　次に、南西諸島の防衛力強化に
ついて伺います。
　米海軍の掃海艦が石垣港に入港しました。これまで
と違って、艦長がこれは訓練だと強調するなど、民間
インフラの利用拡大を狙って米軍が寄港するのは当然
だと言わんばかりです。また、宮古島の平良港にも海
上自衛隊のミサイル艦が寄港しました。民間港湾の寄
港実績を積み重ねる狙いがあると言われています。与
那国には、新たな港湾施設の整備、空港の滑走路延長
を検討していることも明らかになりました。そして、
宮古島に電子戦部隊配備が事前説明なしに発表された
ことについて、不信感を示したら、防衛省関係者は、
事前に説明すれば納得したのかと主張したとのことで
す。一旦駐屯地を設置すると、地元は無視され、次々
と機能や部隊を強化していく国の姿勢が鮮明になった
と言えます。そのほかにもオスプレイが石垣空港、奄
美空港、大分空港に連日緊急着陸したこと、石垣空港
や与那国での日米合同訓練、特に石垣空港は、事故が
頻発しているオスプレイを使用した訓練だということ
で、県民に不安が広がっております。このように、南
西諸島の防衛力強化の下に既成事実化が急速に進めら
れています。知事の見解を伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書では、厳しい安全保障環境
に対応するため、南西諸島における自衛隊機能の増強
等が、また今年１月の２プラス２共同発表では、日本
の南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同使
用を拡大し共同演習、訓練を増加させることにコミッ
トした旨が示されております。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な配備拡大や日米共同訓練等による抑止
力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が
生ずることを懸念しており、ましてや沖縄が攻撃目標
となることは決してあってはならないと考えておりま
す。このため県は、去る６月９日、防衛大臣に対し、
今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等について、地
元の十分な理解が得られるよう事前に丁寧に説明を行
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うことなどを要請したところでございます。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　次に、最高裁判決についてです
けれども、多くの行政法学者らが疑念を示して、地方
自治の本旨を理解しない不合理極まりないもの、実質
審査権を裁判所が放棄することは許されないとして強
い不満を訴えています。全く同感です。まず、この訴
訟の争点の中で、災害防止要件、環境保全要件につい
てですが、要件自体が非常に抽象的で判断の幅が広
い、つまり行政の側に大きな裁量があるといいます。
単純に裁判所が判断するのではなく、知事が専門的・
技術的な知見に基づいてなされた判断が、合理的かど
うかを判断することになります。ですから、翁長知事
が承認処分の取消しを争ったとき、仲井眞知事の承認
処分の裁量は広く、その裁量を逸脱しているとは言え
ないから、翁長知事の取消処分は違法だという判決に
なりました。ところが、最高裁の判決では、そういっ
たところに踏み込まず、逆に知事の不承認処分は、裁
量権の逸脱または濫用があるとしています。まさに矛
盾した判断と言えますが、知事の見解を伺います。
○赤嶺　昇 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　先ほど知事も答弁されたところでございますが、
県はＢ27地点の力学的試験の必要性や工事の実施が
ジュゴンに及ぼす影響、工期の長期化によって……。
失礼しました。すみません。
　申し訳ないです。裁量権の逸脱または濫用があるこ
とについてでございます。申し訳ございません。訂正
いたします。
　平成28年に判決が示された不作為の違法確認訴訟
について、県は埋立承認の取消しが法的に正当である
と主張しておりましたが、最高裁判所は、埋立承認処
分をした仲井眞元知事の判断過程及び判断内容に特段
不合理な点があることはうかがわれないとして、知事
の裁量権を広く認め、その判断に違法等があるという
ことはできず、埋立承認取消しを取り消さないことは
違法であると判断を示しました。一方で、今回の最高
裁判所の判決は、県が主張した公有水面埋立法の承認
要件の不充足性について、何ら判断を示すことなく、
県の訴えを退けたものであり極めて残念であります。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　また今回の最高裁判決は、設計
変更申請が公有水面埋立法の承認要件を満たしている
のか、判断すらしていません。辺野古新基地建設につ

いては、様々な問題が指摘されています。まず、軟弱
地盤の問題です。軟弱地盤は約90メートルの深さが
ありますが、現在の地盤改良技術は70メートルが限
界と言われています。それ以上の深いところについて
は、改良せずに放置したまま、そのままで何とかなる
でしょうというのが今の設計計画だと、地質学の専門
家が指摘しております。そうしたことについて、安全
性が確認できないというのが県の不承認の理由の一つ
です。安全性をどう考えているのでしょうか、あまり
にも無責任ではないですか。知事の見解を伺います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　その点について少し、日本科学
者会議の専門家の意見を補足して説明を申し上げたい
と思います。
　沖縄県は、本件不承認処分をするに当たって、大浦
湾海底に存在する軟弱地盤上で工事することの危険性
に鑑みて、専門家の意見も取り入れつつ、慎重に沖縄
県として責任を持って判断したものである。これに対
して、福岡高裁那覇支部判決では、沖縄県知事の不承
認判断は、特段の事情がないにもかかわらず、港湾基
準とその解説の記述する性能照査の手法等を超えて、
より厳格な判断を行うものであり、考慮すべきではな
い事項を過剰に考慮したものとした。もしもこの判決
のような司法判断が定着すれば、国が示した基準より
も高いハードルを設けると違法になるということにな
り、そうすると地方自治体として地域ごとの特性さら
には地域固有の文化や自然環境の尊重すらも認められ
なくなるというように指摘をしています。そのことを
今回の最高裁の審査においては、全く考慮されなかっ
たということにおいて、我々は残念であるというよう
に申し上げるしかないということでございます。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　次に、地震動について伺いま
す。
　辺野古は地震の加速度の単位であるガルで表すと
40ガルの設計となっています。沖縄県が2013年に
発表した地震動予測は震度６弱、ガルだと170～300
ガルになります。2010年に沖縄本島東側を震源とす
る地震では、名護市で54ガル、那覇市で70ガルでし
た。それからすると、辺野古の40ガルは極めて小さ
い数値で安全性が問われます。防衛省が辺野古の耐震
設計に使ったのは本島西側の地震動で、しかも港湾基
準でも地震観測記録は３か所使うのに２か所しか使っ
ていません。自分たちに都合のいい弱い地震だけを使
い、40ガルの設計にしているとの指摘があります。
知事の見解を伺います。
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○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ただいまの指摘についても、や
はり港湾基準のその基準以上の数値を当てはめること
によって、よりその機能の安定性を保つべきというこ
とが、この工事が万が一完成させられた後の環境保全
に対して、非常に大きな影響を及ぼすということにつ
いては、議員御指摘のとおりであるというように思料
いたします。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。
○國仲　昌二 議員　そもそも軟弱地盤については、
最深部Ｂ27地点の力学的試験をかたくなに拒否して
います。なぜ行わないのか。試験をすると不都合な結
果が出ることになるのでしょうか。また、工事期間が
最短で12年もかかるといいます。普天間基地の一日
も早い危険性除去にはつながりません。世界一危険だ
と言いながら、12年間世界一危険なまま暮らせとい
うことになります。市民の安全を考えるなら、即時閉
鎖・撤去するしかありません。その判断こそ知事の裁
量権だと思いますが、それを認めないのが今回の最高
裁判決です。事業費も膨らんでいます。当初3500億
円と言っていたのが、今は9300億円といいます。県
の試算では２兆5500億円まで膨れ上がるということ
です。完成するのか疑わしい。完成しても地盤沈下の
おそれがあり、使えないのではと指摘されている施
設を、２兆5500億円もつぎ込んで建設することが、
国民の理解を得られるのか、私は非常に疑問です。ほ
かにも、周辺海域の絶滅危惧種をはじめとする希少種
への影響、周辺地域での騒音被害など多くの問題が指
摘されているのに、なぜか政府は前のめりです。そし
て最高裁は、これだけ多くの問題が指摘されているの
に、そのことに全く触れていません。知事の見解を伺
います。
○赤嶺　昇 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　普天間飛行場の一日も早い危険
性の除去は、県政にとっても、そして県民の生命、暮
らし、財産を守る点からも喫緊の課題であることは、
議員御指摘、御案内のとおりであります。この間、政
府に対しては、この問題は司法ではなく、対話によっ
て解決策を探るべきであるということを都度これまで
求めてまいりましたが、しかし、県民にとって、この
基地から派生する騒音、環境、事件・事故などの問題
はやはり誠意を持って日米両政府及び我々当事者――
沖縄県も当事者としての責任を持って解決に当たるた
めの対話を進めていくべきであるというように思いま
す。
○赤嶺　昇 議長　國仲昌二議員。

○國仲　昌二 議員　今回の最高裁判決は、地方自治
を破壊するものです。沖縄県が主張した肝腎な部分に
ついて判断を示さず、国による私人なりすましの問題
については、最高裁は触れていません。国が国を救済
できるなら、地方自治体の決定は幾らでも国は覆せま
す。これでは国と地方自治体が対立した場合、国の意
向のみが通ることになります。これは基地だけではあ
りません。先ほどの特定重要拠点、あるいはよく問題
になっている核のごみ処分場についても、自治体が拒
否しても国がその気になれば、国の意向が通ることに
なる。地方自治は無力化され、国のやりたい放題にな
る。これが今回の最高裁判決です。これを受け入れろ
というのはあまりにも理不尽です。行政法研究者有志
からは、今回の最高裁判決に知事が従わないことが、
地方自治法上直ちに違法とは言えないという指摘があ
ります。また、代執行訴訟で県の主張できる事項は少
なくありません。沖縄県知事として、地方自治の担い
手として、沖縄県の正当性を正々堂々と主張していた
だきたい。知事、ぜひ頑張っていただきたい。知事を
後押しする多くの県民と共に私も全力で連帯すること
を誓って、一般質問を終わります。
　タンディガータンディ　スディガフー。ありがとう
ございました。
○赤嶺　昇 議長　以上をもって通告による一般質問
及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　決算については、９月21日の議会運営委員会にお
いて17人から成る決算特別委員会を設置して審議す
ることに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、乙第14号議案、乙第15号議案及び認定第１号か
ら認定第４号までについては、17人の委員をもって
構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審
査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付してあります名簿のとおり指名いたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付し
てあります名簿のとおり選任することに決定いたしま
した。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔決算特別委員名簿　巻末に記載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　ただいま決算特別委員会に付託さ
れました議案を除く甲第５号議案及び乙第１号議案か
ら乙第13号議案までについては、お手元に配付して
あります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員
会に付託いたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第３　乙第16号議案及び乙第
17号議案を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　令和５年第３回沖縄県議会（定
例会）に追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　乙第16号議案「専決処分の承認について（令和５
年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１
号））」及び、乙第17号議案「専決処分の承認につ
いて（令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事
業特別会計補正予算（第１号））」は、地方自治法第
179条第１項の規定により令和５年10月２日付で補
正予算の専決処分を行ったため、同条第３項の規定に
より議会に報告し、承認を求めるものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第16号議案及び
乙第17号議案については土木環境委員会に付託いた
します。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時59分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　日程第４　陳情第138号の付託の件を議題といたし
ます。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情については、新沖縄振興・公共交通
ネットワーク特別委員会に付託の上、審査することに
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明10月12日から
22日までの11日間休会とすることにいたしたいと思
います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明10月12日から22日までの11日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、10月23日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　　午後６時０分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

副　　議　　長	 照　　屋　　守　　之

会議録署名議員	 大　　城　　憲　　幸

会議録署名議員	 瑞		慶		覧　　　　　功
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令和５年10月23日

（第９号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 ３ 回





 議　　事　　日　　程　第９号
令和５年10月23日（月曜日）

午後１時30分開議
第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで（総務企画委員長報告）
第２　乙第４号議案（文教厚生委員長報告）
第３　乙第５号議案（土木環境委員長報告）
第４　乙第６号議案から乙第12号議案まで（経済労働委員長報告）
第５　乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案（土木環境委員長報告）
第６　甲第５号議案（文教厚生委員長報告）
第７　令和６年度沖縄振興予算において県の要求額確保を求める意見書

山里　将雄議員　　玉城健一郎議員
上里　善清議員　　当山　勝利議員
照屋　大河議員　　山内　末子議員
瑞慶覧　功議員　　比嘉　京子議員
島袋　恵祐議員　　瀬長美佐雄議員
玉城　武光議員　　比嘉　瑞己議員
玉城ノブ子議員　　西銘　純恵議員

･ 提出　議員提出議案第１号

渡久地　修議員　　喜友名智子議員
國仲　昌二議員　　仲村　未央議員
崎山　嗣幸議員　　次呂久成崇議員
新垣　光栄議員　　平良　昭一議員
仲宗根　悟議員　　上原　快佐議員

第８　玉城康裕沖縄県知事に対する問責決議
島袋　　大議員　　小渡良太郎議員
新垣　淑豊議員　　島尻　忠明議員
仲里　全孝議員　　新垣　　新議員
下地　康教議員　　石原　朝子議員
仲村　家治議員　　西銘啓史郎議員
座波　　一議員　　大浜　一郎議員
呉屋　　宏議員　　花城　大輔議員

･ 提出　議員提出議案第２号

又吉　清義議員　　末松　文信議員
中川　京貴議員　　仲田　弘毅議員
上原　　章議員　　金城　　勉議員
大城　憲幸議員　　當間　盛夫議員
照屋　守之議員

第９　請願令和３年第３号、陳情令和３年第177号及び陳情令和４年第150号（総務企画委員長報告）
第10　陳情令和４年第15号、同第18号、同第24号、同第29号、同第37号、同第41号、同第63号の２、同第76

号、同第98号、同第99号、同第103号、同第111号、同第115号、同第117号、同第118号、同第124号
の２、同第148号及び陳情第36号（経済労働委員長報告）

第11　陳情令和３年第182号及び陳情第111号（土木環境委員長報告）

令 和 ５ 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

令和５年10月23日（月曜日）午後１時30分開議
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第12　陳情令和３年第73号、同第146号、同第199号、陳情令和４年第31号及び陳情第33号（米軍基地関係特
別委員長報告）

第13　議員派遣の件（令和５年度沖縄県議会議員海外派遣）
第14　議員派遣の件（高校等出前講座）
第15　閉会中の継続審査の件

･
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県ふるさと寄附金基金条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第４号議案
　　　　　　乙第４号議案　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
日程第３　乙第５号議案
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
日程第４　乙第６号議案から乙第12号議案まで
　　　　　　乙第６号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第７号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第８号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第９号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第10号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第11号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第12号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
日程第５　乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案
　　　　　　乙第13号議案　那覇港管理組合規約の一部変更について
　　　　　　乙第16号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第17号議案　専決処分の承認について
日程第６　甲第５号議案
　　　　　　甲第５号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
日程第７　令和６年度沖縄振興予算において県の要求額確保を求める意見書
日程第８　玉城康裕沖縄県知事に対する問責決議
日程第９　請願令和３年第３号、陳情令和３年第177号及び陳情令和４年第150号
　　　　　　請願令和３年第３号　沖縄県における水難事故防止に関する請願
　　　　　　陳情令和３年第177号　温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第150号　沖縄県公文書管理条例の制定に関する陳情
日程第10　陳情令和４年第15号、同第18号、同第24号、同第29号、同第37号、同第41号、同第63号の２、同

第76号、同第98号、同第99号、同第103号、同第111号、同第115号、同第117号、同第118号、同
第124号の２、同第148号及び陳情第36号
陳情令和４年第15号･ コロナ禍における観光産業の再興に向けた支援等に関する陳情
陳情令和４年第18号･ 新型コロナウイルスにより影響を受けた貸切りバス事業者への支援に関す･
･ る陳情
陳情令和４年第24号･ 沖縄県中央卸売市場への支援に関する陳情
陳情令和４年第29号･ 長期化する新型コロナウイルスの影響により疲弊した沖縄県のマリンレ･
･ ジャー業界への支援に関する陳情
陳情令和４年第37号･ 養豚経営及び食肉センターにおける緊急支援対策に関する陳情
陳情令和４年第41号･ 令和４年度宮古島に係る予算の確保並びに受注機会の拡大確保に関する陳情

‒･356･‒



陳情令和４年第63号の２　令和４年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第76号　平敷屋港沖合防波堤の設置に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第98号　沖縄観光の早期復興に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第99号　持続可能な農業生産基盤の確立に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第103号　沖縄県中央卸売市場空き施設及び空き地の借入れに関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第111号　軽石被害に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第115号　沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める陳情
　　　　　　陳情令和４年第117号　肥料価格、資材価格高騰における沖縄県農業の現状に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第118号　飼料価格高騰における沖縄県畜産業の現状に関する陳情

陳情令和４年第124号の２　令和４年度美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳･
･ 　　　情

　　　　　　陳情令和４年第148号　沖縄の貸切りバスに関する陳情
　　　　　　陳情第36号　「ジャパンウィンターリーグ」への支援を求める陳情
日程第11　陳情令和３年第182号及び陳情第111号
　　　　　　陳情令和３年第182号　県公共施設へのＺＥＢ及び県内住宅へのＺＥＨ導入等に関する陳情
　　　　　　陳情第111号　国道505号の早期復旧を求める陳情
日程第12　陳情令和３年第73号、同第146号、同第199号、陳情令和４年第31号及び陳情第33号
　　　　　　陳情令和３年第73号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化への抗議に関する陳情
　　　　　　陳情令和３年第146号　嘉手納基地における夜間・早朝の騒音激化に関する陳情
　　　　　　陳情令和３年第199号　嘉手納基地からの騒音及び悪臭被害増大に関する陳情
　　　　　　陳情令和４年第31号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
　　　　　　陳情第33号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
日程第13　議員派遣の件（令和５年度沖縄県議会議員海外派遣）
日程第14　議員派遣の件（高校等出前講座）
日程第15　閉会中の継続審査の件

･
出　席　議　員（48名）

･ 44　番　　赤　嶺　　　昇　議長
･ 30　番　　照　屋　守　之　副議長
･ １　番　　次呂久　成　崇　議員
･ ２　番　　喜友名　智　子　議員
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　議員
･ ４　番　　玉　城　健一郎　議員
･ ５　番　　上　里　善　清　議員
･ ６　番　　大　城　憲　幸　議員
･ ７　番　　上　原　　　章　議員
･ ８　番　　小　渡　良太郎　議員
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　議員
･ 10　番　　島　尻　忠　明　議員
･ 11　番　　仲　里　全　孝　議員
･ 12　番　　上　原　快　佐　議員
･ 13　番　　新　垣　光　栄　議員
･ 14　番　　國　仲　昌　二　議員
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　議員
･ 16　番　　山　里　将　雄　議員
･ 17　番　　当　山　勝　利　議員

18　番　　當　間　盛　夫　議員
19　番　　金　城　　　勉　議員
20　番　　新　垣　　　新　議員
21　番　　下　地　康　教　議員
22　番　　石　原　朝　子　議員
23　番　　仲　村　家　治　議員
24　番　　平　良　昭　一　議員
25　番　　仲　村　未　央　議員
26　番　　玉　城　武　光　議員
27　番　　比　嘉　瑞　己　議員
28　番　　照　屋　大　河　議員
29　番　　山　内　末　子　議員
31　番　　西　銘　啓史郎　議員
32　番　　座　波　　　一　議員
33　番　　大　浜　一　郎　議員
34　番　　呉　屋　　　宏　議員
35　番　　花　城　大　輔　議員
36　番　　又　吉　清　義　議員
37　番　　仲宗根　　　悟　議員
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･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　議員
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　議員
･ 40　番　　西　銘　純　恵　議員
･ 41　番　　渡久地　　　修　議員
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　議員

43　番　　比　嘉　京　子　議員
45　番　　末　松　文　信　議員
46　番　　島　袋　　　大　議員
47　番　　中　川　京　貴　議員
48　番　　仲　田　弘　毅　議員

･
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知 事
池　田　竹　州　　副 知 事
宮　城　　　力　　総 務 部 長

糸　数　　　公　　保 健 医 療 部 長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

山　城　貴　子　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次 長
中　村　　　守　　議 事 課 長
儀　間　俊　江　　課 長 補 佐
宮　城　　　亮　　主 幹
比　嘉　太　一　　主 任

佐久田　　　隆　　政 務 調 査 課 長
新　垣　伸　弥　　主 幹
平　良　典　子　　主 幹
平　良　末　子　　主 幹
上運天　慎　也　　主 幹

･
○赤嶺　昇 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　10月11日の会議において設置されました決算特別
委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に
國仲昌二議員、副委員長に大城憲幸議員を互選したと
の報告がありました。
　次に、10月19日、山里将雄議員外23人から、議員
提出議案第１号「令和６年度沖縄振興予算において県
の要求額確保を求める意見書」、島袋大議員外22人
から、議員提出議案第２号「玉城康裕沖縄県知事に対
する問責決議」の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。（「議長」と呼ぶ者あり）
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時34分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　ただいまの件について、ちょっと対応を検討します
ので、暫時休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後３時10分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に島袋大議員からありました申入れの件につ
きまして、議長として玉城知事に対して説明を求めた

ところではございますが、なおかつ、今日は午後から
の開会となっております。そのことを含めて、なるべ
く早く返事を欲しいということを申入れをさせていた
だいたところでございますけれども、知事の出席につ
いては、本日は登庁していない旨の回答があり、お休
みという報告をいただきました。（「議長」と呼ぶ者
あり）　　
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　あのね、今の議長のお話を聞き
ますと、休みってことですか。休暇、休み。
○赤嶺　昇 議長　登庁していない。
○島袋　　大 議員　議長、登庁してない云々じゃな
いですよ。今日、最終本会議なんだよ。議会というの
は生き物ですよ。何が起きるか分からない。危機管理
能力が欠けていますよ。あのね、この状況で何です
か。今、自分の部下の部署が、不祥事と言わざるを得
ない問題が起きている中で、今日朝から登庁もしな
いって何ですか。ましてや連絡しても来もしないんで
すか。午後から会議が始まるといって、この問題を説
明しなさいと問うて、そして時間もかけておいて、来
もしないんですか。議長、再度呼んでくださいよ。問
題ですよ。危機管理能力がないから問題が出ているわ
けであって、リーダーである長が明確にこの問題を説
明してやるのが、リーダーの仕事でしょうが。議長、
これ議会軽視ですよ。何ね、与党は。ちょっと待ちな
さい。何よ。何よ。議長――あなたは知事の秘書か。
（「確認してください」と呼ぶ者あり）だから確認し
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てくださいって私言っているでしょうが。議長――
今、私がしゃべっている時間でしょうが。私が終わっ
てから確認させなさいよ。議長、何やかんや私が話し
ているのに、与党ね、何なんですか、この人たちは。
何ですか。そうなったらずっとしゃべりますよ、私
は。納得いかなければ引っ張るって問題じゃないんだ
よ。今、議長の回答は、今日登庁していないってこと
なんですよ。あり得る話ですか、これは。その辺、確
認ですよ。県民の皆さんも見てますよ。
○赤嶺　昇 議長　与党の皆さんは何かありますか。
どうぞ。
　照屋大河議員。
○照屋　大河 議員　穏やかにいきますね。登庁して
いないということですが、その理由について議長は確
認されたんでしょうか。知事は、今回、この議会が止
まっている理由について、あるいは保健医療部の今回
の事務手続について、前向きに、この議会への説明を
検討されているというメッセージが届いています。た
だ、確かに登庁していないということで、この近くに
はおらないようですが、登庁していないということだ
けをもって、先ほどのような発言をされるという点で
は私たちは納得いきません。ぜひその辺を、もう少し
明快な理由をもって議長からの説明があれば、この議
会、混乱することはないと思いますので、先ほどの求
める点については、なお整理をしていただければと思
います。
○島袋　　大 議員　議長、今の話を聞けば、知事は
説明したいと思っていますって誰から聞いたのか。与
党は聞いているんですか。ＰＦＯＳの問題と同じか。
与党だけこれ聞いているんですか、知事からメッセー
ジを。おいおいおい。そうなったら、議会って何たる
もんですか。議長、ですから、今日、本庁に登庁して
いない理由は何なんですか。ましてや今与党から、知
事は説明したいと言っていますと。いつするんです
か。なぜ与党が知っているんですか。隠蔽体質です
か。また与党、同じことするんですか。あなた方は何
なんですか。とんでもないですね。（「調整した」と
呼ぶ者あり）調整したら私に報告すればいいでしょう
が。与野党の方向性も見いだしきれない。与党の仕事
は何ですか。
○赤嶺　昇 議長　今、島袋大議員、それから照屋大
河議員からありましたように、まずこちらで受けた状
況なんですけれども、沖縄・自民党から、この保健医
療部に発生した新たな事案につきましては説明が必要
ではないかということで、知事の説明を求めました。
それで、なおかつ今日は先ほども言いましたように、

そもそも10時開会のものは、これも県の問題で急遽
委員会を開きました。それも２時間限定です。今日
は、13時30分から開会をするイレギュラーな開会の
時間となっております。したがって、早めに、できる
できないも含めて30分以内に返事をいただきたいと
いうことを、議長から議事課を通して秘書課に確認を
させていただきました。30分たっても返事は来ませ
んでした。知事はどこにいるんですかという話をした
ら、今日は仕事がないので登庁はしていないというこ
とだったので、私はここで説明をさせてもらったとこ
ろです。今、照屋大河議員からありましたように、登
庁していない理由は何なのかということまでは確認し
ていないので、暫時休憩をさせていただいて確認をさ
せていただきます。
　暫時休憩。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後４時８分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　休憩前に、島袋大議員及び照屋大河議員から発言の
ありました件につきまして、もう一度事務局から確認
をさせていただきましたが、玉城知事は本日は公務が
ないので、今日は来ていないとの回答をいただきまし
た。
　照屋大河議員、どうぞ。
○照屋　大河 議員　登庁していないのは間違いない
ようですが、もうすぐにも登庁されるということは聞
いています。そして、この議会がこういう状態にある
ことをしっかり正確に把握をして、事務統括の責任者
は自分だとこの会議でもおっしゃっていましたが、そ
の立場で、対応について急ぎ執行部の皆さんと協議を
するということです。
○赤嶺　昇 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　すみません。きれいごと言う
なって話ですよ。この沖縄県議会のトップは誰です
か。長は誰ですか。赤嶺昇議長と照屋守之副議長の正
副議長ですよ。議長が部局に問い合わせして、今日は
仕事がないので休みますというふうに知事部局に言わ
れている中で、なぜ与党の代表者だけがこんなこと言
うんですか。きれいごと言うなよ。ここは与野党協議
ができる議場ですよ。あなた方、与党ではこういうふ
うに代表者だけが議長室に行って、我々野党・中立に
は何も報告ないのか。ＰＦＯＳのときと同じことだ
よ、あなた方がやっていることは。こんなね、議長。
いいんですか、これで。何も分かっていませんね、こ
の議会運営というのが。（「誰に」と呼ぶ者あり）誰
にって、あなたは何を言っているのか。美佐雄議員、
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何が言いたいのか。はっきり言いなさい僕に。こんな
けんか腰じゃないですよ、議長。通常なら議長に、知
事は向かいますからって言うべきことを、なぜ与党代
表者に言われて、与党代表者がしゃあしゃあと議長
に、議長、来るかもしれませんからって、こんな話っ
てありますか。全国どこ探してもないですよ。議長、
どうぞ、我々はどうこう議会を止めるつもりありませ
んから、知事は仕事がないから来られませんので、ど
うぞ、議会スタートしてください。
　以上です。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時11分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　先ほども言いましたとおり、今日は13時30分とい
うかなり異例の開会の時間となっていますので、また
今回、島袋大議員からも進めてくださいということで
すので、また新たに知事サイドからありましたら対応
するということで進めていきたいと思います。
　議事を進行いたします。
　日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案までを議
題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　又吉清義総務企画委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔又吉清義　総務企画委員長登壇〕
○又吉清義 総務企画委員長　ただいま議題となりま
した乙第１号議案から乙第３号議案までの条例議案３
件について、以下、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例」は、新型インフルエンザ等
対策特別措置法の一部が改正され、感染症の蔓延を防
止するための措置として特定新型インフルエンザ等対
策が設けられたことに伴い、特定新型インフルエンザ
等対策派遣手当の支給根拠を定める等の必要があるた
め、条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、特別措置法の改正により手当支給対象
業務が変更となることに対する県の見解について質疑

がありました。
　これに対し、今回の法律改正により、手当の支給対
象業務として積極的疫学調査の実施、患者に対する健
康観察、外出自粛要請及び宿泊施設の確保等の業務が
加えられていることから、沖縄県内で感染が広がり、
そのような業務が必要となる場合には、他の都道府県
に職員の派遣を求めることができるようになっている
と考えており、当該派遣職員に対する手当の支給根拠
を定めるため、条例を改正するものであるとの答弁が
ありました。
　そのほか、県外から派遣された職員の実績及び手当
の支給要件などについて質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県ふるさと寄附金基金条
例」は、本県を応援する個人または法人が行う寄附を
活用し、これらの寄附者が選定した県が行う事業の費
用の財源に充てるため、沖縄県ふるさと寄附金基金を
設置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定める
必要があるため、条例を制定するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、ふるさと納税の実績はどうなっている
か。また、基金設置の目的は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、令和４年度の個人版ふるさと納税の実
績は、合計で426件、4398万4000円となっている。
また、企業版ふるさと納税の実績は、15社から494
万円の寄附を受領している。なお、総務省の統計によ
ると、沖縄県では令和４年度で約4400万円の寄附が
あるが、個人県民税からの控除額が約13億4300万円
となっており、単年度で約13億円のマイナスになっ
ている。基金設置の目的については、基金を設置して
複数年度にわたって効果的に事業を展開するため設置
するものである。他県と比べるとふるさと納税額は少
ないが、贈答品に頼らない沖縄県の取組に共感する方
からの寄附をいただきたいという思いで取り組んでい
るとの答弁がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、家畜人工授精所開設許可
証の書換え交付手数料等の徴収根拠を定めるほか、建
築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が
改正されたことに伴い、低炭素建築物新築等計画認定
申請手数料の額を改める等の必要があるため、条例を
改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、低炭素建築物新築等計画認定申請の実
績が少ないが、制度の普及に向け今後どのように取り
組んでいくかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで、当該計画認定の申請に当
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たっては精緻な計算をする必要があったが、今回の条
例改正により、従来の申請よりも提出書類や審査方法
が簡易となり、申請手数料も安くなることから、新た
な選択として活用しやすくなると考えている。今後、
関係部局とも調整し、県のホームページや様々な機関
を通じて周知を行っていきたいとの答弁がありまし
た。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第３号議案までの
条例議案３件は、全会一致をもって原案のとおり可決
すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第３号議案までの３件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第３号議案までは、原
案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第２　乙第４号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　末松文信文教厚生委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔末松文信　文教厚生委員長登壇〕
○末松文信 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した乙第４号議案の条例議案について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、保健医療部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第４号議案「旅館業法施行条例の一部を改正する
条例」は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資

する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正
する法律により、旅館業法の一部が改正され、事業を
譲り受けた者が知事の承認を受けたときは新たに許可
の取得を行うことなく営業者の地位を承継することと
されたことに伴い、条例の規定を整理する等の必要が
あるため条例を改正するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、改正による事業者のメリットはどのよ
うなものがあるかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで事業を譲渡する場合は、一旦
事業廃止の手続を行った上で、譲渡を受けた者が新規
に登録する必要があり、書類の作成が煩雑になってい
たが、改正後は承認手続を行うことで事業を承継する
ことができ、手続の簡素化や手数料が軽減されるメ
リットがあるとの答弁がありました。
　次に、事業譲渡後の県のチェックについて、民泊も
含めてどうなっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、都道府県知事は営業者の地位を承継し
た者の営業状況について、承継されてから６か月以内
に少なくとも１回は調査することとなっており、民泊
も含めて確認を行っているとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第４号議案の条例議案は、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第４号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第４号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第３　乙第５号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　呉屋　宏土木環境委員長。
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　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔呉屋　宏　土木環境委員長登壇〕
○呉屋　宏 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した乙第５号議案の条例議案について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第５号議案「沖縄県都市公園条例の一部を改正す
る条例」は、中城公園キャンプ場の整備が完了し、宿
泊利用が可能となることにより、供用時間の設定及び
新たに整備したシャワーの利用料金の基準額を定める
ため、条例の一部を改正するものであるとの説明があ
りました。
　本案に関し、キャンプ場宿泊利用料金について、県
民の森の利用料金と額に差があるのはなぜかとの質疑
がありました。
　これに対し、中城公園のキャンプ場宿泊利用料金に
ついては、県総合運動公園や県民の森、その他のキャ
ンプ場等に設定されている料金を総合的に見ながら均
衡を図って設定しているとの答弁がありました。
　次に、条例改正により利用者や新たな業務が増える
ことで指定管理の条件が変わると思うが、指定管理料
を増額することになるのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の改正により、同公園の収入に大
きな影響は生じないため、今年度の指定管理料の見直
しを行う予定はないが、今後の利用者の動向を見なが
ら指定管理者と協議の上、必要な対応を取っていきた
いとの答弁がありました。
　そのほか、キャンプ場の夜間の安全対策及び会議室
の利用目的と利用率などについて質疑がありました。
･･採決の結果、乙第５号議案の条例議案は、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。

　これより乙第５号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第４　乙第６号議案から乙第
12号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　大浜一郎経済労働委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔大浜一郎　経済労働委員長登壇〕
○大浜一郎 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した乙第６号議案から乙第12号議案までの議決議案
７件について、以下、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第６号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担
金の徴収について」、乙第７号議案「農地整備事業の
執行に伴う負担金の徴収について」、乙第８号議案
「水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収につい
て」、乙第９号議案「水質保全対策事業の執行に伴う
負担金の徴収について」、乙第10号議案「通作条件
整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」、乙第
11号議案「農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担
金の徴収について」及び乙第12号議案「農業水路等
長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収に
ついて」の７件は、当該事業により利益を受ける関係
市町村に対し費用の一部を負担させるため、乙第６号
議案については、土地改良法第91条第６項において
準用する同法第90条第10項の規定に基づき、また、
乙第７号議案から乙第12号議案までについては、地
方財政法第27条第２項の規定に基づき、議会の議決
を求めるものであるとの説明がありました。
　まず、乙第６号議案に関し、土地改良後に農地とし
て使用されていない荒廃農地の割合について質疑があ
りました。
　これに対し、令和４年１月から12月にかけて県が
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実施した調査によると、整備した約２万1200ヘク
タールのうち、荒廃農地は626ヘクタールとなってお
り、率にして約３％となっているとの答弁がありまし
た。
　次に、乙第６号議案から乙第12号議案までの７件
に関し、県と地元の負担割合はどのように決まるのか
との質疑がありました。
　これに対し、国が制定するガイドラインにより県及
び地元の負担割合の目安が設定されている。また、本
県の場合は離島や赤土の加算として県が上乗せ補助を
行っており、その差引き分を地元が負担しているとの
答弁がありました。
　そのほか、農振農用地区から除外する要件について
質疑がありました。
　採決の結果、乙第６号議案から乙第12号議案まで
の議決議案７件は、全会一致をもって可決すべきもの
と決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第６号議案から乙第12号議案までの７
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案７件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第６号議案から乙第12号議案までは、
委員長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第５　乙第13号議案、乙第16
号議案及び乙第17号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　呉屋　宏土木環境委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔呉屋　宏　土木環境委員長登壇〕
○呉屋　宏 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した乙第13号議案の議決議案１件、乙第16号議案及

び乙第17号議案の承認議案２件について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。･････････
　委員会におきましては、土木建築部長、総務部長、
会計管理者及び代表監査委員の出席を求め、慎重に審
査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第13号議案「那覇港管理組合規約の一部
変更について」は、那覇港管理組合規約の一部を変更
することについて、那覇市及び浦添市と協議するた
め、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を
求めるものであります。
　主な内容は、那覇港管理組合規約第17条第３項中
「臨港道路浦添１号線の一部」を「交流厚生用地の一
部（マリーナ用地）」に改めるものであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、交流厚生用地については浦添市の事業
区画であるのに、なぜ県の費用負担があるのかとの質
疑がありました。
　これに対し、交流厚生用地の一部として追加された
用地については、マリーナの運営に必要な機能を配置
することになるため、マリーナ整備の事業主体である
那覇港管理組合の組織団体である県の費用負担が発生
することになるとの答弁がありました。
　次に、港湾計画の変更内容について丁寧に説明する
必要があるのではないかとの質疑がありました。
　これに対し、港湾計画の変更については、港湾管理
者である那覇港管理組合において、令和５年３月に公
示されている。主な変更点としては、埋立面積を縮小
するとともに、交流厚生用地が臨港道路に幅広く接す
る状態で配置が変更されている。今後、那覇港に関す
ることについては、那覇港管理組合との関係に留意し
つつ丁寧に説明してまいりたいとの答弁がありまし
た。
　そのほか、説明資料にある協議書の位置づけ及び議
決結果による港湾計画への影響などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第16号議案「専決処分の承認について」
及び乙第17号議案「専決処分の承認について」は、
令和４年度決算において、歳入歳出差引歳入不足額が
生じ、繰上充用に要する経費を予算補正する必要があ
るため提出した議案が、議会において議決しないこ
ととし返付されたため、令和５年10月２日に地方自
治法第179条第１項の規定により専決処分したことか
ら、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認
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を求めるものであるとの説明がありました。
　両議案に関し、今回、２つの特別会計の決算で赤字
が発生した理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、宜野湾港整備事業特別会計について
は、令和３年度の収入とすべき施設使用料を令和４年
度の歳入として計上していたことから、歳入が過大に
見積もられることになった。また、中城湾港新港地区
整備事業特別会計については、２月分の使用料を重複
して計上していたことから、歳入が過大に見積もられ
ることになったものであるとの答弁がありました。
　次に、決算を赤字状態のままにしなかった理由は何
か。また、審議になじまないとして返付された議案を
専決処分し、再び議会に承認を求めるのはなぜかとの
質疑がありました。
　これに対し、赤字状態を放置することは地方自治法
上、違法であり、出納閉鎖後に繰上充用を行うことも
手続的には違法であるが、赤字の治癒を優先すべきと
判断した。専決処分の要件に合致したことから、違法
な赤字状態の決算を治癒するために補正予算を専決
し、繰上充用を行い、今議会に専決処分の承認という
形で追加提案を行ったものであるとの答弁がありまし
た。
　次に、財務会計の人員体制や管理体制について、今
回の教訓から今後の再発防止策をどのように考えてい
るかとの質疑がありました。
　これに対し、内部統制体制を強化するため、各部に
内部統制専任の職員を増員して配置し、各課が抱える
リスクを改めて検証するとともに、会計エキスパート
という職を次年度から設けて、実務にたけた人材を育
成する取組を行うこととしている。また、新たな財務
会計システムの設計にも取りかかっているところであ
り、チェック体制の徹底も含め、これ以上内部統制上
の問題が生じないよう、全庁を挙げて取り組んでいく
との答弁がありました。
　そのほか、知事への報告時期、本事案における監査
の状況、両特別会計の人員体制、本事案に関する国の
見解、初めから専決処分を行わなかった理由、繰上充
用を決算書に反映させることの妥当性、議案が承認さ
れない場合の影響などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第13号議案の議決議案について
は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしま
した。
　また、乙第16号議案及び乙第17号議案の承認議案
２件については、賛成多数をもって承認すべきものと
決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上

げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
･･乙第16号議案及び乙第17号議案に対する討論の通
告がありますので、順次発言を許します。
　下地康教議員。
　　　〔下地康教　議員登壇〕
○下地　康教 議員　会派沖縄・自民党の下地康教で
ございます。
　本議会乙第16号議案及び乙第17号議案について、
反対の立場から討論を行います。
　今回の専決処分に係る承認は、令和５年度沖縄県宜
野湾港整備事業特別会計補正予算並びに令和５年度沖
縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算
に伴うものであります。
　この問題を時系列で見てみますと、令和５年３月６
日に、２つの特別会計は一般会計へ操出金の予算執行
依頼を行っております。そして、令和５年３月22日
と23日に、それぞれの特別会計へ一般会計から赤字
補塡の操出金の支払いが完了しております。そこで最
初のミスは、港湾特別会計において最終的な赤字額を
決定する年度末の重要な時期に収支確認を怠り、一般
会計へ過小となる補塡額の請求を行ったことでありま
す。そして第２のミスは、出納整理期間が４月１日か
ら５月31日の２か月間の猶予があったにもかかわら
ず、赤字状態が放置されたことであります。なぜ、２
か月もの間、赤字状態を見つけることができなかった
のか。出納事務局との連携及びそのチェック機能はな
されていなかったのか。そして５月31日に、出納閉
鎖となっております。出納整理期間が経過した後は、
何人たりとも決算の数字を動かすことはできないので
あります。それを実行した場合、明確な法律違反とな
ります。そして６月７日、ここで初めて出納事務局か
ら連絡があり、２つの港湾特別会計が赤字状態である
ことが判明しております。６月９日、土木建築部長へ
の報告。８月17日に池田副知事への報告。土建部長
から副知事に報告があったのは、２か月余り経過して
からであります。本議会の一般質問において、土建部
長は、これまで経験したことのない事案であることか
ら、対処策を検討するまで時間がかかったと答弁をし
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ております。これは、まさに経験したことのない事案
であるからこそ、早急に三役に報告し、その対処策に
組織を挙げて全力で取り組むべきであったのではな
いでしょうか。そして、知事に報告があったのが12
日後の８月29日。議会議長へ説明したのが、８月30
日。発覚してから実に３か月近くもの間、この重大な
問題が議会もさることながら、県民にもその告知がな
されなかった。これは、まさに玉城県政の隠蔽体質以
外の何物でもありません。
　そこで問題を検証してみますと、まず内部統制の問
題があります。なぜ、初歩的な事業執行予算の収支が
チェックできなかったのか。令和４年度宜野湾港整
備事業特別会計予算額は４億9900万円余り、中城湾
港（新港地区）整備事業特別会計は２億4100万円余
り、２つの特別会計を合わせても、７億4000万円規
模の事業会計であります。ここで申し上げたいのは、
予算規模の大きさではありません。もし、予算規模の
大小で業務を遂行するような姿勢があったとすれば、
もってのほかだと言わざるを得ません。
　第２に、新行政運営プログラムにおける特別会計事
業の適切な運営の中では、実質収支が黒字の特別会計
比率を成果指標として100％を維持するとしておりま
す。つまり、特別会計における赤字は、一般会計の的
確な繰入れで全て黒字にしますと、そういうことを
言っているものであります。今回の事態は、その成果
目標を完全に逸脱していることになります。その成果
目標が守られなかったということになります。その責
任はどこにあるのでしょうか。また、その責任を誰が
取るのでしょうか。その責任は非常に重いものがあり
ます。
　第３に、今回の議会において、地方自治法第208条
第２項に違反している特別会計の赤字を、出納閉鎖後
の繰上充用は違法であると分かっていながら、令和５
年度予算でその解消を図ろうとしています。これは、
地方自治法における二重の違法行為を行政自ら執行す
ることであり、議会としては到底承認されるものでは
ありません。
　第４に、県庁職員は、入庁式において採用証書を受
け取るとき、県民に対する奉仕の精神を誓い、公務員
として法の下において業務を遂行することを宣誓して
おります。しかし、間違いは誰にでも起こり得ます。
そこで、信賞必罰、功績のある者には賞を与え、罪を
犯した者には戒めを与える。この緊張感を持った心構
えが知事をはじめ三役に不足していると言わざるを得
ません。今回の不祥事において、組織としての再発防
止を図り、その責任所在を明らかにする行政考査を実

施し、しかるべき処分を実行し県民に納得してもらわ
なければならないということであります。
　５番目に、執行部の議会に対する姿勢であります。
今議会において執行部は、最初から専決処分はできな
いとし、違法な赤字状態を治癒するために、当初議案
として繰上充用を提案してきました。しかしながら、
議会は、自治法上違法となる赤字状態を解消するため
の違法な繰上充用の議案は審議できないとし、執行部
に返付、つまり差戻しをしております。その結果、知
事は専決処分を行い、議会に承認を求めてきたところ
であります。
　執行部は、地方自治法第179条の専決処分に当たる
要件を、議会が議決せずにそのまま返付するなど、積
極的に議決しない意思を表明したとして、知事の専決
処分を行っております。つまり、議会が当該補正議案
を返付したことを、専決処分の理由としております。
しかし、本事案の時系列を見ますと、６月７日に当該
会計の赤字状態が発覚をしております。６月13日に
は６月議会が開会しているのであります。つまり６月
議会前に赤字決算問題は発覚しているということであ
りますが、さすがに６月議会に提案することは無理
だったというふうに考えられております。このような
重要な問題を県民に告知せずに、９月議会に提案する
こと自体が隠蔽であって、県民に対する裏切り行為で
あります。適切な対処策としては、６月７日の問題発
覚後速やかに三役に報告し、その対応策を早期に打ち
立てて、早期に県民に告知するべきでありました。地
方自治法違反の赤字状態を、さらに違法な繰上充用行
為で解消しなければならない行政行為を実行するので
あれば、県民の信頼を得るために速やかに告知をしな
ければならなかったのであります。県民に対して重大
問題を告知した後、地方自治法第179条、専決処分の
理由の一つである、緊急を要するため議会を招集する
時間的な猶予がなかったことが明らかであるという要
件に従い、９月議会開会以前に知事は専決処分を行う
べきでありました。その対応を取らなかったことは、
隠蔽による問題解決を図る時間稼ぎと、併せて議会に
おいて繰上充用議案が与党による賛成多数で可決され
れば、違法行為を議会が認めたとしてその責任を軽減
する思惑が透けて見えるのであります。
　これらの検証結果から、当該重要事案は、出納閉鎖
後に地方自治法に違反する赤字状態の決算が発生し、
さらに違法な手続による令和５年度予算からの繰上充
用補塡を専決処分するという、あってはならない事案
であることを私たちは十分に理解しなければなりませ
ん。また、違法な赤字状態を違法な手段を用いて解消
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し、形式的な黒字状態に収めようとしているが、違法
な黒字状態が出来上がり、違法状態が続くことには変
わりはないということを認識しなければなりません。
違法な支出でありますから、違法な支出と認識して判
を押す財務会計職員の賠償責任問題、そのような処理
方針を指示した関係部長、副知事、最高責任者である
知事の責任が今後問われてきます。そして、住民監査
請求、住民訴訟の対象になることも十分に考えられる
のです。
　本議会においては、本件のみならず、県庁地下駐車
場からのＰＦＯＳ久茂地川流出事件など、玉城県政の
不祥事が収まりません。ＰＦＯＳ流出問題も県民に対
する告知が長期間遅れ、隠蔽体質が表面化したと言え
ます。
　普天間基地代替施設埋立事業の不承認のみに行政が
偏り、足元で何が起こっているのか、またその問題の
適切な処理も行えず、行政が機能不全に陥っている状
態が今の玉城県政であります。
　このような状態において、違法な特別会計赤字決算
処理を専決処分によって議会の承認を得ようとする行
為は、断じて許されるものではありません。まさに、
本議案の承認は、県民に対する裏切り行為そのもので
あり、議員各位の良識が県民によって問われるところ
であります。よって、本議会における乙第16号議案
並びに乙第17号議案に係る専決処分の承認に、断固
反対するものであります。
　以上をもって反対討論を閉じます。
○赤嶺　昇 議長　島袋恵祐議員。
　　　〔島袋恵祐　議員登壇〕
○島袋　恵祐 議員　日本共産党県議団を代表して、
ただいま議題となっております乙第16号議案及び乙
第17号議案の２つの専決処分について、承認する立
場から討論を行います。
　今回、土木建築部が所管する２つの特別会計、沖縄
県宜野湾港整備事業特別会計と沖縄県中城湾港（新港
地区）整備事業特別会計が2022年度決算作業におい
て一般会計から繰入金算定時に両特別会計の歳入を過
大に見積もった上、当該見積りに対し実際の現金が幾
ら収納されたか出納整理期間内に確認すべきことがさ
れていなかったミスと、歳入不足額に対して出納整理
期間に次年度の歳入から繰上充用を行わず、出納を閉
鎖したミスが重なり、決算が赤字状態になってしまい
ました。
　県は当初、９月26日の議会開会日において、赤字
決算を治癒するための補正予算案を本会議に提出しま
した。しかしながら、県議会は、議会において議決す

べきではないとして、全会一致で補正予算案を返付い
たしました。その後、県は赤字決算を治癒するため
に、地方自治法第179条１項、議会において議決すべ
き事件を議決しないときには、長は専決処分をするこ
とができる、この規定にのっとり、やむを得ず繰上充
用の専決処分を行い、今回その承認を求める議案を提
出しているものです。
　地方自治法第208条２項では、決算が赤字状態にな
ることは地方自治法違反とされています。仮に、繰上
充用の専決処分を行わなかった場合、赤字決算の地方
自治法違反を放置することになってしまいます。それ
では、赤字決算を解消するためには何が最善の方法
か。所管である土木環境委員会の審議の中で、県当局
が総務省に照会したところ、①、繰上充用の措置を講
ずることなく、形式的な赤字を放置し続けることは違
法である。②、出納閉鎖後の繰上充用は手続的に違法
であるが、その効力自体が否定されるものではないと
の総務省見解が報告されました。
　今回の専決処分は、赤字決算を治癒するための繰上
充用であり、行政としてやむを得ない措置と考えま
す。このようなミスを起こさないためにどうするかが
問われています。委員会審議の中で、４つの特別会計
業務を１人で担っていたことが明らかになりました。
直ちに改善を求めるものです。当局からは、内部統制
専任職員の増員配置の検討と会計実務にたけた会計エ
キスパートの育成にも取り組むなどの再発防止策に関
する答弁がありました。
　最後に、今回の赤字決算問題は、県政への信頼を傷
つけるものであり、県当局には猛省を促し、責任感を
持って職務を遂行することを強く求め、乙第16号議
案及び乙第17号議案の２つの専決処分について、承
認するものです。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　小渡良太郎議員。
　　　〔小渡良太郎　議員登壇〕
○小渡　良太郎 議員　皆さん、こんにちは。
　乙第16号議案及び乙第17号議案、令和５年度沖縄
県宜野湾港整備事業特別会計並びに令和５年度沖縄県
中城湾港（新港地区）整備事業に係る専決処分の承認
に関して、反対の立場から討論をさせていただきま
す。
　反対の理由は明確であります。重ね重ね不適法であ
るから。
　この議案は、違法議案であるゆえに、議会として受
理すべきでないと、全会一致で決定をして返付をした
補正予算案が一つのベースになっております。違法な
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赤字状態となっている２つの特別会計について、帳簿
上の帳尻を合わせるために繰上充用にて赤字状態を解
消する専決処分と言っても過言ではありません。先ほ
ど、賛成討論の中でも話されたように、これは形を変
えた違法であって、治癒されるわけではありません。
不適法な状態、違法な状態というのは、何ら変わらず
続くわけでございます。本来、繰上充用とは出納整理
期間内に行うべきものであり、よって整理期間後の補
正対応は、予算案だろうと専決処分だろうと不適法で
あります。また、もう一つ、その不適法な状態を是正
するために、補塡金を予算執行するということについ
ても、法令上の根拠がありません。ゆえに、違法でご
ざいます。
　議会というのは、立法の府であります。その構成員
たる議会議員には、当然に高い遵法の意識が求められ
るものだろうというのが世間の常識であると私は理解
をしておりますが、違法な議案は差し戻しておいて、
専決処分は承認をするというのは、いささか一貫性が
ない、整合性がない行動のように思えてなりません。
与党たるもの、首長を支え、守り、行政を盛り立てて
いくという考え方は、私も地元の市議会で与党でした
から、その考えはよく分かります。しかし、道理を無
視して無理を押し通すと、そこまでしてかばい立てを
するというのは、与野党関係なく、議会議員としてい
かがなものであるかと私は考えます。
　この議案の発端となった決算の赤字状態だけでな
く、個人情報の流出もあります。ＰＦＯＳの流出の隠
蔽の話もありました。幾度となく起こる事務処理、事
務手続のミス、県当局が起こすこういう不手際は、近
年枚挙にいとまがありません。毎議会、何らかの不祥
事がどこかの委員会で、または本会議で報告をされて
きております。これについて、私、以前知事に質問を
したことがあります。そのときの答えは、今後はこの
ようなことのなきよう、知事としてしっかり責任を果
たしてまいりますと答弁をしておりました。それで
は、果たされなかった責任は、どう取られるべきなの
でしょうか。当該議案の背景にある決算の赤字状態を
はじめ、度重なる不祥事は、当局が責任を果たしてい
ないから発生したわけであります。駄目なものは駄目
だと、その上で果たせなかった責任については、どう
落としどころをつけていくのかというのが、苦言を呈
して知事を支えていくのが、本来、知事を、行政当局
を支えていくということじゃないんですか。
　この議案については、ましてや違法状態にあるわけ
であります。委員会においては、処分の正当性が語ら
れるわけでもなく、その責任の所在と責任の取り方が

論じられることもなく、甘んじて是認をするという形
で、可決で通ってまいりました。それが今、本会議に
持ち込まれております。なぜ駄目なものは駄目って言
えないんですか。これが県民の代表たる議会のありさ
まですか。私たちは誰のために政治をやっているんで
しょうか。違法の片棒を担ぐのが、良識の府たる議会
のやることですか。この無理を通せば道理が引っ込む
ということについて、この議案、承認するには無理が
あると。先ほども申しましたように、違法、不適法の
片棒を立法府の一員たる議会議員が担ぐということは
あってはならないと私は考えます。
　議員諸兄の賢明なる御判断をお願い申し上げ、私の
討論を締めます。
○赤嶺　昇 議長　以上で通告による討論は終わりま
した。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　これより乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17
号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第13号議案を採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　次に、乙第16号議案及び乙第17号
議案の２件を一括して採決いたします。
　各議案に対する委員長の報告は、承認であります。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○赤嶺　昇 議長　起立多数であります。
　よって、乙第16号議案及び乙第17号議案は、委員
長の報告のとおり承認されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第６　甲第５号議案を議題と
いたします。
･･本案に関し、委員長の報告を求めます。
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　末松文信文教厚生委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔末松文信　文教厚生委員長登壇〕
○末松文信 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した甲第５号議案の予算議案について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第５号議案「令和５年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、令和２年度及び令和３年度分の
新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業補助
金の過大申請が判明し、令和５年度当初予算に返還予
定額を計上したところであるが、その後、新たな過大
申請が判明し、返還予定額が増額となったことから、
沖縄県に一括して全額返還するため、補正予算を編成
するものである。
　補正予算の概要は、収益的収支予算の補正につい
て、収益的支出に特別損失を12億9419万1000円を
追加し、総額738億8199万円とするものであるとの
説明がありました。
　本案に関し、新型コロナウイルス感染症入院病床確
保料に係る県立病院ごとの返還予定額及び南部医療セ
ンター・こども医療センターと宮古病院が特に多額と
なっている理由について質疑がありました。
　これに対し、県立病院ごとの返還予定額について
は、北部病院が3440万8000円、中部病院が1789万
5000円、南部医療センター・こども医療センターが
13億2418万2000円、宮古病院が11億1792万5000
円、八重山病院が２億955万6000円、精和病院が
1063万1000円となっている。
　また、返還することとなった理由については主に２
点あり、１点目は全県立病院に共通するものとして、
病床確保料の対象とならないコロナ患者が退院した日
の病床を空床として誤って計上したこと、２点目は、
南部医療センター・こども医療センター、宮古病院及
び八重山病院における病床確保料について、一般病床
の単価を適用すべきところを、単価が高額なＨＣＵ病
床の単価を誤って適用したことである。このため、当
該３病院については返還予定額が多くなっているとの
答弁がありました。
　採決の結果、甲第５号議案の予算議案は、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第５号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第５号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第７　議員提出議案第１号 
令和６年度沖縄振興予算において県の要求額確保を求
める意見書を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　山里将雄議員。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔山里将雄　議員登壇〕
○山里　将雄 議員　ただいま議題となりました議員
提出議案第１号につきまして、提出者を代表して提案
理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、令和６年度沖縄振興予算において県の
要求額確保を求めることについて、関係要路に要請す
るためであります。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。

〔令和６年度沖縄振興予算において、県の要求
額確保を求める意見書朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
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　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○島袋　　大 議員　議長。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時17分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　これより議員提出議案第１号「令和６年度沖縄振興
予算において県の要求額確保を求める意見書」を採決
いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○赤嶺　昇 議長　起立全員であります。
　よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決
されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　日程第８　議員提出議案第２号 玉城康裕沖縄県知
事に対する問責決議を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　島袋　大議員。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第２号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔島袋　大　議員登壇〕
○島袋　　大 議員　沖縄・自民党の島袋大です。
　議員提出議案第２号「玉城康裕沖縄県知事に対する
問責決議」について、説明をしたいと思っておりま
す。
　本案の提案理由の説明に入ります前に、一言申し上
げることがあります。
　今回、沖縄・自民党、公明党、無所属の会、そして
無所属の照屋議員の23名が一致して提出したのは、

玉城康裕沖縄県知事に対する問責決議であります。地
方自治法に規定されている不信任決議ではありませ
ん。不信任決議に要求される定数の３分の２以上の出
席であるとか、４分の３以上の賛成が必要であるとい
う要件は課されておりません。しかし、一部の県民や
いろんな団体の方々から、不信任決議案が仮に可決さ
れ、議会が解散となり、いざ選挙戦になったら怖いで
あるとか、知事選になっても候補者を立て切れないか
ら、どうせ可決されないからパフォーマンスなのだろ
うという、ハードルが高いから逃げているなどといっ
た批判とも叱咤激励とも分からないような声が聞こえ
てきております。しかし、このような指摘は、不信任
決議と問責決議の質の違いについて、全く不見識な暴
論であると逆に指摘をしなければなりません。問責決
議とは、すなわち知事自らの責任の取り方を問うとい
うことであり、責任の取り方としましては、知事自ら
の進退のみならず、例えば、知事は１年前に自ら行っ
た減給処分、関係者の懲戒処分、再発防止に向けた抜
本的改革、こういったもろもろの措置の中で、知事自
身の見識に基づいて適切な処置を講じてもらいたい。
言わば、今回は知事に対する警告として、我々は問責
の議案を提案したわけであります。一方、不信任案と
いうのは、あなたは即時に辞職をしなさいという、極
めて厳重な議会の意思表明であり、それ以上でもそれ
以下でもないわけであります。そして、知事がこの議
会の判断が違っているというのであれば解散しなさ
い、それが地方自治法の法意とするところであると
思っております。
　今回、提出者となりました我々23名が一致して不
信任決議ではなく、問責決議としたのは、このような
丁寧かつ冷静な議論を踏まえたものでありまして、先
ほどありました弱腰であるなどという指摘は全く当た
らない。そのことをまずもって明確にしておきたいと
思っております。そういったことをネット上に書かれ
そうですからね。ちゃんと言おうと思っております。
　しかしながら、もう一つ付け加えるべき事案が出て
きております。緊急事態であります。
　本日午前中に土木環境委員会で調査がありました、
国庫債務負担行為手続の不備による国庫補助金の受入
れに影響が出る可能性があるということであります。
この事案の本質は、一体何なのか。午前中の質疑を私
はテレビで拝見しましたけれども、会派室のほうか
ら。私からすれば、ハード交付金に頼り切ってしまっ
たこの何年かのうちに、いよいよ公共事業予算が足り
なくなり、ほかに財源を探していこうというときに、
個別補助を活用するに当たって、一から勉強すること
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なく来てしまった。つまり、これは担当者職員一個人
の認識不足とか、チェックリストがないとか、そうい
う局所的な問題ではありません。行政の基本中の基本
である法律や制度の理解を深めるためのキャリア育成
がなされていない。入庁から若手、中堅、そして管理
職、そういう一連の流れの中で、全く講じられていな
かった。そういうまさに行政の経営ができていない、
だからこそ、問題が噴出しているのであります。そし
て、そういう人事、組織、予算、これを一刀両断して
改革できるのは、まさに知事、玉城デニー知事本人た
だ一人の決断しかないんですよ。その決断をするのか
しないのか、また、したくないのかしたいのか、いつ
までたってもふらふらしております。
　今議会の冒頭、知事は自ら頭を下げました。我々も
１日目から日付をまたぐ議会を余儀なくされました。
しかし、あの頭を下げてもなお、ＰＦＡＳ問題、そし
てゼロ国債の問題が会期中に後出しのごとく出てきて
いる。こんな状況、誰が納得するんですか。挙げ句、
本日の最終本会議の開会前になって、保健医療部での
不適切な契約問題、個人情報が記録されているファイ
ルの紛失事案が出てきたと。
　問責決議を出した段階では、土建部の国庫請求がで
きない話も、保健医療部の話も聞かされていませんで
した。だけれども、繰り返しますけれども、９月26
日、我々が深夜までやった本会議。あのとき既に玉城
デニー知事は全てを知っていたんです。我々に言わな
かったんですよ。これを隠蔽と言わないで何と言うん
ですか。我々与野党県議会議員として、しっかりとこ
の辺は確認しなくちゃならないと思っております。ま
た、隠しておくように部下に指示したのか、それを受
けて職員の皆さんはどう思ったんですか。誠に心苦し
い限りだと私は思っております。
　今回の土木環境委員会含めて、土木建築部の中での
２億3000万分のこの一般財源からの繰入れというの
は、２億3000万を一般財源から出すということは、
今我々県議会の中で、かんかんがくがく代表質問、一
般質問で議論しているように、今、県民は非常に苦し
い状態に来ております。特に飼料高騰や農家の皆さ
ん、そして和牛を育成している農家の皆さん、この一
般財源の２億3000万があれば、どれだけ救われたか
分かりますか。身勝手な行動で、一般財源から補塡し
なくちゃならないんですよ。我々は、こういったこと
も見過ごしていいんでしょうか。議会議員ならしっか
りと理解できると思っております。
　こうなったら我々自民党で目安箱でもつくったほう
がいいんじゃないかという意見も出ております。内部

通報者保護制度というのができていますから、どう
ぞ、県庁職員の皆さん、まともな行政運営をしたいの
であれば、問題をきれいさっぱり出してください。知
事とは違って、我々は県職員を守ります。知事も与党
も動かない。判断してくれないなら、我々野党が県庁
職員の皆さんと一緒に考えますよ。それぐらい今回の
県政の非常に恐ろしい諸問題は大変だと私は思ってお
ります。この県政の状態を解決する方法は、それしか
ないと思っております。この原稿も、先週の段階から
先ほどまで３倍増やしました。もうこれ以上待てませ
ん。だからこそ今回、問責を出さざるを得ません。そ
の辺を県民の皆さん、ぜひとも御理解を願いたいと
思っております。
　　　〔玉城康裕沖縄県知事に対する問責決議朗読〕
　私が今申したことは、県民の声だと思っておりま
す。我々県議会は、与野党関係ないと思っておりま
す。今日も既に仕事がないから……。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時33分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　これより質疑に入るのでありますが、ただいまのと
ころ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第２号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　これより討論に入ります。
　議員提出議案第２号に対する討論の通告があります
ので、順次発言を許します。
　比嘉京子議員。
　　　〔比嘉京子　議員登壇〕
○比嘉　京子 議員　こんにちは。
　議員提出議案第２号「玉城康裕沖縄県知事に対する
問責決議案」に対し、反対の立場から討論をいたしま
す。
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　皆さん本当に御指摘のとおり、このたびの県執行部
における不適切な事務処理に対しましては、猛反省を
促したいと思います。県民の信頼回復に全力を挙げる
よう、強く求めていきたいと思っております。
　さて、普天間飛行場代替施設建設事業に係る最高裁
の判決に対する知事の姿勢について述べていきたいと
思います。
　そもそも、国は公有水面埋立承認や設計変更承認を
なぜ沖縄県に求めるんでしょうか。その権限が県知事
に委ねられているからではないでしょうか。地方自治
法第１条の２は、地域のことをよく知る地方自治体の
長が「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地
域における行政を自主的かつ総合的に実施する」ため
の権限を持っているからであります。この地方自治の
本旨に基づいて、承認するしないの判断は、自治体の
長の権限であります。知事が理由を述べ承認できない
とすると、国が承認せよと勧告をし、さらに指示をす
ることは、承認するしないの権限を自治体の長が有し
ている法の意義を自ら否定するものであり、法治国家
にもとると言わざるを得ません。多くの行政法学者に
地方自治の破壊だと言わしめているゆえんでありま
す。さらに、地方自治法に基づく代執行は、知事の権
限を取り上げる強権的な手続であるにもかかわらず、
国は代執行訴訟を提起しています。代執行訴訟を起こ
す要件には、代執行以外の方法によって是正を図るこ
とが困難と規定されています。しかし、県は設計変
更をめぐって、2016年からも、そして2010年以降、
19回にわたり、国に対話を求めてまいりましたが、
国は応じておりません。
　問責決議案は、知事に対し、法治国家にもとる言動
を繰り返してきたと指摘をしておりますが、国は民意
を無視し、対話という民主主義の基本、根幹さえ放棄
しているのであります。国こそ民主主義にもとる国家
であると言わなければなりません。沖縄県民は、県民
投票をはじめ、幾度となく辺野古反対の意思を示して
きました。その民意に応える玉城知事の姿勢は多くの
県民が評価し、県民に勇気を与えております。
　次に、沖縄振興予算について、先日一般質問で取り
上げたところでありますけれども、沖縄振興予算の推
移を見ていると、仲井眞知事１期目は3000億円を割
り、２期目はさらに2500億円を割り、最も低かった
のが2011年の2301億円でありました。2013年に当
時の安倍総理が2021年度まで3000億円台を維持する
と確約をし、その直後に仲井眞知事が辺野古移設を容
認したという経緯があります。2020年９月に、当時
の菅官房長官は記者会見で、米軍基地の在り方と沖

縄振興予算は結果的にリンクしているのではないか
とこのように述べました。安倍首相との約束は2021
年度までであり、皆さんが指摘する2022年、23年度
が2600億円台で推移しているのは御承知のとおりで
す。批判すべきは、知事の立場と沖縄振興予算を事実
上リンクさせている自民党政権の姿勢ではないでしょ
うか。加えて申し上げますと、菅官房長官のリンク論
を裏づける状況が顕在化しています。自由度の高い県
の一括交付金は減額され、県の頭越しに市町村に交付
される予算は増額しています。また、国は基地周辺の
市町村に対し、国策に従うか否かによって交付金とし
て基地交付金と米軍再編交付金を設置しています。
ちなみに、名護市の2021年度の再編交付金は、14億
9000万円とされています。このような経緯から、米
軍との約束を果たそうとする国のなりふり構わない強
権的な姿勢が見えます。知事に対する今回の問責決議
案は、安易な批判に終始し、論拠に乏しいと言わざる
を得ません。
　以上のことから、反対の立場を明確にし、これで討
論を終わります。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時41分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　座波　一議員。
　　　〔座波　一　議員登壇〕
○座波　　一 議員　議員提出議案第２号に賛成の立
場から討論いたします。
　沖縄県知事とは、145万余の全ての県民の生命と財
産を守り、県民が安心して暮らせる社会をつくること
が責務であり、使命であります。その崇高な使命を背
負う県知事という立場は、県民から選ばれた人のみが
その任を全うできるものであります。そして、この知
事の立場が保障されているのは日本国の憲法であり、
地方自治法であります。知事は法治国家の下で県知事
として県民のために働くことが保障されているのであ
るからこそ、現在の立場があり、それは自明の理であ
ります。玉城知事は、それを改めて肝に銘じる必要が
あります。
　日本の法律の下で厳格に選ばれた玉城知事は、５年
を経過した今、果たして沖縄県知事が法治国家の地方
自治体の長にふさわしい県政運営をしているのか疑問
であります。県下41市町村を指導する立場にありな
がら、国から委託された法定受託事務を履行せず、違
法な会計処理を不正な方法で処理するなど、地方自治
体としてあってはならない失政を繰り返し、市町村か
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ら疑問の声とともに信頼も失墜しているのでありま
す。
　また、玉城知事は、誰一人取り残さない社会を公約
としておりますが、しかし、政治信条の中心にあるの
は辺野古埋立反対のみであり、全てそれを基準にした
政治判断しかできない状態に陥った、いわゆるレーム
ダックの状態であると言わざるを得ません。未来に明
るい展望を求める若者の声や、沖縄を前に進める絶好
の機会となる国家戦略への取組など、玉城県政の下で
はまるで実現性がなく、期待が持てないのでありま
す。国と対峙する中でしか主張や要求ができず、政府
と信頼関係のないこの５年間で、沖縄県民が逸失した
利益は計り知れないものがあります。まさに県民生活
の向上よりも基地問題を優先した県政運営の結果であ
ります。自らの意見しか聞き入れない玉城知事は、い
つしか自分自身の立場を守ることを優先しており、も
う思考力、統率力が停止しているとしか言いようがあ
りません。そして玉城知事は、自らの失策や県庁の不
祥事について、自らの責任に悪びれるどころか、何が
あってもそのブレーンや県政与党に守られるという、
おごりを感じるものであります。
　本日議会最終日で、自身の問責決議が諮られること
を知りながら、知事は休んでいるようです。数多くの
不祥事が起こり、議会がもめること、それを分かりな
がら知事の行動そのものがそれを示しているのであり
ます。
　辺野古問題に対する県民の感情は複雑であるにもか
かわらず、県民投票の結果が民意であると金科玉条の
ように繰り返しているが、県民投票で反対の意思が示
されたのは、全有権者の37％にとどまっているので
あります。久辺３区の地元の意見など、むしろ一顧だ
にしないのは玉城県知事であり、法的な拘束力のない
県民投票が最高裁の判決を優越することは、法治国家
の中であり得ないことであります。地元をはじめ県民
の中には条件付容認の声があることも事実であり、ま
してや沖縄県が最高裁の判決を不当として、国と闘い
続けることをよしとしない正常な民意が実に多いので
あります。
　玉城知事が政治家として辺野古埋立てを認めないと
する信念を貫くことは理解できます。しかし、行政の
長として遵法義務は当然であり、最高裁の判決を無視
することなどあってはならず、設計変更の手続に瑕疵
がなければ承認するのは当然であり、法定受託事務を
執行する義務があるのであります。そもそも、辺野古
の埋立ては承認されているのであり、埋立てに反対だ
から既に承認された埋立ての設計変更を認めないとい

うのは職権の濫用であり、官製の妨害活動でありま
す。過去の埋立事業でもあり得ない行動で、許される
ことではありません。むしろ玉城知事は判決に従って
法定受託事務として承認を受け入れ、それでも埋立反
対の意思は変わりないことを主張し、今後の沖縄のた
めに国と交渉することこそ、県民のためになるのであ
ります。玉城知事が主導する沖縄県庁ぐるみの遵法義
務違反を今やめなければ、沖縄県にとって極めて大き
な禍根を残すことになります。
　県内紙では報道されませんが、全国で玉城知事の辺
野古問題の対応に非難の声が上がっております。本土
紙は沖縄県知事失格論、あるいは沖縄県知事の外患誘
致を懸念するなど、驚くような記事が出ているのであ
ります。玉城知事は人ごとのように装っても、迷惑す
るのは県民であり、県民の不利益として跳ね返ってく
るのであります。現在の玉城知事の公約達成度や政策
立案力、政府との交渉力、行動力や言動などから、も
はや県知事としての能力と資質が欠如しているとしか
言いようがないのであります。
　この５年間を振り返ると、委託業者の受注契約を祝
う酒杯問題から始まり、首里城火災の原因と責任をう
やむやにした、再建ありきの無責任かつ責任認知に欠
けた行動、基地問題を全国に訴えるトークキャラバン
は仲間同士の集会でしかなく、多額な県費投入を続け
るワシントン事務所の費用対効果も全くないものであ
ります。コロナ対策は後手に回り、ちぐはぐな対策は
全国から非難され、緊迫する医療現場や深刻な事態の
ウクライナ問題では、ふざけた発言でひんしゅくを買
い、さらに今年に入って実態のない県民差別を顕在化
させるヘイト条例を強引に制定し、国の外交方針と整
合性もなく基本方針も決めないまま地域外交を展開
し、訪中後は中国内で沖縄の帰属問題の論争を引き起
こし、沖縄県は尖閣諸島問題に抗議する意思がないこ
とを印象づけたのであります。
　そして国連に出向いて、先住民族保護団体の枠で沖
縄県民が先住民族としての人権を踏みにじられている
とのスピーチを行い、県庁内ＰＦＯＳ流出問題を隠蔽
し議会対策を図っていたことなど、玉城知事の数々の
目に余る行動や発言及び独善的な政策や外交はもう許
容できないレベルであり、今こそ政治責任が問われな
ければならないのであります。さらに深刻なのは、県
政内部の統制機能が瓦解していることであります。補
助金請求漏れによる県民の血税による補塡が相次ぎ、
基本的な単純ミスの連発、違法状態の決算を不正な会
計処理で知事が専決処分するなど、沖縄県政はかつて
ないほど県民に損害を与え、信頼を損ねてしまったの
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であります。さらに今月発覚した――土木環境委員会
で説明がありましたが、２億3000万円の補助金請求
漏れに愕然としましたが、またさらに本日、保健医療
部からも補助金請求ミスの報告があり、なぜ所管する
常任委員会が終了した後に報告するのか、県庁内の隠
蔽体質は明らかであります。新たに発覚した２つの不
祥事は、知事の問責に決定的な追い打ちとなり、いか
に与党でも知事をかばえるものではないのではないで
しょうか。
　県職員のモチベーションの低下は予想以上に進んで
おり、異常事態としか言いようがありません。しか
し、この期に及んでも玉城知事は自らの責任に言及せ
ず、職員をかばうどころか県庁ぐるみで遵法精神を無
視し、職員を道連れにして責任を曖昧にしようとして
いるのであります。
　沖縄振興予算は、玉城知事就任以来減額が続き、市
町村の公共事業が全く進まない事態が続いているが、
それを補い、予算を引き上げるために汗をかく知事の
姿は全く見えなかったのであります。政府や関係省庁
に熱意のある予算折衝の情報も聞いたことがないので
あります。果たして知事は沖縄の課題解決のために、
一体何度中央官庁に出向いたというのでしょうか。内
閣府の一括計上に甘んじておきながら、予算減額され
ているのは、辺野古に反対する沖縄県政への仕打ちと
言わんばかりの言動は、自分の努力不足を棚に上げた
政府非難であり、もうこれ以上、玉城知事に予算増額
の期待が持てないことを意味しているのであります。
　以上のように、玉城知事及び県庁の凋落ぶりは県民
目線からも明らかであり、県議会として危機感を持つ
べきであります。本来、課題や困難に対しても常に県
民の利益を第一にすべき県政運営が、玉城知事の自己
保身の政争で翻弄されている現状が続くことは、県民
にとって不幸であります。玉城知事はこの現状に真摯
に向き合い、責任を負わなければならないのでありま
す。
　議員各位に申し上げます。
　今の沖縄県議会の監視機能は正常に働いていると言
えるのでしょうか。事あるごとに議会と執行部は二元
代表として議会の権能を主張しているのではありませ
んか。今こそ、議会の権能を発揮して、議会の正常性
を県民に示し、県民の利益を守らなければならないの
であります。これほどの問題が明らかになっても、知
事に対して何も言えないのでしょうか。本当にこのま
ま不問に付していいのでしょうか。
　辺野古に反対することだけが正義として、沖縄県政
の不祥事すら不問にする議会、それは異様としか言い

ようがありません。辺野古反対を免罪符にする政治の
在り方は、決して県民のためにならず、沖縄政治の堕
落であります。
　この問責決議により、玉城知事の責任を明確にし
て、知事が責任を自覚することが必要であり、それに
より沖縄県庁全体と県政運営が正常化に向かい、県民
の信頼回復と県民の利益につながることと確信するも
のであります。
　議員各位の賢明なる判断による賛同を求め、賛成討
論といたします。
○赤嶺　昇 議長　比嘉瑞己議員。
　　　〔比嘉瑞己　議員登壇〕
○比嘉　瑞己 議員　日本共産党の比嘉瑞己です。
　私は、野党などから提案されております議員提出議
案第２号、知事への問責決議案に反対の立場から討論
を行います。
　玉城デニー知事が就任してから５年が経過いたしま
した。この間、首里城火災や豚熱、軽石の大量漂着、
新型コロナウイルス感染症、そして辺野古新基地建設
問題等々、次々と襲いかかってくる困難に対し、知事
は県庁職員と力を合わせ、県民生活を守るために全力
を尽くしてまいりました。また知事は、子供医療費の
中学校卒業までの無料化をはじめとする子供の貧困対
策や、物価高騰や電気代値上げに対する県独自の支援
策など、暮らしや経済、沖縄の発展のために日々全力
で取り組んでおります。こうして日夜奮闘しているデ
ニー知事への県民の評価は、昨年９月の県知事選挙で
玉城デニー知事候補が相手候補２人の合計得票よりも
上回る、得票率50.84％、33万9767票を獲得したこ
とからも、多くの県民から揺るぎない期待と信頼を得
ていることは明らかではないでしょうか。デニー知事
におかれましては、引き続き、誰一人取り残さない、
沖縄らしい優しい社会の実現のために御奮闘すること
を強く期待するものであります。
　さて、今回の問責決議案は、沖縄振興予算が減少し
たことを、あたかもデニー知事の責任だと言わんばか
りの内容となっております。一体、沖縄振興予算を削
減してきたのは誰でしょうか。安倍政権、菅政権、岸
田政権、自民・公明党の連立政権ではありませんか。
　来年2024年度（令和６年度）の県が求めた沖縄振
興一括交付金の概算要求額は、1271億円でした。し
かし内閣府が財務省に求めた概算要求は、わずか785
億円、６割程度です。その削減理由について、政府は
所要額を確保したとこう言うのみで、沖縄県や市町村
が納得するような明確な理由を示しておりません。
2014年オール沖縄の県政が誕生して以降、この９年
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間、政府は沖縄振興予算を削ってきました。辺野古新
基地建設に反対する県政には予算はつけない。まるで
そう言わんばかりの沖縄いじめではありませんか。多
くの県民が、基地問題と振興策はリンクしているのか
と強い疑念と怒りを抱いております。
　沖縄は78年前の沖縄戦で焦土と化し、多くの生命
が奪われ、壊滅的な打撃を受けました。戦後も27年
間に及ぶ米軍統治下に置かれ、本土の米軍基地は整理
縮小が進む一方、沖縄には本土からの海兵隊移転が
進みました。1941年10月、いわゆる沖縄国会におい
て、山中貞則総理府総務長官は、沖縄振興開発特別措
置法案の趣旨説明において、「多年にわたる忍耐と苦
難の中で生き抜いてこられた沖縄県民の方々の心情に
深く思いをいたし、県民への償いの心を持って事に当
たるべきである」と述べました。復帰から半世紀を超
えた今なお多くの米軍基地が集中する沖縄の痛みに寄
り添わず、振興予算を削っているのは誰なのか。問責
決議案では、振興予算の減少によって、沖縄の自立的
発展に必要な事業の執行に重大な支障を来し、県民の
生活福祉をないがしろにしていると訴えております
が、その言葉をそっくりそのまま岸田政権に届けるべ
きです。
　さて、問責決議案では、辺野古新基地建設問題をめ
ぐって知事が最高裁判決にあらがっていることを批判
しておりますが、提案者の皆さんには、今回の不当判
決に対する県内外の怒りの声が聞こえないのでしょう
か。９月４日の最高裁判決は、国民の権利救済を目的
とする行政不服審査法を濫用し、沖縄防衛局が同じ政
府組織の一員である国土交通大臣に救済を求める、国
による私人なりすましを追認した不当判決でした。
　知事が司法に求めたのは、公有水面埋立法に基づき
設計変更申請を不承認とした、その理由への司法の判
断です。大浦湾に広がる深さ90メートルにも達する
軟弱地盤について、改良工事で本当に安全性は担保で
きるのか。それならなぜ、Ｂ27地点の力学的試験を
行わないのか、絶滅危惧種ジュゴンをはじめとする
環境への影響はどうなるのか、当初3500億円だった
総事業費は、設計変更によって9300億円まで膨れ上
がり、埋立ては14％しか進捗していないのに、既に
4312億円もの税金が支出されております。設計変更
申請が承認されれば、今後７万本ものくいが大浦湾に
打ち込まれ、さらに莫大な費用が必要となります。そ
して何よりも、完成までに12年もかかる政府計画で
は、普天間基地の一日も早い危険性除去にはつながら
ない。これら沖縄県の主張に対して、ついぞ最高裁は
実質審理を行いませんでした。この判決のどこが公

平・中立と言えるでしょうか。地方自治の本旨に著し
く反する不当判決そのものであります。
　10月５日、国土交通大臣による承認指示に対し、
知事は「期限までに承認を行うことは困難」と回答い
たしました。国土交通大臣は間髪入れず、その翌日に
代執行に向けた提訴を行ったのであります。
　代執行手続は、地方公共団体の権限を国が奪う、地
方自治に対する最終的な介入手続です。だからこそ地
方自治法では、代執行はそれ以外の方法で是正が困難
なとき、放置することにより著しく公益を害すること
が明らかなとき、これら全ての要件に該当することが
必要だとしております。
　それでは政府は、代執行以外の方法で問題を解決す
る努力をこれまで行ってきたでしょうか。これまで知
事は繰り返し何度も、政府との対話を求め続けてきま
した。しかし岸田首相は、聞く力を発揮することな
く、沖縄県との対話を無視し続けております。あらゆ
る紛争の基本的解決方法である対話さえ拒み続けてお
いて、代執行するなど許されません。また政府は、知
事の不承認を放置すれば、安全保障と普天間飛行場の
固定化回避という公益が達成できないと主張しており
ますが、辺野古新基地建設は政府計画でも完成までに
12年かかります。普天間飛行場の一日も早い危険性
の除去、そう言いながらＳＡＣＯ合意から27年、そ
してこれからさらに12年以上も普天間基地を固定化
する。これのどこが公益でしょうか。我々沖縄県民
は、これまで数々の県民大会、県知事選挙で辺野古
新基地建設反対の民意を示してきました。そして、
2019年２月24日に行われた、あの歴史的な県民投票
では、投票総数の71.7％、43万4273人の圧倒的多数
の県民が埋立反対の民意を示しています。この民意こ
そが沖縄にとって何よりの公益ではありませんか。も
うこれ以上、日米両政府の国益のために沖縄県民の公
益を犠牲にすることは許されません。政府はこれまで
普天間基地問題について、辺野古移設が唯一の解決策
と繰り返し主張してきましたが、それは間違っていま
す。真の解決策は、歴史的な県民投票で示された沖縄
の民意を尊重すること。辺野古新基地建設を断念し、
普天間基地は即時運用停止、閉鎖・撤去、このことこ
そが唯一の解決策です。辺野古新基地建設をめぐる最
高裁判決や、それに続く国による代執行の問題は、沖
縄だけの問題ではなく、この国の地方自治や民主主義
の在り方が問われている問題です。日本国憲法は明治
憲法と異なり、その第８章で地方自治の章を設けて、
地方自治を憲法上の制度として保障しております。そ
れは戦前、中央集権的な体制の下で日本が戦争へと突
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き進んでいったことへの反省から、戦後は地方住民の
政治参加の権利を保障し、地方自治体の自主性、自立
性を尊重することが目的だからです。戦後、日本国憲
法が及ばなかった米軍占領下の沖縄では、自治は神話
だとさえ言い放たれました。しかし私たちの先達は、
決して諦めることなく県民みんなで力を合わせ、主席
公選、施政権返還を勝ち取ってきた、その歴史を歩ん
でまいりました。こうして連綿と続いてきた沖縄の地
方自治を求める闘い、沖縄の自己決定権を求める闘い
に、今全力でぶれずに県民と共に奮闘する玉城デニー
知事を心から支持するものであります。
　よって、議員提出議案第２号、知事への問責決議案
に反対するものであります。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　大城憲幸議員。
　　　〔大城憲幸　議員登壇〕
○大城　憲幸 議員　ただいま議題になっています議
員提出議案第２号について、賛成の立場で討論をさせ
ていただきます。
　無所属の会の大城です。
　与党、野党それぞれ激しい議論がありますけれど
も、私は中立の立場であります。基地の問題について
は、自民会派とはスタンスが違います。私自身も、先
ほどもあった基地問題に対して、辺野古が唯一という
ような政府方針については疑問を持つ人間です。ま
た、会派としても、今議会、代表質問でうちの當間盛
夫が話をしましたけれども、この最高裁判決に対する
その後の対応についても、デニー知事が沖縄県の県民
に対して辺野古反対を掲げて、大きな支持を得て当選
したわけですから、それは承認することがあってはな
らないという我々はスタンスです。
　ではなぜ、この問責決議案に賛成をするのか、２点
申し上げます。長くは申し上げませんので、お付き合
いのほどよろしくお願いいたします。
　１点目は、政治家・玉城康裕としての責任とその取
り方に対してであります。
　我が会派は、裁判ではこの基地問題は解決できませ
んよと、やはりこの基地問題を解決するためには、政
治家同士が話をしてこそ解決の道は開ける。つまりデ
ニー知事が言うとおり、話合いしかないんですよ。と
ころが、先ほど来、反対討論でもありましたけれど
も、いやデニー知事は19回申し入れたんだ、何度も
国に話合いを申し入れたんだと言いますけれども、さ
すがにそこは、ずっと13回も裁判をしながら話合い
をしましょうと言っても、なかなか話合いの場が持て
るんですかというのは我々はずっと疑問を呈してきま

した。しっかりと話合いを求めるんであれば、裁判を
取り下げて、話合いができるような環境をつくるのが
知事の仕事じゃないんですかというような議論も、再
三してまいりました。しかし、残念ながら５年以上に
わたって13回も裁判を繰り返して、結果として一度
も勝つことができず、最終的には最高裁判所の判決ま
で出た。ここまで来ると、私は誰かが責任を取らない
といけない。費用についても、裁判費用だけでも２億
以上の血税を使っているという事実があります。そう
いうようなことを考えても、この知事の辞任に値する
と我々は考えています。
　また、これからどうするのか。最終的に最高裁の判
決が出ました。これから、じゃどうするんですか、ま
たさらに裁判を繰り返すんですか。やっぱり冒頭申し
上げたように、話合いしかないんですよ。では、負け
たまま、裁判で結果が出たままで、本当にじゃ国が、
はい、話合いをしましょうという姿勢になりますかと
いうと、そうはならない。やはり、これから本気でこ
の辺野古問題を解決に向けて話合いをしようと、その
ためにも私はデニー知事が、政治家・玉城康裕がしっ
かりと職を辞して、そして出直し選挙をして、その直
近の民意――この最高裁判決が出ても、さらにこの最
高裁判決にもあらがうという姿勢を示しているわけで
すから、そこはやはり過去に県民投票で民意を得たか
らとか、知事選で民意は示されているとかっていう話
ではなくて、やはりこの最高裁判決を受けた後の、
しっかりとした直近の民意を問うことによって、政治
家・玉城康裕としての力が出てくるんじゃないかと。
もう話合いの場を、本当に動かす気があるんであれ
ば、私は出直し選挙しかないと。そういう意味で、大
きな１つ目としては、玉城デニー知事の辞任を求める
ところです。
　２つ目は、行政の長・玉城康裕沖縄県知事としての
責任とその取り方です。
　沖縄県には、約２万3000人の沖縄県の職員、地方
公務員の皆さんがいます。その皆さんは警察官であっ
たり、教員であったり、そして市町村の職員であった
り。これは義務として地方自治法、地方公務員法、法
律に基づいて、警察官は県民の皆さんと接するし、そ
してこの教員の皆さんも子供たちと、そして父兄の皆
さんと接する。そして、また行政機関の職員の皆さん
は市町村の職員と相談をしたり、協議をしたり、時に
は指導監督をする立場にもあります。その２万3000
人の日々県民と向き合っている皆さん、市町村と向き
合っている皆さんからすると、そのリーダーである玉
城知事が最高裁判決に従わないと。日本の知事で初め
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て最高裁判決に従わないという判断というのは、この
影響っていうのは本当に私は計り知れないと思ってい
るんですよ。そして、殊、国との関係では、さらに危
惧されます。
　今年の沖縄県の当初予算が8613億円です。自己財
源がその約４割に満たないということを考えると、６
割以上の仕事は、国と協議しながら、協力しながら、
時には助言をいただきながら、この仕事を日々職員は
進めなければならない。ただ、そういう中で、本当に
今のような政治対立が職員の仕事に影響しないかとい
うのは、私は非常に危惧しています。先ほど来あっ
た、土建部のミスについても大変なミスであり、これ
は沖縄県に100％非があるのは間違いありません。た
だ一方で、この近くに総合事務局も含めて国の職員も
みんなで沖縄を振興していこう、よくしていこうとい
う人間関係の中で、国から電話一本、沖縄さん、あの
事業は大丈夫ですかっていう電話一本でもあれば、も
しかしたら防げたことじゃないかなと思うのは私一人
ではないと思うんですよ。
　そういう視点からすると、やはりこの政治対立を職
員の仕事に影響させちゃいけないということから考え
ると、職員を守るためにも、誰かがけじめをつけなけ
ればならない。内外に対して、しっかりとリーダーと
してのけじめをつけて、そして職員の皆さんにも、も
う一度心配せずに仕事をしてもらわないといけない。
もう一度、内外からの様々な批判について、何かあれ
ばリーダーとして私が責任を取るから、自信を持って
県民に向き合いなさいと、自信を持って国と一緒に沖
縄振興を頑張ってくれと。そういうような姿勢も含め
て、私は職員を守るという観点からも、職員に自信を
持って仕事をしてもらうという観点からも、知事は辞
職をして、行政の長として、そしてけじめをつけて頑
張ってほしい。
　そういう思いで、問責決議案に賛成の立場の討論を
申し上げました。
　議員各位の賛同を申し添えて、私の討論といたしま
す。
　よろしくお願いいたします。
○赤嶺　昇 議長　仲村未央議員。
　　　〔仲村未央　議員登壇〕
○仲村　未央 議員　会派立憲おきなわ、仲村未央で
す。
　議員提出議案第２号「玉城康裕沖縄県知事に対する
問責決議」に反対する立場から討論を行います。
　決算の処理、補助金手続など事務的ミスの発生は誠
に残念であり、事業の執行に支障を与えないよう速や

かな対処を求めるとともに、一部の部署や職員に負担
が集中していないか、心身ともに、前向きに仕事に取
り組める環境にあるかなど、これらのミスが発生した
背景についても深く検証し、原因の公表や再発防止策
について、県民への説明を果たすべきであることは言
うまでもありません。
　その上で、このたびの問責決議案においては、今申
し上げた点とは関わらない、主に２つの当たらぬ指摘
が含まれており、看過できないことから、反対の立場
を表明するものです。
　まず第１の当たらぬ指摘は、辺野古埋立設計変更の
不承認処分に係る、最高裁判決への玉城知事の対応に
ついて、法治国家にもとると指摘した点についてであ
ります。
　最高裁は、裁決の形式さえ整えばそれで事足れり、
沖縄県には承認以外の道はないと、県の訴えを棄却し
ただけではなく、公有水面埋立法に基づく県の処分権
限が一定あることを認めた、高裁の判断をも全否定し
ました。法の支配を守るために行政権力から独立して
判断する司法としての矜持をみじんも感じない判決に
は、失望というほかありません。
　裁決をする処分庁が国土交通省、是正の指示を出す
所管庁が国土交通大臣となる今回のようなケースで、
一人二役の判断が、大手を振ってまかり通れば、どこ
に法の支配が、地方の判断が生きる余地があるのか。
　ただ、地方自治法は、判決をもって直ちに代執行が
できるとも言っていません。地方自治の保障の観点か
ら、まずは、ほかの方法で是正することはできないの
か、よくよく試みることを求めています。
　かつて、米軍用地の提供を拒否する地主に代わって
署名を求められた大田昌秀知事が訴えられた裁判にお
いても、終局的には沖縄県敗訴となりましたが、一連
の経過において、時の橋本総理と大田知事は、実に
17回もの直接の面談をしました。それによって、県
の要求が全て受け入れられたわけではありませんが、
少なくともそこには、話し合う、血の通う政治があり
ました。
　国が、本来対等である地方の権限を奪うことになる
代執行は、地方自治法上、方々尽くして限界ならばそ
の上で取らざるを得ない最終手段であり、代執行する
にも裁判手続を踏むことが求められています。よっ
て、その手続の中途にある知事の対応を、法治国家に
もとると即、断じられるには当たりません。
　むしろ、民意に向き合わず、国の目線による公益を
振りかざし、対話を求める玉城知事の要請をひたすら
無視し、真っ先に取るべき対話の手段を一度さえも試
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みていない中で、ちゅうちょなく代執行の手続を進
め、沖縄をやり込めるような政府のやり方こそ、憲法
に基づく地方自治の本旨と地方自治法の精神を毀損す
る、法治国家にもとる対応であると断じられるべきで
はないでしょうか。
　問責に賛同しない第２の理由は、減額が続く沖縄振
興予算の責任の全てを知事のみに帰結させる批判の在
り方です。
　御指摘のとおり、沖縄振興予算の縮小は、沖縄の自
立的発展に必要な事業の執行に重大な支障を来してい
ます。この10年来、全国では公共事業費が1.6倍に伸
びた中で、本県土木建築部のハード交付金は見る影も
なく、道路事業費も港湾事業費も、８割も減額されて
います。
　沖縄の自主性、主体性が発揮されるよう、沖縄振興
の理念にのっとり措置されるべき予算が、一体なぜこ
こまで極端に縮小され得るのでしょうか。まさしく、
断じて看過できない事態であり、沖縄県の要求とはあ
まりにかけ離れた交付額が、なぜこの程度で適正であ
ると判断されたのか。その説明責任は、予算を差配す
る側の政府にも求められています。それを、一人知事
に非があると決めつける問責の趣旨には、全く賛同す
ることはできません。
　以上、地方自治を守り、さらに発展させる立場か
ら、我が会派の見解を申し上げました。
　憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、住民
福祉の増進を総合的に担う自治体が、自主的、自立的
にその力を発揮する支えを国が講じることが、我が国
の仕組みの根本であり、もしや、辺野古埋立てを承認
しないからと言って、法の趣旨を逸脱し、あるいは予
算の側面から干上がらせることによって、沖縄をねじ
伏せようとする動きがあるとすれば、我々は断じてこ
れに屈するわけにはいきません。
　選挙によって民意を託された玉城デニー知事が、そ
の付託に応えるべく、堂々と信念を貫き、引き続き県
民と共に歩まれることを真に期待し、玉城知事問責決
議案への反対討論といたします。
○赤嶺　昇 議長　照屋守之議員。
　　　〔照屋守之　議員登壇〕
○照屋　守之 議員　玉城知事に対する問責決議に賛
成する立場で討論を行います。
　私は、県議会議員５期目になっております。そし
て、今定例会から中立的な立場という位置づけをして
おりますけれども、今回の問責決議については、先ほ
どからいろいろありますように私も思うところがあり
まして、これはぜひ問題提起をしながら討論をさせて

いただきたいと思っております。
　冒頭に、保健医療部所管の宿泊療養施設運営事業に
係る契約の問題。今日、土木環境委員会が終わった後
に、職員がいきなり説明がしたいということがあっ
て、県議会は知事の出席を求めましたけれども、残念
ながら知事は議会の最終日に登庁していないというこ
ともあって、この今、議会が進められているわけであ
りますけれども、これだけ問題になることが多くあっ
て、最終本会議で知事が本庁にいらっしゃらないとい
う、この事態そのもの自体、議会軽視じゃありません
か。私は、このことも問責に値すると思っています。
もう少しやっぱりこれだけ厳しい状況が続いたとき
に、この議案の行く末とか、あるいは御自身にかけら
れているこの問責決議についても、しっかり受け止め
るべきじゃないですか。そう思います。
　10月20日朝刊、県補助金申請ミス２億3000万円の
記事を見て、私は目が覚めました。今回もまた、玉城
県政は執行機関の監視機関である県議会に事前に報告
なしでマスコミを通して明らかにした。翌日の10月
21日の報道では、玉城知事が20日の会見で「度重な
る不適切事象が発生し、公務に対する信頼を損ねるこ
ととなった事態を重く受け止める」と陳謝したとあり
ます。県議会は、今日23日の午前10時から、土木環
境委員会でこの問題を審査することになっておりまし
た。けれども玉城知事は、公表も後始末も報道を通し
て行っているわけであります。今回もまた玉城知事の
県議会を無視した対応、県議会の権限をないがしろに
する対応に強く抗議をするものであります。同時に、
公務に対する信頼を損ねたとのことでありますけれど
も、言葉だけでなく、なぜ玉城知事は責任を取らない
のか。玉城知事の責任を明確にすることを求めるもの
であります。
　この件について、土木環境委員会での土建部の説明
によると、10月６日、土木総務課の指摘で発覚しま
したけれども、玉城知事への報告が10月17日。これ
は何と、土木環境委員会が終了した翌日であります。
さらに、県議会へは報告がなかったことに強い憤りを
感じているわけであります。同時にまた、今日の土木
環境委員会に知事や副知事の出席がなかったこと、極
めて残念に思っております。16日に土木環境委員会
が終了した後、翌日に玉城知事に報告をする。まさに
これは何たることかであります。今回の２億3000万
円の請求ミスは、結果的に県の一般財源で補塡するこ
とになると思います。このことは、県財政の悪化につ
ながり、県民に不利益を与えることになります。しか
しながら、そのことは県民には知らされておりませ
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ん。
　この２億3000万円を自己財源とし、９割の国補
助事業を導入すると、自己財源が１割、10％で２億
3000万円。国の補助90％で、20億7000万円。合計
で23億円の県民のための事業ができたことになるわ
けであります。このことは、県民のためには非常に大
きな損失であると言えるわけであります。このような
財政運営をしている玉城知事の責任は、計り知れなく
大きいと私は考えております。度重なる不祥事に県民
に対してわびで済ませてきた玉城知事は、自らの進退
も含めて責任を取ることを考えたほうがいいと思って
おります。
　このように、国の補助金を請求せず、沖縄県は自己
財源で対応できるということは、県財政は豊かであり
国に頼らなくてもいいとの誤解を与えかねないと私は
考えております。今沖縄県は、次年度の国の振興予算
の獲得が課題でありますけれども、玉城県政の度重な
る国に対しての補助金請求ミスは、予算獲得に様々な
影響が出てくる、非常に危惧をしているものでありま
す。
　次に、辺野古埋立事業に係る設計変更承認につい
て、９月４日の最高裁判決で、地方自治法第245条の
７第１項、所定の法令の規定に違反しているとして玉
城知事の違法が確定をしております。行政や企業、あ
るいはまた個人であれ、最高裁の判決には従うもので
あります。ところが、玉城知事は判決後も自らの姿勢
を曖昧にして、国の代執行に向けての裁判に応訴し、
そこで玉城知事の裁判に従わない姿勢を明確にしたの
であります。最高裁の判決には従う。司法判断には従
うしかございません。玉城知事は、自ら司法判断に委
ねながら、判決に不満があって従わない。これは法治
国家では許されることではありません。法治国家であ
る我が国、沖縄県もその一員であり、沖縄県行政も最
高裁判決に従う立場であります。沖縄県では、これま
で最高裁の判決に従わなかった事例はないとのことで
あります。今回、沖縄県で玉城知事が初めて最高裁判
決に従わなかった事例となっております。玉城知事は
法治国家、憲法の定める三権分立を無視、批判した県
知事として全国に知れ渡ったと思います。そしてこれ
からは、玉城知事は法治国家の県知事として責任を果
たすことができなくなったと私は考えております。有
識者であれどのような方であれ、最高裁の判決に従う
なとは言えないと思います。
　平成28年、翁長前知事は、埋立承認取消の最高裁
判決で違法とされ、それを受けて翁長前知事は埋立承
認取消を取り消して埋立てを承認し、辺野古の工事を

進めてきた経緯があります。玉城知事は平成28年の
翁長前知事の対応を知りながら、なぜ翁長前知事に学
ばなかったのか疑問であります。玉城知事も翁長前知
事がやったように設計変更承認をしない、この方針を
判決によって取り消していく。設計変更承認をしない
ことを取り消す、このようなことになれば最高裁の判
決に従った対応になり、違法状態から解放されたわけ
であります。翁長前知事は、最高裁の判決に従い、埋
立てを承認しました。翁長前知事の後継者である玉城
知事は、最高裁判決に従わず承認をしない。これでは
オール沖縄、翁長前知事の後継者とは言えずに県民の
期待に応えているとは言えないと思います。やっぱり
責任を取って進退を明らかにするべきでございます。
　玉城知事が最高裁の判決に従わず、違法状態につい
て、①、沖縄県政と国政との信頼は完全に失墜してお
ります、②、県民から玉城知事に対する信頼、期待が
失われております、③、県行政が法律に沿った仕事が
できない、県職員のプライドや士気を低下させ、県政
は混乱をしていきます、④、住民訴訟や損害賠償の訴
えのリスクを抱えております、などがあり、玉城県政
は存亡の危機にあり、県民に大きな不安や不信を与え
たことになっていると私は考えております。この存亡
の危機を救うために玉城知事はどのようにすべきか、
県知事として今決断のときだと思います。法律違反の
県知事としてどうするか、このことが問われておりま
す。私は今改めて、玉城知事は自らの進退を真剣に考
えるべきだと思います。今回の問責決議がそのきっか
けになれば幸いでございます。玉城知事は20日、定
例記者会見の記者とのやり取りで、辞職について否定
的な姿勢を示したとされます。引き続き公務に当たる
としております。玉城知事、私は今期で県議会議員を
卒業することを表明しております。県議会議員５期
20年に区切りをつけたいと考えております。しかし
今なお、政治にかける思いは強く持っております。ぜ
ひ玉城知事も一緒に卒業していただけませんか。市
議、国会議員、県知事として頑張ってきたこと、その
ことに一度区切りをつけたほうがいいと思っておりま
す。身を引くことで先に進むこともできると考えてお
ります。そのタイミングは、私同様、来年の６月であ
ります。身を引くことによって、後任がより県民や県
勢発展のための県行政をつくってくれると考えており
ます。これまでの政治人生を整理して、今後の展望を
つくるチャンスであります。共に卒業して、次のス
テップを考えていきましょう。
　以上申し上げ、討論といたします。
　よろしくお願いをいたします。
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○赤嶺　昇 議長　以上で通告による討論は終わりま
した。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより議員提出議案第２号「玉城康裕沖縄県知事
に対する問責決議」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○赤嶺　昇 議長　起立少数であります。
･･よって、議員提出議案第２号は、否決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第９　請願１件及び陳情２件
を議題といたします。
　請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　又吉清義総務企画委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔又吉清義　総務企画委員長登壇〕
○又吉清義 総務企画委員長　ただいま議題となりま
した請願１件及び陳情２件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、お手元に配付してあります審査
報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願１件及
び陳情２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情２件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第10　陳情18件を議題といた
します。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　大浜一郎経済労働委員長。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔大浜一郎　経済労働委員長登壇〕
○大浜一郎 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した陳情18件につきましては、慎重に審査いたしま
した結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定
いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情18件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情18件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第11　陳情２件を議題といた
します。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　呉屋　宏土木環境委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔呉屋　宏　土木環境委員長登壇〕
○呉屋　宏 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した陳情２件につきましては、慎重に審査いたしまし
た結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
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　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　日程第12　陳情５件を議題といた
します。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　照屋大河米軍基地関係特別委員長。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔照屋大河　米軍基地関係特別委員長登壇〕
○照屋大河 米軍基地関係特別委員長　ただいま議題
となりました陳情５件につきましては、慎重に審査い
たしました結果、審査報告書のとおり処理すべきもの
と決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○赤嶺　昇 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情５件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情５件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　この際、日程第13及び日程第14の
議員派遣の件を一括議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　お諮りいたします。

　ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に
配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を海外及び高
校等出前講座へ派遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　次に、お諮りいたします。
･･ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時46分休憩
　　　午後６時47分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　この際申し上げます。
　休憩前に島袋大議員及び照屋大河議員から発言があ
りました件につきまして、知事から発言の申出があり
ますのでこれを許可します。
　玉城知事。
　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　まず、本日、令和５年10月23日
月曜日、私が登庁していなかった経緯、理由について
からお話をさせていただければと思います。
　令和５年10月21日土曜日から22日日曜日には、第
16回全国沖縄県人会交流会に出席のため、広島県へ
公務で出張があり、また、明日24日火曜日から26日
木曜日まで、九州地方知事会等に出席するため、佐賀
県へ出張の予定となっております。本日は朝９時の時
点で、秘書課に私から日程を確認したところ、登庁が
必要な日程がないことを確認できましたことから、本
日23日月曜日は登庁せず、明日からの出張準備等を
行っていましたが、議会の状況の報告を受けて、急
ぎ、登庁いたしたところであります。
　次に、保健医療部所管の事業について御報告、御説
明を申し上げます。
　本日、保健医療部所管の宿泊療養施設運営事業にお
ける不適正な事務処理等の事案について、急ぎ、保健
医療部から皆様に御報告をさせていただきましたが、
改めまして私から御報告をさせていただきます。
　同事業におきましては、令和４年度中に精算すべき
契約を令和５年度中に精算したことにより、国庫補助
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事業の対象とならない可能性が生じています。これ
は、契約業務の進捗管理が不十分であったこと及びそ
の際に不適切な会計処理が行われたことが要因と考え
ております。今後、保健医療部には、受託事業者に対
して、現状及び今後の対応等について丁寧に説明させ
るとともに、関係機関と連携して課題を整理させてま
いります。本事案につきまして、私は９月25日月曜
日に報告を受けました。事実関係の整理や対応方針の
確定には、まだ時間を必要としておりますが、今議会
開会中に議員の皆様に御報告することを優先させる必
要があると判断をし、現時点において判明している事
実等について、本日御報告させていただきました。し
かしながら、そのことにより議会の混乱を招いたこと
につきましては、おわびを申し上げます。
　また、個人情報を含む書類の漏えいのおそれのある
事案についても御報告をさせていただきました。こち
らにつきましては、個人情報の記載がある御本人へ連
絡の上、11月１日までに個人情報保護委員会宛て事
案の確報を提出することとしています。あわせて、保
健医療部において記者会見を行う予定とさせていただ
いております。
　令和５年第３回沖縄県議会定例会の会期中におきま
しては、このほかにも複数の不適正な事務処理等の事
案について、御報告をさせていただきました。これま
でも内部統制の強化等を図ってまいりましたが、一連
の不適正な事務処理等の事案を踏まえ、改めて全庁的
な総点検作業の実施を指示いたしました。いま一度リ
スク管理の徹底と再発防止に向けた取組及び体制の強
化を図り、全庁、全職員を挙げて公務の遂行に対する
信頼回復に努めてまいります。
　私は知事として、県の事務の包括的な執行管理権限
を有しており、またその事務を自らの判断と責任にお
いて誠実に管理し遂行する義務を負っております。一
連の状況を深刻に受け止め、今後、その対応に全力で
当たってまいります。
○赤嶺　昇 議長　この際、議長から申し上げます。
　今９月定例議会、議会、議長に対する説明が何度か

遅れていることに対して、厳重に抗議を申し上げま
す。
　速やかに議会に対して、適切に、そして早急に報告
をしていただくよう、改めて強く申入れを申し上げた
いといたします。
○赤嶺　昇 議長　休憩いたします。
　　　午後６時52分休憩
　　　午後６時52分再開
○赤嶺　昇 議長　再開いたします。
　日程第15　閉会中の継続審査の件を議題といたし
ます。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○赤嶺　昇 議長　各常任委員長、議会運営委員長及
び各特別委員長から、会議規則第82条の規定により
お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継
続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤嶺　昇 議長　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○赤嶺　昇 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和５年第３回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後６時53分閉会
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